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卸売業の機能再考 
― 北米における日系卸売業の活動視座より―

石川　和男

目　次　　

はじめに

１．わが国における卸売業の機能

２．わが国卸売業の諸形態

３．わが国卸売業の課題と活路

４． 北米（カリフォルニア州）における日系

　食品卸売企業の活動

むすびにかえて

はじめに

わが国の卸売業の地位低下は、かなり以前か

ら多くの論者によって指摘されている。そして、

商業統計調査でも1991年をピークとして、事

業所数、年間商品販売額、就業者数は、ほぼ一

貫して減少し、今日に至っている。ただ、一口

に卸売業の地位低下といっても、流通機構にお

ける卸売業のスキップ（中抜き）現象、さまざ

まな統計における卸売業に関する数字の減少、

卸売業自身の役割（機能）の縮小など、観察す

る視点によってそのとらえ方は異なる。しかし、

それらが計量可能・不可能を問わず、さまざま

な局面で卸売業の地位低下が感じられるものと

なっている。

本稿では、これまで卸売業が遂行してきた機

能に焦点を当て、あらためて卸売業の機能とは

何かを再考したい。そして、それを基盤として

卸売業の独自性発揮による活路を見出していき

たい。そこで、わが国の卸売業が遂行する機能

を概観し、卸売業が機能遂行上、取り得る形態

を整理したのち、昨今いわれている卸売業の課

題と改善方向を取り上げる。そこまでは国内の

事象を対象とするが、その上でわが国の卸売業

者（日系卸売業者）が、海外ではいかなる活動

をし、言い換えればいかなる機能を遂行し、事

業機会を見出し、維持しているかについて考察

したい。つまり、わが国の卸売業（日系卸売業

者）が、事業環境の異なる場所（海外）でどの

ような事業活動をしているかを観察し、国内で

のそれと比較することによって、遂行業務の相

違を認識し、その存在意義を再確認したい。

１．わが国における卸売業の機能

わが国で卸売業（者）というとき、多種多様

な卸売（業）概念が存在し、かなり幅広い商業

者（商人、流通業者）までを含んでいる。これ

まで卸売業者＝問屋と、とらえられてきたこと

から、商法における問屋と通常いわれる問屋

の相違について触れたのち、卸売といわれる

活動の担当者、卸売業が有している社会的機

能と流通において遂行する機能について取り上

げたい。
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（1）卸売概念と問屋

卸売活動には非常に古い歴史があるが、近代

以前では代表的な流通業者として、「問屋」の

存在があった。問屋は、世間一般では商品の収

集・分散機能を果たし、小規模な生産活動を支

え、危険負担までを担当する流通業者と理解さ

れている。

一方、わが国の商法では、卸売業に対する規

定はないが、問屋については規定されている。

商法551条では、「自己ノ名ヲ以テ他人ノ為二

物品ノ売買又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者」とさ

れ、委託販売業者や買付業者の性格が表現され

ている。ただ現在、問屋や卸売業というときに

は、委託販売や買い付けという機能だけを遂行

する事業者を指すことは少ない。つまり、生産

者（メーカ、製造業者）や当該卸売業者より川

上に位置する他の卸売業者から所有権を移転

（購入）し、それをより川下の卸売業者、小売

業者、さらには産業用使用者に移転（販売）す

る機能を遂行する流通業者という認識が一般的

となっている。

（2）卸売活動の担当者

卸売を最終消費者以外に販売することに含ま

れる諸活動と定義すると、それを担当する機関

には、多様な担当者が存在する。原材料の供給

者や生産者であっても、消費者以外に販売する

という面では、卸売活動を行っていることにな

る。ただ通常は、原材料の供給者や生産者は、

卸売を専門としている機関ではなく、専門の活

動の面からは生産者に分類される。したがって、

「（卸売業者の中心的な活動が）生産せず、使

用・消費せず」という視点から卸売活動の担当

機関をあげると、わが国では総合商社、専門商

社、メーカーの営業所、販売会社、特約店、ラ

ック・ジョバー、ブローカー、仲立人、仲買人、

代理店、農協などがあろう。また、かなり古い

呼び方や当該地域だけでの呼称など、多様な機

関が存在している。

他方、わが国では1947年に当時の通商産業

省によって「日本標準産業分類」が示され、

1952年には第1回の「商業統計調査」が実施さ

れた。現在の分類とは少し異なるが、そこで現

在、卸売業者として分類される機関は、①小売

業者または他の卸売業者に商品を販売する事業

所、②産業用使用者に業務用として商品を販売

する事業所、③製造業者が別の場所で営業して

いる自社製品の販売事業所、④代理商・仲立業、

である。これらを見るだけでも、かなり幅広く

活動を担当している流通業者を、卸売業として

認識していることがわかる。

（3）卸売業の社会的機能と流通機能

先にあげたように、わが国では卸売活動を担

当する多くの卸売機関、また政府機関が卸売業

として公的に認識している機関、さらには実態

上、生産せず、消費者以外への販売を仲介する

ことを含む機能を遂行している機関という視点

からは、多様な機関が存在する。これは卸売業

に対する環境決定的視座とされる。それは卸売

業は流通機構・チャネルのなかでは、「生」と

「販」の中間にあって「配」の役割を担うため、

川上と川下の状態で規定される。そのような見

方が、業界関係者だけではなく、研究者の間に

も根付いてきたとされる（高宮城［1997］p.4）。

そして流通は、流通過程に存在している無数の

自立した人間と組織の意思決定の連続から成立

し、そこに流通動態の源泉があるとされる（矢

作［1996］p.9）。つまり、ある流通チャネルの

参加者間で、各参加者が個別の役割を担い、間

断なく、それぞれの役割を遂行することによっ

て、流通システムが安定的なものとなることを

示している。

それでは卸売業は、社会的にどのような機能
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を遂行しているのだろうか。消費財の場合1）、

通常指摘されるのは、①生産者と小売業者の地

理的範囲が拡大しているために発生する需給結

合機能、②需要者（販売先だけでなく、さらに

その先の需要者も含む）のための品揃え形成、

③（取扱商品の）集荷分散、という機能である。

これらの機能は、特に当該商品が最終消費者に

よって、消費・使用されるものであれば、生産

者と消費者との物理的な距離の拡大によって必

要となり、生成した機能である。また、当該卸

売機関よりも川下に位置している需要者である

消費者の生活を、より豊かにするために遂行す

るようになった機能でもある。一方、卸売業が

遂行する社会的機能は、川下の需要者だけでは

なく、川上の供給者にとっても、彼らの事業を

継続させ、発展させるという意味では非常に重

要である。

元来、流通は、生産と消費・使用の間にある

さまざまな懸隔を社会的に架橋するため、社会

的視点からその機能が取り上げられるのが通常

である。したがって、取り上げた社会的機能と、

流通機能の中で卸売業が遂行する機能では、し

ばしば重複する部分が発生する。それはどちら

においても、流通が社会的視点から分析される

対象であるためである。ここでは、敢えて重複

を厭わず、卸売業者が流通機能においてどのよ

うな機能を担当しているのかを取り上げたい。

言うまでもなく、流通機能とは、商的流通機能、

物的流通機能、情報伝達機能、その他の流通補

助機能である。まず、①商的流通機能（所有権

移転機能、需給結合）には、a）在庫調整など

のバッファー的機能、b）（農産物などの）価格

形成機能、c）品揃え形成機能、がある。②物

的流通機能には、中世に現在の卸売業が発生し

た源ととらえられる機能であるが、集中貯蔵と

輸送（運搬）いう機能により、流通費用の節約

に貢献してきたとされる。③情報流通機能には、

卸売業の営業担当者が、取引先（供給者、需要

者）に対して、その営業活動を通して重要な情

報を伝達し、小売業の事業活動を支援する卸売

業者も存在する。そして、商的流通機能を中心

とした3つの機能をより促進・円滑に遂行する

ために流通補助機能がある。

これら卸売業者を流通機能という中に限定し

た場合において遂行している機能は、取扱商品、

場所、時代（時期）などによっても、大きく異

なることがある。したがって、商的流通機能、

物的流通機能、情報伝達機能として取り上げた

各機能も、より深く観察すると、非常に複雑な

機能を各卸売業者が担当していることがわかる。

ただ、これらの機能は、卸売業が必ず担当すべ

きものなのか、他の機関が担当することで発生

する問題についても以前から議論されてきた。

そして、卸売業に固有な資源とは何かという

問題は、卸売業に固有な機能とは何かという問

題に置き換えられよう。卸売業は、流通に関係

する他の流通機関と同様にさまざまな機能を有

しているが、その固有性は、それが中間流通過

程に位置することに由来している。すなわち、

川上と川下にそれぞれ位置する多くの流通機関

と取引することができ、これを自社に集中化し

得る程度が最も高い地位にある。そのために卸

売業の機能の固有性は、情報流通機能の中にお

ける①情報縮約機能、②物流機能の2つにおい

て、優位性を発揮できる点にあるという指摘も

ある（中小企業庁取引流通課［2000］p.36）。

また、これまで卸売業の小売業に対する役割

は、小売業の業務支援のために商品企画・調

達・保管するということだけでなく、金融とい

う役割も果たしてきた。さらに卸売業が現在の

ような大規模小売業のマーチャンダイジング活

動に対して十分なサービスを提供するには、物

流と情報支援が可能なことが条件となっている。

この機能が担当可能なのは、卸売業でも一部の
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大規模卸売業に限定されるといわれる。それは

中小零細規模の卸売業では、保管と配送につい

ての機能には限界があり、これら卸売業自体の

数の減少により、本来の全体としての卸機能の

低下が進行しているためとされる。言い換えれ

ば、卸売業には小売業のマーチャンダイジング

に対するニーズを満足させる支援が期待できな

くなり、特に大規模メーカーと大規模小売業が

直接取引することが、かなり以前から見られる

ようになった。すなわち、中抜きの現象が進行

中ということである（富士通［2005］p.241）。

ここで重要なのは、大規模メーカーと大規模

小売業という取引図式である。つまり、それぞ

れが大規模な取引当事者間では、指摘されるよ

うな現象が進んでいるが、あらゆる消費財の流

通機構がすべてこの図式で成立しているわけで

はない。つまり、中小零細規模のメーカーと中

小零細小売業間、あるいは別の組み合わせも、

当然のことながら、存在していることに注意を

払わなければならない。

　

２．わが国卸売業の諸形態

前節で卸売業の機能等について触れたが、本

節ではさまざまな視点からの卸売業の分類、卸

売業の経営主体について取り上げる。また商取

引においては、所有権の移転が重要となる。そ

こで卸売活動における所有権の移転有無、遂行

機能による「卸売形態」の相違を中心に取り上

げたい。

（1）卸売業の分類

前節で見たように、卸売業が担当する機能の

幅や取扱商品の種類が異なると、卸売業として

事業活動をする形態も異なる。小売業でいえば、

取扱（販売する）商品、店舗規模、立地、営業

時間、顧客に対する提供サービス、価格などの

要素により、いわゆる「小売業態」といわれる

かたちが形成される。卸売業についても小売業

とは異なる要素により、卸売業の形態が形成さ

れ、それによる区分が可能となる。そして卸売

業態という場合、特定の小売業への対応だけで

なく、それ以上に他の卸売業者に対して差別的

な優位性を得たり、競争上の優位性を得るため

に、卸売業者の革新的事業活動の展開が必要と

される（西村［2009］pp.151-152）。

ここでは卸売業の規模、取扱商品、立地・商

圏、流通段階の位置づけによる区分から見てい

きたい。まず、①規模分類では、a）大規模卸

売業、b）中小規模卸売業に分けられる。わが

国では中小企業基本法によって、後者が資本金

または出資金が1億円以下あるいは従業者数

100人以下に区分されているため、両方の条件

に当てはまらない卸売業が大規模卸売業となる。

②取扱商品による分類では、a）総合卸売業

（取扱商品の関連性に関係なく、多数の商品ラ

インを取扱う）、b）限定卸売業者（医薬品、食

料品など特定商品のみ）、c）専門卸売業（限定

卸売業者よりもさらに狭い部分の商品のみを取

扱う）、③立地・商圏による分類では、a）産地

卸（生産地に所在し、生産者と再販売業者が小

規模な場合に介在）、b）集散地卸（収集・集荷

と分散機能、中継卸）、c）消費地卸（消費地所

在、分散卸）、d）全国卸、e）地域卸、f）地方

卸などがあり、④流通過程の位置づけによる分

類では、a）生産者との取引上の位置から、1

次卸、2次卸、3次卸に分かれ、b）機能に基づ

く分類では集荷卸、仲継卸、分散卸に分かれる。

これらは生産者との取引位置による分類である

ため、可視化しやすいものである。

（2）�卸売業の経営主体と遂行機能範囲による

分類

通常、誰がどのような形で当該企業や組織体
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を経営しているかは、卸売業以外の業種でも、

ほぼ同様に区分されているようである。①卸売

業の経営主体が単独の場合、a）独立卸売業、

b）製造卸売業、c）製造卸売機関、d）小売兼

営卸売業に区分が可能であり、②卸売業の経営

主体が共同の場合、a）協同卸売機関（VC：ボ

ランタリー・チェーン、FC：フランチャイズ・

チェーン本部などの仕入機関）、b）協同組合卸

売業、c）生産者・消費者（協同組合卸売機関）

に区分が可能である。

既に取り上げたように、流通機能には、商的

流通機能、物的流通機能、情報伝達機能、その

他の流通補助機能（金融・危険負担など）があ

る。これら全ての流通機能を遂行している卸売

業者を、①完全機能卸売業者と呼び、これらの

機能の一部またはほとんど遂行していない卸売

業者を、②限定機能卸売業者（不完全機能卸売

業者）と呼んでいる。限定機能卸売業者に対す

る呼称には多様なものがあり、地域による差異

もしばしば見られる。代表的な限定機能卸売業

者を取り上げると、a）現金持ち帰り卸売業者

（cash and carry、現金問屋ともいわれ、取引は

現金のみで流通金融を担当せず、購入者が自ら

運搬するために物的流通を担当しない）、b）注

文取次卸売業者（desk-jobber、商品仕入を代行

する卸売業者、在庫・輸送機能を有しない）、

c）帳合卸売業者（ある小売店が継続的に取引

を行っている特定の卸売業者）、d）車積販売卸

売業者（商品をトラックなどに積み、小規模な

小売業者や業務店を巡回し、店頭で受注し、代

金決済を行う卸売業者）、e）ラック・ジョバー

（小売店舗内のラック管理をし、サービス・マ

ーチャンダイザーとも呼ばれる）、f）通信販売

卸売業者、などが存在する。この他にも、その

時代の要請により形成された限定機能卸売業者

は多々存在してきた。

（3）所有権と取引関係

商業者や流通業者は、当該商品を買い取り、

所有権を移転させる。言い換えれば、彼らは仕

入れた商品が販売可能であることを予測し、信

じ、期待し、経済的な損失の発生を厭わず、つ

まり危険（リスク）の負担を承知の上で、買い

取るという行動をとる。しかし、商業統計上、

卸売業に分類される流通業者であっても、所有

権を移転させずに、いわゆる取引の媒介を行う

だけの流通業者も存在する。わが国では、所有

権を取得せずに、取引の媒介をする流通業者に

分類されるものとして、代理商、仲立人、問屋

がある。それぞれ商法で規定されているので、

それらを概観することとしたい。

まず、①代理商は、商法27条で「商人ノ為

ニソノ平常ノ営業ノ部類二属スル取引ノ代理又

ハ媒介ヲスル者デ、ソノ商人ノ使用人デナイ者

ヲイフ」と規定されている。この規定が意味す

るところは、代理商は特定生産者や卸売業者に

継続的に商品販売・買付などをし、取引を媒介

する専属代理の流通業者ということである。ま

た、②仲立人は、商法543条では「他人間ノ商

行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者」と規定されて

いる。この規定が意味するところは、仲立人は

不特定多数の者のために商品売買などの媒介す

る流通業者を意味している。そして先に取り上

げた③問屋は、商法551条において、「自己ノ

名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為

スヲ業トスル者」と規定されている。つまり、

この規定では問屋は、取引の媒介をすることに

より手数料収入を得ることを事業目的とするい

わゆる「コミッション・マーチャント」であり、

所有権を取得しない流通業者とされる。わが国

の商法では、代理商、仲立人、問屋は、所有権

を取得することなく、取引の媒介をすることが

規定されているが、現在の社会では、通常、問

屋は所有権を取得し、商品流通を促進させる役
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割が想定されている。したがって、商法上の規

定と実際の社会での意味は異なっている。

さらにメーカーとの取引関係、あるいはその

位置による分類もしばしば行われる。先にも取

り上げたが、流通機構において、①メーカーに

近い方から1次卸、2次卸、3次卸とされる。ま

た、②販売会社はメーカーによる自社製品の再

販売価格維持、商品フォローを向上させるため

に設立されるものとされる。特に後者は、メー

カーとの資本的な結びつきが強く、いわゆる

100%子会社から、資本の投入程度により、系

列会社、関連会社など、資本関係と日常の取引

が密接になる場合がある。したがって、メーカー

との資本的関係が強ければ強いほど、当該卸売

業者の行動はメーカーにより管理され（影響を

受け）、元来、商業者や流通業者が持っていた

とされる、さまざまなメーカーと取引をし、さ

まざまな商品を取り扱うことで、商品を豊富に

品揃えするという社会的役割からは、かなり離

れることにもなる。そのようになると、単に物

流機能や危険負担だけを担当するような卸売業

者となってしまう流通業者も出てくる。わが国

の場合、メーカーとの資本的な結びつきが強い卸

売業者だけではなく、取引関係においても特定メ

ーカーのみ、あるいはほんのわずかのメーカー

のみと取引を行う卸売業者も多く存在する。

以上のように、これまではメーカーと卸売業

者との資本関係により、卸売業者の業務（取

引）が規定されることが多かったといえよう。

しかし最近では、大規模小売業者が卸売業者に

対して出資、あるいは双方が出資しあうという

関係も見られるようになってきた。したがって、

これまでのような川上視点からだけではなく、

川下からも流通機構を観察するという視点が必

要となり、その視点による分析も必要となって

いる。

３．わが国卸売業の課題と活路

卸売業という言葉の使用は、近代以降とされ

るが、この言葉の使用以前から当然のことなが

ら、生産活動を中心とせず、消費者以外に販売

するという活動は連綿と継続してきた。その活

動は、わが国では中世以来の歴史があるといわ

れている。しかし、半世紀前に「流通革命論」

「問屋無用論」の議論が起こり、卸売業として

の存立が危機的な状況を迎えたともいわれてい

る。実際、最近では事業所数、年間商品販売額、

就業者数ともに減少し続けている。そこで、わ

が国での卸売業の状況、卸売機構の特徴を概観

したのち、深刻な状況にあるとされる中小零細

規模卸売業の課題と活路について触れたい。

（1）わが国卸売業の状況

わが国では、ちょうど半世紀前に「中間商人

排除論（問屋無用論）」が声高に叫ばれた。こ

こでいう中間商人は、生産者と消費者の間で流

通機能を遂行する機関とされるが、本来は代理

商、仲立業、卸売業（流通の仲介者）、つまり

卸売業者が想定されていた。そのため、排除問

題の対象となったのは、代理商、仲立業、卸売

業が中心であった。

また、流通機構においては、それまでの長い

間、卸売業者を中心として流通システムが働い

ていたとされるが、大規模メーカー、大規模小

売業の出現によって「流通革命」が起こり、い

わゆる「太く短いパイプ」へと流通システムが

変化するという議論が、佐藤肇、林周二らを中

心に始まった。ここでは大規模メーカーと大規

模小売業が直接取引する方が、流通コストの面

でも節約できることが主張された。反対に「問

屋有用論」の主張もあったが、時代の大きな流

れの中では、｢問屋無用論」の方が優勢であっ

た。
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ちょうどこの頃から流通機構への参加者だけ

でなく、社会全体において、卸売業者の存在

（意義）に対して疑問が投げかけられるように

なった。それらは、卸売業者の介在が、最終消

費者が支払う流通費用を増加させることにつな

がり、消費者にとって大きな負担になっている

ということであった。さらに小売業者にも、流

通機構の中で小売業者が担当する機能が増加し

ているにもかかわらず、相変わらず卸売業者に

支払う流通コストが変わらない（減少しない）

という不満もあった。また、大規模メーカーも、

大規模小売業と直接に取引した方が、消費者の

流通費用を節約するためにもなり、メーカー自

身も、生産計画を立てやすいということから、

一気に卸売業者に対する不満が噴出していった。

このような社会的評価の根底にあるのは、卸

売業が流通機構において、製・販の中間で両者

の成長プロセスに便乗しただけであって、卸売

業自らは何の革新、変革も行っては来なかった

のではないかということであった。それが変革

の時代において対応しない卸売業は無用という

議論へとつながっていった（高宮城［1997］

p.52）。これらの議論からおよそ半世紀が経過

した現在、振り返ってみると、かなり大雑把な

議論であったということは否定できない。しか

し、わが国の流通構造を変革に一石を投じたと

いう視座からは評価することもできよう。

半世紀前に卸売業がその存在意義を問われた

際には、大規模小売業が成長し、大規模メーカ

ーと直結することによって、卸売業者が流通機

構の中から次第に排除されていくという図式が

透視可能な状態であった。当時、大規模であっ

た、あるいはその後成長して大規模になった消

費財メーカーの多くは、自らのマーケティン

グ・チャネルの確保を目指し、全国的なチャネ

ル構築を進めていった。そのため、各地の卸売

業者に対して、商品・地域毎に優先的販売権を

設定し、1次卸としての特約店・代理店の組織

化、系列化を進めていった。そして、これらの

組織は、全国に分散する小売業に対して、直接、

あるいは各地に所在するより小規模な2次卸等

を経由して、商品販売と代金回収を担当する機

能のみを遂行するようになった（渡辺［2008］

pp.174-176）。

（2）わが国卸売機構の特徴

流通業の場合、店舗を構えている小売業は、

当該小売業の商圏顧客に対しての販売が中心と

なるため、消費者に対応する多様な形態が認め

られる。ただ、有店舗小売業は、店舗という物

的施設を基盤としているため、地域性から脱皮

することができない。特に「グローバル小売企

業」でも、あらゆる面での標準化は実現できず、

当該商圏の顧客に対応するため、同じ企業とは

思えないほど異なった活動をしなければならな

い局面もある。一方、卸売業では、こうした地

域的制約を可能な限り突破しようという志向性

が見られる（富士通［2005］pp.1-2）。

小売業を取引相手（販売先）としている卸売

業は、当然のことながら地域的制約がある小売

業に対応する必要がある。また、取引相手が産

業用使用者や公的機関などの場合も、地域や取

引相手により異なった対応をとらなければなら

ない面もある。さらに調達先である川上のメー

カーや卸売業者によっては、対応を変化させる

必要もある。つまり、流通機構では、取引相手

により卸売業はさまざまな異なる対応が要求さ

れる場合がある。ただ、卸売業は小売業とは異

なり、地理的制約を突破しようとするところに

今後の活路を見つけ出せる部分がないだろうか。

このような卸売業は、地理的な制約を突破する

という主張の一方で、国や地域によって小売業

と同様にさまざまな様相を呈するようにもなっ

ている。そこで、わが国の卸売業が他の国や地
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域でのそれと比較するとどのような点が異なっ

ているのかを明確にすることにより、その特徴

が浮上する。

しばしば指摘されるわが国の卸売機構の特徴

としては、3点ある。第1には、分業・分散構

造である。わが国の場合、取扱商品により分業

し、それがより細分化されているという特徴が

ある。また、わが国は狭い国土であるが、古く

から各地域で地場産業が発達し、交通事情がよ

くなかったため、卸売業の立地が分散していた。

そのため、収集卸・中継卸・分散卸に分かれ、

分散構造が明確になっていた。最近は交通網の

発達や卸売業の集約化により、その傾向は解消

されつつあるが、相変わらず取引商品によって

は分業と地理的な分散構造という特徴が見られ

る。

第2には、卸売業が閉鎖的構造を有すること

である。特に商品販売では、先にも少し取り上

げたように、大規模メーカーが卸売業者との間

に、特約店契約や代理店契約を締結することが

多い。特約店制は、生産者が中間流通段階を外

部化しつつ、商圏を拡大するため、各地域で卸

売機能を担う企業を選択し、これらと販売契約

を結ぶことにより、組織化しようとするもので

ある（根本［2004］pp.21-22）。これは、卸売

業者の意思決定というよりも、メーカーが自社

製品のマーケティング・チャネルを確保し、安

定的に商品を流通させるための行動によるもの

である。メーカーの取引制度は顧客処遇制度で

あり、顧客間の販売活動を調整する私的規制と

しての性格がある。商圏調整や標準的な再販売

価格の維持などがその代表例である。メーカー

は、伝統的に特約店がそのような規制を受け入

れて、その規制の中で自社の商品を拡販するこ

との見返りとして、特約店の販売地域内での販

売権を保証し、卸売業のマージンを保証しよう

としてきた（根本［2004］p.18）。

一方、このような特約店契約や代理店契約は、

当該市場に参入しようとする新規企業や海外企

業にとっては参入障壁となる。最近は、このよ

うな契約や取引慣行などは、以前ほどは見られ

なくなっている。特に当事者間のみで通用して

きたような取引慣行に対しては、外圧や世間一

般の目が厳しくなってきたことから、消費財を

扱う業界ではやや減少しているようではあるが、

解消という状況からは程遠い。それはメーカー

にとってだけではなく、卸売業者、さらには小

売業者にも利点があることが背景にあるためで

ある。

第3には、わが国の流通機構には総合商社の

存在という特徴がある。総合商社は明治時代に

誕生した企業が多いが、取扱商品による分業構

造が指摘される一方で、「ラーメンからミサイ

ルまで」といわれるように、あらゆる商品を取

り扱い、生産活動、企画開発、金融事業、情報

事業、投資やオルガナイザー機能を遂行する。

このような総合商社の存在は、世界ではほとん

ど同様な企業形態を見ることができないわが国

の卸売機構の特徴となっている。

（3）中小零細規模卸売業の課題と革新

近年、わが国の卸売業が急激な再編成の真只

中にある背景には、1990年代以降、大規模メ

ーカーと大規模小売業の双方が（自ら属する業

界再編成の進展度合を踏まえながら）従来の取

引制度や慣行を見直し、新しい枠組みに転換す

る動きを強めてきたことが指摘されている（渡

辺［2008］p.173）。また、ある程度の規模を有

していた卸売業でも、主に生産段階に適応して

いた卸売業者が、小売段階への適応を志向し、

その戦略を変更するようにもなった。これは業

態別流通チャネル編成過程で、卸売業者もある

特定の小売業態に特化した卸売業、つまり業態

卸への転換の図る動きも出てきた背景も指摘さ
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れている（西村［2009］pp.157-158）。

卸売業は、中小零細性の強い業種であり、労

働時間が長く、物流機能を幅広く担当している

ことから労働集約性の高い職場（業種）という

イメージがある。中小零細性の強い業種である

というのは、小売業を含めた流通業全体にいえ

ることであるが、世界でも産業革命以前は、メ

ーカーさえも現在とは比べようもないくらい中

小零細性が強かった。ただわが国では、1990

年代半ばより、中小零細規模の卸売業の事業所

数が、それ以前と比較するとかなり減少し、就

業者も離職が増加の一途を辿っている。そのた

め、卸売業が構造不況業種といわれるようにな

って久しいが、とりわけ中小零細規模卸売業の

状況は、日に日に厳しさを増している。

中小零細卸売業を取り巻く状況は、多くのあ

らゆる事業活動面で厳しいものであるが、細部

の課題を認識し、革新の方向付けをするという

動きも見られるようになってきた。特に卸売業

が優位性を発揮できる本来の機能として、物流

活動に注力しようとする企業が見られるように

なった。また、これまで中小零細規模卸売業は、

単独でさまざまな事業を行ってきたが、以前よ

りも事業が増加した現在では、これらの事業を

単独で行うには困難な面が出てきた。そこで、

企業としての独立性は維持したまま、共同活動

を行う動きも見られるようになってきた。さら

に卸売業の中でも、取引相手を小売業とする卸

売業では、積極的に取引先支援を手がけるよう

になった企業も現れるようになった。

これらの中小零細規模卸売業の革新行動を整

理すると、①戦略的提携（同業種・同業態、異

業種・異業態）による共同活動として、a）仕

入、b）商品開発、c）販売促進、d）物流、e）

情報システム、f）ECR（効果的な消費者対応）

導入によるサプライ・チェーン化、g）流通セ

ンター・卸団地の建設、などがある。また、②

卸売業における物流機能の充実では、a）小売

業の要請から物流の多頻度・小口による卸売業

の物流サービス重視、b）ローコスト物流、c）

Just in Time（JIT）、がある。そして、主な取引

相手が小売業者である場合、③小売業支援（リ

テール・サポート）があり、具体的には特に中

小零細規模小売業に対する a）販促活動、店舗

指導、MD（マーチャンダイジング）、コンピ

ュータ・システム支援、会計システム、教育・

研修などを卸売業者が担当するというものであ

る。

それぞれの取引規模は小さいが、収益性の比

較的高い中小小売業を取引相手として確保する

ことによって、経営を成り立たせてきた。しか

し、中小小売業の衰退・淘汰は、そうした事業

活動がもはや通用しなくなったことを意味して

いるという厳しい指摘もある（渡辺［2008］

pp.180-181）。ただ、大規模メーカーと大規模

小売業だけとなるような社会が到来するという

のは想定しづらい。つまり、中小零細規模の卸

売業者が存在しなければならない産業分野は今

後も存在し続けるだろう。そして、縮小安定を

目指すというと後ろ向きの議論となるが、中小

零細規模の卸売業の存在意義は今後も少なから

ずあろう。

４．�北米（カリフォルニア州）における
　日系食品卸売企業の活動

前節まで、わが国の卸売業の役割（機能）、卸

売業の諸形態、中小零細規模卸売業の課題と事

業発見の機会について取り上げてきた。ただ、

機能を整理し、その形態、卸売業者の事業継続

の方向性を取り上げただけでは、具体性・実践

性に欠けたものとなる。また、わが国で活動し

ている卸売業だけでは、これまで指摘されてき

たことを追認するのみで、あらためて卸売業の
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存在意義を認識し、今後必要となる対応の発見

は難しい。そこで、わが国とは異なる事業環境

において活動している日系卸売業の具体的取り

組みを観察することで、新しい事業活動の方向

性、言い換えれば、これまでとは異なる、ある

いは忘れ去られていた事業活動の選択肢も視野

に入るのではないだろうか。そこで、北米（カ

リフォルニア州）で事業活動を行っている日系

卸売業N社を事例として取り上げたい。

（1）N社の事業活動

1）N社の創業と現社長の経歴
N社は現在、本社をサンフランシスコ近郊に

置く創業約80年になる企業である。創業当初は、

米軍キャンプにタクアンなどを卸すことを主な

業務としていた。同社は家族経営から始まった

が、現在は家族経営からは脱し、社員数は約

70名である。

現社長は、大学卒業後、輸入出版会社に勤務

し、北米駐在を経験した。その後、日本の大手

ビール・メーカーのセールスレップに転身し、

カリフォルニア州、オレゴン州、アラスカ州で

の勤務を経験した。その後、現地エージェント

（輸入ビール代理店）において、アメリカ流の

マーケティングを学んだ。アメリカ流のマーケ

ティングとは、地元のビールと輸入ビールとの

相違を徹底的に顧客訴求するものであった。さ

らにメーカーの代表であるという立場を意識し

てリテール（業務店や小売業）に押し出す力を

学んだ。そして、ビールのディストリビュータ

ーとして各地で5～6年の経験をした後、ディ

ストリビューターのリーダーとなり、コントロ

ール（管理・業務）を任されるようになった。

現在社長を務めるN社は、当時の販売先のうち

の1社であり、問屋コントロールの一環であった。

現社長は1970年にN社に入社したが、当時

西海岸では日本の食料品は大きな店舗だけで、

わずかに販売していた程度であった。ただ、日

本の商社の駐在員などは非常に高い要求水準を

持っていた。現在は以前とは異なり、取扱店舗

数、取扱商品数も格段に増加した。しかし、最

近では日本食、さらには日本文化の崩壊のよう

なものが感じられるようになってきた。それは

当初、非常に要求水準の高かった商社の駐在員

から ITC（コンピュータ）関係で働く人たちが、

中心顧客となっていることが影響しているため

である。ITC関係者たちは、主に日本ではコン

ビニエンス・ストアの弁当や牛丼で育ってきた

世代であり、日本食にはあまりこだわりのない

世代である。さらに彼らは勤務形態からあまり

飲酒する傾向もないようである。そのため、日

本の銘酒である「久保田」や「八海山」などを

日常飲酒するのは、日本人や日系人ではなく、

台湾系米国人が中心となっている。

2）N社の取引とマーケティング手法
現在、N社の取引企業は、小売業や業務店

（外食店中心）など1000社（軒）ほどである。

そのなかで、常に新しい商品を求めているのは

何十軒ほどで、つまり3%程度でしかない。N

社の所在する北カリフォルニアは、新しい商品

を求める傾向が強いが、割合でいうとその程度

でしかない。また、顧客企業（取引先）から要

求される商品があっても、一気に大量発注があ

るわけではない。日本では、食品の商品受注と

いうと、コンテナ単位など大量受注をイメージ

するが、当該地域では最初は1ケース単位から

である。このようにN社と供給業者との取引量

については、ギャップのようなものが存在する。

N社の場合は、通常、直接日本のメーカーと取

引するのではなく、日本のメーカーとの間には

さらに貿易会社が介在している。

N社の取扱商品は、アルコール類を中心とし

た日本食一般が中心である。北米で日本酒ブー

ムが起こる前には、日本酒独自の米臭さを消す
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ために、ものすごく熱くして飲んでいたことか

ら、日本酒は「熱いアルコール」という位置づ

けであった。一方、アメリカ西海岸でも日本式

の炉端焼き屋や居酒屋などが次第に増加し、酒

肴と一緒に日本酒を飲み始めた頃からは、以前

の熱燗で飲んでいた日本酒とは異なり、本来の

日本酒の浸透が始まったといってもよい。そし

て、日本酒の中でも吟醸が主流となってからは、

日本酒の飲み方に変化が見られるようになった。

特に最近の10年で吟醸酒が飲まれるようにな

ったのは、以前は米臭さを消すために熱燗にし

て飲んでいた状況から、むしろ米の味を楽しむ

という大きな変化である。

最近の10年で北米でも僅かではあるが、焼

酎も浸透し始めている。ただ、日本の大手焼酎

醸造メーカーが輸出を開始し、一般の日本企業

に見られるようになった程度である。N社のよ

うに業務店や小売店に対して焼酎を販売する企

業としては、焼酎の説明から開始しなければな

らない。そこでは焼酎の醸造方法を説明するた

めに、ウィスキーの醸造方法から始めている。

ただ、アルコール飲料としての焼酎は、少し中

途半端な位置づけのようでもある。そのため、

北米ではきちんと焼酎を理解している人は1%

に満たないかもしれない。

N社は、サンフランシスコ周辺のベイエリア

では常に新しい商品を求める業務店、さらには

顧客が存在するために、日本での商品発掘に力

を入れている。そのため、毎年多くの社員を日

本へ派遣し、多様な商品に直接触れる機会を作

っている。北米での日本食材料の販売は、日本

文化を日本以外の国の人たちに訴求するよい機

会である。北米で日本食を販売するために、メ

ーカーでは鰹節を使用した出汁メーカーとして

有名な「ヤマキ」は、出汁と味噌からはじめて、

食育も行っている。このように独自にメーカー

が文化からマーケティングを開始しているとこ

ろもある。しかし、市場規模を考えると、あま

り効率的なマーケティング活動とはいえない。

そのため、N社のような卸売業者が、文化的な

背景から説明を開始する必要がある。

N社は、商品を販売するためには、背景の説

明、つまり文化の説明から始めなければならな

いという信念を持っている。日本酒の説明では、

酒造メーカー（酒蔵）が行う説明とほぼ同様の

説明をしている。これを行うことが営業のきっ

かけともなる。その中では、風変わりな説明が

受容されやすいこともある。以前、サンタクラ

ラ大学で日本酒の醸造方法を説明したことがあ

ったが、タンクで濁り酒を作った際の説明では、

（筆者撮影）

� 写真1　店内の日本酒のサンプル展示 写真2　業務店等への食器サンプル展示
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多くの学生の興味・関心を惹きつけることとな

った。これは濁り酒に反応したものであったが、

背景を説明する大切さを改めて学んだという。

したがって、販売ではストーリーを語ることが

重要である。

日本食店あるいは日本料理店といっても、そ

のうちの7割は中国人あるいは中国系米国人経

営の店舗であり、日本の「出汁（をとること）」

を教えるのには大変な苦労もある。したがって、

浸透・拡大には時間を要する。ただ、すぐには

採算がとれなくても、その後採算がとれるよう

になる可能性もある。N社がさまざまな状況を

考慮して品揃えをした商品の販売は難しいかも

しれないが、卸売業者としての品揃えの豊富さ

を演出することが常に必要である。またN社で

は、日本の食器の知識、食器の使用方法などを

消費者（顧客）に教えて（伝達して）いくこと

で、日本文化全体を伝達することと考えている。

そのために日本の調理業界の紹介などもしてい

るが、伝達には地道な努力も必要である。

（2）�カリフォルニア州における卸売業の位置

づけ　

カリフォルニア州で事業展開をしている多く

のwholesaler（卸売業者、問屋）は、take　care

の術、つまり取引先のあらゆる面の面倒を見る

術を有していない。言い換えれば、日本の卸売

業者が通常日本で行っているような業務を行っ

ていない。そのため、卸売業者がきちんとした

対応をしなければ、5年後には日本食は「まず

いもの」と判断される可能性もある。北米では

日本の卸売業者（問屋）は、通常、wholesaler

といわれるが、distributor2）としての取り扱いで、

小売店舗では棚の管理をしない。つまり小売店

に対して細かな面倒を見ない（世話をしない）。

したがって、消費期限が過ぎた日本酒が、相変

わらず小売店頭に並んでいることもあり、商品

管理が非常に稚拙な場合がある。日本酒の場合、

細かな商品管理が行われなければ、日本酒の名

前を汚すことになってしまう。かつてN社は、

北米で飲料を扱う大規模卸売業者との取引を断

ったことがあったが、それは細かな管理ができ

ないという経緯があったためである。

他方、北米では、ディストリビューター・シ

ップは「財産」として位置づけられる。そのた

め、卸売業者からディストリビューター・シッ

プが、理由なく取り上げられることはない。特

にメーカーが、そのディストリビューター・シ

ップを取り上げることはない。これは卸売業者

の利益を守るという趣旨からである。かつて日

本の大手アルコール・飲料メーカーが、卸売業

者からディストリビューター・ライセンスを取

得しようと試みたことがあった。そこで大手メ

ーカーは、日系の卸売業者ではなく、アメリカ

のディストリビューターとの取引に移行し、以

前取引のあった日系卸売業者の損失を補填した

ことがあった。しかし、大手メーカーにとって

は、新たにディストリビューション・シップを

構築することは難しく、結局は大手メーカーは

優位に立つことができなかった。

（3）特殊な事業環境での対応

現社長は、TPP3）やFDA4）は、これまでの事

業環境に対して、急に対応をせざるを得ない状

況を突きつけられたものととらえている。しか

し、これらにも対応していかなければならない。

北米での直接流通、間接流通、さらには資本

関係については、日本以上に複雑な問題（規制）

がある。特に大規模メーカーによる流通ダイレ

クト（支配）については、厳しく規制されている。

たとえば、大手ビール・メーカーであるBudweiser

は、カリフォルニア州では（資本関係の有す

る）レストランなどを傘下において展開するこ

とはできない。他方、ハワイ州やマサチューセ
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ッツ州では同様なことは可能である。つまり、

カリフォルニア州ではメーカーと小売業は直結

してはならない。また、卸売業者がファイナン

シャル・オファー（金銭的支援）、経済的な支

援を取引業者に行うことも厳しく禁じられてい

る。特に卸売業者は、販売相手にはサンプルは

たとえばビールは1本のみしか提供してはなら

ない。同様にSafewayのような大規模小売企業

にもサンプルは1本だけである。つまり、販売

相手の大小に関係なく、平等に扱わなければな

らない。したがって、日本のように顧客にケー

ス単位で提供（フリーケース）するなどは論外

であり、それを行ってしまうとカリフォルニア

州法に違反することになる。

また、ビールの販売価格（卸売価格）は、カ

リフォルニア州では毎月監督官庁に川下の業務

店や小売業者への販売価格を提出しなければな

らない。また、10ドルで仕入れたものを10ド

ルで販売することはできず、最低でも6 %の利益

をとらなければならない。日本ではアルコール

飲料メーカーや販売会社が、しばしば冷蔵庫、

グラス、ナプキンなどを提供することがあるが、

これもあり得ないことである。さらにカリフォル

ニア州では、冷蔵庫はディスプレイ（商品陳列）

用とされ、当然小売店や業務店が用意しなけれ

ばならない。ただ看板（サインボード）などは

問題がない面もあり、1つひとつについて違法

性の確認をしなければならない。このように販

売相手へのプロモーション（利益供与も含めて）

について細かく指定されるのは、日本のように

メーカーや販売会社が販促用のグッズなどを用意

すると、大手企業が独占してしまう可能性・危険

性が高いためである。かつて、ある日本の中堅酒

造メーカーが、日本で通常行っているようにさま

ざまな販促グッズを提供しようとした。しかし、

N社が拒絶したため、不思議な顔をされたとい

う。完全に商習慣の違いによるものであるが、

北米では販売で勝負することが必要である。

業務店（レストランや居酒屋）への営業につ

いては、しばしばメーカーの担当者が卸売業者

（問屋）と一緒に回ることがある。北米でも、3、

4年くらい前から一般的に行われるようになっ

ている。宝酒造は、30年前からカリフォルニ

ア州・バークレーで醸造を行っているが、一方

で小さな酒造メーカーがメディアで取り上げら

れるようになって以降、積極的に進出するよう

になってきた。ただ、ある酒造メーカーは、当

初から大々的に行い、失敗した例もある。した

がって、小さな酒造メーカーの場合は、徐々に

開始するのが重要である。

 写真3　倉庫内の様子：小ロットの商品 写真4　倉庫内の商品：中ロットの商品

（筆者撮影）
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（4）カリフォルニア州における卸売業の役割

現在、日本料理は、韓国人あるいは韓国系米

国人の料理人が中心となって担っている面があ

る。焼酎はカリフォルニア州だけではあるが、

「ソージュー」にしなければならない。焼酎が

ハードリカー 5）として認められるようになっ

たのは、韓国政府の政治力があったのかもしれ

ない。日本酒については、カリフォルニア州の

法律で認められ、ハードリカーとしてのライセ

ンスを取得している。カリフォルニア州では、

酒、ワイン・ライセンスは容易に取得できる。

ただ、ハードリカー・ライセンスの取得には、

15,000ドルのライセンス料が必要である。こ

のライセンスの付与には数量制限があり、競争

が激しい。アメリカでは、州独自に法律を運用

することが多く、state controlなどとして知ら

れている。

現在、西海岸で日本食を販売している日系小

売店は、日本での小売経験がある小売業が中心

である。カリフォルニア州には、代表的な日系

小売業（スーパーマーケット）が数社所在して

いる。彼らは当初卸売業者（問屋）を通して購

入していても、次第に販売が軌道に乗ると、問

屋を通さずに、自分たちで直接メーカーから

仕入れをしようとする。ただ、酒類について

はLabel Approval（酒類の輸入者は、米国財務

省の酒類・タバコ税貿易管理局（TTB：Alcohol 

and Tobacco Tax and Trade Bureau）より輸入・

卸売許可（Importers Basic Permit）を取得する

必要がある。さらに酒類の輸入およびその後

アメリカ国内での流通には、TTBの規定に基

づくラベル表示が必要となる。そのため、輸

入前にTTBからラベル承認証明書（COLA：

Certificate of Labeling Approval）を取得しなけ

ればならない。また、初回輸入時には、輸入前

検査が必要であり、直接仕入れができないため

に卸売業者には優位性がある。ここに卸売業者

と小売業者の微妙な関係性が生まれている。そ

して、日系小売業（スーパー）の仕入では、自

ら仕入れるといっても、より小規模な卸売業を

使用してコストを抑制している面もあるようで

ある。他方、中華系スーパーや韓国系スーパー

などでは、日本のお茶や賞味期限の迫った商品

を仕入れたいため、N社のような卸売業者に依

頼してくることもある。

他方、日系小売業は新商品開発を行うために、

卸売業はそれをメーカーに伝える役割がある。

流通段階としては、輸入元から棚を管理する業

者が入り、小売業者という形態である。棚の管

理は専門の棚管理業者であり、ベトナムやタイ

の企業など、人件費の安い企業が選好されてい

る。また現在、北米で顧客の支持率が高いスー

パーマーケット（オーガニック・スーパーマー

ケット）などは、プライベート・ブランド

（PB）商品を中心に品揃えしているが、通常商

品の平均70%の量目にして価格を抑えている

面がある。パン粉などは日本の卸売業と取引し

ている。さらにこれらの小売業はバイヤーがし

っかりしており、本格志向が見られる。たとえ

ば、日本のひじきやフレーバーの入ったオリー

ブオイルなど、商品開発力も有している。おそ

らく店舗にきちんとしたスタンダード（基準）

があり、訓練がしっかりしているためである。

それは経営哲学が明確であるためであり、これ

らの小売業は、ハイスタンダードをN社のよう

な供給業者にも求めている。

（5）アメリカでの卸売活動を行う上での苦労

卸売業の行うコントロール（業務）の変化は、

顧客の相違のために起こるものである。日本と

北米において、味覚の統一は不可能である。し

たがって、卸売業であっても消費者が何を求め

ているかを常に意識しなければならない。労働

力の安価な国や地域の工場で、価格の安いもの
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を委託製造、あるいは仕入して販売するだけで

は問題がある。また、個別に行うと費用の無駄

遣いになってしまうため、選別が必要である。

さらに取引先が決まっているところに行っても

無駄足となる。レストランなどの業務店ではシ

ェフのテイストが敏感である。

特にサンフランシスコを中心としたベイエリ

アは、経済変化の影響を受けやすい地域である。

そのため、N社は小売店や業務店などの反応も

敏感に察知している。サンフランシスコは、日

本食のレベルが非常に高い。特にサンフランシ

スコの業務店などは、これまで使用されなかっ

た調味料に高い関心がある。最近は、それらの

業務店は「ゆず胡椒」などに興味を持っており、

それを業務店の販売メニューに反映させている。

また、ワインは高級な食事にしか合わないよう

なところもある。

サンフランシスコ周辺は、あらゆるもののコ

ストが高い地域であり、ニューヨークやロサン

ゼルスと比べても、近くにワイン・カントリー

があるため、要求水準も高い。ワインのテイス

ティングが可能な人は、特に料理の味にも非常

にこだわりがある。フレンチやフュージョンな

どは、シェフが個人の名前を広めようとする。

そのために調味料などにはこだわりがある。

「ポン酢」、先にあげた「ゆず胡椒」などはその

代表である。しかし、「ゆず胡椒」の場合は、

ゆずの皮が入っていると、販売は不可能となる。

つまり、N社には取引先企業の要求、FDAの問

題、さらに当社よりも川上にある取引業者に対

する当社の要求など、あらゆることを考慮しな

ければならない苦労がある。N社でもFDAか

ら商品の輸入がしばしば止められることもある。

たとえば、「いぶりがっこ」はスモークすると

黄色くなるが、黄色になることをきちんと説明

するために製造工程表を提出しなければならな

い。しかし、これを提出しても許可してもらえ

ないことがある。N社にとって、これらの費用

に年間何万ドルも支出しているのは、少し無駄

な費用となっている面もある。

また、干物なども輸入したいが、天日干しは

問題になり、煮干しやあご出汁などは輸入でき

ず、中国産や韓国産が中心となっている。その

理由は製造工程が不衛生であるという理由から

である。日本政府とアメリカ政府との交渉の問

題となることが多いため、個別の卸売業者では

コントロール不可能であり、政府間交渉に委ね

なければならない。つまり、民間レベルの業者

が解決できる問題ではない。

政策（規制）面の変化では、以前は雑貨につ

いては、弁当箱は問題なかったプラスチック製

のものが規制されるようになった。それはプラ

スチックは土に埋めても分解されないという理

由からである。最近、カリフォルニア州では、

料理人が作業をする際に、手袋の使用が義務づ

けられるかどうかが大きな問題となった。特に

「ちらし寿司」などで寿司ネタを手で扱う際、

その都度手袋を替えなければならないという問

題にまで発展した（現在はこの問題は解決）。

ちなみに「ちらし寿司」を作るには8 ～ 10枚

使用しなければならない。これらの背景には、

これまで考えられなかった分野で利益を得よう

とする者の存在がある。ほとんど言いがかりに

近いものである。また、以前にはガラス食器も

中に鉛が混入しているために、法律違反とされ

たこともあった。さらに共和党や民主党の政権

交代により、政府の対応も異なってくる。商品

の説明にしても、多様な言語の表記などは必須

とされることもあった。

（6）日系卸売業の活路

雑貨は、これまで中国産の安価な陶器が主流

となった時期もあるが、やはり質の高いものを

求める業務店などからは、日本の瀬戸物が選好
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される。それは日本の品質の良さやデザイン、

これらに共感する顧客が増えたことが背景にあ

る。そして価格だけではなく、質重視に変化し

ている。一方で、中国産製品の価格が日々上昇

していることも影響しているだろう。

N社の場合、価格については、政策的に価格

付けをすることもある。安価に仕入れることが

できれば、当然安く販売することもある。また

価値があると判断するものは、少し高めの価格

付けをすることもある。N社では27 ～ 28%の

粗利を目標としている。以前は25%程度の粗

利を目標としていたが、FDAの検査の厳しさ

やそのための人材雇用が必要となり、コストが

嵩んだことがその理由である。またガソリン代

や保険料なども以前よりは上昇し、価格の引き

上げはやむを得ない。

これまで取り上げてきたように、日本では卸

売業の地位低下がいわれる。アメリカでは、商

品を販売するだけではなく、当該商品の背景を

説明し、販売することが重要である。N社は、

これまで競争相手とは差別化をしてきたことを

断言している。たとえば、昆布の説明など、他

の業者が行っていないこともしている。特に中

国や韓国の業者は同じものを販売していても説

明はしていない。そのために彼らとは同じ土俵

に上がって勝負をしないことが重要である。つ

まり、彼らと価格の競争はしないということで

ある。

N社では、毎年1回大きな展示会を開催して

いるが、他社が扱っていないものを紹介するこ

とに努めている。目先の利益だけではなく、存

在価値を高めることが重要である。オープン・

アイテムなどのように他社が取り扱っているも

のは、今後も価格の低下は続くかもしれないが、

N社でしか仕入れられないといわれる商品を扱

うことが重要である。特に価格を引き下げるわ

けでもなく、しばしば生意気という批判もある

が、きちんとした価値のものをきちんとした価

値で提供するのは当然である。これまでにもし

ばしば競争相手が現れ、顧客（販売先）の言い

なりとなってしまい、価格を引き下げて販売し、

低価格訴求するだけの企業は姿を消した。ブラ

ンドとスタンスを守ることが重要である。

また、北米は訴訟社会である。突然訴訟問題

になることもある。N社にはあまり大きなもの

はなかったが、Labor Lawについて配慮しな

ければならない。したがって、日本と北米で

は、オペレーションの相違が明確に存在する。

しかし、きちんと仕事をし、それが評価されて

いる間は卸売業者の存在意義は揺るがないとい

える。

（7）小　結

本節では、カリフォルニア州に所在する日系

食品卸売企業の活動を取り上げた。本節で取り

上げたN社は、わが国でこれまでいわれてきた

卸売業としての活動はすべて行っているといえ

る。その意味では、N社は完全機能卸売業であ

り、わが国の規模分類では中小規模卸売業に区

分される。わが国の食品メーカーとN社との間

にはもう一社貿易会社を介在させているが、多

くのメーカーと取引を行い、多様なメーカー情

報だけではなく、商品情報も有している。また、

単に商品を紹介し、販売するだけではなく、背

景（ストーリー）も伝達することが重要という

認識のもと、非常に深い情報提供も行っている

といえる。さらに供給先である業務店や小売業

に対しては、商品管理の徹底も訴えている。特

に小売業には、店内の棚管理については、日本

の小売業が非常に拘るような消費期限などにつ

いての管理まで徹底している。

一方、販売促進に関しては、N社はわが国と

非常に異なる環境の中で、業務店や小売業の需

要先だけではなく、きちんとした粗利益を確保
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しつつも、メーカーに対しても自らの意思は、

はっきりと伝達している。そして、メーカーが

直接業務店や小売業に販売するほど市場が大き

くない場合には、卸売業が十分に機能を果たす

ことが期待される。さらに北米進出を図ろうと

しているわが国の中小メーカーに対しても、適

切な助言を行っている。特に北米では、州毎で

異なるさまざまな法律がある。これらについて

も常に情報収集のアンテナを張っており、その

情報収集にはかなりのコストをかけている。た

だ、一卸売業では、どうにもならない環境要因

もあり、それについては政治的な解決に期待す

るしかない面もある。常に川下の最後に存在す

る消費者を見据えながら、「生」と「販」の間

に立ち、「配」という機能を十分に果たしてい

るといえよう。

むすびにかえて

本稿では、わが国では中世以来の歴史を有す

る卸売業の機能を中心に取り上げてきた。まず、

古くから存在する問屋について、商法上の規定

と実際の問屋との相違を明確にし、卸売という

活動を担当する流通業者の多様な呼称を取り上

げた。その上で、卸売業の社会的機能について

整理し、流通機能の中で卸売業が遂行する機能

について一般的なものを整理した。そして、本

稿では卸売業に固有な資源や機能とは何かを念

頭に置き、大規模メーカーと大規模小売業の取

引が中心となる時代へと移行しているが、中小

零細規模卸売業の事業活動機会を見出し、忘れ

去られたような事業の中で、再び活路が見出せ

るのではないかという視点に立った。

また、わが国の卸売業をさまざまな切り口に

よって区分し、ここでも卸売業が遂行する機能

について言及した。半世紀前の「中間商人排除

論」や「流通革命論」の議論が起って以降、卸

売業者自身の存在について否定的な論調が顕著

となった。特定メーカー、あるいは特定小売業

者にとって都合のよい仕事のみを担当する大規

模卸売業者へと変貌する卸売業者も存在してい

るが、元来の多数の生産者と幅広く取引し、そ

の品揃えを当該卸売業の川下に位置する需要者、

特に最終消費者の生活が豊かになるように奉仕

するということの重要性を再確認した。

このような基盤に立ち、事例としてカリフォ

ルニア州で卸売業を展開するN社を取り上げ、

その活動について2回の聞き取り調査などを通

して、細かく観察してきた。そして、特定のメ

ーカーや業務店・小売業者に奉仕するだけでは

なく、食品（消費財）を取り扱う卸売業として

の矜恃と、あらためて本来の卸売業があるべき

姿を確認した。特に情報を収集し、それを取引

先へと伝達し、製品製造や商品の品揃えに貢献

するという機能は、やはり卸売業が担当すべき

機能である。ただ、取り上げたのはN社1社の

みであり、当然、これを一般化することはでき

ない。また、食品業界という業界事情も影響し

ている部分も多々存在する。それはメーカーの

規模とその立地、N社の販売先である業務店や

小売店の規模や立地なども大きく関係する。し

たがって、N社のような活動が可能なのは、仕

入先と販売先の規模や立地に大きく影響される

面がある。これについて明確にするには、さら

に多くの事例を取り上げることと、その事例を

一般化するための道具が必要であろう。今後も

当該機関の存在意義を明確にする際に、比較研

究という手法により、本来の機能を際立たせる

という視座から継続していきたい。

（注）

1）流通機構で流通する財は、最終消費者により
消費・使用される財（消費財）だけではなく、
企業や公的機関によって使用・消費される財
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（生産財・産業財）も多くある。本稿では、産
業財・生産財の流通を無視するわけではないが、
主に最終消費者まで行き着くことが推定される
消費財を中心として論を進めている。

2）日本ではdistributorは、「流通業者」と訳され
ることが多い。この背景には自ら危険負担をし
て所有権を取得するという業者のイメージがあ
る。一方、北米では輸送・保管というイメージ
がこの言葉には強い。

3）TPPとは、Trans-Pacific Strategic Economic Part-
nership Agreement または単に Trans-Pacific Part-
nershipの略である。環太平洋経済連携協定は、
環太平洋地域の国々による経済の自由化を目的
とした多角的な経済連携協定を指している。

4）FDAとは、Food and Drug Administrationの略で、
合衆国の政府機関である。ここでは、食品、医
薬品、化粧品、医療機器、動物薬、玩具など、
消費者が通常の生活で接する機会のある製品に
ついて、その許可や違反品の取締りなどを行っ
ている。

5）ハードリカーとは、ワイン、ビール、焼酎、
シェリー、日本酒などは含まれず、 一般的にア
ルコール度数が高い、強いアルコール。ウォッ
カ、ジン、バーボン、ウィスキー、アクアビッ
ト、ブランデー、テキーラなど、通常は蒸留酒、
ウィスキーなどである。

事例としてあげたN社には、2014年2月4日

と同年3月25日に2度にわたり、訪問取材させ

ていただいた。記してお礼申し上げたい。
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新たなマーケティング生成論

おわりに

１．はじめに

これまでマーケティングの生成についての研

究、すなわち、マーケティング生成論では、マ

ーケティングの生成は19世紀後半のアメリカ

にみられるものであり、このことは一連の本研

究においても踏襲され、いわば一種の定説のよ

うにみなしてきた。その結局として、アメリカ

以外の国におけるマーケティングの生成につい

て、たとえば、イギリスの「ユニリーバ」、ス

イスの「ネスレ」、日本の「資生堂」、「キッコ

ーマン」、アイルランドの「ギネス」などの事

例研究を行ってきたにもかかわらず、それらは

あくまでも例外的な事例としてみなしてきた。

したがって、マーケティングの生成については

アメリカにその端緒があり、それについての研

究はアメリカを中心にというよりはアメリカだ
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けを考察してきたのである。

これまで本研究において展開されたマーケテ

ィング生成論は以下のようにまとめられるとい

えよう（注1）。

19世紀後半以降、遅れた資本主義国アメリ

カは、生産、流通、消費に関するいくつかの要

因および社会経済的諸要因を背景に、生産者は

製造業者、製造企業、さらには大企業と呼ばれ

るように大きく変化し、彼らのある者は後にマ

ーケティグと呼ばれるようになる新しい活動、

すなわち、それまでのモノ商品であるプロダク

ト（製品）の生産からブランド商品を創造し、

その展開を行うようになった。

たしかに歴史的事実として19世紀後半以降

のアメリカにブランドが誕生し、マーケティン

グが生成された。しかしながら、その背景をな

す要因について考えれば、その多くのものはア

メリカ以外の諸国にも見受けられ、さらにまた、

前述したようにブランドの創造と展開を行い始

めた企業がみられるのも事実である。

したがって、19世紀後半のアメリカにみら

れた諸要因を背景にアメリカ企業がブランドの

創造と展開という新たな行動を行い始めたとい

う従来の定説的な理解からだけでは世界に先駆

けてアメリカだけにマーケティングが生成され

たという理由の説明には必ずしもならない。

そこで、多くの研究者たちが論じてきた、い

わばアメリカだけにマーケティングが生成され

たという根拠を求めて、さらに考えてみれば、

とりわけ以下のようなアメリカだけに特徴的な

＊
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要因がいくつかあげられることができるといえ

ばできるであろう。

第1には、世界に先駆けての大量生産の開始。

第2には、諸外国に抜きんでた所得の上昇。

第3には、 階級消費ではない同質的な消費を

　する中産階級の出現。

この3つの要因について当時（19世紀末ない

し20世紀初頭）のアメリカのレベルに近づい

たイギリス、フランス、ドイツ、日本などの諸

国が、アメリカより時間的にはかなり遅れたが、

それぞれ20世紀半ば以降にマーケティングの

本格的な生成、発展をみるようになったという

のがその証明となりそうである。

しかしながら、よく考えてみれば、すでにア

メリカとほぼ同時期に、イギリス、フランス、

ドイツ、日本において事例研究（注2）にみたよう

に、若干の企業がブランドの創造、展開を明ら

かに開始しており、これをもって「マーケティ

ングの生成」とみなすのであれば上記の3つの

要因からでは、アメリカだけに世界に先駆けて

「マーケティングの生成」がみられたことにつ

いて十分な説明はできないといわざるをえない。

もちろん、若干の企業の事例は、たとえば、中

川敬一郎の「ユニリーバ」のマーケティングの

生成についての見解（注3）や当初本研究において

採用したようにいわば例外的なものとして捉え

ることもできるが、事実として、アメリカ以外

の諸国においてマーケティングの生成がみられ

たのは無視できない。

したがって、これまで考察したような諸要因

を背景に、19世紀のアメリカに「マーケティ

ング」の生成がみられるようになったのは事実

であるが、それらの要因が原因で、その結果と

して、アメリカだけに「マーケティング」が生

成したとは必ずしもいえないであろう。

そもそも「マーケティング」の生成とは何で

あろうか。

これまでマーケティングの生成についての研

究を行った多くの研究者たちは、たとえば、広

告活動、全国的販売網の設立、セールスマン活

動、ブランド付与といった企業の個別の活動が

開始されたことをマーケティングの生成と捉え

ている。しかしながら、彼らの説明は、一般

的、普遍的かつユニバーサルなものではなく、

誤りではないが十分なものでもない。

そこで、マーケティング生成のすべての事例

に妥当するのものとして、本研究では、従来の

定説を超え、「ブランド商品の出現をもってマ

ーケティングの生成」と定義づけた（注4）。換言

すれば、「マーケティングの生成とはブランド

の創造、展開の開始である」ということになる。

さらに厳密にいえば、「マーケティングの生成

とは、ブランドの創造、展開を開始し、市場に

おける消費者の支持を得て、それに成功するこ

とである」ということになるであろう。

このようにマーケティングの生成を考えれば、

アメリカの企業のマーケティングの生成でもそ

れ以外の国の企業のマーケティングの生成につ

いても同様に理解ができ、それは一般的、普遍

的かつユニバーサルなマーケティング生成論と

なるものであるといえるであろう。

本稿では、マーケティングの生成とはブラン

ドの創造・展開の開始であるという観点から、

アメリカ以外の諸国におけるいくつかの事例研

究を踏まえ、アメリカだけに限定されない一般

的、普遍的かつユニバーサルなマーケティング

生成論の新たな提示を試みるものである。

マーケティングの生成についての新たな見解

によって、これまで曖昧模糊としていたマーケ

ティングの生成については明確な理解ができる

と思われる。しかしながら、これは但し書き付

きである。つまり、このようなマーケティング

の生成は、必ずしもアメリカだけではなく、イ
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ギリスをはじめとしたヨーロッパ諸国、そして

日本においてもほぼ同時期に同様な現象が若干

の企業にみられたのは事実であるが、量的にも

質的にもマーケティングの生成、展開はあくま

でもアメリカが中心であるのは明らかなことで

ある（注5）。その結果、マーケティングの生成は

アメリカにその嚆矢があり、その他の諸国のマ

ーケティングについては二義的なものであると

いう暗黙の前提のもとにこれまで論を展開して

きたのは紛れもない事実であり、かつまたやむ

をえないことであった。

本研究で導かれたマーケティングの定義、す

なわち、｢マーケティングとは、企業が標準化

したプロダクトやサービスに情報を付加し、創

造した（さらに消費者をはじめとする関係者と

ともに共創した）ブランドを市場における消費

者にブランドとして認知、評価、支持されるよ

うにブランド・コミュニケーションを展開し、

確立されたブランドの価値を管理するという包

括的な活動である｣（注6）にもとづけば、これま

で例外的とみなしてきた日本、イギリスなどア

メリカ以外の諸国における生産者ないし企業が

マーケティングそのものをアメリカよりも時

期的にかなり早くから行っていることが判明

してきた。たとえば、「キッコーマン」（注7）、

「ギネス」（注8）などの事例研究から明かとなって

きた。

しかしながら、それらのブランドは機械によ

る大規模生産を背景に創造と展開が開始された

のではなく、いずれも醸造生産から生まれた醸

造ブランドである。そのため、多くのマーケテ

ィング生成論に関心を示した研究者たちはそれ

らの醸造ブランドの位置づけをこれまで曖昧に

してきたというよりは気が付かないできたとい

える。

本稿は、醸造ブランドも紛れもないブランド

であることをはじめに明らかにした「再考 :マ

ーケティング生成論」および、その後のヨーロ

ッパ大陸におけるビールのブランドの新たな事

例研究と実態調査研究により、醸造ブランドの

誕生がアメリカ、日本よりヨーロッパ大陸にお

いていち早くみられ1270年誕生のブランドを

はじめとしていくつかの醸造ブランドが現在で

も生き残っていることが判明してまとめた前稿

「再考 :マーケティング生成論<補遺>」に今回

第2回目のヨーロッパ実態調査研究でドイツ、

フランスを再訪問して発見したベルギー、フラ

ンスのビール･ブランドの初歩的ではあるが新

たな研究成果をさらに加えることにより、より

明確なマーケティング生成論の再考を試み、よ

り一般的、普遍的かつユニバーサルなブラン

ド・マーケティングの新たなる理解を求め、補

遺Ⅱとして纏め直したものである。

２．マーケティング生成論

一連の本研究の成果から、マーケティングの

生成とはブランド商品の誕生、すなわち、ブラ

ンドの創造、展開という新たな企業活動がみら

れるようになったことである。それでは、その

活動の中核をなすブランド商品がなぜ誕生した

のであろうか。

職人生産や家内工業的な小規模、少量生産の

もとではブランドが誕生する必然性がない。と

いうのは、生産者は少数の需要者である顧客を

知っており、他方、需要者である顧客も生産者を

知っており、両者はフェース・ツー・フェースの

関係にあり、何か問題が生じても旧知の間柄の生

産者と需要者、両者の間のコミュニケーションに

よって解決が可能であったので、ブランドが生

まれる必然性はなかった。ブランドは生産者か

ら需要者である消費者への情報伝達機能、すな

わち、コミュニケーション機能を果たすために

生まれたものであり、両者の距離が近い場合に
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は、あえてブランドを創造する必要性はない。

ところが、事態は一変した。新たに大量生産

が開始されたのである。19世紀の半ばごろか

らアメリカに新たな機械による消費財の大量生

産が始まったのである。（周知のように18世紀

の末に始まる産業革命はエネルギー革命である

とともにある種の大量生産の開始であるが、そ

の多くは最終消費財ではなく、鉄鋼、紡績とい

うような産業材《生産財》、中間財の大量生産

であり、消費財のそれではない。）大量生産が

始まると、生産者と最終需要者である消費者の

距離は次第に拡大した。この距離は本来商人で

ある流通業者が埋めるものであったが、当時の

アメリカの商人たちではその距離を完全には埋

めることができず、そのため、結果として、A. 

W. Shawが指摘したように一部の生産者自身が

商人的生産者へと変身し、新たな努力によって

埋めることになったのである。試行錯誤の末に

商人的生産者は単なるプロダクト（製品）の生

産ではなく、それに情報を付加したブランドの

創造、すなわち、ブランド商品の誕生に行き着

いたのである（注9）。

これがアメリカにおけるマーケティングの生

成となるのである。しかしながら、商人的生産

者は必ずしも当初より大量生産を行う生産者と

は限らなかった。たとえば、「アイボリー」（注10）、

「コカ・コーラ」（注11）のように小規模生産のも

とでブランドの創造と展開からなるマーケティ

ングの生成を開始し、それに成功して大規模生

産へと発展した事例が数多く存在する。したが

って、機械による大量生産の開始は、マーケテ

ィングの生成には大いなる関係があることは事

実であるが、必ずしも必要十分条件とはいえな

いのである。その結果、すでに論じたように本

研究で導き出したマーケティングの生成につい

ての定義は次のようになるのである。「マーケ

ティングの生成とは、ブランドの創造、展開を

開始し、市場における消費者の評価、支持を得

て、それに成功することである。」

しかしながら、研究が進展した結果、これま

で見過ごされていた醸造ブランドという新たな

対象が見い出された。それはブランドの誕生、

すなわち、ブランドの創造と展開は必ずしも機

械による大量生産のプロダクトに限られないと

いうことを意味するものである。換言すれば、

醸造ブランドの研究を試みなければ、マーケテ

ィングの生成についての理解が片手落ちとなる

ことにようやく気がついたのである。

３．事例研究

これまで定説ではマーケティングの生成の萌

芽は19世紀の半ば以降のアメリカにおいてみ

られるようになったといわれてきているが、詳

しい事例研究を試みてみると、19世紀半ば以

前に、しかもアメリカではない国々においてマ

ーケティングの生成がみられることが明らかと

なってきた。もちろん、これらの事例は例外的

なこととして、無視することもできるかと思わ

れるが、これらのいわば例外的に扱われてきた

事例を研究することにより、新たなブランド・

マーケティングの一般的、普遍的かつユニバー

サルな理解を求める必要がある。

これまで研究した限られた範囲においては、

曖昧に扱われてきたが、すでに事例研究を試み

た日本、アイルランドといった国々でアメリカ

よりも早くブランドの誕生とマーケティングの

生成がみうけられる。そこで、これまでの研究

を踏まえて、今回新たに試みた2回にわたるヨ

ーロッパ大陸における実態調査研究を加え、従

来いわれてきた19世紀半ばのアメリカの機械

による大量生産の結果として生まれたマーケテ

ィングの生成より早く誕生し、今日まで生き残

っているいくつかの代表的な醸造ブランドを取
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り上げ、事例研究を試みることとする。

それらは機械生産によるブランドではなく、

醸造生産によるブランドである。

1）ヨーロッパ大陸の醸造ブランドを訪ねて

これまでヨーロッパ大陸のブランド、マーケ

ティングについては一部のファッション・ブラ

ンドや自動車、家電品といったメカニズム・ブ

ランドだけがわずかに研究されてきているにす

ぎず、今日まで続くブランドの歴史的事例研究

はほとんど行われていない。

そのような現状に鑑み、第1回ヨーロッパ大

陸実態調査研究（2013年9月11日～ 22日）で

はヨーロッパ大陸のブランドの源を求めて、ヨ

ーロッパ大陸の中欧から北欧にかけて実態調査

研究を試みた（注12）。そして、再度、ヨーロッパ

大陸実態調査研究（2014年9月10日～16日）を

試みた（注13）。

ヨーロッパ大陸実態調査研究は時間の制約が

あり、調査対象をビールのブランドに限定せざ

るをえなかった。周知のようにヨーロッパ大陸

のビールのブランドは、後述する「ギネス」を

はじめ「ハイネケン」（注14）、「カールスバー

グ」（注15）など今やグローバル・ブランドに

なっている数多くのブランドがあるが、それら

は「ギネス」を除きいずれも19世紀半ばすぎ

に創造されたブランドで歴史はそれほど古いも

のではない。そこで、中欧、北欧の諸国の首都

におけるいくつかのビール販売店、BAR、レ

ストランを訪れ、今まで知ることができず、日

本ではなかなかお目にかかれないビールのブラ

ンドの源といえるようなブランドを探し始めた

が、残念なことに見つけることができなかった。

あきらめかけていた時、想定した年代よりもか

なり古く創造され、しかも現代でも展開されて

いるビールのブランドを幸いにも発見すること

ができた。それらのブランドを以下に歴史が新

しい順にあげることにする。

まず、第2回目のヨーロッパ大陸実態調査研

究で訪問したフランスのパリで1664年創造の

ブランド「1664」（写真1、参照）を発見した。

われわれ日本人の認識でいえば、フランスはワ

インの国と思いがちであるが、もちろんビール

の国でもある。帰国して調べたところ、1664

年にビール醸造マイスターの証明書を得た

Geronimus Hattがビール醸造所を設立したこと

が創業ということになり、日本酒のブランド

「白鹿」の創業とほぼ同時期ということになる。

その後、20世紀まで続いたが、合併・買収を

幾度か経験し、21世紀の現在ではカールスバ

ーグ社の傘下になっている（注16）。日本でもネッ

ト通販で手に入ることができるブランドである。

次に、第1回目のヨーロッパ大陸実態調査研

で訪問したワルシャワで偶々入ったBARでド

イツのミュンヘンのビールのブランド

‘PAULANER’（写真2、3、参照）を何気なく

飲んだが、そのラベルには創業1634年とあり、

その瞬間、日本酒のブランドよりも歴史が古く、

写真１　‘1664’ 写真２　‘PAULANER’ 写真３　‘PAULANER’のコースター
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現存する最古のブランドを発見したのではない

かと思った。ところが、そうではなく、次に述

べるようにヨーロッパ大陸にはさらに歴史の長

いビールのブランドがあることがわかった。

なお、同ブランドについての論及がある文献

（注17）を探し当てることができた。それによ

れば、‘PAULANER’は聖フランソワ・ド・ポ

ール“saint Francois de Paule”（ドイツ語では、

パウラゥナー‘PAULANER’）が創立したミュ

ンヘンの修道院で1634年から醸造され、当初

は修道士たちの個人的消費のためのものであっ

たが、その後、祭りの日に外部の人々に販売さ

れるようになり、次第に地方的名声を得てブラ

ンドとなったビールのブランド名である。ブラ

ンド名の由来は修道院の創始者である聖フラン

ソワ・ド・ポール“saint Francois de Paule”（ド

イツ語では、パウラゥナー‘PAULANER’）に

もとづいたものである。同ブランドは1799年

の修道院の廃止後、醸造業者はたびたび変わっ

たが、おそらく同ブランドに対する消費者の高

い評価と支持があったためか、生き残り、今日

では、ビールの多国籍企業であるBHI社の傘下

でブランド展開されている。ミュンヘンには同

ブランドのビアホール（写真4、参照）があり、

また、同ブランドは有名なミュンヘン・ビール

祭り（注18）の6つの公式ビールのひとつでもある。

したがって、‘PAULANER’は日本ではほと

んど知られていないことからわかるようにグロ

ーバル・ブランドではないが、ミュンヘンのロ

ーカル・ブランドからドイツのナショナル・ブ

ランドを経て、ポーランドのワルシャワの

BARで飲まれているようにリージョナル・ブ

ランド化しているものと思われる。機会があれ

ば、さらなる研究が求められるブランドである。

その後、研究を続けた結果、いくつかの新しい

発見があった。第2回目の実態調査研究で

‘PAULANER’の本拠地であるドイツのミュン

ヘンまで行き、同ブランドはビールを扱ってい

るほとんどの小売店で販売されているきわめて

一般的でポピュラーなブランドであることがわ

かった。さらに、同ブランドには多数のアイテ

ム・ブランドが展開されていることもわかった

（写真5、参照）。

‘PAULANER’は日本ではほとんど知られて

いないブランドではあるが、調べてみると酒量

販店やネット通販のアマゾンなどではすでに販

売されていることが判明した。特にミュンヘン

のビール祭りであるオクトーバ・フェスタの時

期に合わせて日本でも小規模ではあるがブラン

ド展開され始めているということである。

また、チェコのプラハのRELAY（一種のキ

オスク：コンビニ）で1580年創業と記された

写真４　‘PAULANER’のビアレストラン 写真５　‘PAULANER’のアイテムブランド
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ビールのブランド‘KRUŠOVICE’（写真6、参

照）を見つけ、ビールのブランドがさらに歴史

をさかのぼることとなった。このブランドが

‘PAULANER’に代わり、現存する最古のブラ

ンドではないかと思った。しかしながら、さら

に古いブランドを発見することとなった。

それはオーストリアのウイーンのスーパーマ

ーケットのSPARで発見した1270年創業と記さ

れたビールのブランド‘HIRTER PRIVAT PILS’

（写真7、参照）である。もし、1270年に創業

されたか、あるいは、ブランドが創造されたの

か、いずれかが事実であれば、まさに幻のブラ

ンドというべきであって、多分、現時点では最

古のブランドのひとつと考えられる。

ところが、再度実態調査で訪問したフランス

のパリで1270年の‘HIRTER PRIVAT PILS’よ

りもさらに歴史が古いビールのブランドを発見

した。それは1240年創業のベルギーのビール

のブランド‘Leffe’「レフ」（写真8、参照）で

ある。調べてみたところ、1152年、レフ修道

院が建てられ、1240年にはレフ修道院でノン

ベルト派の修道士によってビールのブランド

‘Leffe’が誕生したと記録に残っているという。

長い間その製法は脈々と受け継がれたが、1952

年、修道院は財政難から生産ライセンスを外部

の醸造所に譲ることになり、ここにレフ修道院

のレシピに忠実に従って生産されるアビィ・ビ

ール「レフ」の新たな出発が始まった。1971年、

インターブルー社がライセンス生産していた醸

造所を買収し今日に至っている（注19）。

したがって、現在までの研究では、‘Leffe’

が最古のブランドと考えられるが、もちろん、

さらに詳細に調査研究をすれば、それ以前から

今日まで継承されているビールのブランドが数

多く存在するかもしれない（注20）。

これら今回の調査で発見した歴史の古いヨー

ロッパ大陸のビールのブランドは、ラベルでの表記

では、‘1664’は1664、‘PAULANER’は seit 1634、

‘KRUŠOVICE’は1580、‘HIRTER PRIVAT PILS’

は seit1 270、そして、‘Leffe’は1240とあるが、

それらの数字が意味するのがビール醸造の創業

なのか、ブランドの創造、すなわち、誕生なの

かは現時点では不明である。

いずれにせよこれらのブランドの誕生、創造

と当初の展開については今となっては長い歴史

のかなたに見え隠れしているだけかもしれない。

これらの古いビールのブランドがなぜグローバ

ル・ブランドとして世界市場に知られることな

く今日まで存在してきたのであろうか。その理

由として考えられるのは、イギリスにおけるビ

ール醸造の歴史にみられるように（注21）、許認可

制度、生産量の制限、販売地域の限定などがあ

ったため、自由な経営活動、ひいては自由なブ

ランド展開活動ができず、その結果、いずれも

地ビール、すなわち、ローカル・ブランドとし

てごく限られた地域市場で醸造販売されて生き

写真６　‘KRUŠOVICE’ 写真７　‘HIRTER PRIVAT PILS’ 写真８　‘Leffe’
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残り続けたものと考えられる。また、ビールの

商品特性、すなわち、重量が重く、その割には

価格が安いため、広域市場への物流にハードル

があった。さらに、ビールはアルコール飲料の

ため、多くは時の権力者が課税対象としたこと

もその理由として挙げられる。ようやく近年に

なり、営業の自由化に伴って、ナショナル・ブ

ランド化、リージョナル・ブランド化を始めた

ものと考えられる。また、ビール醸造はイギリ

スのパブ（注22）にみられるように、醸造販売所で

醸造業者がいわば製造小売りとしてビールを醸

造販売していたため、職人ギルド、商人ギルド

の影響の外にあり、その結果としてブランドが

継承されたとも考えられる。さらに、すでに論

じた‘CHMAI Peres Trappistes’（注23）や本稿で前

述した‘Leffe’や‘PAULANER’のようにビー

ルの醸造業者、すなわち、ブランド所有者が宗

教組織の修道院（注24）という事例もあり、必ずし

も今日のわれわれが考える営利を求めるビジネ

スではない主体がブランドの創造と展開を広く

行っていたことも十分に想定される。今後、詳

細な事例研究が望まれるものである。

したがって、これまでの考察から、アメリカ

よりもかなり早くからヨーロッパ大陸にはブラ

ンドが誕生し、マーケティングの生成がみられ

たことが明らかとなった。換言すれば、これま

でのヨーロッパ大陸におけるマーケティング研

究の不十分さが明らかになるとともに早急な研

究の開始が求められる。

今回は触れることができなかったが、ビール

だけではなく、ウイスキーも忘れてはならない。

スコッチ・ウイスキーは12世紀から13世紀に

はイギリスに伝えられ、その醸造が始まったと

いわれるが、ウイスキーのブランドは大きく発

展せず、しかもブランド認識、マーケティング

認識が生まれなかったのは、その販売を主とし

て多段階にわたる商人が支配していたため、醸

造業者の関心がウイスキーというモノ商品の醸

造管理、品質管理に向かい、ブランド管理が二

の次になったことがその理由として考えられる。

たとえば、イギリスのスコッチ・ウイスキーの

ブランドの代表として日本でも有名な「ジョニ

ー・ウォーカー」（注25）、「バレンタイン」（注26）な

どがあげられるが、いずれも19世紀後半以降

に創造されたものでブランドとしての歴史はそ

れほど古くはない。

なお、ヨーロッパ世界の歴史に鑑みれば、ワ

インはビールよりも歴史が古く、かつ、現在ま

で継承されているブランド、たとえば、修道院

で醸造、販売されてきたブランドが数多く存在

していることは十分に推測される。周知のよう

にワインのブランドはビンテージ・ワインに代

表されるように原料のブドウの作柄に左右され、

必ずしも常に一定の品質が保証されないという

標準化の問題およびブドウ生産は地域限定的で

あり同一ブランドの大量醸造には量的・質的な

問題がある。しかしながら、ワインのブランド

研究も重要な今後の課題となるであろう。

2）「白鹿」

日本には既に中世室町時代の文献に登場する

｢柳酒｣が酒銘の始まりといわれ（注27）、それが

今日のブランドの源のひとつと考えられなくは

ないが、｢柳酒｣はもはや幻となっている。と

ころが、現代にまで続くロングライフのブラン

ドのひとつといわれるものが江戸時代の神戸灘

の地で創業された日本酒、すなわち、清酒のブ

ランド群である。その中でも創業以来同一のブ

ランドで今日まで続いているといわれている最

古のブランドのひとつが「白鹿」である。

日本酒のブランド「白鹿」は1662（寛文2）

年の創業以来350年の歴史があるという。その

ブランド・ネームの「白鹿」がいつ生まれたの

か今では明確ではない。「白鹿」を展開してい
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る辰馬本家酒造株式会社の平成4年に刊行され

た社史にあたる記念誌には、その由来として次

のように記されている（注28）。「白鹿の名前も長

生を祈る中国の神仙思想に由来する。中国では

古来、白鹿は縁起の良い霊獣とされてきた。唐

の時代、玄宗皇帝の宮中に一頭の白鹿が迷いこ

み、仙人の王旻がこれを千年生きた白鹿と看破

したという話がある。調べたところ角ぎわの雪

毛の中から『宜春苑中之白鹿』と刻んだ銅牌が

現れた。宜春苑とは唐の時代を千年もさかのぼ

る漢の時代のもの。皇帝はこれを瑞祥として歓

び、白鹿を愛養したと伝えられている。その後、

詩人の瞿存斎がこの話を詠った中に『長生自得

千年寿』の一節がある。『白鹿』の名は、この

故事によるもので、江戸時代の看板にも『宜春

苑　長生自得千年寿白鹿』という銘が打たれて

いる。神仙思想というと、何やら玄妙に響くが、

長生願望そのものはいつの時代にもある。自然

のはかり知れない生命力を滋養とする考え方は

古いが、しかし新しい。清酒『白鹿』も、そこ

から生まれ育ってきた。『白鹿』の名には、三

百三十年の昔から、自然の大いなる生命の気と、

日々の楽しみと、長寿の願いが込められてい

る。」なお、「白鹿」とともに今日でもラベルに

長生自得、千年寿が付されている。

確かなことは、1830（文政13）年作の銘酒白

鹿商標文字入り欅板看板が、江戸新川の酒問屋

島屋庄助商店に残っており、当時相当の「白鹿」

が江戸積みされていたことを物語っている（注29）。

また、江戸酒問屋の荷印で作った当時の子供の

遊び道具の双六には、「白鹿」は「白雪」、「正

宗」などとともに見受けられる（注30）。したがっ

て、19世紀の前半には明らかに江戸市場にお

いて「白鹿」が銘柄、すなわち、ブランドとな

っていたものと思われる。しかしながら、当時

の銘柄は江戸の酒問屋によって付けられ（注31）、

前述した記念誌には明確に記されてはいないが、

醸造した酒がすべて「白鹿」として販売された

わけではないと思われる。また、同記念誌には

江戸店の記述が全くないので、「白鹿」は出先

にあたる江戸店の酒問屋ではなく、当時すでに

確立していた江戸の酒問屋を通して江戸市場に

参入したものと思われる。問屋を介して市場開

拓をしていく場合には、銘柄が重要視され（注32）、

そのひとつが「白鹿」ということになる。この

ように江戸時代には「白鹿」をはじめとしてす

でに多くの清酒のブランドばかりか醤油のブラ

ンドも展開されており、それは、たとえば、江

戸積名酒番付（注33）や醤油番付（注34）があり、それ

にみることができる。したがって、江戸市民は

幕藩体制の下にあったが、思いのほか、かなり

自由にブランド選択ができる消費者であったこ

とが推測されるのである。

封建時代、幕藩体制の下にありながら、清酒

のブランド｢白鹿｣は創造され、地場のローカ

ル市場ではなく、最大の消費地である江戸市場

でブランド展開が始まったのである。文化

（1804-1818年）―文政（1818-1830年）―天保

（1830-1844年）の40年間には、醸造石数の95

％が江戸市場向けのものとなり（注35）、いわば江

戸市場のローカル・ブランドとしての確立がで

き、次の明治期に名実ともにナショナル・ブラ

ンドとなる基盤はすでにできあがっていた。し

たがって、辰馬本家酒造株式会社の前身、辰馬

本店がブランド｢白鹿｣を創造し、江戸市場で

展開を始めたことは、多くの制約の中でのもの

ではあるが、紛れもなくマーケティングの生成

であるといえるであろう。

当時の江戸は住民の半数が生産活動に従事し

ない武士とその家族からなる人口100万人を超

える世界最大の大消費都市のひとつであり、必

要な物資は大阪をはじめとした全国各地に依存

していた。その中の酒についていえば、供給に

あたったのが、主として上方および東海地方の
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「下り酒11 ヶ国」であるが、なかでも摂泉2国

の造り酒屋、酒造業者が醸造した清酒を樽廻船

により江戸まで輸送したのである。彼ら酒造業

者は地場の市場ではなく遠く離れた江戸市場に

向けられていて、卸先は江戸の下り酒問屋であ

った。江戸の酒問屋には、上方および東海地方

から江戸積みされる酒を取り扱う下り問屋と関

八州の酒を取り扱う地回り問屋とに分かれてい

た。下り問屋は、上方の荷主、すなわち、酒造

業者自身が直販するために江戸店を設けて、

「手酒」の一手販売をすることから始まった。

そして、17世紀末には、荷主＝酒造業者→江

戸酒問屋→酒仲買→小売酒屋という下り酒の

販売ルートが確立されていた（注36）。当初は荷主

である酒造業者が支配していたが、次第に荷主

である上方の酒造業者から自立した酒問屋が幕

府の統制のもとに酒店組として江戸十組問屋に

加入し、再編成され、江戸市場における酒の流

通を支配するようになった（注37）。

同記念誌によれば、創業時の寛文（1661-1673）

年間には酒造石高は100石前後であった。その

後、元禄（1688-1704）年間から安永（1772-

1781）年間までの期間の酒造石高は年間200～

400石程度で著しい発展もなかったが、1804

（文化1）年には1,400石、明治維新を経た1889

（明治22）年には酒造石高全国第一位の17,500

石となる。その後、1896（明治29）年には、

23,000石、1928（昭和3）年には40,000石へと

発展した（注38）。したがって、その発展は順調の

ように見えるが、実はそうではない。というの

は、酒造業が米穀加工業であったため、幕藩体

制による規制と統制があり、自由な企業活動が

可能ではなかったのである。酒造株による酒造

統制があり、しかも減醸令と勝手造り令とが繰

り返され、多くの酒造業者が廃業し、大きく発展

する余地はあまりなかった（注39）。それにもかか

わらず、「白鹿」が江戸時代を生き残り、明治

を迎えたことは、江戸市場の消費者の評価と支

持によるものと思われる。しかし、明治以降も

江戸時代よりは自由になったが、清酒が酒税と

いう国税を担うことになり、相変わらず規制の

下にあった。

時代が変わり江戸から明治となり、1884年

に商標条例が公布されたが、同社の記念誌には

「白鹿」の商標登録の記述がない。その一方、

1659（万時2）年創業の「菊正宗」は商標条例

が公布された1884年、「正宗」で商標登録の申

請をしたが不許可となり、改めて「菊正宗」で

商標登録をしている（注40）。また、「白鹿」、「菊

正宗」よりも創業が古い「月桂冠」は1905年

に商標登録されたが、その前のブランドは、

1897年に商標登録された「鳳麟正宗」であり、

1637（寛永14）年の創業時には「玉の泉」で

あった（注41）。

明治以降、次第に｢白鹿｣の市場が全国に広

がり、大正から昭和にかけてナショナル・ブラ

ンドになるとともに酒造石高が40,000石に達

すると、景品供与、ポスターなどの広告を始め、

マーケティングのさらなる展開が見られるよう

になってきたのである（注42）。1917（大正6）年

には法人化をなし、資本金50万円で辰馬本家

酒造株式会社を設立した（注43）。また、1920（大

正9）年には、｢黒松白鹿｣の創造、展開を開始

し、「白鹿」のブランド拡張をした（注44）。1930

（昭和5）年、自動瓶詰機を設置した白鹿敢館

竣工（注45）、その後、第2次世界大戦から復興し、

（すでに海外進出は1889年のパリ万国博から試

みられていたが）グローバル・ブランドを目指

し、1992年にはアメリカ・コロラド州に工場

を設立した（注46）。

このように「白鹿」のブランド展開は規制の

下でのものであった。つまり、日本人の主食の

コメを原料としているために江戸時代には幕府

による多くの制約があり、また、明治以降は酒
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税という税金の確保という名目の下に政府の規

制が続き、「白鹿」は自由な展開ができたとは

必ずしもいえないが、多くの人々が売ること、

すなわち、販売しか知らない中で、マーケティ

ングの生成と展開を行い、今日に至っていると

いうことである。この事例はアメリカのものよ

り、その他の国のものより古くかつ長い歴史を

持つものであるといえるであろう。もちろん、

「白鹿」は当初はブランドではなく家業ブラン

ド（注47）と考えることもできるが、（おそらく18

世紀にはそうであったと思われるが）明らかに

19世紀初頭には生産地の摂津国の灘の地から

遠く離れた江戸市場向けの大規模生産を行なっ

ていることからみて、やはり「白鹿」はブラン

ドとみなすことができると考えるのである。確

かに機械生産を本格的に導入するのは20世紀

になるが、清酒の生産は醸造のため、需要があ

れば、それに応じて生産規模の拡大は醸造用の

桶を増設すれば可能であり比較的容易なことで

あった。したがって、19世紀の半ば以降のア

メリカで機械生産の開始と新製品の誕生などを

背景に生まれた多くのブランドよりはるかに早

く、「白鹿」は創造、展開され始め、日本にお

ける最古のブランドのひとつであるということ

になるであろう。それは同時に日本における最

古のマーケティングの生成の事例のひとつでも

あるといえるであろう（注48）。

現在、スキヤキ、てんぷら、スシ、ラーメン

をはじめとした日本食ブームである。それを背

景として、日本酒の評価が外国で高まっている

が、まさに「白鹿」はグローバル・ブランドと

なれるか、どうかの正念場となっているのであ

る。

3）「ギネス」

多くのアメリカのブランドの確立よりかなり

早く18世紀の半ば過ぎに当時イギリスの植民

地であったアイルランドで創業され、その後、

隣国イギリスのトップ・ブランドとなり、さら

に、グローバル・ブランドにまで発展し、2009

年に生誕250年を迎えたビールのロングライ

フ・ブランド｢ギネス｣がある。

Arthur Guinnessが1759年にビール醸造を創業

した。彼が醸造したビールは彼の名にちなみ

「ギネス」と呼ばれるようになり、それがビー

ルのブランド「ギネス」となっていったと思わ

れる。創業からわずか7年で早くも「ギネス」

はダブリンの市場においてローカル・ブランド

としての主導的な地歩を築いたのである（注49）。

ギネス社の創業から10年後には、早くも「ギ

ネス」はアイルランド市場からイギリスのポー

ターを追い出し、逆にイギリスに輸出するよう

になった（注50）。1795年には、ロンドンの雑誌

に「ギネス」の樽を傍らにポーターを飲む男の

イラストが描かれている（注51）。したがって、

「ギネス」はアイルランドのダブリンのローカ

ル・ブランドからナショナル・ブランドを飛び

越え、一挙にリージョナル・ブランドを目指し

たことになる。

アイルランドのダブリンのローカル・ブラン

ドであった「ギネス」をナショナル・ブランド

に押し上げたのは、1756年に建設が始まり、

1805年に完成したダブリンから大西洋に面し

た河港都市リムリックに至るアイルランドを横

断するアイルランド大運河‘Irish Great Canal’

であった。樽に詰めたビールを馬や荷車で運ぶ

ことは、大変困難なことであったが、この物流

の問題の解決をもたらしたのが、運河であり、

「ギネス」は運河や流れの緩やかな川を旅しな

がら、アイルランドの隅々にまで運ばれていっ

たのである。ここに至って、「ギネス」はロー

カル・ブランドからナショナル・ブランドへ

と展開されたのである（注52）。しかしながら、

「ギネス」はアイルランドのナショナル・ブラ
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ンドを志向する前に、より市場規模の大きいイ

ギリス市場へ進出し、展開されたのである。し

たがって、「ギネス」はナショナル・ブランド

化とリージョナル・ブランド化が前後して展開

されたという極めて特異なブランドである。

もともとアイルランドの市場は小さいために、

「ギネス」は当初より隣国かつ宗主国であるイ

ギリスの市場を目指し、それに成功し、リージ

ョナル・ブランドとなったのである。というの

は、重量の割には価格が安いというビールの商

品特性のため物流が課題であり、ダブリンから

内陸へと物流するのと船でイギリスへと物流す

るのとではあまり違いがなかったからである。

しかも産業革命を迎えアイルランドより経済的

な先進国であるイギリスには当時すでに全国的

な物流のネットワークができていたのである。

その上、イギリスは人口が多く、「ギネス」に

は絶好の市場となっていたのである。

当時のイギリス市場は次のごとくであった。

19世紀に入り、イギリスでは産業革命が進

展し、新しい都市市場がもたらされると、大規

模なビール醸造業者が存立する可能性が高まっ

た。というのは、ビール醸造業者は自社製品を

需要する多数の消費者を必要とし、また、ビー

ルの市場は輸送費の制約があるために消費地で

の醸造が必要であったからである。18世紀初

めにビール醸造業が勃興したロンドンはもっと

も巨大なビール市場となっていた。そのような

中、19世紀半ばには、「ギネス」はロンドンば

かりかイングランド全土で最大かつ最も有名な

ビールのブランドになっていた（注53）。

なお、特に有名な「ギネス」のスタウト・ポ

ーターは、1880年に麦芽にかかる税金が増額

され、それを軽減するために、麦芽の一部を大

麦で代替し、さらにホップを多めに加えること

によって、それまでの甘めのスタウトと一線を

画するアイリッシュ・ドライ・スタウトとして

開発されたものである（注54）。それは濃く焙煎し

た大麦麦芽を使用して醸造する通常のポーター

よりさらに濃い色をしており、もはや琥珀色の

「アンバー」ではなく、完全に「ダーク」と呼

ばれる真っ黒な色合いのエールである。換言す

れば、アンバー・エール・ビールではなく、ダ

ーク・エール・ビールに属するものである。ポ

ーターの芳醇さを残す深い味わいだけではなく、

同時にすっきり感もあるという特徴を持ってい

る。この味わいには、原材料の麦芽に秘密があ

る。ポーターは、深めに培養した麦芽のみから

つくられていたが、ギネス社が醸造したスタウ

トは、あっさり目のペール（色の薄い）麦芽を

ベースにしている。真っ黒に焦がした麦芽を添

加することで、すっきりしたペール系の特長を

活かしながらも、ポーターの深い味わいを持つ

エールを生み出すことができたのである（注55）。

「ギネス」のスタウト・ポーターは、次第に

「ギネス」のスタウトとして一般的に認識され

るようになっていった（注56）。したがって、「ギ

ネス」はライバルの醸造業者のものよりも早く

イギリス市場でのブランドの展開に成功し、ア

イルランドでのナショナル・ブランドになるの

と前後してリージョナル・ブランドとなったの

である。それにはいくつかの理由が挙げられる。

当時のイギリスは全国的な鉄道網の発展によ

って、伝統的な参入障壁が崩壊し、加えて、産

業革命の進展が多くの労働者を生み、彼らによ

って都市のビール需要が増加した結果、ビール

の生産は近代的な大規模醸造業者が有利なもの

となった。1830年以降、従来のパブを兼ねた

小規模なビール醸造業者の生産量が総ビール生

産量に占める割合は急速に減少し、その数も

1851年以降、急激に減少したが、その一方、

大量生産を開始した近代的ビール醸造業者が増

加し、両者の市場シェアと生産量も同様の変化

を示した。1850年から1876年にかけて都市労
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働者階層の実質所得は上昇し、飲酒が彼らの代

表的な娯楽をなしていたので、ビール醸造業者

は莫大な利益を上げることができた。競争は一

段と激しくなったが、ビールの小売価格は変わ

らず、競争は主としてビールの品質、風味をめ

ぐって行われていた（注57）。

1862年には、「ギネス」のラベルにはアイル

ランドの国章であるハープ（竪琴）が採用され

ている（注58）。

しかしながら、1880年代に入るとイギリスの

ビール醸造業者の成長と繁栄の時代は終わり、

労働者のビール消費は他の品目に取って代わら

れ、ビールの需要は減少し、多くのビール醸造

業者は過剰生産設備を抱えるようになった（注59）。

それにもかかわず、1880年から1900年にかけ

て、瓶詰で販売されていた「ギネス」のスタウ

トは顧客の強力なロイヤルティを獲得し、すべ

てのパブにおいて商品構成上必要なブランドと

なり、イギリス全土の消費者に提供することが

できたのである（注60）。

1886年にはギネス社はイギリスの会社

‘Guinness＆Co.Ltd’として法人化をなしえ、

ロンドンに本社を置いた（注61）。それ以降、イギ

リス市場はアイルランド市場とともに「ギネ

ス」のナショナル市場となったのである。した

がって、イギリスにおける「ギネス」はリージ

ョナル・ブランドからナショナル・ブランドへ

とその位置づけが代わることになった。

「ギネス」の新たなナショナル市場となった

イギリス市場は今日まで重要な市場となってい

る。1950年においても、「ギネス」のみが莫大

な数のパブや小売店の支持を獲得した唯一のイギ

リスのナショナル・ブランドであった（注62）。多く

のビール醸造業者が水平統合し、規模の拡大と

工場の増加を図ったのに対し、ギネス社はロン

ドン工場だけの生産体制で、全国市場へは、ロ

ンドン工場からバルクで全国のビール醸造業者

に出荷され、そこで瓶詰にされた「ギネス」が

全国の販売店にトラックで配送されたのである
（注63）。「ギネス」は比較的高価であったが、品

質と信頼性によりその販売量は急増した（注64）。

消費者の酒に対する嗜好の変化と競争の激化

に対し、かつまた、1961年の酒類販売免許法

の規制緩和という環境の変化に対応して（注65）、

「ギネス」は今日までイギリス市場において不

動の地位を占めるナショナル・ブランドを維持

し続けている。

このように「ギネス」はアメリカの多くのブ

ランドよりも早くブランド化に成功したが、そ

れはビールという商品がビール酵母菌による醸

造という生産方法であり、需要、すなわち、市

場が拡大すれば、容易に増産が可能なことによ

るものである。その市場とは、隣国かつ植民地

の本国イギリスのロンドンであった。産業革命

を経て急速に拡大したロンドン市民のビールに

対する需要の増加が「ギネス」のマーケティン

グの生成の背景に挙げられる。

現在では「ギネス」はグローバル・ブランド

となり、約150カ国もの人々が愛飲している。

彼らにとっては、「ギネス」はアイルランドの

ブランドでもイギリスのブランドでもなく、自

分のブランドということである。まさにこれが

グローバル化に成功したブランド・マーケティ

ングのひとつの姿かもしれない。

4）「キッコーマン」

ブランド、「キッコーマン」の誕生は長い歴

史の中にあり、今や伝説のかなたにあるように

思われる。荒川進はその著の中で、「キッコー

マンは、『寿命』など全く無縁であるような企

業である。企業寿命の定説の十倍以上、なんと

320年余（彼の書籍が出版されたのは今から約

20年前であり、今では340年になる）の時の流

れの中を洋々と生き抜いてきている。」（注64）彼
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がいうキッコーマンの300年余りの歴史がある

というのは、もちろん当初は家業であったが、

経営主体としてであり、醤油醸造を始める前の

味噌醸造の始まりからのもので、ブランドとし

てではない。それではブランド「キッコーマ

ン」の誕生はいつのことになるのであろうか。

ブランド、「キッコーマン」の前身「亀甲萬」

は、後に野田醤油株式会社を合同して作った一

族8家のひとつ茂木佐平治家の本印であった。

その誕生についてはキッコーマン株式会社80

年史にもやはり明確な説明はなく、伝聞として

次のように記されている。（注67）「武蔵国皿沼村

（現埼玉県吉川市）で油、しょうゆの販売業を

手広く営んでいた4代鈴木万平が考案し、佐平

治家に譲られたとされている。４代佐平治が出

蔵を作った1820年（文政3年）とされており、

譲渡の時期もそのころであったと考えられる。

鈴木万平がこのマークを考案したのは、下総国

の一の宮である香取神宮にあやかったものとさ

れている。軍神として広く知られている香取神

宮は『亀甲』を山号とし、『下総国亀甲山香取

神宮』を正式の名称としてきた。その神宝は

『三盛亀甲紋松鶴鏡』と名付けられている古代

の鏡で、万平はこの鏡の裏面にある亀甲紋様を

図案化し、『亀は万歳の仙齢を有する』という

故事から、亀甲にちなんで『萬』の文字を入れ

たという伝承がある」。

したがって、ブランド「キッコーマン」の誕

生と由来は伝説のかなたにあるとしかいいよう

がないが、200年前には誕生していたのはほぼ

間違いのないことのようである。醤油ブランド

「亀甲萬」は当時の大消費市場である江戸です

ぐに評価され、1838（天保9年）には「最上醤

油」に選らばれ、「幕府御両丸御用」の下命を

受け、また、1840年（天保11年）正月に江戸

でつくられた「醤油番付」には、第3位の東の

関脇に位置づけられており、この時には江戸市

場ですでに有力なローカル・ブランドになって

いることが分かる（注68）。

「亀甲萬」のブランドを展開していた茂木佐

平治家は、ブランド、商標の重要性を十分に理

解していて、「亀甲萬」は日本で最初の商標登

録をし（注69）、「また、外国市場で、商標登録し

た日本企業の第１号でもある。キッコーマンの

商標は、1879年（明治12年）、アメリカ・カリ

フォルニア州の登録を皮切りに、その７年後に

はドイツでも登録している」。（注70）なお、1906

年（明治39年）にはアメリカで商標登録をし

ている。（注71）また、1879年には「亀甲萬」の偽

物が東京市中に出回るようになり、パリの印刷

業者につくらせた精巧な金色のラベルを貼って

出荷し、模造品の出回りを防いだ。これが、醤

油の容器にラベルを貼って販売した最初のケー

スである」。（注72）このように「亀甲萬」はかな

り早くから無形財産として認識されていたこと

がわかるのである。

さらに、1908年（明治41年）には「宮内省

御用」となり、「亀甲萬」を「格別のしょうゆ」

とする評価は、宮中にも及んだ（注73）。

醤油醸造業者は第2次世界大戦以前では全国

に8,000を数える地場産業であった（注74）。した

がって、「亀甲萬」がナショナル・ブランドへ

と発展するのはかなりな障害が存在していた。

その主たるものは激烈な競争と生産過剰である。

その解決のために、1917年、野田の醤油醸造

家一族八家が合同し、法人化して出来たのが野

田醤油株式会社である。その際新会社の本印と

して、八家の中で3番目の規模であった茂木佐

平治家の本印であった「亀甲萬」が選ばれたが、

それはブランドとして「亀甲萬」が一番評価さ

れていたということである。その際に茂木佐平

治家の当主はブランド料として100万円を要求

したが、結局30万円で折り合いがつき新会社

が設立されたのである（注75）。これはブランド
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「亀甲萬」が財産価値を持つものであるという

ことが認識されていたことにほかならない。

合同した新会社が持っていたブランドは211

もあったが、1920年には知名度がとりわけ高

かった8ブランドだけを残し、順次各工場も

「亀甲萬」ブランドの生産に移行した。これを

「亀甲萬への仕込替え」と称したが、異なる種

麹を使ってきた工場で、亀甲萬印と全く変わる

ことのない製品をつくることは、極めて難しい

ことであった。ようやく「亀甲萬」ブランドの

集中的、大量生産体制を実現したのは1926年

になってからのことである（注76）。さらに、日本

が戦時経済下の1940年（昭和15年）9月1日を

期し、政府が「1社1規格1マーク制」を実施す

ることになり、残っていたブランドもすべて廃

止され、「亀甲萬」に統一することになった（注77）。

1917年に合同して発足した野田醤油株式会

社は「亀甲萬」のナショナル・ブランドを目指

して、1918年、大阪に営業拠点を設け、1932

年には関西工場が完成した（注78）が、厳密な意味

でのNB（ナショナル・ブランド）になるのは

戦後の統制解除後の1955年（昭和30年）にな

ってからである。この年、従来からの大阪、横

浜、福岡（1951年（昭和26年）開設）に加え名

古屋、札幌に営業所を開設し、名実ともにナショ

ナル・ブランド「キッコーマン」になったのであ

る（注79）。

この時期から、容器を革新し、卓上ビン、そ

して、その後マンパックを開発し（注80）、「キッ

コーマン」の容器は樽→壜→缶→卓上ビン→
パック（その後ペット化）と、販売経路として

登場したスーパ－マーケットの発展及び消費者

の変化という時代の流れとともに移り変わって

きた（注81）。したがって、その後、「キッコーマ

ン」の販売方法も次第にかつ急速に量り売りか

らパッケージング販売へと大きく変化したので

ある。また、同時期には、これまでの「キッコ

ーマン」は醤油だけのブランドであるという個

別ブランド制から、新たに「キッコーマン」ブ

ランドの拡張が見られるようになった。「キッ

コーマン・ソース」、「キッコーマン・めんみ」、

「キッコーマン・萬味」など新しい調味料にブ

ランド拡張された。しかし、醤油をベースにし

た調味料以外の商品にはその後も焼酎の「万

上」、ワインの「マンズワイン」、トマト加工品

の「デルモンテ」など個別ブランド制を貫いて

いる。

その後、「キッコーマン」はグローバルに展

開され、周知のように今やグローバル・ブラン

ドとなっている。

5）「ジム・ビーム」

これまで考察した醸造ブランドに加え、アメ

リカの事例に触れないと片手落ちとなるので、

ここでは、アメリカの醸造ブランドについて若

干の考察を行うこととしたい。

マーケティングの母国といわれるアメリカに

も酒の醸造が行われ、醸造ブランドの誕生とマ

ーケティングの生成が見受けられる。その中に

アメリカ独自の蒸留酒、すなわち、トウモロコ

シを主要な原料とするバーボン・ウイスキーの

ブランドがある（注82）。現在、バーボン・ウイス

キーのNo1ブランドは1795年創業の「ジム・

ビーム」‘JIM BEAM’であり、1860年創業の

「アーリー・タイムズ」‘EARLY TIMES’、1877

年創業の「I.W. ハーパー」‘I.W. HARPER’な

どがその後に続いている。ここでは、アメリカ

のバーボン・ウイスキーのブランドの代表とし

て「ジム・ビーム」についての事例研究を試み

てみたい。

アメリカの醸造業の多くはドイツ系アメリカ

人により創業されてきた。バーボン・ウイスキ

ーのブランド「ジム・ビーム」の源を尋ねれば、

やはりドイツからの移民の子孫である Johannes 
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Jacob Boehm（Beam）によって1795年によって

ケンタッキーにおいて創業された。当初のブラ

ンドは‘Old Jake Beam’であった（注83）。

1820年、Jacob Beamの10番目の子供である

David Beamが事業を引き継いだ。彼の子David 

M. Beamが相続した1853年には‘Old Jake Beam’

は一般的には‘Old Tub’として認識されるよ

うになっていた（注84）。このことは‘Old Tub’

がブランドとして展開され、それが消費者にブ

ランドとして認知、評価され始めたことを意味

するものである。

1880年代には鉄道の発展と電信の施設にと

もなって、‘Old Tub’はその市場を拡大し、バ

ーボン・ウイスキーの全国ブランド、すなわち、

NB（ナショナル・ブランド）になっていた（注85）。

1898年には家族経営から脱却し、外部の資本

を受け入れた（注86）。その後、‘Old Tub’は順調

に成長していった。

1916年、4代目の Jim Beam代表者就任（注87）。

1919年、ボルステッド法、すなわち、国家

禁酒法が成立し、翌1920年から施行された。

この法律は、「この法によって許可される場合

を除いて誰も少しでも酔わせる酒を製造しない、

売らない、物々交換しない、輸送しない、輸入

しない、輸出しない、届けない、提供しない」

というものであった（注88）。その結果、バーボ

ン・ウイスキーのブランド‘Old Tub’は消滅

した。

1933年、禁酒法を廃止する憲法修正第21条

が発効し、悪名高きボルステッド法を憲法違反

とした（注89）。

1920年から1933にわたる禁酒法の時代、Jim 

Beamは醸造以外の事業に手を出し、失敗。‘Old 

Tub’のブランド企業、James B. Beam Distilling 

Companyの経営権はBeamファミリーの手から

離れたが、1935年、同社は事業再開。JimBeam

は‘Old Tub’ブランドのマスター・ディステ

ィラーとなった。1942年、同社の株式の一部

を保有したHarry Blumは投資家たちからすべ

ての株式を買い取った（注90）。

1943年、‘Old Tub’のブランド・ネーム権を

失い、その代わりとして、ビーム家4代であり、

かつマスター・ディスティラーの Jim Beamに

ちなみ新たなブランド‘Jim Beam’を創造。こ

こにバーボン・ウイスキーの新しいブランド

「ジム・ビーム」が誕生したのである（注91）。

1957年、‘Old Crow’がバーボン・ウイスキ

ーのナンバー・ワン・ブランドであり、‘Jim 

Beam’は第4位に過ぎなかった（注92）。

1966年、ナンバー・ワンの‘Old Crow’は

そのままであったが、‘Jim Beam’は第2位と

肉薄した（注93）。

1967年、Harry BlumはJames B.Beam Distilling 

CompanyをAmerican Brands, Inc.に売却（注92）。

1970年、‘Jim Beam’が‘Old Crow’を抜き、

アメリカ市場でナンバー・ワンのバーボン・ウ

イスキーのブランドになった（注95）。

1985年、‘Jim Beam’、アメリカのストレイ

ト・ウイスキー、バーボン・ウイスキーのなかで、

世界で一番売れているブランドとなった（注96）。

（ちなみにバーボン・ウイスキーではないが

‘Jack Daniel’s Black Label’が第2位である）。

1987年、‘Jim Beam’ ブランドは ‘Old Crow’、

‘Old Grand-Dad’、‘Gilbey’s Gin’、‘Old Taylor’、

‘Gilbey’s Vodka’などを買収し、3倍の規模に

なった（注97）。

1988年、‘Booker’s Bourbon’登場（注98）。

1991 年、‘Wolfschmidt Vodka’、‘Leroux 

cordials’、‘Ronrico runs’を含む7つのブラン

ドを買収（注99）。

1997 年、American Brands, Inc. が Fortune 

Brands, Inc.になる（注100）。同年、‘Jim Beam’は

依然としてバーボン・ウイスキーでは世界一で

あったが、‘Jack Daniel’s Black Label’にアメリ
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カのストレイト・ウイスキー、バーボン・ウイ

スキーの売上世界一の座を明け渡した（注101）。

2012年、サントリー「ジム・ビーム」買収

を検討、というニュースが流れる（注102）。

現在、「ジム・ビーム」はブランド拡張を試

み、‘Jim Beam White’、‘Jim Beam Black’など

を創造し、展開中である。同ブランドは長い間、

印刷媒体と電波媒体、最近ではオンラインを使

った広告とイベントの支援といった販売促進の

努力を継続している。とりわけ、モーター・レ

イシングのチームを支援し、NASCARの主要

なスポンサーのひとつになっている（注103）。

今世紀に入り、「ジム・ビーム」のブランド

力の高まりを背景にして、多くの商品にライセ

ンスが供与されている（注104）。

したがって、「ジム・ビーム」の事例から、

18世紀末ないし19世紀初頭には、アメリカに

バーボン・ウイスキーの醸造ブランドが誕生し

たことが明らかとなった。それは農機具の「マ

コーミック」、ミシンの「シンガー」といった

多くのメカニズム・ブランドの誕生よりも半世

紀前にさかのぼるものである。しかしながら、

禁酒法の時代の後、当初のブランド‘Old Tub’

の商標権を失った Jim Beamは新たなブランド

の創造をしなければならなくなった。そこで、

「ジム・ビーム」を創造し、その展開に成功し、

また、国外市場においては、Beam Global Sprits 

& Wine社がThe Edrigton Groupと提携し、グロ

ーバルなブランド展開を行い、グローバル・ブ

ランドとなっているのである（注105）。現在、バー

ボンといえば「ジム・ビーム」といわれるほど

のブランド力を持ち、世界中の消費者から評価、

支持されているのである（注106）。

なお、2014年、サントリーホールディング

社が総額160億ドルで買収し、社名がビームサ

ントリーに変更され、同社の傘下に入った。

これまで考察したブランドは、「キッコーマ

ン」を除き、すべて酒、アルコールであり、そ

の原料はワインを除いては主食である穀物であ

り、食糧との関連が強く、時の政府、権力、宗

教、道徳などによって左右されてきた商品であ

る。また、それらは古くから課税の対象となっ

てきた特殊な商品でもある。しかも、いずれの

事例も昔からある麹菌や酵母菌を利用した醸造

に基づく生産であり、機械を使うものではない。

したがって、アメリカに生まれた機械による大

量生産体制の開始よりもかなり早くから需要、

すなわち、市場の拡大に応じた醸造に基づく大

規模生産とブランドの生成をみることになる。

有史以来、小規模な醸造は世界中でみられる

ものである。その多くは必要最小限の小規模な

需要を満たすための自家醸造や家業的な醸造と

いう小規模のものであった。この醸造の増産に

は新たな桶（注107）を用意し、それに原料と麹菌

や酵母菌を入れれば可能となるものであり、い

わば、大規模生産は技術的にも資本的にも大き

な問題がなかったのである。したがって、生産

規模を規定していたのは、原料の入手という問

題があったかもしれないが、基本的には需要の

問題である。すなわち、市場の存在とその大き

さということになる。

これまで論じたようにヨーロッパ大陸のビール

のブランド‘1664’‘PAULANER’‘KRUŠOVICE’

‘HIRTER PRIVAT PILS’‘Leffe’などは地域市場

を対象としたローカル・ブランドに長くとどま

っていたが、「白鹿」、「ギネス」、「キッコーマ

ン」、「ジム・ビーム」の前身‘Old Tub’など

はいち早く地域市場ではない遠く離れた地に多

数の消費者がいる大量消費の市場を見出し、小

規模醸造から大規模醸造を開始したということ

になる。「ギネス」でいえば、アイルランドの

タブリンから隣国のイギリスのロンドンという

産業革命により人口が急激に増加した大量消費
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地を市場としてブランドを展開し始めたのであ

る。同様に「白鹿」、「キッコーマン」は当時世

界で最大の100万人という人口を持っていた日

本の江戸（現在の東京）という大量消費地を市

場として、また、‘Old Tub’は発展しつつあっ

た西部と南部という広大な地域を大量消費の市

場として、ブランド展開を始めて、市場の消費

者の評価と支持を得て、ローカル・ブランドか

らナショナル・ブランドさらにはリージョナブ

ル・ブランドへと大きく成功したのである。

したがって、これらの醸造業者によるブラン

ドの創造、展開というマーケティングの生成に

は機械による大量生産はほとんど関係がないの

である。しかもその地は‘Old Tub’を除いて

はアメリカではなく、ヨーロッパ大陸、極東の

日本、イギリスの北のアイルランドの地であっ

た。換言すれば、機械による大量生産とは関係

がなく、ヨーロッパ大陸にはビールの醸造ブラ

ンド、日本には日本酒と醤油の醸造ブランド、

アイルランドにはビールの醸造ブランド、そし

て、アメリカにもバーボン・ウイスキーの醸造

ブランドがそれぞれ誕生し、ブランド展開が始

まったことはほかならぬマーケティングの生成

がみられたといわざるをえなくなる。そうなる

と、19世紀後半のアメリカにおける機械によ

る大量生産の開始と発展を基にしたこれまでの

マーケティング生成論は再考されなければなら

ないものとなるであろう。

４．新たなマーケティング生成論

本研究における事例研究から明らかになった

ように、醸造ブランドの創造、展開、管理から

なるマーケティングは機械による大量生産の開

始よりも早くヨーロッパの地ビールのブランド、

スコッチ・ウイスキーのブランド、日本酒の

「白鹿」、ビールの「ギネス」、醤油の「キッコ

ーマン」、バーボン・ウイスキーの‘Old Tub’

およびその後継ブランド「ジム・ビーム」など

醸造業者の経営行動の中にその萌芽が見受けら

れる。

醸造業における大量生産は、機械による大量

生産とは違い、革命的なものではない。基本的

には、需要する消費者が増加するのに応じて、

醸造用の桶を増やし、その中に原料と麹菌ない

し酵母菌を入れれば、その分だけ増産が可能と

なる。したがって、醸造における大規模生産は

資本もそれほどかからずいとも容易にでき、事

例でみたように、醸造が装置産業になるまでは

法人化がなされていないことからわかるように、

それまでは個人経営ないしは家族経営などの小

規模経営でそれが可能であったといえるのであ

る（注108）。問題は販売力もしくはそれを大量に

需要する消費者の存在ということになる。その

違いと競争状態の差異によって、生産量の差異

が生じ、その結果、ローカル・ブランドに長く

留まっていたり、ナショナル・ブランド化、さ

らにはリージョナル・ブランド化へと発展の違

いが生まれたのである。

したがって、マーケティングの生成の始まり

は従来いわれている機械による大量生産に基づ

くものであるとは必ずしもいえなくなる。それ

と同時にマーケティングが最初に生成されたの

がアメリカであるとはやはり必ずしもいうこと

ができなくなる。これまでみてきたようにヨー

ロッパのビールのブランド、スコッチ・ウイス

キーの「ジョニー・ウォーカー」、日本酒の

「白鹿」、ビールの「ギネス」、「キッコーマン」、

バーボン・ウイスキーの「ジム・ビーム」の前

身‘Old Tub’を創造し、展開した醸造業者た

ちは、アメリカの機械による大量生産の開始よ

りかなり早い13世紀半ばから19世紀半ばすぎ

までには大規模生産を始め、ブランドを創造し、

その展開を始めるようになったことがみられる。
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その結果、世界に先駆けてアメリカだけにマー

ケティングの生成をみたという見解はここで修

正が必要となり、マーケティングはアメリカだ

けに限定されるのではなく一般的、普遍的かつ

ユニバーサルな現象であるといわなければなら

ない。

これまでの本稿における研究によれば、アメ

リカ以外のいくつかの国々においてアメリカよ

りも早く醸造業者がローカル・ブランドを創造

し、展開を始めるというローカル・マーケティ

ングの生成をみることができる。しかしながら、

創造されたブランドがローカル・ブランドから

ナショナル・ブランドへと発展し、ナショナ

ル・マーケティングの生成となると（「ギネス」

を除いては）やはり19世紀から領土の拡大、

人口の増加がみられただけではなく、急速に経

済が発展し、全国市場が出現したアメリカが中

心となるといわざるをえない。したがって、19

世紀後半のアメリカにマーケティングが生成さ

れたというのは、ローカル・マーケティングか

らナショナル・マーケティングへの発展がみら

れたということになり、これまでの定説も完全

な間違いではなく、ナショナル・ブランドの誕

生を中心に考えれば、それなりの妥当性を持つ

ものであるということになるであろう。

いずれにせよマーケティングの生成はひとつ

の流れではなく、二つの流れがあると考えざる

をなくなる。換言すれば、マーケティングの生

成とは、ひとつは本稿で初めて考察したように

醸造ブランドの創造・展開を始めた醸造業者、

もうひとつは従来の定説である革新的な新製品

を開発し、メカニズム・ブランドの創造・展開

を開始した生産者、両者は単なる商品ではなく

ブランドを創造し、市場で展開することを始め、

それに成功したこととなるのである。しかしな

がら、すでに論じたように、19世紀後半から

末には「アイボリー」、「コカ・コーラ」にみら

れるようにモノ商品に情報を付加し、一般ブラ

ンドを創造し、その展開に成功し、市場の消費

者の評価、支持を得て発展したものが現われた

のである。これらもマーケティングの生成のひ

とつの流れである。したがって、マーケティン

グの生成は三つの流れ、すなわち、13世紀半

ばに始まる醸造ブランド、19世紀半ばに始ま

るメカニズム・ブランド、そして、19世紀後

半に始まる一般ブランド、以上からなるものと

いえる。

もちろん、いずれの流れにおいても当初それ

がブランドの創造であるとかマーケティングの

生成であるとは認識されてはいない。それは販

売競争のなかから試行錯誤的にブランドが生ま

れ、その結果、マーケティングが生成されたと

いうことになる。しかもアメリカの事例は早く

から取り上げられてきたが、ヨーロッパ大陸、

日本、アイルランドなどの事例は今までほとん

ど取り上げられることはなく、たとえ取り上げ

られたとしても例外的な扱いであったが、間違

いなくマーケティングの生成であり、無視する

ことはできないものであり、ようやく本研究に

よって初めて陽の目をみることとなったのであ

る。今後、新たな事例研究によって新たな発見

がなされるかもしれない（注109）。いずれにせよ

マーケティングの生成、発展はどの国にも見ら

れる普遍的な現象であり、アメリカだけに限定

されるものではない。

本稿におけるこれまでの考察から明らかなよ

うに、現時点までの研究成果から、マーケティ

ングの生成の嚆矢はアメリカではなく、まず、

ヨーロッパ大陸、その次が日本ということにな

り、そしてアイルランドということになる。ま

た、その時期も19世紀後半ではなく6世紀ほど

さかのぼり、13世紀半ばということになる。

しかしながら、これまで本研究で導き出し、展

開してきたマーケティング生成論、すなわち、｢
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マーケティングの生成とは、ブランドの創造、

展開を開始し、市場における消費者の評価、支

持を得て、それに成功することである｣という

理解については、なんら問題なく、これからも妥

当する基本的なものであることはいうまでもない。

したがって、本稿で展開した新たなマーケテ

ィング生成論は、マーケティング生成に対する

基本的理解は同じものであるが、その研究対象

が約6世紀歴史をさかのぼること、アメリカだ

けではなく、ヨーロッパ大陸、日本、アイルラ

ンドといった国々に広がったということになる

のである。換言すれば、新たなマーケティング

生成論によれば、「マーケティングの生成とは、

中世末期のヨーロッパ大陸、17世紀の日本、

そして18世紀のアイルランド、その後19世紀

後半のアメリカにおいて本格的にみられるよう

になったブランドの創造、展開を開始し、市場

における消費者の評価、支持を得て、それに成

功する、という新たな企業行動の開始である」

ということになるであろう。

マーケティングの生成については、機械によ

る大量生産を開始した生産者を中心としたこれ

までの説明だけでは十分ではなく、小規模生産

者によるものと本稿で考察した醸造業者による

マーケティングの生成を新たに加えなければな

らなくなる。つまり、マーケティングの生成は

大きく分けると二つ、すなわち、本稿で考察し

たように13世紀半ばにその源があるヨーロッ

パ大陸をはじめ17、8世紀に日本、アイルラン

ドで醸造ブランドを創造・展開した醸造業者の

ケースと19世紀後半以降のアメリカにみられ

る機械による大量生産によって、メカニズム・

ブランドを創造・展開した生産者のケースとの

二つである。しかしながら、すでに論じたよう

に、詳しく考察すれば19世紀後半以降には、

モノ商品に情報を付加した一般ブランドを創造

し、その展開に成功し、消費者の評価、支持を

得て、次第に大規模生産へと発展したケースが

みられ、合わせて、三つの流れ、すなわち、醸

造ブランド、メカニズム・ブランド、一般ブラ

ンドからなっており、それがマーケティングと

いうひとつの大きな流れに合流したものと考え

られる。

しかしながら、マーケティングという認識は

多くの誤解と混乱はあるにはあるが、アメリカ

で生まれ、アメリカで成長・発展し、今日に至

っているのは紛れもない事実である。これまで

試みてきた事例研究（注110）にもとづくマーケテ

ィングの生成・発展をまとめて図式化すれば、

次の図1「マーケティングの生成・発展」のよ

うになるであろう。

同図から明らかのようにマーケティングの生

成と発展は何もアメリカ企業の独占ではなく世

界各国でみられるユニバーサルなものである。

また、その時期もヨーロッパ大陸、日本、アイ

ルランドの醸造業者がアメリカの機械による大

量生産を始めた企業よりも早くブランドの創造

と展開からなるマーケティングを開始していた

ことがわかる。本研究では、これまでヨーロッ

パ大陸のブランドについては論及せず、日本や

アイルランドの事例をいわば例外的扱いとして

いたが、本稿で再考を試みた結果、それらは例

外ではなく、間違いがなくマーケティングの生

成であるということになる。したがって、企業

行動のひとつとしてのマーケティングの母国は

アメリカであるとこれまで広く誤解されてきた

が、本研究によってその誤解は初めて修正され

ることとなった。

しかしながら、マーケティングという認識は

紆余曲折があったが、前述したようにアメリカ

企業およびアメリカのマーケティング研究者が

中心となり今日まで展開されてきたのは間違い

のないことである。

なお、同図にはマーケティング生成の発展形
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として、PB（プライベート・ブランド）、サー

ビス・ブランド、後発・追随ブランドも加えて

ある。

５．おわりに

これまでマーケティングの生成は19世紀後

半のアメリカ企業によるブランドの創造と展開

という新たな行動にその萌芽がみられるとして、

一種の定説のように考えられていたが、本稿の

考察により、マーケティングの生成は必ずしも

そうではなく、また、時期的にもそれよりかな

りさかのぼることになる。つまり、これまでほ

とんど考察されていなかった醸造業者の経営行

動にブランドの創造と展開がみられ、それがマ

ーケティングの端緒ということになる。そこで、

本研究でこれまで展開してきたマーケティング

の生成についての説明も修正せざるをえなくな

り、それは次のようになるであろう。

マーケティングの生成は、19世紀後半のア

メリカにさかのぼること600年ほど前には見ら

れるものと考えられる。13世紀の半ばにはヨ

ーロッパ大陸のビール、そして17世紀後半に

は日本において「白鹿」のブランドの創造と展

開がみられ始め、続いて18世紀後半から19世

紀の初めにはアイルランドでも「ギネス」、ま

た、19世紀前半には「キッコーマン」、20世紀

前半には「ジム・ビーム」が誕生している。そ

れらはいずれもビール、日本酒、ビール、醤油、

そして、バーボン・ウイスキーという麹や酵母

が醸造するものであり、後にアメリカでみられ

始めた機械による大量生産とは全く異なる生産

方法によるものである。

まず、本稿ではヨーロッパ大陸のビール、

「白鹿」、「ギネス」、「キッコーマン」、「ジム・

ビーム」の事例研究を試みた。その結果、まだ

漠然としており詳細な研究の余地がかなりある

が、ヨーロッパ大陸においてアメリカよりかな

り早く13世紀半ばの醸造業者の経営行動（注140）

の中にすでに醸造ブランドの創造と展開からな

るマーケティングの生成がみられた。これがマ

ーケティングの生成の第一の流れということが

できるであろう。

次に、19世紀の後半のアメリカに機械によ

る大量生産が始まり、生産者が大規模化すると

ともに革新的な新製品というプロダクト（製

品）の単なる生産から、たとえば、「マコ－ミ

ック」、「シンガー」といったブランド、すなわ

ち、メカニズム・ブランドの創造を始めるもの

が現れた。これがマーケティングの生成の第二

の流れである。

さらに、19世紀後半のアメリカに当初は必

ずしも機械による大量生産は行ってはいなかっ

たが、「アイボリー」、「コカ・コーラ」に代表

される一般ブランドの創造と展開に成功し、消

費者の大なる評価と支持を得て、大量生産へと

発展したマーケティングの生成の第3の流れが

みられる。

したがって、マーケティングの生成は三つの

ブランドの流れ、すなわち、醸造ブランド、メ

カニズム・ブランド、一般ブランドからなって

おり、それらがマーケティングというひとつの

大きな流れに合流したものと考えられる。この

ように考えると、マーケティングの生成とは必

ずしも大量生産の開始といったこれまでの生産

要因からの説明だけでは十分な理解ができず、

やはり本研究で展開した、モノ商品に情報を付

加したブランドの創造、展開とそれに対する市

場の消費者の評価と支持の獲得に成功するとい

うことになる。

もちろん、本稿において論じた事例はもちろ

んすべてではなく、ほんの一握りのものである。

今後、多くの埋もれている事例からマーケティ

ングの生成を歴史的に理解しなければならない。
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さらに、アメリカだけではなくグローバルなマ

ーケティングの生成を理解するにはより多くの

国々の事例研究がますます必要になると思われ

る。

本稿において掲載した写真はすべて私が写し

たものである。

＊梶原勝美「再考：マーケティング生成論<補

遺>」専修大学社会科学研究所月報 No.605、

2013年に新たな研究を加え、それとともに

加筆修正し、<補遺Ⅱ>として纏め直したも

のである。
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注138　梶原勝美「ケーススタディ：後発ブラン
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コウホート需要分析における経済学的ならびに
社会学的視点

川口　雅正・森　　　宏

1．はじめに

食料消費が年齢、肉体的および社会的加齢によって変移するのは疑いない事実で、計量経済学の

世界でも古くから較量されてきた（Wold, 1953; Prais and Houthakker, 1955, 1971; OECD, 1982, 2009

など）。米国農務省経済調査局による需要予測においても、人口の年齢構成変化は、独自の調査結

果などに基づき経済要因に合わせて分析に取り入れられてきた（Salathe,1979; Blaylock and Small-

wood, 1986; Blisard et al., 2003; Lin et al., 2003など）。R. Schrimperは、Salatheの学会報告に対して、

「すべての世代がライフサイクル上で同じ食習慣の変化をたどると期待することがリーズナブルで

あろうか」＊1、「純粋の年齢効果」と対比すべき「コウホート効果」を無視してよいかと問題提起

した（Schrimper, 1979, p.1059）。

わが国では、平成6年度の『農業白書』が「若者の果物離れ」を指摘した。年齢の若い人たちが

旧くから果物を食べないのではなく、‘近年の’若者が果物を食べなくなったとの問題提起である

（『白書』1995, Ⅲ 1）。秋谷は、1980年代初頭に20歳代に達した日本人は劇的に魚を食べなくなっ

たという（「2種類の日本人が棲んでいる」秋谷、2007、pp.16-7）。‘日本人は若いころは肉だが、

歳をとるにつれだんだん魚になる’というライフ・サイクル パタンは、急速に崩れかけているよ

うだとの指摘である。農林水産政策研も、2010年のプレス リリースで、食料消費における世代効

果の重要性を指摘した（PRIMAFF, 2010）。

戦中・戦直後に生まれた世代は、1人当たり年間食肉供給が1-3 kgの時代に幼少年期を過ごして

きた。その後急速な経済成長に伴って、食肉供給は1人当たり9.2 kg（1965年）、20 kg（1980年）、

32 kg（1990年代）へ急増した（『食料需給表』）。それに伴い古い世代も食肉消費を伸ばしてきたが、

年少時から豊富な食肉供給のもとで育った世代とは、食生活における食肉の位置付けがいささか異

なっていても不思議ではない。他方幼少期に海に近い町や村で育った人間は、その後大都会に移り

住んでも、若いころの食嗜好を引きずっていることがあるだろう。これを、「コウホート効果」（上

記Schrimper）という。Cohortの語源は、ローマの小軍団の単位で、同じ村落出身で似通った習慣・

価値観を共有する集団を指す。本稿では出生世代を主として分析対象にしているが、「コウホート」

とは出生年次に限られた概念ではない。いかなる商品を分析するかで一概に言えないが、人の嗜好

やメンタリティーは、ライフ・サイクルの比較的若い段階で形成され、生涯にわたって結構頑固に

引き継がれるらしいことを想定している（Ghitza and Gelman, 2014）。本稿の狙いは、経済学対社会

学という学問的に広いフレームワークの中で、食料需要分析における「コウホート分析」の役割を
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位置づけ、現実的により中身のある経済・社会分析の発展に役立てることである。次の第2節は川

口が執筆したが、森も意見を述べ、第3節において最近における内外の「人口統計学的」接近に言

及した。

＊1 A. Deatonは、「生活の満足」（ “life satisfaction”）をめぐる年齢との関連に関する国際的な実証研究に
おいて、理論的枠組みとして、 “age-profile of utility”を用意する。ほぼ同時期に実施された「ギャラ
ップ世界調査」（132カ国）に基づく自己申告データは、あくまでも主観的な尺度である。したがって、
ある時点で（実際には2006年）、60-70歳代の高齢者と20-30歳代の若年者では、前者は1920年代後
半から1940年代前半に出生し、1930年代から40年代の戦禍で苦しく乏しい時代に育った（おそらく
我慢強い）世代であるのに比し、後者は1970年から80年代に出生し、おそらく世界中多くの国々で
物質的にはるかに恵まれた環境の中で育った（生活のあるべき水準に対して要求度の高い）世代で
ある。彼らの「生活の満足度」の差には、狭い年齢効果だけではなく、生まれ育った「コウホート
効果」が含まれているだろう。しかしDeatonは、 “our inability to control for cohort or period effects” （コ
ウホートないし時代効果を識別するのは容易でない）の理由で（p.253）、コウホート効果は捨象して
いる（Deaton, 2010）。成長期の健康・環境条件がその後の長い人生の健康に重要な影響を及ぼしてい
るとする、同じ本のすぐ前の章の主張を受けていない（A. Case, “What’s Past Is Prologue,” 2010）。人
の身長一つとっても、幼少年期の栄養や生活環境が、成人後のそれに強く影響するのは紛れも無い
事実であろう（Case, Lubotsky, and Paxson, 2002; Case and Paxson, 2006）。

２．コウホート需要分析への社会学的視角の導入

a）はじめに

我々のこれまでのコウホート需要分析の対象は、主として食料品に限られていた。分析対象をさ

らに広げようとすると、食料品の場合以上に、時代効果を説明する変数として、経済変数だけでな

く社会学的変数も考慮する必要があるように考えられる。そこで以下、「経済学と社会学を関連付

けるための二つの考え方」、「需要分析からみて好都合な考え方」、「需要規定要因としての人口の量

的質的変化の重要性と人口史観」、「経済学と社会学における分析論理の相似性と非相似性」、「消費

需要分析法が「経済社会学」の分析法から学び得るもの」、「コウホート需要分析の一般化のための

改善方向」の順に、コウホート需要分析に社会学的な分析視角をどのように取入れるべきか、とい

う点について考察する。そして、以上のような考え方の有効性を具体的に検討するための「事例分

析」として、豚肉家計消費のコウホート需要分析を行い、最後に「まとめ」を述べる。

b）経済学と社会学を関連付けるための二つの考え方

需要分析は経済分析の一部であるから、最初に経済学と社会学とがどのように関連付けられるか

考察してみよう。このような関連付けには、Talcott Parsons and Neil J. Smelser（1956）富永健一訳

（Ⅰ :1958；Ⅱ :1959）第一章「プログラム」、の中で示されるように次のような二つの考え方がある。

第一はパレートが、Vilfredo Pareto（1935）Sec34・Sec2079、北川隆吉・廣田明・板倉達文訳

（1987）2079項、及び姫岡勤訳・板倉達文校訂（1996）19項・831項、の中で述べている考え方で

ある。この考え方は社会システムの観点から、（論理的行為として分析し易い貨幣を媒介にして充

足される種類の欲求だけ、を主な研究対象とする）経済学の理論では与件として捨象されている側



コウホート需要分析における経済学的ならびに社会学的視点

― 49 ―

面を、より現実的な分析を行うために、（非論理的行為として扱わざるをえない多面的な欲求、を

主な研究対象とする）社会学等の理論で「補う」、という考え方である。言い換えれば、演繹法に

よる公理論的法則導出を課題とする経済学の理論を、経験的法則の発見を課題とする社会学等の理

論で、補足するという考え方である。

上述の「プログラム」の中でパーソンズらは、パレートのこの考え方はヴェブレン等の進化論的

視点からの経済学批判（Thorstein Veblen（1919）、宇沢弘文（2000）36-54頁を参照）にも対立しう

るものであると述べている。パーソンズは、Talcott Parsons（1937）稲上毅・厚東洋輔・［溝部明男］

訳（1974-1989）、の中でパレートのこの考え方を詳しく取り上げて関心を示している。しかし彼自

身は、その後彼自身によって確立された社会システム分析における構造機能主義（structural-

functionalism）にもとづいた、次の第二の考え方を提案している。

第二はパーソンズらが、Talcott Parsons and Neil J. Smelser（1956）pp.6-7、及び富永健一訳（Ⅰ

:1958；Ⅱ：1959）Ⅰ 11-12頁、の中で述べている考え方である。この考え方は、構造機能主義に

基づく社会システム分析の一般的な社会学的概念図式が存在し、経済理論の概念図式はしかるべき

論理的限定条件を導入することによって、その一般的な概念図式から引出されうる特殊ケースの一

つであり、非経済的側面を対象とする同様な特殊ケースとの間の関係（boundary interchange境界相

互交換）を体系的に分析することによって、経済理論で与件として捨象されている側面を補い、よ

り現実的な分析を行うことができる、という考え方である。より具体的には、このような分析はパ

ーソンズによって考案された「AGIL図式」を利用して行われることが多い。

富永健一編（1974）13頁で富永健一が指摘しているように、この図式では「経済」部門は社会

システムの「適応（Adaptation）」の機能を受け持つサブシステムであるA部門とされているが、内

容的には生産部門に限られており、経済学でいう市場はA部門と他のサブシステムであるL部門

（家計を含む）及びG部門との間の境界相互交換として把握されている。このような考え方に基づ

いた、経済学と社会学との関連付けの仕方は、一般に「経済社会学」という名で呼ばれている。な

お富永健一が金子勇編著（2003）247-250頁の「パーソンズの経済社会学」という項でこの考え方

の大変分かり易い要約を行っている。

c）需要分析からみて好都合な考え方

上述のどちらの考え方が我々の需要分析にとってより好都合であるか考察してみよう。最初に、

Vilfredo Pareto（1935）Sec2397～Sec2400、北川隆吉・廣田明・板倉達文訳（1987）2397項～2400項、

森嶋通夫（1994）81-82頁、に示される理論に対する考え方を参考にして、我々からみた理論の役

割について若干考察する。次に唯一つの考え方を利用するよりも、関連する幾つかの考え方を併用

する方が望ましいことを述べる。そして我々の需要分析にとって、上述の第一の考え方を主とし第

二の考え方を従として両者をともに利用する方が、好都合であることを述べる。

上記2397項・Sec2397でパレートは次のように述べており、大変参考になる。「論理的・実験的

研究はただ一方の事実と他方の事実とを関連させるだけである。同時に観察される諸事実のみをも

っぱら記述するかたちで、直接こうした研究に取りかかれば、これは純粋の経験主義である。こう

した研究法は、観察あるいは経験によって、諸事実をただ二つだけのカテゴリーに区分し、それら
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を関連づけることに成功するならば、斉一性を発見するのに役立ちうる。しかし、カテゴリーが多

数になり作用が錯綜するようになるや、経験主義だけでは斉一性を発見することは非常に困難、あ

るいはしばしば不可能になる。この錯綜を解きほぐす手段を見出すことが必要である。ある場合に

は具体的に経（実）験によってこれを行なうことができる。しかし、別の場合には経（実）験が不

可能である。あるいは経（実）験では錯綜を解くことができない。こうした場合には、抽象による

いろいろな仮説をテストしてみることが必要となる。仮説は具体的には解きえない錯綜を観念的に

解くのに役立つものである。このような仮説のうちわれわれが採用するのは観察と一致する結論を

もたらすもののみであろう。われわれが、このような仮説を見出した手続きは、不条理なものでさ

えありうる。しかしこのことはそれほど重大なことではない。なぜなら仮説のあらゆる価値は、そ

れが見出される手続きに由来するのではなく、それに続く検証に由来するからである。」。

またパレートは上記2400項・Sec2400で次のように述べている。「この方法には特別なものはな

にもない。それどころか、この方法はあらゆる科学において一般的なものである。しばしば科学に

おいては、ある仮説が一定期間使用され、科学を進歩させる。つぎにその仮説は別の仮説にとって

代わられ、それも同じような役割を果たし、そしてさらに別の仮説に同じく場所を譲る。（中略）

科学は、みずからが到達できるのは、一時的・過渡的な状態にすぎないことを知っている。それぞ

れの理論がみずからの役目を果たしている。そして、その上になお個々の理論に対して要求すべき

ものはなにもない。」。

以上のパレートの考え方に基けば、我々にとっての理論は、複雑に錯綜する諸事実の間にみられ

る斉一性（規則性）を見出すための、単なる道具にすぎない。従って、それぞれ一面の真理を捉え

る複数の理論（道具）が存在する場合には、利用しうる理論（道具）はなるべく利用した方がよい

ことになろう。このような考え方は森嶋通夫（1994）81-82頁にも示されている。つまり「このよ

うに考えれば、史観の問題はどの史観が正しいかの問題ではない。ある場合には第一史観が最も適

切な説明を与え、他の場合には第二、第三の史観が優れているだろう。（中略）経済学においては、

分析道具として諸理論があり、場合に応じて道具は選ばれるのだが、史観も道具で、機に臨み変に

応じて取捨されるべきである。」。

しかし我々には能力の限界があり、社会学に疎遠な経済研究者にとっては、経済学と社会学との

関連付けに関する上述の第一の考え方（専門的な経済学者でもあったパレートの考え方）の方が馴

染み易いと考えられる。高田保馬（2003a）348-349頁の盛山和夫の解説の中で、また金子勇編著

（2003）246-247頁の富永健一の説明の中でも示されているように、第三史観（人口史観）の提唱

者でもあり専門的な経済学者でもあった高田保馬も同様の考えを持っていたようである。

富永健一は金子勇編著（2003）247頁で次のように述べている。「高田は、新古典派経済学に対

しても、ケインズ経済学に対しても、それらの「通説」を否定したのではなかった。というのは、

「通説」は高田自身の経済原論の立場でもあったからである。高田はそれらの「効用経済理論」を

「第一次的接近」（ファースト・アプロキシメーション）と呼び、これに対して彼自身の「勢力経済

理論」をその次に来るべき「第二次的接近」（セカンド・アプロキシメーション）であると考えて

いた。高田によれば、「第一次的接近」は経済行為者を受動的な効用計算機械とみなす立場、すな

わち自分自身では能動的な要求を持たず、ただ環境に合理的に適応すると見なす立場である。これ
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に対して「第二次的接近」は、経済行為者を能動的に自分自身の要求を提出する立場、すなわち高

田社会学の独自の仮定としての「力の欲望」に基づいて行為するものと考える立場である。この

「第二次的接近」が、高田保馬にとっての経済社会学にほかならなかった。」。また、高田保馬

（2003a）329-330頁で高田保馬が、経済が「人の物に対する支配」であるのに対して、勢力関係は

「人の人に対する支配」である、と述べている点が注目される。

経済学と社会学との関連付けに関する上述の第二の考え方（パーソンズ等の考え方）は、社会学

に疎遠な経済研究者にとっては、馴染みにくいものであろう。というのは、パーソンズ等がそこで

利用している複雑に入り組んだ社会学の概念用具と理論用具を、真に理解することは多くの経済学

者にとってはかなり困難なことであると考えられるからである。しかし富永健一編（1974）の中で

示される幾つかの分析方法のように、社会学に疎遠な経済研究者にも理解し易いように工夫された

「経済社会学」の分析方法の中には、需要分析にとって極めて有用なものがあるように考えられる。

かくて経済学と社会学との関連付けに当たっては、上述の第一の考え方を主とし第二の考え方を従

として、両者を共に利用する方が好都合であろう。

d）需要規定要因としての人口の量的質的変化の重要性と人口史観

近年の我国における人口の量的・質的構成の変化（いわゆる高齢化と少子化等）は、金子勇編著

（2002）や金子勇著（2006）に示されているように、我国の社会経済に大きな影響を与えている。

いうまでもなく消費需要にも大きな影響を与えていると推測され、我々が取組んでいるコウホート

分析は、そのような影響を分析するための一つの計量的手法である。このような人口の量的質的変

化の、消費需要への長期的な影響だけでなく社会経済一般への長期的な影響を、組織的に分析する

ための理論ないし史観として、高田保馬（2003b）によって提唱された第三史観（人口史観）が注

目される。金子勇等は早くから人口史観の現実有効性に注目し、それに基づいた高齢少子化社会の

研究を行っており、我々の研究にとっても大変参考になろう。

人口史観に関する森嶋通夫（1994）78頁の次の言葉は印象的である。「高田の貢献で特筆すべき

は、社会学的史観と勢力経済学である。社会学的史観は、唯物史観（マルクス）や観念史観（ヘー

ゲル）とは異なる第三の史観であるから、最初彼自身によって「第三史観」と呼ばれた。これらの

史観物は、通常の経済変動論の取り扱う視野をはるかに超えた長期にわたる経済の変化を論じるか

ら、その種の論での因果帰属は非常に困難である。しかし鳥が地上高く舞い上がって展望するよう

に、遠い過去や未来を見渡す高邁な研究は、マルクス、エンゲルス以来多くの経済学者や社会学者

にとって魅力のある仕事であった。それは厳密にいえば、一種の遊び ―社会科学架空物語（social 

science fiction）― 以上の何ものでもないが、そういうbird’s eye viewを持つことによってこそ、その

人の社会に対するビジョンは形成されるのである。大地を這いまわって社会を調査した人たちの

worm’s eye view と共にbird’s eye view が社会科学には必要であろう。」。

高田保馬（2003b）247頁の解説の中で金子勇は、森嶋通夫（1999）は人口史観を利用して書か

れた唯一の日本社会論であり、高田理論の現実的有効性を実証した点でも評価できる、と述べてい

る。また村田安雄・森嶋瑶子訳（2005）は森嶋通夫の論文集であり、「史観も道具であり機に臨み

変に応じて取捨されるべきもの」という森嶋の考え方がよく表れているように考えられ、興味深い
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ものである。これらの研究もまた我々の研究にとって大変参考になろう。

e）経済学と社会学における分析論理の相似性と非相似性

上述のように、社会学に疎遠な経済研究者にも理解されうるように工夫された「経済社会学」の

分析方法の中には、需要分析にとって極めて有用なものがあるように考えられる。

そのような分析方法について具体的な考察を行う前に、その準備として社会学と経済学の分析論

理の大まかな違いについて、富永健一編（1974）第1章・第2章の富永健一の指摘に依拠しながら

考察しておこう。

富永は社会学と経済学に相似的な面があることを、1）どちらも行為分析的な考え方からスター

トし、2）交換理論をその思想の中枢におき、3）広い意味でのシステム分析的な考え方に立ってい

る、という三つの側面から論じている。この事は上述の「AGIL図式」を念頭に置き、高い抽象度

の大きな枠組みで考えれば、容易に理解される。しかしより詳細にその三つの側面の内部に立ち入

ると、考え方の上で次のようなかなり顕著な対照を示す非相似的な点があることを指摘している。

（A）行為理論の性質の非相似的な点：富永の指摘は次のように要約されよう。／経済学の理論に

おいて頻繁に用いられる基本仮定は、行為者は実践者として行為を行うという仮定であり、経済学

的な行為理論研究の主題は「手段を操作して目的を実現する」実践者の観点から形式論理に基づく

演繹的分析を行うことである。社会学的な行為理論研究の主題は観察者の観点から、行為者の行為

に関する帰納的分析を行うことである／。

（B）経済的交換と社会的交換の非相似的な点：富永の指摘は次のように要約されよう。／この二

つの種類の交換は、どちらも他者を相互に欲求充足機会の提供者とすることによって両当事者のい

ずれもが以前より満足を得る点で共通しているが、そこで充足される欲求の性質が、経済的交換の

場合には市場で貨幣を媒介にして充足される種類の欲求に特定化されているのにたいして、社会的

交換の場合には経済的欲求・宗教的欲求・法的欲求・道徳的欲求・政治的欲求、等々の様々な欲求

からなる多面的な欲求である、という点で差異がある。このことが経済学的分析と社会学的分析と

の決定的な違いを作り出す極めて重要なポイントである／。

パレートがVilfredo Pareto（1935）Sec2079、北川隆吉・廣田明・板倉達文訳（1987）2079項で、

「経済システムにおいては、非論理的な部分は完全に嗜好のうちに帰属させられる。非論理的な部

分は無視されるのであるが、それは、嗜好は所与とみなされるからである。社会システムにおいて

も同じようにできないものかと思われるかもしれない。（中略）しかし、困ったことに、現実との

照応という点からみると経済学と社会学との類似点はなくなる。」と述べているが（姫岡勤訳・板

倉達文校訂（1996）831項でも異なる文言でパレートは同じことを述べているが）、富永の上記の

指摘と密接に関連しているように思われ、大変興味深い。

（C）システム・均衡概念の非相似的な点：富永の指摘は次のように要約されよう。／経済学のシ

ステム理論としての一般均衡分析はいわば機械論的なシステム概念に立脚しているのにたいして、

社会学のシステム理論としての構造－機能分析による社会体系論は有機体論的なシステム概念に立

脚している、という相違がある。このようなシステム概念のちがいは、当然均衡概念のちがいにな

ってあらわれる。構造機能分析には実質的な意味での一般均衡理論でいう均衡概念はない。構造機
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能分析では、システムの機能的要件が満たされているかどうかは、現行の（システムに見られる比

較的安定した部分である）構造が維持されているかどうかで判断される／。

Vilfredo Pareto（1935）Sec2074、北川隆吉・廣田明・板倉達文訳（1987）2074項、及び姫岡勤

訳・板倉達文校訂（1996）827項の中で、パレートはシステムの均衡概念として「統計的」均衡概

念を利用することを強調している。このように均衡概念が唯一つではないという点は、我々の研究

に多くのヒントを与えてくれるであろう。

�f�）消費需要分析法が「経済社会学」の分析法から学び得るもの

「経済社会学」の分析方法の中で、どのような分析方法が我々の需要分析にとって有用であるか、

富永健一編（1974）第3章（井関利明「消費行動」）の指摘に依拠しながら考察してみよう。

井関はM. C. Burk（1967）による消費者行動の内容区分を参考にしながら、消費者行動の内容を

次のように区分した。つまり、消費主体は自らの生活設計に導かれ、かつその所得水準を勘案して、

一般に①、②、③、④、⑤、⑥の順に意思決定を行おうとするが、その過程で全体としてのバラン

スを維持するためのフィードバックが行われ、そのフィードバックにより実際の意思決定は修正さ

れる、という図式が想定されている。なお井関は消費者行動を「主体（個人または世帯）が、みず

からの生活の形成、維持、発展のために必要とする用具または資源（すなわち財とサービスおよび

情報を含む商品群）を、消費者支出（貨幣と信用）を通じて取得するときの選択様式であり、そこ

には、個々の選択行為から、ある一定期間にわたる選択行為の集計・集積までが含まれる」と定義

し、ミクロ・レベルでの選択行動の社会学的分析をクローズアップするために、Burkの定義に含

まれる若干のケースを範囲外のものとして意識的に除外している。

消費者行動

支出行動 ① 貯蓄と消費の配分（貯蓄性向、消費性向）
② 消費支出の配分（費目別家計支出の配分、家計行動に

ほぼ対応）
購買行動 ③ 商品選択（競合商品間の選択）

④ 店舗選択（競合する購買場所の選択）
⑤ 銘柄選択（競合銘柄間の選択）
⑥ 購入量・頻度の決定

出所：富永健一編（1974）46頁の井関の図表より作成。

井関によると、消費者行動の分析は経済学だけでなく心理学・社会心理学・社会学・文化人類学

等の行動諸科学の学際的研究の格好の対象となっている。これらの各個別科学の認識原理としての

概念用具と整序原理としての理論用具はそれぞれかなり異なっている。その結果、何を重要な事実

とみるか、何を被説明変数とするか、消費単位は個人か世帯かその他か、説明変数として何を用い

るか、必要とするデータのタイプは何か、等の諸点においてはっきりとした差異が現われてくる。

この点に関して井関は、F. Hansen（1972）（Chapter19 ／ 432-461頁）が8項目（従属変数、独立変

数、家計行動か個人行動か、静態的か動態的か、選択プロセスの時点は接触時か考慮中か購買決定

時か、集計のレベルはミクロかマクロか中間か、選択をめぐるパーソナリティ変数と商品特性変数
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のタイプ、適用される商品カテゴリーは全商品か特定商品か特定銘柄か）の基準に基づいて「消費

者行動モデル」を28種に分類・整理していることを指摘している。

井関は、消費者行動の経済理論のもつ限界を指摘し、それらを補完しより包括的な理論を目指す

ために、社会学が従来いかなる貢献をしてきたか、また今後どのような展開が可能か、を分析し幾

つかの点を指摘している。そのような指摘の中で、我々の消費需要分析にとって参考になると思は

れる点を、以下要約しておきたい。

井関によると、経済学の伝統的消費者行動理論の徹底的な修正と革新は、戦後のアメリカにおけ

る「消費関数論争」を通じて初めてなされた。この論争は将来に残る大きな業績としていわゆる三

大仮説（F. Modigliani及び J. S. Duesenderryの相対所得仮説、J. Tobinの流動資産仮説、M. Friedman

の恒常所得仮説）を生みだした。注目すべきは、消費が短期の所得変動から独立である、という

「消費の自律性」の発見があった事であるという。この事が契機となり、この論争の副産物として、

（1）消費者行動の家計集団特性（人口学的特性）別による差異の諸研究、（2）G. KatonaやE. 

Muellerその他ミシガン・グループによる、消費者態度・期待と需要パターン、の研究が行われた

（G. Katona（1951, 1960, 1964）、社会行動研究所訳（1964, 1966）を参照）。J. Tobin（1968）は家計

集団特性として、年齢ないしライフ・サイクル、性別、居住地域、職業、学歴、人種、世帯の大き

さ等が、また心理学的変数として、態度、意図、要求水準、期待、パーソナリティ特性、見通し等

が注目されるようになったと述べている。このような一連の革新は消費者行動の研究において、社

会学的アプローチや行動科学的アプローチによる意識的な補完作業が不可避であることを示唆した。

Smelserは、N. J. Smelser（1963）98頁、加藤昭二訳（1967）159-160頁で、適切な消費の社会学

が発展するために必要とされる知的活動（作業）の三方向を示した。井関は、その三方向のそれぞ

れで、どのような知的活動（作業）が行われてきたかをレビューし（詳細は省略）、これまで及び

今後の研究で有効な社会学の概念用具と理論用具を表形式で要約した（詳細は省略）。そして、消

費者行動の研究でこれまでに大きな成果をあげたものは、1）「社会階層」と消費者行動パターンの

経験的諸研究、2）「家族生活周期」の概念を中核とする家族発達論アプローチの諸研究、3）「対人

的影響」の研究とその系譜に属する「普及過程」研究の消費者行動への適用、であると述べている。

井関によれば、「社会階層」と「家族生活周期」の両者ともに、支出行動と購買行動にわたるいく

つかのレベルの分析で、また「対人的影響」と「普及過程」は主として購買行動の各レベルの分析

で、説明変数として極めて有効であることが実証されている（井関利明（1969a、1969b）参照）。

井関によると、社会学的・社会心理学的変数を組み合わせて消費者行動に関するより包括的なモ

デルを構築する試みの、一つの方向としては（H. A. Simonに代表される）「意思決定」ないし「選

択行為」の考えを適用した研究がある（詳細は省略）。

もう一つの方向は、井関によって提唱された「生活体系アプローチ」と呼ばれるものである（井

関（1969b、1973）を参照）。これは Talcott Parsons and Neil J. Smelser（1956）富永健一訳（Ⅰ

:1958；Ⅱ :1959）で示される構造・機能学派の消費論を基礎として、様々な社会学的概念を援用し

ながら、消費主体の生活コンテクストの中に、支出や購買を位置づけようとする試みである。

井関によると、構造・機能学派の消費論は社会学的アプローチの一典型であり、問題の所在を示

唆し、新しいアイディアを刺激し、新しい作業仮説を生みだす「発見的モデル（heuristic model）」
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として、特に有用である。この消費論では、消費単位としての家族はそれ自体社会体系の一特殊ケ

ースであり、その存続及び構造の維持のためには、A：環境への適応、G：目標の設定と達成、I：

統合の形成と維持、L：潜在的パターンの維持と緊張の処理、という四つの機能が必ず満たされな

ければならない。そして、これらの機能的要件の解決様式が、つまりは、その需要関数の型と軌道

を決定する、と考えられている（詳細は省略）。なお、このような観点からParsonsらは上掲書

（Talcott Parsons and Neil J. Smelser（1956）225-226頁、富永健一訳Ⅱ56-57頁参照）で注目すべき

次の二つの命題を導出している。

第一の命題は「支出パターンは、きわめて狭い範囲内でしか上下できない。この結果消費関数が

ごく安定的になることは明らかで、これは、個々の家族についてだけでなく、その総量についても

あてはまる」、第二の命題は「（文化的生存に必要な最小限度の消費財のパッケージである）標準パ

ッケージ支出は、一定の限度内で階層水準による差異を生ずる。その最も重要な特徴は、この支出

が、どこかの水準でかなり安定した値を示すということである」というものである。

井関によると、「生活体系」の概念は、「生活体系とは、パーソナリティ・レベルから、「要求・

欲求」などをエネルギーとしてインプットし、情報機能を果す「生活意識」の統制と方向づけのも

とに、「生活構造」という比較的ハードなメカニズムを通して、「生活活動」をアウトプットするも

のである、といえるかもしれない。ただし、「生活意識」は、たえず新しい情報をインプットし、

付加することで変化し、それがパーソナリティ・レベルに影響を与えて、新しいタイプの「要求・

欲求」を発生させ、その結

果、新しいパターンの行動

が生じ、やがて「生活構

造」も変化していく、とい

うダイナミックな変動過程

が、今日ではむしろ一般的

である。この関連で、「生

活体系」の変動の最大のカ

ギとなるのは、新しい情報

付加による「生活意識」の

再編成、再組織化の動きで

ある、といってもよいだろ

う。」、と規定される。

井関はこの規定を、さら

に経験的に操作可能な型に

具体化し、生活体系アプロ

ーチに基づく消費者行動モ

デルを図1のような形で具

体的に提示している。図1

では、家族等の消費主体は

図1

出所：富永健一編（1974）67頁の井関利明による図3・3をそのまま引用。
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社会構造の中で様々な役割を担い、その役割は消費主体に特有の要求と課題を生じさせ、その要求

を満たし課題を解決する過程で一定の「生活体系」を形成すると考えられており、その様々な役割

の代理指標としてファクター Aの要因が挙げられている。また、「生活体系」は生活環境要因であ

るファクター Dにも影響を受け、ファクター Dは購買状況要因であるファクター Eにも影響を与

える。なお井関は、井関らによるこのモデルの適用事例を紹介している（詳細は省略）。

なお井関は、井関利明（1969a）88頁の「D．むすび―概念の有効性と適用範囲の問題」の中で、

生活体系アプローチに基づく消費者行動モデルは常に有効という訳ではなく、その有効な適用範囲

があることを指摘している。

g）コウホート需要分析の一般化のための改善方向

以上の考察から、コウホート需要分析の一般化のための一つの改善方向として、取敢えず次のよ

うなことが考えられる。第一に、コウホート需要分析の時代効果を説明する変数として、価格や所

得等の経済変数の他に、人口の量的・質的構成の変化を表わす変数を導入する必要がある。この事

は、人口史観の観点から、また井関の上述の生活体系アプローチに基づく消費者行動モデルのファ

クター Dの観点から、導かれる結論である。第二に、時代効果を説明するもう一つの変数として、

都市化等の居住環境の変化を表わす変数を導入する必要がある。この事は、人口史観（人口密度）

という観点から、また井関の上述のモデルのファクター A及びDの観点から導かれる結論である。

なお、以上の結論はあくまでも暫定的なものであり、今後より詳細な検討を行う必要がある。

時代効果を説明する変数として、価格や所得等の経済変数の他に、人口の量的・質的構成の変化

を表わす次のような変数の導入が考えられる。人口動態は出生（率）と死亡（率）の両面で構成され

ているので、出生（率）に関する変数と、死亡（率）に関する変数を共に取上げる必要があろう。

第一に、出生（率）に関する変数として次のような変数が考えられる。厚生労働省大臣官房統計

情報部人口動態・保健社会統計課（2014）21-24頁に示されるように、「出生数」と、15～49歳の

「女性人口」、期間「合計特殊出生率」、15～49歳女性人口の「年齢構成の違い」指数、という3変

数の間には

「出生数」＝「女性人口」×（「合計特殊出生率」／35）×「年齢構成の違い」

という関係が恒等的に成立する。なお、15～49歳女性人口の「年齢構成の違い」指数、はどの年

齢の女性の人数も同じ場合には1となり、出生率の高い（低い）年齢層に女性の人数が相対的に多く

なっている場合には1より大きく（小さく）なる。従って、出生に関する変数としては、統計データ

の利用可能性や研究目的を考慮して、上述の3変数の中から適当な変数を選べばよいと考えられる。

第二に、死亡（率）に関する変数として次のような変数が考えられる。「出生数」に関する上述

の恒等式に類似した、次のような「死亡数」に関する恒等式が成立する。

「死亡数」＝「総人口」×（「年齢調整死亡率」／1000）×「人口の老齢化指数」

 但し、「人口の老齢化指数」＝「死亡率」／「年齢調整死亡率」

なお、「人口の老齢化指数」は、年齢階級別人口比率が基準人口（昭和60年モデル人口）の場合
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と等しければ1となり、死亡率の高い（低い）年齢階級の人口比率が相対的に大きければ1より大

きく（小さく）なる。従って、死亡に関する変数としては、統計データの利用可能性や研究目的を

考慮して、上述の恒等式右辺の3変数の中から適当な変数を選べばよいと考えられる。

h）事例分析

以上のような考え方を具体的に示すための事例分析として、1979年から2013年までの35年間に

亘り10歳代前半から70歳代前半まで5歳刻みで13階級に区分された一般コウホート表の形式で纏

められた、2人以上の世帯における1人当たり豚肉家計消費のデータ（別掲付録表1）を利用して、

次のようなコウホート需要分析を試みた。なお一般コウホート表の分析の場合に必要な、合成コウ

ホートのコウホート効果に関する仮定として、川口（2008）と同様の仮定を利用した。

時代効果の定式化は川口・森（2014）（川口（2014）も参照）で提案された新たな接近法に基づ

いて次のように行った。時代効果を説明する経済変数として、一般消費者物価指数でデフレートし

た牛肉価格BPt・豚肉価格PPt・鶏肉価格CPt及び成人換算1人当たり消費支出EPt（但し t＝1～35

で各変数とも対数値の平均からの偏差）を利用した。

時代効果を説明する社会学的な変数としては、次のような変数の利用を検討した。つまり、須藤

一紀（2005、2006）に示される人口の量的・質的構成の変化の実態を参考にして、「合計特殊出生

率」TFRt、15～49歳女性人口の「年齢構成の違い」指数（この2変数のデータは厚生労働省大臣官

房統計情報部人口動態・保健社会統計課（2014）24頁に示される値を利用）、及び「人口の老齢化

指数」を導入し、その有効性を検討した。なお「人口の老齢化指数」を計算するための、総人口に

関する「年齢調整死亡率」のデータが利用できなかったので、その近似値として、男の「年齢調整

死亡率」と女の「年齢調整死亡率」（同上（2014）8頁に示される値を利用）の単純平均値を利用

した。また「死亡率」のデータとしては同上（2014）7頁に示される値を利用した。

上記の社会学的3変数を経済変数と共に説明変数として全て利用すると、1人当たり豚肉消費量

の対数値を被説明変数とする重回帰分析（OLS）で計測されたパラメータの多くが統計的有意性の

無いものとなった。試行錯誤の結果、経済変数と共に「合計特殊出生率」TFRt（但し t＝1～35で

対数値の平均からの偏差）だけを利用すると、下記のように、決定係数も大きく、殆ど全てのパラ

メータの推定値が統計的に高度に有意なものとなることが分かった。

この場合、新たな接近法による時代効果Ptはα 1、α 2、α 3、α 4、α 5を計測すべき未知のパラメ

ータとしてPt＝α 1BPt＋α 2PPt＋α 3CPt＋α 4EPt＋α 5TFRt （t＝1～35）と表され、ΣPt＝0が成立

する。

食肉の場合、時代効果の説明変数として、「食の安全性のリスク」の消費需要への影響を表す変

数も考慮する必要があろうが（そのような影響の社会心理学的分析の一事例として髙橋直浩（2014）; 

Hanawa Peterson and Chen, 2005; Oniki, 2006；森・三枝、2013などを参照）、本分析ではそのような

影響は一纏めにして誤差項で考慮するものとし、詳細な分析は今後の課題とした。

なお、従属変数である豚肉消費量と上述の時代効果を説明する諸変数は対数変換しているので、

需要の価格弾力性・支出弾力性・「合計特殊出生率」弾力性が計測された。この分析結果は社会学

的分析視角の有効性を示すものと考えられる。
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豚肉需要＜12～72歳：1979～2013年＞の両自然対数OLS回帰分析

決定係数 RR＝0.934422　残差平方和 RSS＝1.24031　標準偏差 SD＝0.0544724　自由度 DF=418

**：1%水準で有意　　　*：5%水準で有意　　　A1～A12：年齢効果の推定値（A13を除く）

（A13）：ゼロ和制約によるA13の推定値　　　C1～C19：コウホート効果の推定値（C20を除く）

（C20）：ゼロ和制約によるC20の推定値

最も早生まれのコウホートの効果がC1で最も遅生まれのそれがC20

定数項： 1.650752 ** A1：-0.305919 ** A2：-0.123614 ** A3：-0.230199 **

A4：-0.209267 ** A5：-0.185381 ** A6：-0.113408 ** A7： 0.040268 **

A8： 0.148153 ** A9：  0.151403 ** A10： 0.196537 ** A11： 0.237274 **

A12： 0.219444 ** （A13）： 0.174709  　 C1：-0.932853 ** C2：-0.844800 **

C3：-0.732734 ** C4：-0.611209 ** C5：-0.404994 ** C6：-0.304640 **

C7：-0.175923 ** C8：-0.013558 　 C9： 0.065542 ** C10： 0.102013 **

C11： 0.107036 ** C12： 0.168403 ** C13： 0.270938 ** C14： 0.350799 **

C15： 0.396778 ** C16： 0.410849 ** C17： 0.443336 ** C18： 0.493880 **

C19： 0.558994 ** （C20）： 0.652142  　 牛肉価格弾力性： 0.206848 **

　　豚肉価格弾力性：-0.652995 ** 鶏肉価格弾力性： 0.802583 **

　　　　支出弾力性：-0.861238 ** 「合計特殊出生率」弾力性： 0.243850 **

時代効果の計算値（1979年から2013年まで順に表示）：

.2642  .2692  .2463  .1989  .1663  .1474  .1234  .1076  .0692  .0122 -.0069

-.0091 -.0210 -.0555 -.0909 -.0912 -.1036 -.1160 -.1193 -.1079 -.1007 -.1001

-.0883 -.0800 -.0751 -.0694 -.0679 -.0574 -.0617 .0166 -.0361 -.0486 -.0045

-.0509 -.0593

�i�）�2節のまとめ

コウホート需要分析の分析対象を拡大するために、社会学的な分析視角をどのように取入れるべ

きか考察した。そして社会学的な分析視角の有効性と適用範囲の問題を具体的に検討するための事

例分析として、家計における豚肉消費のコウホート需要分析を試みた。この分析の時代効果を説明

する変数として、経済変数の他に社会学的3変数を選び、その有効性を検討した。その結果、経済

変数と共に「合計特殊出生率」を利用すると統計的に良好な結果が得られることが分かった。この

ことは社会学的な分析視角の有効性を示していると考えられる。なお、本分析では「食の安全性の

リスク」の消費需要への影響を考慮し得なかったが、その影響の分析は今後の研究課題である。

３．経済分析における「人口統計学的」接近の動き

伝統的経済分析は、経済諸条件が与えられたとき、すなわち一定の所得と競合・補完財を含む諸

価格のもとで、効用を極大化させる均衡点に消費が決定されるという演繹的な接近である（上述）。
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たとえば本稿で扱っている家計の豚肉消費のケースでは、1979年から2013年の35年間、集計され

た平均的家計の効用関数、嗜好（＝ tastes; preferences）はほとんど変っていないことがまず大前提

になる。もちろんこのような長い年月の間には、豚肉の場合などコレステロールや肥満など消費者

の健康志向が高まっている、また「失われた20年」といわれる経済不況の長期化などによって、

家計の節約志向は強くなっているかもしれない。また「少子高齢化」の急速な進展の下、平均的家

計の消費ビヘィビアーには一定の変化があったと推測されている。このような変化は計量経済学の

世界では「構造変化」の問題として扱われ（たとえばChavas, 1983; Moschini and Meilke, 1989; 澤田

学・澤田祐、1994；松田、2001；Sawada, 2012など多数）、いつ頃を境に「構造変化」が生じたと

「統計学的に」みなせるか否かが主要課題とされ、社会学的にいかなる要因によって「構造変化」

が生じたかは明らかにされることが少ない。そもそも、伝統的ミクロ経済学の世界では、「人の嗜

好（tastes）は、ロッキー山脈が今日もそこにあり明日もなおそこにあるのと同様に、capriciously

に変化することはない」（Stigler and Becker, 1977, p.76）ことが前提されている。需要体系分析を中

心に計量経済学をリードしてきたDeaton and Muellbauerも、代表的著書のなかで、Stigler and 

Beckerの発言に直接触れ、「嗜好変化」という考え方を排している（Economics and Consumer 

Behavior, 1980, p. 253; p. 377）。

Deatonは、コート・ジボアールで1979年に行われた大規模な家計調査のデータを使い、肉・穀

類・魚などの支出弾力性や価格弾力性を計測した。Deatonはその後対象国を広げ、基本的に同じ想

定に従って、長期間の時系列データに頼らずとも、限られた短期間のクロスセクションデータから、

需要体系分析を実行することができることを提示した（Deaton, J. Econometrics, 1987; AER, 1988; A 

Microeconometric Analysis, 1997など）。この手法はその後瞬く間に多くの信奉者を生んだ（Perali 

and Chavas, 2000; Yen et al., 2003; Chern et al., 2003; Seal et al., 2003; Dong, et al., 2004など多数）。ある

時点において、地理的に広い国内で地域によって諸財の価格が有意に異なり（情報と自由な流通が

遮断されている場合がある）、平均的家計所得水準が異なっていれば、十分長期間の時系列データ

を欠いても、単一品目モデルに比べより大きな自由度を要求するデマンド・システム分析が可能で

あり、合理的な推計結果が得られるというのである。この接近に関して、我々の研究仲間の一人、

Clason（ニューメキシコ州立大学統計センター）は、同じメキシコでも、海岸に近い地域と内陸部

とでは「人間が違う」と異を唱えた（Clason, 2005）。住んでいる地域によって、preference体系が

同じではないとの疑念である。地理的にはるかに狭く、情報ネットワークと流通網が整備されてい

るわが国において、たとえば牛肉や豚肉の家計消費に関し、北九州・関西と関東・東北の主要都市

の間では、ごく最近の2011-13年時点においてもきわめて顕著な地域差が観察されている（表1）。

住民の多くはそれらの都市周辺で生まれ育ち、関西と関東では（平均的に＊2）肉に対する‘tastes’

が違うのであろう。世帯主の年齢階級はいずれの地域も50歳代後半で、顕著な差は存在していない。

米国農務省による食料消費分析において、（北）東部・南部・西部などは古くから識別され、将

来予測においても地域間の人口移動は重要な要因として考慮されてきた（カナダのケースでは、東

海岸、中部と西海岸など、Denton et al., 1999）。しかし、人がS地域からN地域に移れば、消費は直

ちに新しい地域の状況の特性を取得する：より一般的には、「デモグラフィックな状況が変われば、

消費者はそれらの状況下ですでに観察されている支出パタンをとるであろう」と想定されている
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表１　主要都市別家計の肉類消費量、2011-13年平均

牛肉
 <数量：ｇ>

豚肉
 <数量：ｇ>

鶏肉
 <数量：ｇ>

全国 6,810 全国 19,075 全国 14,484
奈良市 10,617 札幌市 23,882 福岡市 19,288
京都市 10,415 新潟市 23,110 宮崎市 18,006
大阪市 10,380 青森市 22,657 鹿児島市 17,918
和歌山市 10,031 秋田市 22,201 熊本市 17,818
広島市 9,993 静岡市 21,715 大分市 17,696
堺市 9,693 横浜市 21,524 北九州市 17,630
大分市 9,564 さいたま市 21,199 佐賀市 17,388
北九州市 9,414 盛岡市 20,940 和歌山市 17,354
神戸市 9,368 川崎市 20,927 広島市 16,984
大津市 9,204 浜松市 20,854 山口市 16,863
熊本市 9,173 甲府市 20,771 松山市 16,629
松山市 9,142 福島市 20,090 奈良市 16,284
山口市 9,080 千葉市 19,647 岡山市 16,227
山形市 8,713 山形市 19,527 札幌市 16,111
佐賀市 8,670 仙台市 19,269 京都市 15,886
福岡市 8,576 長野市 19,181 長崎市 15,833
徳島市 8,354 福岡市 18,813 大阪市 15,631
高松市 8,157 東京都区部 18,732 大津市 15,604
津市 8,057 那覇市 18,680 堺市 15,477
岡山市 7,990 奈良市 18,646 鳥取市 15,448
福井市 7,955 鹿児島市 18,447 高知市 15,214
高知市 7,726 和歌山市 18,126 さいたま市 15,104
鳥取市 7,585 金沢市 18,106 松江市 15,090
那覇市 6,955 水戸市 18,067 津市 14,966
横浜市 6,859 名古屋市 17,988 徳島市 14,914
長崎市 6,851 宇都宮市 17,977 神戸市 14,587
東京都区部 6,780 堺市 17,802 高松市 14,585
金沢市 6,765 佐賀市 17,725 秋田市 14,530
宮崎市 6,729 大阪市 17,712 横浜市 14,486
さいたま市 6,631 富山市 17,711 川崎市 14,231
岐阜市 6,501 岡山市 17,648 青森市 13,964
鹿児島市 6,430 松江市 17,569 千葉市 13,829
名古屋市 6,415 宮崎市 17,454 名古屋市 13,455
川崎市 6,349 広島市 17,325 浜松市 13,429
富山市 6,093 鳥取市 17,234 東京都区部 13,411
松江市 6,034 松山市 17,178 静岡市 13,374
千葉市 5,733 岐阜市 17,105 甲府市 12,926
青森市 5,606 京都市 17,103 金沢市 12,804
静岡市 5,234 前橋市 16,954 福井市 12,737
札幌市 4,870 大津市 16,878 盛岡市 12,620
甲府市 4,585 大分市 16,556 宇都宮市 12,596
仙台市 4,575 熊本市 16,488 新潟市 12,333
宇都宮市 4,496 長崎市 16,308 山形市 12,088
盛岡市 4,338 神戸市 16,182 長野市 12,056
秋田市 4,259 福井市 16,036 岐阜市 12,009
浜松市 4,217 津市 15,884 仙台市 11,927
水戸市 4,190 北九州市 15,787 那覇市 11,665
福島市 4,123 山口市 15,759 水戸市 11,418
前橋市 3,628 高松市 15,598 福島市 10,926
長野市 3,385 高知市 15,432 富山市 10,599
新潟市 2,958 徳島市 15,129 前橋市 10,179
出所：総務省統計局消費統計課．

参考： 都市圏別世帯
主平均年齢

（歳）
関東 58.2
中京 57.3
近畿 58.6
北九州 57.9
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（Blisard et al., 2003, p.30）。過去の習性は引きずらない、「コウホート効果」は存在しないとの仮定

である。別の地域に移住すれば、スーパーマーケットで販売されている商品の品揃えも違い、欲し

いものが容易に手に入らない、他方今まで馴染みのなかった食品が意外に口に合うということも稀

ではない。同一国内の移動に限らず、日本から米国や豪州に移住した在留邦人の食生活を垣間見た

とき、日本にいた時より確かに牛肉の家計消費は多くなっているが、大多数の家庭では牛肉の調理

形態は、焼き肉、すき焼き、肉じゃがが代表的なメニューで、現地の人とは著しく異なっている

（森・Chadee, 1993; 森他、1994など）。地理学的「コウホート効果」は無視できない（内野澄子、

1977；1985など）。

わが国の計量経済学の分野でも、最近松田を中心に家計調査の主要都市別クロスセクション・月

別タイムシリーズデータを駆使して、人口の少子高齢化や原発事故の生鮮魚介類や肉類消費に対す

るインパクトを注意深い需要体系分析で析出しようとする努力がなされている（松田、2013；2014

など）。しかしデータの不備＊3もあってか、筆者らには十分な納得できる結果が得られているとは

言いがたい。今後は、石橋が森島モデルを用いて長年ひとりで取り組んできた家計調査の個票デー

タを積極的に活用して（森島、1984；石橋、2001；2006；2007など）、十分意味のある「人口学的

変数」を取り入れ、主要地域別・（世帯員）年齢階級別のコウホート需要分析が展開されることを

願っている。

＊2 StiglerとBeckerが「tastesはすべての人間に対して同じである」と言うとき、彼ら自身の背格好が全
く同じではないように、ある程度のばらつきが存在することは承知しているだろう。実際の調査デ
ータに基づいて経済・社会分析を実行するとき、ばらつきは常に前提されている。

＊3 都市別に世帯主の平均年齢、65歳以上の人数、18歳未満の人数などの変数しか発表されていない。
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「資本の運動には際限がない」 
― 「論理的構文論」による『資本論』読解 ―

川　崎　　　誠

１．はじめに

『資本論』第1巻第4章「貨幣の資本への転化」

第1節「資本の一般的定式」は、これを「論理

的構文論」（1）の立場から読み解くと、『大論理

学』本質論現実性編の第1章「絶対的なもの」

「A絶対的なものの開陳」の論理展開に対応す

るとみられる。ただし対応関係は一様でなく、

同節の多くのパラグラフは『大論理学』との一

文対一文対応を基本に読むことができるが、一

部には『大論理学』の短い文に『資本論』の長

いパラグラフが対応するというケースも見られ

る。一文対一文の例として1パラグラフを挙げ

てみよう（①等はパラグラフ内での文の番号）
（2）。

＜資＞　1 パラグラフ

①商品流通は資本の出発点である。Die 

Waarencirkulation ist der Ausgangspunkt des 

Kapitals.　②商品生産、および発達した商

品流通－商業－は、資本が成立する歴

史的前提をなす。Waarenproduktion und ent-

wickelte Waarencirkulation, Handel, bilden die 

historischen Voraussetzungen, unter denen es 

entsteht.　③世界商業および世界市場は、

一六世紀に資本の近代的生活史を開く。

Welthandel und Weltmarkt eröffnen im 16. 

Jahrhundert die moderne Lebensgeschichte des 

Kapitals.

これは「資本の一般的定式」節の冒頭である

から、対応する『大論理学』の叙述も「絶対的

なもの」章「A絶対的なものの開陳」の始まり

である。

＜大＞　1パラグラフ　第1文～第3文

①絶対的なものは存在
4 4

であるばかりで

なく、また本質でも
4 4 4 4 4 4

ある。Das Absolute ist 

nicht nur das Sein, noch auch das Wesen.　②

前者は最初の反省していない直接態であり、

後者は反省した直接態である Jene ist die 

erste unreflektierte Unmittelbarkeit, diese die 

reflektierte；③さらにそれぞれが自分自身

のもとで総体性であるが、しかし一つの規

定された総体性である。jedes ist ferner 

Totalität an ihm selbst, aber eine bestimmte.

第1文どうしの対応から始めよう。「存在」

と「本質」との関係について『大論理学』は次

のように説いている。

＜大＞　存在は直接的なものである。知は、

真なるものを・すなわち存在がそれ自体で
4 4 4 4 4

自立的に
4 4 4 4

あるところのものを認識しようと

するのであるから、直接的なものとそれの

諸規定のもとに立ちとどまってはいないで、

この直接的なもの［の領域］をつき破って

そのむこうにでるのであるが、それは、こ

の存在の背後に
4 4 4

なお存在そのものとはこと
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なった或るものが存在しており・この背後

にあるものが存在の真理態をつくりなして

いるということを前提して［そうするので

ある］。この認識は媒介された知である、

というのは、この認識は直接に本質のもと

に・また本質のなかにみいだされるのでは

なくて、［本質にとっての］或る他者・すな

わち存在から出発して、或る予備的な道を・

すなわち存在をこえ出る運動あるいはむし

ろ存在へと入りこむ運動をなしている道を

歩まなければならないからである。（2 p.15）

「真なるもの」であるところの「存在がそれ自

体で自立的にあるところのものwas das Sein an 

und für sich ist」は存在の本質である。そして

「真なるもの」は「絶対的なもの」でもある。

ゆえに「絶対的なものは存在であるばかりでな

く、また本質でもある」。さて真なるものの「認

識は［本質にとっての］或る他者・すなわち存

在から出発するbeginnt von einem Anderen, dem 

Sein」。つまり「存在は本質の出発点である」。

これは無論『資本論』での「商品流通は資本の

出発点である」に対当する。

次に第2文である。「最初の反省していない

直接態」は「反省した直接態」が「それのもと

で成立するunter denen es entsteht」ところの「前

提をなす」。つまり「商品生産、および発達し

た商品流通 ― 商業 ―」が「最初の反省して

いない直接態」であるのに対して、「資本」は

「反省した直接態」なのである。

第3文どうしの対応はいささか分かりにくい

が、それでも「絶対的なもの」章の注解「スピ

ノザの哲学とライプニッツの哲学」を参照する

ことで理解は容易になる。すなわち「モナド」

は「総体性が分散させられた完全性として現存

する」（2 p.231）ところの現実存在Existenz（直

接態）だが、ヘーゲルはここで「最初の反省し

ていない直接態」と「反省した直接態」をモナ

ドとして把握する。つまり二つの直接態もまた

「（直接態の）総体性が分散させられた完全性

eine zerstreute Vollständigkeitとして現存する」、

ゆえに「それぞれが自分自身のもとで（分散さ

せられた完全性として現存する）総体性である

が、しかし（反省していない・反省した、とい

うように）一つの規定された総体性である」と

説かれたのである。同様に『資本論』でも、

「商品生産、および発達した商品流通」（最初の

反省していない直接態）と「成立した資本」

（反省した直接態）のそれぞれは「一つの規定

された総体性」である ― 16世紀をはさんで

前後それぞれの富― 。そして前者が後者を

「開く」と謂われるが、この「開くeröffnen」は

無論モナドの「固有の行い」（2 p.232）たる

「開示する運動 das Offenbaren」（同）であり、

「開示」（Offenbarung）は「開陳」（Auslegung）

と同じ意味である。つまり注解の叙述「モナド

における諸変化と諸規定はモナド自身における

それの顕現である」（同）に準えて言えば「商

品流通における諸変化と諸規定が商品流通自身

におけるそれの顕現であって」、別言して「世

界商業および世界市場は、16世紀に資本の近

代的生活史を開く」、これである ―‘Manifes-

tation’と‘Offenbarung’は類語 ― （3）。

２．18パラグラフ第1文の読解

このように『資本論』の『大論理学』との対

応関係が比較的シンプルなパラグラフはその論

理の展開も把握しやすい。これに対して「資本

の一般的定式」節中もっとも対応関係の見えに

くいのは18パラグラフである。同パラグラフ

は全部で17箇の文から成る、「資本の一般的定

式」節で最も長いパラグラフである。パラグラ

フの中核をなす論点に関する限りは、『大論理
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学』との論理的な対応も分からないではない。

けれども周辺をなす叙述についてはそれが如何

なる論理のもとに叙されているのか、論理的構

文論に立って把握しようとしても、『大論理学』

の簡潔な叙述から得られる情報は少ない。18

パラグラフが直接対応する「A絶対的なものの

開陳」の叙述は、『資本論』とは対照的に短い

からである。そこで勢い『大論理学』― すな

わち「A絶対的なものの開陳」― との直接的な

対応を離れ、論理の展開を示唆する別の手がか

りが『資本論』に求められることになる。以下

読解の実際を具体的に示してみよう。

はじめに「資本の一般的定式」節18パラグ

ラフとそれに直接対応する『大論理学』の叙述

―「A絶対的なものの開陳」6パラグラフ第5文―

を挙げておく。

＜資＞　18パラグラフ

①買うための販売の反復または更新は、

この過程そのものと同じく、この過程の外

にある究極目的、消費に、すなわち特定の

諸欲求の充足に、その限度と目的とを見い

だす。②これに反して、販売のための購買

では、始まりも終わりも同じもの、貨幣、

交換価値であり、そしてすでにこのことに

よって、その運動は無限である。③確かに、

GがG＋⊿Gになり、100ポンド・スター

リングが100プラス10ポンド・スターリン

グになってはいる。④しかし、単に質的に

考察すれば、110ポンド・スターリングは

100ポンド・スターリングと同じもの、す

なわち貨幣である。⑤また量的に考察して

も、110ポンド・スターリングは、100ポ

ンド・スターリングと同じようにある限定

された価値額である。⑥もし110ポンド・

スターリングが貨幣として支出されるとす

れば、それは自分の役割を捨てることにな

るであろう。⑦それは資本であることをや

めるであろう。⑧もし流通から引きあげら

れれば、それは蓄蔵貨幣に石化して、最後

の審判の日まで蓄え続けられてもびた一文

もふえはしない。⑨ひとたび価値の増殖な

るものが問題となれば、増殖の欲求は、

110ポンド・スターリングの場合も100ポ

ンド・スターリングの場合と同じである。

⑩というのは、両者ともに交換価値の限定

された表現であり、したがって両者ともに、

大きさの増大によって富自体に近づくとい

う同じ使命をもつからである。⑪確かに、

最初に前貸しされた価値である100ポン

ド・スターリングは、流通においてその価

値につけ加えられる10ポンド・スターリ

ングの剰余価値から一瞬のあいだ区別され

はするが、しかしこの区別はすぐまた消え

てなくなる。⑫過程の終わりには、一方の

側に100ポンド・スターリングというもと

の価値が、そして他方の側には10ポンド・

スターリングという剰余価値が出てくる、

というわけではない。⑬出てくるのは、

110ポンド・スターリングという一つの価

値であって、それは、最初の100ポンド・

スターリングと同じく、まったく価値増殖

過程を開始するのに適した形態にある。⑭

運動の終わりには、貨幣がふたたび運動の

始まりとして出てくる。⑮それゆえ、販売

のための購買が行なわれる各個の循環の終

わりは、おのずから新たな循環の始まりを

なす。⑯単純な商品流通 ― 購買のため

の販売 ― は、流通の外にある究極目的、

すなわち使用価値の取得、欲求の充足、の

ための手段として役立つ。⑰これに反して、

資本としての貨幣の流通は自己目的である。

というのは、価値の増殖は、この絶えず更

新される運動の内部にのみ実存するからで
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ある。それゆえ、資本の運動には際限がな

い。

＜大＞　 A絶対的なものの開陳　6パラグラ

フ　第5文

― それだから絶対的なものを開陳す

るあの運動だけでなく、ひたすらそのても

とへと到達した
4 4 4 4

この絶対的なもの
4 4 4 4 4 4

そのもの

もまた不完全なものである。

ここで『大論理学』の説く論理が理解されれ

ば、『資本論』18パラグラフについても同一論

理の説かれていることは、その中核的な論点に

関する限り比較的容易に分かる。詳しくは後に

述べるが、18パラグラフの要点は最終第17文

「それゆえ、資本（絶対的なもの）の運動には

際限がない」であり、「際限のない」ものはそ

のことゆえに「不完全なもの」なのであ

る ― 絶対的なものも、したがっていまだ展

開されていない「絶対的なものそのもの」であ

る ― 。このように両テキストの対応に問題は

ない。

ただ『資本論』で第17文に先立つ16箇の文

があるというのは、『大論理学』の叙述に比し

てアンバランスの感が否めない。そこでそのよ

うな構成に到った理由を、そこに説かれる論理

に焦点を当てて考えてみる。第1文から順に見

ていこう。

（1）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第1文

買うための販売の反復または更新は、こ

の過程そのものと同じく、この過程の外に

ある究極目的、消費に、すなわち特定の諸

欲求の充足に、その限度と目的とを見いだ

す。Die Wiederholung oder Erneuerung der 

Verkaufs um zu kaufen findet, wie dieser 

Proceß selbst, Maß und Ziel an einem außer 

ihm liegenden Endzwecke, der Konsumtion, 

der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse

筆者の見立てでは、『資本論』18パラグラフ

は『大論理学』A 版「C 没度量的なもの」

― 詳しくは存在論度量編第2章「独立した度

量の比」の「C没度量的なもの」― に対応す

る（4）。パラグラフの要点をなす第17文「それ

ゆ え、 資 本 の 運 動 に は 際 限 が な い Die 

Bewegung des Kapitals ist daher maßlos」 の

‘maßlos’は、『大論理学』のカテゴリーとして

は「没度量的なものdas Maßlose」― すなわち

「度量の無限性
4 4 4

die Unendlichkeit des Maßes」（1 

p.336）― だからである。ただし「C没度量的

なもの」のうち18パラグラフと直接に対応す

るのは1・2パラグラフに限られ、まず1パラグ

ラフが18パラグラフ第1文だけに対応する。

＜大＞　C没度量的なもの　1パラグラフ

①度量は直接的定量の外面性と無関心性

とに抵抗しかつこれに対して自己を維持す

る本来的に存在する大きさである。Das 

Maß ist an sich seiende Größe, welche der Äu-

ßerlichkeit und Gleichgültigkeit des unmittel-

baren Quantums widersteht und sich dagegen 

erhält.　②だが特有の度量のこの無関心的

な独立態は量的区別に基づいており、そし

てそのゆえにもろもろの比がその上で変化

する定量の度盛りにそって上昇しまた下降

することができるDiese gleichgültige Selb-

ständigkeit der spezifischen Maße aber beruht 

auf dem quantitativen Unterschied und ist dar-

um des Auf- und Absteigens an der Skala des 

Quantums fähig, auf welcher die Verhältnisse 

sich ändern；③或るものないしは質は自己
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をこえ出て没度量的なもの
4 4 4 4 4 4 4

へと追いやられ、

それの定量のたんなる変化を通じて没落す

る。Etwas oder eine Qualität wird über sich 

hinaus in das Maßlose getrieben und geht 

durch die bloße Änderung seines Quantums 

zugrunde.　④大きさは無関心的な外的性状

であって、この性状のもとに定在はとらえ

られ、かつこの性状によって破壊されるこ

とがありうるのである。Die Größe ist die 

gleichgültige äußerliche Beschaffenheit, an der 

ein Dasein engriffen und wodurch es zerstört 

werden kann.

『大論理学』におけるキーワードの一つである

‘Verhältnis’の訳語「比」については、あらか

じめ以文社版訳者（寺沢恒信）の注 ― 量論

におけるものだが ― を参照しておくのがよ

かろう。

［ここでは］事柄の内容に即していえば

「比」というよりも「相関関係」と訳すべ

きであるが、それでは本文に述べられたこ

ととの連関がつかなくなるので、無理を承

知でこう訳した。要するに、ドイツ語でい

えば無理のないことが、日本語に訳すと、

どう訳しても無理になる。日本語では「比」

＝「相関」ではないから。（1 p.451訳者注

51）

さて「買うための販売」はW－G－Wだが、

その「反復または更新」は『大論理学』①に謂

う「度量」である。というのは「買うための販

売の反復または更新は、この過程そのものと同
4

じ
4

」であり、すると「この過程そのもの」は

「（反復・更新なる）外面性と無関心性とに抵抗

しかつこれに対して自己を維持する（同じ）本

来的に存在する大きさ」（②「特有の度量」）だ

からである ― 言語事実を考えるとイメージ

しやすいかもしれない。私は生まれてこの方

「さようなら」を何万回と発してきた。それら

は声の大きさ・調子等実にさまざまであるが、

すべて別れの挨拶である― 。

そして ― 原書の語順にしたがって―「買

うための販売の反復または更新は、その限度と

目的とをこの過程の外にある究極目的に見いだ

す」。けれども「度量（限度）Maß」 ― いま

「買うための販売の反復または更新」がそれで

ある ― が「この過程の外に
4 4

ある」というの

だから②「特有の度量」は「無関心的な独立

態」であり、それは「量的区別に基づいており、

そしてそのゆえにもろもろの比［相関］がその

上で変化する定量の度盛りにそって上昇しまた

下降することができる」。かつまた「その目的」

が「この過程の外にある」のだから、その「反

復または更新」において「買うための販売」

（或るもの）は③「自己をこえ出て没度量的な

ものへと追いやられる」。「没度量的なもの」は

「度量の無限性」であり、ゆえに「買うための

販売の反復
4 4

または更新
4 4

」なのである。そして

「或るもの」が「それの定量のたんなる変化を

通じて没落する」ことは次に詳しく説かれる。

「買うための販売の反復または更新が、この過

程そのものと同じ」なのだから、「この過程そ

のもの」の「究極目的」も「この過程の外にあ

る」。そして対応する『大論理学』④には「外

的性状」とあり、「性状Beschaffenheit」とは

「或るものに属してはいるが、むしろ或るもの

の他在である」（1 p.136）ところの「規定態」・

換言して対他的性質である ― 言語事実を挙

げれば、私は四歳の孫に向かっては「さような

ら」と言わずに「ばいばい」と言う― 。つま

り「大きさ ― それは没度量的なもの（反復

と更新）において、その変化を通して或るもの

（買うための販売）を没落せしめるもの ― は



― 72 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

無関心的な外的性状であって、この性状のもと

に定在はとらえられる」が、これを『資本論』

に即して言えば、「買うための販売」（定在

Dasein）が「この過程の外にある究極目的のも

とに」とらえられる（その限度と目的とを見い

だす）、ということである ― ‘die gleichgültige 

äußerliche Beschaffenheit, an der’と‘an einem außer 

ihm liegenden Endzwecke’との構文対比― 。そ

の「究極目的」は「消費、すなわち特定の諸欲

求の充足」だが、「定在」（買うための販売）は

「性状によって破壊されることがありうる」。

「循環W－G－Wは、ある一つの商品の極から

出発して別の一商品の極で終結するのであって、

このあとの商品は流通から出て消費にゆだねら

れる」（p.255）ようにである ― 「終結するab-

schließen」と「破壊するzerstören」は類語。“Ich 

habe mit ihm abgeschlossen.”（私は彼と絶交し

た）（5）― 。ここでも言語事実に触れれば、小

学生時代友達どうし「お」を強調して「さよお

なら」と言い合ったが、これは無論別れの挨拶

ではない。

ただし「性状」については「或るものは性状
4 4

をもつことをその本質としている
4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（1 p.136）

とも説かれ、そうである以上、或るものはその

性状によって破壊されるだけではないだろう。

18パラグラフの読解においてもこの点は一つ

のポイントであり、『大論理学』は後にふたた

び「性状」に言及する－。

３．18パラグラフ第2文以下の読解

「C没度量的なもの」2パラグラフは全40文を

もつ長大なパラグラフであり、これが『資本

論』18パラグラフ第2文以下の16箇の文に対

応する。それゆえ対応関係は必ずしも一文対一

文ではない。『資本論』第2文に対応するのは

『大論理学』の4箇の文である。

（2）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第2文

これに反して、販売のための購買では、

始まりも終わりも同じもの、貨幣、交換価

値であり、そしてすでにこのことによって、

その運動は無限である。Im Kauf für den 

Verkauf dagegen sind Anfang und Ende 

dasselbe, Geld, Tauschwerth, und schon 

dadurch ist die Bewegung endlos.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第1文～第4文

①質的な比はたんなる量的な比へと移行

するが、このたんなる量的な比はいかなる

否定的統一をももたず、またそれとともに

いかなる質的な比でもない、②そしてこれ

らの比をともなって生じた変化は質の変化

ではないDas qualitative Verhältnis geht über 

in bloß quantitative Verhältnisse, die keine 

negative Einheit haben und damit keine quali-

tativen Verhältnisse sind；die mit ihnen ein-

getretene Änderung ist nicht eine Qualitäts-

Änderung.［原書は二文］　③だが逆に比の

このさしあたりは無関心的な外面性がふた

たび質化する規定態であり、こうして無限
4 4 4 4 4 4

に進む
4 4 4

。Aber umgekehrt wird diese zunächst 

gleichgültige Äußerlichkeit des Verhältnisses 

wieder eine qualifizierende Bestimmtheit und 

so fort ins Unendliche.　④その限りでは無

限進行の悪無限性が現存している。Es ist 

insofern die schlechte Unendlichkeit des un-

endlichen Progresses vorhanden.

『資本論』に‘endlos’とあり『大論理学』に

は‘unendlich’とあるように、対応のポイント
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は「無限」である。

『大論理学』①「質的な比［相関］がたんなる

量的な比［相関］へと移行する」のだから、

『資本論』も「買うための販売」（質的な比）を

離れてそれと量的（外的）に相関する「販売の

ための購買」に話題を転じる。その転じ方は

「これに反してda-gegen」という直接的なもの

であり、つまり「このたんなる量的な比はいか

なる否定的統一をももたず、またそれとともに

いかなる質的な比でもない」 ― 『資本論』の

語順が原書と邦訳で異なることに注意 ― 。そ

して②「これらの比をともなって生じた変化は

質の変化ではない
4 4

」ので、「（販売のための購買

では）始まりも終わりも同じもの
4 4 4 4

」である。

③「逆に比［始まりと終わりの相関］のこの

さしあたりは無関心的な外面性がふたたび質化

する規定態である」にかかわっては、次が参考

になる。

＜大＞　一は、数的一として、すなわち、そ

れにとっては他者への関係がまったく外的

であるところの無関心的なものとして、数

の原理
4 4

である。しかし数はこの一の関係で

ある；数は、多くの一として自己へと還帰

している統一である。……（中略）……

［数は］無限性である。（1 p.225）

この叙述を「一：貨幣」「数的一：金」「数：

交換価値」の対応において読むことができる（6）。

つまり「貨幣」は「金」として「他者への関係

がまったく外的であるところの無関心的なも

の」だが、しかし「交換価値」は「多くの貨幣

として自己へと還帰している統一」である。換

言すれば「交換価値」（数）は「外面性の本来

的に規定された存在」（7）（同）であるから、「こ

うして無限に進む」。

④「その限りでは無限進行の悪無限性が（す

でに）現存している」のと同様、『資本論』で

も「すでにその運動は無限である」。それゆえ

循環G－W－Gの無限性も揚棄されるべきもの・

その限りで否定的なものなのである ―「買う

ための販売」から 「販売のための購買」に直接

的に転じた（これに反して）ことの欠陥 ― 。

課題を先取りして言えば、無限性には「悪無限

性」の他に「真無限性」があり、前者から後者

への進展においては先の「性状」がかかわって

くる。

（3）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第3文

確かに、GがG＋⊿Gになり、100ポン

ド・スターリングが100プラス10ポンド・

スターリングになってはいる。Allerdings 

ist aus G, G＋⊿G, geworden, aus den 100 Pfd. 

St., 100＋10.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第5文～第6文

⑤ ― 没度量的なものは度量がそれへと

移行してゆくたんに量的なもののうちに成

りたっている Das Maßlose besteht in dem 

bloß Quantitativen, in welches ein Maß 

übergeht；⑥定量はそのようなものとして

没度量的なものである。das Quantum ist als 

solches das Maßlose.

『大論理学』は「悪無限性の現存」を具体的に

説き、それは⑤「没度量的なものは度量がそれ

へと移行してゆくたんに量的なもののうちに成

りたっている」ことである。そして⑥「定量は

そのようなものとして没度量的なものである」。

『資本論』で「最初に前貸しされた価値 der 

ursprünglich vorgeschoßne Werth」（p.256）である
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「100ポンド・スターリング」は「度量」である。

「前貸し」とはそうされるに相応しいgemäß量

において行なわれるからである ― ‘vor-

schießen’←‘schießen’：「（当たるように）撃

つ」 ― 。すると「100ポンド・スターリング

がそれになっている」ところの「100プラス10

ポンド・スターリング」は「度量がそれへと移

行してゆくたんに量的なもの」・「定量」であ

る ― ‘übergehen’と‘werden’は類語 ― 。つ

まり「100プラス10ポンド・スターリング」も

また「そのようなものとして没度量的なもので

ある」。

（4）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第4文

しかし、単に質的に考察すれば、110ポ

ンド・スターリングは100ポンド・スター

リングと同じもの、すなわち貨幣である。

Aber bloß qualitativ betrachtet, sind 110 Pfd. 

St. dasselbe wie 100 Pfd. St., nämlich Geld.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第7文

しかし逆に没度量的な量的な比そのもの

がふたたび特有の比になるから、こうして

没度量的なものはそれ自身のもとでふたた

び自己を揚棄する。Da aber umgekehrt das 

maßlose quantitative Verhältnis selbst wieder 

zu einem spezifischen wird, so hebt sich das 

Maßlose so wieder an ihm selbst auf.

『大論理学』寺沢注は第7文を「「度量の諸比

の結節線」を念頭において述べている」（1 

p.453訳者注56）としている。つまり「特有の

比［相関］」は「量的な区別のうちに存する」

（1 p.351）ところの「質的な比［相関］」である

から、『資本論』も「単に質的に考察すれば」

と説く。そして「没度量的な量的な比［相関］

そのもの（100プラス
4 4 4

10ポンド・スターリング）

がふたたび特有の比（110ポンド・スターリン

グ）になるから、こうして没度量的なものはそ

れ自身のもとでふたたび自己を揚棄する」 ―

「100プラス10ポンド・スターリング」はその

「プラス」であることにおいて相関が直接的で

あり、すなわち「相関そのもの」である― 。

つまり「110ポンド・スターリングは100ポン

ド・スターリングと同じもの、すなわち貨幣で

ある」。

（5）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第5文

また量的に考察しても、110ポンド・ス

ターリングは、100ポンド・スターリング

と同じようにある限定された価値額である。

Und quantitativ betrachtet, sind 110 Pfd. St. 

eine beschränkte Werthsumme wie 100 Pfd. St.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第8文～第10文

⑧したがって現存しているものは特有の

比の否定だけではなくて、量的な前進その

ものの否定でもある。Was also vorhanden 

ist, ist nicht nur die Negation des spezifischen 

Verhältnisses, sondern auch die Negation des 

quantitativen Fortgangs selbst.　⑨無限なも
4 4 4 4

の
4

は二つの契機の否定であるDas Unendli-

che ist diese Negation beider Momente；⑩両

契機に欠けているのは絶対的な規定である。

es ist die absolute Bestimmung, welche ihnen 

fehlt.　

「没度量的なもの」すなわち「度量の無限性」
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（こうして無限に進む）が「それ自身のもとで

ふたたび自己を揚棄する」のだから、⑧「現存

しているものは特有の比の否定だけではなくて、

量的な前進そのものの否定でもある」。これに

ついて寺沢注は次を説く。

悪無限性から真無限性へともってゆくた

めの議論である。質論および量論でやった

のと同じパターンで度量における無限性を

論じ、「度量の無限性」として「没度量的

なもの」を導きだそうとしているのである。

（1 p.453訳者注57）

『資本論』では「110ポンド・スターリングは、

100ポンド・スターリングと同じようにある限

定された価値額である」とされ、「ある限定さ

れた価値額」が同じ
4 4

「ある限定された価値額」

になるのだから、ここでも「量的な前進そのも

のの否定である」。

『大論理学』⑨はこれまでの小括であり、⑩は

それを承けての繋ぎである。その「絶対的な規

定」は少し後にも⑭「絶対的な規定された存

在」とある。そこで次を引いておこう。

＜大＞　空虚なものは真理態においては直接

的に・それだけで独立して
4 4 4 4 4 4 4 4 4

無関心的に一に

対立しているのではなくて、それは一の他

者へと関係する運動であり、あるいは一の

限界である。けれども一はそれ自身が、絶

対的な規定された存在として、純粋な限

界・純粋な否定・または空虚なものである。

したがって一は、空虚なものにかかわりあ

うことによって、自己への無限な関係であ

る。（1 p.169）

つまり「空虚なものにかかわりあうことによ

って、［他
4

ならぬ］自己への無限の関係die un-

endliche Beziehung auf sichである」ゆえに「絶

対的な規定」であるが、繋ぎでこのことを示し

た後、次文以降でその次第が詳述される。

（6）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第6文

もし110ポンド・スターリングが貨幣と

して支出されるとすれば、それは自分の役

割を捨てることになるであろう。Würden 

die 110 Pfd. St. als Geld verausgabt, so fielen 

sie aus ihrer Rolle.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第11文

特有の比はまずはじめには、比として区

別をそれ自身のもとに［顕在的に］もって

おり、かつまた、それの項が直接的な正比

においてのように直接的な大きさでなく・

単位ではなく、特有化され・定立された量

の規定であるのだから、本来的に規定さ

れた比である。Das spezifische Verhältnis ist 

zunächst das an sich bestimmte, weil es als 

Verhältnis den Unterschied an ihm selbst hat 

und weil auch seine Seiten nicht unmittelbare 

Größen, nicht Einheiten wie im unmittelbaren 

direkten Verhältnis, sondern spezifizierte, 

gesetzte Quantitätsbestimmungen sind.

『大論理学』原文の冒頭“Das spezifische Ver-

hältnis ist zunächst das an sich bestimmte, …”を

別訳して、「特有の相関はまずはじめには潜在

的に規定された相関である」を得る。『資本論』

に即して言えば、「販売のための購買」におい

て「貨幣」は確かに「最初に前貸しされた価

値」（特有の相関）であるが、それも「まずは

じめには潜在的に
4 4 4 4

規定された相関」なのだから、



― 76 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

「もし110ポンド・スターリングが貨幣として

支出されるならば」という可能性が仮定される

のである。

さて「特有の比」は「比として区別をそれ自

身のもとに［顕在的に］もっている」が、区別

される「それの両項は直接的な正比においての

ように直接的な大きさでなく・単位ではない」。

言及される「直接的な正比」については次のよ

うに説かれる。

＜大＞　指数は正
4

比そのものにおいては直接
4 4

的な量的規定
4 4 4 4 4 4

・換言すればなんらかのひと

つの定量一般である。指数はひとつの
4 4 4 4

定量

をなしているが、この定量はもっぱら定量

そのものとして比のうちにある。比の両項

をなしている定量は揚棄されたものとして

定立された定量である；それらの定量は無

関心的な定量ではなく、したがって二つの

定量ではない。そうではなくて、おのおの

の定量がそれの規定態を他の定量のもとに

もっている；だから［比の両項をなしてい

る］それらの定量はただひとつの定量・す

なわち単一な指数をつくりなしており、そ

してそれらの定量自身はこの［指数とい

う］統一のうちで無関心的な定量として定
4 4 4 4

立されて
4 4 4 4

いる。（1 p.300）

つまり直接的な正比の両項は「［指数という］

統一［単位］のうちで in dieser Einheit無関心的

な定量として定立されており」 ― 例えば指数

が7の正比7:1、14:2、…において、前項は7、

14、…の何でもよい「直接的な大きさ」であ

る ― 、「両項は直接的な正比において直接的

な大きさであり・単位［統一］である」とはこ

のことを謂う。これに対して比の両項が「特有

化され・定立された量の規定である」のは「べ

き相関Potenzenverhältnis」（本来的に規定され

た比）である。「べき相関において、定量は自

己自身からの区別としてのそれの区別 der 

Unterschied seiner als von sich selbstである」（1 

p.310）からである。そして度量におけるかか

る相関は「選択親和性Wahlverwandtschaft」で

ある。すなわち

＜大＞　選択親和性において特有の独立した

ものは直接に
4 4 4

本来的に規定されているとい

うそれの最初の性格を完全に失う；それは

ただ向自存在的な否定的統一としてのみ本
4

来的に
4 4 4

規定されているのである。この統一

は、量的なものと質的なものとの自己へと

還帰した移行運動として、量的なものと質

的なものとの絶対的統一であることが示さ

れた。このことによってこの統一は、自己

において量的な区別として自己自身に対し

て無関心的に自己内で崩解するか、あるい

は自己において質的なものとして自己に対

して否定的にかかわりあう ― この二つ

のことはここでは同じことである― そし

て上に示された仕方で自己を特有化する、

というように規定されている。（1 p.344）

 『資本論』においても110ポンド・スターリ

ングは「本来的に規定された相関」（G－W－

G）であった。ところがその「110ポンド・ス

ターリングが貨幣として支出される」なら、そ

れは「直接的な大きさ」であり、GとWとは

「直接的な正比」をなす ― W：G、2W：2G、

…― 。これは「本来的に
4 4 4 4

規定された相関」で

はないのだから、このとき「110ポンド・スタ

ーリングは自分の役割を捨てることになる」の

である ― なお上の引用中「量的な区別とし

て自己自身に対して無関心的に自己内で崩解す

る」とあることは、先に「買うための販売」

（定在）が「性状によって破壊される」とされ
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たこととの関連で注目される。その「崩壊す

る」ことと「自己において質的なものとして自

己に対して否定的にかかわりあう」こととが

「ここでは同じことである」ように、性状もま

た上に触れた定在の破壊にとどまらないことが

示唆されるからである― 。

（7）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第7文

それは資本であることをやめるであろう。

Sie hörten auf Kapital zu sein.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第12文～第13文

⑫しかしこの規定された存在そのものは

自己を維持せず、それはそれの他者と連続

しあっており、こうしてたんに量的な区別

へと、否定的統一によって特有化されてい

ない・直接的な定量のうちに成りたってい

る区別へと移行するAber dieses Bestimmt-

sein an sich hält sich nicht, es kontinuiert sich 

mit seinem Anderen und geht in den bloß 

quantitativen Unterschied über, einen Unter-

schied, der in unmittelbaren, nicht durch die 

negative Einheit spezifizierten Quantnis be-

steht；⑬しかしこの区別はむしろ特有の比

へと還帰する。dieser aber geht vielmehr in 

das spezifische Verhältnis zurück.

⑫「この規定された存在そのものdieses Be-

stimmtsein an sich」は「本来的に規定された比

das an sich bestimmte Verhältnis」を承けており、

その説くところは「選択親和性」と「没度量的

なもの」とのあいだに位置する「度量の諸比の

結節線Knotenlinie von Maßverhältnissen」の叙述

が参考を供する。

＜大＞　排除的でありかつそのことによって

独立的であることが立証されている度量の

比が現存している；比の項がそのもろもろ

の指数の一つにその他の指数に対して与え

る優位はその指数の他の指数に対する定量

に基づいている。より多いこと
4 4 4 4 4 4

またはより
4 4

少ないこと
4 4 4 4 4

が排除的な・質的なものである。

だが逆にそのようなより多いことまたはよ

り少ないことがよってもって規定されるゆ

えんのものは特有のものである。このよう

にして量的な区別たらしめられている質的

なものは外的なもの・うつろいゆくもの

ein Äußerliches, Vorübergehendesになる。（1 

p.350）

そしてこれについてはさらに寺沢注が参考に

なる。

「より多いことまたはより少ないことは、

元来は、定量の規定として、連続的な・量

的なものである」が、それがいまや指数の

一つに優位が与えられること（選択親和

性）によって「排除的な・質的なものにな

っている」のであるが、しかし以下に述べ

られるように、元来が量的なものであるか

ら、流動化されてゆくのである。（1 p.450

訳者注43）

つまり「本来的に規定された比」すなわち

「排除的でありかつそのことによって独立的で

あることが立証されている度量の比」だが、そ

れは流動化されるので「潜在的に規定された比

［相関］」なのである。すなわち『資本論』の

「それ」だが、「より多いことまたはより少ない

こと ― 「直接的な定量のうちに成りたってい

る区別」 ― が排除的な・質的なものである」
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ので、より多いとき「規定された存在そのも

の」（特有のものdas Spezifische）は「資本であ

る」が、より少ないとき「資本であることをや

める」（自己を維持しない）。⑬「しかしこの区

別はむしろ特有の比［相関］へと還帰する」、

すなわち「資本である」ことと「資本であるこ

とをやめる」こととの相関への還帰だが、具体

的には次文に説かれる。

（8）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第8文

もし流通から引きあげられれば、それは

蓄蔵貨幣に石化して、最後の審判の日まで

蓄え続けられてもびた一文もふえはしない。

Der Cirkulation entzogen, versteinern sie zum 

Schatz und kein Farthing wächst ihnen an, ob 

sie bis zum jüngsten Tage fortlagern.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第14文

したがって両者のいずれも絶対的な規定

された存在ではない。Keins von beiden ist 

also absolutes Bestimmtsein.

『大論理学』である。「絶対的な規定された存

在」が「空虚なものにかかわりあうことによっ

て、自己への無限の関係である」ことは上に説

いたが、ここでは「両者（特有の比と量的な

比）」がそうでないと謂う。ではどのようなも

のか。引き続き「度量の諸比の結節線」を参照

する。

＜大＞　一般に、特有の比のたんに量的な比

への・また量的な比の特有の比への移行が

現存している。質的な比が量的な区別たら

しめられることによって、一面では質的な

比は量的な区別のうちに存する；質的な比

は量的な区別においてそれがあるところの

ものであり、しかも量的なものは質的な比

の存立の無関心態であるes bleibt darin, was 

es ist, und das Quantitative ist die Gleichgül-

tigkeit seines Bestehens；独立したものをつ

くりなしている特有のものによって量的な

ものがそこで規定されているのは、両者の

この統一である。es ist diese Einheit beider, 

worin das Quantitative durch das Spezifische 

bestimmt ist ,  welche ein Selbständiges 

ausmacht. （1 p.351）

「特有の比のたんに量的な比への・また量的な

比の特有の比への移行が現存している」のだか

ら、これは「自己への無限の関係」ではない。

すなわち「質的な比は量的な区別においてそれ

があるところのものであり、しかも量的なもの

は質的な比の存立の無関心態である」。つまり

質的な比の存立するところ、それへの無関心態

である量的なものが存するのである（前文の予

告したこと）。これを『資本論』に即して言え

ば、「110ポンド・スターリング」（質的な比）

の存立するところ、それが「流通から引きあげ

られた蓄蔵貨幣」（G－W－Gへの無関心態）

が存する。そして「質的な比は量的な区別にお

いてそれがあるところのものである」のだから、

量的なもの
4 4 4 4 4

は「量的な区別においてそれがある

ところのものではない
4 4

」。それゆえ蓄蔵貨幣は

「最後の審判の日まで蓄え続けられてもびた一

文もふえはしない」。つまり「蓄蔵貨幣」と

「びた一文ふえない」ことの「この統一」が

「石化した蓄蔵貨幣」なる「量的なものの規定」

である。

（9）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ
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ラフ　第9文

ひとたび価値の増殖なるものが問題とな

れば、増殖の欲求は、110ポンド・スター

リングの場合も100ポンド・スターリング

の場合と同じである。というのは、両者と

もに交換価値の限定された表現であり、し

たがって両者ともに、大きさの増大によ

って富自体に近づくという同じ使命をも

つからである。Handelt es sich also einmal 

um Verwerthung des Werths, so besteht dassel-

be Bedürfniß für die Verwerthung von 110 Pfd. 

St. wie für die von 100 Pfd. St., da beide be-

schrünkte Ausdrücke des Tauschwerths sind, 

beide also denselben Beruf haben sich dem 

Reichthum schlechthin durch Größenausdeh-

nung anzunähren.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第15文～第19文

⑮この無限性はしたがって一般に両側

面の否定のうちに成りたっている。Diese 

Unendlichkeit besteht also überhaupt in der 

Negation beider Seiten.　⑯しかし同時にこ

の否定は両者のそれぞれの彼岸ではなく、

両者の外にみいだされる無限性または両者

のたんに内的な無限性でもなくて、両者そ

のもののもとに定立された無限性である。

Aber zugleich ist diese Negation nicht das Jen-

seits einer jeden, eine außer ihnen befindliche 

oder nur ihre innere Unendlichkeit, sondern 

ihre an ihnen selbst gesetzte Unendlichkeit.

― ⑰質的
4 4

無限性はすなわち有限なものの

もとでの無限なものの突然の出現・直接的

な移行・此岸がそれの彼岸において消失す

る運動であった。Die qualitative Unendlich-

keit war nämlich das Hervorbrechen des Un-

endlichen am Endlichen, der unmittelbare 

Übergang und das Verschwinden des Diesseits 

in seinem Jenseits.　⑱これに対して量的な

無限性は定量の連続性・自己をこえ出る定

量の連続性である。Die quantitative Unend-

lichkeit hingegen ist die Kontinuität des Quan-

tums, eine Kontinuität desselben über sich hin-

aus.

『大論理学』⑮「（両者の）この無限性はした

がって一般に両側面の否定のうちに成りたって

いる」。これについては寺沢注が次を説く。

特有の比（質的なもの）も直接的な比

（量的なもの）も、いずれも絶対的に規定

された存在ではない（相互に否定しあい・

相互に転化する）ということがここでいわ

れている度量の無限性（＝真無限性）の内

容である。（1 p.453訳者注58）

「相互に否定しあい・相互に転化する」両者

（質的なものと量的なもの）だが、さりとて⑯

「この否定は両者のそれぞれの彼岸ではない
4 4

」。

ということは悪無限的な相互転化ではなく、相

互否定・相互転化がより進展したのである。こ

の点について「量的無限性」に関する寺沢注が

参考になる。

［「無限進行」にかかわって前には］「否定

的なものの無力」といわれたものが、いま

や強力な否定としてとらえなおされている。

この無力な否定から強力な否定への転換の

根拠は、すでに無力な否定を「無力」とし

て自覚したことにあった。……（中略）

……この「無力な否定」にすぎない無限進

行がしばしば「究極的なもの」として賛美

されてきたのであり、そしてその限りでは、

転換の可能性はとざされていた。だがヘー
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ゲルは、本文で無限進行を「否定的なもの

の無力」としてとらえ……（中略）……た

のである。無力な否定そのものが否定され

るのであるが、このあとの否定が、否定の

否定としての強力な否定である。（1 p.409

訳者注29）

ここでも同様の転換であり、否定（相互転

化）が否定されて（彼岸でない）無限性はいま

⑯「両者そのもののもとに
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

定立された無限性で

ある」。だから⑰は「質的無限性」の「有限な

もののもとでの無限なものの突然の出現」を、

⑱は「量的な無限性」の「自己をこえ出る定量

の連続性である」ことを説く。

『資本論』で「両側面」は「蓄蔵貨幣」と「び

た一文ふえない」である。その「両側面の否

定」であるから「価値の増殖という問題」であ

る。G－W－G’の否定（蓄蔵過程）が否定さ

れるから「増殖の欲求」は「否定の否定」であ

る。また100ポンド・スターリングは110ポン

ド・スターリングでなく
4 4

、しかし「（増殖の欲

求は）同じ」だというのだから、110ポンド・

スターリングは「否定の否定」である。そして

「交換価値の限定された表現」が「（神の）召命

Berufをもつ」のだから、それは「有限なもの

のもとでの無限なものの突然の出現」・「此岸が

それの彼岸において消失する運動」である。ま

た「両者」（100ポンド・スターリング・110ポ

ンド・スターリング）が「大きさの増大によっ

て豊富Reichthum自体に近づく」のだから、そ

れは「自己をこえ出る定量の連続性」なのであ

る。

（10）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第10文

確かに、最初に前貸しされた価値である

100ポンド・スターリングは、流通におい

てその価値につけ加えられる10ポンド・

スターリングの剰余価値から一瞬のあい

だ区別されはするが、しかしこの区別は

すぐまた消えてなくなる。Zwar unterschei-

det sich für einen Augenblick der ursprünglich 

vorgeschossene Werth 100 Pfd. St. von dem in 

der Cirkulation ihm zuwachsenden Mehrwerth 

von 10 Pfd. St., aber dieser Unterschied zer-

fließt sofort wieder.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第19文～第20文

⑲質的に有限なものは無限なものになる
4 4

Das Qualitativ-Endliche wird zum Unendli-

chen；⑳量的に有限なものはそれ自身のも

とでそれの彼岸であり、自己をこえてその
4 4 4 4 4 4 4 4

彼方をさし示す
4 4 4 4 4 4 4

。Das Quantitativ-Endliche 

ist sein Jenseits an ihm selbst und weist über 

sich hinaus.

「最初に前貸しされた価値である100ポンド・

スターリングが、流通においてその価値につけ

加えられる10ポンド・スターリングの剰余価

値から区別される」なら、「110ポンド・スタ

ーリングの場合と100ポンド・スターリングの

場合が同じ」とは言えない。だから「一瞬のあ

いだ区別されはするが、しかしこの区別はすぐ

また消えてなくなる」と説かれるのだが、これ

にかかわっては『大論理学』の次の叙述が参考

になる。

＜大＞　向一存在
4 4 4 4

と向自存在
4 4 4 4

とは相互に対立

しあう真の規定態をなしてはいない。向一
4 4

存在
4 4

とは他者が揚棄されていることを表現

しており、したがってそれは本質的には向

自存在と一つである。向自存在は、それが
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揚棄された他在であることによって、自己

への無限の関係である。［向自存在と向一

存在との］区別が一瞬間［でも］受け入れ

られて der Unterschied auf einen Augenblick 

angenommen、そしてここですでにひとつ

の向自存在するもの
4 4 4 4 4 4 4 4

について語られるとす

れば、その限りでは、向自存在するものと

は、揚棄された他者・したがって向一的で
4 4 4 4

ある他者としての自己に関係するその当の

もの自身である。向自存在は自己への関係

であるが、しかし無限な関係である、した

がってそのなかには否定が含まれている。

（1 p.165）

G－W－Gにおいても同様である。「最初に

前貸しされた価値である100ポンド・スターリ

ング」と「流通においてその価値につけ加えら

れる10ポンド・スターリングの剰余価値」と

は「相互に対立しあう真の規定態をなしてはい

ない」。というのは10ポンド・スターリング

は「向一存在」として、「本質的には向自存在

（100ポンド・スターリング）と一つである」

からである ― ただしここで10ポンド・スタ

ーリングが「向一的な他者
4 4

」であることは重要

である― 。だから「（一瞬間存した）区別は

すぐまた消えてなくなる」のである。つまり⑲

「質的に有限なもの（最初に前貸しされた価値）

は無限なものになり」、⑳「量的に有限なもの

（100ポンド・スターリング）はそれ自身のも

とでそれの彼岸であり、自己をこえてその彼方

をさし示す」。

なお「（限界の）彼方をさし示す hinauswei-

sen」の類義語に‘hinweisen’があり、これにつ

いての寺沢注は次である。

「指し示す」（hinweisen）という用語は、

ヘーゲルの『論理学』では使われることの

まれな用語である。ここでこのことばは何

を意味しているのであろうか。「Aは、P

でありながら、Qを指し示している」とは、

Aはいま現にPであり、したがってQでは

ないのであるが、しかしAはPでありなが

ら、いやむしろPであるがゆえに、AはP

であることをやめてQへと移行してゆかざ

るをえない、ということが明らかである、

ということを意味するのであろう。（2 

p.378訳者注23）

‘hinausweisen’についても基本は同じことで

あり、100ポンド・スターリング（G）は110

ポンド・スターリング（G’）へと移行してゆ

かざるをえないのである。

（11）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第11文

過程の終わりには、一方の側に100ポン

ド・スターリングというもとの価値が、そ

して他方の側には10ポンド・スターリン

グという剰余価値が出てくる、というわけ

ではない。Es kommt am Ende des Processes 

nicht auf der einen Seite der Originalwerth von 

100 Pfd. St. und auf der andren Seite der 

Mehrwerth von 10 Pfd. St. heraus.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第21文

しかし度量の特有化の無限性はそれ自身

のもとで、他者をそれの彼岸としてもたな

いで、度量が総体性であること・度量が自

己に対立する他者をもったりあるいは定立

したりしない
4 4

こと・ただこのことだけを度

量の自己をこえ出てゆく否定のなかで定立

するところのこの総体性である。Aber die 
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Unendlichkeit der Spezifikation des Maßes ist 

an ihr selbst diese Totalität, die das Andere 

nicht als ein Jenseits seiner hat, sondern nur 

dies in seiner über sich hinausgehenden Nega-

tion setzt, daß es Totalität ist, daß es nicht ein 

Anderes gegen sich hat oder setzt.

上には「質的無限性」と「量的無限性」のそ

れぞれについて説かれ、ここでは「度量の特有

化の無限性」について説く。ここで「しかし」

と逆接するのはなぜか。「総体性」についての

寺沢注を参照しよう。

ここでいわれている「総体性」とは、質

的でもあれば量的でもある全体のことであ

る。質的なものが量的なものへ・量的なも

のが質的なものへと転化する運動を通じて、

このような相互転化の運動の全体を貫いて

その根底に存するものが、ここでいわれて

いる「総体性」である。（1 p.453訳者注59）

つまりかく「根底」が把握されて、一瞬10

ポンド・スターリングを「区別」した100ポン

ド・スターリングも「他者をそれの彼岸として

もたないで」統一（無差別）へと進展するので

あり、「しかし」もまたそうした進展を導くた

めの逆接である ― つまり⑲⑳いずれもが「自

己に対立する他者をもったりあるいは定立した

りする」、そのこととの対比である― 。「一方

の側」が此岸であれば「他方の側」（他者）は

「それの彼岸」だが、「過程の終わり」に「度量

（100ポンド・スターリング）が自己に対立す

る他者をもったりあるいは定立したりしないこ

と・ただこのことだけを度量の自己をこえ出て

ゆく否定のなかで定立するところのこの総体性

である」のだから、G－W－G’は「度量の特

有化の無限性」なのである。

（12）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第12文

出てくるのは、110ポンド・スターリン

グという一つの価値であって、それは、最

初の100ポンド・スターリングと同じく、

まったく価値増殖過程を開始するのに適

した形態にある。Was herauskommt ist Ein 

Werth von 110 Pfd. St., der sich ganz in 

derselben entsprechenden Form befindet, um 

den Verwerthungsproceß zu beginnen, wie die 

ursprünglichen 100 Pfd. St.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第22文

特有の比は、否定的統一によって規定さ

れている［二つの］量の否定的統一である

Das spezifische Verhältnis ist die negative Ein-

heit von Quantitäten, die durch sie bestimmt 

sind；

『資本論』は「出てくるのは、110ポンド・ス

ターリングという一つの価値Ein Werthである」

と謂う。そこで‘Ein Werth’にかかわって、「一

Eins」について『大論理学』の説くところを見

ておこう。

＜大＞　一は無規定的であるが、存在［が無

規定的であるそ］のように無規定的なので

はなく、一の無規定態は自己自身への関係

である規定態であり・絶対的に規定された
4 4 4 4 4 4 4 4 4

存在
4 4

である。― 絶対的に規定された存在

は、他者へではなく自己への関係としての

規定態・または否定である。Das absolute 

Bestimmtsein ist die Bestimmtheit oder 

Negation als Beziehung nicht auf Anderes, 
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sondern auf sich.　したがって一の自己との

この相等性を一がもつのは、それが打ち消

しの作用であり・自己からはなれて他者へ

とこえ出てゆく一つの方向である限りでの

みのことだが、しかしこの方向は、それが

向かってゆくいかなる他者も存在しないの

であるから、直接に揚棄されており、向き

を変えて・自己へとたち帰っているのであ

る。（1 p.168）

つまり「110ポンド・スターリングという一

つの価値」は「自己自身への関係である規定

態」なので、「最初の100ポンド・スターリン

グと同じく、まったく価値増殖過程を開始する

のに適した形態にある」のである ―‘entspre-

chend’は‘angemessen’の類語－。

そこで『大論理学』「特有の比は、否定的統

一によって規定されている［二つの］量の否定

的統一である」を具体的にイメージしてみよう。

「否定的統一によって規定されている［二つの］

量」をG・￢Gと置けば、両者の「否定的統一」

は「GはGである」で表わされる。このとき最

初のGは主語Gと・二番目のGは述語G（した

がって￢G）と「規定されている」からである。

つまり「否定的統一によって規定されている

［二つの］量の否定的統一」すなわち「特有の

相関」は「GはGである」（G－G）なのである。

いまや「110ポンド・スターリングという一

つの価値」は「絶対的に規定された存在」に到

ったが、その「絶対的に規定された存在」につ

いて寺沢注は「逆説的にきこえるかもしれない

が、「無規定的な存在である」ということであ

る」（1 p.393訳者注1）と説く。これは「GはG

である」の同語反復を考ることで了解されよう。

（13）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第13文

運動の終わりには、貨幣がふたたび運動

の始まりとして出てくる。Geld kommt am 

Ende der Bewegung wieder als ihr Anfang 

heraus.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第23文～第26文

�それはこの否定的統一として独立して

無関心的に成立している。es ist als diese 

negative Einheit das selbständige gleichgültige 

Bestehen.　�しかし特有の比がそれへと自

己を特有化したところのものは量の諸規

定であるAber zu was es sich spezifiziert hat, 

sind Quantitätsbestimmungen；�そうするこ

とによって特有の比は量的な比へと移行し

ないで、量的な比のなかでただ自己自身へ

と関係しているes geht somit in das quantita-

tive Verhältnis nicht über, sondern bezieht sich 

darin nur auf sich selbst；�そして没度量態

ないしは度量の否定・すなわち比の量的な

ものは比の自己自身への否定的な関係であ

る。und die Maßlosigkeit oder seine Negation, 

nämlich das Quantitative des Verhältnisses, ist 

seine negative Beziehung auf sich selbst.

『資本論』を具体例にして『大論理学』を読む。

110ポンド・スターリング（絶対的に規定され

た存在）は「他者へではなく自己への関係とし

ての規定態・または否定である」。「自己への関

係」なのだから、�「それ（特有の相関・110

ポンド・スターリング）はこの（GとGとの）

否定的統一として独立して無関心的に成立して

いる」。つまり「（G－W－Gの）運動」は110

ポンド・スターリングになって「終わる」ので

ある。�「しかし特有の比［相関］がそれへと

自己を特有化したところのものは（100ポンド・
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スターリングおよび10ポンド・スターリング

という）量の諸規定である」－つまり「独立

したものをつくりなしている特有のものによっ

て量的なものがそこで規定されているのは、両

者のこの統一である」（再掲）－。�「そう

することによって特有の比は量的な比［相関］

へと移行しないで、量的な比のなかでただ自己

自身へと関係している」、すなわち100ポンド・

スターリングと
4

10ポンド・スターリングであ

るのは一瞬間であって、過程の終わりには「一

つの価値」である。�「そして没度量態ないし

は度量の否定・すなわち比［相関］の量的なも

のは比の自己自身への否定的な関係である」。

つまり「運動の終わり（没度量態ないしは度量

の否定）には、貨幣がふたたび運動の始まり

（終わりへの否定的な関係）として出てくる」。

ところで18パラグラフの全体が対応する「A

絶対的なものの開陳」の6パラグラフ第5文は

次であった。

＜大＞　― それだから絶対的なものを開陳

するあの運動だけでなく、ひたすらそのて

もとへと到達した
4 4 4 4

この絶対的なもの
4 4 4 4 4 4

そのも

のもまた不完全なものである。Nicht nur 

jenes Auslegen des Absoluten ist daher ein 

Unvollkommenes, sondern auch dies Absolute 

selbst, bei welchem nur angekommen wird.

そして「そのてもと」に関連して寺沢注は別

の箇所で次を説く。

「自己のてもとで」と訳した原語は“bei 

sich”である。これは、「未展開の姿にあ

る自己のもとで」を意味する“an sich”と

はことなって、「あるべき姿にある自己の

もとで」・「展開され・充実された姿にある

自己のもとで」を意味する。“bei sich”に

あるということは、そこから何か別の状態

へと移ってゆかなければならないという欠

乏の状態にあるのではなく、自足した状態

にあること、at homeの状態にあることを

意味する。（2 p.383訳者注21）

これに準えて言えば、いま「価値増殖過程を

開始するのに適した形態」にある110ポンド・

スターリングは「展開され・充実された姿にあ

る自己のもとに」到達したのである。しかし

『大論理学』は「この絶対的なものそのものも

また不完全なものである」と謂う。議論を先取

りすれば、これは絶対的なものの「絶対的に絶

対的なものではない」（2 p.223）ことを示唆し

ている。そして「本質」への進展を説く度量論

は、「没度量的なもの」では相関の両項が相互

転化して「無差別 Indifferenz」に達するが ―

『資本論』18パラグラフが対応 ― 、その無差

別もまた「不完全なものである」。「無差別には

それ自身のもとで自己との質的統一であるこ

と・すなわち絶対的否定態が欠けている」（1 

p.363）からである。だが「相対的な絶対的な

もの」（属性）もまた「絶対的否定態が欠けて

いる」のだから、「A絶対的なものの開陳」の

論理展開に沿う18パラグラフが同時に「没度

量的なもの」に沿って叙されることに奇異は存

しないのである。

（14）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第14文

それゆえ、販売のための購買が行なわれ

る各個の循環の終わりは、おのずから新た

な循環の始まりをなす。Das Ende jedes 

einzelnen Kreislaufs, worin sich der Kauf für 

den Verkauf vollzieht, bildet daher von selbst 

den Anfang eines neuen Kreislaufs.
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＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第27文～第28文

�したがって度量の無限性は度量自身を

揚棄する運動ではなくて、度量が一つの他

者であるということを揚棄する運動である。

Seine Unendlichkeit ist also das Aufheben 

nicht seiner selbst, sondern seiner, daß es ein 

Anderes ist；�この揚棄する運動は、度量

がよってもって度量であるゆえんのものと

して、度量の否定である。es ist dies die Ne-

gation seiner als das, wodurch es ist.

『大論理学』�「度量の無限性は度量自身を揚

棄する運動ではなくて、度量が一つの他者であ

るということを揚棄する運動である」、これは

寺沢注の説くように「度量は揚棄されず、あく

まで度量でありつづける」（1 p.453訳者注60）

ことを説く。そこで「各個の循環（運動）の終

わりは、おのずから新たな運動の始まりをな

す」－「（度量が度量）自身でありつづける」、

つまり「そのままvon selbst」― 。なぜ「新た
4 4

な
4

運動」なのか。�「この揚棄する運動は－

原文の語順にしたがって― 度量の否定
4 4

（運

動の終わり）であり」、しかもその否定（終わ

り）が「まさに度量がよってもって度量である

ゆえんのもの」だからである。

（15）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第15文

単純な商品流通 ― 購買のための販

売 ― は、流通の外にある究極目的、す

なわち使用価値の取得、欲求の充足、のた

めの手段として役立つ。Die einfache Waa-

rencirkulation - der Verkauf für den Kauf - 

dient zum Mittel für einen außerhalb der Cir-

kulation liegenden Endzweck, die Aneignung 

von Gebrauchswerthen, die Befriedigung von 

Bedürfnissen.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第29文～第30文

�したがって特有の量の関係としての質

的な比はこの否定を通じて自己を外的なら

しめ、質を欠いた存立たらしめる Das 

qualitative Verhältnis also als Beziehung 

spezifischer Quantitäten macht sich dadurch 

äußerlich, zu einem qualitätslosen Bestehen；

�しかしこの度量の否定がまさに度量がよ

ってもって度量であるゆえんのものであり、

度量の特有の性状をつくりなしているもの

である。aber eben diese seine Negation ist es, 

wodurch es  i s t ,  was  se ine  spezi f ische 

Beschaffenheit ausmacht.

『大論理学』�「この否定」は「度量の否定・

すなわち比［相関］の量的なもの」である。だ

から「質的な比は自己を外的ならしめ、質を欠

いた存立たらしめる」。そしてそうであれば、

相関は�「度量の特有の性状」である。「性状」

とは、上に触れたごとく、「或るものに属して

はいるが、むしろ或るものの他在である」とこ

ろの「規定態」だからである。

『資本論』に即しては、「度量（販売のための

購買）の否定」は「購買のための販売」（相関

の量的なもの das Quantitative des Verhältnisses）

であり、それは「流通の外にある究極目的、す

なわち使用価値の取得、欲求の充足、のための

手段として役立つ」。目的と手段に関して『大

論理学』の説くところを改めて見ておこう。

＜大＞　一面では、主観性は自己を規定する

ことによって自己を特殊性にするのであり、
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自己に内容を与えるのであるが、しかしこ

の内容は概念の統一の中にとじこめられて

いて、まだ内的な内容である。この定立す
4 4 4

る運動
4 4 4

・単一な自己内反省はしかしながら、

すでに明らかにされたように、直接的に同

時に前提する運動
4 4 4 4 4 4

である。目的の主観がそ

のなかで自己を
4 4 4

規定するその同じ契機にお

いて主観は無関心的外的な客観性に関係づ

けられている、そしてこの客観性とは主観

によってあの内的な規定態に等しくされる

べきものである、すなわち概念
4 4

によって規
4

定されたもの
4 4 4 4 4 4

として定立されるべきもので

あり、なによりもまず手段
4 4

として［定立さ

れるべきものである］。（3 p.240）

すると「手段」はその「規定されたもの ein 

Bestimmtes」（性状）である。というのは、「究

極目的」が「使用価値の取得、欲求の充足」と

いう「主観的目的」であるとき、「手段」（規定

された客観）は「無関心的外的な客観性」とし

て定立される（役立つ）からである ―「（究

極）目的」が「流通の外にある」のだから、逆

に「流通」は「（主観的）目的」の外なる客観

性である ―。かくして「単純な商品流通－

購買のための販売」は「度量の特有の性状」で

ある。

（16）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第16文

これに反して、資本としての貨幣の流通

は自己目的である。というのは、価値の増

殖は、この絶えず更新される運動の内部に

のみ実存するからである。Die Cirkulation 

des Geldes als Kapital ist dagegen Selbst-

zweck, denn die Verwerthung des Werths 

existirt nur innerhalb dieser stets erneuerten 

Bewegung.

＜大＞　 C没度量的なもの　2パラグラフ　

第31文～第36文

� ― このことが度量の本性であるが、

しかしそれは同時に無限進行のうちに現存

し て い る。Dies ist seine Natur, aber es ist 

zugle ich  in  dem unendl ichen  Progreß 

vorhanden.　�すなわち自己自身に対して

無関心的なものとしての特有の比は自己自

身から自己を突きはなし、自己をべつの特

有 の 比 に す る。Nämlich das spezifische 

Verhältnis, als gleichgültig gegen sich selbst, 

stößt sich von sich selbst ab und macht sich zu 

einem anderen spezifischen Verhältnis.　�こ

の比はべつの量的な比であるDieses ist ein 

anderes quantitatives Verhältnis；�そのゆえ

に両者は相互に無関心的であり、そしてそ

れらの質的な関係は揚棄されている。

darum sind beide gleichgültig gegeneinander, 

und ihre qualitative Beziehung aufgehoben.　

�だがまさにそのことによって両者はただ

外的に区別されているにすぎないAber 

eben damit sind sie nur äußerlich unterschie-

den；�したがって他者への関係は自己の

区別されていないものへの・自己の否定と

しての自己自身への関係である。die Be-

ziehung auf das Andere ist also eine Beziehung 

auf sein nicht Unterschiedenes, auf sich selbst 

als auf seine Negation.

二つのテキストの叙述は根拠と帰結の配置順

が反対であると読む。『資本論』は根拠が後置

されるのに対し、『大論理学』では根拠を述べ

た後に帰結が示されるからである。

『大論理学』�「このこと」は「度量の否定が

まさに度量がよってもって度量であるゆえんの
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ものであり、度量の特有の性状をつくりなして

いるものである」、このことであり、それが

「度量の本性である」と謂われる－その「度

量の本性」が「無限進行のうちに」把握される

ことは、同じく「性状」に言及する「C没度量

的なもの」2パラグラフの最終文ともかかわっ

て当面の要点になる－。その�に対応して

『資本論』も「価値の増殖」（度量の本性）が

「絶えず更新される運動の内部にのみ実存する」

（無限進行のうちに現存している）と説く。

その「運動の内部」を説くのが『大論理学』

�以下であり、したがって『資本論』が具体例

になりうる。�「自己自身に対して無関心的な

ものとしての特有の比（Gすなわち「資本とし

ての貨幣」、具体的には100ポンド・スターリ

ング）は自己自身から自己を突きはなし、自己

をべつの特有の比（G’）にする」。この「べつ

の特有の比［相関］」は「購買のための販売」

である。�「この比はべつの量的な比（110ポ

ンド・スターリング）である」。�「そのゆえ

に両者（GとG’）は相互に無関心的であり、そ

してそれらの質的な関係は揚棄されている」。

�「だがまさにそのことによって両者はただ外

的に区別されているにすぎない」、これはよか

ろう。�「したがって他者（G’）への関係は自

己の区別されていないものへの・自己の否定と

しての自己自身への関係である」、すなわち

『資本論』では「資本としての貨幣の流通は自

己目的である」。

なおW－G－W」が「合目的的な手段」（3 

p.244）であるのに対してG－W－G（自己目

的）は「実現された目的」である。

＜大＞　客観に対する目的の威力はこの自立

的に存在する同一性であり、そして目的の

活動性はこの同一性の顕現である。（3 

p.246）

『資本論』の叙述の展開ももちろんかかる論理

の進展に沿ったものである。

（17）

＜資＞　 第1節資本の一般的定式　18パラグ

ラフ　第17文

それゆえ、資本の運動には際限がない。

Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos.

＜大＞　 �C没度量的なもの　2パラグラフ

　第37文～第40文

�特有のものの自己からのこの反撥運動

はそれの独立態であるDieses Abstoßen des 

Spezifischen von sich ist seine Selbständig-

keit；�したがって独立態は、ただ量的に

区別されているにすぎないそれの他者へと、

それが自己の否定においてそれがあるとこ

ろのものであるように関係する、というこ

とに成りたっている。sie besteht also darin, 

sich auf sein Anderes, nur quantitativ Unter-

schiedenes so zu beziehen, daß es in seiner Ne-

gation das ist, was es ist.　�－こうして逆

に量的な規定が特有の規定へとひっくり返

るが、�しかしそれは特有の規定がそれ自

身のもとで量的なものであるからであり、

こうして量的なものはそれの他になる運動

のなかで自己を維持し、こうしてそれの性

状において、自己の否定のなかでそれがあ

るところのものであるというそれの規定に

したがってそれがあるところのものである。

So umgekehrt, die quantitative Bestimmung 

schlägt in spezifische Bestimmung um；aber 

weil diese an ihr selbst das Quantitative ist, so 

erhält dieses sich in seinem Anderswerden und 

ist somit in seiner Beschaffenheit das, was es 

seiner Bestimmung nach ist, in seiner Negation 
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das zu sein, was es ist.

引き続き『資本論』が『大論理学』の具体例

である。�「特有のものの自己からのこの反撥

運動」はG－W－G’・すなわち「GはGであ

る」なので「独立態」の運動である。あるいは

「資本としての貨幣の流通は自己目的である」

ゆえ「資本」は「独立態」なのである。

そこで�「独立態（資本・G’）は、ただ量的

に区別されているにすぎないそれ（資本）の他

者（前貸しされた貨幣・G）へと、それ（G）

が自己（G）の否定においてそれ（G）がある

ところのものであるように関係する、というこ

とに成りたっている」。「前貸しされた貨幣が自

己の否定においてそれがあるところのものであ

る」のだから、前貸しされた貨幣の「否定の否

定」において資本は存立するのである。

そこで�「こうして逆に量的な規定（［前貸

しされた］貨幣）が特有の規定（資本［として

の貨幣］）へとひっくり返る」が、�「それは

特有の規定がそれ自身のもとで量的なものであ

るからである」。そしてこの「量的なものはそ

れの他になる運動のなかで自己を維持する」が、

その「自己」とは「それの性状において、自己

の否定のなかでそれがあるところのものである

というそれの規定にしたがってそれがあるとこ

ろのもの」なのだからすなわち「自己の否定」

である。すると「この量的なもののそれの他に

なる運動」（G－W－G’・資本）には「際限が

ない」。このことは『資本論』もすでに「この

形態（W－G－W）と並んでnebenわれわれは、

G－W－Gを見いだすvorfinden」（p.250）と説

いていたところだが、これに関連して『大論理

学』の次の叙述が注目される。すなわち生命あ

る個体の主観を「自己目的」だとした上で、次

のように説かれる。

＜大＞　個体がその中で自己自身を消耗させ

て生きている個体の主観的過程と、個体が

自然的手段として自分の概念に適合させて

定立する直接的な客観性とは、完全に定立

された外面態・無関心的に
4 4 4 4 4

自分と並列して

いる客観的総体性に関係している過程によ

って媒介されているのである。Sein subjek-

tiver Prozeß in sich, in welchem es aus sich 

selbst zehrt, und die unmittelbare Objektivität, 

welche es als natürliches Mittel seinem Begrif-

fe gamäß setzt, ist vermittelt durch den Prozeß, 

der sich auf die vollständig gesetzte Äußerlich-

keit, auf die gleichgültig neben ihm stehende 

objective Totalität bezieht. (3 p.278)

「個体の主観的過程」を「思考」と、「客観的

総体性に関係している過程」を「延長」と置き

換えれば、ここに説かれる論理の属性のそれに

通底することは明らかであろう（8）。

４．論理を通して読み解くこと

「資本の一般的定式」節の各パラグラフにおけ

る論理展開は、その中核的な論点に関する限り、

それらと直接的に対応する『大論理学』「A絶

対的なものの開陳」の叙述を参照することで比

較的容易に把握することができる。このことは

上にも述べた。それにもかわらず、18パラグ

ラフはその長い叙述を通して、いわばプラスア

ルファの情報 ― すなわち「没度量的なもの」

の論理展開 ― を与えている。かかる叙述構

成を採る理由を最後に考えておこう。

18パラグラフが直接対応する「絶対的なも

の」章の叙述は次であった。

＜大＞　－それだから絶対的なものを開陳

するあの運動だけでなく、ひたすらそのて
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もとへと到達した
4 4 4 4

この絶対的なもの
4 4 4 4 4 4

そのも

のもまた不完全なものである。

ここで「絶対的なものそのものは不完全なも

のである」とあるのは、「絶対的なもの」が

「絶対的に絶対的なもの」でなく「相対的に絶

対的なもの」であることを導くためであった。

換言すれば、かかる絶対的なもののそれ自身

「属性」（属性一般者）であることを説くためで

あった。つまり『大論理学』の論理展開は、

『資本論』が「資本の一般的定式」節の末尾で、

「G－W－G’は、直接に流通部面に現われる資

本の一般的定式である」と説く、その論理の展

開に合致する。

ところでヘーゲル論理学の「属性」はスピノ

ザのそれを批判的に継承しており、すなわち

「延長」（存在）と「思考」（本質）の二類が

「同一性と区別との同一性」において把握され

る ― 「絶対的なものが絶対的なものであるの

は、もっぱらそれが抽象的同一性ではなくて、

存在と本質との同一性ないしは内のものと外の

ものとの同一性であるからである」（2 p.223）

― 。それゆえ『資本論』でもG－W－G’は

「本質」として、「存在」たるW－G－Wとの

同一性において把握されるのでなければならな

い。すなわちG－W－G’は、絶対的なものと

して開陳されるG－W－G（G－W－G’）の

自己還帰として・揚棄されたG－W－GとW

－G－Wとがそれに内属するところの絶対的

なものとして把握されねばならない ― 上に

引いた『資本論』p.250の‘neben’がそのこと

を示している― 。

『大論理学』においては「A絶対的なものの開

陳」は本質論第三編に位置するから、存在論で

の「存在は本質である」・本質論第一編での

「本質は存在である」・そして第二編での「本質

的存在」（現象）を踏まえいることは読者にと

って自明である。そして『資本論』においても

「商品の二要因」以来「同一性と区別との同一

性」が一貫して説かれることは同じなのだが、

それでも「意味」を中心に据えた読解はともす

れば「区別」を一面化し、一項の他項に対する

優位だけを把握する。「資本の一般的定式」節

の叙述でも、例えば「単純な商品流通では、同

じ貨幣片の二度の場所変換がその貨幣片をある

人の手から別の人の手に最終的に移すのである

が、この場合［G－W－G］には同じ商品の二

度の場所変換が貨幣をその最初の出発点に還流

させる」（12パラグラフ）という叙述を読むと、

人はW－G－Wの有限であることは把握して

も、無限なものそのものであるG－W－Gも

同じく真理態でない
4 4

ことを失念する。これはす

な わ ち G － W － G の 四 肢 構 造（ 四 分 法 ）

Quadruplizitätであることを見失うことである（9）。

けれども「没度量的なもの」に対応する論理

の叙されることでその弊は避けられる。そこで

の論理の展開は対立する質的なものと量的なも

のの相互転換がまさに「無限に続く」ことを説

いており、したがってその真理態の把握におい

ては両者の揚棄されねばならないことが見通さ

れるからである。本稿が示したのはその一端で

あった。それは同時に、『資本論』を論理的に

読む上での「論理的構文論」の有効性を示すこ

とでもあった。

注
（1）「論理的構文論die logische Syntax」について

は拙稿「「論理的構文論」とヘーゲル論理学」
（『理想』692号）および「「論理的構文論」に
よるソシュール『一般言語学講義』読解」（『人
文論集』95号）を参照されたい。ここではウ
ィトゲンシュタインによるその把握と具体例の
みを挙げておく。『論理哲学論考』に次が説か
れる。

3-33　論理的構文論においては、或る記
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号の意味は何ら役割を果たしてはならな
い；論理的構文論は記号の意味

4 4

が問題にな
ることなく立てられねばならず、諸表現の
記述だけ

4 4

を前提しうる。

　　そして『資本論』の次の一節を、論理的構文
論の具体例と見ることができよう。

＜資＞　しかし、［20エレのリンネル＝
1着の上着 において］質的に等置された二
つの商品は同じ役割を演じるのではない。
リンネルの価値だけが表現される。では、
どのようにしてか？　リンネルが、その

「等価物」としての、またはそれと「交換
されうるもの」としての上着に対してもつ
関連によって、である。この関係のなかで
は、上着は、価値の実存形態として、価値
物として、通用する。なぜなら、ただその
ようなものとしてのみ、上着はリンネルと
同じものだからである。他方では、リンネ
ルそれ自身の価値存在が現われてくる。す
なわち、一つの自立的表現を受け取る。な
ぜなら、ただ価値としてのみ、リンネルは、
等価値のものとしての、またはそれと交換
しうるものとしての上着と関連しているか
らである。例えば、酪酸は、蟻酸プロピル
とは異なる物体である。しかし、両者は、
同じ化学的実体－炭酸（C）、水素（H）
および酸素（O）から成り立ち、しかも同
じ比率の組成、すなわちC4H8O2で成り立
っている。いま酪酸に蟻酸プロピルが等置
されるとすれば、この関係のなかでは、第
一に、蟻酸プロピルは単にC4H8O2の実存
形態としてのみ通用し、第二に、酪酸もま
たC4H8O2から成り立っていることが述べ
られるであろう。すなわち、蟻酸プロピル
が酪酸に等置されることによって、酪酸の
化学的実体が、その物体形態から区別され
て、表現されるであろう。（p.85）

　　「異なる物体」の「関係」をもって経済学的
な「価値関係」を説明するのだから、その説明
は論理的なもの以外ではないからである。

（2）本稿で使用するテキストは次である。
『資本論』全13分冊　資本論翻訳委員会

訳　新日本出版社
『大論理学』1～ 3　寺沢恒信訳　以文社

　　なお引用に際し、テキスト間での文字種の統

一はしていない。
（3）以上略述したことは拙稿「「論理的構文論」

によるソシュール『一般言語学講義』読解」に
おいて詳しく述べた。。

（4）18パラグラフに対応する『大論理学』の叙
述がB版でなくA版であることについて、「論
理的構文論」の立場からは特別に述べることは
ない。強いて言えば、B版の叙述は『資本論』
の論理展開は対応しないというのみである。無
論実証的には様々なことが説かれようが、論理
的構文論はそうしたことを探求の対象としない。

（5）なお『大論理学』に次の一節がある。

＜大＞　［存在と無との合一を破壊する］
この［破壊の］成果は消失してしまってい
ることであるが、しかし無

4

としてではな
い；無として消失してしまっているならば、
それはただすでに揚棄されてしまった両規
定［存在と無］の一方にふたたびおちこむ
ことにすぎない。そうではなくてこの成果
は、存在と無との静止した単一態になった
統一である。(1 p.114)

（6）「この形態［一般的価値形態］がはじめて現
実的に諸商品を価値として関連させ、諸商品を
互いに交換価値として現象させるのである」
（p.113）が、「一般的等価物として機能するよ
うになった」金が「商品世界の価値表現におけ
るこの地位の独占をかちとるやいなや、それは
貨幣商品となる。」（p.120）

（7）「商品に内的な、内在的な、交換価値（“固有
価値”）というものはひとつの“形容矛盾”に
見える。」（p.62）

（8）なおまた「個体の主観的過程」と「客観的総
体性に関係している過程」とが「並列している
neben」という把握は、属性の論理を理解する上
で示唆的であると思う。この点は次注に説いた
こととも関連するであろう。

（9）四肢構造把握の困難は『資本論』の読解に限
らない。例えば言語の把握に関しても、次の時
枝誠記の言語観などはその例になる。本居宣長
の「凡て同じ物も指すさまによりて名のかはる
類多し」について、時枝は説いている。

「同じ物」とは素材に対する観察的立場
についていつたことであり、「指すさま」
とは、その素材に対する主体的立場に於け
る把握の仕方をいつたと解すべきである。
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語は同一事物に対する把握の仕方の相違を
表現することによつて異つた語となるとい
ふ意味である。宣長のいつたことは、その
逆にも適用出来ることであつて、指すさま
が同じであるならば、異つた事物をも同じ
語によつて表現される訳である。……（中
略）……疲れた山道で一本の木の枝を折つ
て、「いゝ杖が出来た」ともいひ得るので
ある。（『國語學原論』p.405）

　　思考（本質）と延長（存在）を切り離すこと
しか知らない、言語過程説の悟性的な言語観が
ここには明らかに見てとれよう。考えてみれば、
言語過程説は「言語を思想表現の手段と考へ
る」（同p.22）のであって、この外的合目的性
にとどまったのが言語過程説だと言うこともで
きる。その理由の一つが、「時枝における聞手
は、いわば人形であって人間ではない。ただ単
に聞くだけの聞手は真の聞手ではない」（森重
敏）と評される時枝の主体把握にあったことは
間違いない。
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資本主義国家という概念について

桑　野　弘　隆

０．�はじめに　本論の研究対象
� ――国家とネーションの関係

本論では、国家を state すなわち官僚機構と

軍の統一体として捉える。ところで、近代資本

主義国家は、nation-stateとも呼ばれる。このタ

ームは、近代国家が国家装置とネーションの結

合であることを示唆するものである。想像の共

同体（ベネディクト・アンダースン）としての

nationと国家との関係については、別の機会に

詳しく論じたい。しかし、簡便に触れておく。

たとえば、吉本隆明は、マルクス主義国家理論

をはじめとする国家を「モノ」＝装置と見なす

ような理論は、国家の共同幻想的な位相―わ

れわれの文脈でいうとネーションの位相―を

捨象してしまっていると批判している。そして

吉本は、初期マルクスの疎外論を参照しながら

も独自の「共同幻想論」を展開するのである。

吉本は次のように主張する。

わたしたちの通念では国家は眼にみえる政

府機関を中心において、ピラミッドのよう

に国土を限ったり、国境を接したりして眼

の前にあるものである。けれど政府機関を

中心とする政治制度のさまざまな具体的な

形、それを動かしている官吏は、ただ国家

の機能的な形態であり、国家の本質ではな

い。もとをただせば国家は、一定の集団を

つくっていた人間の観念が、しだいに析離

（アイソレーション）していった共同性で

あり、眼にみえる政府機関や建物や政府機

関の人間や法律の条文などではない。（吉

本　7）

しかし、このような批判は、nation-stateが歴史

的な結合体であるということを忘れている。こ

の結合が歴史的な存在であるということは、結

合には、はじまりがありそして終わりもありう

るということだ。現在の国家 stateは、一義的

にはその権力の正当化のためにネーションとい

う「想像の共同体」を必要とする。あるいはネ

ーション（的統一）を絶えず作り上げなくては

ならない。資本主義国家にとって、ネーション

とは目的ではなくて、自身の存続のための手段

である。あるいは、国家が存続するところ、そ

の効果としてネーションが付随的に存立してい

るといえよう。このことは、国家なしの純粋な

るネーションというものが存立しえないことか

らも明らかである。もちろん、国家が「想像の

共同体」の疎外態には還元しえない物質性をも

っていることも忘れるべきではない。国家の論

理をネーションの論理と同一視することはでき

ないのだ。すなわち、近代国家の本質にネーシ

ョンを見出そうとするのは、目的と手段、主要

な効果と副次的効果とを転倒してしまうことで

ある。想像の共同体あるいは共同幻想としての

ネーションを解明することは必要である。しか

しそのためには、国家の機能を解明し、国家と

ネーションの関係を解明しなければならない。

その前梯として、本論は資本主義国家の概念把
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握を試みるものである。

１．�資本主義国家と国家一般の関係に
　ついて

1.1　国家の一般理論について　

資本と国家の関係は、世界資本主義経済の成

立によって大きく変わった。諸国家間の関係、

そして国家それ自体の関係も大きく変化した。

資本主義国家をそれ以前の国家形態（国家一般

あるいは資本主義国家の前史形態）との連続性

においてとらえてしまうことは、むしろ弊害の

ほうが多いように思われる。

たとえば、『国家とは何か』のなかで萱野稔

人は、暴力を蓄積し続けようとする運動体とし

て国家をとらえている。ウェーバーに依拠しな

がら、萱野は、国家を様々な政治的組織から区

別しているのは、その目的ではなく手段（暴

力）であるという。萱野によれば、手段＝暴力

こそが、国家を定義づける。萱野の仕事は、国

家の一般理論を練り上げようとするものである。

それによってえられた、国家一般の概念から萱

野は資本主義国家をも導き出そうとしている。

これは、本論の国家論へのアプローチとは異な

る。しかしながら、国家一般の概念把握として

萱野の仕事は興味深いものであり、以下、その

国家論を検討することにしたい。

もとより、萱野の主張するように、国家にお

ける暴力の存在を過小評価するべきではない。

確かに国家には暴力を独占しようとする傾向が

ある。そして、物流・市場・金融システムなど

から構成される資本主義システムもまた、最終

的には国家による暴力によって支えられている

のである。その点で、「国家なき市場」という

のは幻想に過ぎない。萱野は、正当性や合法性、

あるいは合意や契約というタームでもって国家

を考える潮流に異議を唱え、そして国家を定義

するにあたっては、手段としての暴力にこそ一

義性を置かなければならないと主張している。

なるほど、国家における暴力のプレゼンスは、

正当性、合法性、統治契約、合意などによって

捨象されがちであることも確かである。暴力の

位相を考えなければ、国家という特殊な装置の

理論的解明はおぼつかない。この点において、

国家論における萱野の理論的貢献は大きい。国

民との統治をめぐる契約や合意、あるいは公共

の福祉というイメージに訴えながらも、場合に

よってはその国民にさえも暴力を行使する国家

という特殊な装置、これを解明するためには、

国家における暴力のプレゼンスに着目せざるを

えない。

しかしながら、暴力による強制的な支配が長

く続いた試しはない。暴力による強制や脅しに

頼っているだけでは、国家は国家として存続で

きないであろう。というのも、〈権威〉を通じ

て国民から自発的な服従を引き出せない場合に

は、その国家は持続可能ではないからだ。国家

による究極の支配形態とは、住民にとって国家

による支配がもはや支配としては現れず、服従

が自発的かつ自然であるために服従とすら意識

されないとき、もっとも強固である。国家が暴

力を放棄することはないが、しかし暴力に訴え

る国家はじっさいには弱い国家である。ひるが

えって、住民が生きている家庭、職場、地域共

同体の秩序が、国家の与える秩序と自然と繋が

っているように思われるとき、国家の権威は至

高のものとなる。

国家は、なるほど、当の地域において暴力を

独占している存在ではあるが、同時に国家はあ

らゆる地域内集団・組織・団体にたいして権威

において優越している存在である。国家は社会

に存在するあらゆる権威の源泉であることも欲

する。たとえば、国家によって認可されない学

校は学校ではないし、国家によって承認されな
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い宗教は宗教ではない、さらに国家によって公

認されない政治的組織は政治団体ではない、と

いう具合である。暴力による支配は、国家のイ

デオロギー・信仰・権威と手を携えて進む。こ

のように、権威と暴力は国家を支える両輪であ

る。国家にあっては、権威と暴力とは抜きがた

く絡みあっている存在であり、両者のあいだの

論理的優越性や歴史的因果関係を論証するのは

困難であろう。しかしながら、権力を基礎づけ

るのは、暴力というよりもむしろ権威であるの

は確かである。

ここから導き出されるのは、国家とは、ある

地域内において暴力および権威の蓄積という点

において、他のあらゆる組織・団体にたいして

圧倒的に優越していなければならない、という

ことだ。しかし、これだけでは十分ではない。

国家の帯びる権威とは、畢竟、当の国家が他の

国家によって国家として承認されていることで

保証されるものだからだ。局地的な関係で見れ

ば、暴力や権威を独占している様々な組織・団

体―テロリスト集団やギャング、暴力団、そ

して、宗教集団や政党―というものも存在す

る。彼らは国家を名乗る場合もある（「イスラ

ム国」のように）。しかし、それらは近代的な

意味での主権国家ではない。つまり、国家は他

の国家にたいしてのみ国家なのである。このテ

ーゼを理論的に論証してみよう。

イマニュエル・ウォーラーステインは、近代

主権諸国家のあいだでの相互承認によって成り

立っている、位階的な国家間システムを inter-

states systemと呼んだが、このシステムにおい

て立ち位置をえない限り、どんな集団・組織・

団体であっても主権国家たりえない。すなわち、

近代的な主権国家にあっては、国家とは他の国

家にたいしてのみ国家なのである。ところで、

この inter-states systemは、ウェストファリア条

約に端を発する、優れて近代的なシステムであ

る。そもそも、近代以前には、比較的小規模な

国民＝民族＝国家が、世界史の表舞台に登場す

ることはなかった。ウェストファリア条約にて、

ヨーロッパの諸国民国家は、相互の主権を承認

するとともに、カール・シュミットが「大地の

ノモス」と呼ぶところの世界秩序の建設に着手

した。この世界秩序にしたがえば、主権の相互

承認を通じてヨーロッパ列強のあいだの力の均

衡が計られるのと同時に、ヨーロッパ以外の地

域―とりわけ旧世界帝国―は植民地へと分

割されるべきであった。そして、この近代世界

システムとしての inter-states systemにおいて相

互承認を経ていない、ある地域に限定された暴

力と権威の独占体としての近代以前の前史形態

「国家」と、近代主権国家は区別されるべきで

ある。

すなわち、近代以前の「国家」から、近代以

後の主権国家を導くことは、「猿の解剖」を

「人間の解剖」に役立てるに等しい。猿の中に

は、人間へと生成発展するようなすべての契機

が内在しているわけではない。暴力と権威の独

占的な蓄積は、近代国家が成立するための一つ

の契機ぐらいに捉えるべきであろう。

たとえば、柄谷行人は、共同体内部から国家

の出現を導き出そうとする国家論を否定し、国

家のあいだの相互承認こそが国家を国家たらし

めると主張している。

しかし、ホッブスは、一国の内部において

平和が実現されるとしても、国家と国家の

関係では「自然状態」が存続するほかない、

と考えました。それを超えるリヴァイアサ

ンとしての世界国家はありえない、と。主

権国家は互いに、他の主権国家の主権性

（至高性）を認めます。だが、これは、そ

れらより上位の存在、教会や帝国を認めな

いということです。したがって、相手の主
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権を承認するということは、相互にうまく

やるということではまったくありません。

したがって、主権国家の間では根本的に戦

争状態が続きます。ヨーロッパでは、絶対

王権を打倒した市民革命の後、国民を主権

者とする国家、すなわち、国民国家が生ま

れました。しかし、国民国家は先ず主権国

家なのです。国民はそのあとに創造（想

像）されたものでしかない。そして、主権

国家は、それを超えるもの、すなわち、上

位にある帝国ないし教会を否定するところ

に成立するものです。ゆえに、主権国家間

の戦争状態は不可避的であり、それを超え

るすべがないのです。（柄谷　176-177）

柄谷によれば、戦争とはこの相互承認の極端な

現れなのである。というのも、柄谷の認識を補

足すれば、主権国家のあいだの戦争状態とは、

結果としてある一国が帝国へと膨張することを

妨げ、国家間の力の均衡を回復するものだから

である―ただしこの均衡とは必ずしも「平

等」を意味せず、国家間の位階的な秩序と〈ヘ

ゲモニー国家〉の存在を否定するものではない。

そして、このように「戦争」の意味を限定しな

い限り、クラウゼヴィッツの「戦争とは他の手

段をもってする政治の継続である」という高名

な一文は正しく理解されえない。クラウゼヴィ

ッツは、次のことを前提としていた。すなわち、

大地のノモス（＝ウェストフェリア体制）にお

いては、戦争の勝敗は、主権の至高性を左右し

ない。戦争とは、他のヨーロッパの主権国を破

滅させるものでもなく、征服し恣に支配すると

いうことでもない。クラウゼヴィッツは、「絶

対的戦争」（敵を殲滅する戦争）には否定的で

あった。戦争の勝敗に係らず、主権はあくまで

も尊重される。このように限定される限り戦争

は、inter-states systemにおける折衝の延長なの

である。

ともすれば、われわれは、地域において暴力

と権威を独占した集団・組織・団体があり、そ

れがやがて国家を名乗り、そして諸国家によっ

て承認されるにいたる、というようなストーリ

ーを描きがちである。たしかに、ほとんどの近

代国家は、その国家統一にあたって内戦を経験

している。そして、内戦の勝者が、国家として

の正当性をも勝ち取ったようにも映る。この内

戦における勝者のパターンは、富国強兵、すな

わち産業および軍の近代化に成功した「国家」

であった。地域レベルで暴力と権威を独占して

いた他の諸「国家」は統一併合された。しかし

ながら、〈内〉戦という字面が想起させるイメ

ージに頼るべきではない。はじめに「内輪」だ

けの戦争があり、それを戦い抜いた勝者が主権

国家として外部によって承認されると言ってし

まえば、ミスリーディングとなる。なぜならば

内戦とは言っても、グローバルな国家間の勢力

関係による影響を、深く確実に受けるからであ

る。むしろ、帝国主義の時代にあっては、ヨー

ロッパ列強の勢力関係が、ヨーロッパの地域外

の内戦の勝者をも決定したといってよい。たと

えば、明治維新期において、薩長同盟をイギリ

スが支援し、徳川幕府を普仏戦争に敗れたフラ

ンスが支援したのは、決定的な意味をもってい

た。さらには、内戦による混乱を利用して、ヨ

ーロッパ列強は植民地主義的侵略をおこなった

のである。

まとめるならば、国家が国家たりえる諸条件

とは、1）当該の地域において、暴力と権威に

おいて、他のあらゆる組織団体にたいして、圧

倒的に優越していること。2）他の主権国家に

よって主権国家として承認されてあること、す

なわち inter-states systemにおいて位置を占めて

いること、である。この条件を満たさない限り、

国家は国家たりえないので、この条件を維持す
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ることは国家にとっての優先課題となるであろ

うし、またこれらの条件を脅かす存在にたいし

ては、むき出しの暴力でもって応えるであろう。

1.2　�国家のプライマリーな機能�

� ―社会的諸関係の（再）生産

しかしながら、国家が国家たりえる条件を示

すだけでは、またウェーバー＝萱野のように、

国家が行使する手段の特異性を明らかにするだ

けでは十分ではない。国家は、他のあらゆる団

体組織とも異なる特異な機能・目的・権能を備

えているからである。

国家は、暴力と権威の蓄積を通じて、領土を

支配し、人口を統治しようとする。これは一般

には〈国家の論理〉と呼ばれる。ところが、忘

れてはならないのは、法的・イデオロギー関係

を手直ししたり、制度を新たに創造したりする

ことを通じて、国家は、社会的諸関係を改変し

たり新たに作り出したりするという事実である。

またその逆に、国家は、現存する社会的諸関係

を維持保存しようともする。すなわち、ルイ・

アルチュセールが指摘しているように、国家の

概念把握のためには〈社会的諸関係の再生産〉

という視点をとらなければならないのである。

国家とは、法・制度・イデオロギーに働きか

けることで、国家による決定を（「国家意志」）、

現実的効力をともなって実行する権能を持って

いる存在である。すなわち、社会諸関係の再生

産にたいする影響力という点においては、国家

は一つの社会において卓越した存在である―

これこそが国家概念の中核に据えられるべきも

のと考える。しかし、急いでつけ加えなければ

ならないのは、このような機能において仮に国

家に並ぶ存在がないとしても、国家が万能であ

ることをいささかも意味しないということであ

る。国家が社会的諸関係にたいする「管制高

地」とするのは明らかに行き過ぎた誤認である。

暴力や権威を蓄積しようとする団体・組織は

多いが、その多くは社会的再生産にたいする権

能をもたないか、「革命」や「世直し」を謳っ

ていたとしてもそのような影響力をもたない。

もちろん、社会に属するあらゆる個人や集団は、

多かれ少なかれ社会関係に働きかけ、それを改

変したり持続させようとしたりする。革命集団

を名乗るグループさえある。しかしながら、革

命集団が体制を転覆しえたとしても、社会的諸

関係を改変し、改革が制度として持続的に定着

しなければ、「革命」は単なる破壊活動に終わ

ってしまうだろう。

アナーキスト系左翼から糾弾され続けている、

「国家権力の奪取」というマルクス主義の悪名

高いテーゼは、国家が備えている社会的諸関係

への影響力にたいする（過大）評価に由来して

いる。このテーゼは、社会諸関係（の再生産）

への影響力という点で言えば、人間が作り出し

たあらゆるもののなかで、国家に如くものはな

いという認識から導き出されたものである。も

し仮に、ある地域内で暴力と権威の蓄積におい

て圧倒的な存在であったとしても、社会的諸関

係を改変したり、それらを維持保存したりする

権能をもたなければ、それは国家とはいえない。

国家には、持続可能な諸制度に裏打ちされた持

続可能な権力が必要である。しかし他方で、国

家が社会を完全に設計しうるとすれば、それは

幻想であろう。国家権力の万能性という幻想に

陥り、国家権力をつうじて社会を（再）設計し

ようとした者たちは、最悪の厄災を社会にもた

らしたのであった。革命家には、政治的・軍事

的な攻略術には長けていたとしても、持続可能

な制度の設計者としては心許ない者が多いのだ。

社会的諸関係にたいして国家がそなえるこの

ような権能こそ、ミシェル・フーコーが、「統

治性」の概念でもって理論的探究をおこなった

ものである。フーコーによる統治性研究とは、
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「人口」や「市場」―それぞれ自律性をもっ

ている存在である―のような社会的諸関係に

たいして、国家がどのように切り結び、どのよ

うに介入をし、どのように制度的に囲い込もう

としていたかという、国家による（不）介入の

歴史を遡ろうとするものであった。フーコーの

観点を借りるならば、われわれが探ろうとして

いるのは、国家による資本にたいする統治性の

系譜である。

２．資本主義国家とは何か

2.1　資本主義国家

ところで、われわれが追求しようとしている

のは、国家の一般論ではなく、資本主義国家の

特異性である。なるほど、資本主義国家にあっ

ても、独占的に暴力そして権威を蓄積しようと

する運動体としての側面がある。しかしながら、

萱野による暴力の位相に重点を置く国家定義に

したがえば、資本主義国家とそれ以前の国家形

態とのあいだには断絶はなくなる。事実、萱野

にあっては、資本主義国家は、暴力の蓄積運動

体としての国家の一バリエーションとしてのス

テータスに留まっているように思われる。しか

しながら、資本主義国家とは、国家一般の一バ

リエーションにすぎないのであろうか。資本主

義国家とそれ以前の国家形態のあいだには、種

差を印すような断絶はないのだろうか。なるほ

ど、資本主義国家が暴力や権威を独占的に蓄積

しようとするのはたしかであるにしても、それ

は資本主義国家にとってのプライマリーな特徴

なのであろうか。言いかえれば、問題は、資本

主義国家の論理と国家一般の論理とのあいだに

飛躍があるのか、それともないのかということ

になろう。資本主義国家とは何の謂なのか。

資本主義国家は、暴力の蓄積によって領土を

支配し、そしてイデオロギー的手段―統治契

約ないし社会契約、民族のアイデンティティ、

宗教的権威など、様々な形態を帯びる―によ

って人口を国民へと統合（創造）しつつ、国民

の自発的な服従を促し、徴税＝富の収奪をおこ

なうことによって官僚機構と軍の権能を拡大し

ようとする。官僚機構と軍の権能の拡大とは、

単に「組織の拡大」を意味する場合もあれば、

その決定の実質的実効性の拡張という場合もあ

る。国家の権能の実質的実効性とは、国家によ

って決定された命令、政策、法、制度設計など

が、社会において実質的効力をもつことであ

る。

この点においては、資本主義国家は、国家一

般の論理と通底するところがあるようにも思わ

れる。しかしながら、資本制社会に生きるわれ

われは、二つの論理が複雑に絡み合っているシ

ステムを生きている。二つの論理とは、一つは

上に挙げた国家の論理であり、もう一つは剰余

価値の蓄積の論理（＝資本の論理）である。そ

して、グローバルな資本主義システムの発展が

意味するのは、もはやいかなる国家にあっても、

国家の論理のみを追求することが叶わなくなっ

たということである。これは、最近の話という

わけでもない。たとえば、明治維新以降の日本

の諸改革（秩禄処分）や近代化（鉄道敷設）、

そして対外戦争の資金は、世界の金融センター

であったイギリスの債券市場から調達されたも

のであった。日本の近代化は借金から始まって

いる。最強のレントナー国家にしてヘゲモニー

国家であったイギリスは、世界の近代化、帝国

主義的競争、そして世界の殖民地分割戦を、レ

ントをあげるための金融ビジネスとしても扱っ

ていたのである。そして、国家が「債務者」と

なるとき、国家は資本の論理によって貫かれる。

2.2　国家への資本の論理の浸透

国家が資本の論理に出会い、それによって貫
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かれたとき、資本主義国家が成立する。それは

いかなる事態か。それは、国家もまた〈貨幣に

よる経営体〉に他ならないことを意味する。現

代国家の財務体質は格付けの対象にもなってい

る。領土の論理や戦争の論理に固執するあまり、

グローバルな資本のフローを妨げてしまえば、

そのツケは当の国家自身に跳ね返ってくる。資

本蓄積は停滞し、税収は減退し、国家は衰退を

免れなくなる。「資本主義国家」という概念は、

資本の論理を無視しては、国家がもはや成立し

えない事態を指し示している。資本の論理は、

国家にたいする外的な諸要因ではない。資本主

義国家にあっては、資本の論理と国家の論理は

抜きがたく絡みあっているのである。

そして、歴史を遡るならば、資本の論理と国

家の論理は、（物納や賦役ではなく）貨幣によ

る〈徴税〉という一点において出会ったのだ。

これによって国家もまた貨幣による経営体とな

ったからである。この出会いは、国家にたいし、

根源的な形態変化をもたらすものであった。と

いうのも、この出会いによって、資本の論理は、

国家の作動様式に複雑に入り組みそれを規定す

るようになったからだ。

2.3　ネオリベラルな国家 ―― 国家の金融化

たとえば、こんにちのネオリベラルな国家と

は、金融資本の論理が、資本主義国家の作動様

式の中枢を占めるに至った国家といってよい。

デヴィッド・ハーヴェイは、ネオリベラリズム

を次のように定義している。

要するにネオリベラリズムとは、あらゆる

ものが金融化され、資本蓄積の権力の中心

が所有者とその金融機関に移り、資本のそ

の他の部分が衰退することだ。だからこそ、

金融機関を支援し、金融システムの統合性

を保つことが、（G7として知られる集団の

ような）ネオリベララルな国家の集合体の

中心的な関心となって、グローバルな政治

を支配するようになった。（Harvey　2005

　28）

このハーヴェイによるネオリベラルな国家の定

義には、いささかの補足が必要であろう。あら

ゆるものが金融化されるが、その先鞭をつけた

のは他ならぬ国家であり、まずもって国家自体

が金融化されたことによって、社会のあらゆる

ものが金融化され、そしてわれわれの生そのも

のが金融化されるにいたったのである。

それゆえに、ネオリベラルな国家は、金融シ

ステムにたいして超然としている「番人」など

ではない。ネオリベラルな国家は、グローバル

な金融ネットワークを構成する要素なのであり、

その主要な担い手であるからだ。資本主義国家

は、金融システムにおけるファイナンスの主体

なのであり、またその債務能力は格付けをされ

ている。ハーヴェイが、福祉国家からネオリベ

ラルな国家への転回点を、チリにおけるピノチ

ェトによるクーデター (1973)、ボルカーショッ

ク（1979）とならんで、ニューヨーク市の財政

危機を挙げているのは偶然ではない。ニューヨ

ーク市がとった選択は、社会福祉や行政サービ

スを犠牲にしてまでも、金融資本への債務の支

払いを優先することであった。金融資本の利益

が国家のなかで優先されるにいたったのは、政

治的エリート層がウォール・ストリートやシテ

ィの人脈に通じているというよりも、国家が巨

額の債務を抱えた「債務者」であるからである。

官僚機構と軍の組織防衛のためには、金融資本

の利益を優先させる他なく、また国家の権能の

最大化という目的には、「費用対効果」という

名の箍が嵌められることになった。

さらには、国家と金融資本のあいだの一蓮托

生的な関係（あるいは共犯関係）についても言
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及する必要がある。それは、国家債務の特殊性

である。借りたものは返さなくてはならない、

という「債務道徳」をわれわれは教えられてき

た。借金は、金利をつけて返す―これは一見、

当然のことに思われる。それにしたがえば、国

家もまた金利をつけてその借金を返さなければ

ならない。ところで、国債の金利とは、金融資

本にとってのレントを保証するものである。と

ころが、悪名高い国営企業や第三セクターを除

けば、国家とは一般的にいって生産をしない。

国家は再生産の装置であるからだ。働いて稼げ

る分を超えて借金をこさえてはらないというの

は市民社会の道徳であったはずであるが、生産

をしない装置が、債務を負うことができるのは

なぜだろうか。さらには、国家の支払い能力と

は何を意味するのだろうか。それは、じっさい

には納税者の支払い能力を示すのである。国家

債務とは国民の債務に他ならない。そして、国

家債務において国家が実際におこなっているの

は、納税者への徴税を通じて、債権者への元本

とレントの支払いを保証することである。した

がって、国債の金利の支払いは、国民への重い

負担としてのしかかる。国債に投資してレント

をえられる諸階級だけが、税の負担を相殺でき

よう。そうであるならば、国家の債務危機が、

社会の階級分裂をますます推し進めてしまうの

は、原理的にも不可避である。

おそらく、ネオリベラルな国家ほど、その権

力の行使、あるいは権能の強化にあたって、

「費用対効果」への意識が高い国家は存在しな

かった。それ以前の国家は、領土、近代化、経

済発展、民族の繁栄、国家間競争などのイデオ

ロギーにその正当性を求めていたからである。

しかし、現在では税金投入の「費用対効果」が

国家の正当性を左右するまでになっている。統

治契約や社会契約は、「投資信託契約」のよう

な様相を呈するまでになった。今や納税者は、

一種の投資として納税をおこなう。政府は、そ

の投資に見合うだけのリターンを行政サービス

として提供するべきだというのである。事実、

合衆国では、富裕層のゲーティッド・コミュニテ

ィが地方自治体から「独立」するような動きを見

せている。彼らからすれば、自分たちの納税が所

得の再分配（格差の是正）に使われるのは、投

資（納税）にみあっていないというわけだ。

もちろん、「費用対効果」を意識するように

なったとしても、これはネオリベラルな国家が

「効率的」であることをいささかも保証しない。

それは単に、国家による自己規定・自己認識の

問題にすぎない。しかしながら、コストへの配

慮が国家の作動様式を大きく変えてしまったの

も確かである。たとえば、ビジネスの論理が国

家を浸食するにつれて、国家は、暴力の独占へ

の傾向すら放棄しつつあるようにも見えるから

である。たとえば、国家は戦争すら資本に「ア

ウトソーシング」するようになった。おそら

く、国家が抱いている「費用対効果意識」は、

暴力の独占と領土の支配という、ほとんど国家

の本質的要素と考えられていたものにさえも根

源的な変化を強いるかもしれない。もちろん、

これは国家が領土の支配や人口の統治をあきら

め、暴力と権威の独占に見切りをつけようとし

ていることを意味しない。今なお、領土をめぐ

る国家間の争いは、止むどころか激しさを増し

つつある。しかしながら、「コスト計算」とい

う資本の論理にとって固有であったものが、

国家に浸透し、国家はそのふるまいがコスト

に見合うものかどうか、自問せざるをえなくな

ったのである。さもなければ、当の国家は、グ

ローバルな金融システムからの信用を失い、や

がては国家の財政的運営もままならなくなるだ

ろう。

こうしてみると、近代資本主義国家の成立に

は、地域における暴力と権威の独占、そして
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inter-states systemにおける他の主権諸国家によ

る承認、そして資本の論理との出会い、という

3つの契機がそろう必要がある。そして、それ

らのなかでのどれが決定因として優越するのか

を論証するのは困難である。

３．マルクス主義国家理論の意義

3.1　資本主義国家の特異性

国家一般と資本主義国家の種差は、後者がそ

の成立以来、グローバルな金融システムのなか

に埋め込まれ、それ自身が金融化されるにいた

ったこと、貨幣による経営体へと変貌したこと

にあることが論証された。しかし、ここでは、

理論的かつ歴史的に資本主義国家の成立過程を

遡ってみたい。

改めてマルクス主義国家理論の理論史的な意

義について考えてみよう。マルクス主義国家理

論の意義というものは、資本と国家の出会いと

結合によって、国家が根源的な形態変化を被っ

たことを解明しうる理論的空間を切り開いたと

ころにある。資本主義国家は、それ以前の国家

とは根源的に異なっている。したがって、資本

主義国家を国家一般に還元するのは無理があっ

た。猿から人間を導くこと、すなわち封建制以

前の（前史形態）国家から、資本と国家の出会

いによって構成された資本主義国家を導くこと

は不可能だからである。いいかえれば、国家の

一般概念のなかに、国家が金融化される契機

は含まれてはいない。前史としての「国家」が、

資本主義国家へと移行したのは、国家と資本と

いう異質なものどうしが出会ったからである。

3.2　資本主義国家の発展 ― 絶対主義国家

資本主義国家が、それ以前の国家と大きく異

なるのは、国家それ自体が〈貨幣による経営

体〉であるという点にあった。資本主義国家も

あたかも、資本主義企業のように「決算報告」

をしなくてはならないし、またその信用・支払

い能力は格付け会社によって「格付け」もされ

ている。借金をしすぎると国家もまた債務不履

行（default）に陥る。

資本主義国家が成立するためには、国家は帝

国と教会の軛を断ち切る必要があった。それ以

前の世界史の「主役」は、広域を支配する帝国

や宗教的権威を独占していた教会であった。

「長い16世紀」（ブローデル）がはじまり、広

域の帝国に代わり、スペインやオランダそして

イギリスなどの比較的小さな国民国家が世界史

の舞台に躍り出て、世界のヘゲモニーをかけて

せめぎあうことになった。これは、それ以前に

は考えがたい事態であった。国民国家＝主権国

家が世界史に登場するためには、あらゆる内戦

を終わらせ、封建制を解体し、中央集権に基づ

いて官僚機構と軍の整備を進める必要があっ

た。王侯貴族たちによる私的な浪費とは次元の

異なる、国家プロジェクトを遂行するための膨

大な富が必要となった。たとえば、スペイン経

済危機（2012年）の際に国家債務危機（sovereign 

shock）がおこったが、16世紀のフェリペ二世

の治世にも、スペインは合計四回ものバンカロ

ータ（国家の破産宣告）をしている。近代国家

というのは、それが誕生したときから借金まみ

れであり、デフォルトの危機に取り憑かれてい

たのだ。

ところで近代資本主義国家への過渡期にあっ

た国家は、絶対主義国家とよばれている。それ

は、重商主義的政策をとることによって商人資

本―商人資本といっても、それは国家公認の

海賊と区別がつかないものだったのだが―と

手を組んだ。国家はもはや農民を搾取するだけ

ではやっていけなくなったからである。国家は、

軍事力によって航路を確保し、商業・金融ネッ

トワークを保護した。その見返りに、国家は、



― 102 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

商人資本が交易したり略奪したりしてくる富の

分け前に与った。国家は、商人（海賊）や金融

業者たちに寄生をしたのだ。このような資本と

国家の関係は、基本的には今も受け継がれてい

る。近代資本主義国家における官僚機構と軍は、

生産する組織とはいえない。国家は、資本が蓄

積する剰余価値に寄生することによって、その

組織を維持している。

資本と資本主義国家とのあいだの複雑な相互

影響・依存関係を解きほぐすこと、これ以外に、

資本主義国家の本質に迫る術はない。そして、

この関係の基本形は、絶対主義国家にすでに現

れているのである。

資本主義国家の定義：（最終的には暴力と

いう手段に訴えることで）資本が蓄積しよ

うとする剰余価値のフローに寄生し、自己

保存を叶える組織

この場合、「寄生」というタームは厳密に受け

取られなければならない。寄生には、基本的に

は契約関係はないし、また同意もない。しかし

ながら、寄生者と被寄生者は一蓮托生である。

寄生者は、被寄生体を食らいつくしてしまって

は自滅してしまう。したがって、資本主義国家

のプライマリーな目的は、資本の蓄積諸条件を

最適化し、資本蓄積を促進しながらも、その徴

税能力を強化することにある。

3.3　�徴税―ウォーラーステインによる国家

の実効的権力の解釈

資本主義国家による徴税を問題にするとき、

物納と金納の違いを理論的にはっきりと区別す

る必要がある。すなわち、ここでもまた封建制

以前の前史形態としての「国家」と資本主義国

家を区別する必要がある。たとえば日本におい

ても、年貢と地租は異なる機能を持っていたと

考えるべきである。金納による租税制度は、貨

幣経済の国家への浸透、すなわち、国家の金融

化を促すからである。マックス・ウェーバーは、

近代的な官僚制度の十全な発展には、金納によ

る租税制度と官僚への貨幣報酬が必要であるこ

と、そしてその前提として貨幣経済が発展して

いる必要があると主張している。

今日では官僚にたいする給与は全く支配的

に貨幣報酬の形をとっているが、この点に

関する限り、貨幣経済の発展が前提される。

貨幣経済は、官僚制の全特質に対して、極

めて重要な意義を持っているが、但し貨幣

経済のみが、官僚制の存立にとって唯一決

定的な力をもっていたというわけでは決し

てない。[中略 ]一定度の貨幣経済的発展は、

純官僚制行政の創出のための前提とはいわ

ないとしても、少なくともそれが変質しな

いで存続していくための通常的前提である。

けだし、貨幣経済の発展がないとするなら、

官僚的構造がその内的本質を著しく変化し、

あるいは端的に別のものにかわるというこ

とは、歴史的経験に照らしても、ほとんど

避けえないことであるからである。[中略 ]

貨幣経済の完全な発展が、官僚制化の不可

欠の前提条件ではないにしても、しかしや

はり官僚制化は、特殊恒常的な構造として

は、一つの前提―すなわち、官僚制を維

持するための恒常的収入の存在―に結び

つけられているわけである。それ故、この

種の収入が、近代的大企業の官僚制的組織

におけるごとく私的利潤からの、あるいは、

荘園制におけるごとく固定的な地代からも、

賄われえないところにおいては、確立した

租税制度が官僚制的行政の永続的存立のた

めの前提条件をなすことになる。ところで、

この租税制度にとっては、周知の一般的理
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由からして、貨幣経済の貫徹のみが唯一の

確実な基礎を提供するのである。（ウェー

バー　73-80）

しかしながら、「官僚制的行政の永続的存立」

のためには租税制度がその基礎となり、租税制

度の基礎には、貨幣経済が貫徹されていなけれ

ばならないとのウェーバーの論証は修正が必要

である。なぜならば、国家における官僚制の確

立と租税制度の導入こそが、貨幣経済を促進す

る側面もあるからである。たとえば、日本にお

いては、地租改正こそが、封建制において共同

体所有という側面があった田畑を私有財産化し、

商品に仕立て上げたのである。官僚にたいする

棒給についても同じ事が言える。貢租や賦役が

官吏にそのまま譲与されるかわりに貨幣報酬に

て支給されるならば、貨幣経済の社会への浸透

はヨリ一層推し進められる。

資本主義国家の「前史」である絶対主義国家

は、徴税を強化し、それによって官僚機構・軍

を強化し、中央集権を志向した。なるほど、絶

対主義国家というと、その字面から当時の国家

や君主は、さぞかし絶大な権力をもっていたと

イメージしがちである。しかしながら、たとえ

ばイマニエル・ウォーラーステインは、そのよ

うなイメージは絶対主義国家の実態とは異なっ

ていると指摘している。絶対君主には制約され

ざる権力どころか、それほどたいした権力もあ

りはしなった、と。では、何をもって国家権力

の強さや弱さを計ればよいのか。ウォーラース

テインは、国家の強さというものは、〈法的決

定を実際に実行する能力〉によって定義するこ

とがもっとも有効であると述べている。つまり、

国家による決定、命令、政策、立法が実際に遂

行され、その効果が社会に浸透すること、これ

が権力の実効性の意味となろう。そして、ある

国家が持っている実効的な権力を計る尺度の一

つとして、ウォーラーステインは「徴税能力」

を上げている。

単純な指標の一つとしては、課税額のうち、

実際に徴収され、徴税当局のもとに納めら

れた税金の割合を用いることができるだろ

う。いうまでもなく、納税忌避はどこにで

もある現象である。しかし、強力な国家が

実際に徴収しうるものとの違いは、圧倒的

に大きい。弱体な国家の税の徴収能力の低

さの原因は官僚機構の弱さにあり、また逆

に徴税能力の低さゆえに、官僚機構を強化

する財源が奪われてしまうということでも

ある。国家が弱体であればあるほど、経済

的な生産活動を通じて蓄積しうる富は小さ

くなる。（Wallerstein　2004　133-134）

もちろん、ウォーラーステインが指摘する国家

に強さとは、暴力・強制のみならず、国家のイ

デオロギー諸装置によって自発的服従を国民か

ら引き出す力―これこそが国家の本質的な強

さである―をも含むと考えるべきである。国

家の目的は（あらゆる組織がそうであるのと同

様に）、官僚機構と軍の組織拡大ならびに権能

の拡大にある。この権能の一つの尺度として、

国家が税という形式をとって資本に寄生し収奪

する剰余価値の量を参照するのは、なるほど理

に適ったことである。そして、資本主義国家の

歴史とは、税の徴収能力の強化の歴史であると

いってもよい。

われわれは、強大な国家権力というと「独

裁」などをイメージしがちである。しかし、独

裁国家が貧弱な徴税能力しかもっていない例に

は事欠かない。たとえば、かつて軍事独裁であ

ったギリシャ国家の（国債危機時の）徴税能力

の低さを見よ。かつての開発独裁国家には、未

だに満足な徴税能力をもたない例が多い（中国
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は不動産税を導入しようとしているし、タイは

相続税を導入しようと模索している）、この徴

税能力の低さは、さらなる資本主義的発展の足

枷ともなっている。なぜならば、政策遂行およ

び資金調達能力の低さは、資本主義的発展のた

めの諸条件を最適化する国家介入―すなわち、

国家による（再）原始的蓄積―の障害となり

えるからである。「小さな政府」および市場原

理主義というリバタリアン的幻想とは裏腹に、

資本主義国家の徴税能力と資本主義的発展は、

むしろ比例の関係にあるといってよい。そして、

独裁体制が国家の強さを意味するとは限らな

い。

もちろん、国家の徴税能力の前提になってい

るのは、社会が持っている資本の蓄積能力であ

る。産業資本が起こってからというもの、国家

は単に物流経路を確保し保護するだけでは足ら

なくなる。国家は、産業資本を育成しなければ

ならない。国家は、私的所有権を中心としたブ

ルジョア法体系を確立し、市場を整備し、イン

フラを整え、都市を再開発し、産業を育成し、

販路を確保しなければならない。産業革命以降、

社会の中心には、産業資本が資本蓄積システム

の中心に据えられ、様々な社会的リソースがそ

のために動員されていくようになった。

3.4　徴税の商品経済的な意味

国家の徴税能力と資本主義的発展との関係を

原理論的に論証してみよう。国家による実質的

な徴税能力の強化がもたらす、貨幣経済の深化

は過小評価されるべきでない。（金納）租税制

度と官僚への貨幣棒給の支給は、国家それ自体

を〈貨幣による経営体〉にし、国家を金融化す

る端緒となるばかりではない。国家により徴税

の対象になったものは、国家によって「抵当

権」が設定されたことと同義であり、やがて商

品として流通する可能性を持つ。

ウォーラーステインが指摘していないこと

で、われわれの理論的文脈にとって重要なこ

とは、資本主義国家による徴税がもつ、商品経

済的な意味である。以下の論証は、『現代社会

主義と世界資本主義―共同体・国家・資本主

義』（1989）における岩田弘の議論を参考にし

ている。岩田によれば、徴税の商品経済的な意

味は、徴税の対象を商品化するところにある。

とりわけ、労働力および土地の商品化は、国家

による徴税なくしては十全には展開しないよう

に思われる。土地の場合にはそれが顕著である。

私的土地所有権の根底には、国家所有がある。

制度上、それは土地が国家所有であるのか、私

的所有であるかを選ばない。土地が徴税の対象

となることは、国家によって抵当権が設定され

たのと同義であり（税を納入しなければ没収さ

れる）、それによって先祖代々継承されてきた

土地が商品として市場に供給されるようになる。

たとえば、入会地（commons）は、国家によっ

て収用されるか、私的所有権を設定されるかを

通じて、商品となって流通しだした。労働力の

商品化については、労働者が、労働力という商

品の所有者として法的に認められるのを待たな

ければならない。流血立法や暴力的強制によっ

て無理矢理働かされるだけでは、労働者が労働

力を単に売るだけでは、労働力の商品化は完遂

されない。労働者が法的に債務者となりうるこ

と―そうすれば労働者たちは、借金をして自

らの労働の成果を買い戻すことができる―に

よって、そして、納税者になることによって、

労働力商品は制度的な持続性をもつようになる。

たとえば、ヘンリー・フォードによる壮大な実

験（企業内福祉や社内ローン）が明らかにした

のは、債務を背負った労働者はデモをしないと

いうことであった。こんにち、失業者がまず考

えなければならないのは、税金をどうやって支

払うかということである。失業保険は税金で相
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殺されてしまう場合があり、彼は直ぐにも労働

市場に再参入を余儀なくされよう。すなわち、

債務と税は労働力商品の再生産を促す効果をも

つ。

４．�1948年世界革命を起点とした資
　本主義国家における「（反）革命」

4.1　�資本主義国家における（反）革命とその

階級性の隠蔽

次に資本主義国家の歴史的な展開を辿ってみ

よう。19世紀、被金融化の深化とともに、階

級闘争と革命を生き延びるなかで、資本主義国

家は自らを練り上げていった。労働者による蜂

起と革命は、国家における巨大な改革を引き起

こした。1848年の世界革命を頂点とする、19

世紀の労働者階級による蜂起は、資本主義国家

に根本的な改革を迫った。革命を恐れた国家と

支配諸階級は、戦闘的な労働者組織は徹底的に

弾圧すると同時に、労働者階級への妥協を余儀

なくされ、また労働者階級の体制内への包摂を

計ろうと様々な手を打った。そして、労働者階

級による革命運動にたいする反革命は、いくつ

かのイデオロギーを伴って進行した。それが、

国家は諸階級の対立を調停し、「一つの国民」

（ベンジャミン・ディズレーリ）を実現すると

いうイデオロギーであり、国家は国民経済のさ

らなる発展に寄与する「階級中立」的なカタリ

ストであるというイデオロギーであった―ル

イ・ボナパルトは、全ての階級を代表すると嘯

いた。国家は、階級分裂が激化して社会が内破

してしまわないよう介入する〈階級対立の調停

者〉というエンゲルスによる著名な「認識」は、

このイデオロギーにそのまま乗ってしまったも

のである。ディズレーリとルイ・ボナパルトは、

1848年世界革命以降の資本主義国家による反

革命の包摂戦略を象徴する人物といってよい。

19世紀後半の反革命は、「一つの国民」と

「国民的発展」というイデオロギーをともなっ

て展開されていった。この場合の「国民的発

展」とは、資本主義経済の発展が国民経済の発

展と同義であり、すべての国民全てがこの発展

の恩恵に預かることができるという事態をさす。

これらのイデオロギーは、その後も比較的長い

命脈を保った。イギリスは20世紀初頭にいち

早く福祉国家の礎を築いたのであり、そして第

二次大戦後の合衆国に始まるフォーディズム循

環は、先進国の経済発展のモデルとなった。フ

ォーディズム循環が機能していた時期には、社

会保障の拡充や労働者の待遇の改善によって、

資本主義は、階級対立を超え、全ての国民に利

するものであるかのように映ったのだ。「階級

闘争から国民的発展へ」というのは、ルイ・ボ

ナパルトやディズレーリによって端緒を切られ

た資本主義国家のイデオロギーであった。この

イデオロギーによって、資本主義国家の階級性

は見えにくくなった。

われわれが解明すべきは、階級対立の調停者

として「現れる」資本主義国家の持つ〈階級

性〉であり、国民経済の発展のカタリストとし

て現れる資本主義国家の階級性である。このよ

うな資本主義国家の階級性を解明するためには、

資本主義国家が、搾取と略奪のシステムである

資本制経済への寄生者であるという認識から出

発する必要があろう。

そのさい、資本主義国家の正しい概念把握を

妨げるイデオロギーとして、国家＝支配階級の

道具説がある。資本主義国家は、支配階級が恣

に操れるような道具ではない。この意味では、

マルクス主義国家論が唱えてきた国家＝道具と

いう観点は誤解を与えかねない。たとえば、エ

ンゲルスが指摘したように、国家がもし「最も

勢力のある経済的に支配する階級の国家であ

る」とすれば、資本主義は、これまで存続しえ
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なかった可能性が高い。それはなぜか。

4.2　�ブルジョアジーの個別階級利害と社会総

資本の利害との矛盾

資本主義というシステムが複雑であるのは、

ある特定階級・分派の階級利害と資本主義シス

テム全体の利害が一致することが望めないから

である。資本主義的競争に置かれた資本家たち

は、目先の利益を最大にすることを制度的に迫

られている。市場も投資家も、長い目で結果が

出ることを待ってはくれないからである。しか

し、特定の個人や個別資本による目先の利益の

追求は、システム全体の利害と対立する場合も

多い。多くの資本は、競争を望んではいない

（新規参入組を除く）。むしろ、独占・寡占によ

る独占利益を望むのである。企業は技術革新に

よる特別利潤の獲得へと駆り立てられるが、こ

れは、なによりも競争を回避したいという動機

に由来するのである。そして、もっとも手っ取

り早い競争の回避策は、国家権力を利用して新

規参入を制限してしまうことである。したがっ

て、ほとんど資本は、国家に接近して、許認可

権・特許などを利用して自分に有利なように競

争を制限しようと目論む。

また、資本はできる限り労働を強化し、そし

て賃金は低く抑えようとする。つまり、個別資

本の利益は、できる限り労働者を搾取すること

にある。それが、需要に悪影響を及ぼし、労働

者の再生産を危うくするとしても、目先の利益

追求をやめることはできない。利潤をあげなけ

れば、そもそも資本たりえないからだ。そこで、

搾取を合法化するよう、または法外な搾取を見

て見ぬふりをするよう、国家に働きかける。し

かし、国家がある特定のブルジョアジー階級・

分派の利益を実現するための道具になってしま

った場合、社会総資本の発展という観点からす

れば、資本主義システムにとっての壊乱要素に

もなりうる。資本主義経済における個別のあら

ゆる階級利害は、資本主義経済の発展という観

点からすれば「私的な」利益にすぎなく、資本

主義経済システム全体の利害と折りあうのは難

しい。

19世紀に戻れば、ブルジョアジーは、利潤

を求めるあまりに労働者階級にたいしてその再

生産すら危うくするような搾取をおこなった。

法外な搾取にたいしては、労働者コミュニティ

は蜂起でもって応えた。そして、19世紀から

20世紀の後半にいたるまで、資本にたいして

蜂起した労働者階級の圧力は、内戦と革命への

恐れを支配者層に刻み込むに十分なものがあっ

た。ブルジョアジーによる過度な搾取、そして

労働者階級による蜂起、そして革命の予感、そ

れらはすべて資本主義システムにとっての壊乱

要素であった。このとき、果たして資本主義国

家はどう動いたのであろうか。もちろん、資本

主義国家が始めから「最良の解」を知っていた

わけではない。しかしながら、国家と資本の危

機にさいして、19世紀の諸国家がおこなった

試行錯誤の過程が、次第に国家を資本主義国家

へと練り上げていったと考えるべきであろう。

そして、トライ・アンド・エラーの過程のなか

で、最良の諸政策を見出しえた国家が、いち早

く革命と資本蓄積の危機を乗り越え、ヘゲモニ

ー国家をめぐる国家間競争を勝ち抜く資格をえ

たのである。

たとえば、『家族・私有財産・国家の起源』

のなかのエンゲルスによる「目撃証言」を参照

してみよう。

国家は階級対立を抑制しておく必要から生

まれたものであるから、だが同時にこれら

の階級の衝突のただなかで生まれたもので

あるから、それは通例、最も勢力のある経

済的に支配する階級の国家である。〔中略〕
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とはいえ、例外として、相たたかう諸階級

の力が互いにほとんど均衡しているため、

国家権力が、外見上の調停者として、一時

的に両者にたいしてある程度の自主性をえ

る時期がある。たとえば、貴族と市民階級

がたがいに勢力伯仲した17世紀と18世紀

の絶対君主制がそれである。ブルジョアジ

ーにたいしてはプロレタリアートを、プロ

レタリアートにたいしてはブルジョアジー

をけしかけたフランスの第一帝政、とくに

第二帝政のボナパルティズムがそれである。

（エンゲルス　171）

エンゲルスによる認識は、国家は階級対立の産

物でありながら経済的支配階級の国家である、

しかし、とりわけ対立する諸階級のあいだの力

が均衡している「例外状態」において、国家は

調停者として現れるというものであった。

われわれは、すでに歴史の結果を知ってしま

っている。したがって、エンゲルスの誤りを知

っている。歴史の動きを顧みれば、1848年の

労働者階級による六月蜂起は挫折に終わってい

る。その後の「第二帝政のボナパルティズム」

期に、プロレタリアートとブルジョアジー、双

方の勢力のあいだに「均衡」があったとも考え

にくい。ボナパルティズム的均衡のあとに、革

命はやってこなかった。しかし、なぜにエンゲ

ルスの目にボナパルティズム国家が「調停者」

として映ったのかは問うに値する。

後から振り返れば、1848年の世界革命以降

の資本主義国家の命題は明確である。「諸国民

の春」と呼ばれた1848年の世界革命は、ヨー

ロッパの政治的経済的支配層を恐怖に陥れた。

はじめは革命への恐怖が、労働者階級への搾取

を緩和するような各種の譲歩を余儀なくさせた

のかもしれない。しかしながら、根本的な対応

が必要だということがやがて認識された。労働

者階級という「危険な階級」は、資本と国家に

よって包摂されなければならず、「一つの国民」

（ディズレーリ）へと政治統合されなければな

らなかった。そのためには、国家は、ブルジョ

アジーには妥協を強い、労働者階級には経済的

政治的に大幅な譲歩をしながらも、労働者階級

を体制内へと包摂しなければならなかった。し

たがって、エンゲルスがボナパルティズム国家

を階級の調停者として描いたとしても無理はな

い。

そして、このような国家による介入の先鞭を

つけたのが、ナポレオン三世によるボナパルテ

ィズムであったのである。つまり、ボナパルテ

ィズム国家は、国家と資本の危機にさいして、

ようやく見出された解―資本と国家の生き残

り策―であったのだ。19世紀の半ばから、

資本主義国家はブルジョアジーの個別利害ある

いは短期的な利害を犠牲にしてまでも、労働者

階級への譲歩をおこなうことで労働者階級を体

制内へと包摂しようとした1）。

資本主義国家は、なぜ資本と国家の存続を計

ることができたのか。これは、偶然の産物なの

であろうか。そうではない。そして、エンゲル

スがいうように、もし資本主義国家が「最も勢

力のある経済的に支配する階級の国家」である

とすれば、すなわち、経済的支配階級が操る

「道具」であるとすれば、果たして国家と資本

は存続しえたであろうか。おそらくそうではな

い。ブルジョアジーの私的利害とともに、資本

主義国家もまた、革命によって転覆させられて

いたであろう。歴史が、国家と資本の関係につ

いて、そして国家と諸階級との関係について、

われわれに再考を迫るのは間違いない。

本論の資本主義国家の位置づけは、『起源』

におけるエンゲルスの国家観念とは異なるもの

である。上に引用したエンゲルスの記述は、1）

国家＝支配階級の道具説を導くという点におい
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て、2）第二帝政のボナパルティズムを階級均

衡論として位置づけた点において誤っている。

ただし、『フランスにおける内乱』のマルクス

もまた、第二帝政のボナパルティズムを「国家

権力の最もけがれた形態であると同時に、その

終局の形態」と位置づけている点においては選

ぶところもない。しかしながら、第二帝政のボ

ナパルティズムはむしろ、資本主義国家の〈「神

聖な」基礎形態〉として見るべきである。

われわれは、資本主義国家と資本の関係を解

明するため、そして資本主義国家と階級闘争の

関係を解明するための梃子として、〈レント〉

という概念に注目したい。レント概念を導入す

ることによって、資本主義国家と資本との関係

をより深く理解できるようになると考えるから

である。

５．�資本主義レントとレントナー階級
　の再定義

5.1　レントおよびレントナー階級について

ここで資本主義的なレントについて（再）定

義をおこなっておきたい。レント rentは普通、

地代として理解される場合が多い。

また、レントをもっぱら地代として理解し、

それを「封建制の残滓」と見なす向きもある。

しかし、本論で扱うレントとは、資本主義国家

の権力をつうじて私的所有が設定され、その所

有をつうじて資本が蓄積する剰余価値の一部を

分配される権利を保証されることによって得ら

れる収入を指す。

資本主義における商品と貨幣のフローの前提

となるのは、私的所有である。ところが、自然

（エコ・システム）、アイディア、労働（＝協

働）、共同体の共有財 commonsなど、本来、私

的所有と相容れないものは数多い。これらは、

資本にとっての限界を意味していた。これらは、

しかしながら、国家権力によって所有が設定さ

れてきたのである。所有権の設定によって、そ

れらは疑制商品、疑制資本として流通し出す。

いわゆる「絶対地代」とは国家によって根源的

な所有―それは国有化の場合も多い―が設

定されることによって派生するのである。ゆえ

に、リカーディアン的な夢とは裏腹に、資本主

義からレントが消滅することはない。それは、

資本主義が外部＝限界を内部化するメカニズム

であるからである。

したがって、レントという概念は、地代のみ

ならず、利子や配当、そして特許制度や許認

可・専売制度などを利用し、競争が制限される

ことでもって得られる独占利潤をも含む。さら

にいえば、様々な種類のコモンズを私有化する

ことによって独占企業が新たに作り出されるが、

その独占企業があげる独占利潤もまたレントと

しての側面をもっている。たとえば、水道など

の公益事業―デヴィッド・ハーヴェイが「都

市コモンズ」と呼ぶもの―が民営化されると、

公益事業は、地域独占型の高収益ビジネスとし

て生まれかわるのだ。この場合、得をするのは、

消費者ではなく、その企業への出資者・投資家

たちである。

ここで確認しておくべきことは、国家権力に

よる介入なしに、あらゆるレントは存在しえな

いという点である。特許制度や許認可・専売制

度は理解しやすいであろう。またたとえば、資

本が蓄積する剰余価値の一部につき分配を受け

るという意味での資本主義的地代は、国家によ

って土地の私的所有が確立されてあることが前

提となる。土地が地代を生む、貸付金が利子を

生むのは、何も自然なことではなく、国家によ

る法的・行政的そしてイデオロギー的介入を必

要とする。このようなレントの定義づけは、ウ

ォーラーステインによる次のような論証を参照

している。
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周知のごとく、地代は古典派経済学者によ

って利潤の真の対立物として説明された。

だが、レントはそのようなものではない。

それは利潤の権化なのである。古典派経済

学者は、レントから利潤へと向かう歴史的

進化を観察したのであるが、この歴史的変

化はブルジョワジーが貴族政治を打倒する

というわれわれの歴史的神話に作り変えら

れた。しかし、実際には、これは二つの点

で間違っている。この時間的変化は短期的

なものであっても長期的なものではない。

しかも、継起する順序が逆なのである。ど

の資本家も利潤をレントに変えようとする

からである。このことは、すべての「ブル

ジョア」の第一の目的は貴族になることで

ある、と言い換えることができる。これは

短期についての話であって、長期持続につ

いて述べたものではない。レントとはなに

か。厳密に経済的な意味では、レントは、

ある具体的な時空的現実の支配に由来する

が、どう見ても、その所有者の創造物であ

るとも、彼の自己労働（たとえ企業家とし

ての労働でさえ）の産物であるとも言えな

い所得のことである。［中略］レントがい

かに独占利潤と同じもの、あるいはほぼ同

じものと見えるかに注目すべきである。独

占とは、周知のごとく、競争が不在のゆえ

に取引当事者が高い利潤を、あるいはこう

いってよいだろうが、独占部門が商品連鎖

全体―独占部門はその一部をなしている

―において生ずる剰余価値の大きな割合

を、獲得できる状態のことである。ある企

業が時空的に特定の種類の経済取引を独占

する状態に近づけ近づくほど、それだけ利

潤率が高くなるというのはまったく明白で

あり、事実自明のことである。それに、市

場の状態が完全競争に近づけば近づくほど、

それだけ利潤率も低下する。実際のところ、

完全競争と低い利潤率とのこうした関係自

体は、歴史上、自由企業システムをイデオ

ロギー的に正当化する理由の一つとなって

いる。残念ながら、資本主義においてこれ

まで自由な企業が広範囲にわたって実現し

たためしはない。その理由はまさに、資本

家たちが資本を、それも可能な限り多くの

資本を蓄積しようとして、利潤、それも最

大利潤を追求するからにほかならない。彼

らはそうすることに動機づけられているの

みならず、独占的地位を求めることを余儀

なくされているのであり、そうした地位に

立つと彼らは利潤極大化を、それを持続的

に可能ならしめる主要機関たる国家を介し

て、追求するように駆り立てられるのであ

る。したがって、私が提示しようとしてい

る世界は逆さまであることがわかるだろう。

資本家が望んでいるのは競争ではなく独占

である。彼らは利潤ではなくレントによる

資本蓄積を求める。彼らがなりたいと願っ

ているのはブルジョワではなく貴族である。

歴史を通じて、つまり16世紀から今日に

いたるまで、資本主義世界経済における資

本主義の論理は深化し、拡大してきている

ため、独占の減少ではなく増大が、地代の

増大と利潤の減少が、貴族階級の増大とブ

ルジョワジーの減少が見られるのである。

（Wallerstein　1991　219-222）

ブルジョアジーは国家に働きかけることによっ

て利潤をレントに転化させようとするというウ

ォーラーステインのテーゼは、非常に興味深い。

なるほど、市場への新規参入者たちは、国家に

よる規制緩和と市場の競争とを声高に主張する。

しかしながら、当の企業が市場において一定の
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シェアをえると、今度は国家による規制を主張

し始めるのである。

また、あらゆるブルジョアジーは貴族を目指

すというウォーラーステインの主張は、「啓蒙

の担い手」というブルジョアジーの神話を覆す

ものである。しかしながら、本論では「貴族」

という言い方は身分を想起させるので、レント

を収入源とする階級を「レントナー階級」と呼

ぶことにする（ドイツ語Rentner　英語 rentier）。

レントとは、国家権力を介在した、資本が蓄

積する剰余価値の一部の分配を受ける権利と言

いかえられるので、レントには資本にたいする

寄生という性質があることが見て取れよう。こ

こで、資本主義国家とレントナーたちのあいだ

では一つの共通項があることが分かる。つまり、

両者とも資本による剰余価値の蓄積への寄生者

なのである。

5.2　資本主義におけるレントナー階級の役割

資本主義の歴史において、レントナーたちが

果たしてきた役割は、むしろ過小評価されてき

たといってよい。近代的ブルジョア神話によれ

ば、ブルジョアジーたちは封建貴族を打ち倒し

て成り上がってきたとされるからである。また、

リカード以来、労働イデオロギーが資本主義に

おける主要なイデオロギーの一つとなった。資

本家も労働者も労働をしている。イデオロギー

上は、資本主義経済において不労所得者（レン

トナー）たちに居場所はない。しかし、現実に

おいてはその反対である。

ホプキンズ（Anthony G. Hopkins）とケイン

（Peter J. Cain）は、ジェントルマン資本主義論

（Gentlemanly Capitalism）を提唱している。彼

らが重視したのは、イギリスのジェントルマン

gentleman階級が果たした政治的・経済的役割

である。ジェントルマンは身分概念ではなく、

貴族、平民のジェントリ（地主）、そしてロン

ドン・シティの金融関係者を中核とする階級を

指す。ホプキンズとケインによれば、ジェント

ルマン階級は、この同じ時期に産業革命を担っ

た産業資本家と対立していたわけではなかった。

むしろ、ジェントルマンは、ロンドン金融市場

を媒介とした産業資本への出資者であった。ジ

ェントルマンは、政治家や官僚を輩出し、レン

トナーとしての利害からイギリスの帝国主義政

策を推し進めていった。このようにレントナー

の役割を重視すれば、イギリス資本主義に「レ

ントナー資本主義」という側面があったことは

否定できないであろう。そして、イギリスによ

る帝国主義的な資本の輸出は、ジェントルマン

階級とロンドン金融資本による「協業」による

ものであったといってよい2）。

5.3　レントの回帰―略奪による蓄積の前景化

ところで、レントは寄生的性質だけを備えて

いるわけではない。金利もまた資本主義的レン

トを構成しているのであるから、レントにはま

た略奪的性質がある。こんにち、とりわけ多種

多様なコモンズが収奪され、地代や独占利潤を

生み出すビジネスへと作り替えられるのを見る

ならば、あるいは、今まで支払ってきたローン

を含め住居まで奪われる人々が大量にでた合衆

国のサブプライムローン問題を見れば、レント

を収益とする金融資本の〈略奪的性質〉が明ら

かになる。そして、金融資本が「合法的に」略

奪的な高利貸しができるかどうかは、最終的に

は国家による（無）作為に左右されるのである。

資本主義においてレントおよびレントナーた

ちが果たす役割が過小評価されるとき、資本主

義の問題は、もっぱら工場労働者の搾取―あ

るいは資本による労働の包摂―という問題に

縮減されてしまいがちである。さらにまた、資

本の蓄積様式は、拡大再生産による蓄積へと問

いが限定されてしまう。それにたいして、デヴ



資本主義国家という概念について

― 111 ―

ィッド・ハーヴェイは、資本の蓄積様式には、

二つのものがあると指摘している。一つ目は

「拡大再生産による蓄積」―これは、労働者の

形式的あるいは実質的包摂を通じた蓄積と言い

かえることができよう、そして二つ目は「略奪

による蓄積」accumulation by dispossessionであ

る。略奪による蓄積と言えば、『資本論』の原

始的蓄積論が思い出されるが、『資本論』の原

始的蓄積論における「マルクスの想定の弱点は、

略奪と虚偽、暴力に基づく蓄積を、もはや今で

は関係のない「原初の段階」に追いやってしま

っていることだ」（Harvey 2005 146）とハーヴ

ェイは指摘している。

ハーヴェイは、1）労働者の〈搾取〉、そして

2）労働者階級を含む広範囲な大衆層からの

〈略奪〉は、資本の蓄積にとっての両輪をなし

ていると言う。なぜならば、拡大再生産による

蓄積には、資本の過剰蓄積が必ずつきまとうか

らである。略奪による蓄積は、利潤率の低下を

補填するのみならず、恐慌時に強制的に資本を

減価し、資本蓄積エンジンの再点火に向けての

諸条件を整えるためにも必要なのである。

さらには、現代における資本の蓄積戦略は、

労働者の形式的・実質的包摂を通じた〈搾取〉

よりも、むしろ大衆全体の〈略奪〉に重点をお

きつつあるようにも思われる。ところが、この

新たな戦略において、略奪はそれとしては現れ

ない。略奪は、むしろ融資（住宅ローン・奨学

金）や投資の奨励、都市再開発とgentrification、

コモンズの私有化、公益事業の民営化などの合

法的体裁をとって現れる。このビジネスの中心

に位置するのは、証券化などの金融テクノロジ

ーを駆使し、あらゆるものを投資商品に換えて

しまう金融資本―現代最強のレントナーであ

る―である。これらのビジネスは、ネオリベ

ラリズム・イデオロギーにあっては経済を再活

性化するものとして、むしろ肯定的に評価され

ている。しかし、融資は大衆の購買力を上げる

という側面があるとしても、合衆国において

2007年に破綻した住宅サブプライムローンは

「略奪的貸し付け」とも呼ばれた。将来われわ

れが年金をうけとれるかどうかは、年金基金の

投機の結果次第となった。また、民営化や市場

開放という美名のもとに、コモンズは収奪され、

私的な資本蓄積の道具にされてしまった。年

金・健康保険などの社会保障もまた歴史的に生

成発展してきたコモンズに他ならない。コモン

ズ（共有地）とは、もともと共同体の再生産や

人々の生活の維持に不可欠なセーフティネット

であったのだ。

略奪による蓄積をハーヴェイは次のように説

明している。

ここでわれわれは、剥奪され略奪された

人々の第二の大カテゴリーに導かれる。こ

れは、その構成においてもその階級的性格

においても遙かに複雑である。それはおお

むね、「略奪による蓄積」と私が呼ぶもの

によって形成される。それはたいてい、さ

まざまな場所と時代において一見したとこ

ろ無限に多様な形態をとる。剥奪され略奪

された人々のリストは、非常に幅広く長大

である。そこに含まれるのは、土地から追

放され、非合法的および合法的手段によっ

て、また植民地主義的ないし新植民地主義

的ないし帝国主義的手段によって自分たち

の天然資源と生活様式に対するアクセス権

を剥奪され、強制的な貨幣化と課税制度に

よって暴力的に市場交換に統合された農民

と先住民である。土地の共同使用権を土地

の私的所有権へと転換することはこの過程

を完成させる。土地そのものが商品とな

る。このような略奪的形態―それは今な

お豊富に見いだせるが、資本主義発展の初
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期段階において最も強力に出現した―に

関しては現代においても多くの類似のもの

が見られる。たとえば、資本家は、低所得

層の住民をできるだけ低コストで高価値な

空間から追い出すことによって、都市再開

発のための空間を切り開く。確固とした私

的所有権のない場所―中国、あるいはア

ジアやラテンアメリカの不法占拠者の居住

地―では、政府当局者による低所得住民

の暴力的な排除が行われる。その際、しか

るべき保証制度がある場合もない場合もあ

る。私的所有権が確固として確立されてい

る諸国では、収容権の行使による接収が、

私的資本の代理人としての国家によって画

策されうる。合法的および非合法手段によ

る貨幣的圧力が立場の弱い住民に対してか

けられる。それは時に、低所得で好ましか

らざる住民を地上から追放するための系統

的な計画でも存在するかのようにさえ見え

る。

　しかしながら、現在、金融資本が残りの

住民から富を抽出するための主要な近代的

梃子になっているのは信用制度である。合

法的ビジネスだけでなく、あらゆる種類の

強奪的手法が、略奪の諸戦術を追求するの

に用いられる。それは、すでに裕福で強大

な人々をいっそう利するものである。1970

年代半ば以降に生じた金融化の波は、その

略奪的スタイルの点で実に際立ったもので

あった。市場の株価操作とそれによる売り

抜け。ネズミ講型投資詐欺と企業詐欺。合

併・買収（M&A）による資産の略奪。先

進資本主義諸国でさえ全国民が債務奴隷に

追い込まれるほどの額の債務を負わせるこ

と。資産の略奪（株価暴落や企業倒産によ

る年金基金の強奪とその破壊）。これらす

べての特徴は、現代資本主義の性格を特徴

づける中心的なものである。（Harvey 2010

　303-304）

今も昔も資本主義はレントナー階級を「新た

に」生み出す。レントナー階級は、資本主義シ

ステムに寄生している階級であって、資本主義

という搾取と収奪のシステムが存続しているこ

と、それ自体に利益をもっている階級であった。

ところが、現代のレントナーたる金融資本は、

目先の「強欲」に走ってしまい、金融システム

そのものを揺るがしてしまった。それは、現代

の金融資本が長期的な「寄生」よりも短期的な

「略奪」によって利益をあげようとしているこ

とを、また、資本主義システムの金融への依存

が深刻化していることをも意味する。たとえば、

自動車製造業企業は、もはや金融業者と区別が

つかなくなっている。金融がなければもはや商

品・サービスは売れないし―労働者への分配

が低すぎるのがその一因である、金融技術によ

る「錬金術」がなければ投資も募れない。そし

て、21世紀初頭の世界的金融危機によって、わ

れわれは資本主義システムにたいする金融資本

の影響力の巨大さを改めて思い知ったのである。

しかしながら、われわれは、資本主義国家の

概念を解明するために、今一度、19世紀のレ

ントナー階級に立ち戻ることにしよう。

６．�レントナー国家から、階級闘争か
　ら分離されている資本主義国家へ

6.1　�19世紀の資本主義国家の担い手たち�

� ―レントナー階級

19世紀の資本主義国家は、レントナー階級

（イギリスのジェントルマン、ドイツのユンカ

ー）によって牛耳られていた。（フランス革命

によって封建貴族が粛正されたフランスをのぞ

く）ヨーロッパの支配諸国にあっては、政府の
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担い手たち（高級官僚・政治家たち）は、レン

トナー階級によって「独占」されていた。かれ

らは、旧封建領主たちであり、知識人階級でも

あり、国家の運営のためのスキルと経験を占有

していたからである。また、かつての封建領主

だった彼らは、「百姓は生かさず殺さず」とい

うことを本能的に知っている者たちである。か

れらを地主階級と普通は呼ぶが、他方でかれら

は産業資本への出資者（投資家）でもあった。

地代のみならず資本投資からも収入をえていた。

封建貴族→地主→産業資本への投資家へと変貌

を遂げた彼らは、資本主義システムに寄生して

いる階級であった。

資本主義的レントナーたちは資本主義システ

ムにたいし、非常に特殊な利害関係をもってい

た。経済全体が活況にならないと、地代はあが

らないし配当も上がらない。また一部の成り上

がり者による不正や逸脱は、市場やシステムそ

のものへの信頼を失わせてしまい、彼らの資産

が大打撃を受けてしまう場合がある。また、バ

ブル経済は、絶好のビジネスチャンスではある

けれども、長期的に見れば彼らのピンパネ分が

減るということを彼らは経験的に知っている。

大局的な見地に立った、「健全な」資本主義の

発展こそ彼らの利益になる。こうしてレントナ

ー階級は、資本主義システムの「公平な番人」

としての様相を帯びてゆく。

ひるがえって、資本主義国家にとって最悪な

のは、国家が特定の経済的支配階級・分派のも

つ特殊利害を実現するだけの「道具」に成り下

がってしまうときであろう。それは、社会総資

本の発展への障害にもなりうるからである。ブ

ルジョアジーが国家を牛耳ったり、直接統治を

したりしてはならないというのは、資本主義に

おける鉄の掟であろう。

しかし、だからといってレントナーあるいは

レントナーに牛耳られた国家が、諸階級のうえ

に立つ、「中立な調停者」であると考えるのは

間違いである。資本主義的レントナーの利益は、

あくまでも搾取と略奪のシステムの永続にある

からである。レントナー階級にとっては、搾取

を被る諸階級があること、略奪の対象となる大

衆があることは前提である。さもなければ、レ

ントはえられない。ただ、「生かさず殺さず」

という封建貴族だった先祖伝来の「優雅さ」を

持っている点で、「成り上がり」とは違うだけ

である。

イギリスでは、いわゆるジェントルマン階級

が、政治家・高級官僚を輩出していた。また、

プロイセンには、ユンカーと呼ばれる地主貴族

がいたが、ドイツ帝国の成立以降、宰相ビスマ

ルクがユンカー出身だったこともあって、高級

官僚と将校を占めていた。彼らは、資本主義の

長期的な利害にたって、国家を運営し、資本主

義システムを発展させようとした。

こうしてレントナー層によって牛耳られた資

本主義国家は、しだいに階級闘争から距離をと

り、資本主義システムの守護者となっていくの

であるが、そこにはもちろん外圧も働いていた。

産業革命にともなって資本制生産が飛躍的に拡

大すると、資本が生み出す膨大な富、また資本

間競争によって促進される技術革新をいかに吸

い上げるかが、国家にとっての中心課題となっ

ていく。「富国強兵」というスローガンは、あ

らゆる近代国家にとって共通のものとなる。産

業を奨励し、諸資本が生み出す富を税として徴

収し、その富で官僚機構と軍を強化する3）。そ

れができなければ、帝国主義的な経済・軍事競

争に勝てない。国内で階級闘争、内乱、そして

革命などに明け暮れている国は、帝国主義の格

好の餌食になってしまう。

6.2　イギリスの例

ホプキンズとケインによるジェントルマン資
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本主義論が明らかにしたのは、ジェントルマン

階級がイギリス資本主義の発展において果たし

た役割であった。ジェントルマン階級は、17

世紀頃から形成されてきた階級であり、19世

紀には、貴族、ジェントリ、そして金融資本家

によって構成される政治的支配階級へと発展し

ていく。同時に、彼らはロンドンのシティを媒

介にした、産業資本および英国の帝国主義的資

本輸出への出資者でもあった。すなわち、政治

的支配階級であったジェントルマン階級の階級

利害は、イギリス資本主義の中・長期的な利益

と「偶然にも」一致していた。すなわち、ジェ

ントルマン階級は、イギリス資本主義システム

そのものの番人となった。そこで、その政策に

は振幅はあるとしても、イギリス国家は、ブル

ジョアジーの短期的な利害に逆らってまでも、

イギリス社会総資本の持続的な発展を支えるこ

とができたのである。

19世紀の前半のイギリスにあっては、競争

に駆り立てられ、私利私欲に走って児童まで長

時間労働をさせる資本家たち、さらに貧困に追

いつめられて頻繁に暴動を起こす労働者階級の

どちらも、資本主義システムにとって壊乱要因

であった。なかんずく1848年の世界革命にお

いて頂点に達するような革命の危機に曝されて

もいたわけだから、国家権力は階級対立の「調

停」に乗り出す。

危険な階級ならびにプロレタリアート革命へ

の恐怖は、国家をも動かした。国家権力は、資

本家階級の利害を犠牲にしてまでも、労働者階

級に譲歩せざるをえなくなった。なぜならば、

追い込まれた労働者たちの蜂起が、革命運動・

政府転覆に向かい、階級対立の激化が社会の再

生産を脅かすまでになったからである。さらに、

重労働と貧困にあえぎ、子供たちまでに重労働

を強いられる労働者階級の再生産が危機に瀕し

ていたからである。

英国では1833年に工場法が成立し、9歳未満

の児童の労働は禁止された。これは労働者によ

る抵抗と蜂起による成果でもあるが、資本家間

の自由競争や強欲の追求にまかせていては、労

働者階級の再生産すらままならないことが分か

ってきたからでもある。もちろん、工場法の成

立は一部の資本家たちを没落させた。さらに、

労働者階級を弾圧するだけではなく、彼らを体

制内秩序、すなわち「市民社会」へと包摂する

必要性も認識されてきた。ここから国家主導に

よって、市民社会は拡大していった。

マルクスはアバディーン内閣のイギリス国家

を次のように分析している。

一言でいえば、貴族全体は、政府は中間階

級［ブルジョアジーのこと］に有利に、そ

の利益にしたがって指導されねばならぬと

いう点で一致しているが、彼らはブルジョ

アジーはみずからこの仕事の管理者であっ

てはならないときめこんでいるのである。

そしてこの目的で、旧寡頭制のもつ才能、

勢力、権威のすべてが最後の努力でもって、

ブルジョアジーが国民を直接支配するのを

できるだけ長く阻止するのを任務とする政

府に集中されている。イギリスの連合した

貴族階級は、ナポレオン一世が人民にたい

し臨んだのと同じ原則によってブルジョア

ジーに臨もうと意図している。（「老いぼれ

政府―連立内閣の見通し、その他」『ニ

ューヨーク・デイリー・トリビューン』

1853年1月28日付）

マルクスは「貴族」と呼んでいるが、われわれ

のタームで言えば、レントナー階級―資本主

義システムの維持発展のために目配りをする者

たち―といってよい。

さらに、労働者階級の体制内への包摂は深化
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を見せた。ディズレーリ主導による第二次選挙

法改正（1867）によって都市労働者が選挙権を

得る。ディズレーリは、国民の階級分裂を終わ

らせ、「一つの国民」one nationを再生するとい

う新しい保守政治を切り開いたのであった。こ

の一つの国民を「再生」しようというディズレ

ーリの姿勢は、帝国主義によって裏打ちされて

いたことは付け加えておくべきだろう。共通の

外敵が、「われわれ」を一つにするのである。

「内」にたいしては社会主義者、「外」にたいし

ては帝国主義者というのは、この時代の政治家

の典型の一つであった。労働者を体制内へと包

摂するべく、工場法改正（1874）、公衆衛生法、

労働者住宅改善法（1875）、そして1873年に発

生した恐慌への対策として帝国主義政策を押し

すすめた。そして、「社会帝国主義者」！ ジョ

セフ・チェンバレンによるロンドンのスラムの

撤去と都市再開発。19世紀後半のイギリスでは、

労働者階級もまた、イギリス資本主義の拡大再

生産による蓄積そして帝国主義的な略奪による

蓄積がもたらした富の再分配を受けるようにな

ったのである。そして、労働者階級もイギリス

帝国主義政策への積極的な賛同を示すまでにな

る。

6.3　�フランスの例

　� ―『ルイ・ボナパルトの　　　　

� ブリュメール18日』読解

19世紀の資本主義国家は、表裏一体ともい

える二つの課題に直面していた。一つは、目先

の利益を駆られたブルジョアジーが、労働者を

ハイパー搾取するのをやめさせることであった。

それは、労働者階級の再生産を危うくするのみ

ならず、労働者たちの蜂起を引き起こしてしま

うからであった。革命と内戦は回避されなけれ

ばならなかった。二つ目は、労働者階級の戦闘

的前衛は徹底的に弾圧しつつも、労働者階級の

総体を体制内に包摂していくことであった。

しかしなぜ、階級闘争から距離をとり、資本

主義システムを維持保存するという「離れ業」

を国家は身につけることができたのだろうか

―封建制にあっては、国家は封建領主たちに

奉仕する機関であったのにもかかわらず。すで

に論証したように、イギリスにあっては、その

原因は二つあった。一つは、19世紀の国家の

担い手たちがジェントルマン階級であり、その

階級利益が社会総資本の発展とたまたま一致し

たからであった。もう一つが帝国主義の激化で

あった。国内における内戦や革命は、帝国主義

的な世界の分割戦に敗れることを意味していた

のである。さて、イギリス、ドイツ、イタリア

などにおいては、封建制が解体され、近代統一

国家が成立したあとも、封建領主たちは地主貴

族あるいは大地主になり、経済力と政治的な権

力を保持し続けていた。しかしながら、革命に

よって封建領主たちが粛清され、かれらの土地

が没収のうえ農民に分け与えられたフランスの

ような国ではどうなったのであろうか。

マルクスとエンゲルスによる『共産党宣言』

（1848）はフランス・二月革命直前に書かれて

いる。当時は、ヨーロッパに革命の予感が漂っ

ていた。『共産党宣言』は差し迫った革命のプ

ログラムのために急ぎ出版されたものであった。

そして彼らの想定は的中し、フランスにて二月

革命が起こった。二月革命では、中小ブルジョ

アジーとプロレタリアート民衆が協調して、金

融ブルジョアジーの天下だった七月王政（オル

レアン朝）を瓦解させた。同年4月、第二共和

制臨時政府は、世界最初の普通選挙を実現した。

有権者が大幅に拡大する（七月王政の25万か

ら960万）。ところが、普通選挙をやってみる

と社会主義勢力は惨敗してしまう。そして、プ

ロレタリアートの蜂起（六月蜂起）。臨時政府

は、これを弾圧して凄惨な流血の事態となる。
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プロレタリアートは敗北する。ブルジョア革命

からプロレタリアート革命に向かうとマルクス

たちが期待していた革命はこの時点で挫折して

しまう。これは、革命勢力にとっては衝撃的な

敗北であった。そして、ルイ・ボナパルトが皇

帝に即位し、革命の機運は一気にしぼんでしま

う。フランスでは、ナポレオン三世の第二帝政

期（1852-1870）は、犯罪や暴動の発生が例外

的にすくない時期であった。それは、ボナパル

ティズムが、労働者大衆の弾圧と体制への懐柔

に成功したからでもある。1848年のヨーロッ

パ革命の挫折のあと、マルクスは、残りの人生

を大英博物館の図書室に閉じこもって『資本

論』を書いた。

マルクスとエンゲルスは、『共産党宣言』で

の〈プロレタリアートとブルジョアジーの最終

決戦〉というプログラムが脆くも崩れ去ってし

まったので、革命のプログラムを新たに書き直

さなければならなかった。そのためには、まず

は1848年ヨーロッパ革命の中心地だったフラ

ンスで何がおこったのかを分析しなければなら

なかった。そのために書かれたのが、『ルイ・

ボナパルトのブリュメール18日』である。マ

ルクスたちは、1848年革命が挫折するまでは、

二大階級による階級闘争で状況を説明しようと

していたのであるが、階級闘争のなかで、それ

とは自立した動きをする〈国家〉という存在に

注目せざるをえなかった。

『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』に

記録されているのは、ルイ・ボナパルトによる

ボナパルティズムを媒介として、資本主義国家

が、次第に階級闘争から距離をとり、資本主義

という搾取と収奪のシステムの庇護者としてい

よいよ現れてくる様であった。ボナパルティズ

ム国家は、ブルジョアジー諸分派の個別利害が

国家に直接入りこむのを防ぎ、労働者階級にた

いしては様々な譲歩をおこなった。パターナ

リスティックな全階級の代表者、階級対立に

介入する中立的な調停者という国家のイメー

ジ―いまなお、正当性を確保するために資本

主義国家が訴える常套手段―は、ボナパルテ

ィズム国家に始まったといってよい。

六月蜂起でのプロレタリアートの敗北以降、

ブルジョアジーは反動化する。革命の揺り戻し

(backlash)がやってきた。マルクスは、1848年

6月から同年12月10日までは、「純粋ブルジョ

ア共和派の独裁」の時期と位置づけている。ブ

ルジョアジーが、直接に国家権力を握った。議

会が独裁的な権力を掌握する「純粋ブルジョア

共和派の独裁」、これは一つの壮大な「社会実

験」であった。封建領主たちにかわって、ブル

ジョアジーが国家権力を直接に握るとどうなる

のか。これが上手くはいかない。なぜならブル

ジョアたちは、「どの瞬間にも自分たちの一般

的な階級利害、すなわち自分たちの政治的利害

を、きわめて偏狭で不潔な私的利害の犠牲にし、

自分たちの代表にも同じような犠牲を無理に要

求した」（マルクス　151）からである。資本家

たちは、厳しい競争を勝ち抜かなくてはならな

いために、目先の利益を追ってしまう。議会に

進出しても、自分たちの目先の利害に適うよう

な、政策や利害を政府に押しつけようとする。

いきおい議会は利害の対立によって紛糾する。

つまり、「決められない政治」になる。代議制

民主主義は、普通選挙を導入したそのときから、

「決められない政治」に取り憑かれていた。逆

に言えば、ブルジョア的な性急さは民主主義の

敵である。

フランスにおける普通選挙の実現によって、

有権者の数が飛躍的に増えた。政治システムは

根本的な変化を遂げていた。このことに気づい

たのがルイ・ボナパルトとボナパルト派であっ

た。ルイ・ボナパルトは、ナポレオンの甥。ナ

ポレオンの甥であるということ以外に取り立て
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て何の取り柄もない凡庸な人物とマルクスによ

って評された人物が、普通選挙によって大衆層

が有権者になるという新しい情況をうまく利用

して、1848年12月10日に、大統領の座につく。

ボナパルト派は、既存のブルジョア諸政党に

足がかりがなかったため、その支持基盤を普通

選挙によって選挙権をはじめて手にした大衆層

に求めた。ボナパルト派は、世界初の大衆プロ

パガンダ政治をおこなったことで知られている。

その選挙キャンペーンは、広くフランス国民の

あいだに浸透しているナポレオン伝説とルイ・

ボナパルト（ナポレオン三世）とを結びつける

ものであった4）。ルイ・ボナパルトは、『貧窮

の絶滅』というパンフレットを書いて、大衆か

らの支持を得ようとした。こうして、1848年

12月にルイ・ボナパルトが大統領になると、

大統領＝執行権とブルジョア議会の権力闘争が

激しくなる。議会は反動化し、選挙権を制限す

るまでになる。

国家が権力闘争に引き裂かれているあいだに、

議会の党派（代表する者）と議会外のブルジョ

アジーたちの対立がはげしくなる。というのも、

イギリスの不況をきっかけとして、ヨーロッパは

不況に入り、フランスの商工業も大きな打撃をう

けたからである。不況のときこそ、人々は決めら

れない政治に怒り、独裁でもよいから政治の安

定性を求める傾向がある。政治的自由よりまずは

富をというわけである。ブルジョアジーも、議会

における自分たちの代表者を見限り、ルイ・ボ

ナパルト大統領を「秩序の番人」として迎えい

れた。マルクスは次のように分析している。

フルドの入閣以来、ルイ＝フィリップの支

配に獅子の分け前を得ていた商業ブルジョ

アジーの部分、金融貴族がボナパルト派に

なったことは、すでに前に示しておいた。

フルドは証券取引所で利害を代表しただけ

でなく、同時にボナパルトのもとで証券取

引所の利害を代表した。金融貴族の立場を、

彼らのヨーロッパ的機関誌、ロンドンのエ

コノミストからの一つの引用がきわめて適

切に描いている。1851年2月1日付の号で、

パリ通信は次のように書いている。フラン

スは何よりも平穏を求めているということ

を、いまやわれわれはあらゆる方面から確

認している。　［中略］　エコノミストは社

説で次のように説明している。「ヨーロッ

パのすべての証券取引所で、大統領はいま

や秩序の歩哨として認められている」。し

たがって金融貴族は、執行権力に対する秩

序党の議会闘争を秩序の攪乱だと批判し、

彼らの自称代表者に対する大統領の勝利を

秩序の勝利として祝った。ここでは金融貴

族という言葉で、大口の国債引受人や国債

への投機者だけを考えてはならない。彼ら

に関しては、その利害が国家権力の利害と

一致することはすぐにわかる。近代的金融

業全体、銀行業全体が、公信用ときわめて

密接に絡みあっている。銀行の営業資本の

一部は、必然的にすぐに交換可能な国債に

投資され、利子を生む。銀行預金、つまり

銀行の意のままにされ、銀行によって商品

や工業化に分配される資本は、大部分が国

債金利生活者の配当金から流れ込む。金融

市場とこの金融市場の司祭たちにとっては、

どの時期にも国家権力の安定性がモーセと

預言者たちを意味したのだとすれば、どん

な大洪水でも古い国家とともに古い国債を

洗い流しそうに思われる今日では、ますま

すそうではないだろうか？　［中略］　1851

年はじめにはまだそうだったように、商業

が好況なときには、商業ブルジョアジーは、

商業の上機嫌が底をつかないよう、あらゆ

る議会闘争に対してたけり狂った。1851
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年2月末から続いているように、商業が不

況のときには、彼らは、議会闘争が不振の

原因だと非難し、商業が再び活発になるよ

う、議会に向かって黙っていてくれとわめ

きたてた。（マルクス　146-149）

マルクスが、「金融貴族」すなわちレントナー

に注目していることに留意すべきである。国債

や株式に投資しているレントナーたちは、政争

をきらい、さらに革命などまっぴらである。政

府が変わってしまうと、国債が紙切れになって

しまう場合もある。政局の安定こそが、かれら

の利益であった。資本家たち（商業ブルジョア

ジー）たちは、目先の好況や不況を乗り切るこ

とで精一杯で、政治は余計なことはしないで、

自分たちをビジネスに専念させてくれと言う。

つまり、第二共和制であきらかになったのは、

ブルジョアジーが国家権力を直接掌握してしま

うと、資本主義自体も上手くいかなくなるとい

うことであった。私的な利害を追及しなければ

ならないブルジョアジーは、資本主義システム

の長期的な利益にかなうような統治を行う能力

はない、と証明された。

大統領と議会の対立が激化し、とうとうル

イ・ボナパルトはクーデターを起こして、議会

を解散し、そして普通選挙を復活させる。そし

て、クーデターの承認を問う国民選挙、そして

帝政の復活を問う国民選挙をおこなう。ルイ・

ボナパルトは、実に国民投票の98％の得票を

えて、皇帝ナポレオン三世として即位した。

すでに示したように、議会の秩序党が、平

穏を求める叫びによって自分自身に平穏を

命じたとすれば、彼らが、社会の他の諸階

級に対する闘争の中で自分自身の政体、議

会政体の諸条件すべてを自分の手で破壊し

つくすことによって、ブルジョアジーの政

治的支配はブルジョアジーの安全や存続と

は両立しないと表明したとすれば、それに

対して議会外のブルジョアジー大衆は、大

統領への追従によって、議会に対する誹謗

中傷によって、自分たち自身の新聞への冷

酷な虐待によって、ボナパルトをそそのか

して、自分たちが強力で無制限な政府の保

護下で信頼に満ちて自分たちの私的営業に

専念できるように、自分たちの話す部分と

書く部分、自分たちの政治家と文筆家、自

分たちの縁談と新聞を弾圧させ、全滅させ

た。彼らは支配の苦労と危険を免れるため

に、自分自身の政治的支配から免れたくて

仕方がないと、あからさまに表明したので

ある。（マルクス　150-151）

1850年代のフランスは「権威帝政」と呼ばれ、

専制体制・警察国家だったのだが、奇妙にもそ

れは全国民・全階級の支持によって可能になっ

た。国民が専制君主を選んでしまうという近代

民主主義のパラドックスは、ボナパルティズム

から始まった。

ボナパルティズムは、ブルジョアジー（資

本）と国家との分業が確立されるきっかけとな

った。これは近代資本主義の「鉄の掟」となる。

こうしてボナパルティズムを通じて、ブルジョ

アジーは〈経済的権力〉を握るが、ひるがえっ

て、諸階級の階級利害からは距離をおき社会総

資本の利害に配慮する国家が〈政治的権力〉を

独占し、資本主義の発展のための諸条件を整え

ていくという「分業」図式ができあがった。マ

ルクスは次のように述べている。「二代目ボナ

パルトの下ではじめて、国家が社会にたいして

自立し、社会を制圧したように見える。執行権

力の自立性は、自らを正当化するのに、その首

長がもはや天才を必要とせず、その軍隊がも

はや栄誉を必要とせず、その官僚制がもはや道
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徳的権威を必要としない場合に、あからさま

に際立つ」（マルクス　179）。われわれは、こ

のマルクスのテーゼをいささか訂正したい

―ルイ・ボナパルトの下ではじめて国家は

〈諸階級の利害〉にたいして、そして〈階級闘

争〉にたいして自立したのである、と。ボナパ

ルティズムの一連のプロセスとは、国家が資本

主義国家として自己形成していくプロセスであ

った。資本主義システムの維持拡大―資本蓄

積条件の最適化―、および税収の確保という

観点から、階級闘争への国家介入がはじまった

のである。

マルクスは、ルイ・ボナパルトをナポレオン

の甥という以外には取り立てて取り柄のない凡

庸な人物と評しているが、これは正確ではない。

ナポレオン三世は、フランス資本主義の立場に

たてばむしろ「名君」であろう。資本主義的な

国民経済の発展における一つのモデルケースを

立ち上げたからである。ボナパルティズム国家

は、クレディ・モビリエを創設し、国債市場を

立ち上げ、国家をあげて投資を募り、鉄道や都

市再開発への大規模なインフラ投資をおこなっ

たのである。国立作業場そして都市空間の形成

（パリの再開発）を通じて、過剰資本・過剰労

働力の吸収が行われた。

７．結　論

19世紀は階級闘争の時代であったが、この

時代を通して、国家もまた資本主義システムに

たいする役割、そして諸階級にたいする「立ち

位置」というものを鍛え上げていった。すなわ

ち、19世紀を通じて国家は、資本主義国家へ

と変貌を遂げていく。危険な階級ならびにプロ

レタリアート革命への恐怖は、国家をも動かし

た。国家権力は、資本家階級の利害を犠牲にし

てまでも、労働者階級に譲歩せざるをえなくな

った。追い込まれた労働者たちの蜂起が、革命

運動・政府打倒に向かい、階級対立の激化が社

会の再生産を脅かすまでになったからである。

さらに、重労働と貧困にあえぎ、子供たちまで

重労働を強いられる労働者階級の再生産が危機

に瀕していたからである。

ところで、レーニンは国家を「階級支配の機

関、一階級が他の階級を抑圧する機関」と言っ

たけれども―いわゆる国家＝階級支配の道具

説―、この言い回しはミスリーディングだと

思われる。少なくとも、国家は支配階級が恣に

操ることのできるという意味での道具ではない。

むしろ、支配階級であっても国家に翻弄されて

しまう場合もある。

なるほど、たしかに封建制社会にあっては、

国家は支配階級の道具であったかもしれない。

それは封建制における特権身分の利益に奉仕す

るものであったし、また特権身分層によって運

営されていた。しかし、そのような支配が資本

制社会においてなされるとどうなるのか。ブル

ジョアジーたちの利益とは、「強欲」に走り、

ともかくも目先の利益を最大化することである。

それは、とりもなおさず搾取と略奪の「自由」

を確保することに通じる。デヴィッド・ハーヴ

ェイは、資本主義の「金科玉条」は、「我がな

き後に洪水よ、来たれ」だと指摘している。日

本の言い回しで言えば、「後は野となれ山とな

れ」ぐらいであろう。しかし、これを道徳の欠

如に帰してはならない。資本主義経済において

は、あらゆる企業や個人は激しい競争にさらさ

れている。いかなる企業も投資ファンドも今日

あげた利益を明日も保証されているわけではな

いのだ。なるほど、経済的に支配的な階級ない

し分派は存在するかもしれないが、そこに属す

る個人や組織の明日の命運は、また別の話であ

る。競争という気まぐれな女神の寵愛次第で、

諸階級分派も栄枯盛衰を繰り返す。そして、こ
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の経済的支配の不安定さが、搾取と略奪の正当

化に役立っていることも確かである。「皆、自

己保存をかけて競争している―だから、他人

を搾り取るのも仕方がない」というわけである。

ところで、資本主義というシステムには一つ

の大きな特徴がある。奴隷制における奴隷ない

しは封建制における農民とは違って、資本制生

産のもとでは、労働者は生産するのみならず、

消費もおこなう。これこそが決定的なことであ

る。資本主義は、（総体としてみた）労働者た

ちが生産したものを、労働者たちが買い戻すこ

とによって、はじめて再生産が可能になるシス

テムである。たとえば、「ブラック企業」がい

くら労働者をこき使って、商品やサービスを安

く生産したところで、それらが売れなければ元

も子もない。そして、それらの消費者は、それ

を生産している者たちである。たとえば、世界

中でとりわけ若年労働者の使い捨て、あるいは

切り捨てが横行しているけれども―プロレタ

リアートのプレカリアート化、これは長い目で

見れば、資本は自ら墓穴を掘っている。なぜな

ら、彼らは労働者であるのみならず、将来の消

費者であり貯蓄者でもあるからだ。中間層を育

てていかなければ、将来、資本は市場を失いか

ねない。ところが、経営者や資本家は、儲ける

ためには出来るだけ賃金を抑えようとする。そ

れによって消費を冷え込ませるという悪循環に

陥いる。またネオリベラリズムのもとで、資本

は社会の再生産のために必要なコストを負担す

ることを阻んできた。なぜならば「自己責任」

だからというわけである。資本は、プレカリア

ートには子育ての時間も金銭的な余裕も与えよ

うとしない―それこそ、将来の労働力と市場

を維持するための必要なコストであるにもかか

わらず。これでは将来市場は縮小してしまうの

みならず、労働者の再生産すら難しくなってし

まう。つまり、ブルジョアジーの強欲にしたが

って政策が打たれていくと、今のネオリベラリ

ズムがそうであるように社会は衰退していく、

つまり資本も衰退していく―世界のどこかに

新たな成長市場を見つけない限り。

歴史は繰り返されるもの。19世紀のなかば

には、資本家たちは目先の利益を追求するあま

り、社会の存続すら危うくし、さらには革命ま

で誘発してしまった。つまり、「小さな政府」、

「市場（原理）主義」などというものは、まっ

たくの幻想にすぎない。市場に任せてしまえば、

資本主義の特権的担い手たち（ブルジョアジー

たち）が強欲に走り、その結果、革命や恐慌を

誘発しシステムまで危うくしてしまうのは、

1848年の世界革命から2008年のリーマンショ

ックにいたるまでの資本主義の歴史が証明して

いる。

そこで、国家の役割が重要となる。19世紀

中頃から資本主義国家は、ブルジョアジーと労

働者階級との階級闘争から距離をとりながら、

資本家たちの個別の利益（恣意的な強欲）から

も、また労働者による叛乱からも、資本主義シ

ステムを守ることを学ぶようになった。国家は、

搾取のしすぎを取り締るとともに、逆説的にも

搾取と略奪の諸条件を盤石のものにしていく。

こうして19世紀半ばのイギリス国家は、児

童労働の禁止、労働日の制限などをつうじて、

一部の資本家に労働者階級への妥協を強いると

ともに、労働者階級の再生産の諸条件を整えて

いく。それは、国家権力が労働者階級にシンパ

シーを感じたというわけではなくて、労働者た

ちの搾取を永続化させるための処置である。国

家は、ブルジョアジーの「守護聖人」ではなく、

資本主義システムそのものの番人であり、かり

にある個人や企業が国家からの便宜にあずかる

ように見えたとしても、それは当の資本家が資

本主義の担い手として重要な役割・位置を占め

ている限りでしかない。万が一、国家と個別資
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本の癒着が続いてしまえば、それはシステムを

揺るがし、国家の正当性を危機にさらすことに

も通じよう。

しかし、これは資本主義国家が、全ての階級

にたいする中立な調停者ないしは階級闘争の抑

制者であることを意味するものではない。エン

ゲルスが国家に関して使った、階級闘争の「調

停」や「抑制」というタームは、不用意なもの

であった。なるほど、ボナパルティズム国家が

そうであったように、国家はすべての階級の上

に立つ「調停者」を装う。また、被搾取階級や

略奪を受ける大衆にたいしては、パターナリス

ティックな姿勢さえも見せる。しかし、これら

は、社会の階級分裂を取り繕う「一つの国民」

（ディズレーリ）の演出なのであり、搾取と略

奪の担い手たちの側に酷く偏っている国家が装

うカバーイメージでもある。というのも、それ

らは搾取と略奪のシステムを永続化させるため

の処置であるからである。ところが、システム

を維持することは、当のシステムに寄生して収

益をあげている者達に、間接的・結果的に便宜

を与える。したがって、資本主義国家は、経済

的に支配的な階級に「間接的に」貢献する。

ところで、資本主義国家が、階級闘争そして

諸階級の利害にたいしてとる構えを、ルイ・ア

ルチュセールは、「資本主義国家は階級闘争か

ら分離」されているというテーゼによって表現

している。

国家が階級闘争から分離されているのは、

それを目的として作られる、つまり階級闘

争から分離されるために作られるからであ

る。そのように私がいうとき、そこでいわ

んとしているのは、階級闘争のなかに「全

方位」から介入しうるために、国家には分

離がなくてはならない、ということである。

「全方位から」というのは、国家は、被搾

取階級に対する搾取階級の搾取と抑圧のシ

ステム全体を維持するために、労働者の階

級闘争に介入するだけでなく、支配階級の

分裂―これは、労働者と大衆の階級闘争

に勢いがあるときには、支配階級にとって

大きな脅威となりうる―を防ぐために、

必要とあらば支配階級の階級内部の階級闘

争にも介入することがあるからである。

（Althusser　398-399）

このテーゼは、「国家は階級対立の客観的裁定

者であるとする、ブルジョア国家理論」（Althusser

　450）とは似て非なるものであるとアルチュ

セール自身が言明している。「国家が『分離』

されているのは、国家が全ての階級のうえに立

つのは、もっぱら支配階級の支配の諸条件を再

生産するためである」（Althusser 450）。アルチ

ュセールによれば、「被搾取階級に対する搾取

階級の搾取と抑圧のシステム全体を維持するた

め」に国家は階級闘争から分離されていなけれ

ばならない。アルチュセールのテーゼによって、

一見したところ階級中立的な調停者として現れ

る資本主義国家の階級性が解明される。

すなわち、資本主義国家は、搾取と略奪のシ

ステムの存続と発展という観点から、諸階級の

個別階級利害、そして階級闘争にたいして適切

な距離をとらなくてはならない。それは、資本

主義的政治経済システムの持続と発展のために、

効果的な介入をするためである。さらに、階級

利害や階級闘争が、国家に浸透しないような仕

組みがあるのである。たとえば、国家（官僚機

構と軍）は何もエリートからのみ成り立ってい

るわけではない。資本主義国家にあっては治安

維持の実働部隊が、貧困層から徴募されている

のは偶然ではない。特権的身分・階級が治安維

持を担っている国家は、大衆にたいして脆弱で

ある。ひるがえって、貧困層からの国家の担い
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手の徴募は、大衆のなかに効果的に分裂を作り

出すことができる。

資本主義国家は、特定の支配階級が恣に操る

ことのできる道具ではない。そうではなく、資

本主義国家は、「階級支配」を実現する装置で

ある。階級支配とは、特定階級・分派による支

配という意味ではなく、社会の階級分裂に基礎

づけられた支配―服従様式を指す。したがって、

資本主義国家における階級支配は、特定の階級

（分派）―とりわけある個人や個別資本―に

よる支配の持続をいささかも保証するものでは

ない。

そうであれば、レントナー階級による国家の

支配も、昇ったら最後に外さなければならない

梯子であることが理解されよう。たとえば、19

世紀のイギリスにおいては、産業資本と帝国主

義的資本輸出への出資者であったジェントルマ

ン階級の利害が、イギリス総資本の利害と偶然

にも一致した。それがイギリス資本主義の発展

に偶さかに寄与したのは事実であろう。しかし

ながら、レントナーたちもまた強欲に走り、資

本主義システムに壊乱をもたらすことは歴史が

証明している。

そして、資本主義国家は、特定階級や名望家

による支配から次第に「解放」されていく。事

実、20世紀に入ると、ドイツのナチズムはレ

ントナー層からの官僚機構と軍の「解放」を押

し進めた。また、日本でも近衛新体制において、

ソ連の五カ年計画を研究した革新官僚が積極的

に登用されたが、これも旧支配層（元老政治）

からの国家の解放という側面をもつ。以後、メ

リット・システムによって選抜されたエリート

たちが資本主義システムの「管理者」となって

いくのである。

むしろ〈支配階級なき階級支配〉こそが、資

本主義国家の「理想的」な支配様式であろう。

それは経済的支配階級から、国家権力の担い手

たちが完全に自立している状態であり、国家は

個別資本の利害に振り回されることなく、社会

総資本の利害にそって資本主義経済の発展を促

すことができる状態である。〈支配階級なき階

級支配〉にあっては、労働者階級であろうが、

ブルジョアジー、レントナーであろうが、それ

ぞれ資本主義システムにおいて与えられる担い

手としての位置に応じて、経済的な利益と政治

的権利が分配されるのである。もとより、資本

主義経済の成長ドライバーの特権的な担い手と

して、ある特定の資本（家）が国家によって選

ばれる場合はある。エティエンヌ・バリバール

が、「国家ブルジョアジー」―古くは「政商」

と呼ばれたもの―と呼ぶものである。しかし、

国家と国家ブルジョアジーの癒着が続いてしま

えば、やがては資本蓄積の障害となる。

本論の論証の結果としてえられた資本主義国

家の概念は、階級闘争から分離されてあること

で、搾取と収奪のシステムの維持発展のために

介入する装置であり、資本蓄積に寄生しながら

も〈支配階級なき階級支配〉を究極の支配形態

とする装置というものであった。

註
1）この労働者階級の政治経済的な体制への包摂
は、20世紀も後半になって、結果的に「危険
な階級」の骨抜きというおそらく予期せぬ効果
をもった。というのも、それは労働者階級が革
命的プロレタリアートとしての階級利益―革
命以外なにものでもない―を忘れ、自らの利
益をブルジョアジーの経済的政治的利害の延長
上（末尾というべきか）にあるものとして理解
するようになったからである。今では多くの労
働者は、資本と自らの利害は一致していると観
念している。会社の利益＝自分の利益というわ
けである。資本と労働者の利益の一致という土
俵の上で、経済的な利害の制度的な調整（労使
交渉）が行われる。このようなイデオロギー的
実践が、搾取の実態を見えなくさせるのである。
これもまた、虚偽意識と簡単に退けることはで
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きないが、しかし国家によるイデオロギー的介
入の産物であることは間違いがない。

2）すでに触れたように日本の近代化と世界分割
戦への参入のための資金は、ロンドンの債券市
場において調達されたものであった

3）なおアダム・スミスを中心とする経済学は、
ポリティカルエコノミー（政治経済学）とよば
れるが、このもともとの意味は、ポリス（国
家）をいかにして富ませ、軍事力をふくむ国力
を増強していくための学である。19世紀のド
イツではPolizeiwissenschaftという学問が発達
した。これは「官房学」と訳されている。英語
のpolice ドイツ語のpolizeiというと、今では、
警察ぐらいしか想起されず、抑圧、弾圧、取り
締まりというようなネガティヴなイメージを持
つが、あえて日本語になおせば「内務」となる。
たとえば、戦前の日本の内務省は、国家権力の
中枢をになう機関であり、富国強兵政策の中核
を担う官庁であった。Polizeiwissenschaftとは、
「国富と国力の増強を目標として、権力が国民
の生活全般に介入するための知」という意味で
ある。また、統計学 statistics の語源は「国家の
学」であり、統計的な知でもって国勢（the 
state of a nation）を掌握し、国力増強のために
役立てるための学問として出発した。18世紀
後半から、国富・国力を増強させるための知や
テクノロジーが急速に発展し、体系化されてい
く。

4）西川長夫がボナパルティズムの政治手法につ
いて記述していることは、まさに今も行われて
いるポピュリズム・プロパガンダ政治と通底す
るものがある。「われわれは二つのことに注目
しなければならない。第一にボナパルト派の運
動は、新聞を重視しているが、それ以上により
直接的な街頭のプロパガンダが重視されたので
ある。さまざまな委員会やクラブが作られ、デ
モが繰り返しおこなわれる一方では、チラシや
ビラ、大衆的な版画や歌、さらにはメダルなど
による宣伝が行われた。（大統領の座について
からのボナパルトは、権力を利用してさらに大
がかりな地方巡業、宴会、パレードなどに力を
そそぐ）。第二にこれと関連して、ボナパルト
派の支持層が問題となる。ボナパルト派の主張
は全国民的な超党派をたてまえとしていた。し
かしボナパルト派のプロパガンダの主要な対象
は、裕福なブルジョアや知識人ではなく、底辺

の階級、労働者や農民であった。金持やユダヤ
人にたいするかなり激しい攻撃がおこなわれて
いる。ボナパルト派は普通選挙によってはじめ
て国政の政治過程に参加しえた新たな有権者
（960万マイナス25万）の諸階層に向けて、彼
らの利害と政治意識に対応した運動を展開して
いたと言えよう。ボナパルト派のプロパガンダ
がいわゆる政治イデオロギーや理論を避け、も
っぱら現実の物質的安寧や将来の栄光を問題に
していたのは、一つには先に述べたようなボナ
パルト派の多様な構成要素の統一を守るためで
あるが、同時にその大衆的な性格によるもので
あろう。またボナパルトが宗教と軍隊を重視し
たのは、国家権力のイデオロギー的な支柱と抑
圧的な機関の代表としてであるが、同時にこの
二つの組織が選挙においてはたす役割が重視さ
れたはずである。ボナパルト派は大衆操作の重
要性をはじめて明確に認識し、もっとも有効に
実践した党派であった（西川長夫　103-104）。
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まちづくり組織の高齢化と新しい担い手

今　野　裕　昭

１．はじめに

脱近代の時代に入ったと言われてから、日本

の社会は全国的に硬い組織から柔らかいネット

ワークに移行する趨勢の中にある。制度化され

た既成の組織や団体は全体に力を失い、ネット

ワークの性格が強い比較的流動的なグループが

多様に生成し優越してくる様相にシフトし始め

ているように見える。地域社会のレベルでは、

行政機構を通して国民国家に画一的に連なって

いる既成の地域住民組織諸団体が地域の中で後

退し、多様なボランティア・グループやNPO

が力をつけてくる現象が、これを表している。

こうした現象は、日本では1990年代半ば、阪

神大震災を契機にしたボランティアの興隆以降

とくに顕著になったが、グローバル化の中の脱

近代社会に共通して進展している現象である。

地域社会の硬い組織から柔らかいネットワー

クへのシフトの内実は、既成の地域組織を支え

てきたリーダー層が高齢化したにもかかわらず、

後継世代が地域組織に入って来ずに、やがては

活動ができなくなってしまう現象の進行と並行

している。地域組織の人的資源の総力が、きつ

くなってきているのである。だからと言って、

若い世代は一人ひとりが孤立しているわけでは

なく、彼らの間にはインフォーマルな、制度化

されていない同世代者のネットワークがいくつ

も作られている。こうした実態が上述のシフト

の内実であり、なにもしなければ、二つの世代

は分断されたままの状態にあるという問題が内

包されているだろうという予見が持たれる。

本稿では、地域活性化とりわけまちづくりの

系譜の中で、まちづくり関係者によく知られて

いる神戸市長田区真野地区のまちづくり組織の

活動と担い手に着目して、半世紀も続いたまち

づくりの世代交代がどのように行われてきたの

か、まちづくりの第3世代につながらず担い手

が高齢化してゆく実態を析出し、まちづくりと

次の世代、次の次の世代の者たちとの関係の把

握を試みる。

考察の対象にする真野地区は神戸市西部イン

ナーシティの住・工混在の下町で、他の下町地

区と同じように、町内会・自治会あるいは自治

会連合の下に地域の諸団体（婦人会や子ども会、

老人会、民生委員協議会などの地域団体）が統

率されるという上下の秩序がもともと強く、こ

の中でアソシエーション・タイプのボランタリ

ーなグループが独自に生まれにくい文化土壌の

中にあった。しかし、昭和40年代に始まった

半世紀にわたる住民のまちづくり運動の中で、

自治会を単位基盤にしたアソシエーション・タ

イプの団体組織である「まちづくり推進会」や

「ふれあいのまちづくり協議会」が上位につく

られ、地域の諸団体が緩やかに連携する仕組み

が形成されて、とりわけ1995年の阪神大震災

のあと、地域の民主化が目に見える形で急速に

進んできた。これは、地域の諸団体の対等を前

提にする緩やかな連合という地域住民に持たれ

ている意識の確立と、連合を担保するまちづく

り推進会事務局による団体間調整機能の活発化、
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および、自治会をはじめとする各種団体内での

会計・運営の透明性の増大という、三つの現象

に表象される。真野にあってもまちづくり組織

担い手の高齢化は確かに進んでいるが、地域の

活力はなおも高く、他地区と比べたら断トツの

地域行事の量、地域活動の量であることは間違

いない。

２．真野まちづくりの来し方

（1）15年刻みでの半世紀

真野地区は平成24（2012）年の国勢調査で、

2,353世帯、人口4,014人の1小学校校区（約

15ha）で、ここで長年行われて来た住環境改善、

生活環境改善の住民の主体的な地域活動は、

「日本最長の継続的まちづくり」として、全国

のまちづくり関係者の間で認知されている。戦

後高度成長期の早い時期からの日本の著名なま

ちづくり地区、名古屋の栄東と神戸の丸山、そ

して真野の三つの地区のまちづくりを並べて、

真野のまちづくり活動をこの名称で特徴づけた

のは、広原盛明であった1）。

真野のまちづくりは、昭和40年代の初めの

公害反対の住民運動（1966年）から始まる50

年にわたる息の長いまちづくりであり、密集市

街地住環境整備促進事業が今もかけられて継続

中である。このまちづくりの歴史は、15年刻

みでの三期に区分できる半世紀であった2）。

真野地区は川崎重工、川崎製鉄、三菱造船な

ど神戸の大工場が集積する地区に隣接し、高度

成長期前半にその下請け、孫請けの町工場が一

気に林立した町工場の町だったが、産業公害で

住環境が極端に悪化し、昭和41年に公害工場

追放の住民大会がもたれて住民運動が起こった。

ここから真野のまちづくりが始まり、第Ⅰ期の

昭和40年～ 55年の間に、公害追放、校区緑化、

小公園づくり、そして、地区高齢者の地域ケア

（一人暮らし老人の友愛訪問、給食サービス、

寝たきり老人の入浴サービス）の運動を通じて、

住環境、生活環境の改善が図られてきた。

第Ⅱ期への転機となったのは、神戸市と「ま

ちづくり協定」を結ぶ真野地区まちづくり推進

会が結成された、昭和55（1980）年であった。

さらなる生活環境の整備には「根本的な地区の

改造」3）が必要との認識に到達した住民たちは、

真野地区まちづくり推進会を結成して真野のま

ちの青写真を検討・作成し、真野まちづくり構

想として住民に提案した。昭和57（1982）年

に神戸市と「まちづくり協定」を締結して青写

真を地区計画決定し、国の住環境整備モデル事

業を導入して20年、30年のスパンでの修復型

まちづくり事業を進め始めた。この下で、土地

利用純化を促進するための土地利用区分一致街

区外への新規マンションや新規工場建設の抑制、

真野地区内の主な街区道路の拡幅、交差点の隅

切り、老朽長屋の共同建て替え、人口流入促進

のための市営住宅の建設、高齢者福祉施設、高

齢者福祉住宅建設の推進を図ってきた。

推進会設立の昭和55年からちょうど15年目

の平成7（1995）年が、阪神淡路大震災の年だ

った。真野のまちづくりは、復旧・復興の活動

を通じて質的に昇華を遂げた第Ⅲ期に入る。第

Ⅱ期の修復型まちづくりが進行中に阪神淡路大

震災が発生し、真野地区も長屋が広範に潰れ一

カ所で大火災が発生しかかりと、大被害が生じ

たが、住民の力で有効な緊急対応に成功し、応

急復旧、復旧・復興も対応が早かった。真野地

域福祉センター、真野児童館、高齢者住宅、コ

レクティブ住宅などが相次いで完成し、昭和55

年のまちづくり構想の公共施設は災害復興の中

で前倒しで実現した。さらに、平成13（2001）

年には神戸市地下鉄海岸線が開通して真野地区

内に苅藻駅が開業し、震災復興の成果である被

災者転出跡地の整備、工場跡地への大型ショッ
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ピングセンターの進出が相まって、近年住宅地

として真野の再評価が起こり、地区の一部にジ

ェントリフィケーションが生じている。

緊急対応から復興まで、この一連の動きを主

導したのは、まちづくり推進会の真野まちづく

り事務所だった。公共施設の整備とともに、ソ

フトな地域行事・活動の面でも平成8（1996）

年に真野ふれあいのまちづくり協議会が再編成

され、これまでの地域諸団体の活動が、一元的

に学区全体でふれまち協議会で調整され、まち

全体で進められるようになり、ハード・ソフト

両面でのまちづくりの体制になった。震災後、

学区レベルの活動だけでも、年間15種類以上

の行事・活動が組まれている。ほぼすべての行

事は、半世紀に及ぶまちづくりのどこかで始め

られ、以来ずっと続けられて今に至っている。

この他に各町レベルの行事もあり、毎月2回3

回は真野のどこかで行事がある。さらにふれま

ち協議会は、地域福祉センターの管理、各種教

室の運営にもあたっている。

震災後、住民と行政のパートナーシップとい

うこれまでの図式に中にもう一つ、地元企業の

まちづくりへの参入が生じた。もともと地元の

町工場は地域行事に資金や物品を寄付するとい

う参加のし方をしてきたが、地元の町工場出身

でいまや海外での事業展開をしている大企業に

なったM社が、震災を機に本社機能と研究開

発部門を真野に戻し、平成13（2001）年社内

にボランティア団体「Mふれあい協議会」を結

成した。「Mふれあい協議会」は、たなばた祭

りなど様々な行事・イベントを企画実施して、

地域の一員としての企業の取り組みをしてい

る4）。

震災を乗り切った後、都市計画専門家で真野

まちづくりのコンサルタント・プランナーであ

る宮西悠司は、いみじくも「真野のまちづくり

は震災にも強かった」と語ったが、まちづくり

が真野の中に作っていたものは、真野という地

域の活動力、実行力、そして何よりも、人と人

とのつながりのあり様であった。それは、まち

づくりの組織であり、まちづくりの活動が育て

上げていたリーダーたちであった。震災対応の

プロセスを見ていると、地域全体を見て動ける

リーダーと地域の仕組みが必要であることが浮

かび上がってくる。

この第Ⅲ期のもう一つの大きな出来事は、平

成18（2006）年に起こった暴力団組事務所追

放運動である。平成18（2006）年に全国的規

模の暴力団が真野地区の一角に組事務所を開く

出来事が起こり、周辺自治会住民が組事務所追

放運動に立ち上がった。まちづくり推進会の支

援の下に、6回の決起集会、毎晩の見回りパト

ロール、組事務所使用禁止仮処分申し立てを矢

継ぎ早に継続し、わずか10か月後に和解、組

事務所の撤退という大きな成果を得ている。普

段皆でハード、ソフト両面からまちづくりをし

てきたことが、公害とか、高齢社会の孤独死と

か、災害とかのいろいろなリスクに備えること

になっていたのが、暴力団組事務所の問題への

素早い対応を可能にしている。

振り返って見るとこの暴力団組事務所追放運

動は、真野の半世紀にわたるまちづくりの活動

の中でも、もう一つの大きな節目であった。変

化は震災対応の時から始まってはいたが、暴追

運動で真野住民の地域活動へのかかわり方はさ

らに質的に大きく変わったと思われる。それは、

リーダー層以外の住民が前面に出てきたことだ

った。それまでは50人くらいの中心的メンバ

ーがまちづくりを引っ張っていたのが、暴追運

動では200人からの住民が主体的に動き出した。

次に何かがあれば、これらの住民が動き出す期

待がもたれる出来事であった。

その後、平成23（2011）年には地域住民の

寄付を募ってまちづくり推進会の「まちづくり
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会館」が竣工し、2012年から毎年、津波を想

定した防災避難訓練が地域を挙げて行われてき

ている。

（2）�形成されたまちづくりの組織と地域の諸

団体

この半世紀の間に形成された現在の地域の仕

組みは、自治会をはじめとする地区内各種集団

から代表者を出すまちづくり推進会と、自治会、

婦人会、民生児童委員協議会と各町の推薦者

（福祉ボランティア）からなるふれあいのまち

づくり協議会という、学区レベルでのハード、

ソフト二つの協議会の下に、表1のような地区

内各種団体が対等のベースの上に緩やかな連合

をなしている仕組みになっている。ゆるやかな

連合は、行事ごとに毎年実行委員会を組む方式

と各団体の運営の民主化によって担保されてき

た。この仕組みのもう一つの特徴は、まちづく

りの中で対立が生じた時は、粘り強い対話を積

み上げる合意形成を図ってきたという点にあ

る5）。真野では自治会がまちづくりを支える基

礎になっていて、自治会が元気な時はまちづく

りも活発であるが、自治会に不協和音があると

まちづくりも停滞気味になる。

この仕組みの中で、青壮年層の真野同志会が、

その会員がやがて自治会組織、まちづくり推進

会の役員に入ってゆくという形で、まちづくり

の人材供給源になってきた構造がある。本稿4

－（2）節で明らかにするように、この構造が、

これまで世代交代がうまくいっていたメカニズ

ムであった。

（3）真野地区の現在の特性

真野地区は、大都市神戸のインナーシティで、

地区人口の高齢化が進んでいる。平成22年の

国勢調査で見ると、長田区は神戸市の中でも高

齢化率が29.6％と一番高い区で（市平均23.1

％）、区内でも海岸側のインナーエリアにある

真野は、住基台帳で34.3％（平成20年）と一

段と高齢者の多い地区の一つになっている。し

かし、確かに高齢化してはいるが、子どもや若

い者がいないわけではない。20代～ 40代の者

の人口比率を取って見ると、神戸市の平均では

この層が38.3％を占めているのに対し、真野

地区では31.9％と極端に低いわけではない。

15歳未満の子どもも、長田区が区人口の10.7

％のところ、真野では9.1％を示しているので

全くの少子化でもない。

地区内の人口移動の動きも結構著しい。地区

の人口は、平成2（1990）年に5,684人だった

ものが震災の影響で平成7年には4,230人と減

少し（以上国勢調査）、16年には4,388人、平

成20（2008）年に4,164人と（以上住基台帳）、

基調として人口減が生じている。しかし、真野

地区まちづくり推進会が平成26年3月に行った

「全世帯アンケート調査」6）では、全体の32.5％

の世帯が居住歴20年未満の転入者で、ここ5年

の間に転入した世帯が全体の9.8％、5 ～ 10年

の間の転入が7.3％となっていて、震災後の流

入者も多いことが明らかになっている。総人口

が減少してきているのだから、流入以上の流出

があるわけで、今も人口が著しく流動している

地区になっている。

震災後、被害を受けた家屋、長屋が建て替え

られたり、復興資金が流入して公営住宅や地域

福祉センター、児童館などの公共施設が相次い

で建設され、地区内の路地が隈なく舗装され、

なによりも地下鉄が開通して都心からの時間が

10分の場所になり、地区内に大型ショッピン

グセンター・イオンがつくられ、民間マンショ

ンが建設されてきた。震災後10年以上経って

ようやくジェントリフィケーションが顕著にな

りはじめ、真野は交通の便が良いと住宅地とし

て見直されている。クリスマス・シーズンにな
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ると各家が夜イルミネーションを飾り付けるミ

ニ開発の戸建分譲住宅地区画ができたりと、若

い新規来住者も徐々に増え始めるという変化が

起こっている。平成20（2008）年に真野まち

づくり推進会が立命館大学の乾ゼミを通して実

施した、真野に入居してきた若い母親たちへの

アンケート調査7）から、子どもを良い学校にや

りたいからという親はいないが、真野の下町的

な雰囲気の中で子どもを育てたいという層が流

入してきていると地元では見ている。

他方で、低家賃の賃貸住宅や暮らし易い下町

の環境を求めて生活力が高くない高齢者世帯が

流入してきており、また、若年不安定層も流入

していると見られる。「全世帯アンケート調査」

から、世代別にここ5年未満に流入してきた者

を見ると、20代で同世代の34.9％、30代で

23.1％を占めていて、40代で同世代の10.9％、

50代以上になると9％台以下になっているのと

比べても、20代・30代で近年の流入者が多い。

また、60代に5年未満が同世代の9.6％と、50

代以上の中では60代に近年の流入者が若干多

くなっている。60代の高齢者も近年流入して

いると見られる。さらに、住まいの所有形式を

世代別に見ると、民間賃貸住宅居住者が、同世

代の33.3％と最も多い20代に次いで、40代が

29.3％と有意に多いことから（全体平均では

20.2％）、40代の流入者にも低所得の不安定層

が結構いることが考えられる。また、真野の良

いところはという質問に「家族・親戚が近くに

いる」を挙げた者が30代に同世代の35.0％、

40代に28.7％と、他世代に比べて有意に多い

（全体は21.3％）ところから、30代40代のこの

世代の者も真野周辺の長田・兵庫で滞留してい

ることが想定される。農山村の過疎地と違って、

大都市インナーシティの若者は身近に職場があ

るために、インナーシティ内にも留まることが

できるのである。米国大都市のインナーシティ

でW．ウイルソンが、また、大阪市内の同和

地区で妻木進吾が指摘8）しているような不安定

層の再生化が起こっていることが考えられ、真

野地区でも地区内で二極化が進行していると見

られる。

こうして見ると、真野地区は絶対的な少子・

高齢化の中にあるわけではなく、若い世代の者

たちも一杯いる。ここのまちづくりの地域活動

は、少子・過疎化の中で地区の人口全体の高齢

化で活動が絶対的に維持できなくなる過疎地山

村とは異なる状況にある。若い者はいるわけで、

真野でのまちづくりの活動が人的資源の面で持

続可能でなくなる危惧があるとすれば、それは

まちづくりの活力の構成に問題があるという、

まだその段階なのであって、まちづくり組織に

若い世代が入って来ないという組織のあり方の

問題なのだと言える。

３．活力縮小の兆しと活動の内実

（1）活力縮小の兆し

まちづくりを進めてきた半世紀、真野のまち

づくりはこれまで右肩上がりの方向で来たが、

ここに来て担い手団体の活力縮小の兆しがいく

つか立ち現れてきた。尻池南部地区自治連合協

議会の解散、長田神社例大祭の舁番辞退、子ど

も会連合会の休会の三つが、最近まちづくりの

役員の間で活力縮小の兆しと受け止められてい

る出来事である。（以下は、平成25年9月まち

づくり事務所次長、26年1月南部自治連合会会

長と副会長、まちづくり推進会会長へのインタ

ビューによる）

① 尻池南部地区自治連合協議会の解散
真野地区16自治会のうち南部11自治会で

構成されている尻池南部地区自治連合協議会

は、まちづくり第Ⅰ期に公害追放運動の中枢

を担い、その後もまちづくりを学区全体に押
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し広げた推進力になって来た。南部自治連合

会の集会所、南部公会堂は、反公害の住民運

動、一人暮らし老人の給食サービス、入浴サ

ービスの拠点となって来た。南部自治連合会

は、その後第Ⅱ期においても寒餅つき、花祭

り、盆踊り、精霊流し、長田神社秋祭、共同

募金、年末警戒、一人暮らし老人給食サービ

スを、また、震災後の1.17希望の灯の諸行

事を担って来た。第Ⅲ期になって、これら行

事のほとんどがふれまち協議会に一本化され

た。今日では、神戸市行政はさまざまな依頼

をまちづくり推進会を通して各町自治会に下

ろすようになったし、南部自治連合会も行政

への要望をまちづくりを通して行政に上げる

ようになっているが、それでも、3年ほど前

には、交通事故が多発したショッピングセン

ター前の横断歩道の位置変更を、南部自治連

合会として申し入れたりしている。

まちづくりを支える基底で歴史的にこうし

た要の位置を占めてきた南部自治連合会も、

3年くらい前から、自治連合会単独の夏の行

事である精霊流しを行うのが難しくなって来

ていた。精霊流しは3千人くらいの人出があ

る約50年続いてきた行事であるが、祭壇を

つくり御詠歌を流しと、朝の準備から夜9時

まで延べにして80人くらいの要員が必要で、

若い人が出て来なくなっていたこともあって

要員たちが歳をとって大変になっていた。受

付だけでなく運搬、ごみ処理も必要で、もっ

と高齢になると同じことができるのかと、総

会で、平成25年を最後に精霊流しを止める

ことを決定した。

さらに、自治会長が交代した自治会が次項

で見る長田神社秋祭の舁番をめぐって3年前

から南部自治連合会を休会するなど足並みが

揃わなくなり、南部公会堂も処分して自治連

合会自体を平成27年に解散することになっ

た。自治連合会がなくなり、南部の自治会は

まちづくり推進会に一本化する方針が採択さ

れた。「新しい自治会長さんが出てくれば、

話も食い違いが出てくるだろう。今の会長さ

んたちが健全なうちに、何としても決めてし

まいたいと思った」（26年1月南部自治連合

会会長へのインタビュー）と、まちづくりを

経験してきた70歳前後同世代の現自治会長

たちが売却の方向でまとまった。この背景に

は、かつて南部公会堂はお葬式の会場利用が

多かったものが、市営住宅集会場の利用に移

って南部の方はほとんど利用されなくなった

ことがあったし、公会堂の敷地所有者の神戸

市が自治連合会に有利な条件で土地を売渡し

てくれ、築60年以上の木造家屋ともに地元

建設業者への転売を斡旋してくれたことがあ

った。

寒餅つき、花祭り、盆踊りという真野の三

大まつりがまちづくり・ふれまち協議会に移

行し、神社例大祭の舁番の辞退、精霊流しの

終了と、自治連合会として役目が終わり、公

会堂も処分した経緯になっているが、その背

景に明らかに担い手たちの高齢化が顔を出し

ている。

② 長田神社例大祭の舁番辞退
海岸線にある真野地区とは反対側の山の手

側にある長田神社の氏子は長田区と兵庫区の

一部に広がり、15部の氏子地区からなり、

秋の例大祭には渡御巡行の舁番が10数年ず

つに1回廻ってくる。真野地区も氏子地区の

一つになっている。舁番には巨額のお金が必

要で、当番の4 ～ 5年前から寄付金を集める

のが大変だが、さらに、自衛隊や高校にまで

手を広げて神輿を担ぐ輿丁を集めるのが大変

になって来ている。10数年前に、回ってく

る舁番を辞退してスキップした氏子地区が出

た。長田神社の氏子会は次からはきちっと回
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そうということを申し合わせてはいるが、そ

の後、2 ～ 3の町もスキップするようになり、

平成25年に順番だった真野も受け手がなく

辞退した（25年9月長田商店街再生事業のコ

ンサルタントへのインタビュー）。

真野では、一つの自治会で新しい自治会長

が、自治会活動で宗教的な寄付集めはできな

いと舁番に異議を唱えて自治連合会を休会し、

3年先の舁番を前にして4つの自治会から、

すでに集めた暴追運動時の寄付の上にさらに

集めるのは無理との意見が出、自治会の足並

みが揃わず結局舁番を辞退した。南部自治連

合会会長は、長田神社の舁番は、真野ではこ

の先もうないだろうと見ている（26年1月イ

ンタビュー）。若い層の関心離れもあり、自

治会の統合が弱まった兆しとも見られる。

③ 子ども会連合会の休会
真野地区には自治会単位に各町子ども会が

あって、その上に学区レベルで真野連合子ど

も会があった。震災前は、各町子ども会は自

治会から若干の補助金を受け会費を取って、

それぞれ独自にハイキングとか中学入学お祝

い会とかの行事をいろいろ工夫して実施して

いた。連合子ども会は神戸まつりの子ども樽

神輿パレード、運動会、クリスマス会を行っ

ていた。しかし、子どもの数が減少し（真野

小学校児童数昭和60年に458人、以後減少し

続けたが平成13年以降は140人台が続き、平

成25年は136人）、参加する大人も減少し始

めて、平成18年頃までには各町子ども会が

相次いで活動休止や解散になり、連合子ども

会もクリスマス会の休止、子ども神輿の休止

で、会そのものが休会となった。連合子ども

会のクリスマスは、Mふれまち協議会が新た

に始めたクリスマス会と競合していた。各町

子ども会の役員は、かつては子どもを持って

いる親たちなので若い人が多かったが、その

後行事もできなくなってからは役員に若い人

が入って来なくなった。かつて子ども会に係

わり、いま、青少年問題協議会、ふれまち協

議会の青少年育成部会に係わってもいる、ま

ちづくり推進会の代表は、子ども会組織の再

生は難しいと見ている（26年1月インタビュ

ー）。

子ども会が活動しなくなったので、ふれま

ち協議会は4年ほど前に新たに青少年育成部

会を創始し、ふれまち協議会としての出店を

西部市場食肉まつりや盆踊りといった行事に

出す活動に取り組み始めたが、出店に子ども

たちを入れ込むことが課題になっている。現

在、学校外で子どもたちに地域が係わる活動

としては、ふれまち協議会の青少年育成部会

と、青少協が一昨年・昨年と10月に小学校

を場所に企画したカプラーで遊ぼうという行

事、ボランティアによる毎週金曜日の子ども

みまもり隊のパトロール、Mふれあい協議会

のたなばた祭り、クリスマス会などがあるだ

けになっている。

子ども会が機能しなくなって、ふれまち協

議会の若い世代の人たちや青少協が子どもの

世話を補完しようとする新たな動きは、南部

自治連合協議会解散の動きとも軌を一にして、

真野の地域構造の再編がはじまる兆しである

ように思われる。

（2）地域行事と地域団体の推移

前節に見るような地域の活力縮小の兆しと見

える出来事が生じているが、実際に真野の地域

行事と団体の縮小は起こっているのだろうか。

表2は、昭和59年、平成8年、平成19年、平成

25年の真野地区の年間地域行事の対比である。

震災直後一時的に極端に減ったことがあるし、

その後行事が増え、また、真野ふれまち協議会

が地区全体を掌握するようになったこともあっ
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19
84
（
昭
和
59
年
）

19
96
（
平
成
8年

）
20
07
（
平
成
19
年
）

20
13
（
平
成
25
年
）

1.
9 
　
ぜ
ん
ざ
い
で
新
年
を
祝
う
会
（
ふ
れ
・
婦
）

1.
10
　
ぜ
ん
ざ
い
で
新
年
を
祝
う
会
（
ふ
れ
・
婦
）

1.
14
　
真
野
地
区
総
合
防
災
訓
練
（
防
コ
ミ
）

1.
17
　
真
野
地
区
希
望
の
灯
り
（
ふ
れ
）

1.
16
　
復
興
餅
つ
き
大
会
（
推
）

1.
17
　
真
野
地
区
希
望
の
灯
（
ふ
れ
）

1.
23
　

M
防
災
訓
練
（
三
）

2.
10
　
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
寒
餅
つ
き
（
南
自
）

2.
11
　
ふ
れ
あ
い
寒
餅
つ
き
（
ふ
れ
）

2.
10
　
ふ
れ
あ
い
寒
餅
つ
き
（
ふ
れ
）

3.
18
　
西
部
市
場
食
肉
祭

/模
擬
店
出
店

3.
10
　
西
部
市
場
食
肉
祭

/模
擬
店
出
店

3.
14
　
同
志
会
バ
ザ
ー

3.
　
　
同
志
会
バ
ザ
ー

3.
17
　
総
合
防
災
訓
練
（
防
コ
ミ
）

4.
15
　
ふ
れ
あ
い
花
ま
つ
り
（
ふ
れ
）

4.
20
　
ピ
カ
ピ
カ
の
子
ど
も
た
ち
（
三
）

5.
13
　
花
ま
つ
り
（
南
自
）

5.
12
　
ふ
れ
あ
い
花
ま
つ
り
（
ふ
れ
）

4.
22
　
ピ
カ
ピ
カ
の
子
ど
も
た
ち
イ
ベ
ン
ト
（
三
）

4.
28
　
ふ
れ
あ
い
花
ま
つ
り
（
ふ
れ
）

4.
　
　
同
志
会
バ
ザ
ー
（
休
会
、
花
祭
り
に
出
店
）

5.
14
　
神
戸
ま
つ
り
、地

域
み
こ
し
パ
レ
ー
ド（

連
子
）

5.
　
　
神
戸
ま
つ
り
、
地
域
み
こ
し
（
連
子
、
休
止
）

5.
28
　

讃
岐
津
田
地
引
網
と
手
打
ち
う
ど
ん
ツ
ア
ー（

三
）

5.
12
　
讃
岐
地
引
網
バ
ス
ツ
ア
ー
（
三
）

5.
19
　
婦
人
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー

5.
　
　
婦
人
会
バ
ザ
ー

5.
　
　
婦
人
会
バ
ザ
ー

6.
3 
　
各
町
一
斉
ク
リ
ー
ン
作
戦
（
各
自
）

6.
16
　
各
町
一
斉
ク
リ
ー
ン
作
戦
（
各
自
）

7.
7 
　
真
野
地
区
七
夕
ま
つ
り
（
三
）

7.
7 
　
真
野
地
区
七
夕
ま
つ
り
（
三
）

7.
30
　
ホ
タ
ル
観
賞
と
映
画
会
（
青
少
協
）

7.
21
　
ホ
タ
ル
ま
つ
り
（
公
）

7.
21
　
真
野
っ
子
夏
ま
つ
り
（
真
野
小
）

7.
14
　
新
湊
川
清
掃
活
動
（
推
）

7.
27
　
子
ど
も
み
こ
し
・
民
謡
流
し
パ
レ
ー
ド（

連
子
）

7．
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ハ
イ
キ
ン
グ
（
同
）

7.
28
　
大
型
家
具
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
推
）

7.
　
　
真
野
っ
子
夏
ま
つ
り
（
休
止
、
真
野
小
）

8.
15
　
精
霊
流
し

8.
15
　
精
霊
流
し
（
南
自
）

8.
15
　
精
霊
流
し
（
南
自
）

8.
15
　
精
霊
流
し
（
最
終
回
、
南
自
）

8.
16
　
盆
踊
り
大
会
（
南
自
、
婦
）

8.
16
　
盆
踊
り
大
会
（
ふ
れ
）

8.
16
　
ふ
れ
あ
い
盆
踊
り
（
ふ
れ
）

/櫓
組
立
、
解
体

8.
12
　
ふ
れ
あ
い
盆
踊
り
（
ふ
れ
）

/櫓
組
立
、
解
体

8.
23
　
地
蔵
盆

8.
23
　
地
蔵
盆

8.
24
　
地
蔵
盆

8.
24
　
防
災
訓
練
（
同
）

9.
17
　
綾
部
や
な
漁
見
学
会
（
三
）

9.
8 
　
綾
部
や
な
漁
体
験
バ
ス
ツ
ア
ー
（
三
）

9.
15
　
敬
老
会
（
婦
）

9.
15
　
敬
老
会
（
婦
）

9.
18
　
敬
老
会
（
婦
）

9.
15
　
敬
老
会
（
婦
）

9.
　
　
真
野
小
学
校
運
動
会

9.
　
真
野
小
学
校
運
動
会

10
.　

 真
野
児
童
館
お
楽
し
み
会

9.
～

12
.真

野
つ
な
が
る
カ
フ
ェ
（
3回

）
10
.1
7　

長
田
神
社
秋
祭

10
.2
1 
ビ
オ
ト
ー
プ
水
抜
き
・
清
掃
（
推
）

10
.　

 ビ
オ
ト
ー
プ
水
抜
き
・
清
掃
（
推
）

10
.2
1　

ま
ち
づ
く
り
学
校
一
日
保
健
教
室

10
.　

 長
田
神
社
例
大
祭
（
各
自
）

10
.　

 長
田
神
社
例
大
祭
（
不
参
加
、
各
自
）

10
.2
8　

子
ど
も
会
運
動
会
（
子
連
）

10
.1
3 
ふ
れ
ま
ち
バ
ス
旅
行

10
.1
9 
同
志
会
「
公
演
と
パ
ー
テ
ィ
の
夕
べ
」

11
.1
8　

長
田
神
社
例
大
祭

11
.2
5 
新
湊
川
清
掃
活
動
（
推
）

11
.1
0 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ハ
イ
キ
ン
グ
（
同
）

11
.2
2　

流
山
同
志
会
と
の
交
流
（
同
、
連
子
）

12
.1
　
年
末
パ
ト
ロ
ー
ル
（
同
）

12
.1
　
各
町
一
斉
ク
リ
ー
ン
作
戦
（
各
自
）

12
.2
　
各
町
一
斉
ク
リ
ー
ン
作
戦
（
各
自
）

12
.1
　
冬
季
パ
ト
ロ
ー
ル
（
同
）

12
.2
　
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ス
マ
ス
会
（
三
）

12
.1
　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
自
治
会
役
員
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

12
.8

 　
ク
リ
ス
マ
ス
会
（
連
子
）

12
.3
　
同
志
会
「
講
演
と
パ
ー
テ
ィ
の
夕
べ
」（

同
）

12
.8
　
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ス
マ
ス
会
（
三
）

12
.1
2　

契
約
野
菜
の
奉
仕
販
売
（
婦
）

12
.　

 歳
末
警
戒
（
各
自
・
防
犯
）

12
.1
7 
年
末
警
戒
（
各
自
・
防
犯
）

一
人
暮
ら
し
老
人
給
食
サ
ー
ビ
ス

/月
２
回
（
南
自
）

ふ
れ
あ
い
給
食
サ
ー
ビ
ス

/月
2回

土
曜
（
ふ
れ
・
民
）

ふ
れ
あ
い
給
食
サ
ー
ビ
ス

/月
2回

土
曜
（
ふ
れ
・
民
）

入
浴
サ
ー
ビ
ス
（
南
自
）

ふ
れ
あ
い
喫
茶

/月
1回

土
曜
（
ふ
れ
・
婦
）

ふ
れ
あ
い
喫
茶

/月
1回

土
曜
（
ふ
れ
・
婦
）

子
ど
も
み
ま
も
り
隊
巡
回

/毎
週
木
曜
午
後

子
ど
も
み
ま
も
り
隊
巡
回

/毎
週
木
曜
午
後

＜
南
部
自
治
連
合
協
議
会
昭
和
60
年
総
会
資
料
＞

＜
柴
山
直
子
19
99
『
都
市
問
題
』
論
文
＞

＜
推
進
会
平
成
20
年
度
総
会
資
料
＞

＜
真
野
ま
ち
づ
く
り
事
務
所
資
料
＞

　
表
２
　
真
野
地
区
　
地
域
行
事
の
推
移

推
：
真
野
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
　
　
ふ
れ
：
真
野
ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
　
　
婦
：
真
野
婦
人
会
　
　
連
子
：
真
野
連
合
子
ど
も
会
　
　
同
：
真
野
同
志
会
　
　
民
：
尻
池
南
部
民
生
・
児
童
委
員
協
議
会

三
：

M
ふ
れ
あ
い
協
議
会
　
　
各
自
：
各
町
自
治
会
　
　
南
自
：
尻
池
南
部
地
区
自
治
連
合
協
議
会
　
　
防
コ
ミ
：
真
野
地
区
防
災
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
　
　
防
：
防
犯
実
践
会
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て、平成19年は行事が著しく増えているが、

19年と25年を比べてもこの間、地域行事は縮

小していない。

行事への参加者も、平成26年の「全世帯ア

ンケート調査」で地域行事への認知度と参加度

を見ると、たなばた祭り、盆踊り、寒餅つき、

食肉まつり、1.17希望の灯りなど、どの行事

も5割くらいの人が知っていて10 ～ 15％くら

いの人が参加している。30代40代の若い層は、

たなばた祭り、盆踊り、食肉まつり、Mクリス

マスなど、とりわけ子どもが係わる行事に目を

配っていることが出てくる。また、地域の役員

たちも、地域行事への参加者が減っているとは

見ていない。

先程の表1の地域団体の推移を見ても、震災

後クラブ・サークルが増えたが、地域団体数は

変わらない。各団体の規模も、さほど急激に落

ち込んでいるわけではない。自治会、まちづく

り推進会、ふれまち協議会、同志会といった地

域の要にある団体の規模は縮小していない。し

かし子ども会は休止状態にあり、婦人会も、ま

ちづくり推進会の会長も長く務めた前婦人会長

が交代した後、前会長ほどの強いリーダーシッ

プをもった者が出ずに活力減と言われており、

元気なのは真野少年野球団とふれまち協議会く

らいだと言われていて、地域団体の活力縮小の

予兆が出始めている。南部自治連合協議会の解

散、子ども会が休止してふれまち協議会青少年

育成部にその機能がとって代わりそうだという

変化からは、とりわけ南部自治連合協議会の動

きを見ていると、真野の地域構造の再編が可能

になって来た時期にあると言えそうである。

このように真野の地域行事、地域団体とも縮

小はしていないが、年寄が頑張って維持してい

て、飽和状態に来ているのが内実である。「全

世帯アンケート調査」のまちづくり活動につい

てどう感じているかという問い（複数回答）に、

「地域を良くするために大切」など肯定的な評

価が多かった半面、否定的な意見として回答者

の13.6％が選択している「一部の旧い住民だ

けがやっている」に次いで、9.7％の人が「行

事が多すぎて大変なので少し整理を」を選択し

た結果が出ている。地域の役員層からも、「年

間行事は増やさないようにして欲しい」という

発言が、平成25年9月のふれまち協議会ワーク

ショップで端的に出ている。

４．�まちづくり活動担い手の高齢化と
　世代交代

（1）活動メンバーの高齢化

前節で見てきたように、地域行事への参加者

はいる。地域行事の実施にあたって、役員、委

員の中のフォロアーもいる。「全世帯アンケー

ト調査」の結果では、地域行事の運営や屋台の

手伝い・行事の受付などをしたことがある者は

30代で同世代の14.5％、40代で12.1％となっ

ていて、地域団体での役員経験のある者も30

代で同世代の9.6％、40代で12.1％いる。団体

役員は、まちづくりなどの地域団体ではなく

PTAなど子どもの関係のものが多いことが予測

されるが、60代70代の同世代の25.8％、26.9

％には及ばないとはいえ、若い世代にも団体役

員を引き受ける者はいるし、地域団体に参加し、

手伝いもしている。しかし、地域行事は実施で

きるとしても、問題はまちづくりの委員・役員

の中のリーダー層が高齢化しているところにあ

る。真野のまちづくりにとって重要な団体であ

る、まちづくり推進会、ふれまち協議会、同志

会の役員、委員の構成を見てみると、中心部で

動くリーダーたちが高齢化し、人的資源の総力

がきつくなり出していることが出てくる。

表3は、委員名簿と年齢の聞き取りから集計

した平成7年と平成25年のまちづくり推進会委
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員の年齢構成であるが、中心部で動く役員層は、

震災直後の平成7年には50代の者が中心になっ

ていたものが、ほぼ20年後の平成25年には60

代70代の者が役員になっている。また、推進

会代表と会の推薦者、各町自治会長と町の推薦

者、婦人会長と会の推薦者、それに民生児童委

員からなるふれまち協議会の委員も、平成25

年度を見ると全体の42.4％が60代、50％が70

代以上と大半を占め、50代はわずか7.6％しか

いない。委員が超高齢化している。同志会は、

平成18年に、若者の新規加入が進まないまま

での会員の高齢化に伴う人員減少を解消するた

めに、50歳定年だった年齢制限を外し、それ

まで男性だけを正会員としてきたのを女性も正

会員とする形で、大幅に組織を拡大した。その

結果平成18年度は、新生同志会に30名の新規

会員が参入し、うち17人が女性だった。震災

前の平成6年の会員名簿と比べて見ると、平成

25年の地元会員64人のうち6年に同志会会員

だったものが25人（39％）と、6割が新しく入

って来た人たちだった。6年の同志会会員は大

半が40代と50代の男性だったが、25年には会

員のうち55人（85.9％）が60代70代80代と超

高齢化している。

まちづくり推進会、ふれまち協議会、同志会

の委員会員の顔ぶれを見ると、重なっている部

分が大きい。旧同志会の会員が自治会役員に入

り、自治会を基盤にまちづくりの委員が出てい

るが、この仕組みの中で自治会の活動メンバー

自体が高齢化してしまっているのである。この

点を、まちづくり推進会を取り上げて詳しく検

討して見よう。

（2）まちづくり推進会委員・役員の入れ替わり

真野地区まちづくり推進会成立以降33年の

歴史の中で、推進会の役員・委員名簿を並べて

分析して見ると、阪神大震災と暴力団組事務所

追放運動の二つの出来事が、委員が大きく入れ

替わる契機になっていたことが浮かび上がって

くる。

図1は、まちづくり推進会に事務局が設置

（昭和61年）された後の昭和63年、平成7年の

震災直後の委員の改選時、暴力団組事務所追放

運動（平成18年）後の平成20年、そして平成

25年の現在という、4つの時点での推進会委

員・役員名簿を重ね合わせて、委員の中の役員

層の入れ替わりを模式図化したものである。ま

ちづくりが緊急対応を担った震災被災時に、こ

れまで隠れていた人が地域活動に力を発揮し、

やがて日常に戻っていった人も多くいたが、そ

のまままちづくりに加わった人もいた。震災の

年の委員改選には事務局も地域の人材資源を極

力取り込もうと努力したこともあって、この震

災を機に、旧く昭和40年代からまちづくりを

引っ張ってきた第1世代から、若い世代の第2

世代へと委員が完全に移行した。その10年後

に起こった暴力団組事務所追運動でも、これま

で推進会にはあまり係わりがなかった活動的な

新しい委員が多数入って来た。この暴追運動は、

すでに見たように運動の質が大きく変わったエ

ポックメーキングな出来事だったが、リーダー

層の交代という面では、それまで自治会や諸団

　表３　真野まちづくり推進会委員の年齢構成

役　　員 自治会推薦
の委員

平成 7年 平成 25 年 平成 25 年
40 歳代 5 1 0
50 歳代 15 2 2
60 歳代 4 16 12
70 歳代 6 15 6
80 歳以上 0 3 0
不明 8 ― ―

計 37 37 20
　※役員は三役、監査、事務局員
　　年齢は聞き取りによる
資料：真野まちづくり推進会役員・委員名簿
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体の活動を積み上げていた人たちが推進会のほ

うに移ってきたというのが実際のところで、世

代的に30歳代40歳代の若い人たちに交代した

というわけではなかった。他方、この暴追運動を

機に、比較的高齢（当時60歳代）の女性が推

進会委員に大きく進出したのが特徴的であった。

さらに少し詳しく委員の構成を見てみよう。

昭和61年にまちづくり推進会が事務局制を取

ってから、推進会の委員は、役員と委員の二層

構成になってきた。役員は、推進会の三役、監

査、事務局長といった幹部連と、企画部、庶務

部、広報部の部長、部員からなる事務局員、そ

して、各種団体の長からなる幹事の、計35名

前後の委員からなる。さらに、一般の委員は、

各町自治会からの推薦者25名前後、それに地

元企業者3名からなっている。委員の任期は2

年で、各種団体長の幹事委員を除く役員は、前

委員たちからの推薦で候補者が挙がり、事務局

が原案を作成し総会に諮って決まる。

役員、とりわけ事務局委員は、まちづくり活

動に積極的に関わってきた者たちがなっている。

時には、事務局サイドが望む人材を、自治会推

薦にしてもらって加えることもしてきた。震災、

暴追運動は事務局制開始からそれぞれ10年刻

みの出来事で、暴追運動は今から8年ほど前の

ことであるが、一人ひとりの役員歴も、図1で

分かるように、多くの人が10年、20年と役員

を続けている。これに対して、自治会推薦の一

般の委員は、1期か2期で次の新しい人に交代

するのが普通と見たほうがよい。暴力団組事務

所追放運動直後の平成20年の自治会推薦委員

30名のうち、その13年前の震災の時に自治会

　図１　真野まちづくり推進会　役員層の交代
事務局制 （10 年） 震災 （10 年） 暴追 （5 年） 現在

　　　昭和 63 年 平成 7 年 平成 19 年 平成 25 年
第 1 世代 ７人＋第 2 世代 1 人

（男 6 人、女 1 人）

第 1 世代　２＋第 2 世代　13
（男　15、　女　０）

第２世代　３
（男　３、　女　０）

第２世代　５
（男　３、　女　２）

 Ａ

第２世代　６
（男３、女３）

　　第２世代　４
　　　　　　　（男　４、　女　０）

第２世代　８＋第３世代（震災時４3 歳）　３
（男　１１、　女　０）

 B

第 2 世代 2
（男 2）

第 2 世代 10 ＋第 3 世代 ( 現 50 歳代） １
（男　７、女　４）

 Ｃ

　第２世代　11
　第３世代　現 50 歳代　２
　　　　　　現 40 歳代　１
　　　　（男９、女５）

 Ｄ

　　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄグループが現在の役員層を構成している。
　　年齢は聞き取りと同志会名簿による。第 2 世代は現在 60 歳代後半・70 歳代。
　　資料：真野まちづくり推進会役員・委員名簿 ( 昭和 63，平成 7，20，25 年度）
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推薦の一般委員だった者は4人しかいない。ま

た、現在の自治会推薦一般委員20人の中で、

19年前の震災時から委員だった者は1人しかい

ない。一般委員の中で活動に積極的な者は、つ

とに事務局役員に組み込まれている。たとえば、

震災時に自治会推薦で入った委員で現在役員に

なっている者が、4人いる。

推進会の中心にいて活動を引っ張っている現

在の役員の年齢構成は、表3のように高齢者が

多い。平成25年の役員と平成7年の震災直後の

役員を比べると、現在の推進会の役員は超高齢

化している。まちづくり運動の世代という点で

見ると、図1にあるように、現在の役員層は、

60歳代後半70歳代のまちづくり第2世代34人

と、40歳代50歳代の第3世代7人から構成され

ている（この41人の中には、平成25年時点で

事務局を外れ自治会推薦に戻っている者4人が

含まれている）。すでに指摘したように、世代

交代の観点から見ると、この間にあった積極的

な委員の若返りのチャンスは、女性層も大きく

進出した暴追運動直後の時であったと見られる。

これまでまちづくり推進会には直接係わって来

なかった地域活動者たちが、暴追運動で前面に

登場し、まちづくり推進会の運営に参入した。

また、推進会の側もこの人たちの取り込みを図

った。しかし若い者には推進会の敷居は高かっ

たと見えて、この活動者の人たちには40歳代

以下50歳代前半くらいの者は少なく、再生し

た推進会も内実は高齢社会を反映した委員層が

内実であった。この委員の大きな転換期も、若

返りの契機にはならなかった。

もう一点、この委員の推移から見出せること

は、震災直後の第1世代から第2世代への交代

時に、同志会の会員が大幅に参入した現象であ

る。昭和63年のまちづくり推進会の地元委員

63名中に当時の同志会会員は20名で29.0％を

占めていたものが、平成7年には推進会地元委

員73名中同志会会員が29名と、10％も増えて

いる。また、16人の自治会長について見ると、

平成7年の段階になるとうち9人の自治会長が

同志会会員で、さらに平成20年には12自治会

長が旧同志会会員と、着実に同志会会員の自治

会長が増大してきている。若手の同志会会員が

加齢とともに自治会や団体の長に入り、まちづ

くり推進会の役員層に参入するルートが、震災

の時の第2世代への世代交代に有効に作用した

ことを見て取れる。しかし、平成18年の暴対

運動時には、前節で見たように第3世代への世

代交代をもたらさず、同志会ルートは暴対運動

の頃には飽和状態に達していたと解することが

できる。

真野ではまちづくりの組織や活動がしっかり

している分、若い世代が入り込む余地が少なか

ったことが考えられる。若い者にとっては、ま

ちづくりの敷居が高い。地域組織や地域活動に

若い者を取り入れるのはどこの町でも難しいが、

真野は年長者が頑張ってきた分だけ一番きつい

状態にあるのではと地元では見ている。25年

12月の各町自治会役員ワークショップでも、

役員自身から「役員同士が仲が良すぎて、輪に

入りづらい。出てくる人はいつも同じ。（自由

なたまり場として想定されていた）福祉センタ

ーは役員が固まっていて、入りにくい」といっ

た指摘が出されている。年寄り世代の者でもま

ちづくりに入りにくいと言っているのだから、

若い者にはもっと入りにくいのだろう。さらに、

「年寄が強すぎる、若い人に任せる必要がある」

との声も出ている。

５．�若い者の脱組織化と小ネットワー
　ク化の実態

前節で見たように、現在のまちづくり推進会

の大きな課題は、委員層の世代交代にあり、し
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かも組織自体の持続上の限界に近づいているこ

とが明らかである。では、若い者たちはなぜま

ちづくりに入って来ないのだろうか。

「小学生の子どもを持つ若い世代は“真野まち

づくり”を知らないが、真野のまちづくりの歴

史の話をすると結構感動し、他の人にも聞かせ

たいと言う。」PTAの新規来住の親を対象にワ

ークショップ「ようこそ真野へ」 を企画・実施

した、まちづくり推進会顧問の乾亨（大学教

授）はこのような指摘をしている。と同時に、

これまでの経験からして、「若い世代が課題解

決型の運動組織にはなじまないか、あるいは、

まちづくりの敷居が高いかの理由で、彼らが推

進会やふれまち協議会、同志会に参加してくる

ことは、あまり期待できない」とも述べている

（全世帯アンケート調査実行小委員会会合25年

6月）。しかしそれ以前に、こうしたワークシ

ョップに出てくる若い者自体が少数派で、多く

の若い親は働くことに熱心でPTAにも出てこ

ないとも言われている。

「全世帯アンケート調査」結果から、真野まち

づくり活動と地域の諸組織への認知度を世代別

に比べると、20代～ 40代までの世代と50代以

上の世代との間に、まちづくりへの認知の断層

があることが浮かび上がってくる。まちづくり

の活動のどれを知っているか、参加したことが

あるか、地域の諸団体をどれほど知っているか

の問いから、60代70代の高齢者はまちづくり

を経験した世代で全体を良く知っているのに対

し、50代が少しは知っている世代、40代以下

になるともう知らない世代であることが明らか

になった。まちづくりの活動、地域の組織を

20代～ 40代にどう「伝える」かが、課題とな

る。

若い人たちに呼びかけて実施した「真野つな

がるカフェ」9）の3回目（25年12月）に集まっ

た若い世代12名の中からは、次のような発言

が出た。「真野のおっちゃんたちは元気で頑張

るから、自分たち世代の出番はないように感じ

る。」「“若い世代に任せる”と上の人が言って

も、結局、周辺の人がいろいろ口出してくるか

らしんどそう。」「まぁ、そんなに目立たず、や

らなあかんことをするというのが一番いいと思

っている。」30代40代の若い世代は地域イベン

トに注目していて、子どもを中心にたなばた祭

りや盆踊り、M社主催のクリスマス会などにも

参加し、自治会の地域行事の手伝いなどにも出

る者もいるが、まちづくりの組織には入りたが

らないし、自分たちの活動が高齢者たちから制

限されると離れてゆく。行動を制限される煩わ

しさゆえに、組織を嫌う傾向が強い。

こうした若い世代のPTAと青少年問題協議

会に軋轢があることが、まちづくりの役員の中

から指摘された（アンケート調査実行小委員会

会合25年12月）。子育てネットワークをやった

時に、PTAを青少協と絡めたら、若い人が出て

来なかったという。青少協は既成の団体で、ど

ちらかというと50代以上高齢者が主導してい

る。また、まちづくりの役員の一人は、「若い

人の集まりに、まちづくりは口出ししたらダメ

だ」と言う。子どもたちが中心の夏祭りの時に、

PTAとの関係で軋轢が起こった。「夏祭りと盆

踊りを一緒にしたらと出したところ、PTAの若

い人たちは反発して、やりすぎるから高齢者は

役員からはずせとか、まちづくりの役員は口出

しするなという反応だった」という経験を挙げ

た。

このように、団体活動に長じた高齢者世代と

窮屈さを嫌う若い世代の間には、大きな溝があ

る。しかし、若い世代の者たちの間に地域の中

でのネットワークがないかというと、そうでも

ない。3回目の「真野つながるカフェ」で出た

若い世代の意見に、「私たちの世代は、まちづ

くりとか言われても関心ない、動かない。関心
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があるのは、どこに買い物に行ったらいいかと

か、どこで子どもを遊ばせられるかとか、身近

な情報。そんな話なら聞きたい。自分たちに係

わること、関心があることなら参加するかも」

というのがあった。そして「若い世代は若い世

代のつながりはある。少年サッカーとか少年野

球とか、PTAも各学年はラインでつながってい

る」との発言も見られる（第2回真野つながる

カフェ）。こうしたつながりは、「全世帯アンケ

ート調査」からも裏付けられる。真野の中の親

しい人を聞いた設問に、30代の者117人中16

人がPTAの友人を、13人が子どものサークル

関係の友人を、40代の者174人中17人がPTA

の友人を、9人が子どものサークル関係の友人

を挙げている。各世代1 ～ 3割程度であるが、

地域に仲間のネットワークをもっている。さら

に、いま悩んでいるあるいは近い将来問題にな

りそうなことの問いで、20代30代40代の者が

最も関心を持っているのが｢学力・進学・しつ

けなど子どもの教育｣の問題で、問題を持って

いるうちの3 ～ 4割の者がこれを選んでいて、

2番目に多い｢広さや家賃などの住宅問題｣の2

～ 3割を凌いでいる。また、その解決法を聞い

た設問で、30代52人中4人が、40代88人中4

人が、解決法として「同じ問題を抱えている人

と話し合う」をえらび、さらに、30代52人中7

人が、40代88人中5人が、解決法として「地

域全体で協力して解決に取り組む」を選んでい

るので、関心があることが出れば、こうした仲

間のつながりを介してアクティブになる可能性

があると思われる。

若い世代は身近なことだと関心を持ち動くか

もと、自己診断をしている。しかし、歴史的に

「まちづくり」を担ってきた人たちも、当時は

「身近なこと」でどうしたら良いかで動いてい

た。今は、当時に比べて満たされ過ぎていると

いうことなのか、ちょっと手を伸ばせば、いろ

いろなものが用意されている。サービスをお金

で買う選択肢が幾重にも取り囲んでいる社会の

中にいる。極端に言えば、個人的に購入して用

意をするということができるので、何人かで確

認をし合いながら用意をするという発想は必要

ない。とは言え、別の選択肢もある。買い物と

か子どもを遊ばせる場所とかが不便だと感じた

ら、それがニーズになる。ニーズの自覚が必要

なのだろう。自分のニーズが周りの人のニーズ

でもあると知ったら、一緒に手に入れようとい

う気になるのではないだろうか。「自分たちに

係わること、関心があることなら参加するか

も」の部分を、より自覚的、自分自身に対して

明示的にやって見る方向に移行することが、周

囲の人びととつながりを作る点で大事なのかも

しれない。

６．むすび� �
　　―新しい担い手発掘にむけて―

真野地区の半世紀のまちづくりの歴史を振り

返り、世代交代に注目して見ると、真野同志会

が自治会やまちづくり組織に人的資源を供給す

る構造があって、これが世代交代を可能にして

きたことが明らかになった。

真野地区まちづくり推進会の委員名簿を基に、

震災前、震災直後、暴力団組事務所追放運動時、

現在の時点と推移を追って見ると、50年の間に、

まちづくり運動の第1世代、第2世代、第3世

代へと委員の世代交代がなされていることが浮

かび上がった。第1世代から第2世代への交代

はスムーズに行ったが、第3世代の参入は未だ

足踏み状態にある。本稿の第4節で析出したよ

うに、まちづくり推進会の委員の若返りのチャ

ンスは、震災直後と暴追運動の時の二つの時期

があった。震災の時に公害追放運動時の第1世

代から第2世代に交代したが、第2世代は同志
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会の会員だった。そして、同志会のまちづくり

への人的資源供給構造は、第2世代まではうま

く作用したが、第3世代になる頃にはこのルー

トが閉じてしまったことが示されている。暴追

運動を契機にまちづくり推進会に入ってきたリ

ーダー層は、ほとんどがそれまで町内の別のと

ころで動いていた世代的には第2世代と同じ人

たちで、第3世代の40代50代層は数が極端に

少なく、この時期は世代交代のチャンスにはな

らなかった。推進会はその後、構成員の大半を

占める第2世代がそのまま高齢化する一方で来

ている。

同志会の人材供給ルートが閉じてしまった内

実は、若い者が参入せず供給ルートが飽和状態

に達したと見ることができる。いずれにしても、

同志会そのものが高齢化してしまったというこ

とが、平成18年の新生同志会の結成に至る規

約の改正を必然的なものにしたが、規約の改正

の効果は、まちづくりに主体的に関わる層を厚

くすることに成功したとはいえ、再生した新生

同志会が推進会の世代交代に未だうまく機能し

ていないことに表れているように見える。まち

づくりをさらに持続可能にするためには、まち

づくり推進会やふれあいのまちづくり協議会に

若い世代の参入を促すルートをさらに再生しな

ければならない。

まちづくりの役員委員は、改選時に前委員が

推薦した候補者の中から事務局が原案をつくる

やり方で決まるが、このやり方を通して意図的

にまちづくりを継続して進めてきても、若い世

代が入って来なかったのであるから、世代交代

は至難の技と言わざるを得ない。実際には、

「活動のお手伝いには、どうしても話の通じる

人を引っ張り込むことになる」（26年1月推進

会代表へのインタビュー）という原理が働き、

つながりのあるところでしか声掛けができない

ので、どうしても同じ顔ぶれになってしまう傾

向にある。委員の改選時にあまり接触のない者

を引き込むことは、なかなか生じ難い。それ故

に、普段まちづくりの側から、若い世代の層に

積極的に働きかけることが必要になる。

第5節でみたように、真野の30代40代の若

い世代は自分たちの関心のあることには係わり

をもつことに否定的ではなさそうだし、子ども

を介した親たちのネットワークもそれなりにあ

るようである。まちづくりが、これら若い世代

にどう接点をつけるかが課題になる。若い世代

の者は、既成の組織には入りたがらない。地域

団体としての同志会にこれまで若い者が参入し

ていないことを見ると、団体という枠を離れて

ネットワークという枠の方に重点を移すことが

できると、声掛けの広がりが拡大するかもしれ

ない。若い世代がつながり型のネットワークや

共感型のグルーピングの志向である（平成25

年6月会合での京都市まちづくりアドバイザー

の指摘）ならば、同志会の人材供給ルートには

乗らないであろうし、子ども会の再生も難しい

であろう。彼らの関心事として示されている子

どもの育成を活動のテーマに、PTA、子どもの

サークル関係をめぐる既存のネットワークの中

で、まちづくりを若い世代につないでゆく方向

のほうが、可能性のあるアプローチだと思われ

る。

他方で、若い世代にも自治会レベルでの地域

行事の手伝いに参加している者がいることを考

えると、自治会の地域組織に班長ルートで参入

してくる40代50代の世代を育ててまちづくり

につないでゆくのも、有効な方法として考えら

れる。「全世帯アンケート調査」では、50代に

なると、現在あるいは近い将来問題になる関心

事の1位が「高齢者や障害者の介護」になって

いる。現在の真野まちづくりの高齢者福祉の活

動は、在宅要介護の高齢者は焦点になっていな

い。たとえば、在宅要介護高齢者の家族が集ま
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って話しができる場を地域で用意するとか、認

知症の在宅お年寄りの地域での介助とか、要介

護高齢者の軽度なリハビリの場とか、地域包括

支援センターがケアマネージャーを軸に実施し

ている体制からは漏れている領域で地域が補完

できるような、高齢者介護の地域活動の新しい

あり方が、50代の者たちのテーマになるかも

しれない。若い世代の既存のネットワークの中

でまちづくりをつなぐ方法や、既存の地域組織

に参入してくる者にまちづくりをつないでゆく

あり方を、詳細に詰めてゆくことが次の検討課

題になる。

＜注＞

1）広原盛明ほか 2002：3章。
2）本節の真野まちづくりの沿革は、広原盛明 1996、

今野裕昭 2001、真野地区まちづくり推進会 2005、
佐藤滋ほか 2006、暴力団組事務所追放等協議
会 2007に詳しい。

3）毛利芳蔵 1984：32-35頁。
4）M社の真野地域での取り組みと意義について
は、竹内裕一 2013：120-125頁の紹介がある。

5）こうした仕組みの特徴は、今野 2001：5章に
詳しい。真野同志会の役割については、同書
180頁に言及されている。

6）真野地区の世代交代を考えるために、平成25
年からまちづくり推進会の中に全世帯アンケー
ト調査実行小委員会を立ち上げて、26年3月に
各町自治会の役員たちを通じた留置法によるア
ンケート調査（集計有効票1,487票、住基台帳
総世帯数の50.6％）を実施した。調査票は、
住み良さ、生活上の悩みと解決法志向、地域活
動・まちづくりへの参加と評価、近隣つきあい
など、40問からなっている。

7）「真野住み心地アンケート調査」（2008年9月
実施）

8）妻木進吾 2012：490-495頁。
9）全世帯アンケート調査の企画ワーキンググル
ープは、20 ～ 40代層に呼びかけて、オープン

に会話を行うワールドカフェ方式でのワークシ
ョップ「真野つながるカフェ」を、平成25年9
月～ 12月に3回実施した。

　＜文献＞
今野裕昭 2001　『インナーシティのコミュニティ
形成』、東信堂．

佐藤滋ほか 2006　『復興まちづくりの時代』、建
築資料研究社．

柴山直子 1999　「まつりで培われた住民組織の機
動力と地域のつながり―真野地区三大まつり
―」『都市問題』90-8．

竹内裕一 2013　「リスクの軽減と地域社会の役
割」『現代リスク社会にどう向きあうか』、梨の
木舎．

妻木進吾 2012 「貧困・社会的排除の地域的顕現
―再不安定化する都市部落―」『社会学評論』
62（4）．

広原盛明 1996 『震災・神戸市都市計画の検証』、
自治体研究社．

広原盛明ほか 2002『現代のまちづくりと地域社
会の変革』、学芸出版社．

暴力団組事務所追放等協議会（真野地区・東尻池
北部） 2007　『スクラム組んで―暴力団組事務
所追放までの297日間の記録―』．

真野地区まちづくり推進会 2005　『日本最長・真
野まちづくり ― 震災10年を記念して』．

毛利芳蔵 1984　「まちづくりは国づくり ―住民
こそが主人公、つくろう住民のまち―」『住民
活動』41、新生活運動協会．

［付記］　 本稿は、平成25年度専修大学長期国

内研究員研究「農山村地域における

コミュニティ再生の社会学的研究」

の世代交代に関する部分の研究費と、

平成25年度住総研助成金（「地域組

織の活性化と新しい地域リーダー創

出のための実践的研究」代表者乾亨）

からの補助を受けた研究の成果であ

る。





専修大学社会科学年報第 49 号

― 143 ―

片倉製糸の九州地方における蚕種製造・配給体制 
～ 佐賀県是蚕業株式会社を事例に ～

髙　梨　健　司

はじめに

1918（大正7）年11月に佐賀県農会長主導の

下に、蚕品種の統一と優良蚕種の製造を目的に

佐賀県下蚕種製造業者を糾合して、佐賀県是蚕

業株式会社を創設する。この前後に、片倉組

（片倉製糸）は、佐賀県に鳥栖製糸所と小城郡

是製糸所を開設する。両製糸所は、佐賀県内外

から郡農会と特約取引に基づく大量の収繭体制

を構築していく。特約組合配布の蚕種供給先が

佐賀県是蚕業株式会社であったとされる。片倉

製糸は、1931（昭和6）年1月に佐賀県是蚕業

株式会社の事業を継承（賃貸借契約）し、片倉

佐賀蚕種製造所を設立する。

本稿では、1. 鳥栖製糸所・小城郡是製糸所両

管内特約組合（員）を指導する蚕業技術員の人数、

所属先や配布蚕種の供給先、片倉社製蚕種の配

布有無、2. 佐賀県是蚕業株式会社の、片倉製糸

による事業継承経緯、事業内容、経営者構成、

3. 片倉佐賀蚕種製造所の製造蚕品種、「分離白

1号」育成者の大櫛平三郎（片倉佐賀蚕種製造

所長、佐賀県是蚕業株式会社取締役）の業績、

蚕種製造高、建物設備拡充などを中心に具体的

に究明することを目的とする。

近代日本蚕糸業史研究において、特に蚕種業

史研究の蓄積が少ない中で、最大の蚕種製造家

として片倉製糸に関する研究は、限られる。片

倉製糸の特約組合蚕種配布は、日本各地に設立

の片倉蚕種製造所（委託を含む）が地方別に分

担製造・配給していたことが近年明らかにされ

てきた（1）。九州地方において、佐賀県是蚕業株式

会社（及び九州蚕種株式会社）が九州所在片倉

製糸工場（傍系製糸会社を含む）に蚕種配給の

役割を担うことに至る推移が明らかにされよう。

佐賀県是蚕業株式会社に関する本格的研究は、

皆無である。この状況の中で、『佐賀県農業史』

において、佐賀県是蚕業株式会社の最大株主であ

った片倉製糸が実質的に佐賀県是蚕種製造を殆ど

独占的に掌握した、とする指摘や「片倉製糸は佐

賀県蚕糸業界において、蚕種製造―特約養蚕組合

―製糸の諸過程を通じて独占を強化拡大して行っ

た」とする記述（2）には、真偽を含めこれを裏付け

る十分な実態分析を欠くため、具体性が乏しい。

また『佐賀県史』（下巻）の中で、片倉製糸

が佐賀「県内蚕糸業の全分野全過程を、ほとん

ど独占的に支配するに至った（3）」との指摘も同

様である。憶測を交えた、実態解明のない抽象

的な理解は、現実性に乏しく、地域社会におけ

るその意味や齎らした成果等を不問に付す欠陥

を有する。換言すれば、興味本位の恣意的、独

断的な事象分析に陥り勝ちな弊習を排し、客観

的、正当な評価が求められよう。

本稿では、上記諸点に配慮した実態解明に努

めたい。

１．片倉製糸の九州進出と佐賀県製糸業

片倉組（片倉製糸）は、九州地方に大正期に
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おいて片倉直系製糸工場5工場、傍系製糸会社

2社（6工場）を有する。即ち、佐賀県に鳥栖

製糸所（1914年5月創設）と小城郡是製糸所

（1920年買収）、大分県に宇佐製糸所（1913年1

月買収）と大分製糸所（1917年4月創立）、熊

本県に熊本尾沢製糸所（1923年合併開設）、鹿

児島県に薩摩製糸株式会社（1919年11月創設）、

長崎県に長崎製糸株式会社（1920年3月創立）

である。片倉直系・傍系製糸工場は、福岡県と

宮崎県を除く、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児

島県、長崎県の九州5県に及ぶ。

佐賀県下の器械製糸工場は、1917（大正6）

年度に上記片倉組鳥栖製糸所（656釜）、小城

郡是製糸株式会社（115釜）、佐賀製糸場（40

釜）の3工場にすぎず（4）、中でも鳥栖製糸所の

工場規模は、突出している。1910（明治43）

年度に足踏式製糸工場として、小城郡東多久村

と多久村に納所製糸工場（40釜）、古賀製糸場

（30釜）、多久村製糸場（80釜）が操業してい

た（5）が、農商務省農務局編『第八次全国製糸

工場調査』には登場しない。大正期早々に消失

したようである。小城郡是製糸株式会社の前身

は、1911（明治44）年9月に小城郡多久部5 ヶ

村の村長外有志22名の発起により多久部製糸

生産組合（資本金18,000円）が創立した多久

部製糸所である（6）。その後1917（大正6）年2

月に株式組織に変更して、小城郡是製糸株式会

社に改めるが、1920（大正9）年5月に片倉製

糸の買収するところとなり、小城郡是製糸所と

改称する。片倉小城郡是製糸所は、小城郡小城

町に新築移転し、200釜に増釜、更に1926（大

正15）年6月に300釜に拡張する。尚、小城郡

是製糸株式会社の社長は、後述の佐賀県是蚕業

株式会社の副社長・石井次郎であった。片倉製

糸は、佐賀県進出以来、県内の製糸釜数の8割

前後、生糸生産量の9割前後を占めており、佐

賀県製糸業において片倉製糸は、圧倒的優位を

確立していた。片倉製糸の躍進とは対照的に佐

賀県内の在来自家用乃至副業的座繰製糸は、大

正期に激減し（7）、産繭供給者への転換が進んで

いたことが窺われる。

片倉組の九州進出は、1908（明治41）年5月

に鳥栖町購繭所の開設を嚆矢とする。片倉組は

産繭購入の増加に伴い、1911（明治44）年に

鳥栖乾燥場を新築する。片倉の購繭地域は、北

九州地方に拡大するに及び、増加する購入産繭

の製糸工場として1914（大正3）年に鳥栖製糸

所を開設する。当初は32釜の試験工場であっ

たが、次第に規模を拡張し、翌15年272釜、

翌々 16年392釜に増設する。1917（大正6）年

には鳥栖製糸所は、1,006釜の大製糸工場とな

り、購繭領域は、佐賀・福岡両県を中心に九州

全域に及ぶことになる（8）。1927（昭和2）年4

月11日に鳥栖製糸所主催の第4回産繭向上品評

会褒賞授与式（於・福岡市大濠会場）を開催し、

来賓として佐賀県知事の告辞、同県内部部長、

福岡県農林課長、同県大森農会長などが祝辞を

述べている（9）。授賞者の内、個人入賞者（優

等）は、佐賀県三養基郡（2名）、西松浦郡（2

名）、東松浦郡（3名）、藤津郡（2名）、以上9

名、福岡県宗像郡（2名）、鞍手郡（1名）、筑

紫郡（2名）、粕屋郡（1名）、朝倉郡（1名）、

以上7名、長崎県東彼杵郡（3名）、合計19名

である。蚕業技術者表彰者は、佐賀県三養基郡

（1名）、西松浦郡（2名）、東松浦郡（3名）、藤

津郡（2名）、以上8名、福岡県宗像郡（2名）、

鞍手郡（1名）、筑紫郡（2名）、粕屋郡（2名）、

遠賀郡（1名）、以上8名、長崎県東杵郡（1名）、

大分県日田郡（1名）、合計18名であった。上

記個人入賞者（優等）と蚕業技術者表彰者を県

別に見ると、佐賀県と福岡県に集中しており、

その他長崎県、大分県が続いていたことが判明

する。来賓者の顔触れや授賞者から、鳥栖製糸

所の集繭重点地方を窺い知ることができる。
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鳥栖製糸所は、佐賀県、福岡県、長崎県、大

分県などの各郡農会と市町村単位に特約取引を

行い、大量集繭体制を整えるに至る（10）。集繭

体制の早期構築は、同時に片倉にとって制約を

抱えることにもなる。この点後述。

佐賀県農会（郡農会）は、稚蚕共同飼育の普及、

桑苗配布、桑苗接木講習会・桑園品評会を開催し、

養蚕・桑園改良のために佐賀県は、奨励金・補

助金を交付する（11）。また佐賀県は、養蚕業発展

のために1923（大正12）年より養蚕組合奨励規

定を設け、組合員は桑園2反歩以上の経営を条件

として、養蚕組合の設置とその活動を促した結

果、大正末年には358組合に達した（12）。

小城郡是製糸所は、佐賀県内3郡（小城郡、

杵島郡、佐賀郡）を中心に大量集繭体制を構築

し、鳥栖製糸所同様、各郡農会と町村部落単位

に特約取引を行っていた（13）。1927（昭和2）年

4月10日に小城郡是製糸所主催の第3回産繭向

上品評会褒賞授与式を開催し、佐賀県知事代

理・大竹警察部長、石井次郎前佐賀県会議長、

横尾佐賀県農会長、中島小城郡農会長が祝辞を

述べている（14）。授賞者の内、村養蚕組合授賞

者は、杵島郡（1等・1組合）小城郡（2等・1

組合）、部落養蚕組合授賞者は1等が小城郡（1

組合）、杵島郡（1組合）、佐賀郡（1組合）、2

等が小城郡（1組合）、杵島郡（1組合）、佐賀

郡（3組合）である。個人受賞者は、優等が杵

島郡（2名）、小城郡（2名）、佐賀郡（1名）、1

等が杵島郡（5名）、小城郡（7名）、佐賀郡（4

名）であった。上記村、部落、個人各受賞者を

郡別にみると、佐賀県内において小城郡、杵島

郡、佐賀郡が小城郡是製糸所の特約地盤であっ

たことが分かる。

２．佐賀県の蚕種業と養蚕業の動向

佐賀県の蚕種業は、明治期に漸次発展し、

1903（明治36）年には蚕種製造業者100人、蚕

種製造高6,000枚（100蛾付）に及んだ（15）。県

内蚕種には病毒蚕種の発生割合が高く、県外優

良蚕種の供給を仰ぐことが増え、1912（大正

元）年には蚕種製造者は47人、更に1918（大

正7）年に28人まで減少したという。既に1913

（大正2）年に佐賀県立原蚕種製造所を小城町

に設置して優良蚕種の製造・配布に努めてきた

が、蚕品種の雑駁性は克服されず、「時恰も我

国産業界は一大革新の期に入り」、外国種系一

代交雑種の普及にあたり、蚕品種の改良・統一

と産繭品位の向上が各界より要望されるように

なった。此において、佐賀県農会長が中心とな

り、各郡農会長、製糸所長、県・郡及び各級農

会技術員と協議した結果、佐賀「県蚕業振興策

として先ず蚕種の改良統一が最も緊要事であ

る」として、1918（大正7）年11月に佐賀県是

蚕業株式会社の設立に至った。佐賀県是蚕業株

式会社については後述。この時に佐賀県下蚕種

製造者の大部分が合流し、一般養蚕家と共に株

主となる。このため佐賀県の蚕種製造者は、第

1表に示すように、同社設立翌年に6人に減少

し、以後5～8人で推移する。県外優良蚕種に

対抗する蚕品種の開発を可能とする高度な技術

力を欠く小規模蚕種製造業者にとって、自立か

合流かの選択の余地は自ずと限られていたとい

えよう。佐賀県是蚕業㈱に合流した蚕種製造者

は、同社において原蚕種、普通蚕種の製造のほ

か、種繭飼育分場のリーダー的存在として活躍

することができたであろう。

第1表に示す佐賀県の1919（大正8）年蚕種

製 造 高156万 蛾 余 は、1916（ 大 正 5） 年 の

756,400蛾（1枚100蛾換算）の2.1倍に増加す

る。その後一時的に減少するものの、24年326

万蛾余、27年523万蛾余に増大する。佐賀県是

蚕業㈱の設立は、佐賀県の蚕種業（特に普通蚕

種製造）の拡大・発展に寄与することになった。
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1929（昭和4）年には佐賀県の蚕種製造高は、

原蚕種、普通蚕種共に2年前に比べ減少してお

り、佐賀県蚕種業者特に佐賀県是蚕業㈱の製種

業経営悪化が生じていたことが窺われる。佐賀

県蚕種製造数量の全国順位は、1916年の45位

から1924年に39位に上昇し、その後1927年の

36位、1932年には26位、1934年に18位、翌35

年19位まで上がる。佐賀県蚕種業の全国的な

地位上昇が進む。1930年代の佐賀県蚕種業の

発展は、片倉製糸の佐賀県是蚕業㈱の事業継承

に依るところが大きかったものと言えよう。こ

の点後述。

佐賀県の養蚕戸数は、1920年代前半までの2

万戸台から20年代後半以降3万戸台に増加する。

農業戸数に占める養蚕戸数の比率は、1910年

代後半から1920年代前半にかけて30％前後で

あったが、1920年代後半から50％前後に上昇

する。佐賀県農民の養蚕業依存が増加する。佐

賀県の養蚕規模（1戸当り）は、九州諸県の中

で最も零細であることが強調されている（16）が、

佐賀県は、上記農業戸数に占める養蚕戸数の比

率が1930年代には九州諸県中第2位から第1位

になる。

佐賀県の収繭高についてみると、1916（大正

5）年の10万貫余から1920年代に急速に増加し、

1923年の21万貫余、1929年に75万貫余に、

1933年には86万貫余に達する。1916～1933年

に8.5倍の収繭高を記録する。佐賀県養蚕業の

発展要因としては、片倉製糸の佐賀県内製糸工

場、特に佐賀県製糸高の9割台を占める鳥栖製

糸所と小城郡是製糸所の繰業が大きく寄与して

いたことは疑いないことであろう。

３．�鳥栖製糸所と小城郡是製糸所の特
　約組合と蚕種統一

片倉製糸の1927（昭和2）年おける特約繭取

引量は、地方別にみると、九州地方が最大であ

った（17）。九州地方の中では、佐賀県が最多で

あり、製糸工場では鳥栖製糸所が群を抜いてい

た。特約取引率は、鳥栖製糸所の90％、小城

郡是製糸所の100％、両製糸所の特約取引率の

高さが特徴的である。片倉製糸諸工場の中で鳥

栖製糸所と小城郡是製糸所が逸早く特約取引の

展開を実現したのは、佐賀県（及び福岡県）当

局の全面的協力を得ていたからに外ならない。

特に農会（県、郡、町村）の果した役割は大き

い。行政当局との協力関係については後述する。

　第１表　佐賀県の蚕種業と養蚕業（1916～37年）

蚕種製
造者数 原蚕種 普通蚕種 合計 全国

順位
養蚕戸
数

養蚕戸数×100農業戸数 収繭高

1916（大正 5）年 20人 412,061蛾 3,443枚 7,564枚 45位 23,031戸 30.9％ 101,969貫
19（ 〃　8）年 6 127,083 1,441,110蛾 1,568,193蛾 43 22,940 32.8 134,440
21（ 〃 10）年 6 52,151 1,133,947 1,186,098 43 17,859 28.1 143,140
24（ 〃 13）年 5 143,392 3,118,990 3,262,382 39 22,928 33.4 270,446
27（昭和 2）年 7 168,464 5,067,172 5,235,636 36 33,360 48.9 628,798
29（ 〃  4）年 7 150,810 4,659,256 4,810,066 38 34,893 50.9 758,546
31（ 〃  6）年 8 45,394瓦 1,518,832瓦 1,564,226瓦 36 34,078 49.7 747,437
33（ 〃  8）年 6 65,196蛾 2,950,884 2,972,713 27 34,891 51.8 865,215
35（ 〃 10）年 5 475,744 3,485,910 3,645,199 19 32,875 49.9 735,608
37（ 〃 12）年 5 245,533 3,419,420 3,501,630 20 30,058 45.5 683,525

（注）　原蚕種は、「無毒額」（「合格高」）、普通蚕種は、「合格高」の各製造高を示す。
（資料）農林省蚕糸局編『蚕糸業要覧』各年度、『佐賀県統計書』（勧業）、（産業）各年度、長岡哲三編 

『昭和八年版　蚕糸年鑑』日本中央蚕糸会、1933 年より作成。
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1929（昭和4）年度において、鳥栖製糸所の

特約組合員は、春期21,709人、夏秋期20,396

人有り、この内蚕業技術員を雇傭していない特

約組合は、春期8組合・組合員352人、夏秋期

11組合・組合員502人にすぎない（18）。換言す

れば、蚕業技術員の指導を受けている組合員は、

春期98.4％、夏秋期97.5％に上る。この蚕業

技術員は、全て乃至殆ど大部分が町村又は農会

所属（春期198人、夏秋期184人）である。春

期に鳥栖製糸所に所属する蚕業技術者は2人居

るのみで、夏秋期には1人も居ない。組合直属

の蚕業技術者も両期共に皆無である。鳥栖製糸

所の、特約取引における大きな特徴である。蚕

業技術員1人の受持戸数は、春期107戸、夏秋

期108戸であった。この受持戸数は、片倉製糸

直系諸工場平均（春期80戸、夏秋期66戸）に

比べて多く、蚕業技術員が不十分であったこと

を示す。そのため、鳥栖製糸所は、翌年に同所

「直接推薦任用セルモノ六拾参名地方推薦ニヨ

ルモノ弐拾八名計九拾壱名ヲ特約組合ニ派遣

シ」、春秋期の給料額の4割、即ち1人平均190

円余を補助し、「実地指導ニ従事セシメタリ」

という（19）。

蚕種の統一状況についてみると、鳥栖製糸所

は、春期に片倉社製蚕種28％、「指定又ハ承認」

蚕種55％、「関係ナキ蚕種」17％、夏秋期では

「指定又ハ承認」蚕種が100％である。春期に

片倉社製蚕種が一部使用されているとはいえ、

春期の大半と夏秋期の全ては、「指定又ハ承認」

蚕種である。「指定又ハ承認」蚕種は、佐賀県

是蚕業株式会社の製造蚕種といえよう。ここに、

佐賀県の特殊な事情が反映されている。

小城郡是製糸所には、1929（昭和4）年度に

特約組合員が春期6,172人、夏秋期6,162人有

り、この内蚕業技術員を雇傭していない特約組

合は、皆無である。特約組合員は、全て蚕業技

術員の指導を受けていたことになる。鳥栖製糸

所以上に蚕業技術員の指導が浸透していた。こ

の蚕業技術員は、町村又は農会所属が春期26

人、夏秋期55人、「技術員ニアラザル組合員ノ

指導員」が春期145人、夏秋期144人、合計春

期171人、夏秋期199人であった。先の蚕業技

術員の大部分は、実際には組合指導員であった

ことになる。小城郡是製糸所所属蚕業技術員、

特約組合所属蚕業技術員共に皆無である。「技

術員ニアラザル組合員ノ指導員」が大半を占め

ており、鳥栖製糸所とは異なり、小城郡是製糸

所の特徴であった。蚕業技術員（指導員）1人

の受持戸数は、春期36戸、夏秋期31戸である。

鳥栖製糸所の3分の1前後であった。小城郡

是製糸所は、蚕業技術員不足を組合指導員の養

成によって補っていたようである。小城郡是製

糸所は、1929年3月24日から1週間、管内特約

養蚕組合指導員講習会を開催する（20）。更に小

城郡是製糸所は、翌30年1月10日より特約養

蚕組合指導員講習会を5日間に亘り開催してい

た（21）。

蚕種の統一状況に関しては、小城郡是製糸所

は、春期、夏秋期共に「指定又ハ承認」蚕種が

100％であった。片倉社製蚕種は、皆無である。

鳥栖製糸所以上に小城郡是製糸所は、佐賀県是

蚕業株式会社製造の蚕種に依存していたことに

なろう。片倉社製蚕種の統一は、両所の特約取

引の高度な展開の一方で、鳥栖製糸所、小城郡

是製糸所共に程遠い現状であった。

４．�佐賀県是蚕業株式会社の設立と片
　倉製糸の事業継承

（1）佐賀県是蚕業株式会社の設立と事業内容

佐賀県是蚕業㈱の設立経緯については既述の

如くであるが、片倉製糸がどの程度関与したか

については明らかではない。『片倉製糸紡績株

式会社二十年誌』（475頁）には、「片倉は、県
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当局の斡旋により、県・郡関係当局者及民間先

覚者等と相諮」ったと述べ、片倉の指導的役割

を強調しているが、これを裏付ける資料は見当

らない。但し、1929（昭和4）年3月28日開催

の片倉製糸取締役会の議案として、佐賀県是蚕

業㈱の株式52株（代金1,236円5銭、1株23円

77銭）引受の件について審議し、可決してい

た（22）。また、1930（昭和5）年7月30日には小

城郡是製糸所が片倉製糸本社の依頼を受けて、

佐賀県是蚕業㈱の株式463株に対する第11期配

当金2,222円40銭を本日受取り、振替えた旨の

報告をしている（23）。この463株は、佐賀県是蚕

業㈱の株式総数3,000株の15.4％を占める。先

の52株が新規株式引受とすれば、それまでに

411株を所有していたことになる。この411株

は、同社株式総数の13.7％である。佐賀県是

蚕業㈱設立当時、片倉組が「最大株主」（典拠

無し）であったことが指摘されている（24）が、

片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業を継承する前

に、同社の大株主であったことは確かなことで

あるとはいえよう。片倉が佐賀県最大の製糸家

として、佐賀県是蚕業㈱の設立に関与していた

ことは疑いないであろう。但し、片倉製糸の佐

賀県是蚕業㈱の経営関与は限定的で、片倉製糸

が佐賀県是蚕業㈱の支配権を確立していたとす

ることは、疑問である。

佐賀県是蚕業㈱は、1918（大正7）年11月

（又は12月）に佐賀市伊勢屋本町（翌々年小城

町に移転）に設立する。同社は、代表者・菰田

　哲、資本総額150,000円（払込済額1922年

10月末75,000円、1928年末120,000円）、株式

総数3,000株（1株50円）、株主350名（1922年

10月末、1928年末株主483名）である（25）。佐

賀県是蚕業㈱創立期の「役職員」は、顧問に塩

入藤五郎（佐賀県技師）、田口文次（佐賀県農

会長）、川崎辰一郞（前佐賀県農会長）、野崎熊

次郎（片倉鳥栖製糸所長）、石井次郎（小城郡

是製糸㈱社長）、今泉良子（佐賀郡農会長）。取

締役社長・菰田　哲、常務取締役・稲富藤一、

取締役・前田久太郎、篠原与吉、小野原虎吉、

嘉村美津羅、秀島辰太郎、貞包礼太郎、古賀哲

郎、木下十四三、監査役・石倉淳一、米満鹿太

郎、支配人・渡辺信一、技師長・宅島林造が就

任する（堀江　巽編『大正九年版 帝国蚕業大

鑑』東洋蚕益社、1920年、「広告」5頁）。顧問

には佐賀県技師や県郡農会長（現・前）のほか、

佐賀県製糸業界を代表する片倉製糸と小城郡是

製糸㈱の各所長・社長が就任していた。顧問の

内、田口文次、川崎辰一郞、石井次郎、今泉良

子共に佐賀県会議員経験者であり、佐賀県政財

界の有力者たちであった。片倉製糸側からは佐

賀県是蚕業㈱役員（取締役、監査役）への就任

はない。役員は、村長や佐賀県会議員などを兼

務する農業団体（産業組合、農会など）の有力

者たちであった。

佐賀県是蚕業㈱は、佐賀県蚕業試験場を引継

ぎ、各種試験研究と蚕種製造配付（原蚕種、普

通蚕種）を行い、また佐賀県立農事講習所を継

承し、男女蚕業技術員を養成する（26）。同社蚕

種は、佐賀県内以外に九州各県のほか朝鮮等に

販路を有していたという。佐賀県は、同社に

年々数千円の補助金を交付する（27）。

佐賀県是蚕業㈱は、佐賀県内の佐賀郡、小城

郡、神埼郡、東松浦郡、藤津郡に蚕児飼育分場

を設け、春期に支欧一代交雑種及び日支一代雑

種、夏秋期は支日三元雑種及び日支一代雑種を

製造し、県内養蚕農民に供給する。1926（大正

15）年に佐賀県蚕種は、春蚕において「国蚕支

7号×国蚕欧7号及び国蚕欧1号」の黄繭種に、

夏秋蚕にあっては「国蚕日107号×（国蚕支

101号×国蚕支9号」と「国蚕日107号×国蚕

支9号」に各統一されたという。1928（昭和3）

年末に、佐賀県蚕業㈱の蚕児飼育分場436、蚕

業技術員18人（常置8人、臨時10人）であった（28）。
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1930（昭和5）年に同社の県内蚕児飼育分場組

合数4組合、組合員数144人ついて知ることが

できる（29）。即ち、1920（大正9）年春設立の玉

島分場組合（東松浦郡玉島村五反田972、田中

軍造）組合員83人、翌年春設立の川上村分場

組合（佐賀郡川上村73、松野利三）組合員31

人、1927（昭和2）年春設立の南山村中原分場

組合（小城郡南山村下熊川312、小副川安一）

組合員13人、1930（昭和5）年春設立の南山村

上熊川分場組合（小城郡南山村大字中原字上熊

川、江口虎治）組合員17人であった。

この当時の佐賀県内の主要飼育分場地は、3

ヶ所あり、この内1921（大正10）年に分場開

始する佐賀郡川上川沿岸地方（川上村）は、春

蚕、夏秋蚕飼育を行い、「分場トシテ長所ト認

ムル点」は、「一、春暖キ故早掃

出来ルコト、二、夏秋ハ冷涼ニシ

テ分場地桑園ノ土質ヨキコト」で

あった。1923（大正12）年分場

開始の東松浦郡海岸部地方（玉島

村、久里村）は、春蚕、夏秋蚕飼

育を行い、「分場トシテ長所ト認

ムル点」は、「河岸海岸一帯ニ亘

リ砂質壌土ナルコト」を挙げてい

る。1928（昭和3）年分場開始の

小城郡山間部地方（南山村市川）

は、夏秋蚕飼育のみで、「分場ト

シテ長所ト認ムル点」は、「気候

冷涼ニシテ春期ノ飼育ヲセス夏秋

期ノミ桑ヲ摘採スルコト」であっ

た。上記3 ヶ所共、病毒（微粒子

病）少なく、蠁蛆病被害が少ない

という（30）。佐賀県是蚕業㈱の種

繭蚕児飼育分場は、上記分場地方

と合致する。同社開発の飼育分場

地といえよう。

佐賀県内の蚕種製造用蚕児飼育

場所は、1934（昭和9）年には、7郡市・19町

村に亘り、この養蚕戸数は、5,767戸に上る（31）。

この蚕児飼育分場は、春期のみ飼育分場が100

ヶ所、夏秋期のみ飼育分場327 ヶ所、春夏秋共

飼育分場408 ヶ所、合計835 ヶ所であった。こ

の835 ヶ所の内、6町村で蚕児飼育場所が50～

100 ヶ所未満282分場、100～200 ヶ所未満323

分場、合せて全体の72.5％を占める。佐賀県

内の蚕種製造用蚕児飼育分場の集中化がみられ、

この傾向は、鹿児島県、宮崎県を除くと、九州

諸県の中で顕著である。上記6村は、神埼郡三

瀬村、小城郡北山村、東松浦郡玉島村・浜崎

町・大里村・七山村であった。佐賀県是蚕業㈱

の事業を継承した片倉佐賀蚕種製造所による蚕

種製造用蚕児飼育分場の開拓が進んでいたので

　第２表　佐賀県是蚕業㈱の蚕種製造高と佐賀県蚕種掃立枚数

蚕種製造高
①

全国
順位

佐賀県蚕種
掃立量　②

 ① ×100 ② 
1919（大正 8）年 47,747 枚 36 位 33,778 枚 141 ％

20（ 〃　9）年 35,000 61 33,703 104 
21（ 〃 10）年 46,066 28 30,622 150 
22（ 〃 11）年 56,117 35,437 158 
23（ 〃 12）年 85,978 12 40,075 215 
24（ 〃 13）年 112,357 10 49,809 226 
25（ 〃 14）年 149,863 9 62,682 239 
26（ 〃 15）年 125,762 9 84,065 150 
27（昭和 2）年 167,851 8 103,789 162 
28（ 〃　3）年 165,288 6 107,987 153 
29（ 〃　4）年 150,967 7 124,187 122 
30（ 〃　5）年 3,642,024 蛾 13 114,668 113 
31（ 〃　6）年 （1,077,450）瓦 15 1,027,610 瓦 105 
32（ 〃　7）年 （2,184,143） 5 1,054,473 207 
33（ 〃　8）年 （2,511,053） 7 1,279,971 196 
34（ 〃　9）年 （3,133,684） 5 1,227,284 255 
35（ 〃 10）年 （2,885,589） 4 1,099,182 263 
36（ 〃 11）年 （2,311,013） 6 962,326 240 
37（ 〃 12）年 （2,792,983） 4 893,363 313 

（注）1．（）内の数値は、片倉佐賀蚕種製造所の蚕種製造高。
　　 2．蚕種製造高は、普通蚕種。
　　 3．1922 年の蚕種製造高は、『佐賀県統計書』に依る。
（資料）「全国蚕種製造家番附」（『蚕業新報』蚕業新報社、所収）
　　　 各年度、『佐賀県統計書』（勧業）、（産業）各年度より作成。
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あろう。

第2表に示すように、佐賀県是蚕業㈱の蚕種

製造高（普通蚕種）は、1919（大正8）年に

47,747枚、以後1920年代に増加傾向にあり、

1922（大正11）年56,117枚、23（大正12）年

85,978枚、翌24年以降10万枚台に増加し、27

（昭和2）年に同社最高の蚕種製造高167,851枚

に上る。その後、1928（昭和3）年165,288枚、

翌29（昭和4）年150,967枚、翌々 30（昭和5）

年3,642,024蛾（1枚＝28蛾換算で130,072枚）

である。1927～30年に4万枚弱減少する。昭和

初年の不況期に佐賀県是蚕業㈱の蚕種製造高の

減少は、同社の経営にとって深刻な打撃であろ

う。佐賀県是蚕業㈱の事業を片倉製糸が継承す

るに至る背景には、こうした状況を否定するこ

とはできないであろう。

佐賀県是蚕業㈱の蚕種製造高を全国順位でみ

ると、1919（大正8）年に36位、翌20年61位

に下降するが、翌々年には28位に上昇する。

その後同社蚕種製造高の増加と共に急上昇する。

1923（大正12）年の12位、翌24年には10位に

上昇し、1920年代後半に入って1桁台の順位と

なる。蚕種製造増大時期の1925～27年の8，9

位から、蚕種製造の減少幅が相対的に少ない

1928，29年には6，7位まで上昇する。しかし、

蚕種製造高の減少幅が大きい1930（昭和5）年

には13位まで下降する。同年、佐賀県是蚕業

㈱の蚕種製造高は、全国動向以上に減少が著し

かったことになる。

佐賀県蚕種掃立量に占める佐賀県是蚕業㈱の

蚕種製造高割合は、同社設立当初、略150％前後

を占めていたが、1923～25年には佐賀県是蚕業

㈱の蚕種製造の増加に伴い、200％超まで高まる。

その後1920年代後半に減少し、150、160％台か

ら1930（昭和5）年には、113％まで急減する。

佐賀県是蚕業㈱では、蚕業研究会、養蚕講話

会を開催し、小城郡是製糸所からの出席をみて

いた。1929（昭和4）年4月4日に、佐賀県是

蚕業㈱において蚕業研究会を開催する（32）。小

城郡是製糸所から所長・河西民衛、事務長・瀬

口義章が出席している。翌30年3月1日に、佐

賀県是蚕業㈱創立10周年記念養蚕講話会を小

城町桜座において開催し、小城郡是製糸所の蚕

業課員が出席する（33）。

（2）�片倉製糸紡績株式会社佐賀蚕種製造所の設

立と事業展開

1931（昭和6）年1月に片倉製糸は、佐賀県

是蚕業㈱の事業を継承して、片倉製糸紡績㈱佐

賀蚕種製造所（以下、片倉佐賀蚕種製造所と略

称）を設立する。

片倉佐賀蚕種製造所設立当時の佐賀県蚕種製

　第３表　佐賀県蚕種製造業者（昭和6年度）

製造者名 郡町村 企業形態 原蚕種 普通蚕種 原蚕分場数
片倉製糸紡績㈱佐賀蚕種製造所 小城郡小城町 株式 60,116蛾 1,077,452瓦 418戸

佐賀蚕種合資会社 東松浦郡久里村 合資 67,704 336,781 424
報国蚕業株式会社 藤津郡鹿島町 株式 8,204 68,953 57
力久袈裟一 　〃　浜町 〃 1,064 22,851 13
真名子宅太郎 西松浦郡大川村 個人 140 7,565 ―
橋本正雄 佐賀市 〃 84 7,415 ―
永田　清 東松浦郡鏡村 合資 ― 7,406 1
平山卯市 藤津郡大浦村 株式 861 5,256 8

合　　計 138,173 1,533,679 921
（資料）野崎　清編『昭和六年度　蚕種製造業態調査』全国蚕種業組合聯合会、1933 年、318 頁より作成。
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造業者は、第3表の如くである。佐賀県におい

て、1931（昭和6）年度に蚕種製造業者は、片

倉佐賀蚕種製造所以外に、7人が存在していた。

小城郡、東松浦郡、西松浦郡、藤津郡、佐賀市

に分布する。「企業形態」は、個人2人以外は、

株式会社（4社）若しくは合資会社（2社）で

あった。普通蚕種製造高は、片倉佐賀蚕種製造

所が100万グラム超に上り、最大である。片倉

佐賀蚕種製造所の普通蚕種製造高は、佐賀県全

体の70.3％を占る。これに次ぐ、第2位の佐賀

蚕種合資会社は、33万余グラムに止まり、片

倉佐賀蚕種製造所との製造格差は、歴然として

いる。両社の普通蚕種製造高を合せると、佐賀

県普通蚕種製造高153万グラム余の92.2％を占

めていた。佐賀県普通蚕種製造高第3位の報国

蚕業株式会社では、7万グラム弱にすぎない。

同第4位の力久袈裟一は、2万2千グラム余、

第5位以下の4人は、5千～7千グラム台の小規

模蚕種製造者であった。原蚕種製造に関しては、

佐賀蚕種合資会社が6万7千蛾余を製造し、片

倉佐賀蚕種製造所の6万蛾余を上回っている。

佐賀蚕種合資会社は、独自の原蚕種販売先を確

保していたのであろう。原蚕分場数は、両社共

400戸を超えていた。

次に、片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業を継

承するに至る経緯を明らかにしておきたい。

1929（昭和4）年7月18日開催の片倉製糸取

締役会において、佐賀県是蚕業㈱の「委任経

営」に関して論議しており、出張する同社金富

町常務（片倉脩一、後三代兼太郎）に一任する

ことに決する。その後、両社の間で交渉が進め

られていたようである。1930（昭和5）年11月

28日開催の片倉製糸取締役会では、鳥栖製糸

所申請の議案として佐賀県是蚕業㈱からの買収

申込みに関する件が取り上げられている（34）。

鳥栖製糸所の申請に依れば、「1．五ヶ年賃貸借

期限経過後返却セラレタル場合県是会社カ苦境

ニ陥ルノ恐アルヲ以テ相当価格ヲ以テ買収サレ

タキ旨申込アリ、2．買収セサル場合ニ若シ契

約期限ヲ先方ヨリ強イテ十ヶ年ニ延長希望シ来

リタラハ承認願ヒタシ」というものであった。

1929年代半ば以降、両社間の交渉によって、5

年間の賃貸借契約で略決着をみていたようであ

るが、契約期間終了後に返却を受けた場合、佐

賀県是蚕業㈱の経営が苦境に陥る恐れがあるこ

とを勘案して、急攄売却方針に転換し、この旨

を鳥栖製糸所に申し入れたようである。片倉製

糸側で佐賀県是蚕業㈱の買収に応じない場合は、

佐賀県是蚕業㈱から賃貸借契約を5年間から10

年間に強く延長希望があった際にはこの提案に

沿って承認して欲しいことを片倉本社に要望し

ていた。この件に関する審議結果は、賃貸借契

約は成可く短かく、「不止得ハ十年ニテモ仕方

ナシ」というものであった。事態の推移は、結

局のところ片倉製糸の思惑通り5年間の賃貸借

契約にて決着することになる。

1930（昭和5）年12月18日に予て交渉中の

佐賀県是蚕業㈱の「事業委托」に関し、同社の

菰田社長、貞包専務、小野原・古賀・米満各常

務が鳥栖製糸所に来所して、契約条項に付いて

折衝の結果、次の仮契約を締結し、翌年1月上

旬に臨時株主総会の決議を待って正式に契約書

を取り交す事になった（35）。

資料1

約　　定　　書（36）

別紙契約書ノ通リ当会社ハ片倉製糸紡績株式

会社ト賃貸契約ヲ重役会ノ決議ヲ経テ締結セリ

本契約ハ来ル昭和六年一月中ニ当会社ハ臨時株

主総会ヲ開催シテ之ガ承認ヲ要メテ直チニ実行

スルコトヲ堅ク約定ス

佐賀県是蚕業株式会社　社長　菰田　　哲

片倉製糸紡績株式会社　社長　片倉兼太郎殿

　　　　　　　　代理　　　　矢崎　京二殿
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資料2

賃貸借契約書（37）

佐賀県是蚕業株式会社ヲ甲トシ片倉製糸紡績

株式会社ヲ乙トシテ左ノ契約ヲ締結ス

一．甲ハ別紙目録書ノ土地、建物、蚕具、其

他ノ備品一切ヲ賃料毎一ヶ年五千弐百円

ヲ以テ乙ニ貸与シ乙ハ之ヲ使用シ自己ノ

名義ヲ用ヒテ任意蚕種製造販売ヲ為スモ

ノトス

　　但シ賃料支払期ハ甲ノ定期決算前五日以

内トス

二．建物蚕具其他ノ備品ニシテ自然減損又ハ

滅失シタルモノニ対シテハ乙ハ其責任ヲ

負ハザルモノトス

　　火災又ハ不可抗力ニ因リテ減損滅失シタ

ル場合亦同シ

三．乙ハ甲ノ定期決算前ニ於テ毎年其年度内

ノ収支決算ヲナシ純益金ノ拾分ノ貮ヲ甲

ニ提供スルモノトス

四．甲ノ所有土地建物ニ対スル公課金並ニ小

修繕費備品購入費ハ蚕種製造ノ経常費ヨ

リ支出スルモノトス

五．増改築又ハ大ナル修繕ハ甲ト合議ノ上便

宜上乙之ヲ立替支払ヒ甲ハ毎決算期ニ於

テ乙ニ支払フモノトス

六．甲ハ乙ノ承認ヲ得サル限リ九州各県内ニ

於テ蚕種ノ製造販売ヲ為ス事ヲ得サルモ

ノトス

　　若シ甲カ前項ニ違背シタルトキハ違約金

トシテ壱ヶ年金五千弐百円ヲ乙ニ支払フ

モノトス

　　此場合乙ハ第一項ノ賃料ト相殺スルコト

ヲ妨ケス

七．本契約期間ハ契約ノ日ヨリ満五ヶ年トシ

契約期間満了ノ際ハ乙ノ希望ニヨリ更新

スルヲ妨ケス

本契約ヲ証スル為此証書貮通ヲ作リ各署名捺

印シ甲、乙両者各壱通ヲ所持スルモノトス

昭和　年　月　日

　　東京市京橋区疊町拾番地

　　　　片倉製糸紡績株式会社

社長　　片倉兼太郎

代理　　矢崎　京二

　　　　佐賀県小城郡小城町

　　　　佐賀県是蚕業株式会社

 社長　　菰田　　哲

契約証書附帯事項
㈠　佐賀県是蚕業株式会社ハ本契約ノ全文ヲ

契約締結以前ニ於テ株主総会ノ承認ヲ終

ルコト

㈡　佐賀県ノ委托事業ハ県ノ諒解ヲ得片倉製

糸紡績株式会社ニ於テ継承スルコト

㈢　社員傭員ハ新採用ノ様式ニ依ルコト

附属書類
一．株主総会決議録

　　　　　　　　　（取締役監査役一同連印）

二．重役会決議録　（　同　　　　　　上　）

佐賀県是蚕業㈱の社長・菰田　哲は、「約定

書」を作成し、片倉製糸紡績㈱社長・片倉兼太

郎の代理・矢崎京二に提出する。矢崎京二は、

鳥栖製糸所長である。「約定書」の内容は、佐

賀県是蚕業㈱の重役会の決議を経て、同社と片

倉製糸紡績㈱との賃貸借仮契約を締結し、その

上で翌31（昭和6）年1月上旬に佐賀県是蚕業

㈱は、臨時株主総会を開催して、承認を受けて

本契約を結ぶことを約定している。

「賃貸借契約書」の主な内容は、佐賀県是蚕

業㈱は、その土地、建物、蚕具、その他の備品

一切を賃料1年間5,200円にて、片倉製糸紡績

㈱に貸与することとし、片倉製糸は、これを使

用して片倉名義の蚕種製造販売を行うものとす
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る。その他に片倉製糸は、佐賀県是蚕業㈱の定

期決算前に毎年度内の収支決算を行い、純益金

の10分の2を佐賀県是蚕業㈱に提供するものと

している。また佐賀県是蚕業㈱所有の土地、建

物の公課金及び小修繕費、備品購入費は、蚕種

製造経常費より支出すること。建物の増改築や

大修繕に関しては、両社合議の上、便宜上片倉

製糸側がこの立替え払いし、佐賀県是蚕業㈱が

決算期毎に片倉製糸に支払うこととする。また

佐賀県是蚕業㈱は、片倉製糸の承認なく、九州

各県内において蚕種の製造販売をすることがで

きず、もし違反した場合は、違約金として１ヶ

年賃料と同額の5,200円を片倉製糸に支払うこ

ととする。この契約期間は5 ヶ年とし、契約期

間満了の際は、片倉製糸の希望によって更新す

ることができるものとする。片倉製糸主導の賃

貸借契約であるが、厳しい不況下において佐賀

県是蚕業㈱の存続の危機に直面した時期に賃料

5,200円のほかに片倉製糸が純益金の10分の2

を提供することや土地、建物の公課金や小修繕

費、備品購入費を製造経費中より支出すること、

建物の増改築、大修繕費を片倉製糸による立替

払いなど佐賀県是蚕業㈱にとって不利、不都合

な内容とはいえないものであろう。後に、賃料

額と純益金の10分の2提供が俎上に載ることに

なる。この点後述。

「契約証書附帯事項」の中で、片倉製糸は、原

蚕種製造と蚕業技術員養成の佐賀県委託事業を

継承するとしている。県委託事業の内、原蚕種

製造に関してはその後返還し、蚕業技術員養成

事業は継承していく。社員、従業員の採用に関

する人事は、片倉製糸の方針に従うものとして

いる。推測の域を出ないが、従来の縁做採用か

ら実力本位の人材採用に転換することになった

のであろう。

上記仮契約締結後、1931（昭和6）年1月7

日に佐賀県是蚕業㈱は、臨時株主総会を開催し、

賃貸借契約を決議する（38）。昨年12月18日開催

の片倉製糸取締役会において、佐賀県是蚕業㈱

取締役の補欠選挙の件が協議され、鳥栖製糸所

長の矢崎京二（参事）を推挙した模様である（39）。

但し、実現はしなかったようである。

1931（昭和6）年1月10日に小城郡是製糸所

に鳥栖製糸所の矢崎京二所長と蚕業主任・足立

梅蔵（技師補）及び片倉普及団の藤岡豊海（参

事補）は、佐賀県是蚕業㈱の「委任経営契約調

印」のため来所する（40）。これにより同日「一

切ノ引継ギヲ完了」し、片倉佐賀蚕種製造所と

改称し、同所長に藤岡豊海が新任する。翌11

日に上記矢崎所長、足立蚕業主任、藤岡豊海は、

佐賀県是蚕業㈱へ機械器具その他引継ぎのため

出向し、小城郡是製糸所の事務長・瀬口義章が

立合い、引継ぎを行う。尚、同年1月7日の佐

賀県是蚕業㈱臨時株主総会当日、小城郡是製糸

所に佐賀県内の有力新聞社より片倉製糸の「委

任ノ件」に関し、問合せがあり、瀬口事務長が

「出向・面談」していた。

同年1月8日に鳥栖製糸所の矢崎所長から小

城郡是製糸所の河西所長に電話があり、翌9日

に「県是委任問題」に関し佐賀県下の各日刊新

聞及び佐賀県蚕糸課各位の了解を得るため、佐

賀県是蚕業㈱側と片倉製糸が「合同招待」し、

直ちに各町村農会長、特約組合長、有力者宛に

経営変更、今後の依頼状を出すことを打合せる。

同月9日に「県是問題ノ件」について、小城郡

是製糸所の河西民衛所長が佐賀市（佐賀県庁）に

出張する。鳥栖製糸所は、1930（昭和5）年に

県内各新聞社に賛助金等として寄付していた（41）。

同年3月9日に佐賀毎日新聞社に300円、4月13

日肥前日日新聞社に100円と福井市における新

聞記者大会行き旅費として50円、5月12日に

唐津日日新聞社に60円、5月25日民衆新聞社

に30円、11月27日に佐賀毎日新聞社に60円を

各寄付する。片倉製糸のマスコミ対策として佐
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賀県内新聞社に行う寄付金の中で、特に県内有

力紙の佐賀毎日新聞社に配慮を示していた。

1932（昭和7）年2月18日開催の片倉製糸取締

役会において、鳥栖製糸所申請の唐津日日新聞

社（唐津市）輪転機増設費中150円の寄付に関

する議案を審議・可決している（42）。鳥栖製糸

所100円、小城郡是製糸所25円、片倉佐賀蚕種

製造所25円の分担であった。

佐賀県是蚕業㈱は、従来鳥栖製糸所と小城郡

是製糸所各管内特約組合に蚕種を直接配布・販

売してきたが、1929（昭和4）年3月14日に小

城郡是製糸所に佐賀県是蚕業㈱の社長・菰田　

哲が来所し、鳥栖製糸所長・片倉五郎及び小城

郡是製糸所長の河西民衛と折衝の結果、片倉特

約組合に限り該蚕種を片倉両製糸所から配布す

ることに成った（43）。同年初秋蚕種より、鳥栖・

小城郡是両製糸所が各管内特約組合に配布し始

める。

翌30年には、鳥栖製糸所は、佐賀県是蚕業

㈱製造蚕種から、片倉社製蚕種の特約組合配布

へと順次転換が進んでいく。鳥栖製糸所は、こ

の方針転換の動機を次のように述べている。即

ち、「佐賀県福岡県ニ於ケル蚕種ノ統一ハ従前

ニ於テハ其効果顕著ナルモノアリト虽モ近時品

種ノ急速ナル改善進歩ニヨリ動モスレバ時代ノ

推移ニ相伴ハサルモノアリ当所（―鳥栖製糸

所）事業上ニ及ボス影響少ナカラサルヲ以テ県

并ニ郡当局者ノ非公式諒解ヲ求メ春期ニ於テ河

田製蚕種并ニ京都蚕種ノ優良ナルモノ四千七百

余枚ヲ当所（―鳥栖製糸所）特約組合ニ配布セ

リ其成績頗ル佳良ナリシヲ以テ一般蚕業界ニ非

常ナル衝動ヲ与ヘ品種改善ノ声漸ク盛ントナレ

リ次テ晩種蚕品時ノ改善ヲ促ガサンガ為普及団

正白満月并ニ当所（―鳥栖製糸所）特定品種壱

万枚余ヲ配布シタリ其成績特ニ佳良ナリシヲ以

テ愈々品種改善ノ基礎ヲ確立スルヲ為タリ（44）」

というものであった。上記「河田製蚕種」は、

河田悦治郎（愛知県）製造の多糸量黄繭種「ア

スコリ黄繭×支98号」、「京都蚕種」は、向仲

愿善（京都府与謝郡養老村）製蚕種か新綾部製

糸（京都府何鹿郡綾部町）製蚕種であろう（45）。

何れも片倉製糸の委託製造蚕種である。また上

記「当所特定品種」とあるのは、鳥栖製糸所が

翌31年に特約組合に配布した晩秋蚕種の内、

「正白×満月」と「日110号×支105号」が大

部分を占めていた（46）ことから、この「日110

号×支105号」であろう。1930年に国立蚕業試

験場は、夏秋蚕用に国蚕日110号と国蚕支105

号の組合せを指定している（47）。

鳥栖製糸所の、集繭管内である佐賀・福岡両

県において蚕種の統一は顕著であるものの、佐

賀県是蚕業㈱の供給蚕品種の改善進歩は立遅れ

ていたことから、鳥栖製糸所の事業に悪影響を

齎す事態が生じていた。そこで鳥栖製糸所は、

佐賀県及郡当局の「非公式諒解」を得て、春期

に片倉製糸の委託製造蚕種である多糸量黄繭種

の「河田製蚕種」と「京都蚕種」4,700枚余、

晩秋期には片倉普及団製「正白×満月」と鳥

栖製糸所の「特定品種」（「日110号×支105号」

カ）10,000枚余を各特約組合に配布する。何

れもその成績は、極めて佳良であった。鳥栖製

糸所は、佐賀県是蚕業㈱及びその製造蚕種離れ

が進みつつあり、佐賀県是蚕業㈱は、時代の趨

勢に適応した独自の蚕品種改良を実現できなけ

れば、その存在価値を失う事態に直面していた

といえよう。佐賀県是蚕業㈱の技術的限界が危

機感を不況下に増幅し、片倉製糸への事業継承

に繋がったのであろう。

鳥栖製糸所は、「蚕品種ノ向上改良ハ養蚕製

糸ヲ通シ最モ緊急ナル問題ナルヲ以テ」、新た

に試験部を設ける（48）。鳥栖製糸所は、学術研

究のため農林大臣の許可を受けて、品種比較試

験、系統分離並びに突然変異に依る新品種造成

試験、飼育法試験・調査を行うと共に、飼育場
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を設け、原種の早急な復製増加に努めた。春期

にはその交雑種を製造し、特約組合に配布し、

飼育を行ったところ、「相当ノ成績ヲ挙ゲ得タ

リ」という。また鳥栖製糸所は、春期「蚕種ガ

新品種ニ替リシトニテ作柄ヲ懸念サレシモ壮蚕

期天候ノ佳良ナリシト一ニハ特約組合ニ多数技

術者ヲ設置セシメ徹底セル指導ヲナセシ結果稀

有ノ豊作ヲナセリ」と報告している。前述の

「河田製蚕種」と「京都蚕種」は、この鳥栖製

糸所試験部による製造蚕種であったようである。

鳥栖製糸所は、既に前年に養蚕室を新設し、晩

秋期に飼育試験を行っていた（49）。この蚕室は、

1棟（建坪56坪25）である。鳥栖製糸所と佐賀

県是蚕業㈱の一体性は、明確に綻びが生じてい

たものといえよう。佐賀県是蚕業㈱が優良蚕品

種の開発・製造が出来ない以上、鳥栖製糸所の

自立・離脱が進んでいくことは自明であった。

片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業を継承した

1931（昭和6）年7月20日に、同年初秋蚕より

片倉社製蚕種を特約組合へ配布することの了解

を得るために、小城郡是製糸所の事務長・瀬口

義章が佐賀県蚕糸課及び県農会へ出頭する（50）。

斯くて、佐賀県内の片倉製糸傘下の特約組合へ

片倉社製蚕種の配布が公認されることになる。

片倉佐賀蚕種製造所の土地、建物は、1931

（昭和6）年12月31日現在、佐賀県是蚕業㈱所

有の借地5,205坪（構内4,163坪、構外1,042

坪）、借地桑園2,243坪、同社所有建物（家賃

5,200円）建坪1,047坪5合、延坪1,258坪であ

る（51）。社員は、所長以下6名、従業員製造中の

み、男女合計150名であった（52）。

片倉製糸の正式辞令として、1931（昭和6）

年2月28日に藤岡豊海が片倉佐賀蚕種製造所の

所長（心得）、同年4月8日には事務長兼務を各

命じられる（53）。藤岡豊海は、蚕糸業組合法制

定による佐賀県蚕種業組合設立に伴い、同年

11月27日に佐賀県庁内において役員選挙の結

果、佐賀県蚕種業組合長、全国蚕種業組合聯合

会議員に当選する。藤岡豊海は、片倉製糸に入

社する以前には、徳島県技手、和歌山県技師・

同県蚕業試験場長の経歴をもつ。藤岡豊海は、

1929（昭和4）年2月19日に片倉紀南製糸所

（和歌山県日高郡湯川村）に和歌山県蚕業技師

として、蚕業視察のため西本技手ほか2名同伴

の上来所していた（54）。片倉製糸は、藤岡豊海

の人物、研究能力を熟知し、入社を検討してい

たのであろう。片倉製糸の取締役会（1929年8

月28日開催）の人事案件に藤岡豊海の名が挙

っており（55）、藤岡はこの年に片倉製糸に入社

し、片倉普及団に赴任したものと思われる。藤

岡豊海の主な業績は、次の通りである。

 • 藤岡豊海（徳島県技手）「飽く迄も打算的

な徳島県蚕糸業」（『大日本蚕糸会報』第

316号、1918年5月、37～38頁）

 • 藤岡豊海（和歌山県蚕業試験場長）「春蚕

保温装置と換気」（『蚕業新報』第369号、

1924年3月、501～503頁）

 • 藤岡豊海（和歌山県蚕業試験場長）「秋蚕

飼育と蚕種」（『蚕業新報』第372号、1924

年6月、930～931頁）

 • 藤岡豊海（和歌山県蚕業試験場長）「改良

上簇法其他に就て」（『蚕業新報』第381号、

1925年3月、310～312頁）

 • 藤岡豊海（和歌山県蚕業試験場長）「壮蚕

密閉育に就て」（佐久良会雑誌第19号抄録）

（『蚕業新報』第398号、1926年8月、945

～946頁）

 • 藤岡豊海（和歌山県蚕業試験場長）「この

不況に直面しても養蚕家は無関心」（「繭価

不振に対して養蚕業者の意向と其の対策」）

（『蚕糸界報』第442号、1928年、14～15

頁）

次に、片倉佐賀蚕種製造所の1931（昭和6）
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年春秋期普通蚕種、佐賀県委託原蚕種の製造数

量と製造工程について明らかにしよう。4月19

日～10月30日病毒予知検査、5月8日～12日蚕

児雌雄鑑別講習、4月18日～5月7日春蚕原種

掃立、6月1～17日種繭入荷（4,338貫700匁）、

6月11～30日蚕種製造（64,476枚）、7月7～23

日秋蚕原種掃立、8月13～20日種繭入荷（1,313

貫170匁）、8月18～27日秋蚕種製造（26,954

枚）、10月31日、12月5日バラ種洗浄及び詰

入（20グラム入・43,648 ヶ、10グラム入・699

ヶ）（56）。佐賀県委託原種製造数60,116蛾（2,147

枚）。原蚕種飼育分場技術員事務打合会を同年

3月24、25日に開催していた。この打合会には

片倉製糸本社から斉藤常雄と片倉普及団の曽根

原克維（現業長）が出席している。尚、片倉佐

賀蚕種製造所に佐賀県委託事業監督官の同県蚕

糸課技手・玉木勝彰が駐在する。

片倉佐賀蚕種製造所は、原蚕飼育分場を長崎

県、福岡県、佐賀県3県に新設し、更に1934

（昭和9）年には春期早掃地を鹿児島県に、晩

掃地を熊本県、大分県の山間部に各設置する（57）。

片倉佐賀蚕種製造所製造の1931（昭和6）年

原蚕種品種名は、春蚕種が国蚕支7号、国蚕支

13号、国蚕支14号、国蚕支15号、国蚕欧3号、

国蚕欧7号、国蚕欧16号、国蚕欧17号、郡是黄、

金黄、ジアロアスコリ、夏秋蚕種が国蚕日107

号、国蚕日110号、国蚕支9号、国蚕支102号、

国蚕支103号、国蚕支105号、国蚕欧9号、正白、

県是欧白、県是白であった（58）。片倉佐賀蚕種

製造所は、多様な原蚕種を製造している。

片倉佐賀蚕種製造所の同年「種繭平均価格」

（1貫匁当）は、「豊白」4円91銭、「豊黄」5円

2銭、「瑞祥」4円86銭、「欧9号」4円88銭、

「正白」5円13銭、「満月」4円81銭、「日110

号」4円97銭であった（59）。蚕品種毎に価格差

が生じており、普通蚕種の品種は、片倉製糸開

発の独自蚕品種中心に製造・配布していたよう

である。佐賀県の委託原蚕種の品種は多様で、

片倉佐賀蚕種製造所が特約組合に配布する蚕品

種とは異なり、片倉佐賀蚕種製造所の負担は、

大きなものであったことであろう（60）。この負

担の大きさが、片倉製糸の佐賀県委託原蚕種の

製造返上の一因となろう。

片倉佐賀蚕種製造所は、佐賀県委託の原蚕種

の製造及び農事講習生の養成を引き継いでいた

が、1931（昭和6）年10月28日開催の片倉製

糸取締役会において、佐賀蚕種製造所の佐賀県

依託事業に関する議案が上呈され、この委託事

業の内、原蚕種の製造を止め、講習生の養成の

み引受ける事を決定する（61）。折しも同年11月

2日に片倉佐賀蚕種製造所に佐賀県蚕糸課長・

神津昌一郎が来所し、佐賀県委託事業中原蚕種

の製造を佐賀県直営とし、片倉佐賀蚕種製造所

は、講習生の養成のみを委託する交渉があり、

直ちに同所より片倉製糸本社に伺出た結果、原

蚕種の製造は、1932年度より片倉佐賀蚕種製

造所から分離し、農事講習生の養成のみを引受

ける事に応諾する（62）。尚、事前に両者の間で

打ち合せがあった事実は、資料上みられない。但

し、同年8月24日開催の佐賀県蚕糸協会総会に

おいて、蚕業試験場設置の請願の件について協

議し、議決をみていた。この請願のほか、佐賀

県にとって原蚕種の製造を一製糸会社に全面的

に依存・委託することについて、佐賀県当局内

部に異論が生じていたのであろう。先の理由か

らも、片倉製糸にとって好都合な事態であった

といえよう。同年4月1日入学の佐賀県蚕業講

習生は、20名であった。農事講習部規程に依

れば、蚕業に関する学理及び技術を講習する。

佐賀県立蚕業試験場新設に当り、片倉製糸取

締役会（1933年5月18日開催）において、鳥

栖製糸所、小城郡是製糸所、片倉佐賀蚕種製造

所合せて850円の「寄付承認」の件について協

議している（63）。
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1929（昭和4）年に佐賀県会において、主と

して養蚕組合と製糸家間の特約取引繭に付き検

定を行い、繭取引の改善並びに繭質の向上を図

るために繭検定所の新設を決定する。翌30年6

月1日に佐賀県立繭検定所は、佐賀郡春日村池

田熊一所有の工場20釜を借り受け、開業する（64）。

鳥栖製糸所より繰糸業手10名、再繰業手2名、

結束係1名を融通派遣する。前月20日には佐賀

県農林技師・小玉敬三、同技手・宮崎　清が鳥

栖製糸所の矢崎所長と共に小城郡是製糸所に来

所し、新設の繭検定所規程・細則作成の打合せ

を行う（65）。繭検定所設立の準備段階から片倉

製糸が深く係わっていたことが判明する。

（3）片倉佐賀蚕種製造所の蚕種製造高動向

片倉佐賀蚕種製造所は、第2表に示すように、

佐賀県是蚕業㈱の事業を継承した1931（昭和6）

年に蚕種製造高1,077,450グラム（蚕種1枚＝

28蛾＝9.375グラム換算で114,928枚）、前年

（130,072枚＝3,642,024蛾）比1割程の減少を

みるが、翌年より急速に増加する。1932（昭和

7）年2,184,143グラム（前年比2倍）に急増し、

片倉製糸が事業継承する前の佐賀県是蚕業㈱時

代を通じても此程の蚕種製造高を実現したこと

はなかった。翌々年には3,133,684グラムに達

し、この年をピークに減少するものの、略300

万グラム弱を維持する。

片倉佐賀蚕種製造所の蚕種製造高は、全国順

位でみると1931年の第15位から1930年代に第

5位前後に上昇する。1935，37両年には第4位

であった。佐賀県蚕種製造業者（特に片倉佐賀

蚕種製造所）が蚕種高において全国トップクラ

ス入りを果たしていたのである。尚、佐賀県に

おいて蚕種製造高第2位の佐賀蚕種合資会社は、

1931（昭和6）年に336,783グラムから1934

（昭和9）年の881,708グラムに増大する（66）。

翌年以後、減少する。同社の蚕種製造高は、片

倉佐賀蚕種製造所のそれに比べると、1931年

の31.3％から1937年には21.9％まで減少する。

佐賀県における片倉佐賀蚕種製造所の優位が一

層拡大する。

佐賀県蚕種掃立量に占める片倉佐賀蚕種製造

所の蚕種製造高比率は、1931（昭和6）年の

105％から翌年の207％、1934～36年には250％

前後に上昇する。県内蚕種掃立量が減少する中

で、1937年に至り313％まで増進する。片倉佐

賀蚕種製造所の県外蚕種配布・販売依存が高ま

る。

次に、鳥栖・小城郡是両製糸所の特約組合配

布の蚕品種を具体的に究明することにしよう。

1931（昭和6）年より鳥栖製糸所、小城郡是

製糸所共に御法川式多条繰糸機の設置が進む。

鳥栖製糸所は、1934（昭和9）年3月までに御

法川式多条繰糸機1,120釜（10諸＝1釜換算）、

小城郡是製糸所は、1931（昭和6）年に御法川

式多条繰糸機600釜（10諸＝1釜換算）の設置

を行う。1936（昭和11）年新糸～翌37（昭和

12）年1月末日に両製糸所が御法川式多条繰糸

機を使用した白14中製造生糸の各期交雑種毎

にみると、鳥栖製糸所においては、「春白14中」

は、「分離白×支17号」を中心に「大安×満

月」、「豊白×満月」の3種、「晩秋白14中」は、

「分離白×満月」を大部分に「栄光×満月」が

続く（67）。小城郡是製糸所においては、「春白14

中」は、「分離白×支17号」を中心に「分離白

×満月」の2種、「初秋白14中」は、「分離白

×満月」1種、「晩秋白14中」は、「栄光×満

月」を大部分にして、「日111号×支107号」

が続く。両製糸所共に、「分離白」、「満月」、を

春・初秋・晩秋各期に多用していた。両蚕品種

以外では、「支17号」、「大安」、「豊白」、「栄光」、

「日111号」、「支107号」であった。両製糸所を

除く九州地方片倉製糸諸工場（傍系製糸会社を

含む）の中で最も多く使用した交雑種は、「春
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白14中」が「分離白×支17号」又は「分離白

×満月」、「晩秋白14中」が「分離白×満月」

と「栄光×満月」であった。尚、上記蚕品種

以外で九州地方片倉製糸諸工場が使用した蚕品

種は、「瑞祥」のみで、数量は僅かであった。

九州地方片倉製糸諸工場も鳥栖製糸所や小城郡

是製糸所と同様の交雑種を用いている傾向にあ

った。片倉佐賀蚕種製造所が此等交雑種の製造

に寄与していよう。

（4）�片倉製糸による佐賀県是蚕業株式会社の

持株、経営形態（構想）の推移

前述の如く、片倉製糸は、既に1930（昭和5）

年7月30日以前に佐賀県是蚕業㈱の株式463株

を所有する、同社大株主であったが、その後も

株式を買い増す機会が度々生じていた。

1933（昭和8）年7月18日開催の片倉製糸取

締役会において、佐賀県是蚕業㈱の株式引受の

件が審議される。従前の佐賀県是蚕業株式会社

（資本金150,000円、3,000株、1株50円〔40円

払込〕）の引受株数463株（片倉兼太郎名義）

のほかに、新規引受株式として1,485株、合せ

て片倉製糸引受株式1,948株に高まる（68）。片倉

製糸の同社株式所有比率は、65％を占めるまで

になる。この内訳は、片倉兼太郎1,658株、今

井五介200株、尾沢虎雄20株、藤岡豊海20株、

野口真幸20株、山岡政市20株、板山　茂10株

に分割所有する。片倉兼太郎は、片倉製糸紡績

㈱取締役社長、今井五介は、同社副社長、此以

外は、片倉製糸幹部社員である。即ち、尾沢虎

雄（理事）は、九州幹事（前九州監督）、薩摩

製糸㈱専務取締役、松江片倉製糸㈱監査役、藤

岡豊海は、既述の片倉佐賀蚕種製造所長、野口

真幸は、鳥栖製糸所長、山岡政市は、熊本尾沢

製糸所長、板山　茂は、薩摩製糸㈱鹿児島工場

長である。何れも九州地方所在の片倉製糸直系

工場長・蚕種製造所長、傍系製糸会社役員・工

場長であった。以上の株式の外に約600株は、

「一時引受ケ形式ヲ採リ、前所有者並ニ地方関

係組合等ニ分譲ノコト」とする。上記片倉所有

持株数は、合せて佐賀県是蚕業㈱の総株式数の

85％を占める（69）。持株増加によって、片倉製

糸の同社経営支配は、揺ぎないものとなる。ま

た、「片倉会社個人名義分ハ会社ヨリ株式名義

貸付トシ重役供託株トシテ委任状付佐賀県是会

社ニ保管ノコト」にする。上記片倉製糸役員・

幹部社員は、一部を除き佐賀県是蚕業㈱の重役

（役員）として同社株式を個人名義貸付にして

いた。佐賀県是蚕業㈱の役員については後述。

上記議案は、「更ニ調査ノ上提案スル事」とし

て次回廻しとなり、その後同年9月8日に決済

を得て実施することになる。取締役会決議録に

は、7月18日決議として登載している。前月28

日開催の片倉製糸取締役会において、同議案が

既に討議されていた。片倉製糸の引受株数は、

1,500株、また、1,000株を一時仮引受として

地方組合に分譲することにしていた（70）。6月28

日から7月18日の間に同議案は、引受株数が

448株増加するが、一時引受け株式が約400株

減少する。この株式の分譲先として新たに前所

有者を含むことになる。この前所有者とは、片

倉製糸に所有株式を譲り渡した佐賀県是蚕業㈱

の役員退任者であろう。

片倉製糸は、1932（昭和7）年11月8日開催

の取締役会において、佐賀県是蚕業株式会社に

関する議案を討議している。その内容は、佐賀

県是蚕業㈱との賃貸借契約を解除し、佐賀県是

蚕業㈱名をもって営業し、片倉製糸に経営委任

することとし、片倉製糸の推薦する社長並びに

重役を選任すること等を12月中旬開催の佐賀

県是蚕業㈱定時総会に提案し、定款の変更を成

すというものであった（71）。この議案は、結局

のところ取締役会において済可に至らなかった

ようである。
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次いで、翌33年5月27日開催の片倉製糸取

締役会に未上呈となった佐賀県是蚕業㈱に関す

る議案について紹介しよう（72）。その内容は、1．

同社株式全部を片倉製糸が買い受けること、2．

蚕種製造は従前通り、土地、建物等賃貸借の契

約形式を採り、片倉製糸名にて蚕種製造をする

こと、3．片倉製糸の買収株式の蒐集は、佐賀

県是蚕業㈱現重役の責任と成すこと、4．同社

株式買収後の重役は、片倉製糸より社長を今井

副社長、尾沢（虎雄）その他とする。5．同社定

款を変更し、取締役15名、監査役5名以内とす

ることであった。上文中に削除された項目があ

り、その内容は、片倉佐賀蚕種製造所の経済を

別途の形式とし、その利益全部を佐賀県是蚕業

㈱の株主に配当するというものであった。結局、

この議案は、取締役会に直前で上呈に至らず、

取消しとなる。実質的に片倉製糸の翌月からの

取締役会の佐賀県是蚕業㈱に関する議案が上記

議案の新提案として審議されることになったの

であろう。片倉製糸は、佐賀県是蚕業㈱との賃

貸借契約を継続しながら、その内容に変更が生

じていた。

片倉製糸は、1933（昭和8）年7月18日開催

の取締役会において、佐賀県是蚕業㈱賃貸借契

約改訂の件を提案している（73）。この改訂要旨

は、1．賃料1 ヶ年5,200円を16,000円に改め

ること、2．純益金10分の2を提供する条項を

削除すること、3．契約期間5 ヶ年を会社存立

期限中（8 ヶ年）とすること、4．別に覚書を

作成して支払賃料の使途並びに改訂契約が7年

度に遡り有効であると約束することであった。

賃料算出の基礎は、1．払込資本金120,000円

に対する8分の配当金9,600円、2．重役報酬

3,000円、3．法定積立金概算（利益金20分の1

以上）500円、4．固定銷却金2,000円、5．雑

費（会議費、保険料、その他）900円、合計

16,000円。「備考」として、賃貸借の理由は、

蚕種自治検査関係により片倉製糸会社名にて蚕

種製造を行う必要にあることに依る。また税金

は、片倉製糸にて前記賃料以外に支出すること

を記す。この議案は、取締役会において「更ニ

調査ノ上提案スル事」となり、その後賃料は

13,500円に、この内配当金は6分の7,200円に、

雑費は800円に各修正の上、合計13,500円

（「1933年8月成立」）となる。

次いで、1935（昭和10）年11月28日開催の

片倉製糸取締役会に佐賀県是蚕業㈱賃料増額と

貸付金限度決定の件が議案提出される。この内

容は、1．前年度賃料15,600円に対し、本年度

（自1934年12月至翌35年11月）は、9,400円

を増額し、25,000円を交付する（74）。同社は11

月末決算である。この増額理由は、蚕種製造計

画の拡張に伴い、建物・機器等の整備充実を図

った結果、固定銷却金と建物取毀等による諸損

金の増加その他に充当するためであった。来年

度は、諸損金減少により3,000円内外の減額を

見込む。2．貸付金限度5,000円と定め、株主

配当金、税金、雑費（旅費、利子等を含む）を

貸与する。尚、増築工事特別支出が必要とする

場合は、この限度額の追加承認ができる。利率

は、片倉製糸における関係会社の貸借利率とす

る。この議案は、取締役会において可決する。

但し、賃料は、1935年度の25,000円から翌年

度以降20,000円とする。片倉佐賀蚕種製造所

の蚕種製造拡張に伴う賃料増額と片倉製糸から

佐賀県是蚕業㈱への5,000円を限度とする貸付

金及び増築工事等の特別支出を承認する。

（5）�佐賀県是蚕業株式会社の経営者構成・経歴

　～片倉製糸役員と地元役員

1918（大正7）年創立の佐賀県是蚕業㈱社長

は、菰田　哲である。菰田　哲（慶応2年12月

5日生）は、1910（明治43）年5月7日設立の

有限責任川上信用購買販売組合（佐賀県佐賀郡
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川上村）の組合長、佐賀県信用組合連合会長、

佐賀県購買販売組合連合会長、佐賀軌道株式会

社（1912年11月設立）取締役、肥前日日新聞

株式会社（1922年11月設立）監査役であった（75）。

菰田　哲は、川上村第10代村長（1915年4月

～ 1923年4月29日）、佐賀郡会議員、佐賀県会

議員（1913年3月～1917年3月）を務め、党派

は、「中央クラブ」所属であった（76）。菰田は、

二大政党の憲政会（民政党）や政友会と距離を

置いた党派的中立性と佐賀県是蚕業㈱創立時に

は佐賀県会議員を退任し、同社経営に専念でき

る等の条件が整っていたことが佐賀県是蚕業㈱

社長就任の背景にあったのであろう。佐賀県会

議員の菰田の職業欄は「無（地主）」であり、

1933年2月4日に歿する。菰田　哲は、地主であり、

佐賀県農業団体（産業組合）や佐賀県政界の有

力者であった。同社その他の経営陣については、

既述の如く1930（昭和5）年12月18日に佐賀

県是蚕業㈱の「事業委托」仮契約をした同社役

員として、菰田社長の外、貞包（礼太郎）専務、

小野原（虎吉）・古賀（哲郎）・米満（鹿太郎）

各常務が登場していたが、社長の菰田と常務の

小野原を除く上記3名は、片倉製糸が佐賀県是

蚕業㈱の事業を継承した後の1933（昭和8）年

12月末以降においても佐賀県是蚕業㈱の経営

者（取締役）として継続就任している。菰田　哲

と小野原虎吉は、片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の経

営支配を確立するまで引続き就任していた（各年

版『帝国銀行会社要録』）が、菰田　哲死後、

貞包礼太郎が一時的に同社社長に就任する（『第

二十一版　帝国銀行会社要録』「佐賀県」7頁）。

第4表は、片倉製糸と賃貸借契約を締結し、

片倉佐賀蚕種製造所を設立して間も無い佐賀県

是蚕業㈱役員の氏名と経歴を示す。同社取締役

は、1933年12月26日～1935年7月30日、監査

役は、1940年頃の各就任時期である。取締役は、

何れも任期満了後「再選見込」であった（77）。

佐賀県是蚕業㈱の代表取締役社長は、片倉製糸

紡績㈱取締役社長の今井五介である。片倉製糸

社長の今井五介の佐賀県是蚕業㈱社長就任は、

片倉製糸の同社重視の現れといえよう。取締役

副社長は、地元の石井次郎と栗山賚四郎である。

石井次郎（明治元年5月生）は、佐賀県士族

（旧多久藩）、小城郡南多久村長（1909年5月

～1921年 2月、1936年 3月～1939年 4月）（78）、

無限責任多久郡購買生産販売組合長、小城郡是

製糸㈱社長（79）（片倉小城郡是製糸所の前身）、

肥前日日新聞㈱代表取締役、小城共済銀行取締

役、多久銀行頭取（80）・監査役、西海商業銀行

取締役、佐賀県農会長（1927年8月～ 1929年8

月）（81）、小城郡農会評議員（82）、小城郡会議員、

佐賀県会議員（自由党1899年9月～1905年3月、

政友会1917年3月～1925年3月）（83）、佐賀県会

議長（14代）（84）、衆議院議員（政友会1928年3

月第16回総選挙当選、1930年2月第17回総選

挙当選）（85）などを歴任する。石井次郎は、佐

賀県是蚕業㈱創立期に顧問に就任している。石

井は、片倉製糸の株主でもあり、1929年度末

に82株、1936年度末に52株を各所有する（86）。

石井次郎は、佐賀県政財界の有力者である。片

倉製糸が賃貸借仮契約を締結する前日の1930

（昭和5）年12月17日に、代議士（前佐賀県農

会長、前小城郡是㈱社長）の石井次郎が小城郡

是製糸所を来訪し、作業状態及び工場設備を視

察していた（87）。

栗山賚四郎（文久3年8月23日生、佐賀県神

埼郡蓮池村）は、1881年東京専門法律科卒業

後、博文館社員、信府日報社・西肥日報社各

主筆等を歴職し（88）、神埼郡名誉職参事会員、

佐賀県会議員（1897年9月～1899年9月、憲政

会1916年3月～1929年3月）（89）、佐賀県会議長

（15代）（90）、衆議院議員（民政党1930年2月第

17回総選挙当選）（91）を務めた。栗山賚四郎は、

マスコミ界出身の佐賀県政界の有力者である。
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栗山賚四郎は、1944年1月15日に歿す。

佐賀県是蚕業㈱の副社長に政友会の石井次郎

と民政党の栗山賚四郎という二大政党のバラン

スをとった佐賀県政界有力者を据えていた。

専務取締役には、片倉製糸の九州幹事（前九

州監督）、片倉製糸傍系会社の長崎製糸㈱専務

取締役の尾沢虎雄（理事）が就任する（92）。尾

沢虎雄は、片倉尾沢製糸所・平野製糸所各所長

などのほか、既に九州内では鳥栖製糸所長、小

城郡是製糸所長を経験していた。尾沢虎雄は、

企業経営に通じた、経験豊富な片倉製糸の幹部

社員である。

取締役の内、山口　渉は、東松浦郡厳木村長

（1912年7月～1924年7月）、助役（1904年3月

～1912年7月）、村会議員（1929年5月～1937

年4月）（『厳木町史』下巻、唐津市、2011年、

323～324、316頁）、厳木信用販売購買組合（1922

年1月18日設立）3代組合長（『佐賀県農協30

年のあゆみ』佐賀県農業協同組合中央会、1978

年、464頁）である。山口　渉は、東松浦郡地

方の政財界の有力者であった。

取締役・貞包礼太郎は、神埼郡神埼町長第6

　第４表　佐賀県是蚕業株式会社役員

氏　名 経　　　歴
代表取締役社長 今井　五介 片倉製糸紡績㈱取締役社長
副社長（取締役） 石井　次郎 多久銀行頭取・監査役、衆議院議員、佐賀県会議員（議長）

〃 栗山賚四郎 信府日報・西肥日報各主筆、衆議院議員、佐賀県会議員・議長
常務取締役 尾沢　虎雄 片倉製糸九州監督・幹事、鳥栖製糸所長、小城郡是製糸所長
取締役 山口　　渉 東松浦郡厳木村長・助役・議員、厳木信用販売購買組合長
〃 貞包礼太郎 前佐賀県是蚕業㈱専務取締役、神埼郡神埼町長、神埼郡農会長
〃 武富　平三 小城郡農会長、晴田村長、私立晴田通俗図書館長
〃 古賀　哲郎 金融（質物）業者、鳥栖郵便局長、大正蚕種合資会社代表、鳥栖町長
〃 西原藤三郎 有限責任大詫間信用組合長（佐賀郡大詫間村）、大詫間村長・農会長
〃 井手口達一 佐賀県農業会理事・藤津支部長、佐賀県会議員、藤津郡能古見村長
〃 米満鹿太郎 佐賀県会議員、多久銀行監査役、佐賀県官吏、佐賀蚕種合資会社・社長
〃 古川　虎八 佐賀県農業会理事・杵島支部長、杵島郡武雄町農業会長、杵島郡農会技師
〃 野口　真幸 鳥栖製糸所長、高知製糸所長、尾沢製糸所長
〃 山岡　政市 熊本尾沢製糸所長
〃 大櫛平三郎 熊本県蚕業試験場長、片倉佐賀蚕種製造所長

監査役 副島　元市 佐賀県農業会副会長、佐賀県会議員、伊万里市農業委員
〃 本村　久雄 佐賀県農業会理事、佐賀郡久保村農業会長、久保泉村信用販売購買利用組合長
〃 小山　自三 薩摩製糸㈱鹿児島工場長、松江片倉製糸㈱所長

（注）1．取締役の就任期間は、1933 年 12 月 26 日～ 35 年 7 月 30 日。以降、再選見込み。
　　 2．監査役の就任時期は、1938 年頃。

（資料） 『昭和十一年度　取締役会議案綴　本店庶務課』、片倉製糸紡績株式会社考査課編『片倉製糸紡績株
式会社二十年誌』1941 年、459 頁、内尾直二編『第十一版　人事興信録』（人事興信所、1938 年）、
谷元二『第十三版　大衆人事録』（帝国秘密探偵社・国勢協会、1940年）、『第四十版　銀行会社要録』（東
京興信所、1936 年）、小城郡教育会編『小城郡誌』（名著出版、1974 年）、『佐賀銀行史』（佐賀銀行、
1971 年）、『佐賀県農協三十年のあゆみ』（農協創立 30 周年記念事業実行委員会、1978 年）、高瀬末
吉編『昭和五年版　大日本商工録』（大日本商工会、1930 年）、『佐賀新聞』、富谷益蔵『佐賀県官
民肖像録』（博進社、1915 年）、『大櫛平三郎先生伝・研究業績要録』（大櫛平三郎先生顕彰記念事
業会、1964 年）などにより作成。
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代・1910年7月～1922年7月、第8代・1932年

3月～1936年3月（前掲神埼町史編さん委員会

編『神埼町史』682頁）、神埼郡農会長（『佐賀

市史』第四巻、近代編大正・昭和前期、佐賀市、

1979年、361頁）、佐賀県是蚕業㈱創立当初の

取締役（前掲堀江　巽編『大正九年版　帝国蚕

業大鑑』同社「広告」）、後に専務取締役などを

歴任する。貞包礼太郎は、神埼郡地方の政財界

有力者で、佐賀県是蚕業㈱の有力創立メンバー

であった。

武富平三（佐賀県小城郡晴田村、現・小城

市）は、小城郡晴田村長（1919年～1932年3月）、

私立晴田通俗図書館（1915年11月創立）館長、

晴田村教育後援会（1928年創立）会長、小城

郡是製糸㈱監査役、小城郡農会長（1927年～

1946年）（93）などを歴任する。武富平三が小城

郡農会長就任時に、前記石井次郎が小城郡農会

評議員を務める。1929（昭和4）年3月24日か

ら1週間、小城郡是製糸所が管内養蚕組合指導

員講習会を開催した際の主な来賓者の1人とし

て小城郡農会長の武富平三が出席している（94）。

翌々年10月4日には小城郡農会長の武富平三が

小城郡是製糸所を繭取引状況視察のために来訪

する（95）。同年12月2日に小城郡是製糸所の所

長・河西民衛は、杵島郡実行組合聯合会設立の

件に付き、武富平三小城郡農会長の自宅を訪問

し、意見交換する。武富平三は、「小城郡産業開

発の中枢機関」、小城郡「農業界の中枢機関（96）」

としての小城郡農会の有力者であり、片倉製糸

（小城郡是製糸所）の蚕業政策遂行の上で重要

な人物であった。佐賀県是蚕業㈱の役員として

懇請するに値する人物であるといえよう。

取締役・古賀哲郎（佐賀県三養基郡鳥栖町）

は、上述のように片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の

事業を継承する前の同社常務取締役から、引き

続き経営陣の1人として就任する。古賀哲郎は、

大正蚕種合資会社（1918年3月設立）代表無限

責任社員、九州製薬株式会社（1923年3月設立）

代表取締役社長、鳥栖町の金融（質物）業者

（1930年営業税88円、所得税609円納入）（97）で

あり、鳥栖郵便局長、鳥栖町の町長（1929年3

月～ 1936年11月）（98）でもあった。古賀哲郎の

所得税額は、金融（質物）業者として三養基郡

内において橋本虎之助（鳥栖町）に次ぐ。片倉

製糸北九州監督・武井槙太郎（理事）の告別式

（1929年6月1日）の主な弔問者に古賀鳥栖町

長の名がみえる（99）。尚、古賀哲郎は、片倉製

糸紡績㈱の株主である。1929年度末に同社株

式110株、1936年度末に55株を所有する（100）。

古賀哲郎は、蚕種業等経営者のほか、鳥栖製糸

所所在の鳥栖町の有力者である。

取締役・西原藤三郎は、1912（明治45年）5

月30日設立の有限責任大詫間信用組合（佐賀

県佐賀郡大詫間村）の組合長、大詫間村の村

長（1905年10月～1937年6月）、農会長、漁業

組合長、有明海苔㈱社長、1919年1月設立の佐

賀塗料製造株式会社（佐賀郡中川副村）取締役

である（101）。西原藤三郎は、佐賀郡内の農業団

体（農会、産業組合）を始めとする政財界の有

力者であった。

取締役・井手口達一（明治10年2月15日生、

佐賀県藤津郡能古見村）は、能古見村長（1925

年11月～ 1939年6月）、助役、藤津郡農会長・

養蚕組合長、佐賀県農会理事･養蚕組合連合会

副会長･畜産組合連合会理事・山林会理事･養

鶏組合理事、佐賀県会議員（民政党1933年3

月～1945年4月）（102）、佐賀県農業会（1943年

12月30日創立）の理事（藤津支部長）（103）など

を歴任する。井手口達一は、佐賀県政界・農業

団体（農会等）の有力者である。

取締役・米満鹿太郎（明治10年5月29日生、

佐賀県小城郡北多久村、現・多久市）は、京

都高等蚕業学校（別科）出身の佐賀県官吏（蚕

業取締吏員、地方種繭審査会書記、俸給月27
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円）、佐賀蚕種合資会社長、大正蚕種合資会社

無限責任社員、佐賀県参事会員、佐賀県会議員

（政友会1929年3月～1937年3月）（104）などを歴

任し、前記石井次郎が頭取を務めた多久銀行の

監査役に就任している（105）。米満鹿太郎は、石

井次郎に連なる政友会派の県会議員である。佐

賀県会議員の米満鹿太郎の「職業」欄は、「農

業」である。米満は、富農経営を基盤としてい

る。佐賀県是蚕業㈱の創立と共に佐賀蚕種合資

会社（小城郡三日月村）は、解散･合流した模

様である。米満鹿太郎は、佐賀県是蚕業㈱創立

時に監査役に就任しており、佐賀県官吏として

同社経営監視役の立場にあったものといえよう。

1927（昭和2）年7月3日に米満鹿太郎は、小

城郡是製糸所の片倉所長、熊田熊一と共に鳥栖

製糸所へ来所し、佐賀郡一円（川上村を除く）を

初秋蚕より鳥栖製糸所所属とする交渉を行う（106）。

川上地方は、佐賀県内の養蚕盛業地として知ら

れており、小城郡是製糸所は、この地方を特約

地盤として保持する必要があったのであろう。

特約地盤の変更には、地元有力者の援助を頼み

とすることがあったようである。同年9月6日

には、米満鹿太郎は、小城郡農会長、杵島郡農

会長と共に鳥栖製糸所へ来所し、小城郡是製糸

所を両郡の養蚕組合に開放する件について協議

の上、原案等を作成する（107）。この問題に関し

ては、両郡養蚕家の一部に意思の不一致が生じ

たため協議が進まず、小城郡是製糸所は、一応

打切りこの実行を他日に留保することを1928

（昭和3）年4月16日に両郡農会に正式に通告

することになった（108）。佐賀県是蚕業㈱専務の

米満鹿太郎は、1931（昭和6）年1月7日に小

城郡是製糸所に同日開催の佐賀県是蚕業㈱株主

総会の件について来所する（109）。小城郡是製糸

所は、同日午後4時同氏より株主総会の結果、

片倉製糸への委任の件可決した旨の通知を受け

る。小城郡出身の米満鹿太郎は、小城郡是製糸

所とは懇意にしていたことが窺われる。また同

年5月13日には米満鹿太郎は、小城郡是製糸所

に桑葉不足補充法及び小城郡聯合組合統制の件

について打合せのため来所する。同月24日に

米満鹿太郎は、繭検定所の件と蚕況聴取のため、

小城郡是製糸所を来訪する。同年7月22日、小

城郡是製糸所は、講堂において小城郡、佐賀郡、

杵島郡各町村技術員の協議会を開催する。この

協議会に米満鹿太郎が出席していた。尚、同年

2月19日に片倉佐賀蚕種製造所より出火し、新

旧事務所、蚕室2棟が全焼する。小城郡是製糸

所は、片倉製糸九州監督より鳥栖製糸所、小城

郡是製糸所、佐賀県是蚕業㈱及び米満鹿太郎氏

と相談の上、「宜敷善後策ヲ講ズル様」にとの

電話を受ける。翌々 21日に佐賀県是蚕業㈱の

菰田社長、米満重役、鳥栖製糸所矢崎所長が小

城郡是製糸所に来所し、失火善後策に付いて打

合せを行う。斯くの如く、佐賀県是蚕業㈱の役

員の中で、米満鹿太郎は重要案件において屢次

登場しており、米満鹿太郎は、実質的な実務遂

行者、同社事業の中心的役割を果していたもの

と思われる。但し、常務取締役に片倉製糸の尾

沢虎雄就任からは、尾沢がこの役割を果すこと

になったのであろう。

取締役・古川虎八（佐賀県杵島郡武雄町、

現・武雄市）は、杵島郡農会技師、武雄町信用

販売購買利用組合（1930年9月26日設立）の

二代組合長、佐賀県農業会（1943年12月30日

創立）理事・杵島支部長、武雄町農業会（1944

年3月9日設立）初代・三代会長を歴任する（110）。

古川虎八は、杵島郡農業団体（農会技師）の有

力者である。

以上から、佐賀県是蚕業㈱の地元取締役は、

佐賀県会議員及び東松浦郡、神埼郡、小城郡、

佐賀郡、藤津郡、杵島郡等の佐賀県諸郡に亘る

農会・農業団体の有力者を中心に構成されてい

たことがわかる。
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取締役・野口真幸は、鳥栖製糸所長である（111）。

野口は、鳥栖製糸所赴任以前には、片倉傍系製

糸会社の片倉江津製糸㈱工場長、高知製糸所長

などを歴任する（112）。野口真幸は、経験豊かな

片倉製糸幹部社員である。

取締役・山岡政市は、熊本尾沢製糸所長であ

る（113）。山岡政市は、熊南工場懇談会会長、熊

本県蚕糸業聯盟会委員、輸出生糸同業組合評議

員会実行委員となり、また1930（昭和5）年4

月2日開催の大日本蚕糸会第25回総会及び熊本

支部第3回総会において、大日本蚕糸会有功章

を受章する（114）。山岡政市は、長らく熊本尾沢

製糸所長を勤めた、片倉製糸のベテラン幹部社

員である。山岡政市は、片倉製糸紡績㈱の株主

であり、1929年度末に280株、1936年度末に

100株を各所有していた（115）。

取締役・大櫛平三郎は、熊本県蚕業試験場長

から、1933（昭和8）年11月に片倉製糸紡績㈱

に入社し、片倉佐賀蚕種製造所長（準社員）に

就任する（116）。片倉製糸以外にも郡是製糸その

他2，3の製糸会社から入社の誘いがあったが、

片倉製糸の原料部長で大櫛平三郎と同窓生（農

商務省蚕業講習所卒業）の野崎熊次郎の懇請に

より、また勤務地を家庭の事情から九州地区と

いう条件を諒承したことから片倉製糸に入社を

決断したという。野崎熊次郎は、曾て鳥栖製糸

所長を勤めており、卒業後も大櫛平三郎と親交

を深めていたのであろう。大櫛平三郎の片倉佐

賀蚕種製造所長就任と共に、同所長の藤岡豊海

は、片倉沼津蚕種製造所長に転勤する。

大櫛平三郎は、「分離白1号」の育成者で、

1930（昭和5）年から熊本県の配付品種（夏秋

期）となり、全国的にも広く用いられた蚕品種

であり、解舒良好、糸質にも優れていることを

特徴としている（117）。大櫛平三郎入社後は、「分

離白1号」の改良と「満月」との組み合せにつ

いて研究を進めている。片倉製糸の「分離白1

号」（原蚕種管理品種の日9号）は、この「熊

本分離白1号」の改良種といわれている。従来、

夏秋蚕の品種は、作柄、解舒不良という難点が

あったが、この「分離白1号」は、解舒、糸質、

糸量に優れ、夏秋期の飼育に適するのみならず、

春蚕用としても多用されるに至る。「わが国蚕

品種の歴史に一新紀元を画した（118）」品種であ

った、といわれる所以である。大櫛平三郎は、

「地方蚕業試験場長の白眉」、「我が蚕糸会が有

するナンバーワン的の試験場長」という評価を

得ていた（119）。大櫛平三郎の主な研究業績は、

以下の通りである。

〈『熊本県蚕業試験場報告』〉
 ・「 蚕卵ノ冷蔵塩酸卵化法ニ就テ」（第1巻第2

号、1925年6月）

 ・「 夏秋蚕不作（主トシテ軟化病ニヨル）ノ原

因ニ関スル研究　第一報　蚕児飼育温度、

湿度、蚕品種並ニ蚕期ノ差異ニ依ル飼料ト

ノ関係」（第1巻第3号、1925年7月）

 ・「 硬軟程度ヲ異ニスル桑葉ノ蚕児飼料的価値

ニ就テ　第一報　夏秋蚕期ニ於ケル稚蚕用桑

ニ就テノ観察」（第2巻第1号、1926年5月）

 ・「 原蚕飼育温度ガ卵並ニ次代蚕ニ及ス影響ニ

就テ」（第2巻第1号、1926年5月）

 ・「 夏秋蚕不作（主トシテ軟化病ニヨル）ノ原

因ニ関スル研究　第二報　気流ノ有無ガ家

蚕ノ幼虫ニ及ス影響ニ就テ」（第2巻第4号、

1927年12月）

 ・「 夏秋蚕不作（主トシテ軟化病ニヨル）ノ原

因ニ関スル研究　第三報　温度ノ高低並ニ

変化ガ家蚕ノ幼虫並ニ蛹ニ及ス影響ニ就テ」

（第2巻第5号、1928年4月）

 ・「 夏秋蚕不作（主トシテ軟化病ニヨル）ノ原

因ニ関スル研究　第四報　不時ニ襲来スル

不良気温ガ家蚕ノ幼虫並ニ蛹ニ及ス影響ニ

就テ」（第3巻第1号、1928年7月）
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 ・「 夏秋蚕不作（主トシテ軟化病ニヨル）ノ原

因ニ関スル研究　第五報　各蚕期ニ於ケル

桑葉ガ蚕作並ニ蚕ノ栄養ニ及ス影響ニ就テ」

（第3巻第3号、1928年12月）

 ・「 夏秋蚕不作ノ原因ニ関スル研究　第六報　

再ビ夏秋期一化蚕飼育困難ナル原因ニ就テ」

第3巻第3号、1930年10月）

 ・「 分離白一号（後ノ国蚕日九号）育成ノ経過

及本品種ノ性状ニ就テ」（第3巻第6号、

1933年1月）

 ・「 土壌水分ヲ異ニスル桑葉ノ飼料的価値並ニ

桑品種ノ土壌乾燥ニ対スル抵抗力ノ強弱ニ

就テ」（第3巻第7号、1935年5月）

〈『大日本蚕糸会報』、『蚕糸界報』（1928年～）〉
 ・「 種繭保護に関する実験成績」（第264号、

1914年、45～59頁）

 ・「 一代雑種の実行は易々たる問題なり」（第

271号、1914年、31～34頁）

 ・「 原蚕〆飼育とは何ぞや」（第322号、1918年、

13～19頁）

 ・「 浸湯酸卵化方法」（第352号、1921年、33～

39頁）

 ・「 本年秋蚕不作の原因と其予防策（秋蚕不作

の原因三点）」（第371号、1922年、7～9頁）

 ・「 未来の国母陛下を迎へ奉りて」（第379号、

1923年、43～45頁）

 ・「 蚕卵の人工越冬塩酸孵化法に就て㈠㈡㈢㈣」

第 388 号、1924 年、19～21 頁、 第 389 号、

1924年、27～30頁、第390号、1924年、21

～24頁、第391号、1924年、20～23頁）

 ・「 夏秋蚕不作（主として軟化病による）の原

因に関する研究（上）（下）」第404号、1925

年、27～33頁、第405号、1925年、27～31

頁）

 ・「 塩酸中の夾雑物が蚕卵に及す影響に就て」

（第413号、1926年、30～34頁）

 ・「 秋蚕桑葉の硬軟程度と蚕児飼料的価値」（第

414号、1926年、53～57頁）

 ・「 夏秋蚕不作の原因に関する研究」（第439号、

1928年、40～51頁）

 ・「 初秋蚕繭質改良の実際」（第441号、1928年、

34～40頁）

 ・「 産業合理化より観たる蚕の品種改良及飼育

法問題」（第466号、1930年、83～85頁）

 ・「 再び夏秋期一化蚕飼育困難なる原因に就て」

（第480号、1932年、23～34頁）

 ・「 聖上陛下の御親臨を仰ぎ奉りて」（第479号、

1932年、78～82頁）

 ・「 夏秋蚕新種分離白一号並に其交雑種に就て」

（第496号、1933年、68～69頁）

上記研究業績からも大櫛平三郎の育蚕種研究

者として傑出した能力を備えていたことは、疑

いないことであろう。

片倉製糸取締役会（1937年5月18日開催）

における「昭和十二年度現業主任会議経過報

告」の中で、「繰糸時期ヲ問ワザル…特殊ナル

欠点ナキ」蚕品種として「分離白×満月」を

挙げていた（120）。同年片倉社製蚕種の内、「分

離白×満月」は、春期（413,000 ヶ）の61.8％、

秋期（130,000 ヶ）の72.2％を占めていた。

「満月」は、片倉製糸普及団の小針喜三郎が育

成した品種で、「交雑能率、産卵性等全般的な

性質において画期的な良種（121）」である。大櫛

平三郎育成の「分離白1号」と小針喜三郎育成

の「満月」の組合せ、即ち「分離白1号×満

月」は、作柄、解舒、糸質、糸量に優れた画期

的な交雑種である。この交雑種は、片倉製糸に

おいて両俊英の出合いから生まれ、「分離白1

号」と「満月」の改良と両品種の組み合せの研

究を一層進展させて、日本蚕糸業の発展に大き

な貢献を果たすことになった。大櫛平三郎と小

針喜三郎は共に中途入社である。片倉製糸の優



― 166 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

れた人材の確保は、中途採用という形で実現し

ていた。

監査役に関しては、資料的制約から上記役員

とは就任時期が異なり、1940年頃の時期に限

定される。

監査役・副島元市（明治22年4月6日生、西

松浦郡松浦村、現・伊万里市）は、西松浦郡役

所農区技手、農業技手、佐賀県農業会（1943年

12月30日設立）副会長、伊万里市農業委員（122）、

佐賀県会議員（1945年4月～）（123）等を歴任す

る。県会議員の副島元市の「職業」欄は、「農

業」と記載されており、富裕農・副島元市は、

佐賀県政界及び農業団体の有力者といえよう。

監査役・小山自三は、片倉製糸傍系会社の薩

摩製糸㈱鹿児島工場長である。小山自三は、片

倉大阪出張所長、松江片倉製糸㈱所長から、

1934（昭和9）年度以降、薩摩製糸㈱鹿児島工

場長に就任している。小山は、1937年には既

に佐賀県是蚕業㈱の監査役に就任していた。小

山自三は、経験豊富な片倉製糸の幹部社員であ

る。

監査役・本村久雄（佐賀県佐賀郡久保泉村、

現・佐賀市）は、久保泉村長（『職員録』（昭和

二年七月一日現在）、内閣印刷局、1927年、

984頁）、久保泉村信用販売購買利用組合（1920

年3月6日設立）3代組合長、佐賀県農業会

（1943年12月30日設立）理事、久保泉村農業

会（1944年3月7日設立）初代会長（前掲『佐

賀県農協30年のあゆみ』66、406頁）などを歴

任する。本村久雄は、佐賀県農業団体の有力者

である。監査役3名の内、副島元市と木村久雄

は、片倉製糸の佐賀県是蚕業㈱の事業継承以来、

同社監査役を務めており（各年版『帝国銀行会

社要録』）、この両名は、地元の有力農会関係者、

残り1名は、片倉製糸の幹部社員で九州所在の

片倉傍系製糸会社工場長である。

片倉製糸による佐賀県是蚕業㈱の圧倒的株式

所有の下で、佐賀県是蚕業㈱の役員中、同社を

代表する取締役社長と専務取締役という枢要な

役職を片倉製糸が占めていた。換言すれば、片

倉製糸による佐賀県是蚕業㈱の新経営体制の構

築である。片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業を

継承した当初は、経営者構成に大きな変化はな

く、片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の株式所有を増

大させ、経営支配を確固たるものにした上で経

営体制の刷新を決行したのであろう。

1939,40年頃迄に、佐賀県是蚕業㈱の役員に

変更が大分生じていた。同社取締役社長は今井

五介が継続する中で、副社長は石井次郎が退任

し、栗山賚四郎1名となる。専務取締役には大

櫛平三郎が就任していた（124）。前専務取締役の

尾沢虎雄は、片倉下諏訪製糸所長に転任してい

る。取締役は、地元側では山口　渉、貞包礼太

郎、古賀哲郎、西原藤三郎、米満鹿太郎、古川

虎八が退任し、新たに武富礼太郎、江頭六助、

中川原賢治、渡辺藤三郎、福富瑛次郎が就任す

る。この新取締役5名は、1936年末以降の就任

である（各年版『帝国銀行会社要録』）。井手口

達一と武富平三のみが継続就任している。片倉

製糸側では平取締役は、片倉製糸幹部社員で、

鳥栖製糸所長の尾沢郁司1名のみである。前鳥

栖製糸所長の野口真幸は、片倉尾沢製糸所長に

転勤する。佐賀県是蚕業㈱取締役の大幅な入れ

替えが進んでいる。

新取締役の内、武富礼太郎（明治17年1月7

日生、佐賀県杵島郡佐留志村、後に3村合併し

て江北村）は、佐賀県会議員（憲政会1925年3

月～1929年3月）（125）、佐賀県農会長（1937年

8月～ 1939年8月、1940年8月～ 1944年1月）、

佐賀県農業会（1943年12月30日設立）顧問（126）、

江北村農業会（1944年3月31日設立）初代会

長などを歴任する。佐賀県会議員の武富礼太郎

の「職業」欄は、「農業」と記述しており、地

方富裕農・武富礼太郎は、佐賀県政界及び農業
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団体（農会）有力者である。

取締役・江頭六助（明治20年3月1日生、佐

賀県東松浦郡相知村、後に相知町）」は、火薬

類販売業を営む多額納税者（直接国税1,206

円）、1919年6月設立の相知土地株式会社（相

知村）取締役（127）であり、佐賀県参事会員、佐

賀県会議員（政友会1929年3月～1947年4月）、

相知町第11代町長（1943年）（128）、佐賀県会議

長（20代）（129）などを歴任する。佐賀県会議員

の江頭六助の「職業」欄には、「火薬業、農業」

とあり、江頭六助は、農業と火薬類販売を家業

として、佐賀県議会で活躍していた。また江頭

六助は、佐賀県農会長（1935年8月～1937年8

月）、佐賀県農業会（1943年12月30日設立）

顧問（130）を務める。江頭六助は、佐賀県政界並

びに農業団体（農会）有力者であった。

取締役・渡辺藤三郎（西松浦郡黒川村、現・

伊万里市）は、黒川村信用販売購買組合（1924

年4月17日設立）2代組合長（前掲『佐賀県農

協30年のあゆみ』473頁）、西松浦郡畜産組合

（1918年9月5日設立）評議員（西松浦郡役所

編『西松浦郡誌』（復刻版）名著出版、1972年、

260～262頁）などを歴任する。

取締役・中川原賢治は、三養基郡旭村長

（1928年4月～1936年4月）、大正蚕種合資会社

無限責任社員、九州製粉精穀株式会社（1920

年5月設立）社長、佐賀県農業会（1943年12

月30日設立）理事である（131）。渡辺藤三郎、中

川原賢治共に、上記武富礼太郎、江頭六助同様、

佐賀県農業団体の有力者であった。

取締役･福富瑛次郎（佐賀県神埼郡仁比山村）

は、神埼郡蚕業技手（前掲神埼町史編さん委員

会編『神埼町史』980～981頁）、1912年2月13

日設立（組合員21名）の無限責任八子信用生

産購買販売組合（養蚕、仁比山村大字城原字八

子）組合長（『佐賀県産業組合一覧表（大正十

年三月一日現在）』佐賀県内務部、1921年、9

頁）などを務める。八子部落による『福富瑛次

郎君頌徳碑』が1921年1月に建立される。

佐賀県是蚕業㈱の取締役構成は、片倉製糸の

同社事業継承以来、地元の農業関係団体（農会、

産業組合等）の有力者、佐賀県会議員たちを配

していたことがわかる。

佐賀県是蚕業㈱は、1935（昭和10）年下益

金7,478円、前期繰越益金178円を実現してい

る（132）。同社地元側の経営者たちは、高度な専

門経営者とはいえず、片倉製糸に全面的に依存

することによって、経営の安定と利益の達成を

実現することができたものといえよう。

片倉製糸が事業継承せず、佐賀県是蚕業㈱が

事業継続をした場合、資金力、高度な技術力、経

営力等を欠くため、時勢に対応できず、経営破

綻は免れなかったであろう。片倉製糸の佐賀県

是蚕業㈱の事業継承とその安定は、同時に旧秩

序、地方支配体制の維持に寄与することになる。

（6）片倉佐賀蚕種製造所の建物設備拡充

片倉佐賀蚕種製造所の「創業時代」の建物設

備は、事務室、蚕種製造室、蚕児飼育室、蚕種

冷蔵庫、鏡検室、実験室、人工孵化室、寄宿舎、

食堂等であった（133）。以下、限られた片倉製糸

内部資料によって、建物設備の拡充内容を検討

することにしよう。

片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業継承した年

には、早々に片倉佐賀蚕種製造所設備の母蛾調

整機、顕微鏡の購入と営繕に着手する。1931

（昭和6）年3月28日開催の片倉製糸取締役会は、

片倉佐賀蚕種製造所より申請の母蛾調整機と顕

微鏡購入の件に付いて審議している（134）。その

内容は、母蛾調整機1台（代金1,000円）、顕微

鏡12台（代金518円40銭、1台43円20銭）、合

計1,518円40銭であった。同年4月28日開催の

片倉製糸取締役会に片倉佐賀蚕種製造所の営繕

費2,151円を議案上呈する（135）。この内訳は、
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寄宿舎2棟工費583円、繭荷受場工費345円、

抑制室工費158円、渡り廊下工費332円、門衛

工費168円、外囲工費136円、浴場工費428円

であった。

翌年の片倉製糸取締役会（1932年2月27日

開催）では、片倉佐賀蚕種製造所設置の消防用

小型ポンプ購入（代金350円）について協議す

る（136）。片倉佐賀蚕種製造所は、購入理由とし

て現在2重瓶式消火器20個配置するが、近隣草

葺家屋にして火災上懸念のため新調を希望して

いた。この案件は、可決している。

翌33（昭和8）年10月18日開催の片倉製糸

取締役会において、片倉佐賀蚕種製造所申請の

冷蔵庫改築（工費16,268円）について審議す

る（137）。この改築理由は、「現在ノ冷蔵庫（氷

庫毎年氷代1,500円ヲ要ス）ハ腐朽甚シク且ツ

装置不完全ニシテ蚕種15万箱ノ冷蔵ニ堪ヘス

尚明年1月20日頃ヨリ使用ナスニ依リ此際御承

認願タシ」というものであった。この建物冷蔵

設備等は、木造瓦葺平屋建（梁間5間、桁行13

間）建坪65坪（工費2,275円）、アンモニア式

冷蔵設置一式（13,443円）、給水、動力配線そ

の他雑工事一式（550円）である。蚕種15万箱

を安全に冷蔵するためには、片倉製糸が佐賀県

是蚕業㈱の事業を継承した当時の老朽化した旧

式冷蔵庫では限界が生じていたのである。

更に片倉製糸は、1934（昭和9）年2月8日

開催の取締役会に片倉佐賀蚕種製造所の採種室

と試験蚕室その他の増改築の議案を提出する（138）。

この内訳は、採種室瓦葺2階建（6間×13間）

延坪156坪（工事代金5,728円）、試験蚕室瓦葺

平屋建（4.5間×22.5間）一部2階建地下造、

延坪117坪（工事代金4,563円）、渡廊下トタン

葺平家（1間×21.75間）建坪21坪75（工事代

金405円）、貯繭庫兼宿舎移転瓦葺平屋建（4間

×21間）建坪84坪（工事代金672円）、冷蔵庫

連絡廊下（1間×23間）トタン葺平屋建、建坪

23坪（工事代金414円）、採種室及び試験蚕室

内部設備一式（工事代金1,690円）、合計

13,672円であった。この議案は、取締役会に

おいて「可決」する。

第5表は1935（昭和10）年2月8日開催の片

倉製糸取締役会に提出の片倉佐賀蚕種製造所の

製造設備増設並びに寄宿舎、食堂改築について

の議案である。この提案理由は、「佐賀県是蚕

業株式会社ノ事業継承以来遂年製造額ヲ増加シ

現在ノ不完全ナル設備ヲ以テハ要求額ヲ充タス

コト能ハサルノミナラス保護取扱上ノ欠陥ニ基

ク産卵量ノ低下脱落卵ノ増加等極メテ経済上不

利ナルヲ以テ採種室試験蚕室荷受所ヲ増築シ尚

人員ノ増加（最盛期三五〇人）ニ伴ヒ寄宿舎食

堂ヲ増改築シタシ」というものであった。片倉

　第５表　片倉佐賀蚕種製造所の施設新増築案件（1935年）

採種室 梁間 6.0、 桁行 10.0 木造2階建 新築 延坪 120 坪 坪当 40 円 4,800 円
試験蚕室 梁間 4.5、 桁行 2.5 木造2階建 増築  〃 22 坪 5  〃 30 円 675 円

荷受所 梁間 1.5、 桁行 11.0 木造平屋建 新築 建坪 16 坪 5 〃  〃 495 円

女子寄宿舎 梁間 5.0、 桁行 12.0 木造2階建 新築 延坪 120 坪  〃 50 円 6,000 円
食堂 梁間 5.0、 桁行 13.5 木造平屋建 新築 建坪 67 坪 5  〃 40 円 2,700 円
炊事物置 梁間 3.0、 桁行 5.0 木造平屋建 改築  〃 15 坪  〃 20 円 300 円
炊事人寄宿舎 梁間 2.0、 桁行 2.5 木造平屋建 改築  〃 5 坪  〃 25 円 125 円
諸家屋取毀費其他 延坪 94 坪 5 95 円

合　　計 15,190 円
（資料）『昭和十年度　取締役会議案綴　片倉製糸紡績株式会社』。より作成。
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佐賀蚕種製造所の設立以来、蚕種製造量の増加

に伴い、従来の設備の不完全、欠陥の改善と増

加する従業員のための寄宿舎、食堂の増改築が

必要であった。採種室、試験蚕室、荷受所、女

子寄宿舎、食堂、炊事物置、炊事人寄宿舎、諸

家屋取毀費その他合せて工費15,190円に上る。

この案件は、片倉製糸取締役会において「可

決」をみる。

以上毎年のように、片倉佐賀蚕種製造所の建

物設備の拡充が進められていた。

更に片倉製糸は、1940（昭和15）年6月18

日開催の取締役会において、片倉佐賀蚕種製造

所の蚕種庫増設を審議している（139）。この増設

理由は、「越年種七万個ヲ完全保護スルニハ天

井高一二尺収容面積六〇坪ヲ要スルモ現蚕種庫

ハ二階建四八坪狭隘且天井高低ク構造不完全ニ

シテ階上ニ於テハ夏季八五度ニ昇リ本年ハ不取

敢送風装置ヲ設ケタルモ保護ノ完避ヲ期シ難キ

ヲ以テ外周ヲ煉瓦壁ト為シ内庫壁トノ間ニハ三

尺五寸天井ト屋根トノ間ニハ五尺ノ間隔ヲ設ケ

内庫ハ木骨両面嵌板張リ鋸屑詰トナシ外温ノ影

響ヲ防止シタシ」というものであった。この蚕

種庫（梁間6間52、桁行13間53）は、外周煉

瓦積瓦葺平屋建1棟88坪4、内庫共（単価154

円32銭）、工費13,642円である。この蚕種庫増

設案件は、片倉製糸取締役会において「可決」

する。従来の蚕種庫の手狭と構造上の不備、欠

陥は、この増設によって、改善されることにな

った。

片倉製糸が佐賀県是蚕業㈱の事業継承以来、

片倉佐賀蚕種製造所の建物設備は、一新される

ことになったといえよう。

尚、片倉佐賀蚕種製造所は、1942（昭和17）

年度の蚕種製造（2,178,000グラム）を最後に

製造を終了する（140）。佐賀県是蚕業株式会社は、

戦時期の1943（昭和18）年2月3日開催の片倉

製糸取締役会において、日本航空機㈱に売却の

件を議決し（141）、同月13日に日東航機工業㈱へ

賃貸されることになる。

おわりに

片倉組（片倉製糸）は佐賀県に進出し、鳥栖

製糸所と小城郡是製糸所を設立する。鳥栖・小

城郡是両製糸所は、佐賀県内の近代的大規模製

糸工場で、佐賀県製糸高の9割台を占めるほど、

圧倒的優位を確立していた。鳥栖製糸所は、佐

賀県と福岡県を中心に九州地方から、小城郡是

製糸所は、佐賀県3郡（小城郡、杵島郡、佐賀

郡）を中心に、各郡農会と市町村単位に特約取

引を行い、大量集繭体制を構築する。佐賀県は、

両製糸所の主要収繭基盤であった。

鳥栖製糸所、小城郡是製糸所共に特約取引は

高度に展開するものの、鳥栖製糸所においては、

特約組合（員）を指導する蚕業技術員は町村又

は農会所属であったが、十分な人数を確保する

には至らなかった。また小城郡是製糸所の場合

は、蚕業技術員は大部分が組合指導員であった。

町村又は農会所属の蚕業技術員は少なく、この

ため小城郡是製糸所は、特約組合指導員講習会

を開催して、組合指導員を養成していたのであ

る。

鳥栖製糸所と小城郡是製糸所が特約組合配布

蚕種は、佐賀県是蚕業㈱に供給を仰ぎ、片倉社

製蚕種は、僅かであった。佐賀県是蚕業㈱は、

1918（大正7）年に佐賀県農会の主導によって

設立する。片倉組が佐賀県是蚕業㈱の大株主と

して関与していたが、此れを以て同社の経営支

配権を確立したとは言い難い。片倉製糸側から

同社役員派遣や貸付金供給などを示す資料及び

記述は、見い出せない。片倉組（片倉製糸）は、

アドバイザー的役割を果していたにすぎないの

であろう。鳥栖製糸所長の野崎熊次郎が同社顧

問に就任しているにとどまる。佐賀県内蚕種製
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造業者20数名を糾合して組織した佐賀県是蚕

業㈱の蚕種製造高は、1927（昭和2）年にピー

クを迎えるまで急増していくが、その後減少に

向い、昭和恐慌期に入り一段と減少する。佐賀

県是蚕業㈱は、経営危機に直面していた。此に

至り佐賀県是蚕業㈱は経営再建を模索し、一時

片倉製糸による買収案も俎上するが、結局5 ヶ

年の賃貸借契約で同社事業を片倉製糸が継承す

ることになり、片倉製糸紡績㈱佐賀蚕種製造所

（片倉佐賀蚕種製造所）を設立する。

片倉佐賀蚕種製造所の蚕種製造高は、事業継

承以前よりも大幅に増加し、1934（昭和9）年

には300万グラムを超える。同所蚕種製造高は、

全国順位でみると最高で第4位まで上昇する。

片倉佐賀蚕種製造所の製造蚕品種は、「熊本分

離白1号」の改良種である「分離白1号」と片

倉製糸育成の「満月」の交雑種を中心に春、初

秋、晩秋各期を通じて多用された。九州地方片

倉製糸諸工場へ同所製造蚕種が配給される。

片倉製糸は、佐賀県是蚕業㈱の株式所有を高

め、1933（昭和8）年9月には同社株式を1,948

株所有まで増加する。同社株式総数の65％を

占める。この外に604株を一時引受け形式をと

り、前所有者、地方関係組合等に分譲すること

とした。合せると2,552株となり、同社総株数

の85％に達する。

持株数を増加した1933年末には、片倉製糸は、

佐賀県是蚕業㈱の経営体制を一新する。片倉製

糸側からは、同社代表取締役社長に片倉製糸紡

績㈱取締役社長の今井五介が就任する。専務取

締役には、九州地方片倉製糸諸工場の統括者

（九州幹事、前九州監督）及び平取締役に九州

地方の片倉有力製糸工場長や片倉佐賀蚕種製造

所長が各就任する。地元側からは、副社長（2

名）に佐賀県会議員や衆議院議員経験者で、マ

スコミ界の有力者、佐賀県農会・財界有力者を

配置する。両名は党派別にみると、政友会と民

政党に分れ、二大政党のバランスをとった布陣

である。平取締役には、東松浦郡、神埼郡、小

城郡、佐賀郡、藤津郡、杵島郡等の佐賀県諸郡

の農会・農業団体有力者、佐賀県会議員中心に

構成される。佐賀県是蚕業㈱の主要役員ポスト

は、片倉製糸側にて掌握していた。

片倉佐賀蚕種製造所長の大櫛平三郎が佐賀県

是蚕業㈱の平取締役に就任する。大櫛は、片倉

製糸入社前の熊本県蚕業試験場長時代に「分離

白1号」を育成したことで夙に知られていた。

片倉製糸入社後に大櫛平三郎は、「分離白1号」

の改良と片倉普及団の小針喜三郎が育成した

「満月」との組み合せの研究を進めている。こ

の交雑種「分離白×満月」は、解舒、糸質、

糸量に優れた特性を持ち、片倉製糸に止まらず、

日本蚕糸業の発展に大きく貢献したことは疑い

ないところである。

監査役については、地元側は、佐賀県佐賀郡

及び西松浦郡農業団体有力者（佐賀県会議員兼

務を含む）である。片倉製糸側は、九州地方の

有力片倉製糸傍系会社の工場長である。片倉製

糸側の役員は、経営者として定評のある今井社

長のほか、経験豊富で有能な幹部社員であった。

佐賀県是蚕業㈱の役員は、その後地元側を中

心に大幅な交替が生じている。片倉製糸側では、

今井五介の社長継続以外では、主な交替として

は専務取締役に大櫛平三郎が就任する。大櫛平

三郎が佐賀県是蚕業㈱の実質的な経営責任者と

なったといえよう。地元側では、副社長1名と

平取締役6名が就任する。この平取締役は、佐

賀県会議員やその経験者及び農業団体（農会）

有力者などであった。

片倉製糸による佐賀県是蚕業㈱の事業継承は、

片倉製糸の下で事業の立直しと発展が図られる

ことになった。換言すれば、片倉製糸が地方支

配体制の維持に与したことになる。一方で、地

方支配体制の上に片倉製糸の事業が安定的に遂
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行できたのである。

片倉佐賀蚕種製造所の蚕種製造高の増加は、

建物設備の拡充、増改築を伴い、建物設備は、

一新されることになった。

片倉製糸と委任経営契約を結ぶ九州蚕種株式

会社の事業に関しては、別稿を用意したい。

註
（1）片倉製糸の蚕種製造に関する研究としては、

拙稿「片倉製糸の蚕種生産体制の構築～一代交
雑蚕種普及団を中心に～」（専修大学社会科学
研究所『社会科学年報』第44号、2010年）。拙
稿「片倉製糸の地方蚕種製造所の設立と蚕種配
給～姫路・福島両蚕種製造所を中心に～」（専
修大学社会科学研究所『社会科学年報』第45号、
2011年）。拙稿「片倉製糸の蚕種製造委託と地
方蚕種家」（専修大学社会科学研究所『社会科
学年報』第46号、2012年）。拙稿「片倉製糸の
北陸地方における製糸業経営と蚕種配給体制」

（専修大学社会科学研究所『社会科学年報』第
47号、2013年）がある。

（2）佐賀県農業史編纂委員会編『佐賀県農業史』
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平三郎君」（『大日本蚕糸会報』第379号、1923
年）42頁。「蚕海を泳ぐ人々」（「大櫛平三郎君」
『蚕糸界報』第466号、1930年）101～102頁。

（120）『昭和十二年分　取締役会議案綴　本店庶
務課』。

（121）横山忠雄「多糸量系品種の繭糸質の改良と
強健性品種」（『蚕糸科学と技術』第15巻第7号、
1976年、50頁）。

（122）『大正二年 職員録（乙）』印刷局、1913年、
678頁。『大正五年 職員録（乙）』印刷局、1916
年、741頁。前掲『佐賀県農協30年のあゆみ』
66頁。伊万里市史編纂委員会編『伊万里市史』
本篇、伊万里市役所、1963年、663頁。

（123）前掲佐賀県議会史編纂委員会編『佐賀県議
会史』下巻、847頁。浅野松次良『第四十七版
　日本紳士録』（交詢社、1944年5月、64頁）
では、副島元市の佐賀県会議員選出の時期は、
稍早い。

（124）前掲『片倉製糸紡績株式会社二十年誌』
458～459頁。

（125）前掲佐賀県議会史編纂委員会編『佐賀県議
会史』下巻、841頁。

（126）前掲『佐賀県農業団体史』40、130頁。前
掲『佐賀県農協30年のあゆみ』66、492頁。

（127）前掲『第十三版　大衆人事録』「佐賀県」2
頁。

（128）前掲『職員録』（昭和10年1月1日現在）
414頁。前掲佐賀県議会史編纂委員会編『佐賀
県議会史』下巻、842頁。相知町史編さん委員
会編『相知町史』下巻、相知町、228頁。

（129）前掲佐賀県議会史編纂委員会編『佐賀県議
会史』上巻、「歴代議長」。

（130）前掲『佐賀県農業団体史』30、129頁。前
掲『佐賀県農協30年のあゆみ』66頁。

（131）同上。前掲鳥栖市教育委員会編『鳥栖市
誌』第4巻 近代･現代編、91頁・表2-3。前掲

『第拾貳版 帝国銀行会社要録』（大正拾参年度）、
「佐賀県」13～14頁。

（132）安藤仁隆編『第三十八版 銀行会社要録』
「佐賀県」5頁。前掲『第四十版　銀行会社要
録』「佐賀県」6頁。1934年下益金7,346円、前
期繰越益金532円（安藤仁隆編『第三十九
版 銀行会社要録』「佐賀県」6頁）、1936年下
益金7,478円、前期繰越益金57円（安藤仁隆編

『第四十一版 銀行会社要録』「佐賀県」6頁）
である。

（133）前掲小城郡教育会編『小城郡誌』229頁。
（134）『自昭和五年一月至昭和六年十二月　取締

役会議案綴　本店庶務課』。
（135）同上。
（136）『昭和七年度　取締役会議案　片倉製糸紡

績株式会社』。
（137）『昭和八年度　取締役会議案綴　片倉製糸

紡績株式会社庶務課』。
（138）『自昭和八年九月至昭和十年十二月　取締

役会議案綴　庶務課』。
（139）『昭和十五年分　取締役会議案綴　本店庶

務課』。
（140）『片倉工業株式会社三十年誌』片倉工業株

式会社調査課、1951年、57頁。
（141）同上、「年表」9頁。

〔付記〕 本稿使用資料の収集において、専修大

学図書課の中田真美子氏にお世話にな

った。記して厚くお礼を申し上げる。
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１．はじめに

自動車交通事故民事損害賠償および自動車損

害賠償責任保険の立場1）から過失による法益侵

害により生ずる損害をどのように捉えるかにつき、

因果関係および帰責関係の視点から考察する。

もちろん、単なる自動車事故による運転当事

者自身の損害であれば、保険契約という視点に

立って、相当因果関係により把握することは、

周知のところであり、所謂１つの相当因果関係

によって解決されることになる。

ところが、自動車損害賠償責任保険というこ

とになれば、現在、保険者による示談代行がな

されるのが通例であり、保険者が加害運転被保

険者に代わって、民事責任の視点から責任成立

因果関係と責任範囲因果関係を把握し、これに

基づいて、給付成立因果関係と給付範囲因果関

係を明確にして損害填補をなすことになる。こ

の場合も、基礎は相当性を基本とする相当因果

関係であり、所謂2つの相当因果が問題とされ

ることになる。

ところで、このような状況は、常に、加害者

対被害者が1対1の場合である。

ところが、結果的に、加害者が複数の場合、

どのように判断したらよいであろうか。つまり、

被害者Cに対しての、加害者Aの責任、加害者

Bの責任をどのように捉えるかということが問

題になる。その場合に、被害第三者救済を前提

として、個々の加害者の責任をどのように捉え

るかという事につき、バランスのとれた対応が

必要になるであろう。

この小稿は、この点につき、緻密に分析した

前稿2）および前々稿3）の立場に立ち、再度、全

体的整理を順序だて、かつ総括するという意味

で種々の視点に立って、理論的解説を含めた簡

潔な分析をなすものである。

ただ、その場合、注意しなければならないこ

とは、最高裁判決は4）は、共同不法行為つまり

自動車交通事故民事損害賠償責任における因果関係と帰責関係
― 保険契約の視点から―

武　田　昌　之
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連帯責任の視点に立ち、被害第三者救済を重視

するために、因果関係の中断を認めないと判定

していることである。したがって、特に、従来、

因果関係の中断を適用して解決して来た問題に

どのように対応すべきかということが問題とさ

れるに至ったということである。

この問題につき、具体的に考察すれば、以下

のようになる。

つまり、複数の加害者が問題とされる場合に

は、共同不法行為による場合5）と競合的不法行

為による場合6）がある。共同不法行為において

は、連帯責任が認められ被害第三者は先行加害

者の保険者に対して直接請求することが可能に

なる。ところで、競合的不法行為の場合にも、

共同不法行為の場合と同様に先行加害者が対外

的に全責任を負担するのかということが問題に

なる。この点については、被害第三者救済とい

う視点から、被害第三者の直接請求権を認めな

ければならないということになる。つまり、最

高裁判決7）がなされていることを注意しなけれ

ばならない。

その上で考えると、四宮説8）で説かれている

ごとく、無条件で先行不法行為者がその過失に

より総ての責任を負担しなければならないとい

うことには大きな疑問は避けられない。つまり、

競合的不法行為についても、先行加害者の過失

度よりも後発加害者の過失度が重い場合には当

然に問題ありとして適切な方策が考えられなけ

ればならないであろう。

そこで、最高裁判決に抵触しない方法で、対

内的な分担ではなく、その責任の所在を明確に

するために、分割をより明確に出来ないかとい

うこと、つまり、因果関係では解決のつかない

場合、どのように対処するかということを考え

ることが必要になる。

その場合には、前稿および前々稿で述べたご

とく、帰責関係9）で問題の解決をするというこ

とになろう。

つまり、帰責関係の性格を明確にした上で帰

責関係の断絶10）または中断を明らかにすれば

よい。このようにみて来ると民法理論の決着も、

後述するごとく、実はその根底において、各種

損害保険契約の機能の発揮に負うところ大であ

るということになる。換言すれば、全体として

観た場合に、すべての問題処理が適切に収まっ

ているように思われる複雑さの中にも1つの確

たる秩序があるということが出来よう。

本稿は、かかる視点に立って（つまり、最高

裁判決の意図している点を十分に考慮した上

で）、全体として順序だった纏めをすることを

考えたものである。したがって、推論の中で、

敢えて、最高裁判決の内容を特に明確化するこ

とを含めての論述とする。

1）　現今、自動車交通事故民事損害賠償は自動車
損害賠償責任保険により処理されるのが通常で
あろう。自賠責保険は強制であり、任意保険は
示談代行機能を有するので広く普及している。
かかる前提に基づき論述する。もちろん、過失
ある行為による責任は原則として有責性原理に
基づくものであり、因果関係が適用される。し
かし、因果関係だけでは決着のつかない問題が
あり、これが分析の対象となる。

2）　拙稿「自動車交通事故民事損害賠償における
複数加害者の責任（補稿）―自動車損害賠償責
任保険の視点から医師の重大な医療過誤につい
て―」『損害保険研究第74巻第1号』（以下拙稿
Ⅱとする。）1頁以下。

3）　拙稿「自動車交通事故民事損害賠償における
複数加害者の責任―自動車損害賠償責任保険の
視点から―」『損害保険研究第72巻第2号』（以
下拙稿Ⅰとする。）1頁以下。

4）本稿182頁以下。
5）本稿177頁参照。
6）本稿177頁参照。
7）本稿184～185頁以下。
8）本稿182頁 注18）参照。
9）本稿177～179頁。
10）本稿179頁。
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２．保険契約における因果関係説の推移

そもそも、保険契約における因果関係説は、

海上保険契約における場合は別として、相当因

果関係が適用される。自動車保険においても、

自動車事故によって生じた損害という場合、相

当因果関係説が適用されるのは当然であり、自

動車事故と相当因果関係にある損害が自動車保

険契約の普通保険約款の規定に準じて、損害填

補の対象とされることになる。したがって、こ

のことは、広く1つの相当因果関係として認識

されることになる。

ただ、自動車保険契約も、その賠償責任条項

である所謂自動車損害賠償責任保険契約におい

ては、保険者による示談代行が規定され、これ

が、現今では、保険者の実質的かつ主たる保険

給付ということになる。

つまり、保険者としては、加害被保険者の生

じしめた損害に対して責任成立因果関係と責任

範囲因果関係を相当因果関係の立場に立って確

認し、損害填補の基礎を把握する。したがって、

ここで2つの相当因果関係が認識されることに

なる。

もちろん、保険給付という視点に立つと、こ

の2つの相当因果関係を給付成立因果関係と給

付範囲因果関係という観点で再度把握すること

が必要になる。しかし、因果関係については、

保険契約というスクリーンを通すというだけの

ことであり、実質的には、ほぼ同質のものと言

え得るので、普通保険約款の規定上の差異はあ

っても、2つの相当因果関係という捉え方は、

あくまでも、固執されて然るべきものであると

いうことになる。

よって、このような捉え方は、保険者が示談

代行をなすにつき、きわめて合理的な捉え方で

あるということになる。

かかる視点に立つと、基本的には、責任成立

因果関係と責任範囲因果関係の把握が、示談代

行において、先ず問題とされなければならない

ことは当然であり、かかる相当因果関係は、総

て、基本的には保険契約とも同じ観点で判断の

基礎になる。

したがって、自動車損害賠償責任保険におい

ては、現在、その主たる機能とされている示談

代行ということから、2つの相当因果関係とい

う認識を導入することが必要になる。

確かに、被害者対加害被保険者の関係が1対

1の場合には、このような捉え方で決着はつく

であろう。ところが、このような捉え方のみで

は決着の付かない問題がある。

それは1人の被害者対一人の加害被保険者の

ほかに別の加害者のいる場合である。このよう

に、複数の加害者の場合の問題解決については、

未だに、正確かつ具体的な決着がついている状

態ではない。

わが国においては、被害第三者救済という視

点に立った最高裁判決を大前提として、後述の

ごとく、対内的割合的分担または分割をめぐっ

て種々の議論が錯綜している。もちろん、最高

裁判決に対抗する説1）のあることも周知のとこ

ろである。

筆者は、最高裁判決を前提とした上で、前

稿2）および前々稿3）のごとき分析をなした後に、

帰責関係4）という捉え方を導入することにより、

問題の解決をなすことを提言する。

ただ、かかる方策を進めるうえで、必要不可

欠の対応が、保険契約の運用（利用）というこ

とである。それは具体的には、自動車損害賠償

責任保険5）と医師賠償責任保険契約6）であると

いうことは、後述の通りである。

1）　稲垣喬『医師責任訴訟の構造86 ～ 87頁。』
なお、稲垣説によれば、「医師の過失が重大な
場合に相当因果関係はないとして傷害と死亡を
分別する帰結は、結局、重過失を調整原理とす



― 178 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

る分割責任論への布石、架橋と解することがで
きる。」（稲垣喬「交通事故と医療過誤の競合」

『新実務民事訴訟講座5』138頁。）とされる。
また、河原説によれば、ドイツの判断・学説を
基準として、「後続損害の帰責性は第一次加害
行為の帰責性とは別に考える、つまり（BGB）
823条の及ばない領域であるとして、別の基準
を設定することが妥当であろうと思われる。」
（河原格「交通事故と医療過誤との競合」『交通
事故民事裁判例集創刊25周年記念論文集・交
通事故の賠償の新たな動向』）としている。

2）　拙稿Ⅱ1頁以下。
3）　拙稿Ⅰ1頁以下。
4）　Klaus Bedwig und Markus Gehrlein,Das Haft-

pflichtricht nach der Reform.S.202～3. Markus 
Gehrlein,Grundriss der Arzthaftpflicht. 2 Aufl. S. 
104～5. Karlmann Geiss und Hans-Peter Greiner, 
Arzthaftpflicht. 6 Aufl, S.157. Ruediger Martis und 
Martina Winkhart-Martis Arzthaftungsrecht. 3 Aufl. 
S.829-835. Wolfgang Frahm und Wolfgang Nixdorf, 
Arzthaftungsrecht. 3 Aufl. S.50.

5）　自動車事故を生じしめた加害運転被保険者の
自動車事故民事損害賠償責任についての賠償責
任損害について自動車損害賠償責任保険契約の
約款規定に基づいた填補をなす。

6）　重大な医療過誤をなした医師の損害賠償責任
についての賠償責任損害は医師賠償責任保険契
約の約款規定に基づいて填補される。

３．�わが国民法（特に不法行為法）にお
　ける因果関係理論の実態について

3-1相当因果関係説について

わが国の不法行為法についての因果関係論に

ついては、近年、「事実的因果関係、保護範囲

ならびに金銭的評価」という点で捉えるべきで

あるとする平井説（義務射程説）1）が広く認め

られていることは周知のところである。

しかし、一方で、わが国債権法の由来につき

詳細に分析し、諸外国の状況も究明した上で、

前田説2）は、結局、相当因果関係説によるもの

とする。また、さらに、ドイツの現状分析もな

した上でも相当因果関係が穏当なところとする。

さらに、潮見説3）も、わが国の現状を分析し

た上で相当因果関係説に落ち着くとする。

以上、近年、わが国における不法行為法につ

いての対象的な2つの代表的学説を概略的に前

提として、自動車交通事故民事損害賠償責任

（さらに自動車損害賠償責任保険契約について

も）につき考察する。その場合、加害者対被害

者の関係を前提にして問題の解決に当たらなけ

ればならないということになり、また、保険契

約の果たす役割からしても、伝統的相当因果関

係説の視点に立って分析を進めることが4）適切

な方策となろう。

いずれにしても、自動車交通事故民事損害賠

償責任の場合であるが、自賠法もあり、前述の

ごとく、ほとんど、自動車損害賠償責任保険

（自賠責保険および任意保険）契約を併用して

問題の処理、解決がなされるものであり5）、具

体的には、そしてそれは、特に注意すべきこと

であるが、自動車損害賠償責任保険契約の示談

代行機能6）として、問題の処理が保険者側によ

る自動車交通事故民事損害賠償責任における問

題点の決着につきなされる場合が多いことから

しても極めて穏当なところである。

したがって、相当因果関係説に準じて問題の

解決がなされるものと考えることが適切な結果

をもたらすことになり、また、諸手続きが円滑

に進められるということが出来よう。

つまり、自動車交通事故民事損害賠償責任にお

ける問題解決については、自賠責保険および任意

保険と円滑な連繋の出来る捉え方が必要になる。

そのような視点に立つと、不法行為法とはい

うものの、特に、自動車交通事故民事損害賠償

責任においては、相当因果関係によって判断す

ることが適切であるということになる7）。

ところで、単なる自動車事故については、も

ちろん、1つの相当因果関係で処理することが
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相当であり、それで十分である。

ところが、自動車交通事故民事損害賠償責任

ということになると、自動車損害賠償責任保険

契約に基づき保険者が示談代行をなすにつき責

任成立因果関係と責任範囲因果関係という視点

から問題の解決をなそうとすることは前述の通

りであり、このことは、民事責任における問題

点の分析に準じてのものである。

つまり、不法行為法においても、自動車交通

事故民事損害賠償責任においては、その性格か

らして、2つの相当因果関係8）が適用されると

いう捉え方が認められ得ることになる。そして、

このことが、自動車交通事故民事損害賠償責任

および自動車損害賠償責任保険契約を考える場

合の基礎になる。したがって、このことから、

因果関係をどのように捉えるかにつき、次節で

論述する独自の問題が生ずるのであり、本稿で

分析の対象としているような問題の解決には、

結局は帰責関係をどのように把握したらよいか

ということが問題になる9）。

よって、具体的には、これらの問題点を総合

した理論分析が必要になる。

3-2　帰責関係との関連

ところで、加害運転被保険者の過失のほかに

さらに別の加害者（結果的に、加害者と見做さ

れる者も当然のこととして含まれる。）の過失

が複合した場合には、どのように把握したらよ

いかが、次の問題となる。

つまり、具体的には、共同不法行為と競合的

不法行為の場合がある10）（もちろん、この点に

関しては、わが国において、諸説あることは周

知のところである。）

まず、共同不法行為の場合については、複数

の不法行為者が、ほとんど同時にほとんど同種

の不法行為をなしたものであり11）、当事者間で

は、結果的に連帯責任を認め、対内的には割合

的分担責任を負うことになる12）。

一方、競合的不法行為については、複数の不

法行為者が、異時に異種の不法行為をなしたも

のであり、当該当事者の負担する責任は、その

状況に応じて区分した扱いがなされなければな

らないことになろう。

具体的には、例えば、自動車交通事故におい

ては、加害運転被保険者の過失と被害第三者が

搬送された病院での医師の過失の競合について

分析13）しなければならない場合である。

この場合については、医師の過失の軽重によ

り問題の処理が区分されることになる。

医師の医療過誤が軽度の場合には、競合的不

法行為であっても、共同不法行為の場合と同様

に、両当事者は、被害第三者に対しては、連帯

責任を負い、当事者間では、結果的に対内的に、

割合的な分担責任を負うことになる14）。

しかし、医師の重大な医療過誤の認められる

場合には、共同不法行為の場合のように、対外

的に最初の賠償責任者（加害運転被保険者）が、

総ての責任を負担することになるかもしれぬと

いうこと（つまり不真正連帯責務として）に問

題なしとして済ますことには問題があろう15）。

その場合、先行過失による権利・法益侵害と後

発過失による権利・法益侵害を分断16）しなけ

ればならないであろう。つまり、結果的に割合

的に分断（分割）することになるということが

出来る。

ただ、ここで問題のあることは否定出来ない。

それは、前述のごとく、因果関係の中断を認め

ることは、被害第三者救済という視点（かかる

事案については、最高裁は共同不法行為として

把握していることであり）から肯定出来ないと

する最高裁判決がなされている17）ということ

である。

そこで、最高裁判決を認めた上で、四宮説の

ごとく18）、何とかして先行不応行為者が無条件
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で結果的に総て負担する可能性もあり得ること

に対しての対応策を考えなければならないこと

になる。

もちろん、その際に因果関係の中断を認めな

いとする最高裁判決に対抗する説19）および地

裁判決20）のあることは周知のところである。

最高裁判決は、そもそも、自賠法などの意図

する被害第三者救済など（もちろん、前述のよ

うな視点に立っていることもあり）をも考慮し

て、因果関係の中断を認めないとするものであ

り、相当因果関係説を前提として展開して来た

理論構造が、ここで、1つの問題点に立ち至っ

たということが出来る。

したがって、筆者としては、この最高裁判決

を認めた上で、さらに、具体的に、責任成立因

果関係における帰責関係の断絶または中断21）

という細分化をなすことが本当の意味での加害

者の負担すべき責任の範囲の的確性の認定を可

能に出来る要因となるとする。そして、このこ

とが、結果的にバランスのとれた理解を可能に

するものと考える。

その上で、このような捉え方を更に実効ある

ものにするのが保険契約であるということが出

来る。つまり、具体的にその機能を発揮するの

は、自動車損害賠償責任保険契約と医師賠償責

任保険契約ということになる。したがって、不

法行為法と自賠法と保険契約法とは、同時並行

的に機能しているものであるということが出来

る。

さて、ここで、前述の帰責関係であるが、そ

の根底にある帰責とは如何なることであるかに

つき考察すると、それは極く基本的問題として、

次のように理解出来るであろう。

すなわち、如何なる理由で被害者が加害者に

損害賠償の請求が出来るのか。そして、その根

拠は何かを問題とした場合、加害者に何らかの

形で帰責することの認められるときに限って、

加害者は損害を賠償しなければならないとする。

筆者は、保険契約との提携という視点から相

当因果関係が因果関係理論の範疇で適用される

べきものとしている。帰責（Zurechnung）22）とは、

その因果関係の根底（原因として）にあるもの

であり、責任成立因果関係において考慮される

べきものである。

したがって、この問題点に重点を置くと、ド

イツにおいても諸説23）が主張されているごと

く、種々の捉え方が考えられることになる。

潮見説は、例えば、運行供用者概念について

は、「自動車の運行について指示・制禦をなす

べき地位24）」や「社会通念上自動車の運行が

社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべ

き立場25）」にあったか否かという評価的概念

（規範的概念）をもって帰責の根底にあるもの

とする。いずれにしても、帰責はその置かれた

状況に応じて責任負担の有無につき厳格に判断

されなければならない。

したがって、責任負担をなすべきものは、そ

の帰責の度合、帰責の根底にあるもの等を前提

として厳格に区分・判断されなければならない。

よって、その状況如何により諸説が生ずる。前

田説によれば、「帰責原理は意思原理に限るも

のでないのであるから、抽象的過失そのものを

明確に根拠づける信頼原則をもって過失ある行

為の帰責原理とするのが簡明である。26）」とし

て、信頼原則（Vertrauensgrundsatz 27））を基本

におくべきであるとされる。そして、「我々は、

その社会的接触の中で行動する際にその信頼を

裏切ったところに帰責の根拠を求めるのであ

る。28）」として、交通規則を守って運転すべき

運転者やその対応を期待・信頼された医師が、

その信頼を著しく裏切るような行動・処置をな

した時に帰責原理が適用されることになるとい

うことが出来る訳である。

そして、前述のごとく、2つの帰責関係が続
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き、後者の帰責関係が前者の帰責関係よりその

帰責度（つまり過失度）がより強力である場合

には、帰責関係の断絶または中断が生ずること

になる。

かかる視点に立てば、最高裁判決のごとく被

害第三者救済という視点からも因果関係の中断

は認められないという大前提に準拠したとして

も、医師の重大な医療過誤は帰責関係の断絶ま

たは中断（つまり、交通事故加害被保険者の帰

責関係が重大な医療過誤をなした医師の帰責関

係より軽い場合には、交通事故加害被保険者の

帰責関係は、重大な医療過誤をなした医師の帰

責関係によって中断されるということ）を生じ

しめることになる。

そして、しかも、この帰責関係の断絶または

中断は対内的なものであり、責任成立因果関係

において認められるものである。

このようにみて来ると、対外的には、因果関

係の中断は認められないが、対内的には、責任

成立因果関係において帰責関係の断絶または中

断は、前期のごとき特定の場合については、認

められることになる。

つまり、対外的にみた場合、先行加害者たる

加害運転被保険者の生じしめた損害であるとし

ても後発加害者の生じしめた損害をも含めて、

被害第三者は自動車損害賠償責任保険者に対し

て直接請求権29）を行使することが認められて

いるわけであり、最高裁もかかる点を重視して、

因果関係の中断を認めないとしている。

しかし、前述のごとく帰責関係という視点に

立てば、対内的ではあるが、加害運転被保険者

の帰責関係は重大な医療過誤をなした医師の帰

責関係により断絶または中断せされることにな

る。

したがって、被害第三者救済の立場に立って、

かかる点を考慮すると因果関係の中断は認めら

れなくとも帰責関係の断絶または中断は認めら

れることになる。その結果、実質的には、加害

運転被保険者の責任損害は自動車損害賠償責任

保険者により填補され、重大な医療過誤をなし

た医師の責任損害は、医師賠償責任保険者によ

り填補される（もちろん、医師賠償責任保険契

約では、被保険者たる医師の故意のみを免責と

しているので、医師の重過失は保険保護の対象

となることは周知のところである。）。つまり、

これら保険契約によりなされる損害填補は対内

的処理によるものであり、自動車損害賠償責任

保険者としては、この2つの保険給付額を合算

したものをもって、被害第三者の直接請求に応

ずることになる。

このようにみて来ると、自動車交通事故民事

損害賠償に関しては、最高裁判決を前提とした

上で、問題の解決を厳格になすべきものであり、

その場合には、帰責関係により判断した上で、

保険給付と提携した対応策をとることが肝要と

なる。

このように、最高裁判決を前提とした上で帰

責関係を重視した緻密な分析をなすことが、

「どうせ保険が処理するから…」として保険者

に押し付け、有耶無耶に処理しようとする風潮

が流布することを止め、結果的に保険で対応す

るにしても、正確な判断に準拠した捉え方を進

展させることを明確になす必要があるというこ

とになる。

1）　因果関係を3点で捉えるというものであり、
債務不履行の場合には、従来の相当因果関係説
が適用されて然るべきあるが、それ以外の場合
つまり不法行為法についても、かかる独自の捉
え方をなすべきであるとするものである。よっ
て、この捉え方は債務不履行を除き、不法行為
法等全般について適用するものとされている
（平井宜雄『損害賠償法の理論』429 ～ 486頁。）。
2）　前田説（前田達朗『不法行為帰責論』221 ～
247頁。）は、相当因果関係説について、ドイ
ツ流に規範目的説〔「……この問題は……規範
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的な帰責の問題なのであって、……責任規範の
保護目的と保護範囲によって定まる……」（前
掲書221頁。）〕の立場と危険範囲説〔「第1次侵
害から派生する後続侵害については……加害者
の侵害行為によって結果発生の客観的可能性が
高められたか否かすなわち危険増大の有無がそ
の基準となる。」（前掲書222頁。）〕とされ、さ
らに〔「すなわち第1次侵害によって惹起され
た特別の危険範囲に被害者の意に反して引き入
れられたのであり、加害者がその危険を引き受
けるのが正義にかなうというものである。それ
に対して第1次侵害と因果関係はあるが偶然に
一般的生活上の危険の1つが実現したときは加
害者に帰せられない。」（前掲書222頁。）〕とし
ている。もちろん、前田説は、相当因果関係説
によるものであるが、この2説の捉え方は大い
に参考となるものである。

3）　潮見説は、相当因果関係説によるものとする
が、一方で、規範目的説は重視すべきものとす
る（潮見佳男『不法行為法Ⅱ（第2版）』126頁
以下。

4）　拙著『自動車損害賠償責任保険における因果
関係』145 ～ 209頁〔ドイツにおける規範目的
説（Normzwecktheorie）、保護目的説（Schutz-
zweckthorie）、本質的条件説（Theorie der we-
senthichen Bedingung), 危 険 範 囲 説（Gefahrbe-
reichstheorie)または違法性関係説（Lehre von 
Rechtswidrigkeitzusammenhang）などを考察し
た上で、筆者としては、基本的に相当因果関係
によるものとする。しかし、本稿で問題とする
帰責関係の断絶または中断を問題とする場合、
このような諸説の意図するところは、それなり
に、機能を発揮するものであり、本稿の趣旨と
いう視点からすれば重視すべきものになる。〕

5）　潮見説は運行供用者責任として自賠責保険と
任意自動車保険をも含め、約60頁の論述である。
自動車交通事故民事損害賠償責任は保険契約な
しには処理出来ず、相当因果関係説によること
は当然であるとする。（潮見佳男前掲書305～
364頁。）

6）　庄司裕幸「第1章賠責責任条項第4条当会社
による援助 ― 対人・対物賠償共通および第5
条当会社による解決」鴻常夫編集代表『註釈自
動車保険約款』99～117頁。

7）　潮見佳男前掲書126頁。
8）　潮見佳男前掲書338頁。

9）　過失ある行為による責任は原則として有責性
原理に基づくものであり、因果関係が適用され
る。通常は問題とされる状況により因果関係の
中断は認められるものであるが、本稿では連帯
責任および被害第三者救済という視点から因果
関係の中断は認められない（最高裁判決によ
り）ものとされる。そこで考えなければならな
いのが「不注意がありそれを軽視した心理状
態」（前田達明前掲書212頁。）は、通常「信頼
性原則」（前田達明前掲書212頁。）に基づくも
のであり、帰責関係が適用されるということで
ある。その上で、帰責関係の軽重を考慮した上
で、後に続く帰責関係が重い場合（本稿では重
大な医療過誤）には帰責関係について断絶また
は中断が生ずるものとする。

　　その一方で、被害第三者救済が認められてい
るのであるから、保険者としては被害第三者の
直接請求に応ずることになる。その場合、帰責
関係の断絶または中断により区分されている加
害運転被保険者の責任損害と重大な医療過誤を
なした医師の責任損害はどのように処理される
かが問題となる。

　　具体的には、前の損害は自動車損害賠償責任
保険者が填補し、後の損害は医師損害賠償責任
保険者が填補する。そして、この2つの填補額
の合計額をもって保険金の給付に当てるものと
する。

　　このような対応をなすことが、理論的にも実
務的にも最も全体としてバランスのとれた方策
であるということが可能になる。

10）平井説（平井宜雄・『債権各論Ⅱ不法行為』
189～212頁。）および潮見説（潮見佳男・『不
法行為法Ⅱ（第2版）』126～221頁。）では、こ
のように区分されるが、共同不法行為として広
く捉えるものも多い（潮見佳男・前掲書131頁
以下以下。）。

11）平井宜雄・前掲書789頁以下。潮見佳男・前
掲書126～128頁。

12）平井宜雄・前掲書203頁以下。潮見佳男・前
掲書143頁以下。

13）本稿では、たとえば、加害運転被保険者の過
失と被害第三者が搬送された病院の医師の過失
が競合した場合につき、筆者独自の立場で分析
をなし一応の結論に至っている。しかし、従来、
わが国でどのような分析がなされて来たのか、
そして、それが最高裁判決にどのように影響し
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ているのか、さらに、その後どのように展開し
ているのかにつき考察することが必要になる。

　　そこで、この問題につき、因果関係および帰
責関係という視点から考察する。すなわち、⑴
全部賠償責任説、⑵割合的因果関係説ならびに
⑶分割責任説につき考察すれば良い。
⑴　全部賠償責任説　本説は加害運転車と医療
過誤をなした医師の共同不法行為を認め、連
帯責任を前提として両者に全部責任を認めた
ものである。つまり、かつては、自動車事故
が原因となり医療事故が生じたものであると
して共同不法行為者としての全部責任が両方
の当事者により負担されるべきものとされた。
ただ、両当事者間で過失度の大小で結果的に
損害額に対する寄与度に差異が認められる場
合には、当事者間での内部的求償で処理する
ことが通説とされてきた。従って、最高裁も
かかる捉え方に準じて判決をなしている。し
かし、塩崎説によれば、「交通事故と医療事
故が身体の同一部位に対し、接着した機会に
行われた場合には、たんに異質な事故の偶発
的な競合という以上の「社会的一体性」があ
るとみるべきであるとして、基本的に支持し、
民法719条1項前段の規定を適用して、寄与
度の主張立証による割合的責任ないし分割責
任を認めるべきでないとする見解があるが、
交通事故とその後の医療過誤については、両
者間に意思の連絡ないしその共同はありえず、
実際上も時間的・場所的なずれが存在するう
え、両者の行為類型が異別であり、結果に対
する起因力と目的・性質において重大な差異
があるから、民法717条を根拠に関連共同ひ
いては不真正連帯を肯定するには、大きな疑
問があることも指摘する。」（塩崎勤・「複数
医療関係者の医療過誤と複数原因の競合」

『現代損害賠償法の諸問題』143頁。）として、
全部賠償責任説の通説性に対する反省点を表
示している。かかる認識が広く受け入れられ
ていることは周知のところである。しかし、
最高裁判決が相当因果関係説に基づく全部賠
償責任説の当初の通説性に注視し、その後、
広く問題とされるに至っている反省点を重視
しない理由はどこにあるのであろうか。それ
は、自賠法および自動車損害賠償責任保険契
約にも見られるように、被害第三者救済とい
う点が軽視できないということによるからで

あろう。
　　したがって、筆者としては、被害第三者救
済を重視しての最高裁判決については、それ
を前提として認めた上で、より実態を考慮し
た対応策の必要性を考えたわけである。

⑵　割合的因果関係説　本説は因果関係を割合
的に弾力的判断をする説である〔岩㟢勝成
「交通事故と医療事故の競合」野村好弘監修・
北河隆之・小賀野晶一編集『割合的解決と公
平の原則』73 ～ 97頁、加藤了「過失事故と
医療過誤の競合とその割合的認定」野村好弘
監修・北河隆之・小賀野晶一編集・前掲書
98 ～ 116頁、拙稿「因果関係のいわゆる割
合的認識論の構造 ―民事交通事故損害賠償
（対人賠償責任保険基づく）の視点から―」
『損害保険研究第59条第1号』123頁以下。〕。
つまり、全部賠償責任説の範囲内で複数加害
者の負担する責任を実状に相応して割合的に
判断するものである。現今では、この捉え方
の多いのは周知のところである。

⑶　分割責任説　本説は、因果関係を割合的に
判断して責任負担割合を把握する割合的因果
関係とは別のものである。両者を含めて分割
責任説とする捉え方もあるが「割合的分担」
と「別個独立の分割」とは相異なるものであ
る。

　　これまでは、相当因果関係説に基づいた全
部賠償責任説と割合的因果関係説が共同不法
行為と競合的不法行為の一部（本稿177頁参
照。）については、最高裁判決（被害第三者
救済という視点から因果関係の中断を認めな
いという趣旨の判決）に準じた適用がされて
来ている。

　　しかし、分割責任説は、たとえば加害運転
被保険者の過失度より被害第三者が救急車で
搬送された病院の医師の重大な医療過誤の過
失度が重い場合の対応について認められるも
のである。

　　かかる場合には、因果関係の中断が認めら
れ得るという説もあるが、最高裁は被害第三
者救済という視点から、それを認めていない。
そこで、筆者としては、最高裁判決を前提と
して認めてそれに適従した上で、帰責関係と
いう捉え方を導入し、かかる場合には、帰責
関係の断絶または中断を認め、両者を分割し
た上で、加害運転被保険者の惹起した損害に



― 184 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

ついては自動車損害賠償責任保険者が填補し、
重大な医療過誤をなした医師の惹起こした損
害はいし賠償責任保険者が填補し、この合計
額をもって被害第三者の直接請求に対応する
ということで決着するものであるとする。す
なわち、ここでは、因果関係の中断を否定す
るという前提に立った上で、加害運転被保険
者の惹起した損害と重大な医療過誤をなした
医師の惹起した損害を区分（分別）する為の
方策として帰責関係という捉え方を導入し、
その上で、帰責関係の断絶または中断という
ことを考えたわけである。

　　以上を、本稿の立場に立って、まとめると、
全部賠償責任説および割合的因果関係説は因果
関係を前提として把握されるものであり、分割
責任説は帰責関係を前提として把握されること
になる。

14）医師の医療過誤が軽度であるので連帯責任を
前提とした割合的分担でよいことになる。

15）医師の重大な医療過誤であるので連帯責任を
前提とした割合的分担というわけにはいかない。
割合的であるにしても分割でなければならない。
ところで分割すると如何なる基準・原則による
べきかということになる。そこで注目されるの
が、帰責理論に基づいた帰責関係ということで
ある。（Klaus Bedwig und Markus Gehrlein, a.a.O. 
S.202-3）。

16）先行過失による権利・法益侵割と後発過失に
よる権利・法益侵害を分断するにしても同じ視
点（注13参照。）に立たなければならない。

17）本稿184～185頁。
18）四宮和夫「不法行為法における後続侵害の帰
責基準」『法学協会百周年記念論文集第3巻』
74頁

19）稲垣喬前掲書86 ～ 7頁。平井説の「競合的
不法行為での減責」という趣旨（平井宜雄前掲
書212頁。）も同じ捉え方を意図されたもので
あろう。

20）拙稿Ⅱ15 ～ 20頁
21）本稿188頁 注12）。
22）Klaus Bedwig und Markus Gehrlein, a.a.O. S.303
～4. Ruediger Martis und

　　Martina Winkhart-Martis.Arzthaftungsrecht. 3 
Aufl. S.829～835.

23）本稿180頁 注4）。
24）潮見佳男前掲書314頁

25）潮見佳男前掲書314頁
26）前田達明前掲書212頁
27）Klaus Bedwig und Markus Gehrlein,a.a.O.S.199

～200．
28）前田達明前掲書212頁
29）拙稿Ⅰ30頁以下。

４．�最高裁平成13年3月31日判決と
　被害第三者救済

4-1事実関係

１． 東京高裁が適法に確定した事実関係は、以

下のようである。

「⑴　上告人らの長男である田中優作は、昭和63
年9月12日午後3時40分ごろ、埼玉県上福岡市
2丁目1番8号先路上において、自転車を運転し、
1時停止を怠って時速15kmの速度で交通整理
の行われていない交差点内に進入したところ、
同交差点内に減速することなく進入しようとし
た上告補助参加人川越乗用自動車株式会社の従
業員である同赤沢順一運転に係る普通乗用自動
車と接触し、転倒した

⑵　優作は、本件交通事故後直ちに、救急車で被
上告人が経営する上福岡第二病院に搬送された。
被上告人の代表者で被上告人病院院長である井
上壽一医師は、優作を診察し、左頭部に軽い皮
下挫傷による点状出血を、顔面表皮に軽度の挫
傷を認めたが、優作の意識が清明で外観上は異
常が認められず、優作が事故態様についてタク
シーと軽く衝突したとの説明をし、前期負傷部
分の痛みを訴えたのみであったことから、優作
の歩行中の軽微な事故であると考えた。そして、
井上医師は、優作の頭部正面および左側面から
撮影したレントゲン写真を検討し、頭がい骨骨
折を発見しなかったことから、さらに優作につ
いて頭部のCT検査をしたり、病院内で相当時
間経過観察をするまでの必要はないと判断した
上、優作及び上告人ひとみに対し、「明日は学
校へ行ってもよいが、体育は止めるように。明
日も診察を受けに来るように。」「何か変ったこ
とがあれば来るように。」との一般的指示をし
たのみで、優作を帰宅させた。

⑶　上告人ひとみは、優作とともに午後5時30分
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頃帰宅したが、優作が帰宅直後におう吐し、眠
気を訴えたため、疲労のためと考えてそのまま
寝かせたところ、優作は夕食を欲しがることも
なく午後6時30分ころに寝入った。優作は、同
午後7時ころにはいびきをかいたり、よだれを
流したりするようになり、かなり汗をかくよう
になっていたが、上告人らは、多少の異常は感
じたものの、優作は普段でもいびきをかいたり
よだれを流したりして寝ることがあったことか
ら、この容態を重大なこととは考えず、同日午
後7時30分ころ、氷枕を使用させ、そのままに
しておいた。しかし、優作は、同日午後11時
ころには、体温が39度まで上昇してけいれん
様の症状を示し、午後11時50分にはいびきを
かかなくなったため、上告人らは初めて優作が
重篤な状況にあるものと疑うに至り、翌13日
午前0時17分ころ、救急車を要請した。救急車
は同日午前0時25分に上告人方に到着したが、
優作は、既に脈が触れず呼吸も停止しており、
同日午前0時44分、三芳厚生病院に搬送された
が、同日午前0時45分、死亡した（以下「本件
医療事故という。）。

⑷　優作は、頭がい外面線状骨折による硬膜外血
しゅにより死亡したものであり、被上告人病院
から帰宅したころには、脳出血による脳圧の亢
進によりおう吐の症状が発現し、午後6時ころ
には、傾眠状態を示し、いびき、よだれを伴う
睡眠、脳の機能障害が発生し、午後11時ころ
には、治療が困難な程度であるけいれん様の症
状を示す除脳硬直が始まり、午後11時50分に
は自発呼吸が不可能な容態になったものである。

　　硬膜外血しゅは骨折を伴わずに発生すること
もあり、また、当初相当期間の意識清明期が存
することが特徴であって、その後、頭痛、おう
吐、傾眠、意識障害等の経過をたどり、脳障害
である除脳硬直が開始した後はその救命率が著
しく減少し、仮に救命に成功したとしても重い
後遺障害をもたらすおそれが高いものであるが、
早期に血しゅの除去を行えば予後はよく、高い
確率での救命可能性があるものである。したが
って、交通事故により頭部に強い衝撃を受けて
いる可能性のある優作の診療に当たった井上医
師は、外見上の傷害の程度にかかわらず、当該
患者ないしその看護者に対し、病院内にとどめ
て経過観察をするか、仮にやむを得ず帰宅させ
るにしても、事故後に意識が清明であってもそ

の後硬膜外血しゅの発生に至る脳出血の進行が
発生することがあること及びその典型的な前記
症状を具体的に説明し、事故後少なくとも6時
間以上は慎重な経過観察と、前記症状の疑いが
発見されたときには直ちに医師の診察を受ける
必要があること等を教示、指導すべき義務が存
したのであって、井上医師にはこれを懈怠した
過失がある。

⑸　他方、上告人らにおいても、除脳硬直が発生
して呼吸停止の容態に陥るまで優作が重篤な状
態に至っていることに気付くことなく、何らか
の措置をも講じなかった点において、優作の経
過観察や保護義務を懈怠した過失があり、その
過失割合は1割が相当である。

⑹　なお、本件交通事故は、本件交差点に進入す
るに際し、自動車運転手として遵守すべき注意
義務を懈怠した上告補助参加人赤沢の過失によ
るものであるが、優作にも、交差点に進入する
に際しての一時停止義務、左右の安全確認義務
を怠った過失があり、その過失割合は3割が相
当である。

⑺　上告人らは、優作の本件交通事故及び本件医
療事故による次の損害賠償請求権を各2分の1
の割合で相続した。優作の死亡による上告人ら
の弁護士費用分を除く全損害は次のとおりであ
る。1）」

　　　逸失利益　2378万8076円
　　　慰 謝 料　1600万円
　　　葬儀費用　100万円

２． 本件は、上告人らが、井上医師の診療行為

の過失により優作が死亡したとして、被上告

人に対し、民法709条に基づき損害賠償を求

めている事案である。

4-2東京高裁判決

１． 東京高裁平成10年4月28日判決は前記事

実関係の下において、概要次のとうり判断し

た。

「（1）被害者である優作の死亡事故は、本件交

通事故と本件医療事故が競合した結果発生し

たものであるところ、原因競合の寄与度を特
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定して主張立証することに困難を伴うので、

被害者保護の見地から、本件交通事故におけ

る上告補助参加人赤沢の過失行為と本件医療

事故における井上医師の過失行為とを共同不

法行為として、被害者は、各不法行為に基づ

く損害賠償請求を分別することなく、全額の

損害の賠償も請求することもできると解すべ

きである。

（2）しかし、本件の場合のように、個々の不法

行為が当該事故の全体の一部を時間的前後関

係において構成し、その行為類型が異なり、

かつ、共同不法行為を構成する一方又は双方

の不法行為につき、被害者側に過失相殺をす

べき事由が存する場合には、各不法行為者は

各不法行為の損害発生に対する寄与度の分別

を主張することができ、かつ、個別的に過失

相殺の主張をすることができるものと解すべ

きである。すなわち、被害者の被った損害の

全額を算定した上、各加害行為の寄与度に応

じてこれを案分して割り付け、その上で個々

の不法行為についての過失相殺をして、各不

法行為者が責任を負うべき損害賠償額を分別

して認定するのが相当である。（アンダーラ

インは筆者記入）

（3）本件においては、優作の死亡の経過等を総

合して判断すると、本件交通事故と本件医療

事故の各寄与度は、それぞれ5割と推認する

のが相当であるから、被上告人が賠償すべき

損害額は、優作の死亡による弁護士費用分を

除 く 全 損 害 40,788,076 円 の 5割 で あ る

20,394,038円から本件医療事故における被

害者側の過失1割を過失相殺した上で弁護士

費用180万円を加算した20,154,634円と算定

し、上告人らの請求をこの金員の2分の1で

ある各10,077,317円及びうち9,177,317円に

対する医療事故の後である昭和63年9月14

日から支払済みまで年5分の割合による遅延

損害金の支払を求める限度で認容すべきも

のである。2）」とする。

　　つまり、基本的には共同不法行為とするこ

とも可能であろうが、上告人は重大な医療過

誤をなした医師（被上告人）に対して賠償請

求をなしており、東京高裁は、時間的前後関

係において行為類型が異なるものとして区分

した判断をなしている。

4-3　最高裁判決要旨

最高裁判決は、「本件交通事故と本件医療事

故とのいずれもが、優作の死亡という不可分の

1個の結果を招来し、この結果について相当因

果関係を有する関係にある。したがって、本件

交通事故における運転行為と本件医療事故にお

ける医療行為とは民法719条所定の共同不法行

為に当たるから、不法行為者は被害者の被った

損害の全額について連帯して責任を負うべきも

のである。本件のようにそれぞれ独立して成立

する複数の不法行為が順次競合した共同不法行

為においても別異に解する理由はないから、被

害者との関係においては、各不法行為者の結果

発生に対する寄与の割合をもって被害者の被っ

た額を案分し、各不法行為者において責任を負

うべき損害額を限定することは許されないと解

するのが相当である。けだし、共同不法行為に

よって被害者の被った損害は、各不法行為者の

行為のいずれとの関係でも相当因果関係に立つ

ものとして、各不法行為者はその全額を負担す

べきものであり、各不法行為者が賠償すべき損

害額を案分、限定することは連帯関係を免除す

ることとなり、共同不法行為者のいずれからも

全額の損害賠償を受けられるとしている民法

719条の明文に反し、これにより被害者保護を

図る同条の趣旨を没却することになり、損害の

負担について公平の理念に反することになるか

らである。したがって原審の判断には、法令の
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解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決

の結論に影響を及ぼすことは明らかである。3）」

とするものである。

このように、因果関係の中断は認めないとい

う立場に立ち被害第三者救済を主張したもので

あり、対内的責任の分割については認められず、

あくまでも共同不法行為の範疇で連帯責任を認

めるという処理がなされるべきとしている。

4-4　小　括

両判決の意図するところは、以下のようにな

る。

先ず、東京高裁判決についてみるならば、交

通事故と医療過誤の競合したものと見做す。し

かし、原因競合の寄与度の立証が困難であるこ

とから、共同不法行為性に少々疑問を表示し、

さらに、交通事故と医療過誤は、その種類もそ

の発生の時点も異なるものであるとして、区分

して分析する方策をとった。これは、損害賠償

請求が医師に対してなされたことにもよる。よ

って、最高裁判決が共同不法行為とし、交通事

故と医療過誤は、不可分の1ケの結果につき相

当因果関係にあるとし、全体につき連帯責任を

前提に全損害を負担するものとする。したがっ

て、各不法行為の寄与の割合により、損害額を

案分し、限定することを認めない。こうしなけ

れば、被害者救済を意図した民法719条の趣旨

は没却されるとし、共同不法行為を重視した判

定をなしている。

しかし、もちろん、この捉え方に反した地裁

判決4）および学説5）のあることは周知のところ

である。ここで、注意すべきことは、かかる東

京高裁判決に対してなされた最高裁判決であれ

ば、かかる趣旨になるのも無理からぬところが

あるということができよう。

かかる視点に立って、東京高裁判決と最高裁

判決を考察し、その意図するところと事故およ

び損害発生の実態を熟慮するならば、当然の結

果として、次のような推論が可能になるであろう。

それは、最高裁判決を前提として認めた上で、

現実の問題として、実態に相応した理論展開の

必要性が考察されなければならないということ

である。

つまり、最高裁判決は共同不法行為という視

点に立ち、被害第三者救済ということを前提と

しているものであり、その当然の結果として、

因果関係の中断を認めないという点を強調する。

しかし、競合的不法行為という特性を重視し

た視点に立つと、被害第三者救済ということを

前提として捉えた上で、全体的立場からそれに

相応した判断がなされなければならないであろ

う。

本稿で、筆者は、そのような立場に立ち、適

切な判断が出来ないかを問題としていることに

なる。

1）交通事故民事裁判例集第34巻第2号327～329
頁。

2）交通事故民事裁判例集第34巻第2号329～330
頁。

3）交通事故民事裁判例集第34巻第2号330～331
頁。

4）拙稿Ⅱ15頁以下。
5）稲垣喬『医師責任訴訟の構造』86～7頁。

５．�わが国自動車損害賠償責任保険に
　おける給付の変化と傾向

従来、自動車保険においては、他の損害保険

と同様に、保険者の役割は損害の填補であった。

ところが、自動車損害賠償責任保険契約におい

て示談代行機能1）が付加されると保険者は積極

的に損害賠償責任の有無の確認2）および損害賠

償責任額の確定3）に至るまで実際に接渉に関与

することになった。
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したがって、保険給付は単なる保険金の支払

つまり損害填補だけでないことになる。よって、

民事責任についての接渉すなわちその賠償責任

額の把握そしてその給付（填補）（もちろん契

約に基づく損害填補の範囲内ではあるが）につ

き具体的に関与することに他ならない。

となると、保険者は民事責任についての接渉

の実態を具体的または実務的に把握していない

と困ることになる。

そして、さらに、保険者は被害第三者からの

直接請求権4）が行使された場合、それに応ずる

のは当然とされる。

ところが、損害賠償ということを念頭におい

て加害被保険者の立場に立つと、加害被保険者

が１人の場合、当事者の損害賠償責任額が保険

給付（損害填補）の基になる。

しかし、加害被保険者のほかに加害者がいる

場合の損害賠償責任についての保険給付は次の

ように区分される。

まず、共同不法行為については、加害運転被

保険者の過失と他の加害者の過失が競合した場

合であり、両者は連帯債務者の立場に立ち、対

内的には双方の過失の度合いに応じて割合的判

断5）がなされる。したがって、保険者としては、

被害第三者の直接請求に応じた上で第2加害者

（またはその保険者）につき、相応な額につき

求償権を行使することになる。

競合的不法行為については、前述のごとく、

加害運転被保険者の過失と診療・治療した医師

の過失の状況により、次の2つの場合に区分さ

れる。すなわち、⑴ 加害運転被保険者の過失

より医師の過失がより軽い場合であり、この場

合には、競合的不法行為とはいうものの共同不

法行為の場合と同様に判断すればよい6）。よっ

て、保険者としても共同不法行為の場合と同じ

に対応してよいことになる。ただ、医師に対し

ての求償は、通常、その医師賠償責任保険者に

対してなされることになる。⑵ 加害運転被保

険者の過失より医師の過失が重大な医療過誤で

重い場合であり、このような場合には、加害運

転者が総ての責任を負担し兼ねないようになる

ことには問題であろう7）。しかし、前述のごと

く、最高裁判決は被害第三者救済という視点か

ら因果関係の中断は認められないとしている。

よって、保険者の立場に立てば、この最高裁

判決に準ずる立場に立った上で、加害運転被保

険者および重大な医療過誤をなした医師にそれ

ぞれ帰責関係8）を認め、かかる事例では、加害

運転被保険者の帰責関係が重大な医療過誤をな

した医師の帰責関係により断絶または中断され

るものである9）と考えられ得る。

したがって、保険者として、どのように対応

するかということについては、先ず、被害第三

者の直接請求を受けた場合には、それに応じな

ければならない。しかし、この場合には、⑴と

は違う対応をしなければならない10）。それは、

加害運転被保険者の惹起した損害については当

該自動車損害賠償責任保険者が填補をなし、重

大な医療過誤をなした医師の惹起した損害につ

いては医師賠償責任保険者が填補をなすもので

あり11）、その合計額（もちろん夫々について

過失相殺した後）をもって被害第三者の直接請

求に応ずることになるということである。

以上のごとく、諸要因を考慮すると、このよ

うに解決することが、全体としてバランスが取

れ、かつ諸機能が調和して理路整然とした判断

が可能になる。

つまり、最高裁判決は、被害第三者救済を旨

とするため、本稿で問題とした場合についても

因果関係の中断を認めない。その結果として、

被害第三者は保険者に直接請求権を行使するこ

とが出来、保険者は被害第三者に対し、保険金

の支払いをしなければならないことになる。

ただ、このことで、漠然と総てが決着するも
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のでないというのが、本稿の意図するところで

あり、軽るくその処理は保険に任かせるという

ような捉え方をしたのでは実質的解決にはなら

ない。

加害運転被保険者が他の加害者と連帯債務者

となり、割合的分担をする場合は問題外として

も、加害運転被保険者の帰責関係が重大な医療

過誤をなした医師の帰責関係により断絶または

中断されるという場合に注目されなければなら

ない。

すなわち、この帰責関係の断絶（Abbruch der 

Zurechnungszusammenhang）12）は、最高裁平成

13年3月31日判決の因果関係の中断は認めな

いとする判旨について、それはそれとして認め

るものの、四宮説13）が示唆するごとく、責任

成立因果関係の範疇において、対内的な分野で

の責任の分割を強調する場合に強力な役割を果

たす捉え方として特に重視すべきものであると

いうことが出来る。

換言すれば、加害運転被保険者の責任につき

因果関係の中断を認めないという前提を是認し

た上で、帰責関係の断絶を認めるということに

より、自動車損害賠償責任保険者の填補する部

分と医師賠償責任保険者の填補する部分を明確

に別個独立のものとして区分（分割）すること

に注目しなければならないということである。

つまり、被害第三者の救済を考えると因果関係

の中断は認められないとする最高裁判決に準じ

た上で帰責関係の断絶を認め、債権法における

四宮説のごとく、総てを第1加害者の賠償責任

とせず、第2加害者の賠償責任を別個独立のも

のと認めなければならない場合があるとし、そ

れは医師賠償責任保険契約により填補するとい

うことで決着する。

このように視て来ると、民事責任を緻密に分

析する場合に、保険契約の果たす役割は正に軽

視出来ないということになる。

1）　本稿173および175頁。
2）　責任成立因果関係の把握
3）　責任範囲因果関係の把握
4）　潮見佳男前掲書356 ～ 7頁、拙稿「自動車損

害賠償責任保険における直接請求権の構造的分
析」『損害保険研究第57巻第4号』18頁以下。

5）　共同不法行為の範疇においては、加害者同士
の割合的処理がなされることになる。

6）　競合的不法行為につき、平井説は特に区分し
て判断することはないが、本稿では、特に、2
つの把握方法を明確に区分することが主たる目
的である。

7）　唯、割合的分担で処理することにすれば、四
宮説で問題とされる点につき明確な判定が出来
かねる場合もあり得るので、その点を徹底する
ことを意図したわけである。

8）　本稿178～179頁参照。
9）　本稿178～180頁参照。
10）競合的不法行為については、拙稿（本稿181

頁）では区分して捉えることを旨としている。
平井説では、特に区分しておられないが、かか
る問題点は是認しておられる（平井宜雄・前掲
書212頁。）。

11）平沼高明『専門家責任保険の理論と実務』42
頁。Christine Greiner Die Arzthaftpflichtversiche-
rung. S.264. 山下友信『保険法』367頁。

12）Klaus Bedwig und Markus Gehrlein,a.a.O. S. 
202-3. Markus Gehrlein, a. a. O. S.104～5.

13）四宮和夫前掲論文74頁

６．これら諸要因の調整と均衡
　　（因果関係と帰責関係）

自動車交通事故民事損害賠償責任において損

害の賠償をなす場合または自動車損害賠償責任

保険契約において損害の填補をなす場合、判断

の基準となる理論的根柢のあるのが因果関係で

あり、通常、2つの相当因果関係1）に準じた判

断がなされることは、前述の通りである。

現在、このように、通常の事例において、相

当因果関係説に基づいた因果関係を問題解決の

為、主たる対象とすることは周知のところであ

る。つまり、ある結果が生じた場合に、その原
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因はなんであるかを突き止めることにより、そ

の原因を厳格に把握することが問題処理の基に

なる。

ところで、本稿は、前述のごとく、その原因

すなわち過失ある行為をなした加害者が複数で

あることを前提とする。そのような場合、被害

者に対しての加害者の立場をどのように捉える

べきかが問題となる。つまり、問題は、この加

害者の過失を厳密に捉えた上で、どのように対

応するかということである。

前述のごとく、共同不法行為の場合はもちろ

ん、さらには競合的不法行為の場合においても、

後発加害者の過失度が先行加害者の過失度より

軽い場合については、通常のごとく、連帯責任

を認め、対内者には、相互にその寄与度により

割合的分担とすることで処理される。

ところが、競合的不法行為の場合においては、

後発加害者の過失度（具体的には医師の重大な

医療過誤）が重い場合が問題となる。この点に

関しては医師の重大な医療過誤を重視して因果

関係の中断を認めるとする説2）、連帯責任を認

めた上で対内的分担をなすとする説3）などがあ

る。前説は最高裁判決に抵触するものであり、

後説は明確な判断が出来ていないということに

なる。

しかし、現実的には、被害第三者救済という

視点から最高裁判決のごとく因果関係の中断を

認めないという前提に立たなければならない。

その上で医師の重大な医療過誤の特性を軽視で

きないという立場4）に立つと、帰責原理に基づ

いた帰責関係という視点に立って対応する以外、

策はないといいうことになる。このように、帰

責原理に基づいた帰責関係に固執するのは、そ

うしないと、「どうせ保険で処理してくれるか

ら……」というようなことで、今後ともかかる

問題が盲点かのごとく軽視され続けられるから

である。換言すれば、究極の問題処理は、保険

者に押し付けるということで済ますということ

になる。

確かに、被害第三者救済を考慮すれば、因果

関係の中断は認められない。しかし、帰責関係

の断絶または中断ということになれば、加害運

転被保険者の責任と重大な医療過誤をなした医

師の責任を明確に区分（具体的には分割）する

ことが出来ることになる。その上で、加害運転

被保険者の賠償責任は自動車損害賠償責任保険

者により、重大な医療過誤をなした医師の賠償

責任は医師賠償責任保険者によって填補される

もの（つまり、保険処理という視点でその責任

関係が明確になる。）とし、その上でその合算

額をもって被害第三者の直接請求に対応される

ことになる。

これで、総て、筋を通すことが出来、最高裁

判決に準じた上で、総て、的確かつ円満に解決

することが可能になる。しかし、このように民

法理論を展開出来るのは、保険契約との提携が

あるということが前提になる。かかる視点に立

つと民事法を問題とする場合、その機能を全う

出来る為には、保険契約の役割を軽視すること

は出来ないことになる。

極言すれば、因果関係の中断は認めないとす

る最高裁判決を認めた上で、帰責関係の断絶ま

たは中断を提言・実行出来、本稿での問題点を

消散出来るのは、保険契約の機能と効果である

ということになる。

1）　ただ、自動車損害賠償責任保険契約における
総付成立因果関係の基になる自動車交通事故民
事損害賠償責任についての責任成立因果関係が
法的・規範的評価を経たものとして捉え得るか
という点につき疑義をただすべしとする捉え方
もあるかもしれない。しかし、筆者はこの点に
つき、一応認められているとする前提で論じて
いる。

2）　本稿181頁参照。
3）　本稿181頁参照。
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4）　2つの過失責任が問題とされ、後発の過失の
度合いが高い場合には、これを軽視出来ないこ
とは周知のところである。

　　Klaus Budewigによれば、「2度目の医療をな
した医師が、異常な程度で総ての医事法および
医療経験に反した場合には、帰責関係は断絶す
る。」（Budewig und Gehrlein, a. a. O. S.202-3）と
している。このように、軽過失と重過とは、そ
の判断の基準を異にするものとしなければなら
ない。それを可能にするのが帰責関係というこ
とになる。

7　むすびに代えて

自動車損害賠償責任保険契約における損害填

補は、基本的に自動車交通事故民事損害賠償に

おける所謂2つの相当因果関係の把握により手

続が開始することになる。

本稿は、前稿および前々稿に続き、この捉え

方を基礎にして、加害者が複数である場合の責

任負担を緻密に分析することを問題としてとり

上げた。

ただ、複数の加害者の責任をどのように把握

するかを問題にする場合に、先ず、注目しなけ

ればならないことは、共同不法行為における連

帯責任および被害第三者救済という視点から最

高裁判決が因果関係の中断を認めないと判定し

ている点である。

したがって、従来の学説では連帯責任を認め

た上で、対内的に責任成立因果関係の領域で割

合的に分担する捉え方が認められている。しか

し、連帯責任という視点からするとこの捉え方

では先行加害者が全責任を負わなければならな

いことにも成り兼ねないということにもなる。

特に、競合的不法行為の立場に立つと、先行

加害者の過失度より後発加害者の過失度がより

重い場合には、そのような捉え方では、問題の

解決が理論的にみて的確になされないことにな

り、より正確な対応が望まれることになる。

したがって、責任成立因果関係の範疇での帰

責理論に基づいた帰責関係という視点に立てば、

帰責関係の断絶または中断を認めることにより、

最高裁判決を認めた上で、因果関係とは一線を

画くした捉え方が可能になる。

もちろん、このような捉え方をしても、その

結果は保険給付とスムーズに連携するものであ

り、全体として、妥当にして適切な対応がなさ

れ得ることは明らかである。

つまり、帰責関係という視点に立って具体的

にみたときに、加害運転被保険者の帰責関係が

重大な医療過誤をなした医師の帰責関係によっ

て断絶または中断された場合には、責任成立因

果関係および責任範囲因果関係の範疇において、

加害運転被保険者の賠償責任は結果的に自動車

損害賠償責任保険者により填補され、重大な医

療過誤をなした医師の賠償責任は結果的に医師

賠償責任保険者により填補されることになる。

そして、その合計額（もちろん、過失相殺を

なした上で）が直接請求をなした被害第三者に

対して自動車損害賠償責任保険者により支払

（保険給付）われることが可能になる。

このように、加害者の責任を明確にするよう

に追求すればする程、帰責関係を明確にするこ

とが必要になる。そして、そのことは、より、

民事責任と保険契約の関連性が不可分であるこ

とが明らかになる。

つまり、民事責任を問題にする場合、単に自

賠責保険契約だけでなく、自動車損害賠償責任

保険契約全体の機能と役割さらに医師賠償責任

保険契約の機能と役割が大きく関与しているこ

とに注意すべきである。

このようにみて来ると、前述のごとく共同不

法行為の立場に立ち、連帯責任および被害第三

者救済を旨とし、因果関係の中断を認めないと

する最高裁判決のあることは、当然の前提とし
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て否定することは出来ない。

その一方で、四宮説において示唆されている

ごとく、先行加害者が一連の総ての損害を賠償

すべきであろうかという問題につき考察しなけ

ればならない。

もちろん、現今、一般的対応は、概ね、対内

的な割合的分担である。しかし、それでは、十

分な対応がなされているということは出来ない

であろう。つまり、本稿で問題とする対内的な

分割を的確に把握することこそが必要になる。

その場合には、前述したごとき帰責理論に基

づいた帰責関係（Zurechnungszusammenhang）

という視点で分析し、帰責関係の断絶または中

断として把握する以外、適切な方策は考えられ

ないであろう。

以上、本稿での問題点につき、このように判

断することが、自動車交通事故民事損害賠償責

任および自動車損害賠償責任保険契約における

問題解決についての1つの方策を提示すること

になると考える。
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唯物史観と範疇模写説 
― ヘーゲル・マルクスと宇野弘蔵の方法論を繋ぐミッシング・リンク―

新　田　　　滋

はじめに

いわゆる唯物史観は、社会主義的な変革の必

然性を予見として立てていたために、社会主義

イデオロギーによるものという偏見がひろく共

有されてきた。しかしながら、その部分は、マ

ルクスが19世紀中葉において近い将来に起こ

りうることについて立てた予測としての仮説に

すぎないのであり、それは科学的な仮説の一つ

として、すでに反証、棄却された部分としてと

らえられるべきであろう。

そもそも、マルクスは、「ぼくについていえ

ば、近代社会における諸階級の存在やその階級

間の闘争を発見したという功績は、ぼくのもの

ではない」と述べ、「ぼくが新たになしたこと

は、一、階級の存在は生産の特定の歴史的発展

段階に結ばれているにすぎないこと、二、階級

闘争は必然的にプロレタリア階級の独裁に導く

こと、三、この独裁それ自身はいっさいの階級

の廃止への、階級のない社会への過渡をなすに

すぎないことを証明したことである」（マルク

スのヴァイデマイアー宛書簡、1852年3月5日

付け。『マルクス・エンゲルス全集』大月書店、

第28巻、407頁。ただし、訳は新潮社『選集』

版による）としていた。

ここにみられるように、プロレタリア独裁と

階級廃絶への予見という、のちに社会主義イデ

オロギーと目されることになる予測仮説の部分

だけを、マルクス自身はみずからの独創と考え

ていたわけである。

したがって、本稿で問題とする唯物史観は、

あくまでも社会主義イデオロギーとは相互独立

的な、歴史科学のための準備仮説として了解さ

れるべきものである。

その上で、唯物史観の公式そのものは、種々

指摘されてきたように様々な再構成を必要とす

る。とりわけ、唯物史観に対して意識、観念、

イデオロギー、想像、幻想の契機を総合しよう

としてきた営みは枚挙にいとまがない（マック

ス・ヴェーバーによる批判に始まり、それを受

け止めるかたちでグラムシのヘゲモニー論、ア

ルチュセールのイデオロギー論、吉本隆明の共

同幻想論、ベネディクト・アンダーソンの想像

の共同体論を始めとして、20世紀の新マルク

ス学派ともいうべき多彩な展開がなされてき

た）＊1。

だが、そうした本題ともいうべき課題に入る

ためにも、そもそも唯物史観の諸範疇はどのよ

うな論理的手続きをもって根拠づけられるもの

なのかを、改めて再検討する必要がある。その

ことをつうじて、いままで積み重ねられてきた

意識、観念、イデオロギー、想像、幻想といっ

た契機を総合する試みが、他方で、それとはま

ったく無関係のようにして宇野学派によって精

緻に組み上げられてきた経済学の体系的な諸成

果と、論理的な有機性をもって関連づけること

も可能となるであろう。

　本稿は、新マルクス学派の多彩な展開と宇
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野学派の精緻な経済学研究の両者を連結し、社

会科学の全体系性を再構築するために必要な、

見失われていた環missing linkを見出す試みで

ある。

第１節��唯物史観と方法模写説

第１項　唯物史観の論理的根拠

いわゆる唯物史観の公式は『ドイツ・イデオ

ロギー』、『哲学の貧困』、『賃労働と資本』、『経

済学批判序論』等において、あたかも託宣のよ

うにいささか唐突なかたちで提示されて以降、

第二インター期、第三インター期をへて、最終

的にはスターリン［1938年］『弁証法的唯物論

と史的唯物論』（石堂清倫訳、『弁証法的唯物論

と史的唯物論 他二篇』国民文庫、1953年、所

収）へと公式化されていった。

また、アルチュセールは、唯物史観が歴史科

学の発見という「認識論的切断」をなしたこと

を強調するあまり、その「認識論的切断」がど

こから由来するのかという形成史的過程も、ま

た、唯物史観の諸範疇を導出する論理的手続き

論もまったく無視していた。そこでは、ただた

だ天才的直観による「認識論的切断」が強調さ

れるばかりとなる＊2。

それでは、実際のところ、『ドイツ・イデオ

ロギー』においては、どのような論理的手続き

によって唯物史観とその諸範疇が導き出されて

いたのであろうか。

『ドイツ・イデオロギー』第一部（清書稿）に

おいて、マルクス、エンゲルスは自分たちの方

法を、「現実的前提」から出発するものである

とし、その前提を、「一定の諸条件のもとで、

現実的で経験的に観察しうる発展過程にある人

間たち」としている。

「［43頁］このような考察の仕方は、無前

提のものではない。それは現実的な諸前提

から出発し、ひとときもそれをはなれない。

その前提とは、人間たち、なにか空想的な

閉鎖性と固定性にではなくて、特定の諸条

件のもとで、現実的で経験的に観察しうる

発展過程にある人間たちである。」（花崎皋

平訳『ドイツ・イデオロギー』による。な

お、廣松渉／小林昌人編訳による岩波文庫

版では32頁。）

さらに、これにすぐ続けて、

「［43頁］この活動的な生活過程が開示さ

れるやいなや、歴史は、かれら自身がまだ

抽象的な経験論者たちにおけるような、死

んだ事実の山とか、観念論者たちにおける

ような、想像上でつくられた主体の想像上

の活動であることをやめる。」（同前）

「［43頁］こうして思弁がおわるところ、

すなわち現実的な生活のもとで、現実的で

実際的な科学、人間たちの実践的活動と実

践的発展過程の解明がはじまる。意識に関

するおしゃべりがやみ、現実的な知識がと

ってかわらねばならない。自立的な哲学は、

現実の解明がはじまると飯の種をうばわれ

る。せいぜいよくても、人間たちの歴史的

発展の考察から抽出されるきわめて一般的

な諸成果の総括がそれにかわりうるにすぎ

ない。これら諸抽象物（die Abstraktionen）

は、現実の歴史から切りはなされれば、そ

れ自身ではまったくなんの価値ももたない。

それらは、歴史的資料の整理をかんたんに

し、そ［44頁］れの各層の配列順をしめ

すためにだけ役立ちうるにすぎない。」

として、「活動的な生活過程が開示される」こ

とをもって、経験論と観念論を同時に乗り越え
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る方法であると高らかに宣言し、みずからの立

場を「人間たちの実践的活動と実践的発展過程

の解明」たる「現実的で実際的な科学」として

いる。

だがしかし、多様で流動的な「人間たちの実

践的活動と実践的発展過程の解明」たる「現実

的で実際的な科学」を把握する方法とは、具体

的にはどのようなものなのであろうか。彼らは、

ヘーゲル学派的な観念論のような「自立的な哲

学」を否定し、「現実的知識」によってそれに

せまろうとする＊3。

だが、ここにはいまだ大きな課題が伏在して

いるといわなければならない。ここで見逃して

はならないことは、その「現実的知識」なるも

のは、「経験論者たち……におけるような死ん

だ事実の山」ではないのだといわれているもの

の、それが一体どのような意味で経験論と異な

るのかが一向に明示されてはいないということ

である。

マルクス、エンゲルスは序論の最後の部分に

おいて、

「［44頁］われわれはここで、われわれが

イデオロギーの代わりに用いようとする上

記の諸抽象物の若干をとりだして、それら

を歴史的な事例によって説明してみよう。」

といって本論における唯物史観の叙述へと移行

してしまっているように、もっぱらドイツの観

念論者たち＝ドイツ・イデオローグへの批判に

集中していく。そのため、歴史を「死んだ事実

の山」としかみない「かれら自身がまだ抽象的

な経験論者たち」への批判は素通りされる結果

となっているのである。

このように、『ドイツ・イデオロギー』にお

いては、たんなる経験論的な事実の単なる寄せ

集めという方法は批判されている。だが、それ

に対して、マルクス、エンゲルスがみずから対

置する諸範疇は、たんに歴史的観察からの諸抽

象物だというだけであった。そのため、それが

経験論的な帰納法とどう異なるのかは、一向に

明らかではないといわざるをえない。

経験論、実証主義の方法というものは、素材

となる対象の下向的分析に終始し、それがなん

らかの先行的な粗い概念的把握を潜在的に前提

していることを看過しているという特徴をもっ

ている。つまり、経験論、実証主義の方法は、

たんなる事実の寄せ集めをつうじて分析的、帰

納法的に分類範疇を作業仮説として作り出し、

次に、その作業仮説をさらなる事実のデータと

突き合わせて検証する作業を繰り返す。この範

囲に完全にとどまっていることにその決定的な

特徴がある。

だがしかし、じつは、素材となる対象の下向

的分析なるものも、それがどんなに粗雑なもの

であれ、なんらかの潜在的に先行する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上向的総

合による概念的把握を前提しているものなので

ある。そこまではヘーゲル哲学にもとづく知識

によって誰でも指摘することはできる。だが、

マルクス、エンゲルスとしては、なんらかの潜
0 0 0 0 0 0

在的に先行する
0 0 0 0 0 0 0

上向的総合による概念的把握が、

どのような論理的手続きによるものであるかを

具体的に明示できなければ、みずからの「現実

的知識」とするものと、経験論的な帰納法によ

る知識との相違を示すことはできない。かえっ

て、「死んだ事実の山」に直観的な託宣による

諸抽象物、諸範疇を恣意的に付け加えることに

しかならないのである。

つまり、マルクス、エンゲルスはここで、た

んに託宣のようにただ直観的に「人間たちの歴

史的発展の考察から抽出されるきわめて一般的

な諸成果の総括」を持ち出してきているにすぎ

ない。その背後にどのような論理的手続きの過

程があるのかは不明なままだったのである。
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この点については、じつは、すでにアルチュ

セール派に属するバリバールが、『資本論を読

む』所収の論文において次のように指摘してい

たところでもあった。

「［19頁］［「生産様式」を中心概念とする］

マルクスの理論は、それがその科学的認識

を創始する歴史自体を不断の対象にすると

同時に、それ自体に即して考察されたこの

歴史の適切な概念をどこにも与えていない、

という逆説をあらわにしている。」

「［19頁］例えば、『ドイツ・イデオロギ

ー』の最初の部分……、『経済学批判』の

「序文」……、『経済学批判要綱』のなかに

集められた多様な『資本論』準備草稿など

［20頁］がある。……これらのテクストで

は、区分の明瞭さ、主張の断固たる調子と

拮抗するかのように、弁明の簡潔さ、定義

の省略が見られる。……歴史理論の原理に

関する論考だけがこの種のものであり、し

かもその大部分は故意に未完の草稿のまま

に残され、公表されないでいた。」

「［30頁］すなわち、マルクスはこのレベ

ルでは自分の特殊な答えを正当化すること

はできないし、事実それは正当化できない

ものであって、だからこそ、われわれが語

っているテクストはおそらくはドグマティ

ックな簡潔さをもっているのであろう。」

（Balibar, ［1965］）

つまり、バリバールは「生産様式」を中心概

念とする唯物史観の諸範疇は、『経済学批判序

論』のように断片的か、『ドイツ・イデオロギ

ー』、『経済学批判要綱』などのように未完の草

稿のままに残され公表されないでいたテクスト

群において、定義の省略されたドグマティック

な簡潔さをもった説明しか与えられていないと

指摘していたわけである。

しかし、そこでのバリバールの問題意識その

ものは、マルクスにおける「認識論的切断」に

よってもたらされた「生産様式」を中心とする

諸概念を、『資本論』の“徴候的読解”にもと

づいて、経済学的な諸概念 ― 労働、労働対象、

労働手段、等々― によって固め直すという域

にとどまっていた。残念ながらその作業は、

『資本論』研究者やマルクス経済学サイドから

すれば特に目新しいことのない諸概念の再確認

作業にとどまっていたといわざるをえない。

そこで、改めてこの問題を考え直す必要があ

るが、そのためにはいささか迂遠のようではあ

るが、マルクス、エンゲルスにおける―周知と

いえば周知の―唯物史観の形成過程を再確認す

ることから始めることとしよう。

第２項　唯物史観の形成過程

ヘーゲルは英・仏・米における近代社会の生

成過程を前提としながら、客観精神論－法哲学

－歴史哲学、家族－市民社会－国家論を構築し

た＊4。マルクスは、そのようなヘーゲルの法哲

学への批判を通じて「市民社会の解剖学として

の経済学」の批判的研究へと進んだ。そこでは、

市民社会とりわけ「欲求の体系」が焦点とされ

た＊5。ヘーゲルのいう「欲求の体系」とは、欲

求＝需要と労働＝供給との相互作用のシステム

のことであり、ようするに市場経済のことであ

る。ヘーゲルはこれを古典経済学によりながら

略述しているといえる。

マルクスの『経済学批判序論』［1859年］に

おける述懐によれば、ヘーゲル法哲学批判をつ

うじてここに照準を見定めたマルクスは、既成

の経済学における既成の諸概念を批判的にとら

えようとした。マルクスにおける経済学研究の

試みは、まず『経済学・哲学手稿』［1844年］

等の遺稿群として行われた。だが、そこではま
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だ生産物、私有財産、階級を疎外された労働の

所産とみなければならないといった程度の発想

にとどまっていた。

もとより、「疎外された」労働ということに

は、すでにして「疎外」という自然からも共同

体からも諸個体が分裂し原子化された特殊近代

社会の関係性が含意されていた。それは疎外さ

れざる類的本質としての人間一般の状態と疎外

された近代社会とが対置される発想となってい

る。もちろん、それはあまりにも抽象的な概念

的図式にすぎなかったがゆえに、『ドイツ・イ

デオロギー』［1845-46年］において概念の表

現形式が ―おそらくはエンゲルスの主導性の

もとに― 一定程度、濾過されることとなった
＊6。

もっともエンゲルス自身は、晩年になって唯

物史観、階級闘争史観の先駆者として、『フォ

イエルバッハ論』［1888年］（松村一人訳、岩

波文庫、1960年、72頁）、その他においてギゾ

ー、ティエリ、ミニェ、ティエールらの名を挙

げている。かれらは、18世紀スコットランド

啓蒙におけるファーガソン［1767年］『市民社

会史論』に代表される文明開化＝市民化史観を

19世紀フランスにおいて継承したものとして

位置づけられるべきものであるが、とりわけギ

ゾー ［1828年］『ヨーロッパ文明史』がその代

表的な著作である。

他方、マルクス自身も1852年の時点でティ

エリ、ギゾーやリカードらの名に言及しながら、

「ぼくよりずっと前に、ブルジョア歴史家たち

はこの階級闘争の歴史的発展を叙述し、ブルジ

ョア経済学者たちは階級の経済的分析をなして

いた」（前掲、ヴァイデマイアー宛書簡）と明

言しているが、実際、マルクスはギゾーの『ヨ

ーロッパ文明史』を1843年から45年の間に読

んだとされている（Guizot, [1828], Historie de la 

Civilisation en Europe. ギゾー『ヨーロッパ文明

史』安士正夫訳、みすず書房、1987年、訳者

による「新版へのあとがき」322頁、参照）。

周知のとおり、マルクスはギゾーの名を歴史家

としてではなく政治家としてではあるが、『共

産党宣言』と『経済学批判』の序論において繰

り返し挙げている。そこにはマルクスが何らか

の意味でギゾーを強く意識していたことが示唆

されている。また、マルクスが『ヨーロッパ文

明史』を読んだとされる時期は、使用概念や論

理構成などから、より直接的な唯物史観の先駆

者と目されるヴィルヘルム・シュルツ［1843

年］『生産の運動』の刊行とほぼ同時期のこと

でもあった。

いずれにせよ、直接的にみてとれる事実経過

としては『ドイツ・イデオロギー』においてエ

ンゲルスの歴史過程論的な発想の刺激を受ける

ことによって、マルクスは抽象的な類的本質の

概念を自己批判し、それを歴史的な対自然的－

対人間的な諸関係（分業、生産と交通）の始源

的なあり方としてとらえ直すようになったこと

は間違いないところであろう。

それにより、それまでは没歴史的な概念にと

どまっていた類的本質の概念は、「フォイエル

バッハ・テーゼ」［1845年］において「社会的

諸関係の総和」として、さらに抽象的にとらえ

返されていたものの、『ドイツ・イデオロギー』

において「歴史のかまど（汽缶室）としての市

民社会」における「生産力と交通形態」として

より具体化されていったわけである＊7。

「［73頁］これまでの歴史のあらゆる段階

に存在してきた生産諸力によって規定され、

また逆にその生産諸力を規定する交通形態、

それは市民社会である。この市民社会は、

以上にのべてきたことからすでに明らかな

ように、単純家族と複合家族、いわゆる氏

族制をその前提とも基礎ともしている。
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……すでにここでわかることは、この市民

社会があらゆる歴史の真のかまどであり舞

台であるということである……。」（『ドイ

ツ・イデオロギー』、引用頁数は花崎訳に

よる。なお、廣松／小林訳では74頁。）

「［163頁］市民社会という言葉は、所有

諸関係がすでに古代的および中世的な共同

体からぬけだしていた18世紀にあらわれ

た。市民社会としての市民社会は、ブルジ

ョアジーとともにはじめて発展する。しか

しながら、生産と交通から直接に発展する

社会組織は、いつの時代にも国家や他の観

念論的上部構造の土台をなしており、ひき

つづきおなじ名前でよばれてきたのであ

る。」（同前、引用頁数は花崎訳による。な

お、廣松／小林訳では200-201頁。）

だが、マルクスは『ドイツ・イデオロギー』

執筆過程においてエンゲルスからの刺激を受け

たからといって、『経済学・哲学手稿』で掴み

取った基本的な発想の枠組みを全面的に放棄し

たわけではなかった。エンゲルス主導による唯

物史観的な思考回路を媒介としながらも、自己

固有の思考経路においてマルクスは、『経済学・

哲学手稿』における類的本質／疎外された近代

社会という概念図式を、『経済学批判要綱』

［1857-58年］においては、人格的依存関係／

物象的依存関係という概念図式へと改鋳してい

くこととなったのである（Marx［1857-58］、

邦訳頁数①97頁）。また、『経済学批判要綱』

に含まれる『資本制生産に先行する諸形態』に

おいては、人格的依存関係としての共同体の構

造論的な歴史類型論として種族的、アジア的、

ローマ的、ゲルマン的が措定されるようになっ

た（同前、②117頁以下、参照）。

そこにおいてマルクスは、「社会的諸関係」

の歴史汎通的な共通概念としてはゲマインヴェ

ーゼンという概念を、「社会的諸関係」の歴史

的な諸形態としては物象的依存関係／人格的依

存関係の二大分類、人格的依存関係としての共

同体の諸形態としては種族的、アジア的、ロー

マ的、ゲルマン的な諸形態を、用いるようにな

っていったといえる＊8。

つまり、マルクスは、いわゆるエンゲルス主

導の唯物史観の公式の形成過程と同時並行的に、

『経済学・哲学手稿』：{人間の類的本

質／疎外された近代社会}

→ 「フォイエルバッハ・テーゼ」：｛社会的

諸関係の総和 | 市民社会／人類社会｝

→ 『経済学批判要綱』：｛ゲマインヴェーゼ

ン |人格的依存関係（種族的・アジア的・

ローマ的・ゲルマン的）／物象的依存関

係｝

という範疇形成を行っていったということがで

きる。

こうして、一方で、エンゲルス主導で形成さ

れた唯物史観的な諸概念としては、対他的－対

自然的な協働連関たる「歴史のかまどとしての

市民社会」が「対自然的＝生産力」と「対人間

的＝交通形態（～生産関係）」の二契機へと範

疇化されていくとともに、他方では、マルクス

独自の思考回路においては、人間の類的本質（そ

の疎外態が市民社会）→社会的諸関係の総和→

ゲマインヴェーゼンというように範疇化が展開

された。したがって、この両系統の統合として、

特殊歴史的形態としては「18世紀にあらわれ

た市民社会としての市民社会」でありながら、

同時に歴史汎通的なゲマインヴェーゼン（「類

的本質」・「社会的諸関係の総和」）の概念とし

ては「歴史のかまどとしての市民社会」でもあ

るものが、生産力・生産関係（交通形態）とし

てとらえ返されたものとして、重層的、立体的

に唯物史観の全体像をとらえ直す必要があるの
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である。

この点に鑑みるとき、アルチュセール学派が

いうように、マルクス固有の思考回路が「認識

論的切断」によって廃棄されることによって

「市民社会」概念が廃棄され、エンゲルス主導

による唯物史観へと跳躍したというのは誤りと

いわざるをえないのである。

第３項　�『経済学批判序論』の述懐とその宇野

弘蔵による読解

ところが、マルクスは、以上に概観したよう

な唯物史観および経済学批判の形成に至る試行

錯誤の過程について、『経済学批判序論』（1859

年）においては、次のように極めて圧縮された

かたちでしか述懐していない。そのため、じつ

に多くのミッシング・リンクが生じてしまった

わけである。『経済学批判序論』において、マ

ルクスは次のようにいっている。

「［8頁］私を悩ました疑問の解決のため

に企てた最初の仕事は、ヘーゲルの法哲学

の批判的検討であって、その仕事の序説は、

一八四四年にパリで発行された『独仏年

誌』に掲載された。私の研究の到達した結

果は次のことだった。すなわち、法的諸関

係ならびに国家諸形態は、それ自体からも、

またいわゆる人間精神の一般的発展からも

理解されうるものではなく、むしろ物質的

な諸生活関係に根ざしているのであって、

これらの諸生活関係の総体をヘーゲルは、

一八世紀のイギリス人およびフランス人の

先例にならって、『市民社会』という名の

もとに総括しているのであるが、しかしこ

の市民社会の解剖学は経済学のうちに求め

られなければならない、ということであっ

た。」

「［8頁］パリで始めた経済学の研究を私

はブリュッセルでつづけた。ギゾー氏の追

放命令の結果、同地へ私は移ったのであっ

た。私にとって明らかとなった、そしてひ

とたび自分のものになってからは私の研究

の導きの糸として役だった一般的結論は、

簡単にいえば次のように定式化することが

できる。（以下、有名な唯物史観の公式の

説明が続けられる。）」（『経済学批判序論』、

引用は杉本俊朗訳による。）

つまり、初期マルクスはヘーゲル法哲学の批

判をつうじて、1844年の『独仏年誌』に掲載

された「ヘーゲル法哲学批判序説」と「ユダヤ

人問題に寄せて」によって、「物質的な諸生活

関係の総体」すなわち「市民社会」の解剖学は

経済学に求められなければならないという研究

結果に到達した後、パリ、ブリュッセルで続け

られた経済学の研究によって、「私にとって明

らかとなった、そしてひとたび自分のものにな

ってからは私の研究の導きの糸として役だった

一般的結論」が、いわゆる唯物史観の公式とし

て定式化されたというのである。

ところで、宇野弘蔵は、この『経済学批判序

論』を詳細に読み解きながら、次のように述べ

ていることに注目すべきである。

「［99頁］マルクスが『経済学批判』の序

文に述べている、いわゆる唯物史観の公式

は、単に経済学の対象をなす商品経済の社

会に限られるものではなく、人間の歴史に

関する研究の一般的結論として展開されて

おり、マルクス自身もそれが彼の経済学研

究にとって『導きの糸』として役立ったも

のとしている。もちろん彼がかかる結論を

うるにいたったのは、むしろ経済学的研究

に入る前からの歴史・哲学・法律学等の研

究によるものといってよいのであろうが、
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しかしそれにしてもこの結論が、経済学の

研究とともにその対象をなす商品経済と極

めて密接な関連をもっていることは、彼の

この結論に対する叙述においても明らかで

ある。……『法的諸関係および国家諸形態

は、それ自身で理解されるものでもなけれ

ば、またいわゆる人間精神の一般的発展か

ら理解されるものでもなく、むしろ物質的

生活諸関係、その諸関係の総体をヘーゲル

は一八世紀のイギリス人やフランス人の先

例にならって『ブルジョア社会』という名

のもとに総括しているが、そういう諸関係

にねざしているということ、しかもブルジ

ョア社会の解剖は、これを経済学にもとめ

なければならない、ということであっ［100

頁］た。』（原著注　『経済学批判』邦訳岩

波文庫版12-3頁）明らかに『ブルジョア

社会』を解剖する経済学の内に、あらゆる

社会に通ずる歴史的規定を求めようという

のである。その点が、公式にいう『現実の

土台』としての『生産諸関係の総体』の形

成する『社会の経済的機構』に対応して、

『そのうえに、法律的、政治的上部構造が

そびえたち、また、一定の社会的意識形

態』があるという規定となってあらわれて

いる。前にも述べたように、経済学は商品

経済を、特に資本家的商品経済として体系

的に解明せんとするものであるが、それは

資本主義に先だつ諸社会と共通の地盤を有

しているのであって、その特殊規定は、た

だ単にその特殊規定につきるわけではない。

いいかえればその特殊規定の内にも、他の

諸社会に共通するものを包摂しているので

ある。経済学の唯物史観に対する関係も、

この点にかかっているのである。」（宇野弘

蔵［1962年］『経済学方法論』「Ⅲ -1　経

済学の唯物論」。引用頁数は著作集第9巻

による。）

宇野はここにおいて確かに、「現実の土台」

としての「生産諸関係の総体」が形成する「社

会の経済的機構」、それに対応する「法律的、

政治的上部構造」、「一定の社会的意識形態」と

いった唯物史観の諸範疇と、それにもとづく唯

物史観の公式とは、「ブルジョア社会の解剖学」

としての経済学のうちに、あらゆる社会に通ず

る歴史的規定を人間の歴史に関する研究の一般

的結論として展開しているものである、という

ことを指摘していたわけである。

それは、唯物論、唯物史観が経済学に先行す

るのではなく、経済学をつうじて唯物論、唯物

史観が論証されるという主張であるが、このよ

うに経済学をつうじて唯物史観の分析範疇も論

証されるべきものとする発想は、じつはマルク

ス自身の思考回路の重要な核心を把握したもの

といえる。

第４項　『経済学批判序説』における断片的言及

他方、『経済学批判序論
0 0

』においては、みず

からのライフ・ヒストリーに即してきわめて不

十分に回顧されてきたにすぎなかったマルクス

の思考過程は、『経済学批判序説
0 0

』のほうでは

きわめて断片的ながら、論理的な展開過程とし

て再構成されようとしていた。

周知のように、マルクスは『経済学批判序

説』の「三　経済学の方法」において、経済学

における諸範疇はあくまでも歴史の最終地点で

ある当面する社会の分析から得られるものであ

ると同時に、歴史的な諸社会形態を把握するた

めの範疇ともなるものであるとし、「人間の解

剖が猿の解剖の鍵である」としている。また、

それらの諸範疇は、近代社会の下向的分析の帰

結として得られた最も単純で抽象的な概念＊9を

出発点として、上向的総合によってより複雑で
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具体的な概念へと再構成－再配列されなくては

ならないとしている＊10。

このように、『序説』においては、マルクス

が『序論』できわめて不十分な形で開示した唯

物史観の形成に至る試行錯誤的な思考過程のラ

イフ・ストーリーに即した回顧ではなく、諸範

疇の導出過程の論理的手続きを提示しようとし

ていたことが看て取れるのである。

それを端的に示しているのが次の箇所である。

「一定の労働にたいする無関心は、諸個人

が一つの労働から他の労働に移っていくこ

とが容易であり、労働の一定種類は彼らに

とって偶然的であり、それゆえ無関心的な

ものであるような社会形態に照応している。

……このような状態は、ブルジョア社会の

最も近代的な定在形態―アメリカ合衆国―

で最も発展している。したがって、「労働」、

「労働一般」、たんなる労働［Arbeit sans 

phrase］といった範疇の抽象、近代経済学

の出発点は、ここにおいてはじめて実際上

真実となる。」（『経済学批判序説』、「三　

経済学の方法」56-57頁、S. 39-40）

つまり、マルクスによると、当時、アメリカ

合衆国で最も発展していたようなブルジョア社

会の近代的な定在形態においては、諸個人が一

つの労働から他の労働に移っていくことが容易

となっており、そのような社会状態を基盤とし

て「労働」、「労働一般」といった範疇の抽象が

可能となったというのである。

ただし、この引用箇所は、アダム・スミスが

生産的労働を農業労働などのような特定の労働

から切り離して抽出したという文脈の中で断片

的に述べられているものであり、唯物史観の範

疇の形成という文脈で語られているものではな

かった。

実際のところ、『経済学批判序説』において

は、第一節「生産」、第二節「分配、交換、消

費にたいする生産の一般的関係」において生

産・分配・交換・消費あるいは労働といった諸

範疇が取り上げられているものの、それらはあ

くまでも経済学の範疇として取り上げられてい

るにとどまる。また、そのようなものとして過

去の社会諸形態に対して「人間の解剖は猿の解

剖の鍵である」という関係をもつことが指摘さ

れるにとどまっている。

それに対して、第四節は「生産、生産手段と

生産諸関係。生産諸関係と交易諸関係。生産諸

関係と交易諸関係とにたいする国家および意識

の諸形態の関係。法律諸関係。家族関係」とい

う長い標題が付けられているが、内容的にはた

だ、「ここで述べなくてはならない、またわす

れてはならない点についての注意 Noteabene」

についての8項目からなる箇条書きが並べられ

ているにすぎない。しかも、これらの箇条書き

は、「生産諸関係と交易諸関係とにたいする国

家および意識の諸形態の関係。法律諸関係。家

族関係」といった第四節標題の後半部分にだけ

関わっており ―とりわけ芸術論へのそれ自体

は興味深い内容をもった言及へと文章が流れて

いってしまっている―、肝腎の「生産、生産手

段と生産諸関係。生産諸関係と交易諸関係。」

の部分に関する言及は一切なされていないので

ある。

つまり、『経済学批判序論
0 0

』のほうでいささ

か唐突に託宣されることとなった生産力・生

産関係、社会構成、等々の唯物史観的な諸範疇

の導出や根拠付けについての論理的な説明が

なされるべきであった第四節が、肝腎の内容を

欠いたまま放置された状態となっていたわけ

である。

しかし、実際に第四節において、生産力・生

産関係、社会構成、等々の唯物史観的な諸範疇
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の説明が展開されたとするならば、それは、お

のずから「三　経済学の方法」で省察された生

産・分配・交換・消費あるいは労働といった経

済学の諸範疇の抽象についてと同様に、生産

力・生産関係、社会構成、等々の唯物史観的な

諸範疇の抽象の手続きが論理化されることとな

ったはずなのである。

すなわち、後者もまた、近代の経済学が掲げ

ている近代的な社会形態の範疇であるとしてこ

そ、「すべての社会諸形態に妥当する太古から

の関連を表現する最も単純な抽象」となりうる

ことが明確に位置づけられたであろうと考えら

れるのである。

このようにして、これらの諸範疇の配備＝

「人間の解剖」は、「猿の解剖の鍵」＝「先行す

る諸形態」の分析の概念装置、分析枠組、解読

格子となるのである。

事実、マルクスは、『序説』を含む『経済学

批判要綱』においては、「貨幣に関する章」、

「資本に関する章」においていわば「人間の解

剖」についての叙述を上向的に展開しながら、

それを踏まえて「猿の解剖の鍵」として『資本

制生産に先行する諸形態』を展開したのであっ

た。

つまり、マルクスにおいては、『ドイツ・イ

デオロギー』から『序論』に至る唯物史観の公

式は、いまだ直観的に掴み取られた「導きの

糸」なのであったが、それは、『経済学批判要

綱』の論理展開をつうじて、改めて論理的に位

置づけなおされるべきものとしてあったという

ことができるのである。

こうして今や、『序論』におけるライフ・ヒ

ストリー的な回顧、『序説』における範疇抽出

手続きの論理化が、それぞれきわめて不十分で

あったために顕在的に読み取りにくくなってい

たミッシング・リンクがあきらかとなる。

『ドイツ・イデオロギー』や『序論』で唐突

に、「死んだ事実の山」の分析に終始する経験

論的な帰納法によって導かれた諸範疇とは一線

を画するものとして、まるで託宣のように―バ

リバールの言によれば「ドグマティックな簡潔

さ」をもって―下された唯物史観の諸範疇は、

たんにマルクス、エンゲルスの天才的直観によ

って無媒介に導き出されたというだけのもので

はなかった。それは次にみるように純粋化傾向

にもとづく方法模写説という論理的な導出手続

きの裏付けを背後にもつものだったのである。

第５項　�方法模写説と市民社会－国家論及び唯

物史観の連関

宇野弘蔵による、純粋化傾向＊11によって歴

史的過程それ自身が経済学、唯物史観の諸範疇

を形成してきたものであるとするとらえ方は、

方法模写説と呼ばれる独自の方法論として定式

化された。

「［160頁］たとい一時的にしろ、また特

殊の事情をもってにしろとにかくその商品

経済の原理をもって、国内的には勿論のこ

と、対外的にもますます有力に支配し、自

らの力でその体制を完成する方向に進みつ

つあったということは、資本主義社会に関

してその原理を経済学的に確立することを

可能ならしめるものに外ならない。われわ

れはここではなんらかの主観的立場による

指導概念によって対象を処理するというの

でなく、資本主義社会自身が形成しつつあ

る純粋の諸関係を理論的に構成すればよい

ことになる。この点はまさに歴史の基礎科

学としての経済学に特有なものではあるま

いか―と考えるわけです。」

「［161頁］経済学は、その原理論で単に

対象の模写というのでなく、方法自身の模

写をも示している ― と僕は思うのですが、
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どうでしょう。そしてそれこそ唯物論を客

観的に基礎づけるものと考えるのです。」

（宇野弘蔵［1955年］「帝国主義論の方法

について」。引用頁数は著作集第10巻によ

る。）

「［154頁］私は、かつて経済学の諸原理は、

単に対象を模写するのでなく、方法自身を

も模写するものであるといったことがある

が（原著注：拙著『「資本論」と社会主義』

226頁参照）、それは対象の模写が同時に

方法の模写でもあることを意味するものに

ほかならない。それは、すでに繰り返し述

べてきたように、原理論の対象をなす純粋

の資本主義社会なるものが、単に現実の資

本主義社会から主観的に抽象して想定され

るのでなく、資本主義の発展そのものが、

客観的に純化作用を有しているものとして

想定されるものであるからである。方法自

身が客観的に対象とともにあたえられるの

であって、対象に対してなんらかの主観的

な立場によって立向かうわけではない。」

（宇野弘蔵［1962年］『経済学方法論』「Ⅲ

-4　経済学と弁証法」。引用頁数は著作集

第9巻による。）

ここで宇野がいっていることは、歴史的過程

そのものが、商品・貨幣、資本といった諸範疇、

諸概念を形成してきたのであって、それらは研

究者が何らかの主観的関心による解読格子を現

実にあてはめて分節化することによって得られ

るような恣意的な諸範疇、諸概念とは異なると

いうことである。宇野によれば、そのような解

読格子としての方法そのものが、現実の歴史的

過程そのものによって形成されるのであり、研

究者はそのような解読格子としての方法そのも

のをただ模写すればよいのである＊12。

しかしながら、このように宇野自身が純粋化

傾向にもとづく方法模写説と唯物史観の密接な

関連について指摘している箇所があるににもか

かわらず、従来、マルクス本来の市民社会－国

家論、唯物史観（およびヘーゲルの法哲学、歴

史哲学）と、宇野の純粋化傾向にもとづく方法

模写説、それを基礎とする経済学原理論とが、

有機的に結び付けられる道筋は断たれてきたと

いわざるをえない。

そもそも純粋化傾向とは純粋資本主義社会へ

と近似していく歴史的傾向のことであるが、そ

れについてはマルクス自身、たとえば『資本

論』第3巻において次のように述べていた。

「［S. 184］理論においては資本家的生産様

式の諸法則は純粋に展開されるということ

が前提される。現実においては常にただ近

似のみが存在する。しかしこの近似は、資

本家的生産様式が発展すればするほど、そ

して従来の経済的残滓による資本家的生産

様式の不純化と混合とが除去されればされ

るほど、ますます大きくなる。」（『資本論』

第3巻第10章）

だが、このような純粋な資本家的生産様式へ

の歴史的傾向というものは、同時に、純粋市民

社会へと近似していく傾向でもあろう。したが

ってそれは、いいかえると「資本の文明化（＝

市民化）civilisierend作用」の傾向でもあるこ

とになろう。

「［S. 440］資本の生産条件をもつのは、つ

まりそれらを充足し、また実現しようと努

めるのは、ただ資本だけであるから、流通

の前提、流通の生産的起点となるすべての

地点で、これらの地点を自己に同化させよ

うとするのは、すなわちこれらの点を、資

本化する生産あるいは資本による生産に転
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化しようとするのは、資本の一般的な傾向

である。このような布教的［propagandis-

tisch］（文明化的［civilisierend］）傾向は、

ただ資本だけに ―それ以前の生産諸条件

とは区別して― 固有のものである。」（『経

済学批判要綱』、「Ⅲ　資本にかんする章」。

邦訳頁数、220-221頁。）

このように、マルクスは、流通の生産的起点

となるすべての地点で、これらの地点を自己に

同化させようとする資本の一般的な傾向のこと

を、「文明化傾向」（＝市民化傾向）と呼んでい

る。これはまさに19世紀末から20世紀前半に

至る帝国主義から全体主義、超国家主義の時代

に「逆転」を余儀なくされてしまった歴史的傾

向そのもののことであろう。

したがって、宇野のいう純粋化傾向とは、

「文明化傾向」（＝市民化傾向）と同じ事態を指

したものであり、それは全世界が純粋市民社会

へと近似していく傾向とも密接に結びついた概

念なのである。

実際、18世紀以来、西欧人に抱かれるよう

になった純粋市民社会の表象によってはじめて、

社会構成の諸契機は渾然一体となった漠然とし

た表象から、欲求の体系としての自立的経済過

程と、悟性国家、理性国家、絶対精神（芸術、

宗教、学問）等の観念的上部構造との分節化が

可能となったといえるわけである。さらに、そ

れをもとに自立的経済過程の諸契機たる生産

力・生産関係等の分節化も可能となったのであ

る。

このように、『序論』で不十分にしか開示さ

れていなかったマルクス自身のライフ・ヒスト

リー的な試行錯誤の過程も、『序説』で不十分

にしか展開されていなかった唯物史観の諸範疇

の論理的な導出過程も、その論理的な道筋をつ

ぶさに追跡すれば、まさに宇野の考えていたよ

うな方法論に辿り着かざるを得ないことになる

のである。

こうして、従来、ヘーゲル－マルクス体系と、

カント的な悟性的性格のつよい宇野三段階論体

系との接合方法は容易には見出し難かったもの

なのであるが、じつは宇野自身において、純粋

化傾向による方法模写説は唯物史観の諸範疇を

も客観的なものとして導出する方法論として提

起されていたのである。

とはいえ、宇野自身が純粋化傾向と唯物史観

の諸範疇の方法模写について言及しているのは、

この箇所のほかにはあまりみられないだけでな

く、当該論文の全体の趣旨自体もこの論理をみ

えにくくしていたといえよう。

そもそも、宇野の史的唯物論のとらえ方はき

わめてオーソドックスなものであり、それゆえ、

たんなるイデオロギーにとどまるものと位置づ

けられていた。そこには、唯物史観が歴史科学

を志向する作業仮説であるというような発想す

らまったくなかった。また、宇野の唯物論のと

らえ方は、レーニン的な模写説、反映論そのま

まであった。

したがって、折角、宇野自身が純粋化傾向に

もとづく方法模写説と唯物史観の論理的連関に

ついて指摘している箇所がわずかながらも存在

したにもかかわらず、それが唯物史観の形成史

研究の諸成果や市民社会－国家論、自己疎外論、

物象化論、等々の研究成果と結び付けられる理

路が見出されないままとなってきたのであった。

公式化された「弁証法的唯物論と史的唯物論」

とは区別された、マルクス本来の唯物史観、弁

証法、自己疎外論、物象化論などの哲学的論理

と、宇野の高度な完成度を誇る経済学原理論と

が、有機的に結び付けられる道筋が不可視のも

のとなり、宇野の研究成果が20世紀後半にお

けるマルクス文献学の諸研究成果や、創造的な

新マルクス学派の諸研究成果と分断されたまま
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になっていたのであった。

しかし、いまや以上のような関連があきらか

となったことによって、

一、抽象的な哲学としての自己疎外論・物

象化論・主体的実践的活動論から、弁

証法的論理学・自然哲学・精神哲学ま

でのエンチクロペディー的体系性

二、歴史哲学を科学化するための作業仮説

としての唯物史観の諸範疇

三、近代社会の理念的構造論としての家族

－市民社会－国家論

四、宇野純粋化傾向論＝方法模写説と経済

学三段階論（原理論－段階論－現状分

析）

という各領域は、とりわけ第四の領域が外在的

な関連にとどまっていたものが、緊密な内在的

論理によって貫徹されることが可能となったの

である。

第２節　方法模写説から範疇模写説へ

第１項　「範疇の構成方法」の模写

ところで、方法ないし方法論というとき、

様々な場面に応じてさまざまなものがある。宇

野が「方法模写説」というときの「方法」とい

う用語は、何を意味していたのであろうか＊13。

宇野が念頭に置いていたのは、マックス・ヴェ

ーバーが主張したような主観的問題関心による

理念型の構成方法に対置されるべき方法ないし

方法論であった。

「［154頁］いうまでもないことであるが、

純粋の資本主義社会が、われわれのなんら

かの主観的立場によって抽象され、想定さ

れたものではなく、客観的に資本主義の発

展の内に認められる傾向として想定される

ものであるということは、［155頁］同時

にまた実験室的対象のように単なる部分的

な、全体の過程から切断されて採り上げら

れたものではないことを示すのである。」

（宇野弘蔵［1962年］『経済学方法論』「Ⅲ

-4　経済学と弁証法」。引用頁数は著作集

第9巻による。）

それは、歴史過程それ自身によって客観的な

範疇構造が構成されたものが純粋資本主義社会

とその原理論であるという意味で、ヴェーバー

が主張した主観的問題関心による理念型の構成

方法とは異なり、客観的かつ「唯物論」的であ

り、なおかつ、部分的ではなく全体的な認識だ

というのが宇野の主張であった。

ここで宇野が問題としているのは、純粋化

傾向が与えてくれる範疇の純粋化を、そのまま

模写すれば範疇を純粋化する「方法」をも模

写したことになるということである。

このように、宇野のいっている「方法」とは、

内容的にみると、範疇を構成する「指導概念」

が主観的恣意によるか、それとも主観的恣意に

よらないかという「範疇の構成方法」のことに

ほかならなかった。「方法」、「方法論」という

概念は含意が多義的であるので、むしろ「範

疇」の模写といったほうが適切ではなかったか

と考えられる。

すなわち、本稿において「方法模写説」とい

うよりも、むしろ「範疇模写説」というほうが

適切であると考える所以である。

第２項　�黒田寛一『宇野経済学方法論批判』に

ついて

ここで、若き日に哲学徒として宇野と交流の

あった黒田寛一の『宇野経済学方法論批判』

[1962年／ 1992年 ]による、哲学的な角度から

する宇野方法論への批判について検討してみよ

う。黒田はそこで、宇野経済学方法論には認識



― 206 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

論が欠如していると批判している。

「［60頁］このような認識方法論ぬきの方

法論（つまり存在論的方法＝論証一辺倒主

義）という点にこそ、宇野経済学方法論の

独自性があるのである。」（黒田寛一［1962

年／ 1992年］）

ここでは一見、黒田寛一は哲学徒としてなら

誰もが考えそうな認識論的な方法の問題を宇野

に投げかけているだけのようにもみえる。たし

かに、経済学が純粋化傾向という対象だけでは

なく対象を概念化する方法それ自体を模写する

という言い方は誤解を招きやすい。哲学におい

て模写とは、物質の意識への反映という意味で

使われてきからである。その場合、模写、反映

するのは経済学そのものではなく経済学研究者

の意識でなければならない。宇野においては、

方法を模写する意識の問題が抜け落ちている。

前節において「範疇模写説」のほうが妥当とし

た所以である。

その限りにおいては確かに、そもそも宇野に

は経済学の下向的分析における諸範疇の生成過

程それ自体の認識論的・科学論的な方法論は、

まったく問題関心の外にあったというほかはな

い。

「［416頁］……経済学の理論が前に申し

たような客観的事実の反映である点、しか

も方法自身でもそうであるということが大

切なのです。それを認識するために主体の

主観がなければならぬことは言うまでもな

いですが方法自身も反映ということになれ

ば問題はそれ以上にはないと思っていま

す。」（黒田が宇野に出した質問に対する返

信ハガキ［1956年6月18日付け］の起こし。

黒田［1962年／ 1992年］、所載。）

つまり、宇野にしてみれば、経済学的な諸範

疇が形成されてきた過程は主体の主観による恣

意的なものではないということが問題のすべて

なのであって、哲学的・認識論的な方法論議の

問題ではないということであった。

しかしながら、黒田にとっての認識方法論と

は、実際のところは次のようなものであったの

で、次第に宇野との問題関心は幾重にもずれて

いることがあきらかとなる。

「［61頁］古典派経済学をマルクスが批判

的に継承しえたのは、まさしくプロレタリ

アの『否定的立場』が前提になっていたか

らであり、そ［62頁］してこの前提が経

済学研究を媒介にして結果に止揚されると

ころに、『資本論』が措定されうる……。」

（同前）

「［63頁］このような、客体的限定を基礎

とした認識主体の対象変革的な実践的立場

（プロレタリアの立場）においてはじめて、

認識対象の法則性の概念的把握が可能にな

るということは、一般的には人間認識が客

観性と主観［64頁］性との、あるいは対

象認識と価値意識または価値判断との統一

として成立するということにほかならな

い。」（同前）

すなわち、黒田においては、認識方法論の問

題は、純然たる哲学的認識論の問題ではなく、

プロレタリアの「場所的立場」からする実践的

な価値判断（つまりは”革命的共産主義”イデ

オロギー）と不可分のものとされていたのであ

る（そのようなとらえ方が、黒田にとっては純

然たる哲学的認識論の帰結のつもりだったので

あろうが）。もっとも黒田は、周到にも次のよ

うに付け加えることも怠ってはいなかった。
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「［64頁］しかし、このことは、もちろん

『なんらかの主観的立場による指導概念に

よって対象を処理する』ことではない。資

本制経済そのものが必然的にうみだした否

定的実存（物化された人間）であり、また

まさにこのゆえに同時にそれを否定し止揚

せざるをえない、歴史の主体としてのプロ

レタリアートのこの立場を認識者自身の主

体的根拠となすことによってこそ、資本制

社会の経済構造の本質的な認識把握が可能

となるのであり、その意味でプロレタリア

の立場が学問的認識において即自的に前提

されざるをえない、ということにすぎな

い。」（同前）

つまり、プロレタリアの「場所的立場」なる

ものは、宇野のいう純粋化傾向による客観的な

所産でもあるということであろう。

だが、このような論法は、認識者自身の主体

的根拠を資本制経済が必然的にうみだし・か

つ・それを否定し止揚せざるをえないプロレタ

リアの立場とせよ、さすれば「なんらかの主観

的立場」と異なる本質的な認識把握は資本制経

済が否定し止揚されざるをえないものとなる、

あるいは、プロレタリアは資本制経済を否定し

止揚せざるをえない、ゆえに認識者はプロレタ

リアによって否定し止揚されるものとして資本

制社会の本質的な認識把握が可能となるであろ

う、というようなものである。

したがって、それは以下の文章の「ルカー

チ」とあるところを、そのまま「黒田寛一」に

置き換えても妥当するようなものでしかなかっ

たのである。

「［250頁］ルカーチのいっていることを

やさしく諷刺すれば、階級意識に目覚めよ、

するとこの社会は階級的に視えてくるだろ

う、あるいは、階級社会は存在する、ゆえ

に人間は階級意識に目覚めるであろう、と

いう観念の循環論であることがわかる。」

（吉本隆明［1965年］「自立の思想的拠点」。

引用頁数は『吉本隆明全著作集13』、勁草

書房、1969年、所収による。）

こうしてみると、宇野が次第にいささかうん

ざりしたように、木で鼻を括ったような返事し

か出さなくなってしまったのも、やむをえざる

所であったといえよう。

「［417頁］過日はお手紙いただき乍ら御

返事延引していました　もっとも十分にお

答えできませんが科学的論証ということを

よく考えていただきたいと思うのです　私

自身もそれが完全にできているとは思わな

いのですが論証の中に認識主体の関係など

をもちこんでいては論証にはならないと考

えるだけです」（黒田が宇野に出した質問

に対する返信ハガキ［1959年6月28日付

け］の起こし。黒田［1962年／ 1992年］、

所載。）

しかしながら、ここで宇野は「認識主体の関

係」のなかに認識論の問題と価値判断論（とい

うよりは黒田特有の”革命的共産主義”イデオ

ロギー）の問題を一緒くたにして突き放してい

るにすぎない。だが、それでは認識方法論その

ものの問題はなんら解決されないままである。

黒田による宇野経済学方法論批判において意味

があるといえるのは、まさしくただ、宇野方法

論は「認識方法論ぬきの方法論」であるという

言辞の部分だけであるといってよい（この点は、

注13における廣松渉の指摘にも関わっている）。

そこで、方法模写説ないし範疇模写説の認識
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方法論的な問題については、第三節として節を

改めた上で、現象学的な認識論哲学による根拠

づけを考察していくこととする次第である。

第３節　範疇模写説の現象学的再措定

第１項　現象学的に再構成された論理的連関

何ものをも前提としないで思考しようとする

とき、絶対に確実なのは「いま－ここに－あ

る」という意識への現象の現れに関する感覚的

確信だけである。それは、デカルトの言ったよ

うな「いま－ここに－ある」ということすらも

疑っているという反省作用に先立つ感覚的確信

であるが、疑っている「我思う、故に、我在

り」ということへの感覚的確信もそこに由来す

るものである。

フッサールは、不確実なものを捨象し括弧に

入れ、意識の志向対象としての事象そのものへ

還元することを「現象学的還元」または「判断

中止」と呼んだ。とくに晩年のフッサールは、

現象学的還元はまずもって、科学の説く「即自

的で真なる世界」から「生活世界」への還元で

なければならないとするようになった。「生活

世界」とは、いっさいの学に先立ち、つねにす

でに、われわれの直接の経験に与えられている

世界であり、学そのものもこの「生活世界」か

ら出発してはじめて、その真の意味を明らかに

されうるものだとされる＊14。

「［268頁］すなわち、あらゆる構成の、

結局はただ一つの機能中枢としての絶対的

自我［エゴ］への還元によって、判断中止

を意識的に改造する必要があるのである。

このことが今後は、超越論的現象学の方法

全体を規定することになる。まず前もって

あるのは、世界である。すなわち、たえず

存在確信と自己確認の中であらかじめ与え

られている、疑いを容れない世界が、先行

している。もしわたしがこの世界を基礎と

して『前提』していないとしても、この世

界は意識作用のうちにある自我としてのわ

たしにとって、たえざる自己確信によって

妥当している。しかもそれは、わたしにと

ってあるがままに、つまり、個々の点では、

ときには客観的に妥当であり、ときにはそ

うでないこともあろうが、それらのすべて

を含んで妥当しているのである。それはさ

らに、わたしにとって現実的であるような

世界たる以上、すべての学問や技術を含み、

すべての社会的、個人的諸形態や諸制度を

伴ったものとして、妥当しているわけであ

る。」（Husserl, E. ［1935/1936］, Die Krisis 

der europäischen Wissenschaftlichen und die 

transzendentale Phänomenologie:  Eine 

Einleitung in die phänomenologische Philoso-

phie. フッサール『ヨーロッパ諸学の危機

と超越論的現象学』細谷恒夫・木田元訳、

中央公論社、1974年。引用頁数は邦訳に

よる。）

また、ハイデッガー［1927年］『存在と時間』

（Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927.引用は細

谷貞雄訳、ちくま学芸文庫、1994年、上、に

より引用頁数は原著頁数による）は、フッサー

ルが「生活世界」の概念を提起するのに先立っ

て「世界＝内＝存在」の構造分析を行っていた。

『存在と時間』は、第一編の「現存在の予備的

基礎分析」では、現存在を《世界＝内＝存在》

として規定し（第二章）、まず《世界の世界性》

として《道具連関》－《ツーハンデンハイト》

（第三章）、次に《共同存在＝自己存在としての

世界＝内＝存在》を《ダス・マン》として（第

四章）、さらに《内＝存在そのもの》を、《情態

性》《了解作用》《語り》《頽落－おしゃべり・
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好奇心・あいまい》からさらに根源的全体性と

しての《不安という根本情態性→Sorgeとして

の現存在としての存在》、つまり、《内＝存在

そのもの》として《Sorge》を画定する（第五

章）＊15。

ここでハイデッガーのいう「世界」とは、科

学者の眼に映ずるような物在Vorhandenseinで

はなく、世界＝内＝存在が配慮において出会う

用在Zuhandensein、つまり「……のための或る

もの etwas, um zu....」として有意義性をもった

道具的な存在者が、ある道具は別の何かのため、

というように次々と連鎖する「……のため」と

いう指示的連関をもった構造的全体とされる

（ibid., S.69f.）。

「もっとも身近に出会う存在者の存在を現

象学的に挙示するにあたって、われわれは

日常的な世界=内=存在を手引きとする。

このような世界=内=存在は、また、世界

の内で、かつ内世界的存在者にたずさわる

交渉（Umgang）とも呼ばれる。交渉は、

いつもすでにさまざまな配慮の様式へ分散

している。しかし、すでに示したように、

もっとも身近な交渉の様式は、ただ覚知す

るだけの認識というようなものではなくて、

ものを操作し使用する配慮であって、これ

にはそれなりの『認識』がそなわっている。

現象学的な問いは、まず、かような配慮に

おいて出会う存在者の存在へ向けられるの

である。」（S. 67）

「われわれは、配慮において出会う存在者

を、道具（das Zeug）となづける。交渉の

中で見あたるものは、書く道具、縫う道具、

工作する道具、乗っていく道具、測定する

道具などである。」（S. 68-69）

「道具というものは、本質上、《････する

ためにあるもの》（《etwas,um zu....》）であ

る。この《････するためにある》という

ことには、有用性、有効性、使用可能性、

便利性というようなさまざまな様態がある

が、これらがひとまとまりの道具立て全体

の全体性を構成している。」（S.68-69）

「現存在は、有意義性に親しんでいるその

ありさまにおいて、存在者が発見されうる

ことの存在的な可能条件であり、その存在

者は趣向性という存在様相（用具性）にお

いて世界の内部で出会い、このようなあり

さまでそれの自体相を打ち明けることがで

きるのである。」（S.87）

また、「現存在の世界は共同世界（die Mitwelt）

である。内=存在は、ほかの人びとの共同存在

（das Mitsein）である。ほかの人びとの内世界

的な自体存在は、共同現存在（das Mitdasein）

である」（ibid., S.118）とされ、さらに、現存

在＝人間は、その都度それぞれ私であるにして

も、日常的平均的には自分とも他人ともいいが

たい《ダス・マンDas Mann》という在り方を

しているとされる（ibid., S.129）。

したがって、「世界=内=存在」の現れの地

平においてまずもって現れてくる「世界」とは、

共同存在としてある有意味的な道具連関である。

ところで、それは、次のようなかたちで語彙

的な体系を変換することが可能であろう。すな

わち、「世界=内=存在」の世界=内における配

慮としての主体的実践活動は、「世界=内=存

在」の「いま－ここに－ある」という感覚的確

信、感覚的確信として生起する飢え、渇きなど

の根源的な受苦性、それによってもたらされる

（現れとしての）自然と身体と意識の分裂、自

由な意識の不断の自己否定運動、意識による身

体を媒介とした自然への働きかけとしての労

働・生産過程、それによる道具の生産・再生産

として範疇的に分節化される。
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だが、フッサール、ハイデッガーによる「生

活世界」、「世界=内=存在」の考察は、このよ

うなところまででとどまっていた。そこでは、

「世界」はいまだ没歴史的、没概念的な混沌と

した表象のままである。

だが、「生活世界」、「世界=内=存在」の現

れにおいて、それは以下にみるように、特定の

範疇的な分節化構造をもったものとして現れく

るものなのである。

すなわち、共同存在としてある有意味的な道

具連関としてある「世界」は、対自然的－対他

的な協働連関として夫婦、親子、兄弟姉妹から

なる家族関係だけではなく、市民個々人からな

る市民社会、商品所有者、貨幣所有者からなる

市場、等々としても、つねにすでに、分節化さ

れてくるものなのである。

この「世界」の基礎的な範疇構造においては、

次の事柄が成り立っている。

夫婦、親子、兄弟姉妹、市民、公民、商品所

有者、貨幣所有者、等々の様々な場面に応じた

役割としての「人格」を使い分けるが、それら

の「人格」を通して、それぞれの個々人は自己

同一性をもつ。個々の具体的な人間は、このよ

うな諸「人格」間の自己同一性を担う存在とし

て、抽象的人間に還元される。

抽象的人間は、対自然的－対他的な労働によ

って労働生産物を産出し、それを獲得して生存

を維持する。それは、抽象的な形式としては抽

象的人間の自己意識にもとづく身体的労働の作

用を自然的世界に対象化したものを獲得するの

であり、「自己労働の自己所有」―経済学批判

を媒介とした学知的立場からはあくまでも仮象

にとどまるものであるが、さしあたりの現れの

ままとしては―として現れる。

このような労働する身体は、同時に、消費し

て生存する身体でもある。だが、労働し消費す

ることによって生存する身体は、意志や意識・

観念の働きなしには労働、消費という行為を営

むことはできないことも自明の事柄として現れ

る。

つまり、人間的な現存在にとっての労働・消

費する身体とは、本能に基づいて自動的に運動

する機械のような存在なのではなく、意志や意

識・観念を主観的な基点（subject）として動か

され、動く存在である。意志や意識・観念は身

体と不可分のものとしてあるので、主観として

の意志や意識・観念は身体と不可分の主体とし

て「世界＝内」に存在し、「世界」に対して働

きかける。

このようにして、「世界＝内＝存在」という

感覚的確信の内部において、つねにすでに、

「世界」は意識作用、労働作用をなす主観的＝

主体的な身体と、意識作用、労働作用の客観的

＝客体的な対象（意識対象、労働対象）とに分

節化されている。

主観的＝主体的な身体は、飢えや渇きにたえ

ず苛まされる受苦的なものとしてある。そのた

め、「世界＝内」における用在としての客観的

＝客体的な対象に働きかけ、そこからの獲得物

を消費することによってしか、この受苦を解消

しえないことを痛感＝感覚的確信している。

だが、受苦を痛感＝感覚的確信する「世界＝

内＝存在」は、受苦を媒介として認識し労働す

る者（「内＝存在」）と、認識され労働される物

（「世界」）とに分裂する。これは、根源的な自

己分裂であり、根源的な自己疎外である。

主観的＝主体的な意志や意識・観念、身体の

働きかけとは独立に存在するように現れるよう

になった「世界」は、「物質的自然」および

「他者からなる世間」からなる。

しかし、主観的な意志や意識・観念が定位す

るところの身体なるものは、それ自体が「世

界」の「物質的自然」に属しているものとして

現れる。このような、「物質的自然」であって
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同時に「物質的自然」ではない身体という存在

の「世界」からの分裂が、「原生的疎外」であ

る。

これに対して、身体を「物質的自然」に対し

て働きかけさせる主観的＝主体的な意志や意

識・観念が、身体からも「物質的自然」からも

分裂することを「純粋疎外」と呼ぶ。純粋疎外

された主観＝主体は、対象を分類したり普遍化

したりする意識・観念の働き＝類化能力をもつ

存在という意味で「類的本質」とも呼ばれる。

原生的疎外は純粋疎外を含む。原生的疎外か

ら純粋疎外を差し引いたものは、身体の主観的

＝主体的な意志や意識・観念の意のままになら

ない部分であり、意識されない領域（＝無意

識）の領域である。このような無意識の領域と、

純粋疎外による主観的＝主体的な意志や意識・

観念の領域とからなる心的現象の領域全般を

「幻想」領域と呼ぶことにする。それは、外界

に対する刺激－反応（受容）だけからなる知覚

としてのみあるのではなく、身体的内部の無意

識領域からくる錯誤や思い込みとも合わさった

ものとしてあるからである。

したがって、身体が自己疎外されるとともに、

主観的＝主体的な意志や意識・観念が身体幻想

（個体幻想、自己幻想）として自己疎外され、

さらに身体と、「物質的自然」および「他者か

らなる世間」との間の関係が、関係意識と関係

無意識とからなる関係幻想として自己疎外され

る＊16。

このような自己疎外は、たえず疎外の疎外を

繰り返すものとしてある。それは不断の反省過

程であり、不断の自己意識の否定の否定の運動

である。そのようなものとして、それは特定の

状態に限定されない「自由な意識」である。ま

た同時に、対象に働きかける労働は、労働によ

って変化した対象にさらにまた働きかけること

によって、不断の否定の否定の運動を行う。そ

れは、「生きた労働」としてのフローの活動が

「死んだ労働」としてのストックを生み出し、

「死んだ労働」としてのストックに制約されな

がら、「生きた労働」としてのフローが螺旋的

に投下されていくという過程となる＊17。

このように、「世界＝内＝存在」という感覚

的確信の内部においては、「物質的自然」と身

体と精神の間に、根源的自己疎外としての原生

的疎外とそれに含まれる純粋疎外が生起する。

原生的疎外は身体と「物質的自然」に対して、

同時的に幻想領域を疎外する。

だが、身体は、「物質的自然」に対してだけ

でなく「他者からなる世間」に対しても自己疎

外をしている。

まずはじめに立ち現れる他者は、何よりも血

縁（擬似的であるかどうかはここでは問わな

い）的な親密性として現れる他者である。この

ような親密性の関係幻想を対幻想（家族幻想、

親密性幻想）と呼ぶ。

しかし、他者との関係は、親子、兄弟姉妹か

らなる血縁的な親密性の中に自己完結している

ことはできない。それは、市民個々人からなる

市民社会や、商品所有者、貨幣所有者からなる

市場、等々との関連の中へと広がっている。

つまり、家族は単婚家族を基本とする核家族

としてあり、核家族の成員が平等に自由な一個

人としての市民として参加する市民社会はまず

もって商品の需要者と供給者がネットワークを

織りなす「欲求の体系」としてある。さらに、

この「欲求の体系」を補完するものとして、諸

個人の利害を調整する私法体系と司法制度から

なる「悟性国家」があり、共同体的な中間組織

（ポリツァイ、コルポラツィオン）、擬似的、想

像的、幻想的な血縁共同体としての「理性国

家」がある。

それぞれの関係のあり方に応じて、関係幻想

のあり方も対幻想（家族幻想、親密性幻想）か



― 212 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

ら市場幻想（商品・貨幣・資本物神）、市民社

会幻想、公共領域幻想、「理性国家」の共同幻

想といったように変化する。それらは、たとえ

ば、個体幻想を寄せ集めることによって家族幻

想、市場幻想、市民社会幻想、共同幻想がそれ

ぞれ成立するというのでもないし、また、個体

幻想の寄せ集めが家族幻想であり、家族幻想の

寄せ集めが共同幻想であるというような関係に

あるのでもない。そうではなく、それぞれの関

係幻想はそれぞれ別個のものとして存在してい

る。それぞれの幻想領域は、それぞれに別個の

自己完結的な関係幻想の世界を内的にもってい

るのである。

「世界＝内＝存在」における「世界」の現れ

は、このような広がりと分節化をそれ自体とし

てもっている。

第２項　「世界」の現れの時間性 ― 歴史哲学

以上では、「世界＝内＝存在」における「世

界」の現れが示す分節化された範疇構造を、い

わばその空間的な構造として、それらが開示さ

れてくるままに再構成してみたものである。

だが他面で、空間化された範疇構造は、それ

自体、永久不変のものではなく、時間的な流れ

の中で生成、発展してきたものとしても現れて

くる。（なお、ここでの時間性は「世界」の空

間的構造の側に定位した時間性であり、ハイデ

ッガーの現存在分析における根源的時間性に即

していえば、派生態としての通俗的時間性であ

る。）

それは、<類的本質＝純粋疎外>の自己疎外

としての「自由な意識」の不断の反省過程、不

断の否定の否定の運動と、「生きた労働」とし

てのフローの活動が「死んだ労働」としてのス

トックを生み出し、「死んだ労働」としてのス

トックに制約されながら、「生きた労働」とし

てのフローが螺旋的に投下されていくという過

程（＝フロー・ストック・スパイラル）の所産

である。

あるいは、ヘーゲル的にいえば、絶対精神の

労働による世界の産出の過程である。世界の産

出過程としての世界史は、人間の自由な意識が

自然との間で未分化なアフリカ的段階、一人だ

けが自由な意識を専有するアジア的段階、自由

民の間に自由な意識が芽生えるが共同体の中で

幸福な調和を保っているギリシア的段階、共同

体世界が解体し皇帝の強権とローマ私法だけに

よって束ねられ自由な意識は「疎外された不幸

な意識」となっているローマ的段階、万人が自

由な意識を享受するゲルマン的段階、というよ

うに類型化された。 

しかし、これは、あくまでも論理的な類型論

として理論的な意味をもつものである。つまり、

これは「世界＝内＝存在」における観念内部に

おいて概念的に把握された世界史過程であって、

「世界＝内＝存在」における現実の世界史過程

そのものではない。前者が解釈枠組みとなって

現実の世界史過程を解釈し類型化するのである。

これをマルクスに即してみると、マルクスが

『経済学批判要綱』において経済学の論理的展

開を媒介として『資本制生産に先行する諸形

態』における歴史的な共同体の諸類型―アジア

的、ローマ的、ゲルマン的―の分析を行ってい

ることに対応する。まず理論的に導出される解

釈枠組みとしての世界史過程の類型論が想定さ

れ、しかるのちに現実的な歴史過程の「死んだ

事実の山」が解釈されるのである。この方法論

的な意識は、『経済学批判序説』の「三　経済

学の方法」において、歴史と論理の連関が一致

するか否かは、「しかしながら、これらの単純

な諸範疇もまた、具体的な諸範疇よりもまえに、

独立の歴史的または自然的な実存をもたないで

あろうか？　それは時とばあいによる［Ça 

dépend］」として表現されていたものにほかな
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らないであろう（Marx［1857-58］、邦訳頁数

①52頁）。

また、同じことを宇野に即してみると、たし

かに宇野自身は明確にしていないが、現実の世

界史過程を「純粋化傾向」として分節化すると

いうことは、商品経済、三大階級、自立的経済

過程（経済法則）、文明＝市民社会の各範疇に

よって現実の歴史的過程を、①商品経済の全面

化、②三大階級化、③自立化傾向、加うるに④

文明化作用として分節化するということを潜在

的に行ったものということができよう。なお、

この四つの歴史的傾向は、①は19世紀末以降

も逆転せず分岐した面があるが、有機的に結び

ついた範疇であることはいうまでもないであろ

う。

したがって、宇野の主張は、①商品経済の全

面化、②三大階級化、③自立化傾向、加うるに

④文明化作用が、所与の範疇構成から遡行され

てまず論理的な時間過程として想定され、それ

にもとづく解釈枠組みが「世界＝内＝存在」に

おける現実の世界史過程にあてはめられること

によって、「世界＝内＝存在」における現実の

世界史過程それ自身がそのような解釈枠組みを

与える範疇構成を形成してきたことが確認され

るという認識方法論的な論理構造としてとらえ

返すことができるのである＊18。

第３項　歴史哲学の部分化としての唯物史観

さて以上では、われわれは「世界」の空間化

された範疇構造と、その時間的な生成過程の類

型論的把握とについて考察してきた。そこでは、

夫婦、親子、兄弟姉妹、市民、公民、商品所有

者、貨幣所有者、等々と、抽象的人間が対自然

的－対他的な労働によって労働生産物を産出し、

それを獲得して生存を維持する過程が、最も基

礎的な範疇構造として分節化された。

それとともに、労働と生産の主体的な実践活

動を可能とする対自然的－対他的な協働連関と

しての社会的諸関係を、対自然的な契機におい

て「生産力」、対他的な契機において「生産関

係」として分節化し範疇化する論理的必然性が

もたらされるのである。

生産諸力と生産諸関係が織りなす「経済的下

部構造」は、受動的－能動的な主体の関係幻想

の特定のあり方によって諸個体が連結されたも

のでもある。この関係幻想の特定のあり方が、

「観念的上部構造」を形成する。経済的下部構

造と観念的上部構造の全体が、一つの「社会構

成」をかたちづくる。

中期マルクスが定式化した唯物史観の諸範疇

は、ヘーゲル、初期マルクスの家族－市民社会

－政治的国家の図式において定式化された、空

間化された範疇構造が歴史哲学的に時間化され

たときに、その展開動力となる意識と労働の自

己疎外過程としてのフロー・ストック・スパイ

ラルのあり方に着目して、そこから抽象的な諸

範疇として、生産力、生産関係、経済的下部構

造、観念的上部構造、社会構成などが抽出され

たものなのである。

このように、意識と労働の自己疎外過程とし

てのフロー・ストック・スパイラルの展開過程

は、中期マルクスによって、生産力が発展し生

産関係が桎梏となると、観念的上部構造を媒介

とした社会構成そのものの変革が起こるという

ように表現された。しかし、もちろん、このよ

うな表現は、フロー・ストック・スパイラルの

中からそのごく一断面をとらえて言い表したも

のにすぎず不十分なものであったといわざるを

えない。このことは、本稿の冒頭においてもご

く概略的に述べた通りである。

つまり、生産力、生産関係を中心概念とする

唯物史観は、人間的活動の全範囲を対象とする

歴史哲学的な範疇体系からみれば、ごく部分的

なものにすぎないわけである*19。
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第４項　�純粋化傾向による唯物史観の諸範疇の

現象学的示現

以上でわれわれは、現れの地平においてまず

もって現れてくる「世界」は、つねにすでに、

夫婦、親子、兄弟姉妹からなる家族関係、市民

個々人からなる市民社会、商品所有者、貨幣所

有者からなる市場、等々として分節化されてく

るものであり、このような「世界」の分節化は、

「世界＝内＝存在」にとって、それ自体で範疇

の純粋形態を与えるものとして現れてくること

をみてきた。

これは、現象学的還元から始まって、まず空

間化された範疇構造が開示され、次いで、空間

化された範疇構造の時間的な生成過程としての

さしあたりは抽象的・論理的なだけの歴史哲学

的展開過程として開示された。そこにおいて、

論理的な世界史過程の原動力としての受動的－

能動的な主体が展開するフロー・ストック・ス

パイラルの過程は、生産力、生産関係、経済的

下部構造、観念的上部構造、社会構成などから

なる唯物史観的な諸範疇へと分節化されること

をみてきたわけである。

とはいえ、しかし、現れの地平においてまず

もって現れてくる「世界」が、このような特定

の範疇構造をもって現れることは、言語化され

た概念を媒介とした所与として開示されるもの

ではあるが、必ずしも自明のことではない。

「世界」を「内＝存在」が認識し分節化するに

あたって、他の様々なやり方も可能である。

ただし、他の様々なやり方においては、マッ

クス・ヴェーバーの主観的問題関心による理念

型の構成のように、「内＝存在」の側が主観的、

能動的、恣意的に「世界」を分節化するという

作用が必要になる。事実、フッサールは極めて

抽象的な「生活世界」をみいだしたにすぎない。

ハイデッガーは、より具体性のあるかたちで

「世界＝内＝存在」の「世界性」を有意義的な

道具連関としたが、それは<ダス・マン>とい

う概念にみられるように、いわばワイマール期

ドイツの大衆社会状況から無批判的に抽象され

た没歴史的な社会構成の表象でしかなかった。

それらに対して、「世界」それ自体の分節化

された範疇構造が所与の開示されるがままの状

態で現れてくるところでとらえられたものが、

唯物史観と経済学的諸範疇である。

家族－市民社会－政治的国家という範疇構造、

「欲求の体系」における商品・貨幣、資本とい

った諸範疇、生産力・生産関係といった諸範疇

は、時間化された「世界」の産出過程それ自体

によって純粋化されてきたものとして「世界＝

内＝存在」に開示されるものなのであり、それ

らの諸範疇は、現象学的な示現のままに与えら

れるものなのである。

［注］

＊1　まず、生産力・生産関係と同時に、生産主
体が―まさに生産力・生産関係と同時的な関係
的存在、いわば対他的－対自然的な協働連関と
しての能動的主体として―措定される必要があ
る。また、この生産主体は、同時に観念的、イ
デオロギー的、幻想的な諸領域を孕むところの
非生産的主体でもある。そのことは、同時に生
産力・生産関係としての対他的－対自然的な協
働連関にとどまらず、対他的－対自然的という
契機に加えて対内面的－対超越的な契機をも合
わせた、非生産的な観念的、イデオロギー的、
幻想的な諸領域を孕むものでもあるということ
である。

＊2　「形成途上にある新しい科学と、科学が生い
立つ『地盤』を占拠する前科学的な理論的イデ
オロギー」とをわかつ「認識論上の切断」によ
って、「われわれはマルクスが新しい科学、す
なわち『社会構成体』の歴史科学を建設したこ
とを断言できる。」（Althusser, Louis ［1965］, 
Pour Marx, La Decouverte/Maspero. アルチュセー
ル［1994年］『マルクスのために』河野健二・
田村俶・西川長夫訳、平凡社ライブラリー、18
頁）。しかし、アルチュセールにおいては、形
成史的に何がマルクスに「認識論上の切断」を
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もたらしたかも、「認識論上の切断」によって
もたらされた新たな諸範疇の導出が論理的にど
のように根拠づけられるかも不明なままである。

＊3　『ドイツ・イデオロギー』における当該箇所
の読解には、花崎皋平［1968年 /1972年］『増
補改訂 マルクスにおける科学と哲学』79頁、
から示唆を受けた。ただし、全体の論旨は必ず
しもその限りではない。

＊4　Hegel, ［1821］, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts. ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正
敏訳、岩崎武雄・責任編集『世界の名著 35 ヘ
ーゲル』中央公論社、1967年、所収、参照。

＊5　ただし、マルクスはなぜか終始、「市民社
会」とその一構成要素である「欲求の体系」と
を混同し、「市民社会」そのものを「歴史の竈」
ととらえていた。

＊6　廣松渉［1968年］『エンゲルス論』が克明
に解き明かしたように、唯物史観の形成過程に
おけるエンゲルスの主導性をめぐっては―国民
経済学への批判的研究、共産主義運動への実践
的関与とともに―疑問の余地はないところであ
ろう。ただし、廣松のように、近代主客二元論
の地平を超克する共同主観性、関係主義の地平
への哲学的なパラダイム・チェンジまでも含め
てエンゲルスが主導したということについては、
牽強付会にすぎる議論といわざるをえないであ
ろう。この点については、新田滋［2012年］
「吉本隆明のカール・マルクス論」（『情況』第
4期、2012年11・12月合併号）の「第二章　廣
松渉の自己疎外論批判について」、とりわけそ
の「シュティルナー・ショックとエンゲルス主
導説について」という節において詳細に明らか
にしているので併せて参照されたい。マルクス
は“シュティルナー・ショック”や『ドイツ・
イデオロギー』執筆過程におけるエンゲルスか
らの刺激以前から、ヘーゲル哲学そのものによ
って関係主義的な了解をもっていたのは明らか
である。また他方で、廣松自身が強調している
ことは、マックス・シュティルナーのような唯
名論の水準を超克して、真に哲学的パラダイ
ム・チェンジを果たしたと論定できるのは『資
本論』の価値形態論においてであったというこ
となのである。いずれにせよ、こと哲学の方面
に関するかぎり、晩年に『反デューリング論』、

『フォイエルバッハ論』、『自然弁証法』におい
てその哲学的センスを遺憾なく披瀝しているエ
ンゲルスの主導性が、若い一時期にだけはあり
えたなどということは、相当に無理のある推論

であろう。
＊7　なお、「交通形態」等は、『ドイツ・イデオ
ロギー』の執筆過程で「生産関係」とされるよ
うになっていったと考証されている。「［436頁］
この［史的唯物論の］“公式”と比べるとき

『ドイツ・イデオロギー』のウアテクストには、
まだ……生産関係、社会構成体、といったター
ムの確定がみられず、その代りに、交通形態、
交通諸関係、協働関係、“市民社会”、生産力と
交通の総体、等々の用語が不安定に用いられて
いる」（廣松渉［1968年］『エンゲルス論』。引
用頁数は、ちくま学芸文庫、1994年、による。）

＊8　 マ ル ク ス に お け る ゲ ゼ ル シ ャ フ ト
Gesellschaft、ゲマインシャフトGemeinschaft、
ゲマインヴェーゼンGemeinwesen、ゲマインデ
Gemeindeの厳密な使い分けについては、望月
清司［1973年］『マルクスの歴史理論』岩波書
店、278頁、参照。

＊9　『経済学批判序説』の段階ではマルクスは、
下向的分析の帰結として得られた最も単純で抽
象的な概念は、「分業、貨幣、価値などのよう
な、いくつかの規定的な抽象的一般的諸関連」
としていて、商品としてはいないことに注意す
る必要がある。『資本論』のように商品を起点
とすることが果たして論理必然的な決定版とい
ってよいかどうかには疑問の余地があるからで
ある。廣松渉［1987年］「貨幣と信約的行為」
（『廣松渉コレクション 第4巻』43頁。『廣松渉
著作集 第13巻』380頁）では、「交換取引」と
いう関係態のほうから反照的に「関係項」たる

「商品」なるものを規定し返す方法を示唆して
いるが、検討に値する着想であろう。

＊10 なお、宇野は、上向法の到達点は現状分析
的な現代の現実世界ではなく、あくまでも純粋
資本主義社会であるとして、マルクスによる上
向法の説明の仕方に一定の留保を加えている。

「［28頁］なおまたマルクスのいう上向の道は、
理論的展開をもってしては、必ず純粋の資本主
義社会を構成するよりほかないのであって、下
向の出発点をなした現実の資本主義社会をその
ままに再構成しうるわけではない。特定の時代
の特定の国の現実から出発して、基本的な規定
が抽象的にえられるという場合に、特定の時代
も、特定の国も、ともに捨象されざるをえない。
したがってまた上向の論理は、この特定の時代
や、特定の国を再び取り入れるということはで
きないのである。この点は後に述べるように原
理的規定の展開で直ちに現状の分析が行われる
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わけではないことを示すものである。」（宇野
［1962年］『経済学方法論』「Ⅰ－3　理論経済学
の対象としての資本主義社会」。引用頁数は著
作集第9巻による。）

＊11 宇野弘蔵のいう「純粋化傾向」は、①「労
働力の商品化」にもとづく全社会の商品経済化
あるいは商品経済の全面化、②資本家・土地所
有者・賃労働者からなる三大階級化、③周期的
恐慌による資本蓄積の自立化にもとづく経済的
下部構造の自立化（それを表現するものとして
の経済政策の自由化）、等々といった諸内容を
もっている。しかし、これらの中で、①は「鈍
化」することなく進行し続けていた。歴史的な
傾向が「逆転」したと明確にいえるのは③の自
立化傾向だけである。したがって、厳密にいえ
ば、宇野の三段階論、方法模写説を論理的に根
拠づけることができるのは、③の自立化傾向だ
けである。新田［1998年］、39-41頁、参照。
他方、黒田寛一［1962年／ 1992年］と同時期
に公刊された鈴木鴻一郎編［1962年］『経済学
原理論』は、岩田弘によって主導的に唱えられ
た内面化論＝内面模写説をもって、宇野の純粋
化論＝方法模写説を批判するものであった。内
面模写説は、商品経済の価格関係のうちに非資
本主義的生産が内面化されることによって、現
実の世界資本主義は原理論へと内面的に模写さ
れるとするものである。それは、時間軸に沿っ
て純粋化傾向を延長することによってではなく、
空間軸に沿って非資本主義的市場経済を市場経
済の価格関係のうちに還元することによって、
純粋資本主義世界が構成できるという考え方で
ある。たしかに時間軸に沿って純粋化傾向を延
長する、という操作には、主観的な想像力が入
ってくる。それに対して、空間軸に沿って非資
本主義的市場経済を市場経済の価格関係のうち
に還元するだけならば、その余地はなくなる。
ただ、内面化作用によって翻訳、還元された像
を模写すればよいことになる。ただ、この考え
方の欠陥は、資本主義的市場経済ではなく商品
と貨幣の交易だけからなるたんなる市場経済で
あっても、非資本主義的生産との交易によって
それを価格関係に内面化できてしまうというこ
とである。つまり、内面化の論理だけでは、そ
れが産業資本的蓄積様式による自立的な資本主
義世界の像を模写することを保証できないので
ある。そこには、産業資本的蓄積の自立化傾向、
すなわち純粋化傾向そのものが必須の条件とな
っているといわなければならない。つまり、内

面化論だけでは方法論として自立できないので
あって、それはあくまでも純粋化傾向論・方法
模写説の補完として理論的意義をもつものなの
である。

＊12 宇野が「方法模写説」において示している
唯物論哲学の「模写説」的な理解の限界、また、

「模写説」としても論理的に成功しているとは
いえないという問題、他方でヒューム、ポパー
が問題にした科学哲学上の問題には独特の回答
を与えているという問題など、「方法模写説」
をめぐる論点は本稿で取り上げる論脈以外にも
多くある。それらの諸点については、新田
［1998年］、45-46頁、参照。

＊13 「［272頁］……私のような哲学畑の人間か
ら言いますと、この『三段階論』というのが、
経済学にとって必然的な『方法論』（Methoden-
lehre）なのか、それとも、ひとつの『手続き』

（Verfahren）として“こういう議論の進め方を
した方がいい”ということなのか、必ずしもは
っきりしない。」「［281頁］……『三段階論』
が『手続き』としてはわかる。けれど、しかし
科学方法論的にみて果たして必然性があるのだ
ろうかという言い方をしましたが、哲学屋は、
どうしても前世紀の終わりから今世紀の始めに
かけて盛んだったいわゆる科学方法論とか、
Methodenlehreとかを頭の片隅に置いて『三段
階論』に臨むので、……そういうモノサシでみ
ますと、正直なところ宇野先生の議論はアイマ
イなところが多すぎてどうも釈然としない。」
（廣松渉［1977年］「宇野経済学方法論をめぐ
る問題点」。引用頁数は『廣松渉著作集第13巻』
による。）ただし廣松は、唯物史観は「言って
みれば世界観的なオーダーのもの」であり、

「経済学によって『論証』できるというような、
そういうオーダーのものではない」として、弁
証法的な円環的展開の全体を通じて“権利づけ
る”rechtfertigen べきものとしている（同前、
285-286頁）。この点では、廣松にはバリバー
ルのような問題意識すらなかったことになる。

＊14 木田元［1974年］422頁、参照。
＊15 本稿の課題と関連性があるのは『存在と時

間』第一編における現存在分析までであるが、
第二編の「現存在と時間性」では第一編を受け
て、そこにまず《死》をもってくることによっ
て現存在の全体性を《死への存在》とし（第一
章）、次に《死》をもってくる根拠づけとして
《Sorgeの声としての良心の声－（非全体的存在
への）責》を措定し（第二章）、《先駆的決意性
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→時間性》として《Sorge》の存在論的意味（現
存在の全体性における）を規定（第三章）、以
下、《時間性》と《日常性》《歴史性》《通俗的
時間概念の根源としての内部時間性》の相互関
連に説き及ぶ（第四～六章）。なお、ハイデッ
ガーとマルクスの比較考察については、廣松渉

［1968年a］、新田滋［1989年］も参照されたい。
＊16 新田滋［2012年 a］・［2013年］・［2014年］
参照。

＊17 フロー・ストック・スパイラルの概念につ
いては、新田滋［2006年］参照。

＊18 このような歴史的諸傾向を一言で「純粋化
傾向」と呼んでしまうと、「純粋化傾向」の極
限に原理論的な純粋資本主義社会が想定される
のか、原理論で想定される純粋資本主義社会が
純化・不純化の基準となっているのか、あたか
も悪循環のように思えることになる。宇野弘
蔵・梅本克己［1976年］『社会科学と弁証法』
における梅本発言（57頁）、重田澄男［2010年］

『再論 資本主義の発見―マルクスと宇野弘蔵』
174頁、などを参照。だが、論理的展開の順序
としては、主観的恣意による理念型の構成によ
らずとも、何ぴとにも共有されうる純粋な諸範
疇がすでに与えられているということが出発点
としてあって、この諸範疇を形成してきた歴史
的傾向をもって、事後的に「純粋化傾向」と名
付けたということにすぎない。したがって、悪
循環とみえる問題はたんに、このような歴史的
諸傾向を「純粋化傾向」と呼ばなければ解消す
るような擬似問題にすぎない。

＊19 すでにみたように、バリバールらアルチュ
セール学派は、ヘーゲル法哲学・歴史哲学、初
期マルクスの市民社会－国家論の諸範疇と、唯
物史観の諸範疇のあいだに「認識論的切断」を
強調していたが、それは誤りである。そもそも、
イギリス古典経済学とその影響下にあったヘー
ゲル「欲求の体系」論や、初期マルクスの「市
民社会＝歴史の竃」論は、「純粋化傾向」によ
る経済学および唯物史観的な諸範疇の形成過程
に連なるものであったと考えられるべきである。
また同時に、唯物史観と経済学は、法哲学・歴
史哲学、市民社会－国家論の全体系性からすれ
ばごく部分的なものでしかないのであり、唯物
史観における諸範疇の分節構造を基準としなが
ら、その総体的な再構築が図られるべきものと
考えられるのである。
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1857/58; Teil 1-2, KARL MARX, FRIEDRICH 
ENGELS: GESAMTAUSGABE（MEGA）, 2. 
Abteilung: “Das Kapital” und Vorarbeiten, Band 
1-2, Diez Verlag, Berlin, 1976.『経済学批判要綱』、
『資本論草稿集①－②』1981年、大月書店、所
収。引用頁数は邦訳による。

Marx, Karl ,［1857-58］, Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin.  1953,  
Berlin. マルクス『経済学批判要綱 Ⅰ』高木幸
二郎監訳、大月書店、1958年。

Marx, Karl ［1859］, Zur Kritik der politischen 
Ökonomie, MEW, Band 13, Diez Verlag, Berlin.

『経済学批判』武田隆夫・遠藤湘吉・大内力・
加藤俊彦訳、岩波文庫、1956年。向坂逸郎訳、

『マルクス・エンゲルス選集』第7巻、新潮社、
1959年。杉本俊朗訳、『マルクス・エンゲルス
全集』第13巻、大月書店、1964年。引用に際
しては、特定の邦訳にのみ依拠せず、また、既
存の邦訳によっていない場合もある。

Marx, Karl, ［1867/73/85/94］, Das Kapital, I, -Ⅲ, 
MEW, Band 23-25, 1962, Diez Verlag, Berlin.『資
本論』からの引用は、引用文中にKarl Marx
［1962］, Das Kapital, I, -Ⅲ, MEW, , Band 23-25, 
Diez Verlag, Berlin.の原著頁数を［S.54］のよう
に示し、文末括弧内に『資本論』第一巻第一章
等と記すこととする。引用に際しては、特定の
邦訳にのみ依拠せず、また、既存の邦訳によっ
ていない場合もある。
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戦後青森県の民選知事�①　

津島文治知事（1947～1956年）

藤　本　一　美

　　　＜目次＞�

１．はじめに ― 問題の所在

２．初期の経歴

（1）　家系と学歴

（2）　金木町町長

（3）　県会議員

（4）　衆議院議員当選辞退

３．青森県知事時代

（1）　知事一期目

（2）　知事二期目

（3）　知事三期目

４．衆議院および参議院議員時代

（1）　衆議院議員時代

（2）　参議院議員時代

５．おわりに ―「政治家」津島文治の評価

１．はじめに ― 問題の所在

一般に、県知事という職は県を統括し、これ

を代表する独任制の執行機関であって、それは、

地方公務員法が適用されない特別職の地方公務

員であり、日本国憲法下では、「地方公共団体

の長」と位置づけられている。知事は、議決機

関である地方議会の議員と同じく、住民の直接

選挙によって選出される。それゆえ、県議会と

知事とは対等の関係にある、といわれている。

県知事の権限は、強力でかつ範囲も広い。地

方自治法の下では「首長制（大統領制）」が採

用され、知事と県議会との関係についても、大

統領制下における大統領の権限に類似している

点が少なくない。実際、知事の主要な権限を列

挙するならば、議会を解散する権限、条例案に

対する拒否権、予算の調整と執行、人事権、地

方税の賦課、専決処分権限、議案の提案、会計

の監督、および組織に関する総合調整権など、

広範囲におよんでいる。

戦前の日本においては、県知事はすべて「官

選」によるものであった。しかし、日本が第二

次世界大戦で敗れた後、連合国占領下における

「民主化」の一環として1946（昭和21）年9月、

府県制および東京都制が改正され、知事を住民

の直接投票で選挙する「公選制」が導入された。

最初の公選による知事選挙は、1947（昭和22）

年4月5日に行われ、それは、改正された道府

県制および東京都制に基づくもので、1 ヵ月後

の5月3日、日本国憲法と地方自治法が施行さ

れるや、4月に公選された知事は、そのまま地

方自治法による県知事に移行した。

青森県における第一回目の民選による知事選

挙には、4名が立候補し、その中で、民主党・

津島文治、自由党・小笠原八十美、および社会

党・大沢久明の3名は、前年に手にしたばかり

の衆議院議員の座を投げ打って出馬した。特に、

保守政界を代表する衆議院当選四期目の小笠原

と当選二期目の津島との対決は激しく、選挙の
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結果は、津島が17万7,818票、そして小笠原が

15万3,124票を獲得、津島は2万4,694票差で

小笠原を破り初の民選知事となった。津島文治

49歳の時である。津島は、青森県の初代公選

知事に当選した以降、連続三期9年2 ヵ月間と

いう長期にわたって知事の座に君臨することに

なる（「本県の初代民選知事　津島文治」『青森20世紀
の群像』〔東奥日報社、2000年〕、204頁）。

津島文治は1898（明治31）年1月20日に青

森県の金木町に生まれ、津軽地方の大地主であ

った貴族院議員・津島源右衛門の三男坊で、作

家の太宰治（本名は津島修治）の実兄でもある。

文治は早稲田大学政経学部を卒業後、1925（大

正14）年から金木町町長を一期、また、1927

（昭和2）年から県議会議員を二期務め、その後、

1937（昭和12）年、衆議院選挙に出馬・当選

した。だが、選挙違反の責任をとって辞退。戦

後、1946（昭和21）年、衆議院議員に当選し

たものの、翌1947（昭和22）年、初代民選知

事選に転出して当選、これを三期9年余務めた。

県知事を辞任した後の1958（昭和33）年から

衆議院議員を二期務めたが、三期目に落選。

1965（昭和40）年、参議院議員に転出するも、

二期目半ばの1973（昭和48）年5月6日、在任

中に死去した。

県知事時代の津島文治は、進駐してきた

GHQとの折衝、戦災都市青森市の復興、食糧

増産、リンゴ産業の振興、地方財政の確立、民

生の安定、さらに新教育制度の実施など多くの

難題に直面した。しかし、津島知事は独特の政

治手腕によってこれら問題を処理し、いわゆる

「津島時代」を現出した（工藤睦男「津島文治」『青
森県人名事典』〔東奥日報社、1990年〕、603頁）。

これまで、津島文治知事については、頑固だ、

潔癖すぎる、狭量だ、人物に好悪偏愛の情があ

り過ぎる、また“遠慮深謀型の選挙上手”だと

いう批判がある一方で、人間として清廉潔白で、

理性的で、かつ知性派でユーモアもある、“誠

実な政治家”であった、との評価がある（小坂
甚義「闘志・情熱・勇気」『清廉一徹』〔筑摩書房、
1974年〕、87 ～ 89頁）。

例えば、県会議員時代に津島知事と議会で激

しくやりあい、後に社会党の衆議院議員となっ

た米山内義一郎は、津島を「先生は本県政治家

の中で最も理性的な尊敬すべき異例の存在であ

る」、と記しているほどである（同上、68頁）。

また、『青森県議会史』は、その中で退陣した

津島知事を以下のように褒め称えている。

「津島知事は隠忍に隠忍を重ね、あらゆる悪

条件の中に、新しい青森県の基礎工作に全努力

を捧げ、後進性を脱却すべく戦い続け、幾度倒

れては立ち上がり、七転八起、9年2 ヵ月の難

行苦行は、面壁9年の今様達磨太子ともいお

うか、まことにその面貌は額広く眼光鋭く、

痩せた達磨さまに、さも似た感じの持ち主津島

知事だった」（『青森県議会史　自昭和28年～至昭和
35年』〔青森県議会、1960年〕、40頁）。

本稿の課題は、以上の認識を踏まえて、戦後

青森県における初の民選知事として名をはせた

津島文治の政治経歴を論じるものである。論述

は第一に、津島初期の経歴を時系列的に紹介す

る。第二に、県知事時代の津島の政治的課題に

ついて述べる。第三に、衆議院および参議院議

員時代の津島の政治活動を論じる。その上で、

最後に、「政治家」津島の評価を試みたい。本

稿では、主として県知事時代の津島に焦点をあ

てているものの、政治家としての津島を理解す

るために、知事引退後の衆議院および参議院議

員時代の政治的動向にも言及している（筆者は
1944年、青森県は津軽の五所川原市に生まれ、20歳ま
で青森県に住んでいた。その後上京、明治大学の学部
と大学院で学び、以来50年間、国立国会図書館と専修
大学では米国および日本の現代政治の動向分析に関わ
ってきた。しかし、2014年3月、専修大学を定年で退
職して故郷に帰ってみて、如何に自分が青森県の政治
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動向に疎かったかを反省した。そこで、引退した身で
はあるが、遅まきながら戦後青森県の歴代民選知事を
研究対象として取り組むことを決意した次第である。
なお、本稿はすでに、筆者が『専修法学論集』に連載
中である「戦後青森県政治史序説」①～③〔120号～
122号（2014年3月～ 11月）〕の姉妹編的役割を担って
いることを付記しておきたい）。

２．初期の経歴

（1）家系と学歴

津島文治の弟で“無頼派作家”として著名な

太宰治は、戦後『新文芸』（1946年6月号）に

随想「苦悩の年鑑」を発表し、その中で津島家

の家系について以下のように、記述している。

「私が生まれた家には、誇るべき系図も何も

ない。どこからか流れて来て、この津軽の北端

に土着した百姓が、私たちの先祖なのに違いな

い。私は、無智の、食はずの貧農の子孫である。

私の家が多少でも青森県下に、名を知られはじ

めたのは、曽祖父惣助の時代からであった。そ

の頃、例の多額納税の貴族院議員有資格者は、

一県に45人くらいのものであったらしい。曽

祖父は、そのひとりであった。……私の家系に

は、ひとりの思想家もいない。ひとりの学者も

いない。ひとりの芸術家もいない。役人、将軍

さえいない。実に凡俗の、ただ田舎の大地主と

いうだけのものであった。父は代議士にいちど、

それから貴族院にも出たが、別段中央政界にお

いて活躍したという話も聞かない。この父は、

ひどく大きい家（斜陽館）を建てた。風情も何

も無い。ただ大きいのである」（相馬正一『太宰
治の原点』〔審美社、2009年〕、19～20頁。文章は現代
文に直している。（　）内は引用者、以下同様。なお、
津島家の家系図については、太宰研究の第一人者であ
る相馬の同書10頁以下に詳しい）。

確かに、津島家の家系は太宰が述べているよ

うに、先祖がどこから来たのか一切不明である。

1896（明治29）年、当時63歳であった曽祖父・

惣助が金木町の菩提寺である、南台寺智現和尚

の協力を得て『津島家歴史　全』という和綴じ

の由来書を作成した。そして翌年、惣助は青森

県の多額納税者名簿の第12位にランクされ、

貴族院議員の互選資格を手に入れた。だから、

家系とは無関係に津島家は発展したことになる。

津島家には。家系図がなかっただけでない、い

わば津軽という東北北端の田舎大地主にすぎな

かった。例えそうだとしても、津島家は250町

歩を抱える津軽地方の大地主で、600坪の敷地

に赤い屋根の大邸宅が創設された明治40年ま

でに父親の源右衛門は青森県の高額納税者番付

で第4位までに躍進し、金木町ではいわば“殿

様”扱いされていた（秋山耿太郞・福島義雄『津軽

家の人びと』〔筑摩書房、2002年〕18頁以下参照、『日
本の近代　猪瀬直樹著作集4　ピカレスク』〔講談社、
2003年〕、71～76頁）。

このような津島家の背景を踏まえて、太宰治

研究家の第一人者である相馬正一は、「太宰の

生家は明治維新後に金貸し業で急激に膨張した

成り上がりの新興財閥だった」、と断言してい

る（相馬正一、前掲書『太宰治の原点』、11頁。相馬は
あとがきで、「戦時下の太宰は……外なる政友会（言
論・思想・結社を弾圧するファシズム体制）と内なる
政友会（家長の監視・干渉）の板挟みに遭いながらも、
最後まで反俗を貫いて生きた」と論じる。だが、後半
の説明はやや納得できかねる。何故なら、太宰は一体
誰の庇護の下で、多額の金銭を送られて小説を書くこ
とができ、また多くの不始末を処理してくれたのか。
そうした視点が欠落している）。

津島文治は源右衛門の三男で、太宰治は文治

より11歳下の六男である。源右衛門は妻タネ

との間に11人の子供を設けたものの、その多

くを早くに亡くしている。津島家は、津軽地方

の大地主であった一方で、曽祖父・惣助が北津

軽郡会議員、また、父親・源右衛門が衆議院お

よび貴族院議員になったことからも明らかなよ

うに、津島家は代々いわば“政治家一家”でも
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あった。だから、文治は、父の源右衛門から政

治家としての手ほどきを受けるべく、「早稲田

で大隈候の弁舌できたえてこい」、といわれて

上京した経緯がある（猪瀬、前掲書『ピカレスク』、
33頁。鎌田慧は「津島家は源右衛門の先代惣助の代か
ら政治好きだった」、と指摘している〔鎌田慧『津軽・
斜陽の家―太宰治を生んだ地主貴族の光芒』〔講談社、
2003年〕、46頁）。

父親の源右衛門は、津島家の婿養子である。

源右衛門は、1871（明治4）年に西津軽郡木造

村の松木七衛門の4男永三郎として出生、1888

（明治20）年、金木村の津島家の婿養子となり、

娘のタネと結婚、以後、津島家の稼業である金

貸しと地主業に精励した。永三郎は22歳の折

の1893（明治25）年、津島家ゆかりの“源右

衛門”に改名、1895（明治30）年には金木銀

行を創業し頭取となり、そして1898（明治33）

年、祖父惣助の隠居により家督を継いだのであ

る。

銀行を設立し、大地主となり、家の通称も

「ツソウ（津島惣助）」から「ヤマゲン」と改称

し、金銭的に余裕のできた源右衛門は政界に進

出する。1899（明治34）年、県会議員の補欠

選挙に立候補して当選、以後6年半県議会議員

を務めた。そして1902（明治37）年には、青

森県内の多額納税者番付で第4位に躍進、所有

する田畑は250町歩に達した。その後、1910

（明治45）年、源右衛門は第11回衆議院議員・

総選挙で立憲政友会から立候補して当選、1916

（大正5）年には貴族院議員にまで上りつめたが、

1923（大正12）年、53歳で死去する。時に文

治は、早稲田大学を卒業したばかりの26歳で

若輩ながら、津島家の家督を継ぐはめになった
（木下呉「津島源右衛門」、前掲書『青森県人名事典』、
438頁）。

先に述べたように、衆議院議員であった源右

衛門は、保守派の政治家として大成させるべく

文治を早稲田大学政経学部に学ばせていた。し

かし、文治は源右衛門の長男でなく、三男であ

ったから、東京遊学中は若旦那風に義太夫に凝

って、レコードばかりか三味線まで買い求めて

血道をあげ、その一方で、劇作家を目指し、一

幕物の戯曲「奪い合い」まで執筆していた。だ

が、兄たちが亡くなり、若くして津島家の家督

を継ぐことになった文治は、劇作家への道を断

念する（鎌田、前掲書『津軽・斜陽の家』、172頁。文
治の長男康一は、政治はやらないといって、演劇家と
なった。劇団俳優座養成所の康一の同期に、仲代達矢
がいる）。

文治が生まれたのは、1896（明治31）年1月

20日で、父源右衛門が25歳の時の子供である。

地元の明治高等小学校を卒業した後、五所川原

農学校畜産科に入学して卒業、その後上京、東

京中学を経て、早稲田大学政経学部に学んだ。

社会派のルポライターとして著名な鎌田慧は、

文治が政治家となるに至った背景を次のように

記している。

「文治はこのころ、政治家になるなど毛頭考

えることもなく、政治評論家か劇作家として身

をたてようとしていた。ところが、あたかも大

学を卒業した翌日の3月4日、源右衛門は、前

年暮れからの流行性感冒を悪化させ、53歳の

若さで急死した。……津島家の存在の重さが、

一挙に26歳の文治の双肩にかかってきた。こ

れがその後の彼の人生を決定した」（鎌田、前掲
書『津軽・斜陽の家』、31頁。文治は、学生時代の時23
歳で結婚している。相手は、旧黒石藩の士族で名門岡
崎家の娘れいで17歳。夫婦は一男〔康一〕、二女〔陽、
滋〕をもうけた）。

（2）金木町町長

津島文治が「政治家」として初めて務めたの

は、金木町の町長である。早稲田大学を卒業し

た2年後の、1925（大正14）年10月10日、町

長に選出された。文治27歳の時で、東京の大

学を出て、弁がたち、若く、しかも毛並のいい
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青年町長の誕生であった。

貴族院議員だった父源右衛門の側近で、県会

議員の傍島征之助や、金木町収入役の外崎健助

らがお膳立てし、文治を町長にかつぎ上げたの

である。当然のことながら、津島家の周囲の人

たちは、文治が源右衛門の跡を継ぎ、将来の中

央政界進出に備えその足掛かりをつくっておこ

う、という狙いがあった（秋山・福島、前掲書『津
軽家の人びと』、97頁）。

当時の金木町は、町とはいっても、街並の体

をなしていたのは、大字（おおあざ）金木のうち、

中央部、県道沿いの一部ぐらいで、その他の集

落は普通の農村そのものにすぎなかった。町の

概況は人口約5,200人、戸数約800戸、年間予

算は約5万円程度であった。文治が町長に就任

した当時、1912（大正2）年の大凶作に続いて、

1914（大正6）年と18（大正10）年と続いた凶

作のため、農家の経済は著しく疲弊、また商工

業もその影響をうけて、営業状況は芳しくない

ときであった（工藤愛助「金木町長時代の先生」、前
掲書『清廉一徹』、171～172頁）。

文治が町長に就任後の最初の町議会は11月17

日の午後1時に開会、その席上、町の長老で町

長・助役を務めた高橋良三郎・議員は、次のよ

うに文治をたたえて、要望している。「この町

の現状から救える人は、最新の政治経済学を修

めた、新進の津島町長のほかに、適当な人がい

ない。我々の時代にこれをなし得なかったこと

は、残念であり、かつ申し訳ないことであるが、

郷土再興のため尽力して欲しい」（同上、175頁）。

津島文治・町長が行った仕事は、一般行政の

掌握のほかに、主として経済復興および町の基

礎作り対策の検討であった。新町長は一般の住

民との対話を特に好んだといわれ、その理由を

文治自身「自治行政は、住民との対話から始ま

る素朴な行政である」からだ、と語っている
（同上、174頁。新任町長は大地主の若旦那とは思いな

いほど腰が低く、気さくにだれでも話しかけた。若い
書記の入営壮行会に自ら腕をふるってカ―レライスを
つくるぐらいだから、親しみやすい町長だったようだ

（秋山・福島、前掲書『津軽家の人びと』、98頁）。

（3）県会議員

津島文治は金木町長を約2年務めた後、1927

（昭和2）年9月25日、県議会議員に転出、当

選している。立憲政友会（以下、政友会と略

す）所属の若干29歳という若い県会議員であ

った。文治が獲得した票数は3,411票で、北津

軽郡では最高得点であった。当時の新聞は、文

治のことを「最年少県議」、「新しいゼントルマ

ン」、および「貴公子」と書き立てた。文治が

県議選へ出馬するにあたっても、町長選の時と

同じく、父源右衛門の側近の取り巻き連中がし

っかりとお膳立し、担ぎ出したのはいうまでも

ない。文治は、この県議会議員を4年の間をお

いて二期務めている（秋山・福島、前掲書『津軽家

の人びと』、98頁）。

今回の選挙から「普通選挙制」が導入された

結果、有権者数はこれまでの倍以上に増大した。

ただ、津島家の小作人は290戸もあり、それを

がっちりと固めてさえおけば、有力な基礎票と

なった。それに加えて、津島家には十分なカネ

もあったし、津軽地方での大地主という強みも

あった。さらにこの選挙には、文治の母校・五

所川原農学校の福士幸次郎校長を初めとして、

学校挙げて応援に回ってくれたのも大きかった
（同上、100～101頁）。

最年少議員として当選した文治は、1927年

（昭和2）年の県議会での初質問において、「農

学校教育を充実させるべし」と述べたが、地元

の東奥日報紙は文治のことを「天晴れての雄弁

家、県議会の近衛候」と持ち上げている。翌年

1928（昭和3）年11月の県議会において、文治

は次のような演説をぶっており、彼の思想的立

場の一端を知ることができる。
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「今日の思想界の動揺は、甚だしく、今にし

てこれを防止しなければ、その弊害の及ぶとこ

ろ憂慮すべきものがある。……それには、神職、

神官をして、大いに活躍させる必要がある。思

想善導をはかるには、最も愛国心の強い、学徳

のある神官を選んで大いに活動させるのでなけ

れば、一片の県令をもってしては、不可能だと

思う」（同上、102頁。青森県選出の社会党・衆議院議
員であった淡谷悠蔵の回顧談によれば、最年少の津島県
議は本会議での質問演説のなかで、マルクス、エンゲル
スの例を引き出し、一躍インテリ青年議員として有名に
なった、という〔秋元良治『知事交渉十五年 ― 対決の
旋律』〔北の街社、1987年〕、129頁〕）。

この年、青森県では共産党の大検挙、いわゆ

る“ 3・15事件”があり、特高警察が設置され

た年であった。だから、文治は天皇を頂点とす

る家父長制度に支えられてこそ、大地主の地位

も安定であり、それを脅かす無産運動や左翼思

想は、早いうちに摘み取っておかねばならず、

そのために、国家神道の力を借りることだ、と

考えたのかも知れない（同上）。

1931（昭和6）年は、県議会議員改選の年で

あった。政友会県支部は6月、新しい県支部長

に満場一致で文治を推薦した。政友会の面々は、

「弁のたつ若きゼントルマン」、「毛並のよいカ

ネもち」の文治を先頭に担ぎだし、その上で、

9月の県議会選挙を戦いぬこうと考えていた。

しかし文治は、「一兵卒が一躍大将になった

ところでどうなるものでもない」として、この

申し出を受けつけなかった。政友会の方では、

交渉委員を金木町に派遣、文治を口説き落そう

とした。だが、文治は「若輩ものですから」と

強く固辞した。それに加えて、文治は県議会議

員選への立候補要請も蹴ってしまった。出馬す

れば、連続2期当選は間違いないなかった。た

だ、4年後の1935（昭和10）年には、固辞して

いた県議会議員選に出馬・当選し、1937（昭和

12）年4月29日まで2年間、県議会議員を務め

ている。現職の県会議員でいるほうが次のステ

ップの足掛かりになる、と考えたのであろう
（秋山・福島、前掲書『津島家の人びと』、123～124頁）。

（4）衆議院議員当選辞退

津島文治は20代で町長に当選し、そして30

代で県会議員になった。そこで次なる目標は、

40代で衆議院議員になることだった。1937（昭

和12）年3月末、林銑十郎内閣が衆議院を解散、

4月30日、総選挙が行われることになった。県

議会議員として順調に歩んでいた文治は、いち

早く出馬の動きを見せた。

ただ、政友会内では有力候補者が乱立し、公

認候補者が決まらないまま選挙戦は自由競争の

形で進んだ。最終的に4月半ばに、現職の工藤

十三雄と新人の津島文治を青森県第二区の公認

にすることに決定、選挙は定員3議席に対して

9人が立候補するという乱戦となった（同上、
132頁）。

選挙の結果、文治は1万1,083票獲得して第

二位で見事に当選した。しかし、投票日の10

日前ごろから津島派の大がかりな買収（「いわ

ゆる「三竹小便事件」）が発覚、文治も検挙さ

れて自宅から五所川原署に連行された。選挙違

反に問われたのである。福士重太郎・署長じき

じきの尋問となり、五所川原署に勾留されたま

ま投票日を迎えるという異常事態となった。文

治は留置場で当選不承書と県会議員辞任届を書

き、家族に提出するように伝え、それは5月8

日に提出された。“熟慮に熟慮を重ねてきたが、

どうしてもこの際辞任しなければならない”、

それが文治の言い分である（高橋興「津島代議士当
選辞退」、前掲書『青森県人名事典』、602頁。鎌田、前掲
書『津軽・斜陽の家』、280頁）。

衆議院議員の当選辞退は、わが国の憲政史上

で例がなかったばかりでない。当選辞退により、

反対党の候補者が繰り上げ当選という重大な出
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来事をもたらし、政界に一大センセーションを

巻き起こした。結局、この選挙違反事件は、罰

金2千円、10年間の公民権停止という重い罰と

なって決着した。文治自身が事件を争わず、事

実を全部認めたからである（福士重太郎「父子二
代・栄光の歩み」、前掲書『清廉一徹』、33頁）。

こうして津島文治は、わずか数日のみで、衆

議院議員の身分を捨てたのである。この時、文

治には“辞退居士”というあだ名が付されてい

る。文治はその後敗戦までの足かけ8年間、衆

議院議員だけでなく、金木銀行頭取、北津軽郡

青年団長、西北畜産利用組合長など、ほとんど

あらゆる公職から退き、自宅で蟄居・雌伏して

いる。そのため、戦後になって占領軍からの

「公職追放（パージ）」を免れることができた
（鎌田、前掲書『津軽・斜陽の家』、283～284）。

それでは、戦時中、津島文治は一体何をして

いたのであろうか。日本が戦争に入ってからは、

文治にとって身体の静養中であり、かつ精神修

養の時期でもあった。要するに、文学、政治関

係の本を購入し読書三昧の生活を送り、そのか

たわら、養鶏事業や趣味の弓道の練習に専念し

ていた（秋元、前掲書『知事交渉十五年－対立の旋律』、
105頁以下参照）。

この当時、金木の小学校訓導で、文治の長男

康一に論語を素読していた外崎美智雄は、文治

から『国体の本義』という本を読まされ、「ま

るで試験をされているようだった」と述回して

いる。だから、文治はこの期間を、政治家とし

て再起するために知識を充電することに充てて

いたのだと、といってよい（秋山・福島、前掲書
『津島家の人びと』、136～137頁』）。

文治自身は健康がすぐれず、しかも結核の疑

いもあったので、兵隊には取られなかった。し

かし、本人はこれをひどく気に病み、「兵隊さ

んがお国のために働いているのに、自分たちは

こんな生活をしているのは申し訳ない」、これ

が文治の口癖だったという（同上、146頁）。

文治は、今度の戦争で“日本は負ける”とは

っきりと断言していた。というのも「米国に比

べると飛行機は蚊の唸る位で、油がなくて松根

油をとって、仮に間に合うにしても、軍艦はミ

ッドウェーの海戦でやられてるっていうし、こ

のあと何で戦いしバ」、と述べるなど、文治は

この戦争が米軍の物量作戦にかなわない、こと

を早くから認識していた（傍島正守「人間性を磨か
れた“雌伏十年”」、前掲書『清廉一徹』、210頁）。

３．青森県知事時代

（1）知事一期目

1945（昭和20）年8月15日、日本は戦争に

敗れ、新しく出直すことになった。戦争中、大

政翼賛会一本に抑えられていた政党が次々と結

成され、来るべき総選挙に備えていた。津島文

治は、幣原内閣の与党日本進歩党に入党、この

年12月、県支部長に選ばれた。文治は「天皇

を中心とした国体を擁護し、私有財産制を守ら

ねば」と考え、戦後合法化され勢力を伸ばして

きた共産主義勢力を地主の一人として恐れてい

た、といわれる（秋山・福島、前掲書『津島家の人
びと』、157頁）。

戦後初めての衆議院議員・総選挙は、翌

1946（昭和21）年4月10日に実施された。今

回から選挙法が改正され、一県一区、定数7名

で連記制が採用され、一人で二票投じることに

なった。女性にも参政権が付与され、青森県の

有権者数は50万2,981人に増えた。津島文治は

3万2,751票を得て第六位に滑り込み、父親源

右衛門に続いて、晴れて衆議院議員に当選、国

会の赤じゅうたんを踏むことになった。この時、

文治は48歳になっていた（拙稿「戦後青森県政治史
序説－①（1945年～1948年）」『専修法学論集』第120号
〔2014年3月〕、282頁）。
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そして、翌1947（昭和22）年4月5日、県知

事選挙が行われる運びとなった。初の民選選挙

となった知事選挙には、進歩党から民主党に看

板を変えた党青森県支部長の津島文治、自由党

青森県支部長の小笠原八十美、社会党青森県連

委員長の大沢久明、および白瀬潤次郎の四名が

立候補した。白瀬を除けば、上記の三名はいず

れも前年の1946年の総選挙で当選した現職の

衆議院議員たちで、衆議院議員の職を辞しての

立候補は初代民選知事選への期待の大きさを物

語っていた。選挙結果は、津島が17万7,818票

を獲得し、次点の小笠原に2万4,697票の差を

つけ、初の公選知事の栄冠を勝ち取った。なお、

投票率は全体が77.39％で、男性83.34％、女

性72.05％と思いのほか高く、県民の知事選挙

に対する注目の高さが伺われる（同上、295頁）。

本稿の冒頭でも述べたように、従来、知事は

官選だった。だが、戦後の民主化により、有権

者の選挙でもって選出されことになった。初代

民選知事の座、それは、当時の地方政治家にと

ってのどから手がでるほどほしい、栄冠のよう

なものだった。だから、県内の各政党から、衆

議院議員の経験を有する大物政治家たちも、こ

の栄冠を獲得しようと揃って出馬した。文治も

また、前年当選したばかりの衆議院議員の職を

辞して、結党間もない自由党に移り有力候補者

として立候補、知事の座を手にいれたのである
（秋山・福島、前掲書『津島家の人びと』、162頁）。

ちなみに、この選挙は、津軽の津島と南部の

小笠原の対決ともいわれ、「津島は自分の財産

を売って金を使えば、小笠原は中央から金を集

めてきたバラまいた」という（木村良一『青森県
知事選挙』〔北方新社、1998年〕、34頁）。

その事実はまた、いわゆる“津軽選挙”とし

て知られる金権選挙の一端をはしなくも示して

いた。当選した津島は金木町の自宅において、

当選の喜びと今後の抱負を次のように語った。

「今度の選挙は小笠原氏を相手に政治生活の一

切をかけた戦いでした。幸い県民多数の御支援

を得て当選の栄冠を得たことは真に感謝にたえ

ません。今後は公僕として最善をつくし御期待

に報いるように努めます。先ず当面の問題とし

ては何といっても食糧問題でこの解決には最善

の努力を傾けたいと思っている」（『東奥日報』
1947年4月7日）。

5月14日、青森市の県立工業高校で行われた

知事の就任式挨拶において、津島文治は「民選

知事として責任を感じるともに、県民の協力を

願い、若い青森県建設に、真に青森県のために

民主政治を県民とともに図りたい」と宣言した。

それはまた、新しい地方自治法の下で始まった

“民主的県政”の宣言でもあった（前掲書「本県
初の民選知事　津島文治」、204頁）。

だが、津島知事の高邁な決意にも関わらず、

当時の県政は混とんとしていた。実際、食糧難、

住宅難が人々の生活を直撃し、しかも、それを

解消するだけの財源を欠いていた。また、何を

実行するにしても、進駐していた青森軍政部に

出かけて伺いを立てなければならなかった。そ

の上、県内各地の農村では、「供給米」出庫の

拒否が続いた。その一方では、GHQの指令で、

自作農の創設などを目的とした「農地改革」が

進んでいた（秋山・福島、前掲書『津軽家の人びと』、
170頁）。

新憲法に基づく地方自治法の発足により、県

財政はその規模、制度、および内容において大

きな変革を余儀なくされた。最も大きな障害は

財政不足であり、そのため、津島知事は、大き

な困難に直面し、ついに任期途中に辞任に追い

込まれた。

1947（昭和23年）年5月、初代の民選知事と

して就任した津島文治は、知事に就任以来、行

政の科学性を掛け声で県に企画室を設置、また、

県内農業の実態調査、電力事情の調査、水産，
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地下資源開発に着手する一方、県費を投入して

資本金1億5,000万円のリンゴ振興会社を設置

するなど、リンゴ産業の改革を促進してきた。

実際、津島県政の3 ヵ年間は、大きな業績を上

げてきた、といってよい。しかし、津島知事は

ドル箱であるリンゴ税の廃止により、県が赤字

財政へと転落することになり、その責任をとっ

て退陣を余儀なくされる。

1950（昭和25）年3月25日、地方税税制審

議会は県財政の“ドル箱”であったリンゴ取引

税を不許可とした。理由は、リンゴ取引税が法

定外独立税で、「内国関税」だとみなされたの

である。津島知事は、税制審議会に代わった地

方財政委員会に税復活の望みをつないだ。だが、

同委員会の動きは知事側に有利に展開しなかっ

た。そこで9月3日、津島知事は県内リンゴ関

係四団体との交渉を最後にリンゴ税復活の希望

を捨て去り、在職3 ヵ年で初代民選知事の座を

退く決意をしたのである（『東奥年鑑　昭和26年
版』〔東奥日報社、1956年〕、64頁）。

津島知事は9月28日に開催された自由党県大

会において、「任期中に自分の進退の影響する

事態が生じれば、辞任する決意であった」とし

た上で、過去の供米空事件、アラブ事件、およ

びリンゴ税問題を取り上げ、次のように辞職の

理由を述べた。「過去三年において県が徴収し

てきたリンゴ税の総額は4億4千万円に達し、

これによってあらゆる施策を行なってきた。私

が他日何らかの治績を納めたと批判されるなら

ばこの税源によるものであった。従って今春地

方税税制審議会においてリンゴ税が否決された

際も復活を決意、この財源を見込んで25年度

事業計画予算を編成し県民の要請に応えようと

した。しかるにその後、リンゴ関係四団体と折

衝の結果全面的な反対にあい、再度県内の争い

を中央に持出す愚をさけるため打切りを決意し

た。これによって公約の大半が失われ、私がこ

の事態を見通し得なかった政治的不明が明らか

になった。前に述べた信条とこのような経緯か

ら私はこの際辞職した責任を明らかにすべく決

意した」（同上、64 ～ 65頁）。

津島知事の辞職決意は、開催中の第9回県議

会臨時会で具体化し、9月28日付けで辞表が提

出され全会一致で承認された。こうして、第一

期の津島県政は三年でピリオドが打たれること

になった。

（2）知事二期目

津島知事が辞任した後、後任の知事選挙をめ

ぐって、県内の各党は活発な動きを示した。知

事の与党である自由党はあくまで津島の再出馬

を促し、10月9日、党議をもって候補者に決定、

結局、津島は再出馬を承諾した。そして10月

15日、県選出の参議院議員で佐藤尚武・参議

院議長の提案により、議長公邸で開催された在

京の県政界長老たち、すなわち、佐藤尚武、工

藤鉄男、苫米地義三、笹森順造、および夏堀源

三郎ら自由党と民主党のいわゆる「五長老会

談」の場で、知事は超党的であるべしとの声明

が発表され、津島文治候補を支援することが決

定された（拙稿「戦後青森県政治史序説－②（1949
年～ 1952年）」『専修法学論集』第121号〔2014年7月〕、
180頁）。

かくして津島文治は、自由党を離れて中立候

補として出馬することになった。ただ、津島の

とった行動、つまり、知事辞任後→不出馬→
党のためやむなく立候補→中立と三転した経

緯については、県民から強い批判を受けた。一

方、社会党は、米内山義一郎を擁立、知事選は

津島候補と米内山候補との一騎打ちなった。

政治学者の木村が指摘するように、今回の知

事選挙は、見方を変えれば、津軽の津島に対す

る南部の米内山という構図になった。しかし、

この選挙戦は政策らしい政策論争もなく、1 ヵ



― 228 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

月間にわたる選挙運動が終了、県民からは「戦

車と竹やりの戦い」とか「米内山ドンキホーテ

の玉砕戦」と揶揄され、選挙戦は終始盛り上が

りを欠いた（木村良一『青森県知事選挙』〔北方新社、
1998年〕、23頁）。

選挙結果は、津島が26万9,570票を獲得、米

内山は10万4,211票に留まり、津島は16万票

以上の差をつけて圧勝した。津島が圧倒的に勝

利した背景は、自由党と民主党の保守勢力が一

本化したからであった。また、津島候補が自由

党を離党して中立の立場から無所属で立ったこ

とも幸いした。なお、投票率の方は、前回の

77.39％から14％減の63，04％という低率に留

まった。ともあれ、津島は県民の大きな支持を

背景に、再び県政を掌握することとなり、県民

所得の増加、鉱産、および工業の振興を掲げて

第二期県政を発足させることになった（同上）。

1950（昭和25）年12月、県議会の第12回定

例会が開会され、再選された津島知事は開会冒

頭に挨拶し、「120万県民に厳粛なる信託をうけ、

本県知事として再び選ばれたことは光栄である。

本県としては将来の恒久的振興対策を樹立すべ

く、まさに建設の段階に到達している」、と明

言した（『青森県議会史　自昭和28年～至昭和37年』
〔青森県議会、1960年〕、34頁）。

越えて1951（昭和26）年2月27日、県議会

の第23回定例会が開会され、会期を3月18日

までの20日間と決め、続いて津島知事から、

1951（昭和26）年度県歳入歳出予算案が説明

された。1951年度の県予算は、歳入歳出とも

前年度を当初予算より5億7,507万円増加、41

億3,099万円に上った。提案説明の中で、知事

は次のように述べて、大きな物議をかもした。

「節約の要点は、給与費において教育の教員

700名を増員したが、県職員についても将来新

規模の増員を必要とする事務の増加のあること

も予想されるが本年度内に400名の減員を行い、

さらに機構の簡素化を行うことにした」（『東奥
日報』1951年2月28日）。

津島知事は県予算の節約を今年度内400名に

上る職員減員で断行し、これを公共事業費の国

庫委託事業費の予算に組み入れ、土木関係では

7億1,500万円の他、県単独事業費に1億,466万

円計上したのである。知事は提案説明の中で、

1950（昭和25）年8月の地方税制改正以来、県

は極端な財政難に陥ったと述べ、県としては

「事業縮小かしからずんば人員整理か」という

二つの方法しかなく、結果的に後者をとって県

政を運営していきたい、との方針を明らかにし

た（前掲書『東奥年鑑　昭和26年版』、69頁）。

だが、この人員整理案は、世論をいたく刺激

し、マスコミなどでも大きく取り上げられ、異

常な反響を呼んだ。とくに県職員組合は、緊急

指令を発して整理絶対反対の気勢をあげた。県

職員組合は、「今回、知事の整理声明は政府の

低賃金政策に対する追従政策であると非難、本

部および支部で職場大会を開催するなど、県首

脳部の意図を不当であるとして絶対反対であ

る」、との決意を表明した（『陸奥新報』1951年3
月3日。津島が知事時代に最も難儀したのが財政難と並
んで労働攻勢であった。津島は労組との交渉で出来な
いことを約束したり、その場の気色で事を運ぶことは
決してなかった。ただし、約束したことは必ず実行し
たという）。

開会中の県議会においても、当然、質疑の大

部分は人員整理の問題に集中し、ことに野党の

民主党、社会党、および共産党から活発な質問

が展開され、400名の大量の人員整理に関する

影響をどのように考えるかなど、について質疑

があった。野党議員の批判に対して、津島知事

は「整理といっても、年々 250名が自然退職す

るので実際の出血は200名程度である。これら

の出血整理者は傍系団体や病院、教員などに振

り向けたい。部課の統廃合は県政の上にプラス

になるよう慎重に進めていきたい」、と答弁し
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た（前掲書『青森県議会史　自昭和21年～至昭和27年』、
471頁）。

続いて、6月30日に開催された県議会の第24

回定例会においても、県側は「職員に対する退

職手当の臨時措置に関する条例案」を提出、退

職者の優遇措置を講じ、希望退職者の道を開い

て400名の退職者の実現に備えた。その上で、

津島知事は定例会の冒頭で県財政の窮迫を説明

し、1952年度末までに7億円の赤字を背負うだ

ろうと、述べた。

最終的に、野党の批判に対して、津島知事は

現代の段階では、大量の整理が困難であるとの

認識を披露したものの、結局、最初に見込まれ

た400名の整理の完全実施を強調し、年内にそ

の目的を達した。しかもその後、1952年度内

に地方事務所の廃止を断行すると共に、「第二

次行政整理」も断行したのである（同上）。

なお、津島知事第二期目の大きな争点として、

他に注目されるのが、知事の“再議”問題であ

る。津島知事は、1954（昭和29）年度の予算

編成で、国の緊縮財政方針に伴う国庫支出金の

縮小を考え、一般会計予算総額を80億円未満

に縮減する方針を示し、また、従来の1局9部

34課を大幅に圧縮するとともに、地方の出先

機関を統廃合、経費の削減を図ることにした。

機構改革により県職員定員200名の行政整理を

行い、昇給も一切停止することにしたのだ。

この方針に基づき、1954年度歳入・歳出予

算とその他の議案が3月1日に招集された県議

会の第37回定例会に提案された。だが、審議

の過程で議会は与党、野党とも意見が分裂、ま

た、議会外でも、利害関係者が猛烈な反対運動

を展開、会期を三度延長して3月30日、修正動

議が可決された。この時、津島知事から再議

（拒否権）発動の通達書が議長の手元に提出さ

れた。ただ、審議は時間切れで、午前0時、会

期は満了・流会となった。

再議については、有効なのか無効かという議

論が生じたが、自治庁は知事の手続きを正当だ

と認め、修正動議は白紙となった。その後、津

島知事は原案の一部を改め、その他は当初案通

りで、4月21日に招集された臨時会に提案、野

党が退場する中で、与党自由党の単独採決で押

し切り可決した（『青森県議会史　自昭和28年～至
昭和34年』〔青森県議会、1960年〕、199頁）。

ともあれ、津島知事は、独自の政治手法を駆

使して無事に二期目の4年満期を務めあげた。

そんな津島が“津軽の殿様”との尊称を得るよ

うになったのは、県知事になってからのことで

ある。政治家が殿様というのは、いささか誇張

した言い方である。しかし、それは、津島自身

の人柄が端正にして気品を感じさせたからであ

ろう。さらに、短気で潔癖だったから、いつし

かそれが通り相場になっていた、といわれる
（鎌田、前掲書『津軽・斜陽の家』、50頁）。

元県教職員組合・執行委員長で、津島知事と

団体交渉で何度もやり合った秋元良治は、知事

時代の県秘書課の雰囲気を次のように伝えて興

味深い。「秘書課に入ったとたんに津島知事が

在室なのか否かが直ちに察知できたのは次のよ

うなことからなのだ。つまり、気難しくてわが

まま、ワンマンにして短気、ジョッパリな上に

機嫌ジョウゴという、いわば私が幼少のころ、

弘前生まれの祖母から聞かされた津軽の“むが

しコ”に登場してくる殿様たちの気性を一身に

あつめたとでもいうべきか、“殿様知事”とい

われていた津島文治だ」。

「津島知事が上京中などで不在のときは、秘

書課の部屋は、のんびりした雰囲気をただよわ

せている。課長は、県政担当記者と茶を飲みな

がら世間話に花を咲かせたり、仕事をしている

職員たちの間からは、ときおり笑い声もでたり

する」。

「ところが、殿様知事が在室の場合は、前記
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とは様相が全く逆になり、静かさをただよわせ

た重苦しい雰囲気につつまれているのだ。笑い

声どころか、仕事のことで職員たちの話合も小

声となり、ものすごく緊張した表情をしながら

執務をしている」。

「だから、外来者の私にしてみれば、秘書課

のドアをあけて部屋のなかに入り、どちらの雰

囲気になっているかで、津島知事が在室か否か

が、いとも簡単に察知できるというわけなのだ」
（秋元、前掲書『知事交渉十五年－対立の旋律』、68～
69頁）。

（3）知事三期目

津島文治知事の第二期目の任期は、1954年

10月でもって終了した。だが、津島の方は、

県があらゆる面から見て自身の責任で解決すべ

き多くの懸案事項を抱えている、と考えていた。

そこで当然、三期目の出馬を覚悟していた、と

いわれる（前掲書『青森県議会史　自昭和28年～至
昭和34年』、36頁）。

知事選挙は10月11日に告示、11月5日に投

票が行なわれた。今回の選挙では、津島は最初

から中立の立場をとっていたので、自由党は候

補者として元青森市長の千葉伝蔵を擁立して対

抗、その他に農協を主力とした山内亨、社会党

公認の米内山義一郎、養成会の間山信一が出馬

した。

11月5日の知事選の結果は、津島候補が16

万1,445票を、山内候補が9万4,893票を獲得、

津島は山内を約6万6千票の大差をつけて知事

に当選、三度目の栄冠を勝ち得た。今回の選挙

ではかつて政敵であった、小笠原八十美・前衆

議院議員が全面的に支援したことが特筆される。

これで、従来いわれてきた“津軽”と“南部”

の政治的なわだかまりが払しょくされる一因と

なったし、また、山崎岩男・衆議院議員が自由

党支部長を辞任してまで応援したことも、津島

陣営にとって幸いした（同上）。

三選を果たした津島は、青森市大町の選挙事

務所において、万歳の嵐の中、次のように抱負

を語った。「県民の皆様のご支援を得て当選し

た以上はいろいろな公約を速やかに実行してい

きたいと念願している。三期当選したため緊張

を欠いたりマンネリズムに陥ることなく緊張し

て清新な気持ちで創意工夫をこらして県民の皆

様のご期待に添えたい。責任の重大さを痛感し、

いっそうの努力を傾注する」（『東奥日報』1954年
11月6日）。

陸奥新報紙は、選挙前の予想では津島が不利

であると見られていたのが、大量得票を獲得し

た理由を次のように分析している。「①津島三

選の阻止のさけびがあまりに強く他候補によっ

て叫ばれた他に自治庁の見解等が大きく扱われ

たことが逆にインテリ津島への支持を大きくし

たことが挙げられる。②津島氏があくまでも

“県民との約束”を理由に自由党入党を拒否し

て無所属で出馬したことが浮動していたインテ

リ層の票を集める結果となった。③津島氏には

釈然としないが、それかと言って津島以外に信

頼出来る人間がないという人物本位の票が集ま

ったことも大きな原因として挙げ得る。④そし

て以上の諸要素が“現職”の強みによって固く

裏打ちされていたと見て間違いないだろう」。

要するに、津島打倒の声に同情票が集まり、南

部でも小笠原の支援で憂いを一蹴、その結果、

現職の強みを十分に発揮して当選したのだ、と

いえよう（『陸奥新報』1954年11月7日）。

今回の知事選挙は、保守系が乱立する中で、

候補者の調整に困難を極めた。だが、津島は三

選によって県政政争の芽をある程度摘みとるこ

とができるなど、今後、安定した県政の運営が

期待された（木村良一『青森県知事選挙』〔北方新社、
1998年〕、29 ～ 30頁）。

しかし、その期待とは裏腹に、津島知事は

1956（昭和31）年6月、三期目の途中で再び知
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事を辞任することになる。そのため、この年の

県政界最大の話題は、何よりも知事の動向に注

目が集まった。津島知事は6月29日、大島勇太

朗・県議会議長に「一身上の都合により、退職

したい」旨の辞表を提出、議会は7月1日臨時

会を開催してこれを承認した。

津島知事は1947（昭和22）年4月、初代民選

知事に当選以来、全国でも数少ない三選知事と

して、9年2 ヵ月にわたって首長の座に君臨し

てきた。辞職の理由について、知事は公式には

「北部上北の開墾、八戸市への工場誘致など公

約の実現をみたので辞める」と説明した。だが

真相は、県議会の与党ともいうべき自民党が、

旧民主党と旧自由党とに内部で対立するなど、

多数派を制止できなくなった点が大きい（『東奥
年鑑、昭和31年版』〔東奥日報社、1956年〕、40頁）。

ここで、津島知事が辞任に至った経緯をやや

詳しく述べておこう。この年の県議会の第30

回臨時会は5月24日に招集され、会期は24日

から26日の3日間と決まった。主たる議案は、

軽油取引税創設による追加更生予算で、この議

案に関しては問題がなかったものの、重ねて

「中間給条例」について議員の発議があり（中

間給条例については後述）、会期を1日延長し

て自民党、社会党、県政クラブ三党による“発

議ゴッコ”の形となり、結局、自民党が発議し

た「警察職員の昭和30年度における昇格昇給

に関する特別条例案」を議決して、他の議案は

否決された。このような事態に対して、津島知

事は予算、条例など一連の提案に対する修正議

決について決意を固め、5月29日、大島議長に

辞表を提出した。6月1日、第31回臨時会を開

催して、「知事の法定期間日前退職」について

同意が与えられ、9年2 ヵ月にわたる津島県政

に終止符が打たれることになった（前掲書『青森
県議会史　自昭和28年～至昭和35年』、353頁）。

三選を果たして出発した津島知事は、わずか

1年半で辞任するという予期せぬ展開となった。

知事は県財政の悪化を理由として、県職員の定

期昇給を二分の一に押さえる、「中間給与」を

打ち出したものの、しかし、県警察本部長など

の猛烈な反対を受け、また県議会の与党である

自民党議員にも反対された。そこで知事は、歳

入増を図るため県税の増税と中間給与制度の条

例化を決意し議会に諮った。だが、与党議員は

増税が無理であるとしてこれを修正、また中間

給与条例も社会党が強く反対した。こうした状

況の中で、与党自民党は、旧民主党系と旧自由

党系とに別れて知事を揺さぶり続け、そのため

議会は紛糾を重ねた。臨時会で原案を修正され

た津島は、知事の座に魅力を失い、嫌気をさし

て辞任を表明したわけである（木村、前掲書『青
森県知事選挙』、31～32頁）。

東奥日報紙は、社説「知事辞任と県議会およ

び警察当局の態度」の中で、次のように関係者

たちの対応を批判した。「選挙民の声もきかぬ

のに卒然としてみずから退陣のみちについたの

は、……そうした明るい表だったことよりも、

ゆきづまりを感じて暗い心境におちいってきて

いるところへ、4月臨時県議会における中間給

条例の修正議決となったことが、なによりも大

きな契機となり、それによって辞任のみちをえ

らんだにほかあるまい。4月臨時会で修正議決

がおこなわれなければ、おそらくこのたびの辞

任ということにはいたらなかったであろう」と

述べ、だから、「そうしたところからいって、

知事が辞任することになったという結果を現象

的にみれば、端的にいって中間給与条例の修正

を議決した議会側と、議会をしてそうさせた警

察当局が、知事をして辞任を決意させるにいた

ったといってよかろう」、と総括している（『東
奥日報』1956年5月30日）。

知事に在任すること三期、満9年と2 ヵ月、

津島知事の退任を承認した6月1日、県議会は
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県政クラブ・秋元岩五郎議員、社会党・佐藤義

雄議員、そして自民党・高谷金五郎議員を代表

として壇上に送り、決別の辞を述べた。終始一

貫して、津島県政に対して反対の立場をとって

きた社会党の佐藤議員は、次のような感謝の言

葉を添えて、津島知事の功績を称えた。

「今、お別れに際し津島さんの功績を大きく称

えたい。知事選挙の公約は後進性の脱却であっ

たが、その効果は今実を結びつつある。また各

県とも非常に問題になっている赤字解消につい

ては他の県は法（地方財政再建促進特別措置

法）による再建整備を考えている場合に、津島

さんは民主主義の基盤である地方自治体の権限

を縮小することなく、自主再建の方途をとり、

国が考えている法の整備という圧迫から断固対

決したその姿、私ども社会党は津島さんに大き

く敬意を払う」（前掲書『青森県議会史、自昭和27
年～至昭和38年』、40頁。当時、財政赤字に苦しむ東
北六県の中で、青森県を除いた他の5県が「地方財政再
建促進特別措置法」の適用を受けていた）。

４．衆議院および参議院議員時代

（1）衆議院議員時代

知事の座を去った津島文治は、約2年間の休

養時期を経て、1958（昭和33）年5月22日に

実施された衆議院議員・総選挙に、青森一区か

ら無所属で出馬・当選した。1956（昭和31）

年に、それまで三期9年余り務めていた知事を

任期途中で辞職して以来、文治は政治の表舞台

にこそ出なかったものの、しかし、心ひそかに

衆議院議員の座を狙っていた、といわれる（秋

山・福島、前掲書『津島家の人びと』、211頁）。

確かに、知事時代の津島は、清廉潔白で、物

事を論理的に理詰めで処理し、県民生活の向上

に積極に全身を傾けて取り込み、権謀術策な姿

勢はあまり見られなかった。しかしながら、後

述するように、衆議院および参議院議員時代の

津島の行動を見ると、ややもすれば、時の状況

におぼれ、“しかも遠慮深謀型”の選挙上手な

「政治家」の姿勢が強く感じられなくもない。

1958（昭和33）年5月の第18回総選挙には、

津島は地元であるはずの津軽の第二区からでな

く、南部の第一区から出馬、4万2,648票を獲

得して最下位で当選、次点の森田重次郎は3万

7,642票獲得、5、006票の差をつけて衆議院議

員の座を手にした。地元の東奥日報紙は、津島

の選挙戦を振り返って、次のように報じている。

「Ｔ ― 津島も危なかった。M ― 背信の陣だっ

た。A ― “津軽の殿様”でいれば問題なかった

のに、第一区では知事三期の実績で辛くも面目

を保った。M ― ともかく津島は死にもの狂い

であった。こんな苦しい選挙はなかったといっ

ていた。K ― 津島はおぼれるものワラをもつ

かむという傾向があった。大畑町ではメシア教

まで手にいれたという話だ。T ― 津島はなんと

いっても県庁の幹部をにぎっていたことは強み

だ。M ― 山崎知事が庁員を使ったといわれる

が、これもどうもね」（「総選挙を顧みて　本社記者
座談会」『東奥日報』1958年5月23日〔夕〕）。

当選した津島は、第一区から出馬した理由と

今後の抱負を次のように語っている。「あえて

一区から出馬したのは陸奥湾をはじめ、青森、

八戸の商、工、漁港の発展、地元資源の開発、

酪農地帯の拡充など二区にくらべて多くの未開

発の問題が山積しているので、これらの諸問題

と取り組んでみたいと思ったからである。特に

テンサイ糖工場の誘致と陸奥湾の科学的解明を

基礎に県民所得を増すことに全力を尽くす考え

である」（同上）。

今回の総選挙を前にして、自民党系の各候補

者は互いに公認をめぐって争い、とりわけ第二

区の選挙基盤を捨てて一区に転身した元知事・

津島文治と県議会副議長・白鳥大八との争いは
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最後まで決着がつかず、自民党は一区で4名の

定員のうち3名しか公認せず、結局、三星実と

並んで津島と白鳥は無所属で選挙に挑んだ（『東
奥年鑑、昭和33年版』〔東奥日報社、1958年〕、45頁）。

津島が第一区に回った理由は、地盤の第二区

から友人の三和精一が立候補すること、やがて

娘婿の田沢吉郎も衆議院に出る考えを持ってい

たからに他ならない。それに加えて、津島は立

候補の際に、出馬するようで出ないような、ど

っちつかずの“人心惑乱術”戦術を展開してい

ると見られて有権者の批判を受けた。津島の第

一区出馬を不快に思ったのは、主に三浦を頂点

とする旧民主系の議員たちであった（秋山・福島、
前掲書『津島家の人びと』、211 ～ 212頁）。

この辺の事情を政治学者の木村良一は、次の

ように解説している。「しかし、津島は、一区

からの立候補を知事辞任した早い時期に決めて

いたとの見方もあった。それは、第四回知事選

で、自民党平野善次郎の公認候補を応援しない

で、無所属の山崎岩男を支援したことからも読

みとれた。一区から出馬すると、（友人）三和

への義理も立つし、しかも（一区の）山崎の地

盤と故小笠原の地盤に新しく乗っていけるから

であった。山崎の地盤の継承と小笠原地盤の開

拓、これによって一区の津島地盤が強固なもの

になる。この読みがいかに的を得たものであっ

たかは、文治亡き後の（弟の娘婿）津島雄二議

員の地盤継承で実証されている」（木村良一『検
証　戦後青森県衆議院選挙』〔北方新社、1989年〕、106
頁）。

要するに、津島当選の要因は、総選挙に先立

って行われた“金木町長選挙問題（実弟・英治

町長の当選取消し・撤回事件）”に災いされて

危なかったものの、しかし、知事三期という高

い知名度、山崎現職知事の応援、並びに東青お

よび下北郡での大量得票にあった。これで第二

区の政治家・津島は第一区の有権者たちにも認

知された形になった、といえる（同上、112頁）。

1960（昭和35）年10月24日、岸信介内閣の

跡を継いだ池田勇人首相は衆議院を解散、11

月20日に総選挙が実施された。津島は再び第

一区からから出馬、自民党県連は、今回、現職

の三浦一雄、夏堀源三郎、および津島をしんな

りと公認候補者に決定した。選挙の結果、津島

は5万686票を獲得、第四位で辛うじて当選し

た。津島の地盤は元来津軽地方が中心で、前回

はいわば“落下傘候補”であったものの、今回

は、元知事の知名度を生かし、また「金木事

件」のような不安材料もなかった。だが、社会

党・淡谷悠蔵のトップ当選と次点・森田重次

郎（5万578票）の追い上げ（108票差）があ

った。にもかかわらず、津島は池田派の強力

な支援と、持ち前の選挙上手でなんとか当選

した（『青森県議会史　自昭和39年～至昭和47年』〔青
森県議会、1978年〕、8頁）。

だが、第二区で問題が生じた。自民党県連は

三和精一、竹内俊吉の現職を公認した。しかし、

前回次点の楠美省吾と前・県議会議長の田沢吉

郎との間で公認をめぐって紛争が生じ、県連は

調整の結果、楠美を公認にした。おさまらない

のは田沢である。田沢はこの総選挙に向けて前

年の県議会選出馬を見送り、早くから出馬の準

備を進めてきたからである。既述のように、田

沢の妻陽は津島文治の長女であり、津島にとっ

て田沢は娘婿であった。津軽地方の津島の地盤

（票）と田沢の前・県会議長の地盤（票）をも

ってすれば十分に当選が可能であると見られて

いた（同上、7頁）。

ここで津島は、娘婿田沢吉郎の窮地を見て手

を差し伸べたのである。すなわち、「当時池田

（首相）の直系といわれた津島が、（自民党）本

部に圧力をかけ、田沢の準公認を勝ち取ったの

である。本部レベルでの準公認となった田沢を、

県連でもやむなく追認すること」、になったの
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はいうまでもない（木村、前掲書『検証　戦後青森
県衆議院総選挙』、121頁）。

こうして田沢吉郎は42歳という若さと“ケ

ネディブーム”にあやかって台風の目となり、

5万3,909票と最高得点で当選した。その結果

は、まさに「津島の娘婿」前県議会議長と池田

首相直系のバックという要素が見事にミックス

して有利に展開した結果に尽きる（『東奥年鑑　
昭和36年版』〔東奥日報社、1961年）、46頁〕。

津島は、自分の権力的地位を盾に、権謀術策

を展開して、娘婿の衆議院議員当選を手助けし

たのである。津島は県政界のボスとして、山崎

岩男知事に強い影響力をもったばかりでない。

青森県の第一区および第二区の議席を義理の親

子でもって手にしたのである。

それでは当時、津島は肝心の国会において何

をしていたのか。岸内閣の下で安保騒動の渦中

で、国会は乱闘騒ぎであった。実際、社会党の

淡谷悠蔵などが衆院議長席を占拠、自民党の議

員が大挙して押し寄せたが、津島はその最後に

陣取り、わっしょいわっしょいと尻を押してい

た、という（淡谷悠蔵「津島文治と太宰治」、前掲書
『清廉一徹』、205頁）。

また、衆議院で警察官職務執行法の審議が大

詰めにきた時、強行採決は必死という場面で、

議長室や議場入れ口で議員同士の衝突が始まっ

た。秘書の岩田正は「津島先生は第一線にいて

危ないから、早く連れ戻した方が良い」と仲間

の秘書から教えられ、さがしたところ、「やっ

と先生をみつけた。議事堂の廊下の窓枠の辺り

は、石積のせいか少し広い。そこにちょこんと

腰をかけていた。廊下一杯に押し合い、へし合

いしている議員の中で、そんな所に腰を下して

いるのは先生だけだった」と、証言している
（岩田正「津島ペースで人気・外務次官」、前掲書『清
廉一徹』、252頁）。

1963（昭和38）年11月21日に実施された第

30回衆議院・総選挙には、津島文治は第一区

から自民党公認で出馬、4万8,910票を獲得し

たものの、しかし、社会党の淡谷悠蔵に2,319

票の差をつけられて次点に甘んじ、初めて選挙

で敗退するという恥辱を味わう。その原因は、

国立工業専門学校の青森市への誘致失敗で県南

地区から感情的な反発を買ったこと、また衆院

選直前に、津島知事時代の副知事・千葉元江と

人事課長・飛内正六が青森市長選に出馬、両者

は同じ津島系だったため津島派が分裂、前青森

市長・横山実との間で感情的なしこりが生じた

こと、津島落選の要因は選挙で青森市と東津軽

郡の票が伸び悩んだ、ことである（『東奥年鑑　
昭和30年版』〔東奥日報社、1964年〕、52頁、秋山・福
島、前掲書『津軽家の人びと』、213～214頁）。

ただ、今回の総選挙については、津島自身、

前年1962（昭和37）年12月中旬に、岩田秘書

に次のように漏らして選挙への不安を語ってい

る。いわく「次の選挙は落選です。私はこれま

で何回も選挙をやってきたが、こんな不安に襲

われたのは始めてだ」と（岩田正、前掲書「津島

ペースで人気・外務次官」、255頁）。実際、津島の

予感は当たり、22日の午前1時半すぎ、青森市

の全開票所の速報がはいると、選挙参謀の三戸

千代治が“負けた”とソロバンを置いた。そし

て誰かが“青森市が敗因”と叫んだ。それを聞

いた津島は、がっくりと腰を下ろし、「初めて

の敗戦をジックリとかみしめて、再出発をした

い」、と敗戦の弁を言葉少なく語った（『東奥日

報』1963年11月23日）。津島文治は生涯で初めて、

しかも唯一の落選を経験した。なお、ここで留

意すべきは、津島は衆議院議員時代、外務政務

次官（1960年）と農林政務次官（1962年）に

就任していた。しかしながら、地元有権者たち

の陳情を十分に聞き、より積極的に関係省庁に

根回しをしてあげたという話はあまり聞かない
（秋山・福島、前掲書『津軽家の人びと』、213頁）。あ
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るいはそれも、響いたのかもしれない。その後、

津島は参議院に鞍替えする。

（2）参議院議員時代

津島文治はかつて、「参議院というところは

しー、齢をとって孫のお守りをするようになっ

てから行ぐところでね」とポツリと漏らしたこ

とがある。いって見れば、津島は政治家の終着

駅が、参議院議員になるのだという意味で、意

見を述べたのであろう（秋山、前掲書『知事交渉十

五年』、130頁）。その参議院議員選に、津島は

1965年7月4日、青森地方区から出馬・当選し

た。時に、津島は67歳に達していた。いわば

老境の時期に入りつつあった。

佐藤尚武・参議院議員は、1965（昭和40年）
6月1日、任期満了と同時に引退表明した。そ

の後釜を狙って、自民党から公認申請者が10

名もでた。当然、元衆議院議員の津島文治も立

候補した。結局、全県的に知名度があり推薦支

部も多かった津島が公認と決定され、他の申請

者は辞退した（木村良一『青森県参議院選挙』〔北方

新社、1989年〕、34頁）。当初、自民党県連は前知

事の山崎岩男を公認し、挙党体制が整っていた。

ところが、1964（昭和39）年11月、山崎が風

邪をこじらせて急死、亡父の意思を継ぐとして息

子の医師・山崎竜男が無所属で立候補した。（『東
奥年鑑　昭和40年版』〔東奥日報社、1965年）

選挙の結果は、津島が18万3,439票獲得、13

万6,652票を獲得した山崎を約5万票離して当

選、津島はその勢いをかって、1971（昭和46）

年には26万633票という圧倒的票を得て再選さ

れた。津島文治は、73歳の高齢に達していた。

参院議員時代の津島の政治活動を見ると、

1965年、参議院議員に当選した議員を集めて

「初心会」と名乗る同期会を結成して、その会

長となり30名の同期議員たちと政策、予算、

および人事面で政策集団として活動している。

また、1972年5月の自民党総裁選の時には、大

平正芳を中心とした宏池会―参議院では「火曜

会」と称したグループの一員として、大平政権

実現のために尽力、参議院政策懇談会を立ち上

げ、津島はその会長に就任した（藤田正明「真摯
の政治家」、前掲書『清廉一徹』、64～65頁）。

しかし、その1年後の1973（昭和48）年5月

6日、津島文治は死去する。死因は老衰に肺炎、

栄養失調ともいわれた。享年75歳、ここに、

長年にわたった津島家の家長、そして政治家・

津島文治の時代は終わりを告げたのである（鎌
田、前掲書『津軽・斜陽の家』、15頁）。

津島文治は晩年になってから、参院地方区か

ら文治自身、衆院二区から田沢、そして衆院一

区から雄二という具合に、赤じゅうたんを娘婿

と弟の婿を引き連れて歩くことを願い、大きな

夢を膨らましていたという。実際、文治が死去

した後、津島雄二は衆議院議員に当選している。

2014年現在、青森県の衆議院議員は全て世襲

議員で占められており、津島家とてその例外で

なく、津島淳が2012年の総選挙で青森一区か

ら再出馬し7万3,237 票を獲得して当選、自民

党所属の衆議院議員一期目を務めている。淳の

父は元・自民党衆議院議員の津島雄二で、母方

の祖父は作家の太宰治である。また、元・民主

党衆議院議員の津島恭一は従兄弟に当たる。国

会議員の「世襲制」が、今日国民の厳しい批判

の対象になっているだけに、“政治関係者”た

ちの意識向上が望まれる。

５．�おわりに��
　　―「政治家」津島文治の評価

東奥日報紙は、1973（昭和48）年5月8日に

社説で「津島文治氏の死を悼む」と題する、

“政治家”津島の死と業績をたたえる記事を掲

載した。
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「県政界の長老、津島文治氏が死去された。生

来、決して頑強ではなかったが、健康には細心

の注意を払う人だけに、まことに意外であり、

心からその死を悼むものである。津島氏は周知

のように戦前からから輝かしい政治歴を持って

おり、ことに戦後初の民選知事として県民に親

しまれた。知友は“文学青年”としての津島氏

の側面を語るけれども、生まれつきの政治家と

いってよいほど、政治好きの印象を与えた。そ

の意味では参院議員という現役のまま死所を得

たことはせめてもの慰みといえるかもしれない。

……」（『東奥日報』1973年5月8日）。

上記の記事は、筆者にはやや皮肉な弔文記事

に思えてならない。津島文治は、金木町の町長

選に当選して以来、終始一貫して政治家として

の道を歩み続けた。事実、津島は金木町選挙、

県議会選挙、衆議院選挙、知事選挙、再度にわ

たる衆議院選挙、そして参議院選挙という具合

に、その生涯を通じて13回に及ぶ選挙に出馬

している。けれども、1963年の衆院選の時を

除いてすべての選挙で勝利してきた、いわば

“選挙のプロ”であった。

津島文治は、根っからの選挙好きで、しかも、

普段はひ弱な感じがしたけれども、町長、県議

会議員、知事、衆議院議員、および参議院議員

と各種の選挙に出馬するごとに別人のように元

気になり、まるで津島にとっての健康方法は選

挙であった、かのように思える（松岡孝一「初代
民選知事誕生の日」、前掲書『清廉一徹』、133頁）。

多くの関係者が指摘するように、津島文治は

大の選挙好きであり、政治家として恐らく血が

騒ぐのであろうか、こと選挙の話になると目の

色が輝きを増した、という。つまり、津島は

“選挙ほど国民大衆に与える娯楽はない”と言

い切っているほどで、自身も選挙は飯より好き

だった。何故なら、選挙の結果しだいによって

「県政界地図の色彩も変わる」からである（福
島常作『文治先生行状記』〔北の街社、1978年〕、71、
83頁。同書には、県知事時代の津島の人となりが描か
れていて興味深い。津軽地方の選挙は一種のお祭的色
彩が濃厚である。選挙の時は飲めや歌いの騒ぎで迎え、
有権者は仕事をそっちのけで、選挙運動に没頭する者
も少なくない。もちろん、その場合、金銭も飛び交う。
先般、平川市の市長選〔2014年1月〕で、市議20名中
15名が収賄容疑で逮捕された事件は、津軽の“金権選
挙”の一端を示している）。

津島は選挙の時には、自ら各地の得票にいち

いち目を通すだけでない。前何回分かの選挙得

票の新聞切り抜き記事を後世大事に持参して、

今回の得票と詳細に比較・検討した。その上で、

票の伸び縮みの方向に探りをいれ、非喜交々の

表情を繰り返した（同上、87 ～ 88頁）。

津島は鍛え上げた“政治家”であっただけに、

政治の裏話は得意中の得意で、また選挙予想も

極めて正確であった。津島知事時代に秘書を務

めた福島常作は、次のように津島の政治家とし

ての力量を評価している。

「先生は深慮遠謀の人である。いやしくも容

易に心中を明かさぬので、全く心のつかみ難い

人だと言われた。人であれ、物であれ、常に一

定の距離からじっとひややかに見る。そういっ

た人であった。自分の施策に対しても、常に客

観的に他人の目で見ることのできる人であった。

先生の支持者は多い。それはこれまでの選挙（の

勝利）が如実に物語っている」（同上、125頁）。

最後に、一言付言しておくならば、津島文治

が政治家として最大に偉いところは、結局、政

治によって財をなすということには無頓着であ

って、知事時代から金銭に関する公私の区別は

ことのほかに厳しく、生涯「井戸塀政治家」と

しての姿勢を貫いた点であろう。
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1．問題の所在

2．二つの「失われた民族主義」

3．「～人」「～族」「～民族」

4．結語

１．問題の所在

ベンジャミン＝アクジンによって terminolog-

ical jungleと評されたように、ナショナリズム

を論ずることは深い密林に迷い込むことに似て

いる1）。この状況は、東アジア地域を対象とし

た実証的研究においても変わりはない。「民族」

「民族主義」なる語が中国起源か日本起源かの

穿鑿を始めとして、「民族」と欧語の nation, 

Volkなどとの異同 ― もちろんドイツ語、フ

ランス語、英語などの間での偏差も無視できな

い ― 、漢語の「民族」と日本で通用している

「民族」との異同、「民族」と「種族」「国民」

「人種」など類義語との弁別……といった数多

くの問題が、研究の近年における顕著な進展に

もかかわらず、複雑に絡み合ったまま山積みに

されているのである。むしろ、革命中心史観の

後退によって花開いた多様な方面への研究の展

開と視野の拡大が、皮肉にも却って問題の錯綜

に拍車をかけた感さえある。関連資料の量的な

厖大さと質的な多様さとは、研究者に亡羊の嘆

を抱かせるに充分である。

こうした現状にあって、本論は敢えて孫文

『三民主義』講演（1924年）「民族主義」部分

についての集約的な検討を試みる。いうまでも

なく、孫文の死の僅か一年前になされた『三民

主義』講演は孫文の政治思想の集大成であるか

ら、既に無数の研究が蓄積され、論じつくされ

た感はあるのだが、実はなお未解明な問題を残

しているのである。しばしば前後で矛盾するか

にみえる孫文の言辞に直面して、「所詮、孫文

の思想は整合的でないから」との理由でそれ以

上の追究を断念する傾向が、研究者の側に果た

して無かったかどうか。孫文の思想に「極めて

曖昧な妥協的な矛盾」（鈴江言一『孫文伝』

1931年）が散見されるのは確かであるが、真

に核心的な問題は、その矛盾がどこに
0 0 0

起因し、

その矛盾が孫文自身の中でいかに
0 0 0

調停されてい

たかの解明でなければならない。本論は、考察

の対象を意識的に『三民主義』講演「民族主

義」部分に限定し、これを完結したテキスト
0 0 0 0 0 0 0 0

と

して捉えることにより、孫文の「民族主義」理
0

論
0

の論理
0 0

構造を抽出したいと思う。この試みは、

孫文の思想的遍歴を跡付けたり、また、他の革

命派や改革派の人士たち（例えば章炳麟、汪精

衛、梁啓超など）の立場を定位したりする際に

も、有効な一つの尺度を提供するであろう。本

論は、孫文が「民族」「民族主義」なる語をい

かなる意味で使用し、いかにして運用している

かをテキストに即して読み解いていくことに関

心を集中する。従って、孫文の「民族」理解や

「民族」と「民族主義」のセマンティックス 
― 孫文『三民主義』講演「民族主義」部分に関する二つの論点―

前　川　　　亨
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「民族主義」理論をナショナリズムに関する一

般理論に関連付けることは本論の課題ではない。

主題の性格上、論述がナショナリズム論一般に

及ぶことを完全には回避できないにせよ、議論

が terminological jungleに迷い込むのを可能な限

り防ぎたいのである。ナショナリズムに関する

一般理論との関連付けという魅力的な課題は、

別の機会に、更に周到な準備の下に取り組まれ

るべきである。

なお、本論において孫文の著述からの引用は、

広東省社会科学院歴史研究所、中国社会科学院

近代史研究所中華民国史研究室、中山大学歴史

系孫中山研究室合編『孫中山全集』（中華書局

刊）に拠り、うち『三民主義』講演（第九巻所

収）「民族主義」部分に限って頁数を例えば

「「第三講」210頁」のように記す。訳文は既訳

を参考にしつつ引用者が作成したもの、傍点は

引用者によるもの、〔　〕は原文もしくは引用

者による補足である。また、「○人」などの

「○」は任意の漢字一字を表し、「～人」などの

「～」は字数にかかわらぬ任意の成分を表すも

のとする。

２．二つの「失われた民族主義」

まず、「民族主義」部分の二つの箇所を引用

しよう。

①私のみるところでは、中国の民族主義は既

に失われた。このことは明らかである。し

かもそれは一日失われただけなのではない、

既に失われて何百年にもなるのだ〔不只失

去了一天、已経失去了幾百年〕。我々の革

命前についてみると、革命に反対するきつ

い意見はどれも皆な民族主義に反対するも

のだった。更に数百年前を振り返ってみる

と、中国の民族主義は跡形もない状態であ

る。この何百年かの間、中国の書物の中に

民族主義を見出すことは全くできない。皆

な満洲の徳を讃え頌ぎ、やれ「深くて厚い

ご仁徳〔深仁厚徳〕」だの、やれ「何から

何まで天子様のお蔭〔食毛践土〕」だのと

言うばかりだ。満洲がどんな奴らか〔満洲

是甚麼東西〕については、誰一人として語

ろうとしない。（「第三講」210頁）

②我々は今日、中国の失われた民族主義を恢

復し、この四億人の力でもって世界中の

人々のために不正を懲らさなければならな

い。これこそ我々四億人の天職なのだ。列

強は、我々がこうした考えを持っているの

が恐ろしいので、似て非なる道理を持ち出

し、世界主義を主張して我々を惑わす。世

界の文明は進歩せねばならず、人類の眼光

は遠大でなければならぬのに、民族主義は

狭すぎてそれにそぐわない、だから世界主

義を提唱すべきなのだ、とか言って。最近

の中国の新青年が新文化を主張し民族主義

に反対するのは、この種の考えに誘惑され

たからに他ならない。しかし、この種の考

えは屈辱を受けている民族が口にすべきも

のではない。我々屈辱を受けている民族は、

まず我々民族の自由・平等の地位を恢復し

てからでなければ、世界主義を語るのに相

応しくない。（「第四講」226頁）

このいずれにおいても語られているのは中国

における「失われた民族主義」についてである。

孫文は①の「民族主義」と②の「民族主義」と

に何らの差異も認めてはいなかったであろう。

しかし、孫文の主観を離れてこの二つの文章を

読むならば、①の「民族主義」と②のそれとに

著しい差異があることは歴然としている。①は

満洲民族の支配に反対するという意味での「民

族主義」（排満的民族主義）であって、その主

体は当然、漢民族である。孫文が同じ文脈でこ

れを「漢人の民族思想」と言い換えていること
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も参照すべきである（「第三講」210頁。「～人」

「～族」「～民族」の使い分けについては次節に

譲り、ここでは立ち入らない。）①の「失われ

た民族主義」とは事実上、失われた「漢民族の

民族主義」の謂であるから、それは満洲民族と

のエスニックな次元での対立を前景化せずには

おかない。他方、②は中国への帝国主義列強の

侵略に反対するという意味での「民族主義」

（反帝的民族主義）であって、その主体は少な

くとも第一義的には漢民族に限定されない。よ

り厳密にいうならば、反帝的民族主義において

は「満洲民族」／「漢民族」のようなエスニッ

クな次元での対立は焦点化されず、むしろ可能

な限り極小化されねばならないのである。帝国

主義及びそれを正当化するイデオロギーとして

の「世界主義」2）― それは国家の枠組を超え

ると称しながら、実際には自国が「全世界の主

人公」として「万国の上」に君臨することを根

拠づける機能を果たす（「第一講」216頁）― に

対置される「民族主義」の主体は、エスニック

な差異を捨象した、その意味で均質化され一体

化された国家構成員の総体であるより他はない

からである。エスニックな次元での対立が前景

化するか、それともそれが極小化するかは、「民

族主義」をめぐる最も本質的な対立といえる。

つまりここには鮮明に区別される「民族主

義」の二つの類型が表われているのである。①

類型と②類型の特徴をそれぞれ理念型的にまと

めるとすれば ― 、まず①類型の「民族主義」

は現在から過去へ
0 0 0 0 0 0 0

遡及するヴェクトルをもち、

それは一定の文脈では現象から本質へ
0 0 0 0 0 0 0

の還元と

もなる。その根底にあるのは起源
0 0

への強い志向

性に他ならない。このことが、①類型の「民族

主義」に、顕著な神話性
0 0 0

をも賦与する。これに

対して、②類型の「民族主義」は現在から未来
0 0 0 0 0 0

へ
0

投射されるヴェクトルをもち、未来における

目的の達成
0 0 0 0 0

を志向性として有する。①の「民族

主義」が存在
0 0

にかかわるとすれば、②のそれは

当為
0 0

にかかわるといってもよい。次に、①にい

う「民族」とはエスニックな要素を中核とする

もので、その限りでは政治的な概念ではないが、

それが政治外的な概念であるというまさにその

故に、一定の文脈では政治的イデオロギーとし

ての機能（例えば清朝の打倒と漢民族による支

配の正統性の根拠づけ）を果たす。他方、②に

いう「民族」は最初から一貫して政治的に構成

された概念である。更に、①の「民族」が第一
0 0

次的な分節
0 0 0 0 0

に基く集団であるのに対し、②の

「民族」はそれを第二次的に
0 0 0 0 0

均質化した集団で

あること、すなわち②の「民族」に対する①の

「民族」の論理的・時間的先行性にも注意され

る。（もとよりこのことは、①の「民族主義
0 0

」

が常に論理的・時間的に②のそれに先行するこ

とを意味するものではない。）3）この二つの類型

が当該テキストの中にどのように表われている

かを、孫文自身の記述から跡付けてみよう。

①類型の「民族主義」が過去に遡及するヴェ

クトルをもつことは、①の資料が満洲民族（清

朝）支配の打倒という、1924年の時点でみて

過去の確定した事実を記述している点に象徴的

に示される。①の資料では現在から「革命前」

へ、そして更に「数百年前」へと遡及したので

あるが、このヴェクトルをずっと延長していく

ならば、「中国民族の来源
0 0

」の記述にまで到達

するであろう。「百姓民族」が西方から「パミ

ール高原を越えて天山に至り、新疆を経由して

黄河流域に到着した」との説は「甚だ説得的に

みえる」と孫文はいう。この「百姓民族」が先

住民族の苗族を追放ないし同化して、「中国民

族」となったのである（「第三講」217頁）。こ

こにいう「百姓民族」＝「中国民族」は明らか

に事実上、漢民族と一致する。漢民族の起源を

西方（バビロニア）に求める言説に関しては、

近年優れた研究が多く発表されているので詳細
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はそれらに譲り4）、次の点のみを強調しておき

たい。すなわち、この説は当時にあっては最先

端の考古学的・比較言語学的知見に裏打ちされ

た「科学的」言説として流通したこと、しかも

同時にそれは黄帝を漢民族の始祖とする「神

話」と一体化し得たこと5）である。科学（であ

るとみなされること）と神話とは矛盾しない。

むしろ擬似科学的な意匠を凝らすことこそ「二

十世紀の神話」の特徴なのである。（アルフレ

ッド＝ローゼンベルクの「神話」はその最も極

端に畸形的な形態に過ぎない。）

「中国民族の来源」の追究が現在から過去へ

の遡及
0 0

の極点であるとすれば、「民族の起源」

の追究は現象から本質への還元
0 0

の極点である。

孫文によれば、「民族の起源」をたどり、それ

が形成される要因をつきつめると、「血統」「生

活」「言語」「宗教」「風俗習慣」という五つの

「自然力」に行きつく（「第一講」187－188頁）。

このうちで「最大の力」とされるのが「血統」

である。「中国人が黄色いのは、それが黄色の

血統に基づいてできているからである。祖先の

血統は、それがどのようなものであれ、永遠に

遺伝されて一族の人民を作り上げるのだ」（「第

一講」187頁）。「血統」は自然的ないし生物学

的な因素とされるのであるから、それ以外の四

つの文化的因素とは異なる側面をもつけれども、

孫文には文化と自然とを区別して捉える視点は

ない。むしろ上記五つのエスニックな因素が

「自然
0 0

力」として一括され、かつその筆頭に

「血統」が置かれたことは、文化的因素をも自

然的なものとして表象する効果をもたらす。例

えば、「血統」を基準として人間集団が分節さ

れる時、その集団は「人種」と呼ばれるのだが

（「第一講」187頁）、ここでの「民族」概念は

「人種」概念に接近し、或いはそれを包摂して

しまう。「世界で最も富強な人種
0 0

もまたサクソ

ン民族
0 0

である」（「第四講」221頁）という表現

からは、孫文が「人種」と「民族」とをいかに

近い概念として捉えていたかが窺われよう。文

化的因素と自然的因素との未分化は、一方では

エスニックな「民族」概念を「人種」の側に、

つまり自然的ないし生物学的な方向に牽引し6）、

他方では「人種」概念を自然的ないし生物学的

な概念として純化することを困難にもした。

― もっとも、「人種」が自然的ないし生物学

的概念として完全には純化しなかったのは中国

に限ったことではなく、そのような概念として

の有効性の限界は別個に考えなければならない

問題ではあるのだが7）。

日本においても中国においても、「民族」概

念の生成が近代に固有の現象であることは間違

いない8）。しかし、現在から過去へと遡及する

ヴェクトルをもつエスニックな「民族」概念

（①類型）においては、近代以前
0 0

からの連続性

が顕著な特徴として浮かび上がる。①の中で孫

文が「この何百年かの間
0 0 0 0 0 0 0 0

、中国の書物には民族

主義が全く見出されない」と述べていたことを

想起せよ。中国の「民族主義」は、数百年前の

過去にまで、ただし当面はその不在という形態

をとって延長されるのである。孫文は清朝の最

盛期（康熙年間。17世紀後半から18世紀初頭）、

満洲民族の支配に反対する「民族主義」が「社

会の最底辺の人々」によって構成される秘密結

社、いわゆる会党の中に保存されてきたという

（「第三講」211頁）。会党はいまだ「民族」「民

族主義」という語彙を知らない。従って、その

時代の状況に即していうならば、それを「民族
0 0

主義」と称するのは妥当ではないことになる。

しかし、「民族」という語を用いるか否かとい

う点を別にすれば、「反清
0 0

復明」をスローガン

として掲げる会党の主張を19世紀末から20世

紀初頭にかけての革命派の排満
0 0

的民族主義の主

張から質的に区別するものは何もない。彼らは、

種々の象徴を操作し、神話を創造し、また発達
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しつつあった出版と流通のネットワークを駆使

しながら、「血統」によって固く結ばれ、輝か

しい文化伝統の下に凝集した「華夏」共同体を、

いわば想像の共同体
0 0 0 0 0 0

Imagined Communityとして

構想し得たのではないか9）。ここでは「民族主

義」は近代以前のエスノセントリズムと殆ど区

別がつかない。「民族主義」はどこまでも無限

に遡及される。

では、もう一方、②類型の「民族主義」はど

うか。こちらが現在から未来へ投射するヴェク

トルをもつことは、「世界中の人々のために不

正を懲ら」し、「我々民族の自由・平等の地位

を恢復」するという目的の達成が未来に設定さ

れている点、逆にいえば現時点ではそれが未達

成とされている点から明らかである。①類型に

おける満洲民族との対峙とは対照的に、帝国主

義列強との対峙はこれから
0 0 0 0

解決すべき
0 0 0

課題に属

する。本論が前に、①類型が存在（～である）

にかかわるのに対し、②類型は当為（～すべ

し）にかかわると述べたのは、このことを指す。

ここでの「民族」は、「平和を愛する」点では

帝国主義列強と区別されはするものの（「第六

講」246-247頁）、同時に、国際的にも政治的

にも経済的にも「中国をして世界における適者

として永久に生存せしめる〔使中国永久適存於

世界〕」（「第一講」184頁）ため、列強諸国と

同様な国家の主体とならねばならない。そのよ

うなものとして構成された国家の主体としての

「民族」は「国族」と呼ばれる。「民族」を「国

族」に一致させることこそ、帝国主義への対抗

を掲げる晩年の孫文にとって最大の課題であっ

た。孫文は「民族主義とは国族主義である」こ

とを強調して止まないが、もとよりこれは「民

族」と「国族」との一致が既に実現していると

いうことではない。むしろ中国における「国

族」の不在が、孫文に「民族主義」の高揚を要

請したのである（「第一講」185頁）。中国にお

いて「国族」の形成を目指す「民族主義」が特

に必要とされるのは、孫文が繰り返し指摘する

ように、「中国人はひと握りのバラバラな砂で

ある」との認識が背後にあるからである（例え

ば「第一講」185頁、「第五講」237頁など）。

中国が亡国の淵に沈んだのは「民族の精神」を

失ったからであり、それを取り戻すためには

「国族団体」を結成してそこに全ての国家構成

員が「凝集〔合群〕」せねばならない（「第六

講」242頁）。もっとも、完全に均質化され、

かつ完全に一体化して凝集する「国族」＝「民

族」というのは一種の極限概念であって、中国

のみならず他の何処においても、それを達成し

た共同体はいまだかつて一つとして存在しない。

むしろ、この窮極の目標へと向かおうとする不

断の「未完のプロジェクト」としてのみ、一切

の近代的国家共同体は実存する。この意味では、

「国族」の形成を目指す「民族主義」の課題は、

中国に特殊的に見出されるものではなく、全ゆ

る近代国家にとって普遍的に見出されるものと

いうべきである。

帝国主義に反対する「民族主義」を孫文が最

初に意識したのがどの時点であったかはともか

く、それが際立って前景化するのは第一次世界

大戦とその結果としてのパリ講和会議を契機と

する10）。孫文における①類型の「民族主義」に

対する②類型のそれの後発性については異論の

余地がない。孫文が①類型の「民族主義」に終

始せず、②類型のそれを取り込むことによって、

新たな時代状況に積極的に対応するための先進

性を獲得したことは確かであって、ここにこそ

「反清復明」に終始した会党との決定的な相違

があるのである。この点の重要性に鑑みて、従

来、多くの研究が孫文における反帝的民族主義

の形成と発展の過程に注目してきたのも故なし

としない。しかしこのことは、晩年の孫文の

「民族主義」が①類型中心から②類型中心へと
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転換したことを何ら意味しない。晩年の孫文の

「民族主義」における排満的民族主義の要素を

「残滓」と位置付ける見解11）には、私たちは到

底賛同できないのである。問題はあくまで、起

源を異にし性格を異にする「二つの
0 0 0

民族主義」

が孫文の思想構造の中でいかにして、またどこ

まで「一つの
0 0 0

民族主義」たり得ていたかの検証

でなければならない。「二つの
0 0 0

民族主義」は、

その双方における「民族」が同一であることを

弁証できさえすれば、「一つの
0 0 0

民族主義」とな

る。以下、①類型の意味での「民族」を「民族

①」、②類型の意味での「民族」を「民族②」

と呼ぶこととし、これがどのように構造化され

ていたのかを探ってみることにしよう。

①類型の「民族主義」と②類型のそれとが孫

文によって同一視され、「一つの民族主義」と

して語られ得る根拠は、究極のところただ一つ、

「秦漢より後、中国は変わることなく一つの民

族が一つの国家を造ってきたから」（「第一講」

185頁）という単純な理由に尽きる。一つの国

家が複数の「民族①」によって構成されていた

り、或る「民族①」が複数の国家に分属してい

たりする外国の場合には、「民族①」の単位と

国家の単位とは一致しないが、中国においては

「民族①」の単位（すなわち漢民族）と国家構

成員の総体（すなわち「民族②」）とは基本的

に一致する。何となれば、「中国の民族につい

ていうと、その総数は四億人、そこに混じって

いるのは、数百万の蒙古人、百余万の満洲人、

数百万の西蔵人、百数十万の回教徒の突厥人に

過ぎない。外来の者の総数は一千万人を超えな

い。だから、大多数についていえば、四億の中

国人は全く漢人であるといってよい。同一の血

統、同一の言語文字、同一の宗教、同一の習慣

をもった、完全に一つの民族である」のだから

である（「第一講」188頁）。漢民族以外の諸

「民族①」は、数量的劣勢の故に「民族②」か

ら排除される。孫文はこの引用箇所以外にも

「中国的民族」「中国民族」を使用しているが、

それらはしばしば「我們的民族」「我們民族」

と置き換えられ（例えば「第二講」197頁、「第

六講」243頁など）、いずれも漢民族＝「民族

①」を指す。孫文が従前から使用してきた「中

華民族」なる語の使用は『三民主義』講演の中

では差し控えられているけれども12）、このこと

が①類型の「民族主義」の後退を示すわけでは

ない。

孫文の「民族主義」のこのような構造は、

「民族」と「国家」をめぐる彼の言説にも反映

し、それが彼の見解を分かりにくくする一因で

もある。孫文によれば、「外国人は、民族と国

家とには区別があるという。〔漢語の〕民族に

相当する名詞は英語では「ネーション」だが、

「ネーション」には民族と国家という二種の解

釈がある」（「第一講」185頁）。蓋し、「民族」

と「国家」とは、それを形成する力を根本的に

異にするからである。「自然力は王道であって、

王道で造られた団体こそが民族である。他方、

武力は覇道であって、覇道で造られた団体こそ

が国家である」（「第一講」186頁）。この「覇

道」はまた「人為力」とも言い換えられる（「第

一講」187頁）。この引用箇所で「民族」が二

通りの意味で使用されていることに注意せよ。

「民族と国家とには区別がある」という場合の

「民族」、すなわち「自然力」を形成の主動力と

する「民族」が「民族①」を指すのに対し、

「〔漢語の〕民族に相当する名詞は英語では「ネ

ーション」である」という場合の「民族」は

「民族①」と「民族②」とを合わせたものを指

す。つまり、「人為力」を形成の主動力とする

「国家」とは、本論のこれまでの用語法でいう

ところの「民族②」に相当する。孫文は一方で

は前者すなわち「民族①」のみを「民族」とす

るようにいいながら、他方では「国家」をも



「民族」と「民族主義」のセマンティックス ― 孫文『三民主義』講演「民族主義」部分に関する二つの論点―

― 243 ―

「民族」（すなわち「民族②」）として語るので

ある。それが「国家」として語られるか「民

族」として語られるかは文脈や視点によって異

なる。この引用箇所のように「外国人」の視点

にたった記述、或いは両者の差異を際立たせる

方向での記述では、「国家」／「民族」という

それぞれ別個の単語が配当されるが、例えば

人々が「民族」自決に目覚めた状況についての

記述では、「民族②」＝「国家」という等式が

少なくとも理念的には成立し、「国家」と「民

族」とは互換性を獲得する。「ポーランド、チ

ェコスロヴァキア、ルーマニアのようなヨーロ

ッパの弱小民族
0 0

は一斉に連合国に加わり……」

（「第四講」223頁）という場合、ポーランド、

チェコスロヴァキア、ルーマニアは「国家」名

とも「民族②」名ともいってよい。これこそ

「国家」＝「民族②」のあるべき
0 0 0 0

姿なのであり、

また、「民族」の単位が国家構成員の総体と一

致する中国においては古来よりそうである
0 0 0

姿な

のである。以上に述べた点に基いて、孫文の

「民族主義」の構造を図示するならば、〔図Ⅰ〕

のようになろう。

孫文の用いる「民族」という語が、文脈によ

って「民族①」の意味を荷う場合と「民族②」

の意味を荷う場合とがあるとの認識は、アメリ

カの「民族」に関する彼の記述を理解するうえ

でも必須である。私たちは孫文が用いる「アメ

リカ民族〔美利堅民族〕」という語（「第一講」

194頁）に注目しよう。一見して、この語は

「民族①」を指すようにも思われる。日本の大

和民族、ロシアのスラヴ民族、ドイツのチュー

トン民族、フランスのラテン民族への言及と同

じ文脈でこの語が用いられている点からも、か

かる推測は根拠あるもののようにみえる。仮に
0 0

「アメリカ民族」を「民族①」とした時、その

具体的な実体としてまず想起されるのは先住民

族であろう。しかし孫文は、アメリカの先住民

族としての「レッドインディアン民族〔紅番民

族〕」にも言及するものの（例えば「第二講」

198頁、「第四講」225頁）、それらはいずれも、

白人によって滅ぼされつつある「民族①」の事

例としてであって、彼にとって「アメリカ民

族」と「レッドインディアン民族」とは全く重

ならない概念である。では、イギリスから移住

してきて合衆国を建てた「サクソン民族」（「第

四講」221頁）はどうか。確かに孫文は、「チ

ュートン民族」と対比する文脈で、イギリスと

同じ「サクソン民族」であるところの「アメリ

カの民族〔美国的民族〕」に言及したことはあ

る（「第四講」222頁）。しかしこれはあくまで

限定的な文脈上での用法に過ぎない。「アメリ

カ民族」と「アメリカの民族」とは同義ではな

反帝

                

         人為力

民族              過去・起源・本質

未来 民族

自然力

反清・排満

〔図Ⅰ〕
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い。孫文のいう「アメリカ民族」は実際には次

のような文脈で表れる。「アメリカ人の種族は、

他のどの国よりも複雑であって、各洲、各国の

移民がいる。それらの移民が、アメリカに着い

た後には融解してくる。いわば一つの炉の中で

鋳られて、自ずと一つの民族になるわけだ。こ

の民族はもはや、もともとのイギリス人、フラ

ンス人、ドイツ人ではないし、イタリア人やそ

の他の南欧人でもない。それは別個の新しい民

族であって、アメリカ民族と呼んでよい。アメ

リカには独立した民族
0 0

があったから、それは世

界における独立した国家
0 0

となったのだ」（「第一

講」193－194頁）。つまり、孫文が「アメリカ

民族」なる語で表現したのは、アメリカにおい

て形成された最も典型的な「民族②」だったの

である。かかる「民族②」を形成する以前の
0 0 0

、

第一次的でエスニックな集団は、ここでは「美

国的民族」とは呼ばれず、エスニックな側面を

より強調した名詞「種族」で呼ばれている。

孫文は、遅くとも1920年には「民族」構成

における中国とアメリカとの共通性に着目し、

アメリカをモデルとして国家建設を進める構想

をもっていた。「ヨーロッパの多くの民族が一

緒になった」アメリカが、「今ではアメリカと

いう一つの民族だけとなり〔現在却只成了美国

一個民族〕」、そのことによって「世界で最も光

栄ある民族」となったように、「我々中国の各

民族は全て、一つの中華民族に融合すべきであ

る」（「在上海中国国民党本部会議的演説」1920

年、第五巻所収）。「今日、世界で最も強く、最

も豊かな民族国家」と号されるアメリカはまた、

「世界中の民族が最も多く集まった集合体」で

ある。それら多様な人々が「アメリカに同化さ

れ」た結果、「アメリカ民族」が形成されたの

である。「アメリカの民族主義は積極的な民族

主義である」。「アメリカと共に東西半球の二大

民族国家」の一方を荷う中国も、「アメリカ民

族のやり方に倣って」多民族の同化を推進せね

ばならない。多民族を漢民族に同化せしめるこ

とによって、漢民族もまた「中華民族」に変貌

し、かくて「一個の完全な民族国家」が構築さ

れていく（「在中国国民党本部特設駐粤辦事処

的演説」、1921年、第五巻所収）。これらの資

料における「ヨーロッパの多くの民族」「世界

中の民族」「中国の各民族」が「民族①」に相

当し、「アメリカというただ一つの民族」「アメ

リカ民族」「中華民族」が「民族②」に相当す

ることは明らかである。「民族②」としての

「アメリカ民族」は、「民族②」としての「中華

民族」のモデルなのである。『三民主義』講演

「民族主義」部分における「アメリカ民族」が

「民族②」を意味する点では、これらの資料の

継承であることは間違いない。

しかし同時に私たちは、上記の演説と『三民

主義』講演との差異にも目を向けねばならない。

何より重大な差異は、既に言及したように後者

では中国が過去から現在まで一貫して「一つの

民族が一つの国家を造ってきた」いわゆる単一

民族国家であることを前提として立論されてい

る点である。アメリカに関しては、「美国的民

族」（「民族①」＝「サクソン民族」）と「美利

堅民族」（「民族②」）とに意味が分岐したのに

対し、中国に関しては、「中国的民族」も「中

国民族」も同じく漢民族（「民族①」）を指した

ことを想起せよ。上記の演説において「中華民

族」は「アメリカ民族」と同様に「民族②」な

のに対して、『三民主義』講演では「中国民族」

は「民族①」に意味転換を起こしている。前者

において「中華民族」へと変わるべき
0 0

ものとさ

れていた漢民族は、後者では現に
0 0

「中国民族」

である
0 0 0

のである。このことが、『三民主義』講

演における、「民族②」に対する「民族①」の

優越の基調と照応することはいうまでもない。

次節に取り上げる「宗族」から「国族」へとい
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うテーゼにせよ、忠孝や仁愛など「固有の
0 0 0

道

徳」の恢復による「民族の精神の復活」という

テーゼ（「第六講」242頁）にせよ、いずれも

漢民族しか念頭に置かれていないことは明らか

である。これは、「中国民族」から漢民族以外

の「民族①」が除外され、中国の多民族性が否

認されたことの当然の帰結であった。孫文にと

って、片や苗族や猺族などの「民族①」は、漢

民族と共に「中国民族」として政治的主体とな

るべき
0 0

存在ではなく、むしろアメリカの先住民

族「レッドインディアン民族」と同等の位置に

置かれるのに対し、片や漢民族は、神話的過去

から永続する唯一不変の政治的主体として位置

づけられる。従って、『三民主義』講演におい

ては、アメリカはもはや中国のモデルとはなら

ない。「民族主義」部分におけるその扱いは著

しく小さくなり、他の諸国への言及と同じ文脈

の中に吸収されてしまったのである。少なくと

も「民族主義」の理念という観点に限っていえ

ば、私たちは、『三民主義』講演が1920 ～ 21

年の段階から後退している印象を拭うことがで

きない13）。おそらくこれは、孫文の思想の時代

的な変化とみるよりは、テキストの性格の違い

とみる方が妥当であろう。国民党の幹部たちを

前にして、党の今後の
0 0 0

方針を説こうとする実務

的な演説においては「民族②」の側面が強く前

景化し、逆に学生・教師・知識人たちを中心と

する聴衆を前にして「民族主義」の全体像を理

念的に、また歴史的に説こうとする講演におい

ては「民族①」の比重が高まらざるを得なかっ

たのである。孫文は状況に応じて、「民族①」

中心の言説と「民族②」中心の言説とを使い分

けていたのであって、どちらがより孫文の真意に

近いかを穿鑿しても、さほど有益ではあるまい。

孫文の「民族主義」の論理構造は、「民族①」

を中核としながら、しかもそこに「民族②」が

嵌入する形態を取っているからこそ、「民族①」

と「民族②」との同一性を弁証する理論構成を

必要とした。しかし、「数百万の蒙古人、……

百数十万の突厥人」総計一千万に垂んとする

人々を、その数量の「少なさ」故に「中国民

族」の範囲から排除することの強引さは暫く措

くとしても、「民族①」と「民族②」との一致

の弁証が、孫文の「民族主義」の最大の難点で

あることは間違いない。存在と当為、エスニッ

クと非エスニック、過去への遡及と未来への投

射 ― かくも根本的な対立を、いかに「先知先

覚」の孫文とはいえ、完全に調停することは容

易ではない。にもかかわらず、「二つの民族主

義」を一つにすることが孫文にとってはどうし

ても必要だったのである。本節の最後にこの問

題を考えてみたい。

 『三民主義』講演「民族主義」部分を読む者

誰しもが戸惑うのは、果たして孫文は「中国の

民族主義は失われた」と主張しているのか、そ

れとも「中国の民族主義は失われていない」と

主張しているのかという根本的な点が必ずしも

明確ではないことである。なるほど資料①②は

共に「中国の民族主義は失われた」と述べている。

しかし、この表現は孫文自身の「民族主義」の

理論と充分に整合しているだろうか。排満的民

族主義についていえば、孫文はそれが「既に失

われて何百年にもなる」ことを強調する一方で、

その思想が会党の中に継承され、「満洲〔の支

配した〕二百余年来、いかなる専制がなされよ

うとも、これら会党の口伝えの伝承〔口頭的遺

伝〕があったから、中国の民族主義は保存する

ことができた」（「第三講」211頁）ともいう。

もし、「民族主義」が何百年も「失われた」ま

まであることを強調するのであれば、なぜ敢え

て会党などを持ち出してきて、そこに「民族主

義」が「保存されていた」などと主張するのか。

そもそも、本当に「中国の民族主義は完全に
0 0 0

亡

んでしまった」（「第三講」211頁）というので
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あれば、それが「恢復する」というのは奇妙で

はなかろうか。1911年の武昌蜂起以来の一連

の政治過程を通して、反清－排満という「民族

主義」の目的は既に達成されたのであるから、少

なくとも排満的民族主義に関する限り、それが

「既に失われて何百年にもなる」というのは整

合的とはいえない。次に、反帝的民族主義につ

いていうと、中国はこれまでにかかる意味での

「民族主義」を獲得したことがない、というの

が孫文の基本的な認識ではなかったか。中国人

は「ひと握りの砂」のようにバラバラなのだか

らこそ、それを凝集し、「民族」＝「国族」を創

出することが、未来に向けての課題として設定

されたのだ。いまだ獲得したことがないものを

失うことはできない。従って、排満的民族主義

にせよ反帝的民族主義にせよ、それを「失われ
0 0 0

た
0

民族主義」と表現することは、孫文自身の立

場を前提として考えたとしても、その全体の文

脈の中で整合的であるとはみなし難いのである。

ここに述べたことは決して悪意的な揚げ足取

りではない。孫文が「中国の民族主義は滅ん

だ」というのか、それとも「中国の民族主義は

滅んでいない」というのかが不明確であること

こそ、「又象印度也是亡国、但是他們的民族思

想、就不象中国的民族思想一様、一被外国的武

力圧服了、民族思想便随之消滅」（「第三講」

214－215頁）という原文について、代表的な

二種の日本語訳がそれぞれ全く逆の解釈を示す

最も根本的な原因なのである。すなわち、片や

安藤彦太郎訳が「つぎにインドも亡国であるが、

かれらの民族主義は中国の民族思想のようなも

のではない。そんな、ひとたび外国の武力に圧

迫されると民族主義もそれにつれてなくなるよ

うなものではない」と訳すのに対し、片や島田

虔次訳は「また、たとえば、インドもやはり国

が滅びましたが、しかしかれらの民族思想は、

中国の民族思想とちがって、ひとたび外国の武

力によって押しつぶされると、民族思想もそれ

につれて消滅しました」と訳す14）。安藤訳は

「中国の民族思想は滅んだ」／「インドの民族

思想は滅んでいない」と解し、島田訳は「中国

の民族思想は滅んでいない」／「インドの民族

思想は滅んだ」と解するのである。語法的な側

面からいえば、原文における否定詞「不」の掛

かる範囲を「消滅」までとするか（安藤訳）、

それとも「一様」までとするか（島田訳）の相

違であるが、このいずれもが語法的には可能で

あるとすれば、そのいずれが妥当かは訳者それ

ぞれの解釈に委ねられる。孫文はこの後に続け

て、「ポーランドの民族思想は永遠に存在して

いたので、ヨーロッパ大戦後には、もとからの

国家を恢復し、今ではヨーロッパの二、三等国

となった。こうみてくると、中国はユダヤ、イ

ンド、ポーランドと比較して、同様に亡国では

あるのだが、なぜ外国では国が亡びても民族主

義は亡びるに至らないのに、中国では二度の亡

国を経て民族主義が亡んだのか」（「第三講」

215頁）と述べているところからみて、安藤訳

の方が妥当であると私たちは判断するが、島田

訳のような解釈が生じる根本的な原因は孫文自

身の叙述に求められるであろう。

排満的民族主義（「民族①」）にせよ反帝的民

族主義（「民族②」）にせよ、いずれについても

「失われた」と形容することは孫文の思想の全

体構造を却って不明確にしてしまうにもかかわ

らず、孫文が敢えてこの双方を「失われた」も

のとして一括せねばならなかったことは、孫文

における切迫した危機意識の亢進に注目せずに

は理解することができない。孫文が頻用する

「亡国滅種」という語を想起しよう。分析的に

いえば、「亡国」は「民族②」に、また「滅種」

は「民族①」に対応する。孫文がこの両者の差

異と連続とに自覚的であったことは、「百年後

になって、もし我々の人口が増加せず、彼ら
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〔帝国主義列強〕の人口が大きく膨らんだなら

ば、彼らは多数でもって少数を征服し、必ずや

中国を併呑する。その時には、中国は単に主権

を失って亡国となるのみならず、中国人は彼ら

の民族に同化〔消化〕されて滅種に至るに違い

ない」（「第一講」196頁）という箇所から明ら

かである。この箇所も含めて、孫文がいかにし

ばしば「亡国滅種」の危機を人口の減少という

かたちで表象しているかは、『三民主義』講演

を読む全ての者が看取するところであろう。蓋

し、人口の増減こそは「自然淘汰」の最も見や

すい帰結であり（「第二講」197頁）、同時にま

た、「科学の開発、医学の発達、衛生の設備」

の程度と密接に関連する点では富強な列強とそ

れ以外とを区別するための尺度でもあるからで

ある（「第一講」194頁）。人口問題は「自然力」

と「人為力」との接点なのである。このままだ

と中国人（漢民族＝「民族①」）の数量は減少

の一途を辿り、遂には絶滅に追い込まれてしま

うという一種の強迫観念にも似たものが孫文に

はあった。これが、『三民主義』講演「民族主

義」部分にくどいほど人口問題が言及される理

由である。

人口問題は「自然力」と「人為力」とを繋ぐ

ことによって、過去と現在と未来とをも結ぶ。

「もし彼ら〔帝国主義列強〕の人口が日ごとに

増加し、我々の側が現状のままか、減少でもし

ようものなら、我が国の歴史を顧みて、漢族が

大きくなり、元来は中国の土人であった苗・

猺・獠・獞族などが滅亡したように、我々の民

族も彼ら〔帝国主義列強〕の人口増加の圧迫を

受けて、久しからずして滅亡してしまう。これ

もまた、火を見るより明らかなことだ」（「第五

講」237頁）。もし中国が「国族」（「民族②」）

を形成せずして外国勢力の為すがままであった

なら、「祖宗の祭祀の絶えた今日の苗・猺など

の族の姿は、他日、祖宗の祭祀の絶えた我々

〔「民族①」〕の姿となる」（「第五講」239頁）。

未来へと投射されていた筈の反帝的民族主義の

課題が、人口問題による屈折を受けてこのよう

に過去と交錯する以上、満洲民族に支配された

屈辱の過去までが引照されるのも当然といわね

ばならない。「かつては満洲人の奴隷であった

ものが、今では各国人の奴隷となっている。各

国人の奴隷となって今受けている苦痛は、かつ

て受けていたのよりも更に甚だしい。このまま

の調子で、もし民族主義の恢復を図る方策を講

じないならば、中国は将来必ずや亡国となるの

みならず、滅種ともなってしまう」（「第五講」

232頁）。満洲民族による過去の
0 0 0

中国支配の記

憶が帝国主義列強による現在の
0 0 0

侵略と重ね合わ

されることで、「国族」すなわち「民族②」の

創出という未来へ
0 0 0

向けての目的の設定が根拠づ

けられる。中国が逃げ場のない「大禍の瀬戸

際」にまで追い詰められているとの危機意識

（「第五講」237頁）の下では「亡国」の危機と

「滅種」の危機とは連続し、重畳することにな

らざるを得なかった。それゆえにこそ、この

「二つの民族主義」を共に
0 0

「失われた」ものと

して一つにし、その恢復を高唱することが有効

であると孫文には考えられたのである。

＊

これまでの本節の検討から見えてきたものは、

起源と性格を異にする二種の「民族主義」の一

致を弁証しようとする孫文の強い意思であり、

またこの二種の「民族主義」が綾なす複雑に入

りくんだ論理構成であった。それは決して、一

方の「民族主義」から他方の「民族主義」への

移行ないし転換として整理できるもの、或いは

整理すべきものではなかった。私たちは『三民

主義』講演「民族主義」部分のテキストを、①

類型の「民族主義」（排満的民族主義）が主旋

律を奏で、その上に②類型の「民族主義」（反

帝的民族主義）という対旋律が乗った対位法的
0 0 0 0
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楽曲に擬えたい。この二つの旋律は互いに絡み

合い、時に不協和音の激しい軋みを響かせ、ま

た時には協和した美しい和声を響かせながら、

一つの作品を織り上げていく ― 。こうした対

位法的な特徴は、次節に検討する論点にも顕著

に見出されることとなるのである。

３．「～人」「～族」「～民族」

本節においても、私たちが注目したい箇所を

提示しながら、論点を整理していくことにしよ

う。まずその一つ ― 。

③中国人は常々、我々は人口が多いから簡単

には消滅させられはしない、と自慢してい

る。元朝が中国に入ってきて支配者となっ

た後にも、蒙古民族は中国人を消滅させる

ことができなかったのみならず、却って中

国人に同化された。中国は亡びなかったば

かりか、蒙古人を吸収してしまったのだ。

満洲人は中国を征服し、二百六十余年にわ

たって統治したが、満洲民族も中国人を消

滅させることなく、逆に漢族に同化されて

漢人に変わった。現在、多くの満人は漢族

の姓を帯びている。学者の中には、このこ

とから、たとえ日本人や白人が中国を征服

したとしても、中国人は日本人や白
マ　マ

種人を

吸収するだけのことだから、中国人は安心

してよい、という人も多い。これは、百年

後にはアメリカの人口が十億に達し、我々

の人口を二倍半も超えてしまうことを、全

く知らぬものだ。かつて満洲人が中国民族

を征服できなかったのは、彼らが百数十万

人に過ぎず、中国人の人口に比べて数量が

少なかったからで、中国人に吸収されたの

は当然であった。もしアメリカ人が中国を

征服したならば、百年後には十人のアメリ

カ人の中に四人の中国人が混じるばかりで、

中国人はアメリカ人に同化されてしまうだ

ろう。（「第一講」194－195頁）

前節に言及した人口問題に関する孫文の危機

感のよく表れた箇所であるが、本節で注目した

いのはその点ではなく、「～人」「～族」「～民

族」という語がここに集中して出現しているこ

とである。これらの語はただ単にランダムに選

択されたに過ぎないのであろうか。もちろん孫

文は研究者ではないのだから、用語の選択には

さほど厳格ではなかったに違いない。ましてこ

れは講演の筆記であるから、これらの語は何気

なく口を衝いて出ただけだったのかも知れない。

或いはまた逆に、同一語の反復使用を避けるた

めに、別の語を選択したことも考えられる。い

ずれにせよ、このテキストに関して、語彙の細

かな使い分けを穿鑿するのは無意味ではないか、

との疑念には充分に根拠がある。しかし同時に、

孫文が全くの恣意でこれらの語を使用したのだ

と断じることも妥当ではあるまい。講演であれ

ばこそ、論著の場合のように理知的な反省によ

って濾過される以前の
0 0 0

孫文の原初的な意識なり

感覚なりが、却ってそこに露呈される可能性も

あろう。仮に、「逆に漢族に同化されて漢人に

変わった〔反為漢族所同化、変成漢人〕」とい

う原文を、「逆に漢人に同化されて漢族に変わ

った〔反為漢人所同化、変成漢族〕」と言い換

えたならば、語法上はそれでも問題は生じない

にせよ、孫文が伝えようとした意味内容とは無

視できない差異が生じるであろう。この点、

the -s, -ish, -ese, -anなどを付加するだけで「～

人」「～族」「～民族」に相当する概念を、それ

らの意味的差異を区別することなしに表現でき

る英語などの欧語に比して、東アジアの諸言語

においては、これらの語彙の使い分けは、程度

の差こそあれ、否応なしに意識されざるを得な

いのである15）。私たちはこの③の箇所を手がか

りとして、当該テキストにおける「～人」「～
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族」「～民族」の使い分けの問題を探っていき

たいと思う。

次にもう一箇所 ― 。

④外国人はいつも、中国人はひと握りのバラ

バラな砂だという。国家観念については、

もとより中国人はひと握りのバラバラな砂

であって、元来、民族団体をもっていない。

しかし、民族団体以外に、別に団体はない

のだろうか。前に述べたように、中国には

堅固な家族と宗族団体とがあり、家族や宗

族に対する中国人の観念はとても深い。例

えば、中国人は路上で偶々出会うと、挨拶

を交わした後、お名前は何と仰るかと尋ね

る。そこで、お互いが同宗と知るや、たち

まち大変親密になり、たちまち同姓の従兄

弟〔伯叔兄弟〕だと認め合う。この種の優

れた観念から推し拡げていくならば、宗族

主義から国族主義へと拡充することができ

るのだ。失った民族主義を我々が恢復した

ければ、団体がなければならぬ。それも、

大きな団体がなければならぬ。我々が大き

な団体を結成しようとすれば、まず小さな

基礎が要る。それらが互いに連絡し合って

初めて、上手くいきやすくなるのだ。中国

人が利用できる小さな基礎。これこそ宗族

団体に他ならない。（「第五講」237－238

頁）

これは、「宗族」を基礎とする「国族」の形

成という、前節でも言及した孫文の企画の核心

を述べた箇所である。孫文のこの企画に漢民族

中心主義 ― しかも、「宗族」結合が顕著な南
0

方の
0 0

漢民族社会をモデルとした主張 ― の色

彩が濃厚であることは、今更指摘するまでもあ

るまい。また、この企画の実現可能性がどの程

度あったかの評価は、全ての検討が終了した後

に下されるべきものであろう。むしろここで私

たちが解明しなければならないのは、そもそも

孫文はなぜ「国族」という語を選択したのかと

いう問題である。いうまでもなく、この講演が

行われた当時、既に孫文らは「国民党」を結成

していたのであり、「国民」という語は一般に

流布していた。孫文自身も『三民主義』講演の

中で「国民」という語も用いている。それにも

かかわらず、孫文はこの箇所で「国民」ではな

く敢えて「国族」を選択したのである16）。孫文

はこの語にいったいどのような意味を籠めてい

たのか。この点を考えようとすれば、問題は上

述した「～人」「～族」「～民族」の使い分けと

交錯することを避けられない。私たちは、むし

ろこの両者の交錯から検討の糸口を探ろうと思

う。その過程では、多くの語彙を共有するにも

かかわらず、「国族」なる語を共有しない日本

語との対照は一定の有効性を持つに違いない。

「～人」「～族」「～民族」の使い分けの問題

から着手するに当たり、私たちはまず、テキス

トに出現するこれらの単語の頻度数に注目して

みよう。もっとも、本論が対象とするのは極め

て限定されたテキストであるから、文脈を捨象

した定量的な考察によって言い得ることは多く

ない。少ない用例に依拠してそこから有意的な

頻度差を読み取ること、或いは当該テキストに

用例がないからといって直ちにその語が当時一

般に未使用であった、もしくはその語が単語と

して成立しないと結論付けることには、慎重で

なければならない。しかし、こうしたことを充

分に意識したうえで、私たちは、以下の点につ

いては有意的な差異とみなしてよいと考える。

第一には「中国人」の使用頻度が130回にのぼ

り、桁違いに多いことである17）。孫文ら革命派

にとって「中国人」という語は「清国人」や

「支那人」と違う独特のニュアンスをもって使

われていたことを想起する必要があるが、とり

わけ孫文の場合には、「中
0

国人」と「外
0

国人」

（及び「外人」）を対比するかたちでしばしば立
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論することが、「中国人」の使用頻度を（併せ

て「外国人」の使用頻度をも）高める重要な要

因になっている（例えば「第六講」244－248

頁）。ところで、「東アジアに長く暮す外国人
0 0 0

は、

中国人
0 0 0

とも日本人
0 0 0

とも商売するが……」（「第六

講」245頁）という表現にも明らかなように、

孫文のいう「外国人」には「日本人」及びアジ

ア地域の人々は含まれない。それは欧米の帝国

主義列強諸国の人々のみを念頭に置いた用語な

のである。「日本人」及びアジア地域の人々は

「中」でないのはもとより、さりとて「外」で

もない微妙な位置に置かれているのであって、

ここに日本に対する、またアジア地域に対する

孫文のアンビヴァレントな意識を垣間見ること

ができる。第二には、「～人」の汎用性の高さ

も有意的な差異といってよかろう。「～人」は、

国名に対して使うこともできれば（「美国人」

など）、国家より広い地域に対して使うことも

（「欧洲人」など）、国家より狭い地域に対して

使うことも（「香港人」など）可能である。王

朝についても使えるし（「金人」）、更には色彩

語との結合により、皮膚色に基づく集団の分節

をも行ない得る（「白人」など）。これらの点は

日本語でも同様ではあるが、漢語の「～人」の

造語力は日本語よりも大きい。日本語の場合、

色彩語と「人」との結合はかなり限定的である

が（おおむね「白人」「黒人」のみ）、日本語の

単語としては成り立ちにくい「白色人」「白種

人」「黄人」「黄色人」「棕人」「棕色人」がいず

れも当該テキストの中で使用されているのであ

る。「～民族」も種々の形態素と結合するが、

「～人」に比べればその使用範囲は限定的であ

る。例えば、「～民族」の「～」は二字以上

（すなわち二音節以上）でなければならない。

これは、「○民族」という三音節語は単語とし

ての安定性に乏しいとの言語上の理由によると

ころが大きいと思われる。当該テキストに「漢

族」の用例はあるのに「漢民族」の用例がない

のも偶然ではあるまい18）。仮に
0 0

、「苗族」「漢

族」などの語が「苗民族」「漢民族」などから

「民」字が脱落して二音節化したに過ぎないな

らば、「～族」と「～民族」との間に意味の大

きな差異はないことになるが、果たして斯く考

えてよいかどうか、もう少し立ち入った検討を

要する。当該テキストにおける「～族」の用例

は「～民族」より更に少ないので断定的なこと

は述べられないが、用例の少なさというこのこ

と自体、「～民族」との何らかの差異が「～族」

にあることを示唆する。私たちは、「～族」の

用例に焦点を絞って考察を進めてみよう。

 「～族」の意味を検討する際には、「族」が

自立した単語として使用されている例をも参照

せねばならない。一般に、日本語の「族」は単

語としての自立性が極めて弱く、通常、「～族」

もしくは「族～」（これに属する語は「族産」

など少数にとどまる）のように他の成分と結合

しなければ用いることができないのに対し、漢

語の「族」は「人」「民族」と同様、自立した

単語としても当該テキストに表われる。例えば

「苗猺等族」「苗猺獠獞等族」はそれぞれ「苗、
猺などの族」「苗、猺、獠、獞などの族」の意

である。こうした自立的用法の「族」は、「民

族」に関する記述と「宗族」に関する記述の双

方に出現する。まず前者の例を挙げると、孫文

は「人種」を皮膚色によって五つに分類したう

えで、「更に種に基づいて細分すれば、多くの

族〔許多族〕がある。アジアの民族としては蒙

古族、巫来族、日本族、満族、漢族がある」と

いう（「第一講」187頁）。「種」を基準とした

分類によって「族」が位置づけられる以上、そ

れがエスニックな諸要素によって特徴づけられ

る集団、すなわち前節の用語でいうところの

「民族①」に相当することはいうまでもない。

形質的・文化的に他から鮮明に区別される際立
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った特性をもつ集団を表す「族」の語感は、前

節にも引用した「祖先の血統は……永遠に遺伝

されて一族の人民を作り上げる」という一節に

も窺われる。ここでの「一族」は明らかに、血

の連続性によって輪郭づけられ、排他性を帯び

た集団の意を含んでいる。「族」のこうした意

味特性は、後者すなわち「宗族」に関する記述

にも顕著に看取される。この「宗族」こそは、

他姓の「宗族」との間でしばしば「械闘」を惹

起する、「団結力の非常に強大」な集団に他な

らない（「第一講」185頁）。「宗族」の総数は

「一百族」には収まらないにせよ、「どんなに多

くとも四百族を超えることはない」（「第五講」

238-239頁）という箇所では、名詞「族」が量

詞的に使われており、これも日本語には稀な用

法である19）。「一百族
0

」「四百族
0

」という表現が

いかに「宗族」の排他的凝集性を強調する機能

を果たしているかは、試みにこれらを「一百

個
0

」「四百個
0

」と言い換えた場合の平板さと比

較すれば明らかである。

以上の検討から私たちは、「族」とは、（1）

他と明確に区別される、（2）際立った輪郭を有

する、（3）抽出可能な特性を持った集団、に対

してのみ用いられる呼称であると帰納すること

ができよう。（1）は排他性、（2）は凝集性、（3）

は独自性を示す。「民族」「宗族」に関していえ

ば、「民族
0

」「宗族
0

」がいずれも「族」として上

記（1）～（3）の性格を共有しているとも考えら

れるし、逆に、（1）～（3）の性格を有する「族」

が或る局面・文脈では「民
0

族」として、また別

の或る局面・文脈では「宗
0

族」として現象する

とも考えられる。この「族
0

zu」の概念に注目し

て、「lineageとしての族
0

と raceとしての族
0

との

間の意味論的類似性」を指摘したディケッター

の主張は卓見であった20）。Lineageとしてであ

れ raceとしてであれ、「族」の集団的凝集の心

理的・精神的ないし理念的な根拠が血の連続性

の意識に求められている点は共通している。

「宗族」と「民族」と ― それらの集団の中核

をなす、ヨリ基層的な血縁集団として「家族」と

いう「族」もそこに加えるべきであろう ― は、現

在の私たちが、しかも漢語ではなく日本語とし

て一般に考えるほどには、互いに大きくかけ離

れた概念ではなかったに相違ない21）。「族」の

こうした特徴は、「～」＋「族」という語構成に

よっても、当然維持されるとみるべきである。

「～族」の意味内容が明確化されることによ

って、それと「～人」との差異を説明する手が

かりも得られる。当該テキストのうち「～人」

と「～族」との双方の用例がある四つのユニッ

ト、すなわち「満人」「満洲人」／「満族」、

「蒙古人」／「蒙古族」、「日本人」／「日本族」、

「漢人」／「漢族」について検討を加えよう。

例えば、「満人」「漢人」が集中して表われる次

の箇所をみよ。「……それで史可法は満人に反

対したかったのだが、彼に賛成する人数は甚だ

少なく、やはり満人に抵抗することができなか

った。全国の人が皆なこぞって満人を歓迎した

ので、満人は中国で皇帝の地位を安穏に保持し

得た〔得做中国安穏皇帝〕のである。この当時、

漢人は単に満人を歓迎したばかりではなく、そ

の旗下に身を投じ、満人に帰化さえした。その

ために、いわゆる「漢軍旗」があったのであ

る」（「第三講」216－217頁）。この箇所の「満

人」「漢人」を「満族」「漢族」に置き換えたな

らば、文意は大きく変わってしまうに違いない。

孫文はこの直前の部分で、中国に侵入した「満

洲人
0

」の数は少なかったものの、「中国の大多

数の人
0

」は「民族主義」を重視しなかったがた

めにその侵入を許してしまったと述べており

（「第三講」216頁）、一貫して個々人の属性に

注目してこの文脈を構成しようとしているのだ

からである。別の箇所で孫文が、一方で「蒙古

人
0

は水と草とを逐って住み、遊牧で生活する。
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水と草のあるところ何処ででも遊牧し、何処に

でも居を移す」といいながら、他方、その直後

に「蒙古族
0

が最も強盛な時には、元朝の兵力は、

西のかた中央アジア、アラビア及びヨーロッパ

の一部を征服し、東のかた中国を征服して日本

にも迫り、殆どユーラシアを統一せんとした」

というのも恣意ではない（「第一講」187頁）。孫

文は「～人」には個々人の属性
0 0 0 0 0 0

を割り当て、「～

族」には集団の特性
0 0 0 0 0

を割り当てているのである。

もちろん実際には、文脈上この両者が判然と区

別できないほどに接近することはあり得る。そ

の場合、両者の接点付近の領域が「～民族」と

呼称されるのである。例えば、既引の箇所であ

るが、一方で「アジアの民族
0 0

」として「蒙古族
0

」

「巫来族
0

」などを列挙しつつ、他方で「中国の

民族
0 0

」として ― ただし「そこに混じっている

外来の者」という位置づけで ―「蒙古人
0

」「満

洲人
0

」などを列挙している点に注意しよう。こ

のことは、漢語の「～民族」という語が、「～

人」（個々人の属性）と「～族」（集団の特性）

双方の意味の一部を内包し得ることを示す。た

だし、「～民族」の使用可能な範囲は流動的で

あって、その境界は不確定である。以上のこと

を図示すれば〔図Ⅱ〕のようになるであろう。

論じてここに至れば、本節冒頭に引用した資

料③における「～人」「～族」「～民族」の使い

分けが単なる恣意によるのでないことも推測で

きる。「逆に漢族に同化されて漢人に変わった」

という孫文の原文を「逆に漢人に同化されて漢

族に変わった」と置き換えられないのは、仮に

斯く変更したならば、集団の特性から個々人の

属性へと展開する孫文の記述の意図に反し、そ

のヴェクトルを逆転させてしまうからに他なら

ない。

しかし、ここになお一つの疑問が残されてい

る。「満人」「満洲人」／「満族」、「蒙古人」／

「蒙古族」、「漢人」／「漢族」のそれぞれのユ

ニットの各単語については、いずれも日本語の

単語としてみた場合にも特段の違和感がないの

に22）、なぜ「日本人」／「日本族」のユニット

については、「日本族」が日本語の単語として

不成立なのか、という点である。このことを考

える場合に参考になるのは井上紘一と松原正毅

の発言である。井上は大略次のようにいう、

― 「中国語の「族」は一切の差別や例外を伴

うことなしに、あらゆるエトノス集団に適用が

可能」なのに対し、日本語では「日本民族と言

うけれども日本族とは言」わない。「日本語の

表現が差別を内包することは紛れもない事実」

である ― と。これを受けて松原は、日本語

の「「族」の使用にあたっては、かなり強い集

団的なまとまりが一つの前提になっている」の

であり、「そうした規則が、ある面で差別的な

ひびきをもたらす」のではないか、と発言して

いる23）。日本語の「～族」にしばしば貶義が伴

うこと、その「前提」に「強い集団的なまとま

り」への注視があることは、ここに指摘される

通りであるが、そうした「強い集団的なまとま

り」という語感自体は決して日本語の「～族」

にのみ表われる特徴ではない。本論が述べたよ

〔図Ⅱ〕
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うに、「～族」が凝集性の強い集団に対して与

えられる呼称である点は漢語でも同様である。

とすれば、問題はむしろ、等しく集団的凝集性

に着目した表現であるにもかかわらず、日本語

の「～族」と漢語の「～族」とで貶義の表われ

方に顕著な差異が見出されるのはなぜか、とい

うかたちで提起されねばなるまい。

松原正毅は、「中国の場合は、「族」と「人」

の使い方が日本と反対になっていて、何々族と

言っているほうが、われわれが使っている民族

という意味で、何々人と言っているのは、まだ

民族とまでは認定されないというか、集団とし

ても小さい。「族」になる候補の前段階として、

「人」というのを使」うのだという24）。しかし、

松原のこの発言は、少なくとも『三民主義』講

演「民族主義」部分における「～人」「～族」

「～民族」の用例によっては支持されないよう

に思われる。もちろん松原は孫文の当時におけ

る用語法を念頭に置いて発言しているわけでは

ないけれども、現代漢語の標準的な用語法とし

てみても、松原説の妥当性には疑問の余地があ

る。例えば「苗族」と「苗人」、「蒙古族」と

「蒙古人」のように、「～族」と「～人」双方と

結合する形態素もあるのであって、そのような

場合に後者を前者の「前段階」とみるよりは、

本論が論じた如き両者の質的な差異、つまり前

者が集団の特性に重点を置いた呼称であるのに

対し、後者が個々人の属性に重点を置いた呼称

である点に注意を払うべきではないか。このこ

とが結果的に
0 0 0 0

、前者に対して「集団としての」

強い凝集性を特徴づけるのである。このことは、

「～」＋「族」という語構成を有する語群が、

例えば「～」＋「人」という語構成の語群と比

較して、かかる語構成をとることによる何らか

の観念的上昇を惹起する可能性を示唆する。

 「～」＋「族」という語構成に起因する観念

的上昇について検討する場合には、ミハエル＝

ラックナーの見解が参考になるであろう。「民
0

族
0

minzu」は「民」＋「族」という語構成をとる

ことによって、単なる「民の集まり」ではなく、

「皇族」や「貴族」と対置される「人民の標識

Bezeichnung des Volkes」として機能する。ラッ

クナーのいう「社会的な、及びエスニックな諸

内包 soziale und ethnische Konnotationen」の増加

は「族」の集団的凝集性によってもたらされる

のである25）。とすれば、同様の効果は「皇族」

や「貴族」についても生じ得るに違いない。例

えば「貴」＋「族」→「貴族」を「貴」＋「人」

→「貴人」と比較するならば、前者の語構成に

観念的上昇を認めることができる。蓋し「貴

族」なる語が意味するところは、単なる「貴い

人たち」という以上の
0 0 0

、社会的集団としての凝

集性と排他性とにあるのであるから。

当該テキストにおける「～族」の用例も、

「家族」「異族」など一般性の高い語をも含めて、

やはり集団としての凝集性の強さに表現の重点

を置いた語群であるといえる。「蒙古族」「巫来

族」「満族」などの語は、いずれも「～」の部

分はそのままで、「族」を「人」に替えること

によって個々人の属性に重点を置いた表現に転

換することができる。「蒙古族」→「蒙古人」、

「巫来族」→「巫来人」、「満族」→「満人」な

どのように。しかし、逆に「～人」については

その全てが「～族」に転換できるわけではない。

例えば、当該テキストに表われる語でいえば、

「阿刺伯人」「猶太人」「西蔵人」「斯拉夫人」

「突厥人」などに対応する「阿刺伯族」「猶太

族」「西蔵族」「斯拉夫族」「突厥族」などは成

立するが、「香港人」「菲律賓人」「美国人」「意

大利人」などに対応する「香港族」「菲律賓族」

「美国族」「意大利族」などは成立しない。こう

した違いが起こるのはおそらく「～」の部分に

おける地理的領域性の度合と関連すると思われ

る。上記の諸例は、「～」の部分の地理的領域
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性の度合が高いほど「族」とは結合しにくくな

る傾向を示唆する。一般に、「～」＋「族」と

いう語構成が「社会的な、及びエスニックな諸

内包」の増加をもたらすとすれば、「苗」「猺」

或いは「阿刺伯」「斯拉夫」などと「族」との

結合が容易なのは当然である。「蒙古」「西蔵」

などは、もとより一面では地理的領域とも考え

得るけれども、それが「族」と結合する場合に

は、単に「蒙古／西蔵（地域の）」というだけ

にはとどまらない、特定の「社会的な、及びエ

スニックな」表象が加わっていることが看取さ

れる26）。もちろん、地理的領域の共有は通常、

そこに生まれ育ち、或いは継続的に居住した

個々人の属性にも一定程度の共通性を賦与する

から、「香港人」「菲律賓人」などと一括される

集団に対しても私たちはその構成員の間に一定

の共通性が存することを看取することがある。

しかし、それはあくまで結果として
0 0 0 0 0

そうした共

通性が生じるということに過ぎない。「香港／

菲律賓…（の）」＋「人」の「社会的な、及び

エスニックな」背景すなわち彼らが所属する

（第一次的な）「民族①」は多様なのであって、

むしろそうした「社会的な、及びエスニック

な」要素の極小化によってこそ「香港人」「菲

律賓人」などの統一的な表象或いはアイデンテ

ィティは第二次的に形成されるとみるべきであ

る。

 「香港人」の他、例えば「広東人」「北京人」

「福建人」などは、「～」の部分が国家より小さ

い範囲の地理的領域に関する場合であるが、

「菲律賓人」「美国人」「意大利人」など「～」

の部分の地理的領域性が領域国家の呼称と接近

もしくは共通する例においても、「蒙古」「西

蔵」などの場合とはむしろ対照的に、「～」の

部分の地理的領域性は通常「社会的な、及びエ

スニックな」要素の亢進を抑制する方向で機能

するため、これらの語も「～族」という語構成

に不適合である。なお、現在の中華人民共和国

においては一般に、「維吾爾族
0

」「朝鮮族
0

」「俄

羅斯族
0

」などは、国外の「維吾爾人
0

」「朝鮮人
0

」

「俄羅斯人
0

」を除外して国内の少数民族集団

（「民族①」）のみを指すが、この用法にも漢語

の「族」に独特の集団的凝集性が看取される。

等しく集団的凝集性といっても、この点で、漢

語と日本語とは異なる。すなわち、「ドイツ族」

「フランス族」「アメリカ族」「イタリア族」「フ

ィリピン族」などがいずれも日本語の単語とし

て成り立たないのは、漢語の場合と同様、ドイ

ツ、フランス……の領域
0 0

国家としての性質と

「社会的な、及びエスニックな諸内包」を亢進

させる「族」とが衝突するからであるが、日本

語の「～族」は基本的には他称 ― 自らとは

区別される凝集性の強い他者の集団への呼

称 ― にしかならないのである。（自らの属す

る集団を「～族」と呼ぶ場合は諧謔の表現とみ

るべきである。）「～族」という呼称が日本語にお

いて一般に貶義を伴うのはこのためである。要す

るに漢語の「～族」は外を排除した内を表現す

るのに用いることができるのに対し、日本語の

「～族」は内を排除した外を表現する場合にの

み用いられる。日本語の「～族」は自らを含ま

ず、漢語の「～族」は自らの属する領域国家の

外部を含まない。「日本族」が漢語としては成

立するのに、日本語としては成立しないのは、こ

うした両者の「族」の用語法の違いに基づく。

孫文が敢えて「国族
0

」を「国民」から区別し

て導入したのは、外部を排除して内部へ凝集し

ようとする漢語の「族」の語義を活かし、「家

族
0

」－「宗族
0

」という凝集性の強い「族」の延長

線上に「国」をも「族」として位置付けようと

する意図からに他ならなかった。「国族」は

「民族②」であるが、それが同じ「族」である

限り、「民族①」とも対立しない筈である。こ

れを「国民
0

」としてしまったのでは、「家族
0

」－
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「宗族
0

」－「民族
0

」からの連続性が充分に表現で

きない。それどころか、近代の国家概念を前提

とする限り、「家族」「宗族」「民族①」との対

立面が却って強調されかねない。それでは孫文

の意図は達成されないのである。孫文が「バラ

バラな砂」の「セメント」化（『三民主義』講

演「民権主義」第二講）のために用いようとし

たのは「家族」－「宗族」という「族」の凝集性

だったのであり、彼のこの思想を可能ならしめ

たのは漢語の「民族」が「民族①」と「民族

②」との両面性をもつことであった。「民族」

というフィルターを通すことによって初めて、

「家族」－「宗族」はスムーズに「国族」に連続

する。以上のことを図示すれば〔図Ⅲ〕のよう

になるであろう。

この同心円モデルにおいては、ちょうど磁石

に鉄砂が引き寄せられるように、中心に向かっ

て強い磁力（凝集力）が働くことが期待されて

いる。逆にいえば、そのようなかたちで凝集さ

れ「セメント」化された国家構成員であってこ

そ「国族」の名に値するのである。孫文のこの

モデルが果たして彼が意図したように機能する

かどうかは、畢竟、「民族」のフィルターが作

動して、その内側（「家族」－「宗族」）とその外

側（「国族」）とを連続せしめられるか否か、更

に突き詰めていえば、前節に検討した「民族

①」＝「民族②」の等式が成立するか否かにかか

っている。

確かに「家族
0

」「宗族
0

」「民族
0

」も「国族
0

」も、

それが「族」である限り一定の共通性をもつ。

「家
0

族」「宗
0

族」「民
0

族」がそれぞれ「族」の或

る局面、或る状況における現象形態とみなし得

るとすれば、同様に「国
0

族」もまたその一種の

現象形態とみなせない筈はなかろう。しかし、

「家」「宗」「民」と「族」とが自然に結合した

からといって、領域
0 0

国家としての意味をもつ

「国」と「族」とが同様の自然さで結合し得る

とは限らない。もし「国」と「族」とを結合せ

しめたならば、その結果として成立する集団

「国族」は、「族」の有する強い集団的凝集力に

牽引されて「民族①」とはなっても「民族②」

とはならないのではないか。前節にみたように、

危機意識の亢進が「民族①」と「民族②」の同

一性の弁証を促進した側面はあるものの、「民

族①」と「民族②」とはそのヴェクトルの向き

が基本的には反対であったことを想起せよ。こ

のことを本節の用語で言い換えれば、「民族①」

が「社会的な、及びエスニックな諸内包」を増

加する ― 従ってその外延は減少する ― 方

向性をもつのに対して、「民族②」は逆に、か

かる「諸内包」を減少する ― 従ってその外

延は増加する ― 方向性をもつということだ。

そして実際、当該テキストの「～族」の中に、

「民族②」を意味し得る語彙を、「国族」以外に

見出すことはできないのである。

革命派の機関誌『民報』第一号巻頭には「世

界第一共和国建国者ワシントン」と共に「中国

民族開国の始祖」として「世界第一の民族主義

大偉人黄帝」の肖像が掲げられた。もし、国家

構成員の全てが同一の血統によって結ばれた一

大家族であると観念する国家観を家族国家観と

呼ぶとすれば、四億人に垂んとする「民族」が

一つの「家族」だとする思想こそ、壮大な家族

国家観以外の何ものでもない。しかし、そのよ

〔図Ⅲ〕
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うなかたちで凝集された「民族」は事実上、漢

民族＝「民族①」であった。それを「中国民

族」「中華民族」と言い換えたところで、その

始祖たる黄帝が満洲民族の「駆除」の象徴とし

て採用された過去を消すことはできない。畢竟、

国家構成員の全てが漢民族という「民族①」に

なること（同化！）によってしか、「国族」＝

「民族②」は形成することができない構造に、

孫文の「民族主義」はなっているのである。し

かし、「民族①」となってしまった「国族」は

もはや「民族②」とはかけ離れたものであるに

違いない。確かに、性格を異にする「民族①」

と「民族②」とが「民族」という同一の語で表

現されることは同心円モデルの構築に有利に作

用したが、実際には「民族①」と「民族②」と

の溝を埋めることは困難であった。〔図2〕を

想起してみよう。そこでの「民族」は要するに

「民族①」を指すものに他ならなかった。そこ

に「民族②」＝「国族」を容れる余地はなかっ

たのである。「ワシントン」と「黄帝」との距

離はそれほど遠かったというべきか。

４．結語

辛亥革命の思想の中には、中国の伝統的な易

姓革命の側面と revolutionとしての革命の側面

とが共在している。後者の目的が体制の革新
0 0

な

のに対して、前者の目的は伝統の恢復
0 0

である。

本来全く方向を異にするこの二つの革命観念は、

清朝の打倒という一点において結びついていた。

しかし、清朝の打倒が実現した後には、本来全

く方向を異にする二つの「民族」概念が残され

たのである。ここにおいて孫文は、「民族主義」

を再構築する必要に迫られた。『三民主義』講

演「民族主義」部分はその一つの回答であった。

それが孫文自身の欲したとおりの仕上がりであ

ったとは到底思われない。課題の困難さはもと

より、孫文が「自序」に記すような当時の困難

な政治状況と、そして何より彼自身の肉体的な

不調とは、納得のいくだけの充分な準備を彼に

許さなかったのである。このことを考えるなら

ば、その記述がまとまりを欠き、齟齬を含む点

を責めるのは酷薄に過ぎよう。むしろ私たちは、

その矛盾や齟齬と思われるものの中にこそ、中

国の厳しい現実に直面し、それと格闘した孫文

の思想史的に重要な意義を認めるべきである。

蓋し、政治思想の真の偉大さは、達成された成

果によってよりも、その達成されざる課題を鮮

明に映し出すことによって測られるのであるか

ら。

［注］
1）Benjamin Akzin, State and Nation. Hutchinson 

University Library, London, 1964. pp.7-10.
2）孫文は「民族主義」に裏付けられた「世界主

義」を、かかる帝国主義的「世界主義」から区
別してもいる（例えば「第四講」226頁）。し
かし、本論ではこの側面には立ち入らない。孫
文の「世界主義」全般についての詳細な検討と
しては、桑兵「世界主義与民族主義 ― 孫中山
対新文化派的回応」『近代史研究』2003年第2
期参照。

3）①類型の「民族」が斯く②類型のそれから区
別され得るものであることが、①類型の「民
族」に対する非政治的な学術研究（民族学
Ethnology）の領域を確保し得る根拠である。
しかし、歴史的にも理論的にも、①類型の「民
族」と②類型の「民族」との関係は容易に錯綜
する。エスニック集団（①類型の「民族」）に
対する学術研究は②類型の「民族」に対する意
識（②類型の「民族主義」）の亢進を重要な契
機として発生した。また、政治権力が「民族政
策」の実施に当たって民族学者を動員するなら
ば、両者の関係は更に交錯することを避け難い。
1930年代以降の中華民国、中華人民共和国に
おける「民族識別政策」はその典型的な事例と
いえる。今日に至るまで「民族学」の学術的な
自立性に根強い疑問が投げかけられ続けている
原因はここに存する。
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4）テリアン＝ド＝ラクペリーに帰される漢民族
西方起源説（Terrien de Lacouperie, Western Origin 
of the Early Chinese Civilisation from 2300 BC. to 
200 AD. 1894）の詳細とその日中での流伝状況
に関しては、李帆「清季中国人種、文明西来説
研究 ― 以法国漢学者拉克伯里（Terrien de 
Lacouperie）学説進入中国為例」『文化視野下的
近代中国』中国信媒大学出版社（2009年）、孫
江「拉克伯里“中国文明西来説”在東亜的傳布
与文本之比較」『歴史研究』2010年第1期、の
参照を求めるにとどめる。自民族の起源を西方
に置く説は19世紀末の日本でも流通しており、

「劣等感や絶望感に押しつぶされた人間がつく
りだす幻想であった」。小熊英二『単一民族神
話の起源 ― <日本人>の自画像の系譜』新曜社
（1995年）172－185頁。

5）漢民族西方起源説と黄帝神話との関係につい
ては、沈松僑「我以我血薦軒轅 ― 黄帝神話与
晩清的国族建構」『台湾社会研究季刊』28（1997
年）35頁以下、孫隆基「清季民族主義与黄帝
崇拝之発明」『歴史研究』2000年第3期77－79
頁、石川禎浩「20世紀初年中国留日学生“黄
帝”之再造 ― 排満、肖像、西方起源論」『清史
研究』2005年第4期56－59頁などを参照。

6）ナショナリズムをpolitical nationalism（もしく
は civic nationalism）と cultural nationalism とに
類型化したジョン＝ハッチンソンの立場（John 
Hutchinson, The Dynamics of Cultural Nationalism. 
1987）を引照しつつ、フランク＝ディケッター
が中国のナショナリズムを分析するに当たって
racial nationalismを類型として付け加えたのも、
このことと関連するであろう。Frank Dikötter, 
Culture, “Race” and Nation: The Formation of 
National Identity in Twentieth Century China. 
Journal of International Affairs. 49-2. 1996. 
pp.591ff.

7）例えば、竹沢泰子編『人種概念の普遍性を問
う ― 西洋的パラダイムを超えて』人文書院

（2005年）所収の諸論考を参照せよ。念のため
にいえば、「人種」概念が自然科学的な術語と
してはたとえ無効を宣告されようとも、そのこ
とによって直ちに社会全般におけるこの語の流
通が、またこの語に付着した種々の表象が、効
力を失うわけではない。

8）日本で生成した「民族」という語が19世紀末
から20世紀初めにかけて、梁啓超らの手で中

国に移入されたとするのが通説といってよかろ
う。韓錦春、李毅夫「漢文“民族”一詞的出現
及其初期使用情況」『民族研究』1984年第2期
40－41頁。日本において「民族」という語は
1890年前後から「国民」と区別される意味を
荷って用いられていた。安田浩「近代日本にお
ける「民族」観念の形成 ― 国民・臣民・民族」
『季刊 思想と現代』31（1992年）66-71頁。も
っとも、近年、用例検索が格段に進んだ結果、

「民族」なる語が中国の古典の語彙の中にも見
出されることが確認されている。例えば、郝時
遠「中文“民族”一詞源流考辨」『民族研究』
2004年第6期62－64頁。しかし、その場合に
も、使用頻度の急激な上昇や語の普及が、日本
の「民族主義」思潮の流入や翻訳の輸入を抜き
にしては考えられない点は承認されている。同
68-69頁、また、方維規「論近代思想史上的
「民族」、「Nation」与「中国」」『二十一世紀』
70（2002年）34頁。「民族」は、千葉謙悟のい
う「回帰語」 ― 漢語の語彙であったものが日本
語に「借用されそこでの使用と意味変化を経た
後、その新しい意味を伴って」漢語に「導入さ
れた語彙」 ― に分類されよう。千葉「東西言語
文化交流からの翻訳語分類」『中国語における
東西言語文化交流 ― 近代翻訳語の創造と伝播』
三省堂（2010年）47頁。なお、「～民族」「～
族」という呼称が成立する以前においては、漢
民族以外のエスニック集団の総称は「胡（人）」

「夷（人）」「蛮（人）」などであり、「種人」も
ほぼ同義であろう。個々の集団名は国名と区別
されることなく、各王朝の正史の諸夷伝や『職
貢図』に記載されている。図像を伴うものとし
ては、清朝雲南の総計90種にのぼるエスニッ
ク集団の様態を生き生きと描いた『滇省夷人図
説』が注目される。竹村卓二「校注『滇省夷人
図説』抄」国分直一博士古稀記念論集『日本民
族文化とその周辺 歴史・民族篇』新日本教育
図書（1980年）参照。そこではそれぞれのエ
スニック集団は「儂人」「獞人」「蒲蛮」「普岔」

「水白彛」……のように多様に呼称されている。
この他、19世紀雲南におけるエスニック集団
を図像として描き出した同種の資料については、
武内房司「《民族図説》の成立とその時代 ― 一
九世紀初、伯麟『雲南種人図説』に見るシプソ
ンパンナーの辺疆風景」『中国の民族表象― 南
部諸地域の人類学・歴史学的研究』風響社
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（2005年）参照。エスニック集団を「～族」と
呼称した早い時期の例としては、太平天国の文
献が知られている。彭英明「関於我国民族概念
歴史的初歩考察 ― 兼談対斯大林民族定義的辯
証理解」『民族研究』1985年第2期8頁。

9）ディケッターはかかる「華夏」共同体を
imagined biological groupと称している。Frank 
Dikötter, ibid. p.514.　ベネディクト＝アンダー
ソンのいう「想像の共同体」とは、「出版資本
主義」の発展と歩調を合わせて生成する近代的
なネーションを特徴づける概念であるが（アン
ダーソン〔白石隆、白石さや訳〕『定本 想像の
共同体 ― ナショナリズムの起源と流行』書籍工
房早山（2007年〔初訳1987年〕）、原著：Benedict 
Anderson, Imagined Communities: Reflections on 
Origin and Spread of Nationalism. first edition, 
1983）、既に北宋時代に出版技術の革新を経験
し、明代には出版業の隆盛をみた中国において
は、「想像の共同体」が構想される可能性も早
くから生じていたといえるかも知れない。なお、
会党による象徴の操作としては明の太祖（朱元
璋）の肖像の活用や、桃園起義の儀礼化など
（中野達編『中国預言書伝本集成』勉誠出版
（2001年）所載の各種預言書に表われた様々な
表象も参照せよ）、神話の創造としては例えば
平山周『支那革命党及秘密結社』（1911年）に
紹介された洪門起源説話などを想起せよ。彼ら
は旧くは宗教的信条を紐帯として結集した宗教
結社を母体とし、その教義は宝巻の伝布と説唱
によって普及した。それを可能ならしめた出版
技術の発達と水運業を始めとする流通の活性化
は、少なくとも一定程度までの、非エリート階
層の社会的地位の上昇を前提とする。

10）孫文の著述における「帝国主義」なる語の初
出は1904年「在旧金山的演説」（第一巻所収）
にまで遡る。呂芳上『革命之再起 ― 中国国民
党改組前対新思潮的回応（一九一四～一九二
四）』中央研究院近代史研究所（1989年）131頁。
海外での滞在経験が豊富な孫文は、遅くとも
20世紀初頭には帝国主義とそれへの対抗につ
いて一定の知識をもつに至っていた。「四綱」
の中に「創立民国」を掲げるのも、近代国家に
おいて主体となる「国民」＝「国族」について
の認識の深まり抜きには考えられない。ただし、
彼の「民族主義」の中でそれが特に重要な部分
となるのは、やはり第一次世界大戦の勃発

（1914年）からロシア革命（1917年）、パリ講
和会議（1919年）と続く一連の国際情勢の激
動を経てからであったとみるべきである。

11）藤井昇三「孫文の民族主義」『孫文と毛沢東
の遺産』研文出版（1992年）55頁。朱浤源は
「族国主義」から「国族主義」への転換として
孫文の「民族主義」を捉える。朱「従族国到国
族 ― 清末民初革命派的民族主義」『思与言』
30-2（1992年）35-38頁、同「再論孫中山的民
族主義」『中央研究院近代史研究所集刊』22上
（1993年）353-356頁。

12）藤井昇三前掲論文55頁。国防研究院刊『国
父全書』所収のテキストには一箇所、「我們中
華民族」という用例が見出されるが（191頁）、
中華書局刊のテキストではその箇所が「我們民
族」となっている（「第二講」197頁）。

13）実は、「在中国国民党本部特設駐粤辦事処的
演説」においても、孫文は、各種族が「アメリ
カに同化した」結果としての「アメリカ民族」
を「新しい民族」と呼ぶのに対し、中国に関し
ては、「我に同化する」ことによって他民族を
「我々が国家建設を組織する機会に加入させる」
という表現を用いて区別している。ここでの
「我」「我々」が漢民族を指すことは明らかであ
る。アメリカをモデルにするとはいいながら、
アメリカの場合と中国の場合とに相違を設けて
いるわけである。

14）安藤彦太郎訳は岩波文庫の『三民主義（上）』
1957年65頁、島田虔次訳は中央公論社刊の『孫
文 毛沢東』（『世界の名著』）1980年118頁。な
お、第二次世界大戦後におけるもう一種類の日
本語訳である山口一郎訳は、安藤訳に近い。河
出書房新社刊の『孫文 毛沢東』（『世界大思想全
集』）1961年33頁。フランク＝プライスの英訳
はこの箇所を、Or consider India, also a conquered 
nation, whose national spirit has not been immediately 
destroyed by alien conquest as China’s was.と簡明
に処理しているが、これも安藤訳に近い理解とい
える。Frank W. Price tr., San min chu i: The Three 
Principles of the People. first printed in 1927. p.42.

15）この点に関する同様な指摘は、井上紘一・内
堀基光・川田順造・黒田悦子・松原正毅（共同
討議）「民族学からみた民族」『民族とは何か』

（『民族の世界史』1）山川出版社（1991年）
205－206頁、内堀基光の発言にみえる。なお、
プライスの英訳では孫文の原文の引用箇所付近
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は、The Manchus subjected China and ruled over 
her for more than two hundred sixty years: they not 
only did not wipe out the Chinese race but were, on 
the contrary, absorbed by them, becoming fully 
Chinese.と処理されている。Frank. W. Price, tr., 
ibid. p.14.

16）「国族」なる語そのものは孫文の造語ではな
いようである。沈松僑の指摘によれば、張君勵

「穆勒約翰議院政治論」（1906年）の用例が「先
声」である。沈「振大漢之天声 ― 民族英雄系
譜与晩清的国族想像」『中央研究院近代史研究
所集刊』33（2000年）82頁、注1。郝時遠前掲
論文62頁に列挙された古典の中の「～族」の
用例36個の中には「国族」も含まれるが、本
論では古典の用例にまで検討を及ぼす必要はな
いであろう。

17）「～人」の使用頻度の第二位は「外国人」59
回、第三位は「英国人」20回である。因みに
「日本人」は18回、「漢人」「白人」は12回、
「漢族」は5回、「中国民族」は12回の頻度であ
る。

18）「○民族」が成立しにくいのは漢語も日本語
も共通であって、「苗民族」「満民族」などは日
本語でも成立しない。いずれにおいても「漢民
族」は例外的に成立するのであるが、漢語にお
ける「漢民族」の使用頻度は高くない。『漢語
大詞典』（第6冊49頁）は「漢民族」を立項す
るが、「即漢族。参見“漢族”。」と述べるにと
どめている。また、小野川秀美編『民報索引』
京都大学人文科学研究所（1970-1972年）に徴
すれば、革命派の機関誌『民報』における「漢
人」の用例は「漢人革命」などの熟語を含めて
計222回、「漢族」の用例はやはり「漢族自治」
などの熟語を含めて98回に上るにもかかわら
ず（他に、「漢民」の用例が14回）、「漢民族」
は全く表われない。孫文、毛沢東の著述で「漢
民族」は用いられないようである。

19）漢語では、孫文も引用するように既に『尚
書』に「九族」という用例がある（「第五講」
239頁）が、日本語において「族」と直接結合
する数詞は「一」にほぼ限定される。

20）Frank Dikötter, ibid.,p.596. “Zu as lineage”が「宗
族」に、また“zu as race”が「民族」に、それ
ぞれ対応することはいうまでもあるまい。
Lineageとしての zuと raceとしての zuとの中間
に tribeとしての zuを想定することも許される

であろう。
21）このことを本論とは別の視点から、「聯宗」

のネットワークに注目して論じたものとして、
山田賢「「宗族」から「民族」へ ― 近代中国に
おける「国民国家」と忠誠のゆくえ」『国民国
家の比較史』有志舎（2010年）がある。

22）ただし、「満人」「漢人」など「○人」という
語構成の単語には、日本語の場合、しばしば強
い貶義を伴う点は注意を要する。「～人」にお
ける「～」の部分が二音節以上であれば（例え
ば「印度人」「英国人」など）、通常、こうした
貶義は表われない。「朝鮮人」「支那人」などの
語に伴う貶義は、「朝鮮」「支那」などの成分そ
れ自体に由来するものであり、ここでの議論と
は一応区別すべきである。もっとも、この場合
にも、「朝鮮人」より「鮮人」の方が一層、貶
義が亢進する点が注目される。かかる現象が発
生する原因は不明であるが、おそらく日本語で

「○人」と表現すると、本来の「～人」の「～」
の部分を一字に省略したぞんざいな、或いは隠
語的なニュアンスが出てしまうのではなかろう
か。漢語としては成立する「日人」という表現
に対して日本人が感じる違和感もここに由来す
るのであろう。

23）井上紘一他前掲（共同討議）201-202頁。同
じ箇所で松原が指摘するように、「～族」とし
てどの語が成立し、どの語が成立しないかは
「心理的な抵抗感にもとづいている」ものだけ
に、個々人による偏差が大きく、そこから一般
的な結論を帰納するのは難しい。例えば、「ア
メリカ族」「フランス族」が不成立なのは松原
の指摘する通りであるが（そのことの理由づけ
については後述）、彼が成立するという「アメ
リカ民族」「フランス民族」にも筆者は不自然
さを感じる。

24）井上紘一他前掲（共同討議）186頁。この松
原の発言に対しては、民族学の側からも、また
近年研究が進んでいる漢語の比較言語文化的研
究の側からも、特にこれまでのところ反応は出
ていないように思われる。

25）Michael Lackner, Anmerkungen zur historischen 
Semantik von China, Nation und chinesischer Na-
tion in modernen Chinesisch. In , Kultuelle Gren-
zziehungen in Spiegel der Literaturen: Nationalis-
mus, Regionalismus, Fundamentalismus. （hrsg. von 
H. Turk, B. Schltze und R. Simanowski） Wallstein 
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Verlag, Göttingen. 1998. S. 333.
26）言うまでもなく、たとえ蒙古／西蔵に生まれ
育ったとしても、そのことによって例えば「漢
族」が「蒙古族」／「西蔵族」に変わるわけで
はない。そこに更に「社会的な、及びエスニッ
クな」要素が付け加わらなければ、そういう転
換は可能とはならないのである。ただし、実際
には多民族が併存し、かつそれらの間で言語や
風俗習慣などが共有されているような地理的領
域においては、一人で複数のエスニック・アイ
デンティティを保持している（或いは保持し得
る）環境が成立することがある。瀬川昌久が紹

介している漢族（客家）とショオ（畬）族との
間のエスニック･バウンダリーの交錯などはそ
の典型といえる。瀬川「客家語と客家のエスニ
ック・バウンダリーについての再考」『民族の
移動と文化の動態 ― 中国周縁地域の歴史と
現在』風響社（2003年）、同「少数民族籍客
家 ― エスニック・グループの自明性と曖昧
性」『客家の創生と再創生 ― 歴史と空間から
の総合的再検討』風響社（2012年）など参照。
しかし、ここではこうした可能性は一応、除外
したうえで議論を進めている。
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１．はじめに

大学におけるカリキュラム編成は、大学設置

基準による卒業単位数や授業科目の種別等の緩

やかな制限以外には、各大学の独自性を発揮す

ることが許容されており、どのような科目を設

定するか、どの学年に配当するか、必修・選択

のいずれにするかなどは、各学部、学科の教育

の担い手である教員等に委ねられている1）。従

って、少なくとも教員は、各学問領域の専門家

として、常に先々の方向を見据えつつ、施設・

設備等の学習環境の範囲内で、より効果的な教

育のあり方を追究し、カリキュラム改革を実施

する立場にあるといえる。

専修大学文学部は2010年の学部改組により、

新たに人文・ジャーナリズム学科を開設した。

同学科は、東西文化、生涯学習、ジャーナリズ

ムの3コースより編成されており、学生は2年

次より各コースに所属する。本稿は、同学科に

所属する教員らがその責務として、新たに設置

された「生涯学習コース」における今後のカリ

キュラム改革の方向性を追究するために行った

情報収集の成果の一端を表すものである。

以下、2章では大学における「生涯学習」教

育の全国的な動向を明らかにし、3章で専修大

学人文・ジャーナリズム学科生涯学習コースの

カリキュラムの状況を提示する。続く4章では

専修大学と同様に私立大学であり、かつ、「生

＜研究ノート＞
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荻原　幸子・野口　武悟

涯学習」を冠する学科を設置する、常葉大学教

育学部生涯学習学科のカリキュラムの概要を表

す。最後に5章では、このような広い視野での

状況把握が、今後のカリキュラム改革にとって

有意義であることを指摘する。

２．�全国の大学における「生涯学習」
　に関する専門学科・専攻・コース
　の開設状況と特徴

『平成25年度全国大学一覧』に拠ると、2013

年度時点で、「生涯学習」（または「社会教育」）

に関する専門学科・専攻・コースを設ける大学

は、25大学（国立大学16校、公立大学 0校、

私立大学9校）であった（表1）2）。このなかに

は、専修大学文学部人文・ジャーナリズム学科

生涯学習コースも含まれる。なお、学科・専

攻・コースのなかの講座や、研究室の1つとし

て「生涯学習」を専門とするものを設けるとこ

ろは、前述の25大学以外にも存在する（例えば、

東北大学教育学部や東京大学教育学部など）。

25大学のうちのほとんどが、教育学部のな

かに学科・専攻・コースを設けている。とりわ

け、国立大学では、16校のうち名古屋大学を

除く15校すべてが1980年代後半から1990年代

に開設された「ゼロ免課程」と呼ばれる形態を

とっている。これは、少子化に伴う教員需要の

減少によって、教員養成課程を主体とした教育
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学部を改組して開設したもので、教員養成を目

的としない（教員免許の取得を卒業要件にしな

い＝「ゼロ免」）学科である。当初は、社会や学

生のニーズに基づくというよりも、教育学部の

現有教員の配置転換のために設けられたような

側面が強かった。この「ゼロ免課程」としては、

「生涯学習」に関するもの以外にも、社会福祉

や環境教育など、多様な学科が全国の国立大学

教育学部に開設された。しかし、2000年代の

半ばになると、団塊世代の教員の大量退職と、

それに伴う教員需要の増大によって、再び、教

員養成に特化した教育学部へ改組する動きが見

られ、「ゼロ免課程」は減少し始めている。例

えば、埼玉大学教育学部では、2006年度に「生

涯学習」と「人間発達科学」の2学科を募集停

止とし、教員養成に特化している。文部科学省

も「ゼロ免課程」廃止を各国立大学に求めてお

り、今後、減少傾向に拍車がかかるものと思わ

れる。

25大学のうち、教育内容・カリキュラムに

ついては、（1）教育学として「生涯学習」その

ものの理論と実践を中心に学ぶものと、（2）

（1）をベースにしつつも、スポーツや芸術など

の関連主題を中心に学ぶものとに大別できる。

（1）は私立大学に多くみられ、（2）は国立大学

（「ゼロ免課程」）に多くみられる。後述の、専

修大学や常葉大学教育学部生涯学習学科につい

ては、（1）と（2）を融合した教育内容・カリ

キュラムとなっている。

また、25大学において取得可能な免許や公

的資格3）としては、社会教育主事が最も多く

22大学で取得可能であり、続いて博物館学芸

員が21大学、中学校などの教員免許（教育職

員免許状）が20大学、図書館司書が11大学で

あった。このほかに、少数ながら、社会福祉主

事や児童指導員、社会福祉士国家試験受験資格

などが取得できる大学もある。取得可能な免許

や公的資格の組み合わせでは、「中学校などの

教員免許、社会教育主事、博物館学芸員」が最

も多く6大学、次いで「中学校などの教員免許、

社会教育主事、図書館司書、博物館学芸員」が

4大学、「社会教育主事、博物館学芸員」が3大

学、「社会教育主事、図書館司書、博物館学芸

員」が2大学であった。「中学校などの教員免許、

図書館司書、博物館学芸員」という組み合わせ

は、専修大学のみであった。

３．�専修大学文学部人文・ジャーナリ
　ズム学科生涯学習コース

同学科は、文学部の学部改組により2010年4

月に新設され、前述の通り「生涯学習コース」

「東西文化コース」「ジャーナリズムコース」よ

り構成されている。学生は2年次より各自の希

望するコースに所属する。

生涯学習コースは、“少子化、長寿社会化、

格差社会化という目下の日本の社会問題と正面

から向き合い、問題解決の重要な方向性である

生涯学習社会の形成と、その内実をなす個人の

ライフサイクルに合わせた学習やスポーツ・レ

クリエーション活動のあり方について、理論

的・実践的に取り組むことを目指している。そ

して、生涯学習の視点から学校教育を考えられ

る教員、生涯学習・スポーツ分野の指導者や行

政担当者になるべき人材の育成を意図してい

る”と掲げている4）。

現行カリキュラムは、当初のカリキュラム

（旧カリキュラム）の完成年度（2013年度）を

待って、2014年度入学者から適用されている。

今般のカリキュラム改定においては、卒業要件

単位の削減や、隔年開講科目制度の廃止など、

学部のカリキュラムとして改定が要請された事

項と、3コースの共通科目である「東西文化論」

「生涯学習論」「マスコミュニケーション概論」
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大
学

名
学
部

名
学

科
名

専
攻
・
コ
ー
ス
名

取
得
可
能

免
許
・
公

的
資
格

国
立

弘
前

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

健
康

生
活
専

攻
＊
教

員
免

許
状
（
中
学

校
1
種

社
会
・
理

科
・
保

健
体

育
・
音

楽
・
美

術
、 
高

等
学

校
1
種

　
公
民
・
理

科
・
保

健
体

育
・
音

楽
・
美

術
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員
　

芸
術
文
化

専
攻

地
域

生
活
専

攻

国
立

岩
手

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

日
本

語
・
地

域
文
化
コ
ー
ス

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

ス
ポ
ー
ツ
教

育
コ
ー
ス

国
立

千
葉

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

＊
教

員
免

許
状
（
中
学

校
1
種

社
会
、
高

等
学

校
1
種

地
理

歴
史
・
公
民

）
＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
図

書
館
司
書
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

国
立

東
京
学

芸
大

学
教

育
学
部

人
間

社
会

科
学

課
程

生
涯
学
習
専
攻

＊
教

員
免

許
状
（
中
学

校
1
種

社
会
、
高

等
学

校
1
種
公
民

）
＊
社
会

教
育
主
事

＊
図

書
館
司
書
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員
　
　
＊
社
会

福
祉

士
国

家
試

験
受

験
資
格

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

専
攻

総
合
社
会
シ
ス
テ
ム
専

攻

国
立

新
潟
大

学
教

育
学
部

学
習
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
課

程
学

習
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
高

等
学

校
1
種
公
民

）
＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

国
立

福
井

大
学

教
育
地

域
科

学
部

地
域

科
学

課
程

地
域

分
析
系

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

公
共
政

策
系

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系

生
涯
学
習
系

国
際
文
化

系
言

語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
系

国
立

山
梨
大

学
教

育
人

間
科

学
部

生
涯
学
習
課
程

芸
術

運
営
コ
ー
ス

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

ス
ポ
ー
ツ
健

康
科

学
コ
ー
ス

国
立

静
岡
大

学
教

育
学
部

生
涯
教
育
課
程

国
際

理
解

教
育

専
攻

＊
教

員
免

許
状
（
主
と
し
て
中
学

校
1
種
、
高

等
学

校
1
種
の
同
一

教
科
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
専

攻

国
立

名
古
屋

大
学

教
育

学
部

人
間
発

達
科

学
科

生
涯
教
育
開
発
コ
ー
ス

＊
 教

員
免

許
状
（
主
と
し
て
中
学

校
1
種

国
語
・
社
会
・
英

語
、
高

等
学

校
1
種

国
語
・
地

理
歴
史
・
公
民
・
英

語
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

学
校

教
育
情

報
コ
ー
ス

国
際

社
会
文
化
コ
ー
ス

心
理

社
会

行
動
コ
ー
ス

発
達

教
育

臨
床
コ
ー
ス

国
立

三
重

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

消
費
生
活

科
学
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
主
と
し
て
中
学

校
1
種

家
庭
・
保

健
体

育
）

ス
ポ
ー
ツ
健

康
科

学
コ
ー
ス

国
立

大
阪

教
育

大
学

教
育

学
部

教
養

学
科

人
間

科
学

専
攻
生
涯
教
育
計
画
論
コ
ー
ス

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
図

書
館
司
書
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

人
間

科
学

専
攻

人
間
行

動
学
コ
ー
ス

人
間

科
学

専
攻
発

達
人

間
福

祉
学
コ
ー
ス

国
立

高
知

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

芸
術
文
化
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
中
学

校
1
種
、
高

等
学

校
1
種
の
理

科
・
家

庭
・
保

健
体

育
・
音

楽
・
美

術
）

＊
博

物
館

学
芸
員

ス
ポ
ー
ツ
科

学
コ
ー
ス

生
活

環
境
コ
ー
ス

　
表
１
　「

生
涯
学
習
」
に
関
す
る
専
門
学
科
・
専
攻
・
コ
ー
ス
開
設
大
学
一
覧
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名
学

科
名

専
攻
・
コ
ー
ス
名

取
得
可
能

免
許
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公

的
資
格

国
立

福
岡

教
育

大
学

教
育

学
部

共
生
社
会

教
育

課
程

福
祉
社
会

教
育
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
中
学

校
1
種

社
会・

英
語
、
高

等
学

校
1
種

地
理

歴
史・

公
民・

英
語
・福

祉
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
社
会
福
祉
主
事

＊
社
会
福
祉
士
国
家
試

験
受
験
資
格

国
際

共
生
教

育
コ
ー
ス

国
立

熊
本

大
学

教
育

学
部

地
域

共
生
社
会

課
程

＊
教

員
免

許
状（

中
学

校
1種

社
会・

家
庭・

英
語
、高

等
学

校
1種

地
理

歴
史・

公
民・

家
庭・

英
語
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

国
立

鹿
児
島
大

学
教

育
学
部

生
涯
教
育
総
合
課
程

地
域
生
涯
教
育
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
小

学
校
、
中
学

校
、
高

等
学

校
、
養

護
教

諭
か
ら
原
則
と
し
て

1つ
の

免
　
許

の
取
得
が

可
能
）

＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
社
会

福
祉

主
事

健
康

教
育
コ
ー
ス

国
立

琉
球

大
学

教
育

学
部

生
涯
教
育
課
程

子
ど
も
地

域
教

育
コ
ー
ス

＊
教

員
免

許
状
（
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
幼

稚
園
、
小

学
校
、
中
学

校
、
高

等
学

校
、
特

別
支

　
援

学
校
の

免
許

の
取
得
が

可
能
）

＊
社
会

教
育
主
事

沖
縄

島
嶼

教
育
コ
ー
ス

自
然

環
境

科
学

教
育
コ
ー
ス

生
涯

健
康

教
育
コ
ー
ス

心
理

臨
床

科
学
コ
ー
ス

私
立

北
翔

大
学

生
涯
学
習
シ
ス
テ

ム
学
部

芸
術
メ
デ
ィ
ア
学

科
＊
教

員
免

許
状
（
幼

稚
園

1
種
、
小

学
校

1
種
、
特

別
支

援
学

校
1
種

）
＊
社
会

教
育
主
事
　
　
＊
博

物
館

学
芸
員

学
習
コ
ー
チ
ン
グ
学

科

私
立

東
北

福
祉

大
学

総
合
福

祉
学
部

社
会
教
育
学
科

社
会

教
育
コ
ー
ス

＊
 教

員
免

許
状
（
小

学
校

2
種
、
中
学

校
1
種

社
会
、
高

等
学

校
1
種

地
理

歴
史
・
公
民
・

福
祉
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を通年・必修から半期・選択必修とすること、

ゼミナールを2年次からの必修科目とすること

など、学科のカリキュラムとしての改定事項が

優先され、個別のコースのカリキュラムについ

ては、一部の科目名称の変更に留まった。最大

の論点は選択必修科目に関するコース間の分離

と融合のバランスであった。多くの議論の結果、

コース別に設定していた選択必修科目を廃止し、

卒業要件単位である16科目32単位のうち、4

科目8単位は所属コース以外の科目を履修しな

ければならないとした（図1）。所属コースの

科目を履修しなければならないとする制約を大

幅に緩和し、各コースの科目を柔軟に組み合わ

せた履修を可能とすることにより、コース間の

融合を目指したことになる。

生涯学習コースの科目名称、配当年次を表2

に示す（単位数はすべて2単位である）。生涯

学習施設や子育て・学習支援の現場での実習・

調査、ワークショップ実習など参加型学習を重

視する学習系の科目と、スポーツを通して楽し

む力や分析する力を養い、スポーツ政策やビジ

ネス、心理等を学び、生涯におけるスポーツの

可能性について考えるスポーツ系の科目に大別

される。従って「生涯学習調査実習」か「生涯

スポーツ演習」のいずれかは必ず履修（単位修

得）しなければならないとしている。

なお、学科の専門科目とは別に、全学部の学

生を対象とする、教職課程、司書教諭課程、司

書課程、学芸員課程の所定の単位を修得するこ

とにより、中学校教諭1種免許状（社会）、高

等学校教諭1種免許状（地理歴史・公民）、司

書教諭、図書館司書、博物館学芸員の資格取得

が可能である。

 （注）カリキュラムの全体を示すものではない
　図１　人文・ジャーナリズム学科カリキュラム改定の概要

　表２　生涯学習コース科目一覧（専修大学）
科目名称 配当年次

生涯教育・学習思想 1234
学習ファシリテーション論 1234
ジェンダー教育論 1234
生涯学習心理学 234
生涯学習調査実習 234
生涯学習政策論 234
生涯学習施設論 234
ワークショップ演習ベーシック 234
ワークショップ演習アドバンス 234
ライフサイクル論 234
子ども・若者支援演習 234
人権学習論 234
世代育成のポリティクス 234
教育・学習支援 NPO 論 234
教育史 234
生涯スポーツ学 1234
生涯スポーツ演習 234
スポーツの心理学 234
スポーツ政策 234
スポーツサイエンス論 234
スポーツの社会学 234
スポーツビジネス 234
スポーツメンタルトレーニング演習 234
スポーツ情報戦略論 234
スポーツライフマネジメント論 234

区分 卒業要件

必修科目
3コ一ス共通科目
ゼミナール
卒業論文

12 科目 30 単位

選　　択
必修科目

3コース共通科目 6科目12単位
東西文化コース科目 所属するコー

スの科目から8
科目16単位

生涯学習コース科目
ジャーナリズムコース科目

選択科目 3コース共通科目 11科目22単位

区分 卒業要件

必修科目 ゼミナール
卒業論文 7科目 20 単位

選　　択
必修科目

東西文化コース科目
生涯学習コース科目
ジャーナリズムコース科目

16科目32単位
但 し、4 科 目 8
単位は、所属コ
ース以外の科目
を履修しなけれ
ばならない

選択科目 3コース共通科目 8科目16単位

旧カリキュラム 現行カリキュラム
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４．常葉大学教育学部生涯学習学科

同学科は1998年に設置され、現在は“人々

の生涯学習を支援・推進するという立場に立っ

て、生涯学習社会の様々な教育分野で活躍でき

る人材を育成すること”を目的とし、“幼少期

から高齢期に至るまでの様々な場面における教

育・生涯学習支援という観点から、生涯学習の

理念に則り、生涯学習社会の実現を図るための

指導力と企画・立案・運営能力及びコーディネ

ート能力を兼ね備えた専門家や指導者の育成”

を目指していると掲げている5）。2012年度より

「生涯学習専攻」と「生涯スポーツ専攻」の2

専攻で編成され、前者は社会教育主事、図書館

司書、博物館・美術館の学芸員等の社会教育関

係の資格取得者、後者は、レクリエーション・

インストラクター、キャンプ・インストラクタ

ー等の生涯スポーツ指導者の輩出を想定してい

る。また、同学部の初等教育課程科目の単位を

取得することにより、幼稚園、小学校、中学

校・高等学校教諭のいずれかの1種免許状が取

得可能であり6）、2012年度からは生涯スポーツ

専攻に中学校・高等学校教諭（保健体育）の一

種免許状を取得出来る教職課程が開設されるな

ど、教員養成も視野に入れている。

“受験生に積極的に選ばれる学科づくり” 7）に

向けて、カリキュラム改革の取り組みは継続し

て行われている。特に2007年には、全国的な

「ゼロ免課程」廃止の動向や、社会状況の変化

にともなう生涯学習関連の雇用環境の変化を踏

まえて、学科教員数名による研究会が組織され、

学生に対するアンケート調査や他大学への訪問

調査等を実施した。研究成果として報告書8）に

示された提言内容は、以後のカリキュラム改革

において部分的に実現している。

2012年度からの、生涯学習学科の現行カリ

キュラムは、学科共通科目と、生涯学習専攻科

目、生涯スポーツ専攻科目より構成される。学

科の趣旨（上述）に沿って、各専攻のカリキュ

ラムにおいては、社会教育主事、司書、学芸員、

教育職員免許状（保健体育）、レクリエーショ

ン・インストラクター、キャンプ・インストラ

クター、初級障害者スポーツ指導員の資格取得

のために必要な科目が、必修・選択必修科目と

して設定されている9）。現行カリキュラムの特

徴は、初年次教育の充実のための「生涯学習セ

ミナー」（1年次配当、2単位）、体験型カリキ

ュラムの充実のための「社会教育実習Ⅰ」（1

年次配当、2単位）、さらに、卒業研究・論文

の指導を実施する「生涯学習特別研究」（3・4

年次配当、6単位）にあるとされる10）。今回、

筆者らは特に「生涯学習セミナー」「社会教育

実習Ⅰ」に着目し、ヒアリング調査によりその

概要を把握した11）。

（1）生涯学習セミナー 10）

同科目の目的は、1年生が学内外での様々な

活動を通して、学生相互の交流を図ること、及

び、進路を踏まえた学修の見通しを持てるよう

にすること、そして、生涯学習関連の講義科目

を補完する知識を身につけること、等とされる。

授業内容は、以下のような構成である（表3）。

1）　学科教員や上級生との交流、及び、カリ

キュラムや進路についての理解を深める。

（授業の初回は全教員が、第2回は上級生が、

入学したばかりの1年生に向けたメッセー

ジを伝える。）

2）　学内施設において1泊2日で実施される

大学行事（研修セミナー）12）に向けて、

少人数グループで計画づくりに取り組む。

3）　生涯学習や生涯スポーツ関連の事業に関

して、ゲスト講師を招聘した講演を行うと

ともに、夏期・冬期の長期休暇中には、地

域の生涯学習施設（体育館、競技場、水泳
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場、武道館、博物館、動物園等）で実施さ

れる生涯スポーツ・生涯学習関連事業を実

際に体験する。（例えば、2014年度前期は、

静岡県教育委員会の指導主事による総合型

地域スポーツクラブに関する講演と、県内

のプロフットサルチームの経営者による講

演が行われた。履修者はこれらの講演内容

を踏まえて、事業体験の計画書を作成し、

体験後には報告書と体験報告会での発表を

行う。）

4）　卒業後の進路に関する自己課題を明確化

するために、諸活動等の振り返りを行う。

　表３　「生涯学習セミナー」授業の計画と内容
 （常葉大学2014年度シラバスより）

第１回 生涯学習学科で学ぶ（1）：
 教員からのメッセージ（レポート 1）

第２回 生涯学習学科で学ぶ（2）：
 上級生からのメッセージ（レポート 2）

第３回 生涯スポーツの現場（1）：
 市民スポーツの現状（レポート 3）

第４回 生涯スポーツの現場（2）：
 スポーツ経営の現場（レポート 4）

第５回 生涯学習支援者を目指して（1）：
 自己課題の明確化（レポート 5）

第６回 生涯スポーツの現場（3）：
 事業体験（1）（計画づくり）（計画書 1）

第７回 生涯スポーツの現場（4）：
 事業体験（2）（班別活動）（報告書 2）

第８回 生涯スポーツの現場（5）：
 体験報告会（レポート 6）

第９回 生涯学習の現場（1）：
 生涯学習施設の現状（レポート 7）

第10回 生涯学習の現場（2）：
 まちづくりの課題（レポート 8）

第11回 生涯学習学科で学ぶ（3）：
 研修センターゼミに向けて

第12回 生涯学習の現場（3）：
 事業体験（1） （計画づくり）（計画書 2）

第13回 生涯学習の現場（4）：
 事業体験（2） （班別活動）（報告書 2）

第14回 生涯学習の現場（5）：
 体験報告会（レポート 9）

第15回 生涯学習支援者を目指して（2）：
 今後の学修の見通し（レポート 10）

ヒアリング調査を通じて、特に以下の2点が

注目された。一点目は、上記1）から4）のそ

れぞれについて、レポート、計画書、報告書の

作成・提出を求めていることである（表3参照）。

特に、生涯学習・生涯スポーツ関連の事業体験

（上記授業内容の3））で計画書・報告書の作成

と体験報告会での発表が設定されているのは、

同学科が育成を目指す“生涯学習社会の実現を

目指す専門家や指導者（いわゆる「生涯学習支

援者」）”にとって、企画と報告の習慣付けが不

可欠であるとの考え方にもとづいている。また、

ほぼ毎回提出するレポート（A4用紙1枚）を

通して、「書く力」が養われる状況にあるとの

ことであった。もう一点は、学生・教員間の交

流を促す工夫である。「生涯学習セミナー」は、

教養科目「人間力セミナー」（必修・通年・隔

週開講）とほぼ平行して開講される13）。「人間

力セミナー」は少人数のゼミ形式（1教員につ

き5 ～ 7名）で実施されるため、「生涯学習セ

ミナー」の班はこれと同じメンバー構成とし、

授業時は班ごとに着席するなど、協力して各種

の班別活動を行う。従って履修者は1年間を通

して、ある週は「人間力セミナー」で少人数の

同級生と学習し、別の週は「生涯学習セミナ

ー」で班を踏まえて同級生全員と学習するとい

う形で交流を繰り返す状況にある。また、「人

間力セミナー」の担当教員（15名）は、自身

の担当する学生が提出した「生涯学習セミナ

ー」のレポートを採点して返却することになっ

ており、その過程で、各学生に関して気になる

状況が見られる場合には、教員間で情報を共有

しつつ支援する態勢となっている。本科目の内

容を検討する際には、学科への帰属意識や一体

感の醸成の必要性が認識されており、現在は一

定程度の効果を捉えることができるとのことで

ある。
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（2）社会教育実習Ⅰ

同科目は、県内の青少年教育施設等が主催す

る野外活動教育スタッフ養成プログラム（もし

くは、青少年指導者養成研修）への参加を主な

内容とし、“自身の希望に応じた実習先を主体

的に選ぶことができる”“自身の役割や責任、

行動規範などについて理解し、実習生としての

心構えをもつことができる”“活動の概要、成

果と反省点などを実習録に丁寧に記録すること

ができる”などの到達目標が設定されている14）。

具体的な実習施設は、国立中央青少年交流の

家、静岡県立青少年教育施設（朝霧野外活動セ

ンター、焼津青少年の家、観音山少年自然の家、

三ヶ日青年の家）、静岡市井川少年自然の家、

静岡市清水和田島少年自然の家、浜松市立青少

年の家、等である。履修者はまず、各施設の担

当者から実習内容の紹介や説明を受け、実習先

を選択して所定の手続きをとる（事前指導）。

そして6月から12月までの期間で、講習や実技

研修などの実習施設での指導を受ける。実習内

容は施設により異なっており、例えば、静岡県

立青少年教育施設が実施する研修では、野外活

動の効果、キャンプカウンセリング、青少年の

心理、青少年教育施設の役割、現代的課題に対

応するプログラム、安全管理等の講義、及び、

自然観察、クラフト、イニシアティブゲーム、

オリエンテーリング、ウォークラリー、ネイチ

ャーゲーム、キャンプファイアー等の技能と運

営法などの実技を内容としている。実習期間中

に履修者（実習生）は、実習日、実習時間、主

な活動場所、活動目標・自己課題、活動の概要、

成果と反省点を、既成の「社会教育実習録」に、

記録する。また、実習施設の担当者からの助言

や検印も受ける。実習後には、「社会教育実習

録」と「体験レポート」を提出するとともに、

体験報告会で発表する（事後指導）。なお、参

加費（実習期間中の食費や宿泊費、交通費等）

は、履修者の負担である。2年生以降に継続し

て実習を希望する学生は、「社会教育実習Ⅱ」

（選択科目／ 2単位）の履修が可能である。

先に示した通り、本科目は、各実習施設が実

施するプログラムを大学の授業科目に組み込む

形態をとっている。学科としては、1年生が野

外活動ボランティアを体験することの教育効果

を認め、実習施設では、人材育成事業の参加者

を一定数確保し、プログラムの効果を高めると

いう意義を認めている。こうした両者の連携関

係が本科目の基盤であり、特徴であるといえる。

これまで事故やトラブル等がないのは、実習施

設の人材育成に対する高い意識によるものでは

ないかとのことであった。地域に学生の受け入

れ環境が整っているということも、このような

科目を成立させるための不可欠な要件であると

いえる。

５．おわりに

全国的な動向を俯瞰すると、専修大学の「生

涯学習」教育には、教育学部に設置されていな

いこと、学習とスポーツの二本柱で展開してい

ること、教員免許、司書教諭、図書館司書、博

物館学芸員の資格取得が可能であることなどの

特徴を見出すことができる。一方で、カリキュ

ラム改革という観点では、常葉大学の継続的な

取り組みや具体的な事例を踏まえると、現状を

より一層効果的なものとする様々な検討が求め

られる状況にあるといえる。カリキュラム改革

は、現行カリキュラムの問題点の解決にとどま

ることなく、まさに受験生・学生に“積極的に

選ばれる”ための新たな方策を打ち出すことが

不可欠であり、他大学の状況把握は、そのため

の多くの示唆をもたらすものと考える。引き続

き、情報収集・調査と分析・検討を進めていき

たい。
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＜研究ノート＞

ビールと『国富論』

水　川　　　侑

アダム・スミス『国富論』の中にビールやエ

ールという用語が出てくるが、18世紀半ば頃

のイギリスにおけるビール事情はどのようなも

のであったのか、また『国富論』の日本訳では

どのように訳されているか。この小論では、こ

の点について明らからかにすることとする。

使用する訳本は、山岡洋一訳『国富論』上下、

日本経済新聞社、2007年と大内兵衛・松川七

郎訳『諸国民の富』ⅠⅡ、岩波書店、昭和44

年である。そして、原文は、1986年に出版さ

れた1776年版の複写版である。

初めに、ビール及びエールという用語が出て

くる文を幾つか示すこととする。上段が山岡訳、

中段が大内・松川訳、下段が原文である。次に、

イギリスにおけるビール事情について記述する

こととする。

Ⅰ．上巻

Ⅰ－a（序）

Beer（ビール）やale（エール）という用語は、

上巻には数ヵ所にしかでてこない。その一部を

示すと以下のごとくである。

１．パンやビールの生産にも、多数の人がた

ずさわっている。（14頁）

かれのパンやかれのビールをこしらえる

のに従事したさまざまの人で、（79頁）

the different hands employed in preparing 

his bread and his beer ,（pp.14,5）

２．たとえば肉屋が、自分が必要とする以上

の肉を店に持っており、酒屋とパン屋がそ

の一部を手に入れたがっているとする。酒

屋もパン屋もそれぞれの仕事で生産したも

のしか持っておらず、肉屋が当面必要な量

のビールとパンを持っていれば、互いの商

品を交換することはできない。（25頁）

肉屋は、……、しかも酒屋とパン屋のお

のおのは、その肉の一部分を購買したいと

思っている。ところが、かれらはそれぞれ

の職業の異なる生産物以外には、交換に供

すべき一物ももたず、しかも肉屋は、自分

が今すぐ必要とするくらいのパンやビール

はすでにその全部をととのえているのであ

る。（93頁）

The butcher has more meat in his shop than 

he himself can consume , and the brewer and 

the baker would each of them be willing to 

purchase a part of it.But they have nothing to 

offer in exchange , except the different 

productions of their respective trades, and the 

butcher is already provided with all the bread 

and beer which he has immediate occasion for . 

（p.27 ）
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３．ヘンリー三世治世の1260年代に「パン

とビールの公定価格法」と呼ばれる法律が

復活した。（189頁）

ヘンリー三世の治世第51年の「パンと

エイルに関する公定価格令」においては、

（337頁）

In 1262 , being the 51st of Henry Ⅲ , was 

revived an ancient statute called , The Assize of 

Bread and Ale,（p.224）

４．「懲罰具と晒台に関する法律」では、ビ

ールの価格が大麦一クオーター当り二シリ

ングから四シリングまで六ペンス（0.五シ

リング）ごとに規定されている。（194頁）

「懲罰椅子やさらし台に関する条例におい

ては、エイルの価格は、大麦の価格一クォ

ーター当たり二シリングから四シリングま

でのあいだで六ペンス上昇するごとに、そ

れに応じて規制されている。（338頁）

In the statute of Tumbrel and Pillory , 

enacted nearly about the same time , the price 

of ale is regulated according to every sixpence 

rise in the price of barley ,from two shillings to 

four shillings the quarter .（p.230） 

５．「ビール価格はこのように、大麦価格が

六ペンス上がるか下がるごとに、引き上げ

られるか引き下げられる」とされている。

（194，5頁）

「エイルの価格は、こういうふうに大麦の

価格が六ペンス騰落するごとに、それに応

じて増減させるべきこと」というのである。

（338頁）

That the price of ale is in this manner to be 

increased or diminished according to every 

sixpence rise or fall in the price of barley .

（p.230）

6 ．おそらくそれより影響が大きいのは、塩、

石鹸、皮革、蝋燭、麦芽、ビールなどの製

品に対する税金によって、これら製品の価

格が人為的に押し上げられていることだろ

う。（265頁）

おそらくかれらは、たとえば塩、石鹸、

皮、蝋燭、麦芽、ビール、エイルなどのよ

うな、若干の製造品の価格に対する課税に

よってひきおこされた人為的上昇のために

より多く苦しめられるであろう。（424頁）

They suffer more , perhaps , by the artificial 

rise which has been occasioned by taxes in the 

price of some manufactured commodities ; as 

of salt , soap , leather , candles , malt , beer  

and  ale , etc.（p.306）

Ⅰ－b（本題）

Beer（ビール）及び ale（エール）という用

語は上巻では、上記で示した頁に出てくる。山

岡訳では「ビール」も「エール」も（また両者

をひとまとめにして）ビール、大内訳ではビー

ルとエイル、となっている。1）ビールは、「麦芽

を発酵させて造ったアルコール飲料」である。

それにホップ（hops）を入れたものを「ビール」、

ホップを入れない従来（16世紀半ば頃まで）

のビールを「エール」と呼んでいた。ホップを

入れたビールは、イングランドでは13世紀後

半には知られていた。これがイングランドで醸
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造されるようになったのは15世紀になってか

らである。ホップが入ったビールは初期チュー

ダー朝時代には公権力から反対されたにもかか

わらず、南部や東部で着実に普及し、17世紀

初めころまでには北部や西部にも普及した。他

方、「麦芽と水と薬味で醸造されるエール」＝

「麦芽と水と香辛料（スパイス）でつくられる

エール」の方は農村地域に限られていったので

ある。2）

スミスの時代にはビールにもエールにもホッ

プが入っていた。山岡訳では、ale とbeer及び

small beer などを区別することなく、ビールと

訳されている。これでは正確でないと思うが、

いずれにせよ、いずれも「麦芽、ホップ及び水

を原料として発酵させて造ったアルコール飲

料」あるいは「麦芽その他を発酵させ、ホップ

その他で味を付けたアルコール飲料」に違いな

い。

わが国ではビールはアルコール飲料という事

で、子供には飲ませない。西欧では第二次世界

大戦以前にはスモールビール（small　beer。色

がダークで、長く成熟させずにすぐ飲まれた ）

と呼ばれるアルコールの弱いテーブルビールを

子供たちに日常的に飲ませる習慣があった。イ

ギリスでは19世紀初頭まで全寮制の学校では

生徒にビールを飲ませるのが普通であった。ス

モールビールは、中世に召使、修道士、農民、

子供、貧民などが飲んでいたアルコール度数の

弱いビールである。当時は衛生管理が悪かった

ので、生水は危険な飲み物であった。ビールは

醸造工程で必ず煮沸されるので、どんな場合で

も安全であった。また、15世紀から19世紀に

かけて欧米の医者は、強壮や体力回復に効く薬

としてダークビール（dark beer ）を幼児の患者

に与えていた。この様な理由で、西欧では子供

から大人まで、男性も女性も、貧民も富裕な人

も、ビールを日常的に飲んでいた。　

エールはイギリス中世には最もポピュラーな

アルコール飲料であって、13世紀後半から1350

年の時期には店内で飲ませるエールハウス経営

はあまり行われていなかった。14世紀初頭と

もなると、エール販売は、都市や農村を問わず

ごく普通の経済活動となる。そしてこの時期に

はエールを醸造する者と販売する者は同一人物

で女性が多かった。1350年から15世紀末にか

けて副業として行う醸造業者は減少し、代って

専門的醸造業者が現れ、卸売りと小売りが分離

されだし、小売りの専門の場としてのエールハ

ウスが登場するようになる。3）イギリスでは15

世紀末から17世紀初頭にかけて居酒屋（特に

酒場）の軒数が急増する。これに伴い、そこで

の「悪弊や無秩序」と結び付けられて居酒屋政

策（1552年の営業許可制）が展開される。4）17

世紀になるとホップを使うビールの方が優勢と

なり、時代が下って19世紀に入るとホップを

入れないエールは姿を消していった。

ビールを造るのは中世まで、主婦の重要な仕

事であった。中世になって、修道院が大量にビ

ールを造るようになると、醸造の仕事は女性の

手から離れていったし、家庭では主婦に代わっ

て男性がビールを造るようになる。14世紀後

半になると、醸造業は以前よりも大きな利益が

見込まれるようになり、ビール造りは男の仕事

となり規模も大きくなり、醸造業の集中化がす

すんだ。16世紀半ばになると酒場に対する営

業許可制が始まり、そして後期になると、たと

えばイングランド・レスター市では醸造人・卸

売りと酒場の主人・小売りの分離（醸造人の組

織化）政策が行われるようになった。5）また16

世紀から17世紀にかけて激増したエールハウ

スは、18世紀になるとパブリックハウス

（pubulic　house）と呼ばれるようになり、産業

革命が進行すると、エールワイフ（alehouse＝

居酒屋の女主人）は姿を消して行った。そして
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パブでエールを造るのも、それを売るのも男性

の仕事となり、その時からビールが男性の飲み

物とみなす習慣が生まれたようである。

The assize of bread and ale , of the 51st of Henry

Ⅲ（ヘンリーⅢ世治世第51年のパンとエール

の法）と The statute of　Tumbrel and Pillory（懲

罰椅子と晒台に関する法令）は、ビールの醸造

と販売にかかわる条例である。これらに関して、

春山行夫氏は、前掲書で次のように説明されて

いる（165～180頁）。 

前者について。この法の下では、都市内では

エールは1ペニイで2ガロン（1ガロンは4.54

リットル）、市外では同じ値段で3ないし4ガロ

ンを売ることが決められていた。 この法には

違反者に対する刑罰が規定されていた。パン屋

でもエール醸造業者でも、男女にかかわらず、

1回から3回までの違反は、それが極端な不正

でなかったなら罰金だけであったが、あくどい

違反や、何度も違反を繰り返して改めない者は、

体罰に処せられた。その場合は、パン屋は首・

手かせ（木の枠で首と手を押さえ、公の場所に

さらす）で、エール醸造業者や居酒屋の経営者

は肥料車に乗せて街中を引き回す刑である。ヘ

ンリーⅢ世の時代（1216 ～ 72年）には、パン

とビールは生活の必需品として、その品質と量

目が厳しく検査され、その違反者は上記のよう

な刑が科せられた。

パンは主食なので、いつの時代でも取り締ま

りが厳しかった。それに続いてイギリスではエ

ールが、フランスでは葡萄酒が、厳しく取り締

まわれた。エドワードⅢ世の時代（1327 ～ 77

年）の法では、エール業者の刑罰はパン屋の刑

罰ほど厳しくなかった。初犯はエールの没収、

再犯は醸造の停止、三犯はロンドンからの追放

であった。ヘンリーⅤ世の時代（1413 ～ 22年）

には、刑罰は初犯は10シリング、再犯は20シ

リングの罰金、三犯は首・手かせ乃至肥料車で

あった。これ等の刑罰とは違うものが上記の

「懲罰椅子」である。

後者について。この「懲罰椅子」の刑は、違

反者を椅子に縛り付けて人通りの多いところに

さらすというものである。また、椅子を棒の先

に結び付け、川の水につきこんで座っている罪

人をずぶ濡れにする「水責め椅子」というのも

あった。1745年にはテームズ川のキングスト

ンで、不正を犯した居酒屋の女主人が水責め椅

子の刑に処せられている。

生活必需品であったビールやパンの品質、価

格、供給量などを維持して消費者の暮らしを守

ることや税収源を増やそうとする為政者の意図

のもとに上記の「パン及びエール規制法」（1262

年）が制定された。制定年は、スミスでは

1262年、佐藤氏では1266年あるいは1267年と

なっている。6）

ところで、スミスの時代になると、ビールは

もはや生活必需品ではなく、贅沢品として取り

扱かってもよい生活環境になっているようであ

る。この点について、スミスは次のように記し

ている。「消費財には生活必需品と贅沢品があ

る。必需品には、生きていくために必要不可欠

なものだけでなく、その国の慣習によって最下

層にとってすら、恥をかかないために必要とさ

れているものすべてが入ると考えられる。」と。

また「以下では必需品に、生きていくために必

要不可欠なものだけでなく、その国の慣習によ

って最下層にとっても恥をかかないために必要

なものを含めている。それ以外のものはすべて

贅沢品に分類する。」と。（山岡訳、下巻462頁）

そして例として、ビールとエールを取り上げて

いる。「たとえばイギリスでのビールも、ワイ

ン生産国でのワインすらも、ここでは贅沢品に

分類する。どの階層の人でも、これらをまった

く飲まないようにしても、恥にならない。生き
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ていくために不可欠ではないし、どの国でも、

酒を飲まないのは恥ずかしいことだとはされて

いない。」と。（同、463頁）（原文はp.483）

ビールを生活必需品としなくてもよいように

なった要因として、17世紀後半になって飲料

としてビール以外の飲み物、ブランデー、茶、

コーヒー、チョコレートなどが現れたこと、ま

た上水道が敷設され始めたことが考えられる。

ただし、ロンドンやプリストンなどの地方都市

に上水道が整備されてくるのは17世紀末以降

からである。7）

イギリスでは16世紀後半になると、エール

ハウスの軒数が当時の人口増加率をはるかに超

えて増大した。佐藤氏によると、8）その増加の

理由は、一つは、専門的醸造の発展やエールか

らビールへの転換。二つは、当時の人口増大、

経済の衰退、凶作、疫病などに起因する「貧

困」の拡大。三つは、人口移動の増大と都市化

の動き。四つは、地域社会の構造や教区教会の

役割における変化。こうした状況のもとで、

徐々にエールやビールそれ自体の統制（価格・

品質・量目規制）からエールハウスにおける

「悪弊や無秩序」を中心に据えた政策（営業許

可制の導入：1552年）が展開されるのである。

営業許可制は、強いエールやビールを規制する

ためであった。これ等のビールを造るには多く

の小麦や大麦を必要とし、パンの円滑な供給に

支障が出るからであった。麦芽製造のために大

量に浪費される麦類の使用を制限し、その麦類

をパン製造に回し、パンを正当な価格で貧民に

供給することを意図したのである。

上記したエールからビールへの転換の流れに

の中で、16世紀半ばから17世紀初頭に強いエ

ールやビールが現れている。「ストロング」の

飲酒で酔っ払いが増え、1607年に「醜悪で忌

まわしい罪の泥酔を抑制する法」がつくられた。

この様な状況の下でティプラー（エールやビー

ルの小売り商）に対して「シングルビールとダ

ブルビール以外にいかなるビールも小売りしな

いように」との命令が出されたのである。現実

には「ダブル・ダブル・エール」や「ダブル・

ダブル・ビール」などの強いエールやビールが

売られていたようである。これ等が規制対象と

なった。そして、17世紀の中ごろには、イギ

リスのビールは「ストロング」が主流になって

いた。これが現れる以前のロンドンでは、公に

は、「ダブル」と「シングル」と呼ばれるビー

ルが造られていた。次に「ダブル」の二倍の強

さのもの（葡萄酒のように強いもの）が造られ

るようになった。これが「ストロング」である。

これは「水をよく煮て十分にホップの味をつけ、

さらに熟成に時間をかけたもの」で、「淡白な、

純粋の琥珀色で、澄んでいて、よく泡が立つ」 9）

ものであった。

17世紀までの飲み物と言えば、ビールだけ

であったので、エリザベス女王（在位1558 ～

1603年）死後の17世紀初期にはロンドン市中

にエールハウスが1千軒を超えるほどあった。

17世紀になるとコーヒー、茶、チョコレート、

その後、ブランディー、ウィスキー、ジンなど

の飲み物が現れた。17世紀半ばにはコーヒー

ハウス（ロンドンで最初のものは1652年）が

現れる。エールハウスに代わってコーヒーハウ

スで商談が行われたり、情報交換が行われたり

するようになり、チャールズ二世の時代（在位

1660 ～ 85年）になるとロンドン市中で急増し、

18世紀の初めには2千軒にもなった。10）しかし、

コーヒーハウスの果たした役割は18世紀とと

もに終わり、19世紀になるとティーハウス（最

初のもの：1717年）が繁盛するのである。11）

注
1）拙論作成に当たり、末尾に掲げている引用・

参考文献のうち、特に春山行夫の③と④（引
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用・参考文献の整理番号）、フレッド・エクハ
ード他の⑤、飯田操の⑦、下田淳の⑧を参照し
ている。

2）佐藤清隆、⑨、73頁。同、⑬、291頁。春山
行夫氏（④、56頁）は、エールはビールにホ
ップの入らない時代からの麦芽飲料の名前で、
ビールはヨーロッパ大陸からの移住者（主にオ
ランダ人）によって伝えられた製法である。18
世紀になって強いビールが一般化すると、ビー
ルと言えばそれを指すようになり、普通の軽い、
安いビールはスモール・ビールなどと呼ばれた
と、また、同氏（③、106頁、135頁）は、ゲ
ルマン語ではビールがealuとbeorという二つの
並行的な名前で呼ばれていたが、両者は起源的
に産地ないしつくり方がちがうもので、前者の
方が後者より古い歴史を持っているという説も
あると、更にイギリスでホップを用いたビール
が、在来のエールと区別されるようになったの
は15世紀の前半からであったと、記されている。

　　下田淳氏は、イギリスでは「西暦43年にローマ
人がブリタニアに到着するずっと以前から、ブリ
トン人（ケルト人）はビールを飲んでいた。ビー
ル製造法を、フェニキア人がヨーロッパ、そして
イギリスにもたらしたという説がある」（⑩、40
頁）と。また佐藤清隆氏は「ビールはイングラン
ドでは早くも13世紀後半には知られていたが、イ
ングランドで醸造されるようになるのは15世紀に
なってからである」と。そして「ロンドンでビー
ル醸造の技術が普及していく過程は、3世紀間も
かかってゆっくり進展していく」（⑮，299頁）と。

　　イギリスではヘンリーⅧ世の時代（1509～47
年）の1524年頃にフランダースからやってき
た移民がイースト・ケント州に定住してホップ
を栽培し始め、そして大陸にいるときと同じよ
うにホップを入れてビールを醸造したのである。
（③、124～165頁）。その結果、ホップを使用
するかしないかで、二つのタイプのビールが生
まれることになった。佐藤清隆氏によると、

「エールとビールの違い」は表1のごとくである。
（⑪、74頁）。
3）佐藤清隆、⑮、291～293頁。
4）佐藤清隆、⑪、63～74頁。同、⑮、305～310頁。
5）佐藤清隆、⑭、126頁。
6）佐藤清隆、⑫、28頁。同、⑮、291頁。佐藤

氏の後者の論文によれば「パン及びビール規制
法」当時、少なくとも3種類のエールがあった。

その一つが「ベスト・エール」である。292頁、
294頁。1283年に「ダブル・エール」あるいは
「ベスト・エール」と呼ばれる一番搾りの強い
エールの価格は1ガロン1ペニー半に、「シング
ル・エール」と呼ばれる弱いエールの価格は1
ガロン1ペニーに引き上げられた。飯田操、⑨、
59頁。

7）日本では、江戸時代初期に神田上水（1650年
着工）、玉川上水（1653年着工）、亀有上水（開
設1659年）、青山上水（同1660年）、三田上水

（同1664年）及び千川上水（同1696年）が整備
され、日本独自の技術によって江戸の大部分に
給水された。伊藤好一、⑥参照。福山藩では
1620年代に上下水道の施設が作られた。広島
県総務部県史編纂室編、①、154頁。熊本藩の
分家である宇土藩では1663年に「轟泉水道」
が敷設された。日本経済新聞、2014年5月27日。

8）佐藤清隆、⑮、303 ～ 305頁。
9）春山行夫、③、185頁。1647年にロンドンで
「ビール醸造者の請願、または強いビールの弁
護」という請願が出された。これはビールの品
質の制限を二種類にして、強いビールの醸造を
認めてもらいたいというものである。春山、③
同頁。

10）春山行夫、④、46 ～ 48頁。18世紀にオラン
ダとフランスが植民地でコーヒーを栽培させ、
その貿易を支配したから、イギリス政府はコー

　表1　エールとビールの違い
エ ー ル ホップ入りビール

・ 不透明  ・エールよりずっと透明
・ ビールより弱い  ・エールより強い
・ 長持ちせず、気候の変
化におかされやすい

　［輸送困難］

・ 長持ちし、品質も悪く
なりにくく、腐らず（ホ
ップは防腐剤としての
役割を持っている）［保
存・輸送可能］

 ・ビールよりも高価  ・エールよりも廉価
 ・品種はわずか  ・品種は多い
・ 醸造が容易（家庭内で
小規模かつ短時間に自
家醸造することが可能）

・ ビール醸造はエールよ
りも複雑な工程を必要
としており、醸造に長
時間かかる

 ・資金僅少  ・資金結構かかる
 ・供給不規則  ・供給定期的
・ 消費者、酒場の主人、

醸造業者との区別はか
なり不鮮明

・ 消費者、酒場の主人、
醸造業者の文化が生じ
てくる
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ヒーを茶に転換させる政策をとった。
11）東インド会社が、17世紀半ば中国から茶を
輸入。18世紀になると中流階級の間で喫茶の
風習流行。19世紀半ば以降、関税の軽減でイ
ンドからの輸入激増し、国民の飲み物となる。

Ⅱ．下巻

Ⅱ－a（序）

下巻においてエール及びビールという用語が

使用されている所は25 ヵ所くらいである。た

だし、山岡訳では原文にエールあるいはビール

という用語はないが、親切にビールという用語

を補って文意を明確にされている所が4 ヵ所

（70頁と482頁）ある。

下巻には ale,beerという用語のほかに、small 

beer, strong beer, porter（後方二語の訳はともに

黒ビール）,spruce beer（山岡訳では黒ビール。

大内訳では糖檜酒）,その他にmum（マム酒）、

melasses（山岡訳では糖蜜酒と糖蜜、大内訳で

は糖蜜。フランス語か、ならばmélasse。英語

ならmolasses）という用語が出てくる。その個

所をいくつか示すこととする。

１．ビールのように安い飲み物なら、がぶ飲

みして度胸や付き合いの良さを気取る人は

いない。（71頁）

弱いビールのような安ものの酒類をおし

げもなく飲んで、自分の気まえのよさや親

切さをひけらかそうなどとする人はだれも

いない。（731、2頁）

Nobody affects the character of liberality 

and good fellowship ,  by being profuse of a 

liquor which is as cheap as small beer. （p.81） .

２．強いビール一樽当たり三シリング（0.15

ポンド）の税金によって黒ビールの価格が

上がったが、ロンドンの下層労働者の賃金

は上昇していない。（464頁）

強いビール一樽に三シリングの付加税が

課されたため、黒ビールの価格は騰貴した

が、そうだからといって……。（1254頁）

The rise in the price of porter , occationed 

by an additional tax of three shillings upon the 

barrel of strong beer , has not raised the wages 

of common labour in London .（p.485 ）

３．麦芽とビールに対する重い税で現在得ら

れている税収より、麦芽だけに軽い税をか

けた場合の方が多くなるのではないかとい

われている。……。

ロンドンの黒ビール醸造所では、一クォ

ーター（8ブッシェル）の麦芽から通常二

樽半以上、ときには三樽の黒ビールが作ら

れている。麦芽に対する税金は一クォータ

ー当たり六シリングであり、強いビールに

かかる税金は一樽当たり八シリングである。

このため黒ビール醸造所にとって麦芽とビ

ールに対する税金は、……。農村では近隣

向けにビールを販売している醸造所では、

一クォーターの麦芽からの生産量が、強い

ビール二樽と弱いビール一樽より少なくな

ることはまずなく、強いビール二樽半にな

ることも多い。弱いビールに対する各種税

金は合計して一樽当たり一シリング四ペン

スである。（482頁）

麦芽、ビールおよびエイルに対する現行

のいっさいの重税からひきだされるよりも
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多くの収入が、……。

ロンドンの黒ビール醸造所では、ふつう

一クォーターの麦芽から二樽半以上、ばあ

いによっては三樽の黒ビールが醸造される。

麦芽に対するさまざまの租税の総額は一ク

ォーターにつき六シリングになり、強いビ

ールやエイルに対するこれらの租税の総額

は一樽につき八シリングになる。したがっ

て、黒ビール醸造所では、麦芽、ビールお

よびエイルに対するさまざまの租税の総額

は、麦芽一クォーターの生産物に対して二

十六シリングないし三十シリングになるわ

けである。一般に地方での販売を目的とす

る地方醸造所では、一クォーターの麦芽か

ら強いビール二樽と弱いビール一樽以下し

か醸造されぬということはめったになく、

強いビール二樽半も醸造されることがしば

しばある。弱いビールに対するさまざまの

租税の総額は、一樽につき一シリング四ペ

ンスになる。（1280頁）

A greater revenue than what is at present 

drawn from all the heavy taxes upon malt , 

beer , and ale , might be raised , it has 

frequently been said , by a much lighter tax 

upon malt ; （p.507） 

In the porter brewery of London , a quarter 

of malt is commonly brewed into more than 

two barrels and a half , sometimes into three 

barrels of porter . The different taxes upon malt 

a mount to six shillings a quarter ; those upon 

strong beer and ale to eight shillings a barrel . 

In the porter brewery , therefore , the different 

taxes upon malt , beer , and ale , amount to 

between twenty-six and thirty shillings upon 

the produce of a quarter of malt . In the country 

brewery for common country sale , a quarter of 

malt is seldom brewed into less than two 

barrels of strong and one barrel of small beer ; 

frequently into two barrels and a half of 

strong beer . The different taxes upon small 

beer amount to one shilling and four-pence a 

barrel.（p.508 ） 

４．たとえばビールと呼ばれているが、実際

には糖蜜を原料としていて、イギリスのビ

ールとはまったく似ていない醸造酒が、ア

メリカでは日常の飲料のうちかなりの部分

を占めている。これは数日しかもたないの

で、ビールと違って、大規模な醸造所で生

産し、販売用に貯蔵しておくことはできな

い。家庭で食事を作るのと同じように、自

家用に醸造するしかない。（536頁）

たとえば、ビールと呼ばれているものの、

実は糖蜜からつくられるのでわが国のビー

ルとはほとんど似ても似つかぬ醸造酒が、

アメリカでは人民の日常飲料のかなりの部

分を占めている。この飲料は数日間しかも

たぬから、わが国のビールのように大醸造

所で販売のために調製し貯蔵するわけには

いかず、各個人の家庭がその食物を料理す

るのと同じように、自家用に醸造しなけれ

ばならない。（1352頁）

A fermented liquor , for example , which is 

called beer , but which ,as it is made of 

melasses , bears very little resemblance to our 

beer , makes a considerable part of the 

common drink of the people in America . This 

liquor , as it can be kept only for a few days , 

cannot , like our beer , be prepared and stored 

up for sale in great breweries ; （pp.571, 2）
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５．このため黒人奴隷はほとんどどこでも、

白人の使用人と同じようにラム酒や糖蜜

酒、黒ビールなどを支給されており、こ

れらの商品に低率の税をかけても、おそら

く支給されなくなることはないだろう。

（539頁）

したがって、黒人はほとんどどこでも、

白人使用人と同じようにラム酒や糖蜜や糖

檜酒を手当としてもらっており、……。

（1356頁）

The blacks accordingly have almost every 

where their allowance of rum and of melasses 

or spruce beer , in the same manner as the 

white servants ;（p.576）

Ⅱ－b（本題）

18世紀にはイギリスのビール産業はどの程

度にまで発達していたのだろうか、また麦芽を

発酵させて造るアルコール飲料にはどのような

種類のものがあったのだろうか。初めに、14

世紀から17世紀末ころまでのイングランド（特

にロンドン）におけるビール醸造業の発展につ

いて記述することにしよう。この記述との関連

でビールの種類も明らかになるであろう。以下

佐藤氏の論文による。1）

ロンドンにおいてビール醸造技術が普及して

いくのに3世紀もの時間を要している。それは

5段階に分けられる。

第1段階。ビール醸造技術がイングランドに

導入された1400年頃。

第2段階。15世紀から16世紀初頭。ロンド

ンでは外国人が多くのビール醸造所を所有し、

生産を独占した。

1350年から15世紀末の時期に、エール以外

にホップの効いたビールが販売されるようにな

る。それは、外国人のビール醸造人がイギリス

に定住するようになったからである。

第3段階。16世紀後半になると、多くの醸造

所の所有権が徐々にイギリス人に移り、外国人

による独占が終焉する（この間に、ビール醸造

技術をイギリス人に伝授することを強いられ

た）。

16世紀後半ともなると、エールの生産量よ

りもビールの生産量の方が多くなる。その理由。

16世紀半ばまではホップのきいたビールに対

する偏見があって、ビールはまだ外国人のお酒

とみなされていて、反オランダ人感情が尾を引

いていた。しかし、エリザベス朝時代に入ると、

ビールが最もポピュラーなアルコール飲料にな

った、ということである。つまり、16世紀は、

エールからビールへの転換期であった。そして、

ビール醸造業の発展は女性を醸造の仕事から排

除することになった。

第4段階。17世紀。醸造所の多くはイギリス

人の手に渡り、それを所有する外国人は殆どい

なくなる。しかし、外国人は使用人として雇用

され、重要な役割を果たした。

第5段階。17世紀末。ビール醸造業が完全に

外国人の手から離れてイギリス人のものとなっ

た時代である。

18世紀になると麦芽飲料にはすべてホップ

が使用されるようになった。従って、エールと

ビールは同じものになった。違いは、醸造法

（エールは上面発酵法、ビールは下面発酵法）

と課税基準（エールは32ガロン、ビールは36

ガロン）であった。そして、18世紀末ころに

なると、ビールは新しい都会の飲み物、特にロ

ンドン・ポーターとスタウトを指し、それより

色の明るい、薄い色のエールと区別されるよう

になった。2）ところで、ポーターとはどのよう

なビールであるのか。これはパブのオーナーで

あるラルフ・ハ－ウッドが1722年（スミスは
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23年に誕生）に開発したものである。その経

緯は次のごとくである。

18世紀初めにはイングランドには少なくと

も①スモール・エール、②ストロング・ペー

ル・エール、③ストロング・ブラウン・エール

の3種類のエールがあった。この違いは、一番

搾りか、二番搾りか、という事、つまりマッシ

ング（mashing）を終えて麦汁を取り出すとき、

最初に出てきた麦汁からストロングエール（ア

ルコール度数の高いビール）、二番目の麦汁か

らオーディナリーエール、三番目の麦汁からス

モールエールが造られるという事である。

当時、ロンドン東部のショワディチ地区で働

く荷物運搬人たちは、ペール・エール、まだ発

酵中のブラウン・エール、長い間貯蔵したため

酸っぱくなったブラウン・エールの3つを混ぜ

合わせた「スリー・スレッド」を好んで飲んだ。

パブのオーナーであるラルフ・ハーウッドは客

の注文を受けるたびに3種類のエールを混ぜ合

わせなければならなかった。彼はこれが面倒に

なり「スリー・スレッド」と同じエールを造っ

たのである。これがポーターである。これは、

イングランドからアイルランドに伝わり、更に

ヨーロッパ大陸にひろまった。

アイルランドではギネス醸造所（アーサ－・

ギネスが1759年創設）がポーター（甘味でダ

ークなビール）に手を加え、1778年にアルコ

ール度の強い「スタウト・ポーター」（stout 

porter。焙煎麦芽を使用した苦みのあるビール。

後のスタウト）を開発している。

他方、イングランドにホップが入ってきた

16世紀の初頭以降になってペール・エール

（pale ale）が生まれたようである。この名前は、

17世紀ごろに、ホップを使用しないエールが

廃れた後のニュータイプのエールに対して名づ

けられた。ペール・エールの元祖という説があ

るバートン・エール（burton ale）は1630年頃

登場している。（19世紀になるとそれまで人気

のあったポーターに代わってペール・エールが

広く飲まれるようになる。）ペール・エールの

本場となるバートン・オン・トレントでは13

世紀まで修道院の修道士の手でビールが造られ

ていた。その後、この地においてチャールズⅡ

世の時代にオルソップ家が民間で最初に醸造を

始めた。さらに、バス一族がこの地に醸造所を

開設（1777年）して、インドなどの植民地向

けのインディアム・ペール・エールを造った。

（バス社の「赤い三角形」のシンボルマークは

1890年に世界最初の登録商標となる。）

スミスが国富論を出版するまでの過程（『グ

ラスゴウ大学草稿』、『国富論草稿』1763年か

ら1776年）は、ポーター誕生からスタウト・

ポーターに移行する時期である。また、イギリ

スで18世紀後半になると産業革命に向けての

始動が始まる。たとえば、「Ｊ．ワットが1768

年に動力源としての『蒸気機関』を発明し（翌

年特許取得）、ついで彼はＭ．ボールトンと共

同で1781年『回転機関』を発明した。ボール

トン・ワット商会製作所の最初の2台の機械は、

それぞれ、醸造用水くみ上げ用と麦芽粉砕用に

ロンドンのポータービール醸造所に買い取られ

た。その後1787年にはＪ．ワルカーが蒸気機

関を動力源とした麦汁攪拌機を考案し特許を取

っている。機械は短期間の内にビール会社に導

入され、1800年頃には醸造工程の大部分が多

かれ少なかれ機械化された。」3）つまり、18世

紀の後半にはビール醸造方式が零細・小規模な

ものから機械を用いて大規模に行うものへと発

展するのである。そして、19世紀にはいり産

業革命の進展と新しい都市市場の出現により、

近代的な大規模な醸造業者（たとえば、バス社、

アルソプ社、アーサー・ギネス社）が出現する

ことになるのである。4）

このようなこと（ビール醸造業における発
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展）が、「エール、ビール、ポーター」という

用語の背後に、また上記（4）の「わが国のビ

ールのように大醸造所で販売のために調整し貯

蔵する」（大内訳）という記述の背後に、ある

のである。

最後に、アメリカの黒人奴隷が飲んでいたラ

ム酒（rum）、糖蜜（molasses）、糖檜酒（spruce 

beer）について説明することとする。（以下、

春山行夫著『ビールの文化史　2』、フレッド・

エクハード他著『世界ビール大百科』参照）。

イ）ラム酒（rum）
ラムの原料は糖蜜で、製糖工場の副産物なの

で、西インド諸島で砂糖の製造が始まるとたち

まちラムがアメリカの植民地に流れ込み、ブラ

ンデーを駆逐する勢いになった。ラムはユニー

クな芳香を持った強い酒（アルコール度78 ～

80度）で、しかも安価であったので、その普

及が早かった。最初はアメリカの植民地に持ち

込まれたが、じきに植民地で糖蜜を輸入してラ

ムを造るようになった。

1679年にパンの原料が足りなくなるという

理由で、ニューヨークでは穀物で蒸留酒を造る

ことが禁止されたが、ビールの醸造は許された。

1700年にはビールの醸造を保護するために、

蒸留酒に特別の税金をかけて輸入を防いだ。ペ

ンシルビェニアでも1720年代に外国からのブ

ドウ酒、ラム、ブランデー、ウｲスキー、リン

ゴ酒、糖蜜に税金をかけ、その地域のビールの

醸造を保護した。しかし、この対策は時期遅れ

で、そのころにはラムが国中にひろがって、ど

こでも手に入る状況になっていた。しかも、17

世紀後半には、紳士階級はブランデー、一般階

級はラム、地方に住む清教徒はモモやリンゴの

ブランデー、都会の人々はビール、というのが

主な酒類の消費行動になっていたで、この対策

は効果がなかったようである。5）

ロ）糖蜜（molasses）
これは、砂糖黍や砂糖大根から普通のテーブ

ル砂糖を取った後に残るシロップのことである。

アメリカでは「マラシズ」（molasses）、イギリ

スでは「トリークル」（treacle）という。結晶

した砂糖を遠心分離機にかけると、糖蜜を得る

ことができる。ビールの醸造には、発酵性の糖

分を補強したり、ビールに特別のキャラクター

を加える目的で使用され、麦汁の煮沸の際に釜

に投入される。スミスの文章では、melassesと

なっている。フランス語ならmélasse。いずれ

にしてもスペルは違うと思うが。6）

ハ）スプルス・ビール（spruce beer）
こらは、ブラック・スプルス（黒糖檜）やレ

ッド・スプルス（赤糖檜）の若芽から造ったア

ルコール飲料である。特に17~18世紀のアメリ

カでよく飲まれた。スプルスの若芽は壊血病の

予防に効くと考えられていたので、ホップの代

わりに使用された。7）

アメリカで初期に（1632年にオランダの植

民地にビール醸造所が作られ、1637年頃マサ

チューセッツ湾の植民地でビール醸造の許可が

出されている）造られたビールにはホップは使

用されていなかった。1640年頃までホップの

入手が難しかったので、その代用としてササフ

ラス（楠科）やトウヒ属（糖檜、蝦夷松の類）

や、色々の薬草が用いられた。その中でも、糖

檜属のビール（spruce beer）は案外に好評で、

18世紀の終わり頃まで造られていた。8）

春山氏は「spruce beer」の造り方について次

のように説明されている。

上質のトウヒ属7ポンドを樹皮がはがれるま

でよく煮立てたのち、それを取りだし、その中

に3ガロンの糖蜜を入れ、再びよく煮立てる。

それが終ったらそれを冷却し、1パイントのイ

ーストを入れ、よくかき混ぜたのち樽に入れ、
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2，3日そのままにして熟成させると、トウヒ・

ビールができる。ホップの代わりにトウヒ属を

用いると、ビールに味をつけ保存に役立った。

この代用ビールは主に自家消費され、まれには

商品として売られた。9）

このスプルス・ビールの造り方から想像する

と、molasses or spruce beerというのは、この4

文字で、「糖檜ビール」のことではないかと考

えられる。

注
1）佐藤清隆、⑮、293頁、299頁、303頁。
2）春山行夫、④、68頁。
3）水川侑、⑧、6頁。
4）K.H. ホーキンス、C.L. パス、②、29 ～ 61頁。
5）春山行夫、④、248 ～ 252頁参照。
6）フレッド・エクハード、⑦、247頁参照。研究

社の『NEW ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY』
昭和32年の第33版、同『新英和中辞典（携帯
版）』1971年の第3版には「糖みつ」という訳
しかない。

7）フレッド・エクハード、⑦、212頁参照。
8）春山行夫、④、235 ～ 245頁。
9）春山行夫、④、245頁。
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所　報　2014. 1～12

2014年1月から12月までの社会科学研究所の活動は以下のとおりである。

１．機関及び人事

１．定例所員総会

所員の総意のもとに、各所員の積極的な参加を活力にして、本研究所を民主的に運営し、社会科

学の総合的研究を推進していくために努力してきた。今後も、所員の意見・希望等に積極的に応え

ていきたい。

（1）第103回定例所員総会　2014年6月7日（土）　16：10 ～　　生田校舎1号館2階第6会議室

議事：（1）所長挨拶、（2）所員の委嘱・解嘱、（3）2013年度事業報告、（4）同会計報告、（5）

2014年度事業計画案（2014年度夏季実態調査･三陸津波被災地調査案）、グループ研究

Aの年度内に研究報告を定例研究会枠にて実施のこと、また、3年継続枠のグループ研

究A、特別研究助成については、前年度成果報告書の提出の際に、翌年度計画書を添付

すること（現況は翌年度に入ってからの作成・提出）が提案され、了承された。新年度

4月1日から、実質的に予算消化を始めるので、前年度のうちに新年度分の研究計画書

を提出しておくという趣旨）。（6）同予算案、（7）その他、すべての議案は承認された。

（2）第104回定例所員総会　2014年12月13日（土）　14：30 ～　　神田校舎1号館7階7A会議室

議事：（1）所長選挙：村上所長再選、2014度事業報告、（2）同会計報告、（3）2015年度事業

計画案、（4）2014年度春季実態調査･ベトナム中南部案、（5）2015年度予算案。特に、

消費税アップ分（70万円弱）が社研運営･研究活動に支障をきたしている点を学長宛

「願い」を作成･提出して訴えていることの報告。（6）その他、すべての議案は承認さ

れた。

２．所員の異動

（1）所員の委嘱・解嘱

　委嘱： 小森田龍生（文学研究科助手）、上原正博（法）、内川秀二（経）、山本充（文）、恒木健太

郎（経）、植村八潮（文）、枡田大知彦（経）、阿部史郎（経）、宮地忠彦（法）、菅原光（法）、

松田智穂子（経）（以上、新所員）。

　解嘱： 松沢裕作、酒井進、常行敏夫、（以上、依願退職）、坂本武憲、手島宣之、晴山一穂

（以上、辞退）、伊東洋三、大西勝明、小島直、藤本一美、米田巌、溝田誠吾（以上、

定年退職、参与へ）、奥村輝夫（定年退職、参与辞退）、阿部史郎（2014.12.19ご逝去）。

（2）研究参与の委嘱・解嘱

　委嘱： 伊東洋三、大西勝明、小島直、藤本一美、米田巌、溝田誠吾（以上、定年退職、参与

へ）、酒井進、常行敏夫（以上、依願退職、参与へ）。
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　解嘱： 加藤幸三郎（2013.12.9ご逝去）、森下健三（2014.3.27ご逝去）、吉沢芳樹（2014.7.18ご逝

去）、北川隆吉（2014.4.7ご逝去）、皆川勇一（2008.10.23ご逝去）。

（3）客員研究員の委嘱･解嘱

　委嘱： 松沢裕作（慶応義塾大学経済学部准教授）、小泉亜紀（相模女子大学短期大学部非常勤

講師）、劉文兵（経済学部非常勤講師）。

　解嘱： 浜田甫（2014.11.22ご逝去）。

（4）特別研究員の委嘱・解嘱

　委嘱：－

　解嘱：小森田龍生（院生）。

３．運営委員、会計監査、事務局員の委嘱

（1）2013年度体制

 運営委員 事務局員（○はチーフ）

所長 村上　俊介（経） 事務局長 　大矢根　淳（人）

事務局長 大矢根　淳（人） 会計 ○鈴木奈穂美（経）

前事務局長 宮嵜　晃臣（経）  　樋口　博美（人）

運営委員 原田　博夫（経） 研究会 ○佐藤康一郎（営）

 木幡　文徳（法）  　兵頭　淳史（経）

 池本　正純（営）  　宮嵜　晃臣（経）

 川村　晃正（商）  　飯沼　健子（経）

 嶋根　克己（人）  　小池　隆生（経）

  編集 ○福島　義和（文）

   　内藤　光博（法）

会計監査 永江　雅和（経）  　前田　和實（商）

   　新田　　滋（経）

  文献資料 ○野部　公一（経）

  ホームページ ○高萩栄一郎（商）

   　吉田　雅明（経）

（2）2014年度体制

 運営委員 事務局員（○はチーフ）

所長 村上　俊介（経） 事務局長 　大矢根　淳（人）

事務局長 大矢根　淳（人） 会計 ○鈴木奈穂美（経）

前事務局長  宮嵜　晃臣（経）  　樋口　博美（人）

運営委員 原田　博夫（経） 研究会 ○佐藤康一郎（営）

 木幡　文徳（法）  　兵頭　淳史（経）

 池本　正純（営）  　枡田大知彦（経）

 川村　晃正（商）  　飯沼　健子（経）
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 嶋根　克己（人）  　小池　隆生（経）

  編集 ○福島　義和（文）

   　内藤　光博（法）

会計監査 永江　雅和（経）  　前田　和實（商）

   　新田　　滋（経）

  文献資料 ○野部　公一（経）

  ホームページ ○高萩栄一郎（商）

   　吉田　雅明（経）

４．事務局会議

2013年度

（1）4月23日（火） 　 ①新所長所信表明、②2012年度事業報告、2012年度春季実態調査（四国）

報告、③2012年度会計報告、④2013年度事業方針、研究会担当者会議の設

置、2013年度夏季実態調査（ハノイ）の方針、専大・檀国大学合同研究会案

（10月）、グループ研究助成申込状況、文献担当報告（山田盛太郎文庫整備、

図書館との重複資料整理）、社研規則改訂版作成の経緯・進捗状況。

（2）5月28日（火） 　 ①2013度事業方針（研究会担当・研究会担当者会議による研究会企画・開

催について、夏季実態調査（ハノイ）のプログラム案について、社研規則改

訂版作成（校閲料、翻訳料、通訳料等）について、月報企画・進捗状況につ

いて）、②2013度予算作成方針、③2012度会計内部監査。

（3）6月4日（火）　　 （運営委員会との合同会議）　①新所長あいさつ、2013年度社研体制、②

2012年度事業報告、③2012年度会計報告、④2012年度会計監査報告、⑤

2013年度事業計画案、⑥2013年度予算要求案、⑦その他（社研内規等の改正、

研究助成金の受け渡しについて）。

（4）7月16日（火） 　 ①2012年度会計監査実施報告、②2013夏季実態調査（ベトナム）準備進捗

状況報告、③定例研究会申し込み・開催報告、④2013春季実態調査企画の

始動について、⑤第6回檀国大学合同研究会の準備状況報告、⑥月報編集進

捗状況報告（600号記念号／ 2012年度春季実態調査合併号）／年報応募状況

報告、⑦7月末の頒布会開催企画／三研究所相談で書庫の整理、山田盛太郎

文庫の整理・修理作業計画、⑧ JETRO法人会員希望、⑨社研無線LAN構築。

（5）10月1日（火） 　 ①2013夏季実態調査（ベトナム）無事終了の報告・お礼（所長）、②2013年

度予算執行状況報告／夏季実態調査（ベトナム）会計報告、③研究会実施･

企画報告（2013夏季実態調査／第6回檀国大学合同研究会／定例研究会･シ

ンポジウム／ 2013春季実態調査）、④編集担当報告（ベトナム特集企画：12

月以降号で合併号、VASSより月報への投稿原稿予定、年報の編集進捗状況

報告）、⑤文献担当報告（中国統計年鑑の購入／山田盛太郎文庫の整理・修

復作業の進捗状況報告）、⑥HP担当報告（新型スキャナ購入検討→了承）。



― 286 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

（6）11月5日（火） 　 ①第6回檀国大学合同研究会報告、②2014年度事業計画書・予算要求書案の

検討、③VASS企画投稿原稿の集約状況報告／年報・月報合併号の原稿集約

状況報告、④叢書の出版契約のあり方についての問題提起、⑤年間・統計

（洋書）の保存・廃棄・頒布について、⑥2013春季実態調査の日程確認・案

内スケジュールの確認、⑦ページスキャナ購入報告・使用方法インストラク

ション、⑧内規改定の紹介（非常勤講師の講演料と原稿料について）。

（7）11月19日（火）　 ①2014年度事業計画書・予算要求書（案）について、②対VASS対応につい

て：月報への投稿原稿（英語）／書籍の寄贈／東北アジア研究所ミン所長一

行の来日について（研究会／学長挨拶）、③研究会担当者会議から、④編集

担当から、⑤文献担当から、⑥その他：規約等の改訂について／第102回総

会の準備状況について。

（8）11月26日（火）　 （運営委員会との合同会議）  

①VASS東北アジア研究所所長の専大･社研訪問･研究会開催について、②

新所員の承認について、③今年度規約等の改正について、④2013年度事業

報告書（案）・予算執行状況について／⑤2014年度事業計画書・予算要求書

（案）、⑥ベトナム社会科学院関係（月報投稿原稿（英文）について、原稿

料・校閲料について、VASS出版企画への社研サイドの投稿原稿の進捗状況

について）、⑦編集担当より、編集権を今少し積極的に作動させていくこと

についての問題提起がなされた。

2014年度

（1）4月22日（火） 　 ①今年度社研体制、②昨年度2013年度事業報告、③2013年度会計報告、④

2014年度事業方針：社研規則改訂版作成・発行、社研各種書類（会計･出張

等）の体裁の検討について、夏季実態調査（東北地方）、春季実態調査（ベ

トナム南部）、グループ研究助成（特別+A+B：新規or継続）募集、文献整

理（山田盛太郎文庫、図書館との重複資料）、消費税増税分の社研予算実質

減額分の吸収について、⑤所報（月報の入稿･企画状況）。

（2）5月20日（火） 　 ①2014年度社研体制の確認（所員の異動等の把握）、②2013年度会計報告

（5/9内部監査報告）、③社研規則等の改訂版回覧、④夏季実態調査（三陸鉄

道被災地ツアーの利用）の企画進捗状況、グループ研究Aの年度内に研究中

間報告を定例研究会枠にて実施のこと、また、3年継続枠のグループ研究A、

特別研究助成については、前年度成果報告書の提出の際に、翌年度計画書を

添付すること（現況は翌年度に入ってからの作成・提出）が提案され、了承

された。新年度4月1日から、実質的に予算消化を始めるので、前年度のう

ちに新年度分の研究計画書を提出しておくという趣旨、⑤文献（図書館との

重複資料／山田盛太郎文庫の整備について）。

（3）5月27日（火） 　 （運営委員会との合同会議）  
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①所長あいさつ、2014年度社研体制、②2013年度事業報告、③2013年度会

計報告、④2013年度会計監査報告、⑤2014年度事業計画案（特別研究助成、

グループ研究A･Bの事前審査報告書等の回覧･了承）、⑥2014年度予算要求

案、⑦その他（研究中間報告を定例研究会枠にて実施することについて、了

承、VASS投稿原稿出版企画の進捗状況の報告、『叢書第17巻：宮嵜代表』

の編集計画、報告）。

（4）7月15日（火） 　 ①2013年度会計監査実施報告、②各研究助成の実行報告書のテンプレート

の大幅修正についての説明、③2014夏季実態調査（東北地方）準備進捗状

況報告、④定例研究会申し込み・開催報告、⑤月報編集進捗状況報告、⑥7

月末の頒布会開催企画。

（5）9月30日（火） 　 ①2014年度予算執行状況報告／夏季実態調査（東北地方）会計報告、②研

究会企画報告（定例／第7回檀国大学合同研究会／ 2014春季実態調査）、③

編集担当報告、④文献担当報告（中国統計年鑑の購入／購入停止図書アンケ

ートに基づく対処は購入契約期間満了となる再来年に実施） 。

（6）10月28日（火）　 ①2015年度事業計画書･予算要求書案、②研究会企画：檀国大学との合同研

究会のプログラム等について／ VASS一行の訪日スケジュール及び定例研究

会開催予定について／春季実態調査（南ベトナム）の企画進捗状況について、

③月報編集状況（12-1合併号の原稿督促状の発送について）／年報の申し込

み･入稿･キャンセル状況について、④文献整理：担当アルバイトの退職に

伴う引継事項の整理について／それに伴う文献整理のデジタル化企画の進捗

状況について（HP担当チーフの報告）。

（7）11月18日（火）　 ①2015年度事業計画書･予算要求案について（檀国大学との合同研究会の報

告）、②VASS東北アジア研究所との国際交流協定の更新手続き及び一行訪

日中の定例研究会の設定について、③月報･年報の編集状況について、④文

献整理のデジタル化企画進捗状況について、⑤所長改選について、改選され

た場合の来年度半年の所長代理について（所長の中期海外出張予定）。

（8）12月2日（火） 　 （運営委員会との合同会議）  

①2014年度事業報告書･予算執行状況について、②2015年度事業計画書･予

算要求書（案）、特に、消費税アップ分（70万円弱）が社研運営･研究活動

に支障をきたしている点を学長宛｢願い｣を作成･提出して訴えていること

が報告された。③ベトナム社会科学院（VASS）東北アジア研究所関係につ

いて（国際交流組織間協定更新･調印式、来日スケジュール･定例研究会開

催について、紀要投稿協力について、図書の送付について）、④研究会担当

より（2014年度春季実態調査･ベトナム中南部案）、⑤文献担当+HP担当よ

り（文献整理の体制、デジタル化企画進捗状況について）、⑥その他：所長

より、今年度の「社研事故点検・評価報告書」を作成して提出について、ま

た、総会時に所長改選が行われることが報告された。



― 288 ―

専修大学社会科学年報第 49 号

５．運営委員会

2013年度

（1）6月4日（火）　　 （事務局会議との合同会議）  

①新所長あいさつ、2013年度社研体制、②2012年度事業報告、③2012年度

会計報告、④2012年度会計監査報告、⑤2013年度事業計画案、⑥20013年

度予算要求案、⑦その他（社研内規等の改正、研究助成金の受け渡しについ

て）。

（2）11月26日（火）　 （事務局会議との合同会議）  

①VASS東北アジア研究所所長の専大･社研訪問･研究会開催について、②

新所員の承認について、③今年度規約等の改正について、④2013年度事業

報告書（案）・予算執行状況について、⑤2014年度事業計画書・予算要求書

（案）、⑥ベトナム社会科学院関係（月報投稿原稿（英文）について、原稿

料・校閲料について、VASS出版企画への社研サイドの投稿原稿の進捗状況

について）、⑦編集担当より、編集権を今少し積極的に作動させていくこと

についての問題提起がなされた。

2014年度

（1）5月27日（火） 　 （事務局会議との合同会議）  

①所長あいさつ、2014年度社研体制、②2013年度事業報告、③2013年度会

計報告、④2013年度会計監査報告、⑤2014年度事業計画案（特別研究助成、

グループ研究A･Bの事前審査報告書等の回覧･了承）、⑥2014年度予算要求

案、⑦その他（研究中間報告を定例研究会枠にて実施することについて、了

承、VASS投稿原稿出版企画の進捗状況の報告、『叢書第17巻：宮嵜代表』

の編集計画、報告）。

（2）12月2日（火） 　 （事務局会議との合同会議）  

①2014年度事業報告書･予算執行状況について、②2015年度事業計画書･予

算要求書（案）、特に、消費税アップ分（70万円弱）が社研運営･研究活動

に支障をきたしている点を学長宛｢願い｣を作成･提出して訴えていること

が報告された。③ベトナム社会科学院（VASS）東北アジア研究所関係につ

いて（国際交流組織間協定更新･調印式、来日スケジュール･定例研究会開

催について、紀要投稿協力について、図書の送付について）、④研究会担当

より（2014年度春季実態調査･ベトナム中南部案）、⑤文献担当+HP担当よ

り（文献整理の体制、デジタル化企画進捗状況について）、⑥その他：所長

より、今年度の「社研事故点検・評価報告書」を作成して提出について、ま

た、総会時に所長改選が行われることが報告された。
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２．研究調査活動

１．定例研究会

（1）2014年4月26日（土）14：00 ～ 17：00　　場所　専修大学神田校舎13A会議室

テーマ：「日中・日米関係から見た日本外交」

報告者：田岡　俊次氏（ジャーナリスト）

司　会：古川　純参与

共　催：NPO現代の理論・社会フォーラム

参加者：20名

（2）2014年5月20日（火）15：00 ～ 16：30　　場所　専修大学生田校舎10306教室

テーマ：「文化くらし面担当者が見た「福島」」

報告者：山田　佳奈氏（朝日新聞東京本社文化くらし報道部記者）

参加者：18名

（3）2014年6月3日（火）15：00 ～ 17：00　　場所　専修大学生田校舎社会科学研究所会議室

テーマ：「ベトナムにおける日本のマンガ理解の現状；日越の比較から」

報告者：ハ・ティ・ラン・フィ氏（ベトナム社会科学院東北アジア研究所）

参加者：11名

（4）2014年7月1日（火）15：00 ～ 17：00　　場所　専修大学生田校舎8号館832会議室

テーマ： 「起業とコミュニティー－インドのアパレル集積地の事例－」

報告者：内川　秀二所員（本学経済学部教授）

討論者：飯沼　健子所員（本学経済学部教授）

司　会：野口　　旭所員（本学経済学部教授）

共　催：社研グループ研究助成A

　　　　　「グローバル化時代の国際経済の諸問題」（代表：野口　旭）

参加者：15名

（5）2014年7月22日（火）16：40 ～ 18：20　　場所　専修大学生田校舎9号館973会議室

テーマ：Chronicle of a Crisis Foretold：Causes and Consequences of the European Debt Crisis

報告者：Dr. Andy Storey

 （USD School of Politics and International Relations、本学経済学部客員教授）

司　会：堀江　洋文所員（本学経済学部教授）

共　催：社研グループ研究助成A

　　　　　「グローバル化時代の国際経済の諸問題」（代表　野口　旭）

参加者：10名

（6） 2014年11月18日（火）16：30 ～ 18：00 　　場所　専修大学生田校舎10号館10210教室

テーマ：アクショングループと地域主義　―日本の中世末から近代初頭にかけての動向―

報告者：松尾　容孝所員（本学文学部環境地理学科教授）

共　催：社研特別研究助成
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 　　　　　「アクショングループと地域主義　―日本とヨーロッパの比較考察―」

　　　　　　（代表　松尾　容孝）

参加者：8名

（7） 2014年11月29日（土）14：00 ～ 17：00　　場所　専修大学神田校舎1号館8階8C会議室

合評会：梅田皓士著

　　　　　『現代韓国政治分析―「地域主義・政党システム」を探る』（志學社、2014年）

報告者：梅田　皓士氏（拓殖大学大学院国際協力学研究科後期博士課程）

討論者：李　　羅炅氏（本学大学院法学研究科後期博士課程）

司　会：藤本　一美参与

共　催：日本臨床政治学会

参加者：12名

（8）2014年12月16日（火）16：40 ～ 18：00　　場所　専修大学生田校舎10205教室

テーマ：日本のカメラ産業の競争力･ブランド力分析

　　　　　―中国、日本の工場（Canon大分工場）視察報告を含む―

報告者：望月　宏所員

共　催：社研グループ研究助成A

　　　　　「日本のカメラ産業の競争力・ブランド力分析」（代表　望月　宏）　参加者5名

２．シンポジウム

（1）2014年7月12日（土）14：00 ～ 17：00　　場所　専修大学神田校舎1号館13階13A会議室

テーマ：「日本の女性政治家と政治指導」

報告者：清水　隆雄氏（元国会図書館・専門調査員）　「吉村美栄子（山形県知事）」

　　　　末次　俊之所員（本学法学部助教）　　　　　「太田房江（大阪府知事）」

　　　　根本　俊雄氏（本学法学部非常勤講師）　　　「潮谷義子（熊本県知事）」

討論者：濵賀　祐子（客員研究員・本学法学部非常勤講師）

 司　会：藤本　一美参与

共　催：日本臨床政治学会

参加者：16名

（2）2014年10月19日（日）13：00 ～ 17：00　　場所　専修大学神田校舎5号館551教室

テーマ：「日本における人種差別を考えるシンポジウム」

　　　　　～ヘイトスピーチをきっかけに～」

報告者：パトリック・ソーンベリー氏（英キール大学名誉教授、前人種差別撤廃委員会委員）

パネリスト：西土　彰一郎氏（成城大学教授）

　　　　　　師岡　康子氏（大阪経済法科大学客員研究員）

　　　　　　藤本　美枝氏（弁護士）

共　催：自由人権協会

参加者：100名
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３．特別研究会

（1）2014度夏季実態調査（東北沿岸被災地視察：2014年8月26日～ 8月28日）

8月26日（火）：一ノ関駅集合、バスで、気仙沼、陸前高田を視察、釜石市泊。

8月27日（水）：釜石、大槌、山田町視察、三陸鉄道乗車、宮古市泊。

8月28日（木）：田老視察、盛岡駅にて解散。

（2）第7回専修大学・檀国大学合同研究会

2014年11月15日（土）　　場所　専修大学神田キャンパス国際会議室

テーマ：革新を起こすアジアの経済と経営

13：00　開会

挨　拶：蔡イン錫（経営研究所所長･社研所員）

　　　　Sang-Hyuk,Lim（檀国大学）

１．発表者： Prof. Kim Joo-Tae（檀国大学）

“A model for green management and the application to the case of POSCO”

コメンテーター：柴田弘捷参与

２．発表者： 橋田洋一郎 准教授（経営研究所）

「パッケージ・デザインにおけるグローバリゼーション」

　コメンテーター ： Prof. Yang jong-gon（檀国大学）

３．発表者：Prof. Sohn Sung-Jin（檀国大学）

“Research Trend of Management Accounting Literatures and Future Directions: Analysis of 

Research Contents and Productivity from a Bibliometric Viewpoint“

　コメンテーター：山崎　秀彦所員

４．発表者： 間嶋　崇准教授（経営研究所）

「経営倫理研究の最近の動向」

　コメンテーター： Prof. Lim Sang-Hyuk（檀国大学）

17：00　閉会

挨拶 村上　俊介（社会科学研究所所長）

（3）2014年度春季実態調査（ベトナム中南部　2015年3月11日～ 3月18日予定）

4．研究助成

☆グループ研究助成A（ 4名以上・年50万円3年間・定例所員総会にて研究経過の報告義務・年

度内に研究中間報告を定例研究会枠にて実施・1名以上論文発表義務）

2012年度発足

◇｢グローバル化時代の国際経済の諸問題｣

　（ 野口旭〈責〉・鈴木直次・浅見和彦・泉留維・大橋英夫・野部公一・大倉正典・飯沼健子・

狐崎知己・稲田十一・堀江洋文・加藤浩平・永島剛・内川秀三・毛利健三の15名）

2013年度発足
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◇｢日本のカメラ産業の競争力・ブランド力分析｣

　（ 望月宏〈責〉・梶原勝美・溝田誠吾・笠原伸一郎、今井雅和、小林守の6名）

2014年度発足　なし

☆グループ研究助成B（ 2名以上・年20万円1年間・定例所員総会にて研究経過報告義務）

2014年度発足

◇｢自治体におけるSPコード（音声コード）の普及状況と課題についての予備的調査

　　―障害者差別解消法施行にともなう｢合理的配慮｣に関する検討に向けて―｣

　（野口武悟〈責〉・植村八潮・深見択史の3名）

◇｢インドシナ半島の社会関係資本の実態調査研究｣

　（稲田十一〈責〉・飯沼健子の2名）

◇｢金沢市の菓子製造業の競争優位についての研究｣

　（樋口博美〈責〉・佐藤康一郎の2名）

◇｢災害復興・予防と地域社会の構造分析｣

　（大矢根淳〈責〉・佐藤慶一の2名）

◇｢新たなフランス革命研究の地平を｢ベル文｣に求めて｣

　（近江吉明〈責〉・永島剛の2名）

◇｢戦後日本における社会運動ユニオニズムの源流に関する研究｣

　（兵頭淳史〈責〉・高橋祐吉の2名）

☆特別研究助成（ 5名以上・年100万円3年間・定例所員総会にて研究経過報告義務、年度内に

研究中間報告を定例研究会枠にて実施・助成終了後2年以内に『社会科学研究

叢書』刊行義務）

2012年度発足

◇｢ベトナム社会主義共和国の経済及び産業、社会、文化の変容と諸課題｣

　（佐藤康一郎〈責〉・（宮嵜晃臣）・大矢根淳・嶋根克己・村上俊介・嶺井正也の6（5）名）

2013年度発足

◇｢方法としてのドキュメンタリーの生成とアジアにおける発展｣

　（ 土屋昌明〈責〉・鈴木健郎・（下澤和義）・根岸徹郎・川上隆志・上原正博・三田村圭子・森

瑞枝の8（7）名）

2014年度発足

◇｢アクショングループと地域主義―日本とヨーロッパの比較考察―｣

　（松尾容孝〈責〉・砂山充子・堀江洋文・広田康生・山本充の5名）

3．所報の刊行

１．『専修大学社会科学研究所月報』の刊行

（1）4月20日（第610号）

　「愛媛県東予地方4工業都市の社会・都市構造（1）
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　　―今治市、新居浜市、西条市、四国中央市の比較―」 …………………柴田　弘捷（参与）

（2）6月20日（第611＋612合併号）

1）　｢社会科学研究所2013年度春季実態調査行程｣ …………………………大矢根　淳（所員）

2）　｢専修大学社会科学研究所2013年度春期合宿研究会（長野県飯田市）を終えて｣

　　　　 ……………………………………………………………………………村上　俊介（所員）

3）　｢つながりの不思議さ：飯田市の歴史と社会関係資本｣ ………………原田　博夫（所員）

4）　｢飯伊地域の労働市場事情｣ ………………………………………………柴田　弘捷（参与）

5）　｢飯田市経済の現状と地域経済活性化政策｣ ……………………………宮嵜　晃臣（所員）

6）　｢飯田市における再生可能エネルギー開発とその役割｣ ………………齋藤　雄志（参与）

7）　｢東南アジア諸国における太陽光発電と小規模水力発電の導入と活用について｣

　　　　 ……………………………………………………………………………飯田　謙一（参与）

8）　｢ケーススタディ：地場伝統産業水引のブランド、長野県飯田市（株）田中宗吉商店の 

　　　「御国」｣ ……………………………………………………………………梶原　勝美（所員）

9）　｢飯田水引と提言｣ …………………………………………………………前田　和實（所員）

10）｢飯田市の公民館システム｣ ………………………………………………鐘ヶ江晴彦（所員）

11）｢飯田・下伊那における地域規模と地域振興｣ …………………………飯沼　健子（所員）

12）｢飯田市の都市政策の課題－リンゴ並木が原点｣ ………………………福島　義和（所員）

13）｢市田柿の生産、販売活性化の一事例

　　　「かぶちゃん農園」視察報告｣ …………………………………………望月　　宏（所員）

14）｢満蒙開拓再考｣ ……………………………………………………………今井　雅和（所員）

（3）7月20日（第613号）

1）　｢愛媛県東予地域4工業都市の社会・都市構造（2）

　　　―今治市、新居浜市、西条市、四国中央市の比較―｣ ………………柴田　弘捷（参与）

2）　｢Funeral Ceremony as an Embedded Social Capital｣ ………………………嶋根　克己（所員）

（4）8月20日（第614号）

1）　「インド・アイルランド関係と大英帝国」 …………………………………堀江　洋文（所員）

2）　「中国福建省における社会関係資本の実証的分析」 ………………………丸茂　雄一（客員）

（5）9月20日（第615号）

　｢IT ／グローバル資本主義下の長野県経済再考

　　―ITバブル崩壊後の長野県経済―（付表）｣ ……………………………宮嵜　晃臣（所員）

（6）10月20日（第616号）

　｢消費者行動研究における関与研究について｣ ……………………………金　　成洙（所員）

（7）11月20日（第617号）

　｢鈴木 寛　元文部科学副大臣インタビュー：

　　教育に関するガバナンスの基本方向、そして文部科学省とのこと｣ ……広瀬　裕子（所員）

以下、予定

（8）1月20日（第618･619合併号）　2014年度夏季実態調査（東北地方）特集
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（9）2月20日（第620号）
（10）3月20日（第621号）

２．『社会科学年報』第48号の刊行（2014年３月10日）

論文

「『資本論』第2部　「第1草稿」の対称性」 ………………………………………内田　　弘（参与）
「ミャンマーのブランド「ミャンマー」とラオスのブランド「ビアラオ」
　＜補遺＞」 …………………………………………………………………………梶原　勝美（所員）

「科学方法論からみたコウホート分析の新解釈　― 危機からの脱出のパラダイム―」 

　　　　 ………………………… 川口　雅正（九州産業大学経済学部教授）・森　　　宏（参与）
「食品廃棄物削減と食品リサイクルの現状と課題」 ………………………………佐藤康一郎（所員）
「片倉越後製糸株式会社の株主分析」 ………………………………………髙梨　健司（客員研究員）
「よみうりランドと川崎市戦災復興事業　― 戦後レジャー会社と地方競馬 ―」
　　 ………………………… 中田久美子（本学経済学研究科修士課程修了）・永江　雅和（所員）

「「復元論」と「分化発生論」について　― 宇野弘蔵と山口重克の方法論をめぐって―」
　　　　 ………………………………………………………………………………新田　　滋（所員）

「学校の性教育に対する近年日本における批判動向
　　― 「性教育バッシング」に対する政府対応―」 ……………………… 広瀬　裕子（所員）
研究ノート

「総力戦体制から国民的総動員システムへ」 ……………………… 桑野　弘隆（客員研究員）
所報 ……………………………………………………………………………………大矢根　淳（所員）
編集後記 ………………………………………………………………………………福島　義和（所員）

３．「社研叢書」第17巻刊行について

2012年度終了（代表：宮嵜所員）：『ワークフェアの日本的展開 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　―雇用の不安定化と就労･自立支援の課題―』
（ 宮嵜晃臣（責）・町田俊彦・高橋祐吉・福島利夫・黒田彰三・内山哲朗・永島剛・兵頭淳史・
鈴木奈穂美・小池隆生・唐鎌直義・湯進の12名）

が、本年度刊行予定である。

４．その他の活動

１．文献資料の収集

（1）社会科学分野にかかわるリファレンス資料に相当するもの（辞書、統計、白書、年鑑等）の
収集に重点を置くという方針に基づいて、文献資料を収集した｡

（2）年度当初から文献購入希望を募り、予算枠を考慮しつつ、随時購入した｡
（3）社研プロジェクト「中国社会研究」の一環としておこなってきた中国経済・社会に関する文

献収集に関しては，東アジア経済社会に対象を広げ実施した。
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２．文献資料の整理、配架

（1）文献資料の検索は「図書カード」によるものとして、収集した文献の整理を行なった｡また、
電子化にむけた作業を開始した（システム構築についての検討開始）｡

（2）CD-ROM版の文献資料はロッカーに別途保管した｡
（3）図書館と重複して購入している和雑誌に関しては、書庫が手狭になったため（直近数年分を

除き）廃棄処分とした｡なお、廃棄にあたっては、希望者に対象雑誌を頒布する期間を設けた。
2014年度は，英文資料についても検討を行い，重複所蔵している年鑑･統計集について，2014
年度より和雑誌と同等の処理をすることとした。廃棄処分をする資料で図書館に欠号の資料に
ついては寄贈を行う。

（4）山田盛太郎文庫整備に関しては，中根康裕客員研究員への意見聴取をふまえて，東亜研究所
時代の文献を中心に保全を図るという基本方針を決定した。

（5）書庫のスペースを確保するために，判型毎に並び替える作業を行った。
（6）その他

「文献ニュース」を社会科学研究所のホームページに掲げ、2013年度末までに収集した主な
文献を中心に新着情報を提供した｡

３．ホームページ（パーソナル・コンピュータ）

パソコンを社会科学研究と当研究所の研究事業を外部により広く公開するための道具として活用
する。
（1）ホームページの充実

ホームページのさらなる充実をすすめた。論文を読みやすくするために、論文単位のファイ
ル化、抄録の作成、問い合わせ先の追加などを検討する。

（2）電子メールの活用
電子メールを活用して、通信業務を効率化した。2007年度より開始した、所員に対する案

内等の原則電子メール化を継続している。
　総会案内、出欠確認、委任状集約等に電子メール（添付ファイル）を利用することを試行して
いるところである。

（3）コンピュータシステムの充実
昨年度、社研内の無線LANを構築し、また、ページ・スキャナを購入・インストールし利

用に供している。
（4）専修大学学術機関リポジトリへの登録

社研のホームページに掲載されている論文（月報・年報）を図書館が運用する「専修大学学
術機関レポジトリ」に登録している（登録するために、月報・年報の投稿規定に、「掲載され
た論文は、原則として、社会科学研究所ホームページおよび 専修大学学術機関リポジトリに
登録し、全文公開する」を追加した）。
以上の論文以外の論文の専修大学学術機関リポジトリへの対応は別途、検討する。
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編集後記

21世紀のグローバル・イシューは、人口増

加、高齢化、環境資源である。我々の社会科

学はこれらの喫緊の課題にどのような対応策を

準備できているのか。特に地球環境の持続性

sustainabilityに関しては、従来の社会経済シス

テムの疲弊化、見直しは重要な仕事である。

今回、第49号に13本の多彩な論文をご投稿

いただきました。所員の皆様、関心のある論文

をまずお読みいただき、そのあと著者との議論

を試みてください。よければ、そのプロセスを

月報にご投稿ください。異分野交流が新たなイ

ノヴェイティブな研究を生むかもしれません。

私は現在、持続性のある社会の構築に関心が

あります。我々が生きている資本主義社会の基

盤には、しっかりと生物多様性bio-diversityの

生態系が存在している。実をいうと、その多様

な生態系から、我々はいろいろなサービスを享

受している。家を建てたり、森林浴をしたり、

時には海岸の防潮林（防風林、防砂林など）の

おかげで減災や命を救われたりと……。しかし

いつのまにか豊かな生態系の有難さを意識しな

くなってしまった。つまり、あまりにも高度に

効率よく社会経済システムが発達してしまい、

大量消費や大量廃棄に疑問を感じなくなってし

まった。気が付くと廃棄物が増え、環境が悪化

し、自然資源が枯渇し、原子力依存の社会に突

入していた。今こそ、国家の役割が問われてい

る。テロを行うのも「国家」である。「成長な

き時代」を生きる国民に幸せをもたらすのも資

本主義国家である。家族－市民社会―資本主義

的国家、これらの関係が健全にリンクされれば

いいのだが、ローカルやグローバルなレベルで、

人種差別や社会的排除が見受けられ、紛争やテ

ロが常態化している。

個人や家族の顔や姿が見えにくくなっている。

そして多様化が進む地域社会も不安定な側面が

前面に出てしまっている。「多様化が認められ

る社会」を世界に普及するにはまだまだ時間が

必要である。

 （福島義和）

編集スタッフ　　福島　義和（文学部）　　内藤　光博（法学部）

　　　　　　　　前田　和實（商学部）　　新田　　滋（経済学部）
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